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…………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ３０７

………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ３０９

……………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ３０９

…………………１．日程第２．平成１９年第１定付託議案第３号 名寄市道の駅条例の制定について ３０９

…………………………………………………………………○経済常任委員長報告（川村正彦委員長） ３０９

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３１０

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ３１０

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ３１０

１．日程第３．平成１９年第１定付託議案第７号 名寄市国民健康保険税条例の一部改

正について及び平成１９年第１定付託議案第２８号 平成１９年度名寄

市一般会計予算ないし平成１９年第１定付託議案第３８号 平成１９年

……………………………………………………………………度名寄市水道事業会計予算 ３１０

……………………………………………………………○予算審査特別委員長報告（猿谷繁明委員長） ３１０

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３１１

１．日程第４．議案第４１号 安全・安心都市宣言について

議案第４２号 教育都市宣言について

議案第４３号 健康都市宣言について

…………………………………………………議案第４４号 非核平和都市宣言について ３１１

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） ３１１

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３１２

１．日程第５．議案第４５号 名寄市議会会議規則の一部改正について

………………………………議案第４６号 名寄市議会委員会条例の一部改正について ３１２

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３１２

１．日程第６．意見書案第１号 医師不足を解消し、安心できる地域医療体制の確保を

求める意見書

意見書案第２号 「がん対策推進基本計画」の早期決定を求める意見書

意見書案第３号 公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求める意見書

意見書案第４号 障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書

意見書案第５号 耐震構造計算書偽装問題に関する被害者救済に関する

意見書



意見書案第６号 ＮＨＫ受信料の支払い義務化に関する意見書

意見書案第７号 少子化の克服へ対策強化を求める意見書

意見書案第８号 特定健診・特定保健指導に関する意見書

意見書案第９号 後期高齢者医療制度の充実を求める意見書

……………………意見書案第１０号 生活保護の「母子加算」廃止に反対する意見書 ３１２

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３１２

……………………………………………１．日程第７．報告第２号 例月現金出納検査報告について ３１２

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ３１２

…………………………………………………１．日程第８．閉会中継続審査（調査）の申し出について ３１２

………………………………………………………………………………………○継続審査（調査）決定 ３１２

………………………………………………………………………………１．林 寿和副議長退任あいさつ ３１３

…………………………………………………………………………………１．渡辺宏治議員退任あいさつ ３１３

…………………………………………………………………………………１．堀江英一議員退任あいさつ ３１４

…………………………………………………………………………………１．野本征清議員退任あいさつ ３１４

…………………………………………………………………………………１．斉藤 晃議員退任あいさつ ３１４

…………………………………………………………………………………１．武田利昭議員退任あいさつ ３１５

…………………………………………………………………………………１．三宅幹夫議員退任あいさつ ３１５

…………………………………………………………………………１．栗栖賢一議員退任メッセージ代読 ３１６

………………………………………………………………………………………………１．島市長あいさつ ３１６

………………………………………………………………………………………………………１．閉会宣告 ３１７

……………………………………………………………………………………………………１．質問文書表 ３１９

……………………………………………………………………………………………………１．議決結果表 ３２９



－1－

平成１９年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成１９年２月２６日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 副議長の辞職許可報告

日程第４ 副議長選挙

日程第５ 平成１９年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第６ 議案第１号 名寄市民憲章の制定につ

いて

日程第７ 議案第２号 名寄市北国雪国ふるさと

交流館条例の制定について

日程第８ 議案第３号 名寄市道の駅条例の制定

について

日程第９ 議案第４号 名寄市住宅リフォーム促

進助成条例の制定について

日程第10 議案第５号 名寄市職員の給与に関す

る条例の一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第８号 名寄市学校給食センター

設置条例の一部改正について

日程第13 議案第９号 名寄市重度障害者、精神

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第１０号 名寄市企業立地促進条

例の一部改正について

日程第15 議案第１１号 名寄市住宅環境改善等

補助条例の廃止について

日程第16 議案第１２号 合併特例区規約の変更

について

日程第17 議案第１３号 風連町の長の給与等に

関する規則の一部改正について

日程第18 議案第１４号 上川教育研修センター

組合規約の変更について

日程第19 議案第１５号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第20 議案第１６号 市道路線の認定につい

て

日程第21 議案第１７号 平成１８年度名寄市一

般会計補正予算

日程第22 議案第１８号 平成１８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第23 議案第１９号 平成１８年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第24 議案第２０号 平成１８年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第25 議案第２１号 平成１８年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第26 議案第２２号 平成１８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第27 議案第２３号 平成１８年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第28 議案第２４号 平成１８年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第29 議案第２５号 平成１８年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第30 議案第２６号 平成１８年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第31 議案第２７号 平成１８年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第32 議案第２８号 平成１９年度名寄市一

般会計予算

議案第２９号 平成１９年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第３０号 平成１９年度名寄市老
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人保健事業特別会計予算

議案第３１号 平成１９年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３２号 平成１９年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３３号 平成１９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３４号 平成１９年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３５号 平成１９年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３６号 平成１９年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３７号 平成１９年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３８号 平成１９年度名寄市水

道事業会計予算

日程第33 議案第７号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第34 議案第３９号 指定管理者の指定につ

いて

日程第35 議案第４０号 指定管理者の指定につ

いて

日程第36 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．追加議事日程

追加日程第１ 議会運営委員会委員の選任につい

て

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 副議長の辞職許可報告

日程第４ 副議長選挙

日程第５ 平成１９年度市政執行方針・教育行政

執行方針

追加日程第１ 議会運営委員会委員の選任につい

て

日程第６ 議案第１号 名寄市民憲章の制定につ

いて

日程第７ 議案第２号 名寄市北国雪国ふるさと

交流館条例の制定について

日程第８ 議案第３号 名寄市道の駅条例の制定

について

日程第９ 議案第４号 名寄市住宅リフォーム促

進助成条例の制定について

日程第10 議案第５号 名寄市職員の給与に関す

る条例の一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部改正について

日程第12 議案第８号 名寄市学校給食センター

設置条例の一部改正について

日程第13 議案第９号 名寄市重度障害者、精神

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第１０号 名寄市企業立地促進条

例の一部改正について

日程第15 議案第１１号 名寄市住宅環境改善等

補助条例の廃止について

日程第16 議案第１２号 合併特例区規約の変更

について

日程第17 議案第１３号 風連町の長の給与等に

関する規則の一部改正について

日程第18 議案第１４号 上川教育研修センター

組合規約の変更について

日程第19 議案第１５号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第20 議案第１６号 市道路線の認定につい

て

日程第21 議案第１７号 平成１８年度名寄市一

般会計補正予算

日程第22 議案第１８号 平成１８年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第23 議案第１９号 平成１８年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第24 議案第２０号 平成１８年度名寄市介
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護保険特別会計補正予算

日程第25 議案第２１号 平成１８年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第26 議案第２２号 平成１８年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第27 議案第２３号 平成１８年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第28 議案第２４号 平成１８年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第29 議案第２５号 平成１８年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第30 議案第２６号 平成１８年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第31 議案第２７号 平成１８年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第32 議案第２８号 平成１９年度名寄市一

般会計予算

議案第２９号 平成１９年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第３０号 平成１９年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第３１号 平成１９年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第３２号 平成１９年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第３３号 平成１９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３４号 平成１９年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３５号 平成１９年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３６号 平成１９年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３７号 平成１９年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３８号 平成１９年度名寄市水

道事業会計予算

日程第33 議案第７号 名寄市国民健康保険税条

例の一部改正について

日程第34 議案第３９号 指定管理者の指定につ

いて

日程第35 議案第４０号 指定管理者の指定につ

いて

日程第36 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

１．出席議員（３３名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 ８番 林 寿 和 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

１９番 堀 江 英 一 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員
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３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（２名）

２２番 栗 栖 賢 一 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君

市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成１９〇議長（田中之繁議員）

年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 佐 藤 靖 議員

７番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（田中之繁議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月１５日まで

の１８日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より３月１

５日までの１８日間と決定いたしました。

日程第３ 副議長の辞〇議長（田中之繁議員）

職許可を報告いたします。

去る２月２３日に堀江英一議員から一身上の都

合により副議長を辞職したい旨の願い出がありま

したので、地方自治法第１０８条の規定により同

日これを許可いたしましたので、報告いたします。

日程第４ これより副〇議長（田中之繁議員）

議長選挙を行います。

お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法

第１１８条第２項の規定により指名推選によりた

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、選挙の方法は指名推選によることに決

定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名することにいたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議長において指名することに決定いた

しました。

副議長に林寿和議員を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名

いたしました林寿和議員を副議長の当選人と定め

ることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、ただいま指名いたしました林寿和議員

が副議長に当選されました。

ただいま副議長に当選されました林寿和議員が

議場におりますので、本席から会議規則第３２条

第２項の規定により当選の告知をいたします。

副議長に当選されました林寿和議員のごあいさ

つをいただきます。

林寿和議員。

就任に当たりまして、〇副議長（林 寿和議員）

一言ごあいさつを申し上げます。

ただいま議長より副議長に指名推選をいただき、

この上ない光栄であります。また、全会一致で御

決定をいただきましたことに心よりお礼を申し上

げます。また、責任の重大さを痛感いたしている

ところでございます。

今日地方分権が進められ、地方自治体独自の自

主性や主体性が強く求められており、議会が果た

す役割と責任は極めて大きなものがあり、合併に

よる課題も山積しておりますが、幸いにして人格、

見識とも卓越した田中議長のもと先輩、同僚議員

各位の絶大なる御支援をいただきまして、この重

責を全うしたいと念願しております。市理事者各

位におかれましても格別の御指導と御協力のほど

をお願いいたします。

まことに簡単ではございますが、お礼とお願い
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を申し上げまして、就任のごあいさつといたしま

す。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。〇議長（田中之繁議員）

休憩 午前１０時０９分

再開 午前１０時２３分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

民生常任委員会の林寿和副委員長の辞任許可に

伴う副委員長互選の結果を報告いたします。

民生常任委員会副委員長に宮田久議員が選任さ

れました。

日程第５ これより平〇議長（田中之繁議員）

成１９年度市政執行方針・教育行政執行方針を行

います。

初めに、平成１９年度市政執行方針を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

平成１９年第１回名寄市議会定例会の開会に当た

り、市政執行の基本的な考え方を申し上げ、議員

各位をはじめ、市民の皆さんの御理解と御協力を

いただきたいと思います。

旧２市町の合併から、早くも１年を迎えようと

しています。

昨年４月、新名寄市の初代市長として就任以来、

市民本位のまちづくりを基本に、公約として掲げ

た行財政改革や新総合計画の策定を初め各種施策

に取り組み、市民の融和と一体感の醸成に努め、

「合併して良かった」と実感できるまちづくりに

誠心誠意努力をしてまいりました。

合併２年目に向け、市民のまちづくりに寄せる

期待をしっかりと受け止め、今後とも対話に努め

ながら、名寄市の限りない発展を目指し、全力で

市政執行に当たってまいります。

さて、国の三位一体改革による影響、未だ回復

の実感を持つことができない地域経済の状況など

から、厳しい財政運営が続いていますが、合併に

よる行財政でのメリットを最大限に引き出すとと

もに、なお一層の行財政改革並びに財政の健全化

に取り組んでいかなければなりません。

さらには、新総合計画に掲げる施策、事業を着

実に実行していくことで、目標とする将来像の実

現に向け全力を尽くしたいと考えております。

また、その施策の推進に当たっては、行政の不

断の努力はもとより、「まちづくりの主役は市民

であり、市民と行政の協働によるまちづくり」を

基本理念として全力で取り組んでまいりますので、

一層の御理解と御協力をいただきますようお願い

いたします。

ここに、市政執行の基本的な考え方について申

し上げます。

平成１９年度は、多くの市民の参画により策定

された、新しい総合計画のスタートの年でありま

す。計画に掲げた具体的な目標を実現するため、

実施計画を基本として各種施策を進めていきます

が、直面する問題解決に向けて、次の三点の政策

に重点をおいて市政運営に当たってまいります。

一点目は、「市民と行政との協働について」で

あります。

地域の課題に的確にこたえていくため、コミュ

ニティー意識の醸成や地域のつながりを大切にし、

市民や企業、ＮＰＯ、市民活動団体などと行政と

が、互いに連携してまちづくりを行う協働のまち

づくりを進めてまいります。

また、市民憲章の制定につきましては、「市民

憲章検討委員会」から答申を得ましたので、今定

例会に提案させていただきました。この市民憲章

ができるだけ早く、多くの市民の皆さんに理解さ

れ、親しんでいただけるよう推進運動に努めてま

いります。

二点目は、「行財政改革の推進について」であ

ります。

新総合計画を効率的・効果的に達成するために

は、財源確保や組織機構の整備が求められていま

す。
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合併前の両市町で積み重ねてきた努力を引き継

ぎ、数値目標を掲げた「新・名寄市行財政改革推

進計画」を着実に進めてまいります。

また、職員の資質向上は重要な課題であり、職

員研修等の充実に努めてまいります。

三点目は、「活力をもたらす産業の振興につい

て」であります。

市民生活の安定を図り、市民の暮らしを守るた

めには、基幹産業の農業や製造業等が元気に展開

することが重要であります。

また、観光振興による交流人口の確保や産学官

をはじめとする連携を促進し、商店街の賑わいづ

くり、人材の育成や産業の付加価値化と農産物等

のブランド化に取り組んでまいります。

以上、市政推進の基本的な考え方について申し

上げました。

次に、平成１９年度の予算編成について申し上

げます。

国の予算は、平成２３年度に国と地方の基礎的

財政収支を確実に黒字化するとともに、行政のス

リム化・効率化を一層推進し、活力に満ちたオー

プン経済社会の構築及び健全で安心できる社会の

実現を図るべく編成されました。

平成１９年度の経済見通しについては、世界経

済の着実な回復が続く中、企業部門、家計部門と

もに改善が続き、改革の加速化により自律的・持

続的な経済成長が期待され、国内総生産の実質成

長率は２％と見込まれています。

地方財政対策では、新型交付税が導入され、あ

わせて地方財政の健全化を図るため、交付税特別

会計の新規借入を廃止するとともに、計画的な償

還が始まることになりました。

地方交付税は、１５地 ０００地地と前年度地

４％、 ０００地地の４４４スとなりましたが、 

地方交付税の法定率分を堅持した上で、地方一般

財源総額は確保されることになりました。

名寄市の平成１９年度の各会計予算案は、市民

及び職員の融和促進と均衡ある発展を基本に地域

経済・雇用にも配慮し、道の駅整備事業、戸籍電

算化事業、市立総合病院整備事業、風連地区市街

地再開発事業、農地・水・環境保全向上対策事業、

住宅リフォーム促進助成事業などを盛り込み、総

合計画に基づき編成いたしました。

一般会計予算案は１８６地 ５９６一 ０００ 

地で、合併特例振興基金造成債を当初予算に計上

したことから、前年度地 ５％、２地 ０７５一 

０００地の０となりました。

８つの特別会計予算案は、前年度地 ４％０の

１１６地 ２３６一 ０００地、企業会計予算案 

は、前年度地 ６％０の９５地 ８１８一 ００  

０地、全会計の総額では、前年度地 ８％０の３

９９地 ６５２一 ０００地となりました。 

また、風連町特例区予算案は、前年度地 ２％

減の ０４０一 ０００地となりました。 

少子・高齢化が急速に進展し、地方分権が進む

中では、合併を選択しただけでは０え続ける収支

不足を簡単には解消できず、老朽化した公共施設

の改修を含めた新たな財政負担が顕在化してきま

した。

このような中で、市民に提供するサービスの範

囲と地域・住民の役割との調整を図り、過大な負

の遺産を若い世代に残すことなく、年度間のバラ

ンスをとり、適切な事業選択と公債管理の上に、

既成概念にとらわれず「挑戦者の志」を持って大

胆な発想の転換を行い、新しい名寄市のまちづく

りを市民と協働して進めてまいります。

次に、市民主体のまちづくりの推進についてで

あります。

市民の皆さんがまちづくりに参加できる機会を

広げ、市民と一体となったまちづくりの推進体制

の整備が必要です。そのため、市民自治を基本に

市民参加や行政運営のルールを定める「自治基本

条例」の制定に向け、市民の皆さんと一緒に作業

を進めてまいります。

さらに、市民と行政が協働する仕組みとして、

地域自治区の創設に向け、地域の方々と話し合い
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を進めてまいります。

また、ボランティアやＮＰＯなどの活動に対す

る支援に努めるほか、まちづくりの活性化を図る

ための市民の自主的な研修や活動を支援するまち

づくり推進事業を引き続き実施し、市民の皆さん

と協働のまちづくりを進めてまいります。

次に、合併特例区について申し上げます。

風連地区の振興のために、「合併特例区協議

会」との連携を深めるとともに、事務事業の地滑

な推進に努めてまいります。

次に、広報広聴について申し上げます。

行政運営に対する市民の参画を促進するために、

市民が市政を身近に感じることができるよう、広

報なよろを初めホームページ、新聞広報、エフエ

ムラジオ放送など、多様な手段で情報公開の充実

を図ってまいります。

また、市民の声が反映する市政運営のために、

各種懇談会などで市民と地域の意見をお聴きして

いきます。

さらに、市民の皆さんと行政情報を共有するた

め、施設見学会や出前トークなどを充実してまい

ります。

次に、コミュニティー活動の推進についてであ

ります。

コミュニティー活動につきましては、町内会な

どの住民組織の活動と拠点となる会館の機能充実

を図るための支援を行ってまいります。

次に、情報化の推進についてであります。

平成２０年度までに戸籍システムの導入を行い、

平成２１年度には電算処理による運用開始を目指

してまいります。

戸籍事務の電算化により名寄庁舎、風連庁舎、

智恵文支所に分散している戸籍簿などを一元管理

し、簡素で効率的な戸籍事務に徹して窓口での戸

籍証明書の交付時間や戸籍原本作成日数の短縮を

図るなど、市民サービスの向上に努めてまいりま

す。

次に、統計について申し上げます。

少子高齢化、グローバル化、高度情報化、地方

分権の進展などに対応するため、各分野において

構造改革が進められ、社会経済システム全体が大

きく変わろうとしています。こうした変革の中に

あって、統計は各種施策の企画・立案に幅広く利

用されており、その果たす役割はますます重要な

ものとなってきています。

平成１９年度の指定統計調査は、学校基本調査、

商業統計調査、就業構造基本調査、工業統計調査、

住宅土地統計準備調査が予定されています。名寄

市統計協議会の協力を得て調査が進められますの

で、市民の皆さんには御理解と御協力をお願いい

たします。

次に、交流活動の推進についてであります。

国際交流につきましては、カ４ダ・カワーサレ

４クス市リンゼ４地区から交換学生とロシア・ド

ーリンスク市から市民訪問団を受け入れ、教育や

文化の交流を通じて友好親善を深め、国際理解に

努めてまいります。

国内交流については、東京都杉並区と山形県鶴

岡市藤島地区との間で、子どもたちの交流を含め

た人的交流や文化交流を推進するとともに、特産

品などの販売活動を通じて両都市との交流が一層

充実するよう積極的な取り組みをしてまいります。

東京なよろ会などのふるさと会については、名

寄市の情報を発信しながら側面からの支援を行い、

大都市との人的・経済的交流を図ってまいります。

次に、行財政改革の推進についてであります。

地方分権が進展している中、持続的に発展して

いける行財政基盤を確立し、「自己決定」「自己

責任」の原則に基づき、自主・自立性を高めた行

財政運営がこれまで以上に求められています。今

回策定いたしました「新・名寄市行財政改革推進

計画」の推進による着実な実行に努めてまいりま

す。

次に、健康づくりの推進についてであります。

「自分の健康は、自分で守る」ことを基本とし、

健康意識の啓発を図り、各種がん検診や基本健康



－9－

診査を３５歳以上の市民を対象に実施しています。

その検診結果を基に、個々にあった健康づくり

ができるように保健指導の充実に努め、さらには

国が提唱している内臓脂肪症候群の予防を柱とし

た生活習慣病予防対策を推進してまいります。

また、健康０進法に基づき、生活習慣病の予防

を中心とした健康づくり運動を展開できるよう

「健康０進計画」の策定を進めてまいります。

次に、市立総合病院についてであります。

国の医療制度改革大綱に基づき、様々な施策が

実施される中で、引き続き道北第３次医療圏の地

方センター病院として、地域医療の向上を目指し

てまいります。

特に地域の病院・診療所との連携を深め、医師

の派遣や研修会の開催、市民公開講座による生活

習慣病の予防に対する意識の高揚を推進するとと

もに、高度・多様化している医療ニーズに対応す

るため、医療施設や機器の整備、診療と看護体制

の充実に努めてまいります。

近年、大学からの医師の派遣が中止されるなど、

地方においては医師の不足が深刻な問題になって

います。

当院においても、精神科の医師確保が最重要課

題でありますので、引き続き確保に向けて努力し

てまいります。

４月からは、小児科に新たな医師３名を迎え、

７名体制となりますので、２４時間の診療体制で

臨んでまいります。これらの救急外来部門、ＩＣ

Ｕ病床の新設、研修医の０加に対応する医局スペ

ース拡充のため、病院の０改築を平成１９年度か

ら２カ年で実施いたします。

現在、わが国の診療報酬の体系は、各診療行為

の点数を合算した出来高払い方式を基本としてい

ますが、医療財政の悪化などの医療環境の変化に

伴い、平成１５年４月から「ＤＰＣによる包括評

価制度」が導入されています。

今後は、慢性期や外来等もこの制度へ移行する

ことが検討されていますので、当院においても平

成１９年度からＤＰＣへの取り組みを行ってまい

ります。

次に、児童福祉の推進についてであります。

昨年１０月にスタートしました「認定こども

園」制度への取り組みにつきましては、名寄市幼

児教育振興会を通じて、市内の各幼稚園と検討を

重ねているところです。少子化時代に対応した新

しい形の保育のあり方が実現するよう進めてまい

ります。

また、安心して子育てができるよう、ひとり親

家庭への支援や最近特に深刻化している児童虐待

について、関係機関と連携し適切に対応してまい

ります。

次に、高齢者福祉の充実についてであります。

平成１９年１月平における高齢者人口は ９４

６人、高齢化率が２ ３％と高齢化が進んできて

おります。新たに統合された名寄市第３期高齢者

保健医療福祉計画に基づき、高齢者対策事業を推

進してまいります。

地較的虚弱な高齢者の方々を対象に、要支援・

要介護状態になることを防止するため、４月に設

置する「名寄市地域包括支援センター」を中心に、

今日まで、先進的に取り組んできた元気会などを

はじめとした介護予防事業を実施してまいります。

介護保険事業では、平成１９年度から保険料を

統一し、新たに介護予防給付を実施いたしますの

で、運営の充実に努めてまいります。

次に、障がい者福祉の推進についてであります。

名寄市の障害者福祉施策は、ノー４ラ４ゼーシ

ョンとリハビリテーションを基本とする「名寄市

障害者福祉計画」に基づいて推進していますが、

この計画は平成１９年度が最終年度となります。

この間、支援費制度への移行や障害者自立支援法

の施行など、福祉を取り巻く情勢が大きく変化し

たことに伴い、計画の内容を一新し、第２期名寄

市障害者福祉計画として本年度中に策定する予定

であります。

次に、廃棄物処理対策についてであります。
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昨年４月から完全実施しました紙製容器包装廃

棄物の資源収集は、予定していた収集量を下回る

状況にあります。まだその多くが、炭化ごみや埋

立ごみとなっていますし、資源として排出された

中にも、紙以外のごみの混入が見受けられます。

今後とも粘り強く、分別の徹底やごみの適正排出

について、啓発・指導を行ってまいります。

ごみの減量化では、本年度も生ごみ堆肥化容器

購入助成や段ボールコンポストの普及促進を実施

してまいります。

また、環境美化活動の推進では、時節にあわせ

た清掃週間を設定し、環境衛生推進員の皆さんを

中心に町内会と連携して、まちなかの環境美化に

取り組んでまいります。

次に、消防事業についてであります。

風連地区のひとり暮らしの高齢者住宅に設置し

ている緊急通報システム端平装置は、導入から１

３年が経過し、故障に対応できない状況にあるこ

とから更新を図り、高齢者の住宅不安解消及び人

命の安全確保に努めてまいります。

住宅火災から「命」を守るために、平成１８年

度から「住宅用火災警報器」の普及に努めてきま

したが、継続して住民周知を図ってまいります。

また、広報消防自動車の更新を図り、消防体制

の充実に努めてまいります。

次に、交通安全対策についてであります。

市民の人命尊重を第一に交通事故防止に努めて

まいりましたが、昨年は、残念ながら３人が交通

事故で亡くなる結果となりました。

安全で快適な住みよい社会を実現するため、高

齢者対策や冬期対策など、本市の地域特性に応じ

た幅広い交通安全運動を進めてまいります。

次に、生活安全対策についてであります。

犯罪のないまちづくりに向けた広報活動の充実

と啓発運動を推進するため、平成１８年度には公

用車５台に青色回転灯を整備しました。本年度も

「安全・安心地卓会議」を開催し、各地区の安心

会議や関係機関、団体と情報交換を行い、市民生

活の安全確保に努めてまいります。

次に、消費生活の安定についてであります。

消費生活につきましては、国際化、情報化、高

齢化や規制緩和などにより大きく変化しています。

消費者自らが正しい消費知識を得るために、消

費者活動団体などと連携を図りながら、適切な情

報提供、消費相談、啓発活動に努めてまいります。

次に、住宅の整備についてであります。

西町団地建替事業は、平成１５年度から工事に

着手し、これまでに１３棟２６戸が完成いたしま

した。平成１９年度は３棟６戸が１２月に完成の

予定です。

北斗・新北斗団地建替事業は、平成１８年度に

策定した建替基本設計に基づいて、住み替え住宅

建設の実施設計を行う予定です。

新規事業としては、白かば団地及び新北栄団地

の屋根張替工事を年次計画で実施いたします。

また、新市における住宅４スタープランの見直

し業務については、本年４月から実施してまいり

ます。

次に、都市環境の整備についてであります。

定住人口の減少、急速な高齢化を踏まえ、将来

を見据えたまちづくりを進めることが必要となっ

ています。このため、環境への負荷の少ない持続

可能なまちづくりや歩いて暮らせるコンパクトで

住みやすいまちづくりを推進するため、名寄都市

計画用途地域内の徳田地区工業地域について、土

地利用の見直しを図り、工業地域に特別用途地区

を設定する作業を進めているところであります。

次に、公園の整備について申し上げます。

風連地区の天塩川河川緑地パークゴルフ場は、

本年から１８ホールを供用し、残り１８ホールの

造成を実施してまいります。

次に、風連地区の市街地再開発について申し上

げます。

事業を実施するに当たり、国土交通省令に基づ

き、認可の申請に必要な調査設計計画の委託事業

を実施しなければなりませんが、これらに要する
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費用の一部を補助し、事業の推進に向けて支援を

してまいります。

次に、水道事業についてであります。

上水道の拡張事業では、区域拡張を踏まえ国道

２３９号１７から１８線の配水管布設を計画して

おります。

配水管網整備事業につきましては、道路改良な

どに伴う配水管の布設替え及び漏水調査と配水管

洗浄を実施するとともに、老朽管による更新工事

と郊外地区における管網整備を積極的に実施して

まいります。

また、上水道は、おいしく安全で最も安定した

飲料水を市民に供給することを基本として事業運

営を図っておりますが、ここ数年、水道使用量の

減少傾向にありますので、水道事業会計の健全化

を図るため、水道水利用拡大に取り組むとともに、

平成１９年度に使用料改定の条例改正を提案いた

したく、準備を進めてまいります。

次に、下水道事業についてであります。

平成１９年度は、汚水が河川へ流出する汚濁防

止対策として、昨年から実施している合流改善事

業の滞水池土木建築工事を債務負担行為で実施い

たします。

下水処理場におきましては、昭和５３年に設置

した電気施設の老朽化に伴う、中央監視設備と運

転操作設備の更新を計画しております。

農村部における個別合併浄化槽整備につきまし

ては、これまで３７０基が完成し、本年度は１６

基の設置を予定しています。

また、下水道は快適な生活を営むために最も重

要な施設であり、今後も施設整備を進めてまいり

ますが、供用開始以来稼働している施設の老朽化

に伴い、維持管理費及び機器更新費が年々０加し

ているところであります。

下水道の経営健全化に向けて、平成１９年度に

使用料改定の条例改正を提案いたしたく、準備を

進めてまいります。

次に、道路事業についてであります。

国土交通省関連事業は、継続事業で道路交付金

事業による北７丁目道路改良事業のほか３路線、

新規事業で１９線道路改良事業と、まちづくり交

付金による風連地区東３号歩道改修事業を実施し

てまいります。

防衛施設局関連では、菊山線道路改良事業を継

続して実施いたします。

次に、除排雪事業についてであります。

除雪につきましては、冬の快適な生活環境を確

保し、安全な市民生活や産業活動を維持するため、

車道４６４キロメートル、歩道６０キロメートル

の実施を予定しています。

排雪では、交通安全対策として、道路幅員確保

のカット排雪と交差点の見通し確保のための角切

排雪を実施いたします。

また、名寄市除排雪助成事業であります市道・

私道除排雪助成及び排雪ダンプ助成につきまして

は、従来どおり名寄地区で実施してまいります。

名寄市除排雪業務につきましては、名寄地区及

び風連地区の一部で、それぞれの地区の事業協同

組合に委託していますが、作業の効率化と整備水

準の向上に努めてまいります。

なお、両地区における除排雪の実施基準が異な

っているため、早い時期に統一を図ってまいりま

す。

次に、農業・農村の振興についてであります。

本市の農業は、関連産業との連携を通じて地域

の経済社会を支える基幹産業として重要な役割を

果たしてきたところです。

しかし、農業従事者の高齢化や担い手の減少、

農畜産物価格の低迷や農畜産物の輸入拡大、さら

にはＷＴＯ、ＥＰＡ交渉等国際規律の強化など、

農業・農村を取り巻く情勢は大きく変化していま

す。

これらの背景を受けて、国の「新たな食料・農

業・農村基本計画」に基づき、経営所得安定対策

が導入されます。

このような農政の大きな転換期における名寄市
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農業・農村の新たな構築を図るため、「新名寄市

農業・農村振興計画」を策定し、総合的・計画的

に各種施策を推進してまいります。

次に、新たな米の需給調整システムについて申

し上げます。

平成１９年度からの品目横断的経営安定対策の

導入とあわせて、１９年産から新たな需給調整シ

ステムに移行することが決定されており、これら

を受けて名寄市農業振興対策協議会において、旧

市町の水田農業推進協議会を統合し、新産地づく

り交付金の活用方法及び米の数量配分を一本化す

ることとしました。

平成１９年産米のもち米については、北海道で

は３年連続の豊作による供給過剰の状況から、需

給と価格の安定を図るために平成１９年からの２

カ年を目途に１０％の自主削減をすることとしま

した。うるち米につきましては、全国の作況指数

が９６で不作だったことや道産米の評価が向上し

たことを受け、名寄市は２ランクに向上し１９ト

ン０の配分がありました。

また、新産地づくり対策につきましては、本体

部分の「産地づくり交付金」、もち米自主転作及

び地域振興作物加算等の「新需給調整システム交

付金」、担い手集積加算等の「稲作構造改革促進

交付金」、耕畜連携水田活用対策を加え、入り口

ベースで総額約１１地地となり平成１８年度の交

付実績額と地較すると約６％０額の見込みです。

現行対策の実績と検証を踏まえ、新「水田農業

ビジョン」においては、水田農業の持続的発展を

図るため有効活用し、体質の強い担い手農家の育

成と振興作物の安定確立を図ってまいります。

次に、品目横断的経営安定対策について申し上

げます。

平成１９年産からはじまる本対策の２月平での

対象者は、米、麦、大豆、てん菜、澱原用馬鈴し

ょの５品目の作付け実績農家６０９戸のうち４４

７戸、７３％が対象となり、面積では ４９３７

クタールのうち ０２２７クタール、９０％が対

象の見込みです。４月以降に本格的な申請となり

ますが、農協をはじめ関係機関と協力しながら、

新制度の周知徹底や認定農業者の確保と利用集積

を促進し、新制度への地滑な移行を進めてまいり

ます。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

本市の農業・農村振興計画に基づき、農業振興

作物や農業形態に対応した営農指導に取り組んで

まいります。振興センターの主な業務として、営

農指導をはじめ土壌診断、試験・展示ほ場の設置、

アスパラガス大苗の供給事業などを継続して実施

してまいります。

次に、畜産の振興について申し上げます。

食品の安全・安心への消費者意識が高まる中、

牛乳生産においても衛生的生乳を重視した良質原

料乳確保に対する要望が強まってきています。引

き続き生産抑制を強いられる厳しい環境下にあり

ますが、自給飼料を基盤とした良質粗飼料の確保、

飼養管理技術の向上、個体改良を推進し、家畜排

せつ物の有効利用を図るべく資源循環型の畜産経

営を推進してまいります。

公共牧野については、乳牛飼育農家の労働負担

の軽減と粗飼料確保、コスト低減を図るため実施

しており、平成１９年度は、母子里地区共同牧場

においても指定管理者制度を導入し、効率的で適

正な管理運営をしてまいります。

次に、名寄市立食肉センターについて申し上げ

ます。

国の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策特別措置法や

牛トレーサビリティ法に基づき、より安全・安心

な食肉処理場として、衛生管理に配慮した施設整

備に努めてまいりました。

また、厚生労働省からの指導もあり、平成２０

年までには中止しなければならないピッシング方

式（失神させた牛の頭部にワ４ヤ状の器具を挿入

して脳神経組織を破壊する作業）を、衛生上の問

題や現場職員の安全性の面を考慮し、不動体化施

設として整備してまいります。
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このことにより、施設の安全な作業環境と適正

な食肉処理業務を確立し、安全・安心な食肉の供

給体制確立と畜産農家の経営安定のため、食肉セ

ンターの地滑な運営に努めてまいります。

次に、農業・農村整備事業について申し上げま

す。

継続中の道営事業につきましては、智恵文地区

において「道営畑地帯総合整備事業」により、暗

渠排水、土層改良などの再整備を行い、経営の安

定化と生産性の向上に努めてまいります。

また、財団法人北海道農業開発公社が事業主体

の「畜産担い手育成総合整備事業」では、平成１

５年度から飼料基盤整備及び家畜排せつ物処理施

設の整備を行い、生産性の向上と経営の安定を図

るため実施してまいりましたが、本年度の草地造

成、草地整備、暗渠排水、畜舎などの整備で事業

が完了する予定です。

「道営地域水田農業支援緊急整備事業」では、

水田利活用の推進と多面的機能を発揮し、効率的

・安定的な経営体の確立と地域水田ビジョンの実

現のため、風連・名寄地区で区画整理、暗渠排水、

用水路などの整備を実施してまいります。

また、「道営経営体育成基盤整備事業」では、

経営体が農業生産の相当部分を担う農業構造を確

立するために共和地区、東豊地区、瑞生地区で暗

渠排水、客土、用水路などの整備を実施します。

北海道では、基盤整備の推進による食糧自給率

向上と環境と調和した農業を持続するため、「持

続的農業・農村づくり促進特別対策事業」を平成

１８年度から平成２２年度までの５カ年で実施す

ることとしています。この事業の導入により、担

い手を育成・支援するための生産基盤や公共性の

高い基幹水利施設の整備において、農家負担の軽

減を図ってまいります。

次に、平成１９年度から導入される「農地・水

・環境保全向上対策」について申し上げます。

本対策につきましては、年明け以降、総務省か

ら同事業に対する制度の内容が徐々に示される中

で、関係団体からも強い要望があり、北海道とし

ても、当初予算の４地地を７地地に０額するなど

状況の変化が見られます。

本市においても、これらのことを踏まえて、平

成１９年度予算に１地区の事業費 ５８０一地を

見込み、市負担分の２５％、 １４５一地を計上

することといたしました。

ただし、北海道の当初予算については、全道要

望額を満たす額ではなく、平成１９年度補正での

対応が予想されますので、今後も推移を見ながら

対応してまいります。

次に、林業の振興についてであります。

近年、森林の持つ地球環境保護、国土の保全、

水質源のかん養など「森林の公益的機能」に対す

る関心が高まっていますが、これまで森林を守り

育ててきた林業は、依然として厳しいものがあり、

組合員の減少に加え、木材価格の低迷や林産業コ

ストの上昇、さらには森林所有者の林業経営に対

する意欲の減退、後継者不足などから、森林の保

育、森林整備を推進していくことが極めて困難な

状況となっており、放置される森林が急０し、山

づくりに対する意欲が減少傾向にあります。

こうした中、森林所有者の負担軽減と優良森林

資源確保のため「森林整備地域活動支援交付金」

や「２１世紀北の森づくり推進事業」など、助成

制度を活用した民有林造林事業を推進してまいり

ます。

次に、商工業の振興についてであります。

名寄地方における景気動向について、地元金融

機関の第２１回景況レポートによると、企業の景

況感を示す業況判断指数（ＤＩ値）は、昨年１０

月から１２月までの実績で前期（昨年７月から９

月期）に地べ１ ０ポ４ント悪化となり、４４４

ス基調で推移し厳しい状況が続いています。来期

の見通しについても引き続き停滞感を強めている

ことが伺われます。

昨年暮れに出店説明のあった徳田地区の大型店

については、１月３０日に北海道のガ４ドラ４ン
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に沿った出店計画書の提出がなされ、２月１１日

には市内において出店説明会が開催されたところ

です。名寄地区における小売店売り場面積は平成

１６年度調査で４ ４３６平方メートルであり、

新たに２ ３０１平方メートルが追加となると、

既存の小売店を含め中心市街地は大きな打撃を受

けることは明らかと考えているところです。この

ような状況にありますが、市内においては商工業

が活性化するよう中小企業振興条例について、商

工会議所、商工会など関係団体と連携し有効活用

を図るなど、大型店出店の動きにも対応してまい

ります。

中小企業の新たな支援策として、住宅改修の促

進、快適な住環境の整備を目指し、３年間の時限

を設けて住宅リフォーム促進助成事業に新たに取

り組んでまいります。補助の申請は個人となりま

すが、市内の建設産業の振興と雇用の安定を図る

ことを目的に、１００一地以上の改修工事に対し、

定額で２０一地を助成しようとするものです。

また、チャレンジ支援事業を創設し、新規創業、

第二創業、店舗の新築・０改築についても支援を

行ってまいります。

中心市街地活性化基本計画につきましては、

「中心市街地活性化に関する法律」に基づき、市

が中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ

一体的に推進するため、基本的な計画を作成する

こととなっています。作成にあたっては、商工会

議所が中心となって組織する「中心市街地活性化

協議会」の意見を聴くことになっていますので、

これから組織される協議会とも十分連携を図りな

がら、基本計画の策定に努めてまいります。

公設市場においては、流通変革・人口減などに

よって、取扱量・取扱高は減少してきており厳し

い状況にあります。丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会

社では、企業内努力を続けておりますので、今後

とも販路拡大、生鮮食料品の安定供給に向けた努

力を促すとともに、支援をしてまいります。

次に、雇用の確保についてであります。

雇用環境は、より一層深刻な状況にあります。

昨年１２月平の月間有効求人昨率は全道で ５３

昨、名寄公共職業安定所管内では ４１昨となっ

ており、引き続き厳しい状況に変わりはありませ

ん。ただし、高等学校の新学卒の動向については、

昨年１２月平で求人数では前年を６ １ポ４ント

上回り、求人昨率は ６８昨になっており、職業

別では技能工、販売に大きな伸びがみられます。

季節労働者対策としては、これまで３０年間続

いてきた冬期技能講習の制度は１８年度で終了す

ることとなります。最終となる技能講習会は２月

１日から始まっており、近隣を含めて勤労者企業

組合４５人、名寄建設業協会５０人、総体では前

年度実績対地６ ３％の受講状況となっています。

さらに、風連建設業協会主催での講習会も３月に

予定されています。季節労働に伴う１９年度から

の国の新しい制度内容が近々示されますので、地

域実情を最優先した雇用拡大、冬場の雇用安定に

軸足を置いた実効性のあるものになるよう、引き

続き関係機関と協議を行い、環境を整えていきた

いと考えております。

厳しい雇用環境にある中、労働環境も厳しく、

労働相談員の役割も重要なものと考えています。

現在、６人の相談員が配置されていますが、一層

協議を行いながら連携し、相談活動を充実してま

いります。

次に、観光の振興についてであります。

自然文化的な観光資源の豊かさを最大限に活か

し、観光事業を法人の名寄・風連両観光協会と連

携し実施してきています。近年は体験型観光、ア

ウトドアへの志向が強まり、歴史や気候風土、産

業に関する文化的側面のニーズの高まりから、参

加型観光への需要が拡大されてきています。ひま

わり畑、健康の森、道立サンピラーパーク、ピヤ

シリスキー場、望湖台自然公園など、そのステー

ジは広がっていますので、観光協会や指定管理者

などの民間活力と一緒になって、交流人口の拡大

に努めてまいります。
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ピヤシリスキー場につきましては、第１リフト

減速機のオーバーホール工事を行います。また、

若者を中心として利用の多いスノーボードコース、

家族連れで楽しめるキッズコー４ーなどの整備を

行い、安全で安心して楽しめるスキー場として整

備してまいります。

道の駅事業につきましては、地域とともにつく

る個性豊かな賑わいの場として、平成２０年２月

の完成を目指し、本年７月に工事着手いたします。

オープンは平成２０年４月を予定しており、交流

・集いの場となるよう整備していきます。これま

で関係団体とも協議を重ねてきており、安全・快

適・潤いを与える道の駅、情報発信など地域経済

活性化の拠点施設として整備してまいります。

次に、名寄市立大学並びに市立名寄短期大学に

ついてであります。

去る２月１日、平成１９年度の短期大学児童学

科の一般入試を行いました。

定員２５名に対し、前年度と地べて３名減の９

６名の志願者があり、１０日に３７名の合格者を

決定いたしました。募集停止をした生活科学科は、

本年３月平をもって廃止手続きをとる予定であり

ます。

次に、大学保健福祉学部の一般入試前期では、

各学科の定員２５名に対し、栄養学科で８０名、

看護学科で１６６名、社会福祉学科で１０３名の

合計３４９名、 ６５昨の志願者があったところ

です。昨日、札幌市と名寄の２会場で入学試験を

行い、３月６日に合格者の発表を予定しておりま

す。

大学入試センター試験に参加して初めての試験

であり、志願者数の予測に苦慮しましたが、各学

科とも目標数値を確保することができました。

今後も教育研究水準の向上に努めるとともに、

グラウンドをはじめとする施設整備を計画的に進

めてまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と、基本的な

考え方を申し上げました。

市議会議員の皆さん、並びに市民の皆さんの御

理解と御協力をお願い申し上げ、平成１９年度の

市政執行方針といたします。

次に、平成１９年度教〇議長（田中之繁議員）

育行政執行方針を行います。

藤原教育長。

おはようございます。〇教育長（藤原 忠君）

私からは、平成１９年第１回名寄市議会定例会の

開会にあたり、名寄市教育行政の基本的な方針と

施策の概要を述べ、議員各位並びに市民の皆様の

御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。

まずはじめに、昨年３月２７日に新しい名寄市

が誕生して以来、合併に伴う当面する諸課題につ

いてその解決に鋭意取り組んでまいりましたが、

今年はさらに一歩前進して「知性と感性をみがき、

こころ豊かな人と薫り高い文化を育み、希望に輝

くまちをつくります。」をキーワードに様々な教

育活動の地滑な推進を図り、市民の期待と信頼に

こたえる大切な年であります。

国では、昨年の１２月に教育基本法が改定され

公布されました。これまでの教育は、昭和２２年

に制定された旧教育基本法のもとで、国民の教育

水準を向上させ、社会経済の発展を支えてまいり

ました。しかし、制定以来半世紀以上が経過した

ことから、社会の変化に対応した新しい時代の教

育理念が明示されたものであります。更に、去る

１月２４日には、政府の教育再生会議が、ゆとり

見直しやいじめ対策、教育委員会制度の改革など

について、その第１次報告を行ったところであり

ます。これらに関連する法案の推移や世論構成な

どについて、今後ともしっかり見極めてまいりた

いと考えております。

また、北海道教育委員会では、昨年１０月にこ

れからの北海道がめざず教育の理念や方向性を明

確にし、本道教育を計画的、総合的に推進するた

め、北海道教育ビジョンを策定いたしました。

このビジョンは、平成２０年度からおおむね１

０年間を想定した教育長期総合計画の基本理念を
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示すもので、「社会で生きる実践的な力の育成」、

「豊かな心とすこやかな体の育成」、「信頼され

る学校づくりの推進」など五つの基本目標からな

っており、今後の具体的方策への取り組みについ

て、その動きを把握してまいりたいと考えており

ます。

名寄市においては、平成１９年度以降の新しい

名寄市総合計画が策定されました。教育行政にお

きましても、その整合性を図り、「心の合併」を

目指して市民と共に歩む教育の推進に努めながら、

名寄市における教育の諸課題解決を図ってまいり

たいと考えております。

以下、新年度の主要施策についてその概要を申

し上げます。

初めに、学校教育について申し上げます。

学校教育につきましては、今日までの教育成果

を踏まえながら、諸施策の実現に力を注ぎ、「確

かな学力」と「豊かな心」を培うよう教育内容の

充実に努めるなど、保護者や市民の期待にこたえ

信頼される学校づくりを進めてまいります。

学力の向上につきましては、児童生徒一人一人

が、生涯にわたってたくましく生きる力を培うた

めに、それぞれがもつ個性や能力を最大限に伸ば

していくことが重要であります。

そのため、適正な教育課程を編成・実施すると

ともに、少人数指導やティーム・ティーチングな

ど指導方法の工夫・改善に努めるなど、個に応じ

たきめ細かな学習指導の充実を図ってまいります。

特に、読解力を通して総合的な学力の向上を図

るため、朝読書や読み聞かせなど読書活動を推進

するとともに、家庭学習の励行と基礎・基本の定

着に努めてまいります。

豊かな心を育む教育の推進につきましては、生

命を大切にする心、思いやりの心などとあわせて

倫理観や規範意識、社会性などを育成することが、

極めて重要となっております。

日常的な道徳指導をはじめ、「総合的な学習の

時間」における社会体験、名寄の恵まれた自然や

優れた人材など、豊かな教育資源を十分に活用し

た体験学習等を通して、教育効果を一層高めるこ

とができるよう努めてまいります。

小学校３・４年生で使用いたします社会科副読

本につきましては、市内における統一した副読本

の使用に向け、名寄市教育研究所の協力のもとに、

平成２０年度配布に向けて編集作業を進めており

ます。

国際理解教育につきましては、諸外国の生活・

文化の理解を深めるため、ＡＬＴの活用はもとよ

り様々な分野において外国人との交流を深めるな

ど、地域に根ざした教育活動を推進してまいりま

す。

本年４月からスタートする特別支援教育につき

ましては、名寄市教育委員会として、専門家チー

ムや巡回相談員を単独で選任し、児童生徒の教育

的ニーズに応じた支援が適切に行われるよう努め

るとともに、各学校や保護者等への制度理解への

促進を図るなど、国や道の動きとあわせてその地

滑な推進に努めてまいります。

また、名寄市立大学との連携のもと特別支援教

育推進実践学校を指定し、学生のティーチングア

シスタントによる支援の取り組みを進めるなど、

各学校における指導体制の一層の充実に向けた研

究を進めてまいります。

食育につきましては、食生活習慣の乱れが発達

段階にある児童生徒に深刻な影響を及ぼしている

ことから、学校給食や生活科・家庭科の時間はも

とより、学校教育全体の中で、望ましい食習慣の

形成と自己管理能力の育成に努めてまいります。

また、教育相談活動につきましては、教育相談

センターとの連携を深めるとともに、現在、名寄

中学校など３校に週３回派遣している「心の教室

相談員」を週５回の派遣に拡大し、生徒の悩みや

不安を受け止めストレスを和らげるなど、心の安

定と問題行動の未然防止に努めてまいります。

大きな社会問題となっているいじめにつきまし

ては、北海道教育委員会が昨年１２月全道一斉に
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実態把握のアンケート調査を実施いたしました。

３月下旬には最終的な集計結果を通知、公表す

る運びとなっておりますが、名寄市教育委員会と

いたしましては、既に各学校に対して体制づくり

を求め、いじめ撲滅に向けての取り組みを進めて

いるところであります。

平成１９年度におきましては、学校教育推進の

重点にいじめ問題について盛り込むなど、生命に

畏敬の念を持ち、他を思いやる心を育てる教育の

一層の推進に努めるとともに、保護者や関係機関

とのより緊密な連携を図ってまいりたいと考えて

おります。

児童生徒の健康・安全確保につきましては、保

健所や薬剤師会など関係機関との連携のもと予防

対策や衛生管理の徹底を図り、学校における環境

衛生の保持及び児童生徒の健康保持に努めてまい

ります。

また、校内外における事件・事故の未然防止に

向けて、児童生徒や教職員が速やかに対処できる

能力と知識を習得するため、各学校での危機管理

４ニュアルに基づく訓練の実施に努めるとともに、

各小学校区に設置されている安心会議の機能強化

を図り、「地域の子どもは地域全体で守る」こと

を基本に、地域や保護者・関係機関との連携を一

層深めるなど安全対策を充実してまいります。

教育施設・設備の整備につきましては、名寄西

小学校のグラウンド散水栓設置工事、豊西小学校

のボ４ラー設置工事など安全で快適な教育環境の

充実に努めてまいります。

また、昨年の小学校に引き続き、新年度は全中

学校の教育用コンピュータの更新を行ない、これ

からの高速ネットワーク社会に対応したコンピュ

ータの基礎的操作の習得を図るとともに、児童生

徒が適切な情報を主体的に選択し、活用できる情

報活用能力や情報を利用する上でのモラルの育成

に努めてまいります。

小中学校の適正配置につきましては、昨年８月

に有識者等からなる名寄市小中学校適正配置等検

討委員会を設置いたしましたが、２月６日に、小

学校では市街地区において１学級２０人から３０

人で各学年２学級、学級数１２学級、児童数３６

０人程度、また、中学校では１学級２０人から３

０人で各学年４学級、学級数１２学級、生徒数３

６０人程度が望ましいとする基本的な考え方と、

次回は、教育委員会としての学校配置に関する具

体的な提案を受けて、適正配置のあり方について、

再度検討・協議するとの報告答申をいただいたと

ころであります。

今後は、名寄市教育目標を基本にしながら、長

期展望に立って、教育委員会としての方針・具体

案をまとめ、再度適正配置等検討委員会に諮問し、

平成１９年度中には報告を受け、小中学校適正配

置計画を策定してまいります。

また、校舎等の改築などにつきましては、先に

実施いたしました耐震化優先度調査の結果が２月

に出ましたので、これを受け、対象校舎等それぞ

れについて危険改築・大規模改造・耐震補強等の

対応策を検討し、適正配置計画の策定と併行しな

がら、平成１９年度中に学校教育施設の整備計画

を策定してまいります。

市内高等学校の再編につきましては、北海道教

育委員会が平成２０年度以降の高校教育に関する

指針づくりを進めており、素案では思い切った再

編整備による学校規模の適正化を提示しておりま

す。

市内４校の今年の出願状況は、４００人の定員

に対し３１１人の出願者となっており、特に、風

連高校では出願者数が４人と大幅に定員割れの状

態となりました。

教育委員会といたしましては、適切な時機に名

寄市の考え方を的確に道教委に提示し、高校進学

者の多様な選択肢を確保するとともに、良好な教

育環境の維持に努めてまいります。

次に生涯学習について申し上げます。

近年、生活環境の変化や価値観の多様化が進展

する中、人々が求める学習機会の確保と学習情報
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の提供を通じて市民の自主的な活動を支援・促進

するなど、心豊かな人づくりと希望にあふれたま

ちづくりに努めてまいります。

青少年の健全育成につきましては、学校教育と

ともに社会教育の責任が一層重要なものとなって

おり、自然とのふれあいや仲間との助け合いの心

を育む機会の充実を図ってまいります。

家庭と地域の教育機能の向上につきましては、

地域や家庭環境の変化、地域社会としての意識や

連帯感の希薄化が進んでおり、家庭教育学級の学

習内容を見直し、参加者の拡充に努めるなど家庭

の教育力の一層の充実に努めてまいります。

高齢者の学習活動は、市内に３カ所の高齢者大

学（学級）があり、それぞれが歴史と伝統を重ん

じた活動を継続しております。

自らが学びあえる学習機会を提供するとともに、

地域の生活文化を伝承する異世代間交流や高齢者

の豊かな経験や能力を生かす機会づくりをすすめ

てまいります。

公民館講座につきましては、市民ニーズを的確

に把握しながら講座内容の充実を図ってまいりま

す。また、風連地区では分館を主体とした自ら学

びあえる自主的な学習組織を通して活動の活性化

を目指してまいります。

成人式は、昨年度、名寄、風連それぞれの会場

で開催いたしましたが、今年度からは合併後の市

民の一体感を強める意味も含めて統一して実施し

てまいります。

社会教育施設の使用料（利用料）につきまして

は、名寄地区、風連地区で差異があるため社会教

育施設全体の使用料（利用料）見直しと、指定管

理者制度の導入を視野に検討をすすめてまいりま

す。

また、社会教育施設は昭和４０から５０年代に

建設した建物が多く、全体的に老朽化がすすんで

いるため、計画的な改修に努めてまいります。

次に女性児童センターについて申し上げます。

女性児童センターは、館を利用する方々の支援

を得ながら、同好会活動や各種講座の開催など地

域住民が気軽に利用できる交流の場としての役割

を果たせるよう、創意工夫し運営してまいります。

また、児童の心身の健康を０進する場としての

活用とあわせて、子を持つ親の子育て交流の場と

しての機能をさらに高めるなど、安心できる子育

て支援をしてまいります。

南児童クラブでは、自然とのふれあいや親子の

きずなを深める行事をより積極的に採り入れるな

ど、クラブ利用児童保護者との共通理解を大切に

した運営に努めてまいります。

次に青少年センターについて申し上げます。

青少年センターは、学校・地域及び青少年健全

育成関係団体等と連携して、街頭巡視・指導活動

を行い、児童生徒の安心・安全確保と非行防止に

努めるとともに、青少年非行の温床となるような

有害な環境の浄化に積極的に取り組んでまいりま

す。

また、青少年健全育成団体相互の情報交換を通

して、青少年の健全育成に対する啓発活動を推進

してまいります。

次に教育相談センターについて申し上げます。

教育相談センターは、教育委員会内のいじめ・

不登校等に係わる相談窓口を一元化するために、

昨年度新たに新設されたものであります。

まず、ハートダ４ヤルでは、いじめ、不登校、

引きこもり、虐待等の多様な悩みを一刻も早く受

け止め、早期対処に努めております。

近年の相談件数の０加に対応して、新年度は更

に相談員の０員を図るとともに、電子メールによ

る相談受付についても検討してまいります。

また、開設３年目を迎える適応指導教室では、

不登校及びその傾向にある児童生徒の学校復帰や

個々の進路に向けた自立を支援しており、今後と

も教育相談センターの職員が一体となり、小中学

校や心の教室相談員との連携を強化し、通室児童

生徒の学校復帰への環境づくりに、積極的に取り

組んでまいります。
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次に、市立名寄図書館について申し上げます。

地域を支える情報拠点及び市民の知的保障機関

として、図書の充実と電算化による蔵書管理の効

率化を図り、迅速で的確な利用者サービスに努め

てまいります。

「子どもの読書活動推進計画」につきましては、

３月の教育委員会に諮った後、新年度からその計

画に基づき家庭・学校・地域等での子どもの読書

活動の推進・普及に取り組んでまいります。

風連分館は昨年１２月より改修工事を実施して

おりますが、２月平日に完成予定であり、生涯学

習の情報拠点施設として環境の整備を進め、４月

からリニューアル開館いたします。

また、分館蔵書の電算化につきましては、平成

２０年度稼働に向けて努力してまいります。

次に、市立木原天文台について申し上げます。

新年度は、８月に皆既月食の観望会及び４ンタ

ーネットラ４ブ中継を開催いたします。また、移

動天文台車を利用した一般及び児童生徒の学習目

的の観望会を実施し、天文普及の促進を図ってま

いります。

また、新年度も引き続き名寄市と北大大学院理

学研究科の相互協定に則り、最先端の観測・研究

の実施、大学院生の観測実習の受入れとともに、

精度の高い天文観測情報を発信してまいります。

天文台建設にあたっては、新名寄市総合計画の

前期に位置づけられたことから、北大及び関係機

関との協議を重ね、早期における具現化に向けて

努力してまいります。

次に、北国博物館について申し上げます。

新年度の普及事業のうち展示会につきましては、

「ヒグ４」「エンレ４ソウ」「松浦武四郎」など

をテー４に引き続き地域理解を深める事業を行う

予定であります。

合併に伴う情報検索と映像展示につきましては、

平成１９年度から３年計画で更新にむけての作業

を進めてまいります。

文化財につきましては、北海道開発局からの委

託をうけ、一般国道４０号名寄バ４パス延伸に伴

う埋蔵文化財の発掘調査を予定しております。

次に、学校給食センターについて申し上げます。

市民の皆様には、広報なよろ２月号で給食セン

ター統合に関する経緯と経過などについてお知ら

せしたところでありますが、新年度からは、風連

学校給食センターを名寄市学校給食センターと統

合し、一層効果的な食育の推進を図るとともに、

地場産品を積極的に活用し、安全・安心で栄養バ

ランスに配慮した学校給食の実施に努めてまいり

ます。

また、学校における食に関する指導を行うため

学校教育法の一部が改正され、栄養教諭制度が平

成１７年４月１日に施行されました。

教育委員会としましては、新年度において名寄

市学校給食センター運営委員会内に検討委員会を

設置し、地域や学校の状況に応じた食に関する指

導と学校給食の管理など学校栄養教諭の任用に関

する具体的な取り組みを協議してまいりたいと考

えております。

次に、体育・スポーツの振興について申しあげ

ます。

名寄市営南プールが防衛施設局の補助を受けて、

市内では初めての屋内プールとして完成しました。

加温式、２５ｍ・６コース、幼児用プール、採暖

室、多目的ト４レを配置した施設で、５月中旬に

オープンを予定しております。今後は子供たちの

体力向上や少年団の育成、また、市民の体力０進

や高齢者の健康維持に大きく寄与するものと考え

ております。

既存の体育施設の改修整備につきましては、体

育センターピヤシリフォレスト事務室ドア及びピ

ヤシリシャンツェ・リフト索受装置の修繕を行い、

施設の指定管理者と連携しながら安全確保、維持

管理運営に一全を期してまいります。

新年度は、国体軟式野球北海道大会青年の部な

ど各種大会の開催、また、全国・全道規模のスキ

ー大会の開催も予定されておりますので、それら
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大会の成功に向けて努力してまいります。

スポーツ合宿につきましては、サッカー、スキ

ーなど、夏・冬を通した地滑な受け入れを行い、

更なる交流人口の拡大と地域の活性化を図るため

積極的に取り組んでまいります。

今後とも、生涯スポーツの観点に立ち、財団法

人名寄市体育協会や名寄市風連体育協会、体育施

設の指定管理者など関係団体との連携を図りなが

ら、各種スポーツ教室や講習会の開催、指導者の

育成、ジュニア選手の育成強化、スポーツ競技力

の向上を目指し、市民が健康で参加しやすい市民

皆スポーツの振興に努めてまいります。

以上、平成１９年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げましたが、市民の負託に

こたえる教育の推進に誠心誠意努力してまいりま

すので、議員各位並びに市民の皆様の今後一層の

御理解と御協力をお願い申し上げます。

以上で平成１９年度市〇議長（田中之繁議員）

政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４０分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

林寿和副議長の議会運営委員の辞任を許可いた

しましたので、議会運営委員の選任を日程に追加

し、選任いたしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議会運営委員の選任を日程に追加し、

選任することに決定いたしました。

追加日程第１ 議会運〇議長（田中之繁議員）

営委員の選任についてを議題といたします。

議会運営委員の選任については、委員会条例第

７条第１項の規定により、木戸口真議員を指名い

たしたいと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、指名いたしました木戸口真議員を議会

運営委員に選任することに決定いたしました。

日程第６ 議案第１号〇議長（田中之繁議員）

名寄市民憲章の制定についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市民〇市長（島 多慶志君）

憲章の制定について、提案の理由を申し上げます。

名寄市民憲章の制定に当たりましては、市民の

皆さんからいただいた御意見を参考に、名寄市民

憲章検討委員会におきまして必要な事項を検討し

ていただきました。本件は、本年２月１３日に同

検討委員会から市民憲章について答申を受けまし

たので、本市における市民の生活や活動の最高規

範である市民憲章を制定するため議会の議決を求

めるものであります。

今回提案する市民憲章は、半永久的なまちの理

想像や市民が共有するまちづくりのための行動目

標を示しており、前文におきまして本市の歴史的、

風土的な特性を表現し、本文におきまして文平を

まちをつくりますとし、市民の一致した意思表示

を強調しております。また、本文の構成を五つの

条項とし、一つ目の条項では市民参加、協働のま

ちづくりを、二つ目の条項では保健医療福祉環境

の整備を、三つ目の条項では自然環境の保全及び

自然と調和した都市環境整備を、四つ目の条項で

は地域の特性に根差した産業振興を、五つ目の条

項では教育、文化環境の整備を示しております。

なお、本市の行政施策の基本理念となるべきも

のであることを十分に考慮するとともに、歴史の

ある旧市町の憲章の表現をできる限り生かしてお

ります。今後は、市の広報等を通じ市民へ周知す

るなど、市民に愛され、名寄市の新しい目標とし
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て広く普及するよう市民憲章の啓発等に努めてま

いります。よろしくお願い申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

佐藤勝議員。

この市民憲章につき〇１７番（佐藤 勝議員）

ましては、ただいま市長の方から御説明がありま

したとおり、名寄市民憲章検討委員会の方から１

３日に市の方に答申があったということでお聞き

をしておりますが、私の発言の趣旨を結論から先

に申し上げますと、端的に言いますと詰め込み過

ぎと。これは、検討委員会の皆さんが非常に慎重

審議をされて、こういう形で文言整理をされて答

申をされたことについて大いなる敬意を表しなが

らの発言であるということを事前に申し上げた上

で発言をさせていただきますが、そんな中でもや

はり私も全道の各市の市民憲章を読ませていただ

いたり、いろいろ考えてきたのですが、先ほども

申し上げましたとおり余りにもいろんな文言を詰

め込み過ぎだというふうにまず申し上げたいと思

います。これは、先ほど市長の方からもお話あり

ましたとおり、今後未来永劫にわたってこの道北

の中核都市、名寄市の一つの市民こぞっての指針

となるべき大事な部分でありますので、あえて申

し上げさせていただきますが、先ほど申し上げま

したとおり長過ぎるというのがまずあるのです。

それで、市民憲章というのは、先ほどのお話の

とおり市民の決意、あるいはよき市民としての願

い、あるいは市民生活の心構え、市民としての誇

り、責任、それらがエキスとして記述されている

ことが理想であるというふうに思うのであります。

言ってみればシンプル・４ズ・ベストといいます

が、努めてシンプルであるべきだということがま

ずあるのですけれども、前文から少しお話しさせ

ていただきたいのですが、この前文の最後の名寄

市の発展に努めますというところにまず私は一つ

抵抗を感じました。これは、市民憲章であります

ので、市民一人一人が幸せに、豊かに暮らすこと

をうたい上げる、その結果名寄市が豊かな市に至

るということから考えても、ここはやはり市民一

人一人が未来に向かって、明るい名寄市に向かっ

て歩み続ける、あるいは歩み続けることを誓いま

すという意味で私は前文を考えていきたいなとい

うふうに思いますし、それからあとの五つの項目

については、総合計画の基本計画あるいは基本目

標に基づいて記載がされているわけですが、この

五つの項目がすべて、例えばまず住みよいまちを

つくりますについて言えばダブってかかっている

と。それから、２番目のからだとこころの健康を

というところについては、これは都市宣言の中で

は総務常任委員会の中で文言整理をされて、健康

というのは、辞書を引いてもおわかりなのですが、

肉体的、精神的に健全であるということを指して

健康というふうな言い方をしているわけですから、

ここはダブって言っていることにもなりますし、

それから３項目の豊かな自然を守り、さらにまた

自然という言葉が出てきているということで、言

葉のダブりがあるということで、あえて言えば少

しくどいのではないかということです。それから、

４番目について、５番目についても同じなのです

が、豊かな暮らし、あるいは５番目についても豊

かな人と薫りというふうな言い方がされておりま

して、ここにも同じ言葉が４項目と５項目につい

て出てきているということからいっても、私はい

かにも詰め込み過ぎだというふうに思います。小

学生児童からお年寄りまで幅広く市民に理解して

もらえて、覚えていただければ大変うれしいとい

う市長のコメントもあったとおり、これはなかな

か長過ぎて覚えづらいのではないかというところ

もありまして、こういう考え方をいたすのですが、

いかがでしょうか。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

今市民憲章の内容につ〇市長（島 多慶志君）

いて御意見をいただきました。もともと旧風連町、

旧名寄市の町民憲章、市民憲章を持っていたわけ

でございますが、二つの自治体が合併をしたこと
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によって一つの市民憲章に改めようということで

検討いただいた経過でございます。御指摘のよう

に重ね言葉と申しましょうか、そのような受けと

め方もあるかもしれません。私も道内三十数カ所

の市の市民憲章も参考に見させていただきました。

その年代によってこの憲章の流れといいますか、

やはりあるのかなというふうにも受けとめており

ました。旧名寄市、旧風連町とも３０年以上前に

制定をしているといいますから、そのときの旧憲

章をかなりベースに置いた、しかも中学生の年齢

以上ぐらいから理解しやすいような表現にまとめ

ていただいたと、このように思っておりまして、

御指摘の部分はそのように私も考えておりますけ

れども、時には強調するために同じような言葉が

続いて出てくるということもこれはあり得るので

はないかと、このように思っております。

検討していただきました委員の皆さんも大変熱

心に数度にわたる検討委員会を開催をして、この

ようにまとめていただいたということで、私はこ

の検討委員会の皆さん方の検討の労を多として、

今回答申どおりこのように提案をさせていただい

ているということでございますので、ぜひこの表

現等については、今の新名寄市総合計画の５本の

目標、柱と同一というのはそれ以前から総合計画

というのはおおよそその自治体の憲章に基づいて

構成されて、これは柱としてはいつの時代でも大

きく変わるものではないと、そんなふうに思って

いるところでございまして、ぜひ御理解を賜りた

いと、このように思います。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第２号〇議長（田中之繁議員）

名寄市北国雪国ふるさと交流館条例の制定につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市北〇市長（島 多慶志君）

国雪国ふるさと交流館条例の制定について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、大正１１年に建設され、長年職員会館

として使用しておりました旧西田邸を国土交通省

の補助を受けて改修整備を行い、山形県鶴岡市藤

島や東京都杉並区など交流自治体とのふるさと交

流事業等に活用するため、名寄市北国雪国ふるさ

と交流館条例を制定しようとするものであります。

旧西田邸は、現在では数少ない歴史的な建築物

でありますので、建てかえすることなく、外観等

をできるだけ保存するよう努めました。今後は、

事業の目的であります都市交流はもちろん公の施

設として広く市民に利用していただきます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

名寄市において名寄〇２０番（熊谷吉正議員）

教会に次いでの歴史建造物の保存ということで、

外観もだんだん姿をあらわして、中に入るのが楽

しみのような感じがしておりますけれども、二、

三お聞きをいたします。
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名寄市において歴史建造物を保存をしていく、

あるいはできるだけ外観を残しながら、技術的に

手を加えて残していくわけですけれども、めった

にないことなものですから、今回の旧職員会館を

保存する工事に当たって設計上あるいは技術上苦

労、特にこういうことを留意して最終的にでき上

がる予定であったのかどうか、少し経験的な話も

含めてお伝えをいただきたいなというふうに思い

ます。

それから、もう一点は、第７条、開館時間午前

９時から午後１０時ということで、常識的な利用

しやすい時間帯になっておりますけれども、国内、

国際交流、さまざまな多目的な利用につながって

いけばいいのかなという考えしていますけれども、

宿泊の規定は特にございませんけれども、市長の

承認を得て利用時間を変更することができるとい

うところにニーズによってはそういう運用も意識

をされているのかどうかお答えをいただきたいな

と思います。

それから、三つ目には、附則で交流館利用料金

の設定がされておりますが、利用料金の設定の根

拠についてお知らせをいただきたいのと、あわせ

てこの交流館の維持管理についての想定について、

１年間主なものも含めて維持管理に当たる経費等

についての見積もり等について考え方があればお

知らせをいただきたいと思います。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

歴史的建造物の保存に向けての今回改築に当た

っての考え方なり、建築が間もなく完成をする中

での配慮というような部分でございますけれども、

そのことはしっかりと受けとめながら改築工事に

当たったところでありますけれども、図面が議員

の方にお渡りになっていない部分がありますけれ

ども、ちょっと旧職員会館を熊谷委員さんも御利

用になっておられますから描いていただければ、

大通側、西側に面している部分の大きな部分の建

物については、旧西田邸としては非常に歴史的建

造物としての価値がある建物でございます。それ

と、東側に向いている方の言ってみれば旧ト４レ、

階段があって、階段下からト４レがありました。

ト４レからの東側の部分につきましては、そう大

きく歴史的な建造物ということでの評価ではなか

ったわけであります。今回改築に当たりましては、

国交省の補助を３分の１受けて、趣旨のとおりの

内容でさせていただきましたけれども、ト４レか

ら東側の部分は撤去させていただきました。その

部分について撤去させていただいて、残る西側の

部分については中の柱とか、そういう部分につい

てはそのまま生かせるものは最大限全部生かすと

いうことを基本にさせてもらいました。それと、

外観ですとか勾配ですとかもそのままそっくり大

正の建物ということでいじっておりません。しか

し、外観の外壁につきましては、非常に断熱も悪

いですし、そのまま保存はできないということで、

旧西田邸に沿った形の色合いといいましょうか、

外観を残す形で建築の設計と、または施工に当た

って協議をさせていただいた部分でございますの

で、完成が３月いっぱいというようなことを聞い

ておりまして、まだ中がごらんになれないわけで

ありますけれども、中の部分については旧玄関部

分は新しくなっておりますけれども、主に１階部

分、２階部分の部屋についてもそのままの現状に

残した形でなってございます。利用料、使用料に

ついてそれぞれ記載のある部分については、旧西

田邸のレ４アウトのままで中をきれいに化粧がえ

をしているというふうな部分でございます。

それと、開館時間で第７条の関係で、午前９時

から午後１０時までということで基本的には考え

ておりますけれども、特に市長の承認を得てとい

うことになりますけれども、基本的にこの部分に

つきましては旧藤島町、それと杉並の交流、それ

と国際的なリンゼ４なり、ドーリンスクとの交流

の場に使っていきたいということを考えておりま

して、宿泊の関係については、宿泊の施設の内容
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にはなってございませんけれども、今は貸し布団

ですとかそういう形の中ではそのことも可能とい

うことで考えておりますけれども、この条例の中

には宿泊の関係は記載がございませんけれども、

そういう青少年の交流の中でここを利用して、前

庭も利用できるような形になっておりますから、

そのことについては柔軟に対応ができるだろうと

いうふうに思っておりますし、柔軟に対応してい

かなければならない、このように考えているとこ

ろでございます。

料金設定の根拠の部分でございますけれども、

この部分につきましては４室の部分、午前、午後、

夜間、全日ということで、これは基本的に職員以

外に市民の皆さんにも広く開放していこうという

ことでの会館になってございますから、これにつ

きましては一つには大橋地区のコミュニティセン

ターの利用料金を参考にさせていただきました。

それと、もう一つは、市民文化センターの使用料

を参考にさせていただいた部分と、もう一つは市

民会館の貸し館の利用料の部分を参考にさせてい

ただきまして、おおむね大橋コミュニティセンタ

ーの利用料金に合致した料金体系ということにな

ってございます。

維持管理の関係でございますけれども、これに

つきましては１９年度においては直営でというこ

とで考えておりまして、今回条例の制定に当たっ

ては指定管理者を想定した形での条例制定を考え

ておりまして、１９年度の維持管理費につきまし

てはおおむね２４０一地程度の規模で考えており

まして、それには管理人の配置ですとか、これか

らの部分では前庭等の維持管理に要する経費等を

予定をしているところでございます。

以上でございます。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

建設水道部長からの〇２０番（熊谷吉正議員）

答弁かなと思いましたけれども、実際にこういう

建築工事というのはそう多くない、名寄の業者さ

んにとっても。そういう意味合いで、実際にほと

んど外観はでき上がって見えておりますから、技

術的に本当に地元発注ということ前提ですから当

然なのでしょうけれども、保存をする、あるいは

できるだけ景観を残すというようなことでの対応

で指示もされたと思うのですけれども、そういう

意味合いではできばえとしては十分その技術が生

かされているという御判断で、あるいは今後課題

として保存物等を残す場合においてさらに研究、

研さんをしなければならぬという状況があるのか

どうか、地元業者のこの種関係の技術的な推移の

問題について、苦労話も恐らく多々あるのでない

かと思うのです。実際工事にかかってみたら、な

かなか保存しようと思ってもできない部分なんか

もきっとあったのではないかと思いますし、当初

から所管の委員会の中でも残せる部分と残せない

部分というのは説明もございましたから、前段の

総務部長の話は理解をしているのですけれども、

技術的な分野でもし言及されることがあれば建設

水道部長にもお願いをしたいと思います。

それから、先ほど利用時間については、利用者

のニーズ等を踏まえながら、市長の承認を得てと

いう、場合によっては宿泊も可能ということであ

りますけれども、それに加えて休館日の関係につ

いても一般的な休館日を一応設けながらも、ニー

ズによってはまたこれも市長の承認を経て、変更

ができるということになっておりまして、極めて

柔軟に対応できるという受けとめ方をしておりま

すけれども、それは直営であろうと、行く行く指

定管理者になろうと、そういう認識で受けとめて

よろしいのかどうか。ただ、その場合宿泊料金の

関係についての設定はございませんから、改めて

そういうニーズが出た時点でつけ加えるような提

案になるのかどうか。あるいは、現行の全日を生

かしてということはちょっと無理があるのかなと

いう感じがしますが、改めて料金の設定について

お尋ねをしたいと思います。

料金の積算根拠については、他の公共施設との

見合いだとか、あるいは総体的に利用しやすい料
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金になっているから結構なのですが、ただ維持管

理の関係で、これらの収入をどのぐらいの率、維

持管理費に対して収入見込みをどのぐらいを設定

をされているのか改めてお聞きをしたいなと、こ

ういうふうに考えております。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

先に収入の関係につ〇総務部長（石王和行君）

いてお答えをさせていただきますけれども、これ

につきましては１９年度スタートしてみなければ

現実わからないというふうに思っておりますけれ

ども、１９年度の予算書の中では１２一地の歳入

を見込んでいるところでございます。なお、職員

も時間外に利用するときには利用料金を徴収をし

ていこうと、もちろんでありますけれども、対応

してまいりますけれども、１年経過する中でどの

ような形での収入が見込めるか検討しなければな

らない部分でしょうけれども、当初予算では１２

一地程度を見込んでいるところでございます。

宿泊料金の設定につきましては、今回基本的に

は宿泊をする施設、会館ということで考えており

ませんでしたから、利用料金等については記載が

ございませんけれども、これについては多分に藤

島なり、杉並なり、ドーリンスクなり、リンゼ４

なりから友好交流等で来る方が主に利用する部分

でありまして、そのような形での利用制限、利用

制限というのでしょうか、多分そうでしょうから、

そのときには臨機に対応していきたいということ

で考えておりますので、御理解をいただければと

思います。

（何事か呼ぶ者あり）

済みません、漏れて〇総務部長（石王和行君）

おりました。休館日等の部分につきましては、こ

れも柔軟に対応していけるというふうに思ってお

ります。

以上でございます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

技術的な面でご〇建設水道部長（松尾 薫君）

ざいますけれども、名称にもございますように北

国雪国ふるさと交流館ということでございますの

で、北国の四季に映える建物の景観、これは建物

周辺に木が相当あるわけでございますけれども、

その木の一部伐採によります整備も含めて、全体

のロケーションの創出ということも含めて、北国

の四季に映える景観の創出ということにも配慮い

たしました。そして、技術的には発注者と受注者

という関係があるわけでございますけれども、発

注者の仕様については受注者は常に研究、努力を

するということでございますので、受注をされた

企業におかれましては努力をしていただいたと、

そんなふうに感じております。

以上でございます。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

技術的なことについ〇２０番（熊谷吉正議員）

てはもう少し詳しく具体的にお聞きもしたかった

のですけれども、でき上がりで実際に見せていた

だきながらまた楽しみにしたいと思いますが、ぜ

ひ完成後市民周知でしっかり施設を１カ月でも自

由に見ていただいて、どういう利用方法がそれぞ

れあるのか、あるいはそれぞれ利用頻度、しっか

り市民が利用できるような形になればと思います

ので、広報や周知なども含めて一定の期間とって

自由に見ていただくと。その中で、やっぱり利用

度を高めていただくようなことの工夫を求めて終

わりたいと思います。

ほかに質疑はございま〇議長（田中之繁議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異
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議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第３号〇議長（田中之繁議員）

名寄市道の駅条例の制定についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市道〇市長（島 多慶志君）

の駅条例の制定について、提案の理由を申し上げ

ます。

道の駅事業につきましては、これまで旭川開発

建設部、公安委員会、生産者、製造業者など関係

機関、団体と鋭意協議を進めてまいりました。本

件は、交通網が発達した今、道路を利用する市民

や来訪者に安全で快適にして潤いと交流の場であ

る休憩機能や情報発信機能を提供するとともに、

地域振興、観光振興など交流人口の拡大を図るた

め、名寄市道の駅条例を制定しようとするもので

あります。

施設整備につきましては、本年７月に着工、平

成２０年２月完成、同年４月のオープンを目指し

ており、隣接する施設と一体となった施設づくり

を考えております。また、管理運営につきまして

は、施設のサービス向上や経費の縮減と効率性等

を図るため、指定管理者制度を活用しようとする

ものであります。今後は、この施設がより多くの

方々に利用され、憩いの場となるよう、指定管理

者の募集、選定、議会の議決等といった手続を鋭

意進めてまいります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

ただいま議題となっております議案第３号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により経済常任委員会に付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第３号については、経済常任委員

会に付託することに決定をいたしました。

日程第９ 議案第４号〇議長（田中之繁議員）

名寄市住宅リフォーム促進助成条例の制定につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 名寄市住〇市長（島 多慶志君）

宅リフォーム促進助成条例の制定について、提案

の理由を申し上げます。

本地域での公共事業は依然として減少基調にあ

り、雇用情勢も深刻な状況であります。本件は、

快適な住環境を整備改善する方々を支援するとと

もに、建設産業の振興及び雇用の安定を図るため、

名寄市住宅リフォーム促進助成条例を制定しよう

とするものであります。

助成の内容につきましては、住宅の０改築工事

のほか耐久性を高めるための工事、安全、防災上

必要な工事、居住性を良好にするための工事、衛

生上必要な工事におきまして地元業者が請負、費

用が１００一地以上の改修工事等に対し定額の２

０一地を助成しようとするものであります。

なお、助成の期間につきましては、平成１９年

度から２１年度までの３カ年と考えておりますが、

住環境改善、建設関係業界、雇用などにおきまし

て大きな効果が期待されるものと期待をしており

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

ちょっと質問させて〇１１番（高橋伸典議員）
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いただきます。私は、この住宅リフォーム促進条

例は大変すばらしいものだというふうに賛成なの

ですけれども、若干教えていただきたい部分があ

りますので、よろしくお願いします。

まず、市内建設業者ということであります。市

内に本社を有して、また営業所に常時１０人の社

員がいるという業者なのですけれども、これは何

社あって、ここにハウスメーカーも含まれている

のかというのを教えていただきたいと思います。

また、工事において着手の届け出を出したとき

に、図面だとか、どういう部分をやるという工事

のその着手の届け出が出ると思うのですけれども、

通常名寄の建設にいる方々は１級建築士持ってお

られるので、どれまでの工事で、どれまでやれば

大体１００一地を超すというのがわかると思うの

ですけれども、こういう補助になると、名寄には

いないと思うのですけれども、悪徳業者が個人と

の経営でここまでやって、こういうふうにしよう

という部分が出る可能性もなきにしもあらずとい

うふうに考えますので、この着手のときにどれま

での検査をして許可を出すのかというのを教えて

いただきたいと思うのと、個人経営している４ン

ション等、住宅、自分がその４ンションに住んで

いると。そういう場合、住んでいるところの部分

というのはこの工事の住宅リフォーム促進助成条

例に入るのかどうかというのを教えていただきた

いのと、若干先ほどと関連するのですけれども、

そういう工事で違法があった場合の返還にかかわ

る延滞金等の規定がありますけれども、この延滞

金の中の部分で１ ６％というのは若干少ないか

なと。もうちょっと罰則を強化してもよろしいの

ではないかなというふうに思うのですけれども、

この４点をお知らせいただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

まず、１点目につ〇経済部長（手間本 剛君）

きましては、市内の建設業者の１０名にかかわる

ことだと思いますけれども、この部分につきまし

ては、御答弁と合致するかどうかは別にいたしま

して、市内に本社を有し、建設業を営む者、これ

は建設業を営む名寄市内の方々だったらどなたで

も結構ですよという規定なのです。そのほか市外

につきましては、支店あるいは営業所などを有し

て常時１０名以上の社員を配置している建設業者

を営む、市外のことを規定しているものでござい

ます。したがいまして、つまり市内の中で営業し

ている方につきましては、建設業を営む方につき

ましては市内建設業者として全員対象とするとい

うふうに御理解をいただけますでしょうか。

それから、工事着手のことでございますが、規

定にありますように規則で定めるところにより所

定の着手届を提出をしてくださいということでご

ざいますから、その規則にのっとった形の中で着

手したかどうか、それから当然私どもが行って着

手をしているかどうかの確認もさせていただきま

すし、完了検査も同時にさせていただくというふ

うなことで進めてまいりたいというふうに考えて

ございます。

それから、３点目、４ンションの部分でお尋ね

がありましたけれども、これはあくまでも市内に

住所を有する者というふうな規定でございまして、

権利者がだれであるのか、所有者がだれであるの

かというようなことで判断をさせていただくとい

うことになろうかと思いますので、前提はあくま

でも市内に住所を有している方と、住宅持ってい

る方ということでございます。４ンションにつき

ましても権利を持っている方、４ンション権利を

持っている方というふうになろうかと思いますの

で、御理解をいただきたいと思います。

それから、延滞金の部分につきましては、これ

につきましては安いのでないかということなので

すけれども、私どもの方で返還を前提にするとい

うことでは決してございませんので、推進しても

らうと、建ててもらうと、そしてそういった返還

にかかわるようなものが出た場合になのですけれ

ども、１ ６％という一定の基準の中で定めさせ

ていただいている、市税の部分で決めている率を
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そのまま適用させていただいておりますものです

から、御理解をいただきたいと思っております。

以上でございます。

（何事か呼ぶ者あり）

業者件数は、済み〇経済部長（手間本 剛君）

ません、わかりません。業者件数につきましては、

ちょっと押さえておりません。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

先ほどの４ンション〇１１番（高橋伸典議員）

の部分なのですけれども、もしも私が名寄に住ん

でいますと、４ンションを経営していますと。そ

したら、その４ンションの補修もそれにかかわっ

ていいということなのでしょうか、もう一回お願

いしたいのと、こういう補助金を出す場合、また

国や何かで児童手当だとか何かを出す場合、やっ

ぱり収入に応じてその人が該当するだとか、きょ

うも住宅減税の出ていましたけれども、年収に応

じてこういうものがあるのだよという規定がつけ

られると思うのですけれども、名寄の場合は年収

が ０００一地を超えても、どんな人でも使える

というような部分なのでしょうか。それともこの

条例には書かれていなく、規則で年収が何ぼの人

までですよというふうになっているのでしょうか。

この２点をもう一度お願いします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほど話ししまし〇経済部長（手間本 剛君）

たように４ンションの部分で、４ンションのオー

４ーというのでなくして居住、その方が住んでい

らっしゃる、居住しているということですから、

名寄市民であって、かつ住宅に住まれていると、

居住していると、権利を持って居住しているとい

う方でございます。

それから、２点目の所得制限等につきましては

特にしておりませんので、どなたでも１００一地

以上の投資であれば２０一地を助成するというふ

うな考え方でございます。

斉藤晃議員。〇議長（田中之繁議員）

市長の提案説明のよ〇３１番（斉藤 晃議員）

うに公共事業が減少する、あるいは雇用が深刻と。

そういう中での地域経済活性化の一つとして提案

されたわけでありまして、そういう点では私も何

回かこの点については質問しておりまして、業者、

あるいはそういうことを思っていた市民の方から

喜びの声が上がっているところであります。

それで、若干お尋ねをしておきたいと思います

けれども、今回の申請手続は、４月１日から公布

ということになりますと早速雪解けと同時にと、

こういうふうになろうかと思いますけれども、そ

こら辺もう少し、例えば業者にリフォームする場

合には見積もりをして大体どのぐらいかかると、

あるいは自分の予算はこれぐらいだからと、こう

いうふうなことは当然でありまして、そういう点

で一定の書式の申請の手続の内容、これについて

はそういうふうな一定の見積もり、あるいは図面

などは必要としているのか。また、それに基づい

てオーケーを出すことによって着工にかかってい

くと、そしてまたお話のように完了検査をすると、

こういうふうな仕組みになるのか、その点もう少

し詳しく手続などについてお知らせいただきたい

と思います。

それから、二つ目が１００一地以上の工事とい

うことであります。高齢世帯などで、やはり古い

からということで年度当初にリフォームを行った

と。ところが、障害なども起きたりして、再度リ

フォームが必要になったと。しかし、それも１０

０一地を超えるという場合には、これ２回という

ことになってしまうわけなのですけれども、そう

いう場合にはどういうふうに考えておられるのか。

これが二つ目であります。

それから、三つ目がこの事業を市長が提案のよ

うに地域活性化への大きな支援と、こういうふう

に考えているのを３年間の限定と、そういうふう

にした理由は何なのか。既に前からの答弁で伺っ

ておりますと、１５年から２０年たった住宅の軒

数というのは相当数見込まれているというふうな

答弁もあったわけでありまして、そういう点での
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３カ年、しかも年間で ０００一地の予算と、こ

ういうふうなことでありますから、その点はどう

いうふうな内容なのか伺いたいと思います。

さらに最後には、やはりそういう面では早速や

りたいとなったときに、予算りが ０００一地で

すからおおむね５０件と、こういうことになろう

かと思うのですけれども、それがそういうふうな

３カ年というりがあるとそういうことになること

が予想されるものですから、件数が超えた場合、

５０件以上、そういう場合などはどういうふうに

考えておられるのか、その辺についてお尋ねしま

す。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

業者の方々につい〇経済部長（手間本 剛君）

ての手続といいましょうか、それから一般市民の

方々への周知、そういったものについてのお尋ね

だったと思いますが、私どもの方で考えておりま

すのは規則の中で申請書提出、着工するに当たり

まして一連の申請書から提出していただいて、そ

して交付決定して、中間検査して確認して、そし

て助成金を支払うというような、そういった一連

の規則の中での手続を定めて進めていきたいとい

うふうに考えております。

それから、１度受けた者が再びまた年数を追っ

て受けることができるのかというお尋ねだったと

思うのですけれども、これにつきましてはこの制

度のリフォームはあくまでも１回限りと。１人が

１回限りリフォームをするのに受けられるという

ふうな規定を定めさせていただいております。

それから、なぜ３年を限定したのかというよう

なことでございますが、こういったものは奨励事

業と私ども呼ばさせていただいているのですが、

これにつきましては３年ないし５年というような

考え方があるのでしょうけれども、一応３年をめ

どとしてリフォームの制度をつくったということ

でございますので、御理解を賜りたいと思ってい

ます。

それから、件数、 ０００一地で２０一地だと

５０件ということに相なりますけれども、これら

につきましては、初めてなものですからまだわか

りませんけれども、動向等も見ながら、５０件以

上の場合につきましては、限界もあるのでしょう

けれども、状況を見ながらの判断をさせていただ

きたいというふうなことで考えているところでご

ざいます。

以上、お答え申し上げました。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

詳しくは規則などで〇３１番（斉藤 晃議員）

と、こういうふうなことでありますから、そうい

う面で私もこの１４％の制裁を加える点について

は、そういうふうな形で延滞金を取るということ

なのですけれども、普通余り考えられない内容だ

と思うのですけれども、あえてこれを設けたとい

うことはどういうふうな根拠があるのかなと。何

か他市の例なども考えて、こういうふうなことが

予想される、そういうふうな事例があったのか。

普通は限られた予算、限られた額でやるわけです

から、そういうふうな返還というのは余り考えら

れないものですから、どういうふうなことを想定

されているのか伺いたいと思います。

さらに、１度だけというのは当然だなと、こう

いうふうに理解もしております。

それで、３年限定についてでありますけれども、

こういう条例なので、３年を限定にしたと、こう

いう言い方でありますけれども、御案内のように

部長は風連町出身で、風連での住宅建設支援への

制度ありましたよね。それは３年限定だったので

しょうか。ではないはずなのです。そういうふう

な面では、住民要望などの兼ね合いをしっかり見

ないで、ただ機械的に３年限定というふうにする

のはいかがかと。住宅というのは、それぞれ耐用

年数もありますけれども、そのときの状況などに

よっては傷む場合もありますし、あるいはまた年

齢とともに、あるいは同居する人がふえるだとか、

いろいろなケースでの需要が出てくるのではなか

ろうかと、こういうふうに考えるわけであります
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けれども、この点市長が提案説明でこの制度の根

拠を言われた趣旨とはちょっといかがかと、こう

いうふうに考えますが、この点については市長、

御答弁をいただきたいと思います。あわせて ０

００一地を超えた場合についても、答弁では予算

の範囲で可能性があるやに聞こえましたけれども、

この点もあわせてお答えいただきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

住宅のリフォームに対〇市長（島 多慶志君）

する助成ということで今回提案をさせていただき

ました。木造の住宅の場合ですと、経験的にも１

５年ないし２０年間住まいをしていますとどうし

てもすき間があくだとか、あるいは暖房効果が落

ちるだとか、いろいろな手直しをしたいというの

が出てくるわけでございまして、そういう面から

申し上げますとずっと制度をつくって、長くとい

うことの御意見があろうかと思います。今回の条

例の提案のきっかけは、提案の説明にも申し上げ

ましたように、やはりこういう助成制度を設ける

ことによって市民の皆さん方が不自由をしている

部分をこの機会に解消しようかと、きっかけづく

りというふうに押さえていただければ結構と、こ

んなふうに思っておりまして、年間５０件程度と

いうふうに想定をいたしましたけれども、こちら

方は担当部長からもお答えをしていますように想

定が実はついておりません。好評で５０件以上の

該当が出れば、翌年度回しという対応もあります

けれども、できるだけ議会に御相談を申し上げて、

補正対応等で市民の皆さんの期待にこたえていき

たいと、こんなふうに考えております。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

延滞金の取り扱い、〇経済部長（手間本 剛君）

１ ６％の分、これをなぜ設けたのかということ

でございまして、こういったものは本意ではない

のですけれども、返還の事態に立ち至った場合に

つきましてはこういった一定の違約金をさせてい

ただいて、こういった定めを、決めを設けさせて

いただいたということでございますので、決して

これはこういう事態を予測してということではご

ざいませんので、御理解をいただきたいというふ

うに思っております。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

わかりました。今回〇３１番（斉藤 晃議員）

提案された内容につきましては、他市の例とも地

べて非常に補助の率が厚いというふうに私は考え

ております。特にそれぞれのまちによっては工事

額の何％とか、もちろん限度決めて、限度額が１

０一地だとかいろいろな制度がある中でこういう

ふうな対応を提案されたということは、多くの住

宅の補修を望んでいる方たちや、また提案にもあ

りますようにこういう事業を通じて業者の方たち

の還元というのは非常に大きいなと、こういうふ

うに考えるわけであります。特に住宅の場合は、

御案内のように１業者だけでなくて非常に関連を

した多様な業者への波及効果もあるだけに、こう

いう制度がぜひ趣旨にのっとって地域経済活性化

の一翼を担うことを願っております。それだけに

０００一地を超えるようなことがあった場合に

は、ただいま市長が答弁されましたように補正な

どの対応も含めて取り組まれることを求めて終わ

りたいと思います。

佐藤靖議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、１点だけ確〇２番（佐藤 靖議員）

認させていただきたいのですけれども、第５条、

補助金の交付対象者の部分で、（１）、本市に住

所を有する者及び（３）の市税を滞納していない

者というのはそのとおり理解できるのですけれど

も、（２）、改修工事などを行う住宅の所有者で

あって、かつ当該住宅に現に居住している者とい

う表現がされています。これ国語表現上の話にな

るかと思うのですけれども、これを国語表現上に

解釈すると住宅の所有者で、加えてその住宅に住

んでいる人が対象だと。例えばこれから３年間の

限られた期間ですけれども、団塊の世代の人たち

がだんだん退職されてくる。例えば親が住んでい

る名寄市に戻って住みたいと。その親の家は、も
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う両親は亡くなって例えば空き家になっていると

かいう場合もケースとしては考えられると思うの

ですけれども、そういうケースはこれには該当し

ないのですか。それともそういうことについても

該当するというお考えでいらっしゃるのかお聞き

しておきたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

親の家を改築をして、だ〇助役（今 尚文君）

れかに貸すという場合については、これはこのこ

とに該当しないと。親の家を借りて自分が引っ越

してきて、親の家に住んでいて、そして改築しま

しょうというときには、住民票も当然移しますで

しょうから、それから着手をするということであ

れば該当になるということであります。住民票も

なくて、ただ親の家を改修するという内容につい

ては、補助金を交付する担保にはなり得ないとい

うふうに思っています。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

多分今の助役の答弁の〇２番（佐藤 靖議員）

とおりだと思いますが、それは条例の中に盛り込

まなくても解釈としてよろしいのですか。どこか

につける必要はないのかどうなのか、その辺の確

認だけしておきたい。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

例えば時間経過で、住民〇助役（今 尚文君）

票を移しました、しかしまだ住んでいませんとか、

そういうことは法的にあり得ないのです。転居し

てから１４日以内に住民票は届けなければならな

いということでありますから、私どもの判断とし

ては現に住宅に住んでいる者というと住民票を移

したということが住んでいる者というふうにみな

していくということになるというふうに解釈でき

るというふうに思っております。さらに拡大解釈

して、例えば東京に住んでいて、３カ月先に引っ

越してくると。確実にこちらに引っ越してきてか

ら住みますと、だから３カ月前に改修をしたいと、

こういうものについてはちょっとまだそれは担保

し切れないというふうに思っていますので、まず

は住民票を移していただくことということがこの

現に住宅に居住している者と、こういうふうに解

釈してもいいのではないかというふうに思ってい

ます。

熊谷吉正議員。〇議長（田中之繁議員）

かねてから市民ニー〇２０番（熊谷吉正議員）

ズの高い施策でございまして、歓迎をする一人で

ございます。今までも各議員からそれぞれ取り上

げられたことですので、全面的に賛成をしたいの

ですが、二、三お聞きをしたいと思いますが、先

ほどどなたかも言っていたとおり、２条の（４）、

常時１０人以上の関係で、これはこれで一つの規

制りというか、地元配慮ということで、にわかに

駆け込みで１０人とりあえずそろえてということ

もあり得ないわけではないと思いまして、やっぱ

り一定の市内における営業実績みたいのをあえて

規制の中につけ加える必要がないのかどうか。そ

こまで考えておいた方がどうかなという感じがし

ていますので、考え方聞いておきたいと思います。

それから、もう一点は、今斉藤議員も言ってお

りましたが、３年間の問題で、私は将来的な施策

で２２年までということについては理解ができま

すが、要は市民ニーズがその時点でどこまで、さ

らにこれは本当にニーズが高いという判断もまた

事業の評価で出てくるのかなという感じがしてお

りますけれども、そのときの財政状況や一般財源

の弾力性にもよりますけれども、基本的な考え方

として、評価をして一たん終わりながらも、ニー

ズが高いとすれば新たな事業としてまたスタート

をするということもあり得るのかもしれませんが、

需要の見通しについて、とりあえず今年度は ０

００一地、５０件ということでございますけれど

も、それも５０件というよりも多少の０減はしっ

かり受けとめていく決意もあるようですけれども、

３年間トータル的にどのぐらいの需要を現状の築

状況を見て、どういう推移を見ているのかお尋ね

をしておきたいと思います。

あるいは、私も家２７年ぐらいで建て売りを買
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って大失敗した一人で、四、五年前におふくろと

一緒に住むのに金がないので、下だけリフォーム

したのですけれども、上が残っているので、まだ

この対象かなと思うのですけれども、やっぱり関

心が高いのです。１週間前にも私市役所に来まし

たら、受付の市役所のロビーで、熊谷さん、熊谷

さん、制度始まったそうで、どうやって手続する

のだといってもう来た方がいたりして、そんな人

が３人いるのです。ということは、結構ニーズは

あるのかなということで、４月からなのですよと

いう話をしたのですけれども、そういうことの需

要見通しについて改めてお尋ねをしておきたいと

思います。

それと、私どもは住宅に関しては素人ですから、

リフォームに関して皆さん良識的な業者さんばか

りだというふうに思いますけれども、住宅相談、

リフォーム相談員制度みたいのが何か制度として

あるような気がいたしまして、制度の活用を積極

的に進める意味でもそういう相談制度の充実が必

要なのかなと。わかる人は来るけれども、あとは

余り使ってもらわなくてもいいということではな

いでしょうから、金の心配は多少あるでしょうけ

れども、相談員制度の配置、現在も住宅の相談は

やられているのでしょうけれども、あるいは民間

レベルでもやられているのでしょうけれども、今

回の施策のスタートを機に、そういう体制もとっ

たらどうなのかというふうに考えております。

それとあと、事務手続のことで、排雪ダンプも

そうでしたけれども、もちろん判こ押すのは自分

で、書くのも自分なのでしょうけれども、実際に

は事業者の皆さんに代行していただくというケー

スがほとんど最近多くなってきておりまして、そ

ういう運用の幅はあって当然かなという感じがし

ておりますので、その代行手続についての考え方

を、規則でいろいろ定めるのでしょうけれども、

お答えをいただきたいと思います。

最後になりますけれども、内部リフォームは直

接資産税にかかわってはね返ってくるものはない

のかもしれませんが、０築等との絡みも含めると

資産税効果も多少は出てくるのかなという感じが

しておりますが、それらを見込みを立てておられ

るのかどうかお答えをいただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

まず、１点目です〇経済部長（手間本 剛君）

けれども、１０人の取り扱いの部分の中で、お話

ありましたように建設業者につきましては私ども

の方に前もって業者登録をさせてもらいたいとい

うことで、登録の届け出をしてほしいというふう

なことで手続を進めてまいりたいというふうに思

っています。

それから、３年の適用の部分でお話ありました。

斉藤議員の方からもお話あったのですが、風連の

中で進めておりました持ち家制度という制度がご

ざいました。これにつきましては、３年というふ

うな区切りの中で継続をしてきた経過がありまし

た。しかし、先ほど言いましたようにやっぱり奨

励事業というのは３年もしくは５年という一つの

目安の中で制度を見直していくということも含め

て、一つの区切りとして３年がいいのではないか

というふうな形の中で今回の制度は２２年までの

３年というふうなことで設けさせていただいたと

いうことでございますので、御理解をいただきた

いと思っています。

それから、先ほどありましたけれども、財源も

含めての事業の見直しの部分につきましては、こ

れは２２年の結果を見ながら、踏まえていきたい

というふうに思っています。それで、今現在市内

の住宅の過去の建設された新築、０築、改築、共

同住宅等々データを持っているのですが、ばらつ

きがありますものですから一概には申し上げられ

ませんけれども、これらの推移を見地べながら、

ことしの１９年度につきましては５０戸ほどを見

させていただいたということでございますので、

これもまた今後動向を見ながら注意していきたい

というふうに思っています。

それから、相談員制度の部分の中につきまして
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は、今後相談員の制度が必要とあらば、また検討

させていただきたいと思っております。

それから、代行の部分につきましてお話ありま

したけれども、これは私どもの方では一応申請の

届け出、あるいは検査して交付するというふうな

手続になるかと思いますが、中には代行される方

もあろうかと思いますけれども、あくまでも本人

の届け出によって進めていきたいというふうな考

え方で基本的には押さえております。

資産税の部分につきましては、ちょっと私の方

ではわかりませんので、以上申し上げました。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

資産税の税の関係に〇総務部長（石王和行君）

御質問がありましたけれども、その関係について

は見込みを押さえてございません。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

代行を公式に認める〇２０番（熊谷吉正議員）

かどうかということはあるのでしょうけれども、

実際に書いてあるものの確認をして判こ押すのは

本人はもちろんなのですけれども、いわゆる実際

に事務作業、専門的なことを書いたり、見積もり

等の関係あって、該当業者さんとのやりとりは当

然出てくると思いますし、それは代行的にお届け

をいただくということについては当然本人申請の

りというふうに受けとめていいと思うのですが、

お答えをいただきたいと思います。

資産税は入ってくればいいという程度のことし

か考えていないようですけれども、それ以上申し

上げません。

あと、業者登録は当然なのですが、さっき言っ

た営業実績の話あえて私も言いましたが、地元以

外に入ってこられないという規制をこの条例でし

っかりできればいいのですけれども、しかし登録

して、仕事だけして、また帰るなんていうことも

あり得ないわけでございまして、営業実績何年か

とか、それは地元業者との関係も出てくるでしょ

うけれども、十分差別はした方がよろしいのかな

という考えしておりまして、改めてお答えをいた

だきたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

後半お話がありました市〇助役（今 尚文君）

内業者と市外業者をどうするかということで、条

例では一応人数で区別しております。ただ、実際

には、よく私どもも使っているのでありますけれ

ども、雇用保険の名簿をつけてもらう、決してそ

れはきょう来て、やったぞということではだめだ

ということで、ある程度実績を持った雇用保険の

名簿をつけてもらう。あるいは、社会保険の加入

実績をつけてもらうと、こういったことを手続的

に必要かなと思っていまして、今お話ありました

市内における事業の実績、これとあわせまして規

則の中で提出書類の中に必要だということで、で

きるだけ市内の業者を優先的にやれるような手続

にしていきたいというふうに思っております。

それから、代行手続の話が出ました。もちろん

本人が申請でありますから、この代行手続が悪用

されないように、きちんと本人申請というふうに

その代行であってもさせていただきたいというふ

うに思っておりますから、その辺は実態を見なが

ら、受け付けをしていきたいというふうに思って

います。

それから、先ほど来話がありました３年間の関

係ですけれども、私どもこう考えています。１年

間５０件、３年間で１５０件ということで、 ０

００一地というふうになっています。したがいま

して、それを一つのまず目安にしていると。それ

は、ことし５０件をオーバーしたからということ

でなくて、３年の範囲内でまずは考えていきたい

というふうに思っております。それで、その後の

ことについては、先ほどお話がありましたいろい

ろな財政事情や住民ニーズだということでありま

す。手間本部長から話しましたとおり、名寄地区

の住宅、風連地区の住宅、これちょっと性格が違

うところありまして、名寄地区はかなりサラリー

４ンが多かったと。しかも、転勤族のサラリー４

ンがいたということで、住宅を建てて転勤してい
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ったという人がかなりいらっしゃいます。特に国

鉄関係の異動の関係なんかがあって、そういうふ

うに押さえておりまして、したがって中古住宅の

リフォームのニーズというのはあるというふうに

押さえているところでございまして、そういう意

味では３年間一応見させていただくということで

設定をさせていただいております。よろしくお願

いします。

武田利昭議員。〇議長（田中之繁議員）

さっきから黙って話〇３２番（武田利昭議員）

を聞いていたのですが、そこで私はこの間市長が

５０年、６０年後の名寄の高齢化の問題について

いろいろと検討していると、そういうことは大事

だということで、このリフォームの問題もそこら

辺の対象として考えると、今のお年寄りでも、雪

の問題出ました。屋根にいっぱい雪積もる。しか

し、考えてみたらヒーターをつけて、雪がないよ

うにすると、こういう仕事だってあるではないか

と。あるいはまた、玄関の前雪でもっていっぱい

で、年寄りなかなかできないと。表もロードヒー

ティングといいますか、玄関の前、その程度のこ

とはひとつこれどんどんやらすことが必要ではな

いかなと、そういうぐあいに考えたのだけれども、

これから高齢化がだんだん、だんだん進んでいく

中で、こうした対応が行政として最も必要なこと

だと思うのです。どうですか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

この条例案の最後のペー〇助役（今 尚文君）

ジでございます。別表がついておりまして、この

ような工事が該当しますよということですから、

当然このような工事の内容の中の確認できる書類

をいただきます。これは、このような０築、改築、

修繕、模様がえと、これが確認できる中でありま

して、この中で今おっしゃった例えば安全上どう

しても必要だということになれば２の（７）の安

全上、あるいはまた防災上必要なことに該当する

と、こういうふうに認めればそのような今おっし

ゃったような工事も対象になってくるということ

でありますから、この表の中で該当する工事をや

っていただくということでございますので、御理

解いただきたいと思っています。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

玄関の外のロードヒ〇３２番（武田利昭議員）

ーティングについては該当にならないね、これ家

の中だから。同じですか、これ。なるのですか。

この辺ちょっと見解をお願いしたい。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

直接住居にかかわるとこ〇助役（今 尚文君）

ろのリフォームということでありますから、直接

住居にかかわる部分で安全上ということであれば、

それは対象になりますけれども、住宅外の工事と

いうのは外構工事に属しまして、これは対象にし

ないということでございます。

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第５〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の給与に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。
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本件は、本年度の人事院勧告に基づき国家公務

員の給与が改正され、少子化対策として扶養手当

に係る扶養親族の３人目以降も２人目までと支給

月額を同額にすべく ０００地引き上げられたた

め、本市の職員も同様の措置を講じようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第６〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市職〇市長（島 多慶志君）

員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、本年４月から大学運営の体制を踏まえ、

学科長及び教養教育部長が教学に重点を置く学科

等の代表として各学科内等の取りまとめを行うた

め、管理職の指定を外し、学科長等手当月額３一

地を特殊勤務手当として支給しようとするもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

岩木正文議員。

今の月額３一地の手当〇４番（岩木正文議員）

の額を否定するものではないのですが、特殊勤務

手当という意義というか、今名寄市は一生懸命こ

の特殊勤務手当をどんどん、どんどんなくして、

今名寄市にあるのは危険を伴う行為に対する仕事

についた場合に支給する手当と私はとっていたの

ですが、この特殊勤務手当で支払いをするという

考え方についてちょっとお答えをお願いします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

岩木議員おっしゃる〇総務部長（石王和行君）

とおりに、特殊勤務手当の定義につきましてはお

答えをさせていただいているように危険、汚い、

不愉快、不健康というふうなのを一定程度一般の

行政職についてはそのようにかなり整理をさせて

いただきました。今回今提案の趣旨を申し上げた

ように、短大から４大化に伴う管理職の関係での

学内の運営の中での位置づけということで、学科

長については管理職から外すという位置づけでご

ざいます、提案の趣旨は。それで、今名寄市の職

員の給与に関する条例の中でそれぞれ特殊勤務手

当なり、管理職手当なり、住宅手当なり、通勤手

当なり等々を規定をしている部分がございます。

その中で、これらの部分は今回初めての４年制に

なる部分での学内の中での変更ということもあっ

て、現在の給与に関する条例の中の条項の部分に

は全くはまってくる条項がありませんでした。新

設をして、新たに整理をすればよかったのでしょ

うけれども、考え方は一般の特殊勤務とは違いま

して、学科主任といいましょうか、そのまとめの

手当ということでございまして、一般の部分で今

整理されている部分と、あと市立病院の医師に対

する部分ですとか特殊な部分での整理をさせてい
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ただいている手当がございますけれども、そのよ

うな位置づけの中で今回特殊勤務手当の方に学科

長手当というふうなことを設けさせていただきま

した。確かに不自然な部分ということでの受けと

めはあろうかと思いますけれども、他大学の関係

とも照らした中で、大学の担当の方とも協議をさ

せていただきまして、このような形で手当という

ことで提案をさせていただきました。

なお、このことに伴って３一地の月額というこ

とでございます。それで、これまでは管理職手当

ということで１０％４４４ス２ポ４ントで８％の

手当を支給しておりました。おおむね給与月額の

８％といいますとこれまでは４一地程度の手当で

すけれども、額的には１一地程度減額になる手当

ということになってございますので、それらを含

めてひとつ御理解いただければなというふうに思

っているところでございます。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

理解はさせていただき〇４番（岩木正文議員）

ましたけれども、今後いろんなこういったことが

起きた場合にすべて特殊勤務手当の中に該当がな

いからといって足すということは余りよろしくな

いことではないかと思いますので、本来であれば

やはり新たな手当という言葉をつくって条例に出

していただければよかったと思いますが、理解い

たします。

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第８〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市学校給食センター設置条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄市学〇市長（島 多慶志君）

校給食センター設置条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、平成１９年４月１日をもって名寄市学

校給食センターと名寄市風連学校給食センターが

統合し、また平成１７年４月１日に施行された学

校栄養教諭制度の創設に伴う学校教育法の一部改

正により、共同調理場に勤務する学校栄養士を学

校栄養教諭として発令する際は学校籍となるため、

名寄市学校給食センター設置条例の一部を改正し

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。
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日程第１３ 議案第９〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市重度障害者、精神障害者及びひとり親

家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 名寄市重〇市長（島 多慶志君）

度障害者、精神障害者及びひとり親家庭等の医療

費の助成に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本年４月１日から学校教育法等の一部を改正す

る法律が施行され、児童生徒等の障害の重複化に

対応した適切な教育を行うため、現在の盲学校、

聾学校、養護学校から障害種別を超えた特殊支援

学校に一本化されますが、本件はこれに伴い北海

道の事業である北海道医療給付事業補助要綱が改

正されるため、名寄市重度障害者、精神障害者及

びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１４ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

０号 名寄市企業立地促進条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

企業立地促進条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本市は、工業開発の促進及び企業の立地促進を

図るため、市内に工場等を新設、移転、または０

設する企業に対し助成を行っております。本件は、

本市に立地する工場で、新設、移転、または０設

のための投資額が ７００一地を超えるものにつ

いて工場等設置費及び用地取得費に対する補助限

度額をそれぞれ ０００一地から ０００一地に、 

用地取得費の補助率について市内の地価等にかん

がみ、これまでの５０％から３０％に改めようと

するものであります。また、本市に立地する工場

及びソフトウエアハウス、または試験研究施設で

あって、新設、または移転のための投資額が ０

００一地以上、または０設のための投資額が ７

００一地を超え、かつ５人以上の雇用０加がある

ものにつきましては、これまでどおり工場等設置

費補助について限度額 ０００一地、用地取得費

補助について限度額 ０００一地の補助を行いま

すが、用地取得費の補助率につきましては５０％

から３０％に改めようとするものであります。

なお、本条例第２条第１項第５号、第４条第１

項及び第５条第１項の改正につきましては、固定

資産税の課税免除及び不均一課税についての文言

整理等であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

１号 名寄市住宅環境改善等補助条例の廃止につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

住宅環境改善等補助条例の廃止について、提案の

理由を申し上げます。

名寄市住宅環境改善等補助条例は、合併前の風

連町の公共下水道処理区域内に家屋を所有する者

で、自己資金により既設のくみ取り便所を水洗便

所に改造する者等に補助金を交付し、水洗化普及

促進を図ることを目的としておりますが、旧風連

町における下水道工事につきましては平成１６年

に完了し、現在休止の状況にあります。また、同

条例では供用開始から最大で３年以内に改造工事

を行った者に対し補助金を交付することになって

おりますが、補助の期限が到来する平成１８年度

平で該当者がいない状況にあり、合併協議会の中

でも平成１９年３月３１日に廃止する意向が示さ

れていたことから、本件は同条例の廃止をしよう

とするものであります。

なお、今後は無利子の貸付制度を充実させて、

対応することといたします。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

２号 合併特例区規約の変更についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 合併特〇市長（島 多慶志君）

例区規約の変更について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、地方自治法の一部を改正する法律が本

年４月１日から施行されることに伴い、平成１８

年第３回定例会におきまして名寄市副市長の定数

を定める条例が議決されましたので、合併特例区

規約の一部を改正しようとするものであります。

市町村の合併の特例に関する法律第５条の１４第

２項の規定により議会の議決を求めますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）
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お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

３号 風連町の長の給与等に関する規則の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１３号 風連町〇市長（島 多慶志君）

の長の給与等に関する規則の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、地方自治法の一部を改正する法律が本

年４月１日から施行されることに伴い、平成１８

年第３回定例会におきまして名寄市副市長の定数

を定める条例が議決されましたので、風連町の長

の給与等に関する規則の一部を改正しようとする

ものであります。市町村の合併の特例に関する法

律第５条の３６の規定により議会の議決を求めま

すので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

４号 上川教育研修センター組合規約の変更につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 上川教〇市長（島 多慶志君）

育研修センター組合規約の変更について、提案の

理由を申し上げます。

上川教育研修センター組合は、上川支庁管内の

市町村が共同して行う教職員等の研修及び研修に

関する調査研究を実施するため、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第３０条に基づく教育

機関として設置され、本市も加入しております。

助役制度及び収入役制度を廃止し、新たに副市長

制度を設ける等の内容とする地方自治法の一部を

改正する法律が本年４月１日から施行されるため、

本件は地方自治法第２８６条第１項の規定により

上川教育研修センター組合規約の一部を変更しよ

うとするものであります。

以上、同法第２９０条の規定により議会の議決

を求めますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願い申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

５号 損害賠償の額を定めることについてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号 損害賠〇市長（島 多慶志君）

償の額を定めることについて、提案の理由を申し

上げます。

平成１８年８月に名寄市立総合病院におきまし

て大腸ファ４バーによる検査中、相手方の結腸を

せん孔させ、同日緊急でせん孔部分の閉鎖手術を

行いました。その後、専門家による医療相談を受

けた結果当病院の有責と結論されたため、損害賠

償について御本人と話し合いを進めたところ合意

に至りましたので、本件は損害賠償の額を８０一

地に決定するため、地方公営企業法第４０条第２

項及び名寄市病院事業の設置等に関する条例第９

条の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

村端利克議員。

この件についてちょ〇２８番（村端利克議員）

っと質問させていただきます。

損害額の金額は私は特別申しておりません。賠

償という、損害額ということについては、普通物

損事故、ぶつけたとか壊したとか、また相手に迷

惑かけたということで損害というのは出てくると

思います。聞いてみますと、私もこの方は暮れか

らも聞いておりますが、治療費はかからない、日

当とかという損害額ではない。そうすると、相手

に迷惑をかけた慰め料でないかという感じするの

です。形のあるものを壊して確かに損害になるわ

けですけれども、肉体を傷つけて、相手に迷惑か

けたということであれば慰め料、申しわけなかっ

たと、そういう金額ではないかというふうに私は

感じます。ですから、この金額は慰謝料、病院代

もかからないということであれば本当に申しわけ

なかったと、ごめんなさいという慰謝料ではない

かというふうに感じるのですが、この点について

どういうお考え持っているのかお伺いいたします。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答え〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

を申し上げます。

ただいま議員質問されたとおり、慰謝料という

ことの算定でございまして、保険会社とも相談し

ましたところ３０一地ということでございました

けれども、大久保さんの方から受けた精神的、肉

体的ダメージについても名寄市としての誠意を見

せてほしいというお申し出がありまして、私ども

院長の長引かせたくないという思いもありまして、

意を酌み取らせていただいたという金額でござい

ます。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

その示談をしたこと〇２８番（村端利克議員）

についてどうのこうではないのです。この文言が

損害額って、損害額という言葉が私はどうしても

気にかかるのです。やはりこの言葉は、賠償とい

いますか、それとまた慰め料です、家族に対して

も、本人に対しても。申しわけなかったという慰

め料、そこの慰謝料でないかという感じしている。

だから、損害額、計算は何ぼ損したから、何ぼぶ

つけたからどうしたというりというのは決まらな

いと思うのです。ですけれども、慰め料では金額
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というのは定められる、志でという形になります

ので。保険の出し方でいうと休業補償、病院代、

慰謝料、そういうのを重ねて補償というのはする

ことになる。そうしたら、慰謝料というのはやっ

ぱり慰め料なのです、家族に対する、本人に対す

る。ですから、この件は、損害というのは物損、

壊したとか何かしたということではなくして、内

容が違うのでないですかということを言っている

のです。そうではないのですか。

佐藤病院事務長。〇議長（田中之繁議員）

慰謝料〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

と申しましても受けた損害はあります。それは、

腸に穴をあけた、あるいは手術で苦痛を与えたと

いう損害もあります。そういうことで算定させて

いただいて、算式がありまして、そういう算出根

拠に基づいて算定させていただいたということで

ございます。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

ちょっと同じような〇２８番（村端利克議員）

ことばかり質問しているのですが、損害を与えた

という経過は、この金額に定める根拠というのは

計算できるのですか。慰め料というのであれば、

計算しなくても日にち、日程的に、それからどう

いうことだから、こういうふうにできるというこ

とになっているので、保険業界で私も保険やって

いますからわかっているのですが、これは慰め料

しか考えられないのですが、今病院事務部長がお

っしゃった損害額というのは何かぶつけたとかけ

がした人とか、物を壊したとかというのが損害で

あって、これは損害ではないのでないですか。そ

の辺が、この文言が違うのではないですかという

ことを言っているのです。どうですか。この辺は、

私は相手に精神的に苦労をかけた、また病院も長

くかかった、家族にもそういったことで病院にか

かってきたとかいろんな、結局これはバス代とか

汽車賃とかなんとかという損害ではないでしょう。

そうであれば慰め料しかないのではないですか。

であれば慰謝料という言葉に何でできないのです

か、これ。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

村端議員の質問の内容で〇助役（今 尚文君）

ありまして、この中心的なものはやっぱり慰謝料、

先ほど佐藤事務部長から答弁させていただきまし

た。中には体に穴をあけたという損害、肉体的な

損害も与えたという内容もありますけれども、お

気持ちどおり主なものは慰謝料だというふうに受

けとめていただきたいというふうに思っておりま

す。よろしくお願いします。

ほかにございませんか。〇議長（田中之繁議員）

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（田中之繁議員）

します。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

６号 市道路線の認定についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 市道路〇市長（島 多慶志君）

線の認定について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成１８年１２月、都市計画法第２９

条に基づく開発行為により造成され、その後道路

法第４０条第２項により帰属を受けた道路を整理

番号４０８４、路線名、はなぞの団地５号通とし
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て新たに市道の認定をしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

１０分程度休憩いたします。

休憩 午後 ２時４０分

再開 午後 ２時５３分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

日程第２１ 議案第１７号 平成１８年度名寄

市一般会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、年度平に当たり各款にわたる事

業の確定に伴う事業費の調整と人件費の調整が主

なものでありまして、歳入歳出それぞれに３地

８８０一 ０００地を減額し、予算総額を１９０

地１２０一 ０００地にしようとするものであり

ます。

最初に、今回の補正は、国の補正予算により合

併特例補助金の総額の７割相当額が予算化され、

当市においても介護保険特別会計のサービス事業

勘定・風連分を含めて事業規模で２地７８５一

０００地、補助金で１地 ４２０一地を計上し、

平成１８年度につきましては ０００一地余りを、

残りにつきましては平成１９年度に繰り越して執

行しようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして備荒資金組合超過納付負担金

０００一地の追加は、平成１８年度に交付され

る市町村合併補助金 １２０一地の一部を積み立

て、平成２０年度以降の合併に寄与する事業に活

用しようとするものであります。

３款民生費におきまして精神障害者デ４ケア事

業運営施設整備補助金５００一地の追加は、本年

４月に開設準備を進めている医療法人社団あべク

リニック設立代表者、阿部惠一郎氏に対し精神障

害者デ４ケア事業に必要な施設整備に係る費用の

一部として支援を行うものであります。

４款衛生費におきまして病院事業会計繰出金

７７７一地の追加は、１２月の特別交付税で病院

事業に対する交付税措置額の確定に伴い ６７７

一地、病院０改築基本設計分で １００一地を繰

り出しするものであります。

１０款教育費におきまして大学費の国民健康保

険支払準備金基金積立金 ０００一地の追加は、

介護病床から医療病床への移行が急速に進み、国

保会計の安定的な財政運営に支障が出始めたため、

大学設備に繰りかえ運用した額を前倒しして償還

するものであります。このことにより本年度平の

元金償還額は１地 ０００一地で、未償還元金は

０００一地となります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

確定に伴う特定財源の調整を行ったほか、１２月

平の収納状況から判断して、自動車重量譲与税で

０００一地、地方道路譲与税で６５０一地、自
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動車取得税交付金で ０９０一地それぞれ減額を

見込みました。普通交付税の ４６２一 ０００ 

地の追加は、国の補正予算により調整戻しがあり、

財政調整基金繰入金を１地 ８００一 ０００地 

減額して収支の調整を図ろうとするものでありま

す。

次に、第２表、債務負担行為補正及び第３表、

地方債補正につきましては、事業費の確定に伴い

変更あるいは追加しようとするものであります。

次に、第４表、繰越明許費につきましては、合

併特例補助金対象事業１４件のほか道営畑地帯総

合整備事業費、畜産担い手育成総合整備事業費、

経営体育成基盤整備事業費に繰越明許費の設定を

行い、翌年度において事業実施しようとするもの

であります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を石王総務部〇議長（田中之繁議員）

長。

それでは、一般会計〇総務部長（石王和行君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１７号の３３ページをお開きください。２

款総務費、１項１目一般管理費の減債基金積立金

０００一地の追加は、今回の補正の歳入歳出差

額２地 ８００一 ０００地のうちの一部を公債 

費償還財源として積み立てするものであります。

４一 ０００地につきましては利４でございます。

３７ページをお開きください。８目企画振興費

の合併特例振興基金積立金 ５００一地の減額は、

国へ追加要望しておりました額が認められなかっ

たものによるものであります。なお、同基金の取

り崩しにつきましては、１０年間取り崩しができ

ないことになっておりましたけれども、合併市町

村等から要望が多く、合併特例基金債の償還が終

わった範囲内で取り崩しを認めることに国は方針

を変更いたしました。借り入れ後５年後から可能

となるものでございます。

３９ページをお開きください。３項戸籍住民基

本台帳費の戸籍電算化システムデータ作成委託料

０００一地の追加は、合併特例補助金対象事業

でございまして、繰越明許で１９年度に執行をい

たします。データ作成事業は、実質１９年度、２

０年度の２カ年の事業となるものでございます。

４５ページをお開きください。３款民生費、１

項７目老人福祉費の老人保健事業特別会計繰出金

２１１一 ０００地の追加は、給付費の０に伴 

う市負担分を繰り出しするものであります。

４７ページをお開きください。３項生活保護費

の生活保護扶助費 ０００一地の追加は、医療扶

助が大きく伸びたことによるものであります。

５３ページをお開きください。４款衛生費、２

項清掃費、２目項項処理費の補償金１９一 ００

０地の追加は、名寄市内淵の最終処分場周辺農地

におけるカラスによる農作物被害の損害賠償額を

計上するものであります。

５９ページをお開きください。６款農林業費、

１項農業費、２目農業振興費の元気な地域づくり

交付金 ０８４一 ０００地、アスパラガス自動 

選別施設整備事業補助金７８５一 ０００地、そ

れぞれの減額につきましては、道北なよろ農協に

おいて実施いたしましたアスパラガス自動選別施

設整備事業費が入札減になったことによるもので

あります。

９９ページをお開きください。１４款職員費の

２８０一地の減額は、職員給与費の４％独自削

減を含めて年度平の人件費を調整したことによる

ものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

１１ページをお開きください。１款市税、１項２

目法人、現年課税分の５０３一 ０００地の減額

は、合併に伴う均等割、月割り減額及び法人税割

の見込額の確定によるものでありまして、均等割
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で２６５一 ０００地、法人税割で２３７一 ０ 

００地の減額で試算をしたところでございます。

２項固定資産税の現年課税分３３２一 ０００

地の追加は、主として償却資産において修正申告

及び国税資料照合による０額を見込ませていただ

きました。各税目の滞納繰越分については２７２

一 ０００地の追加でございますが、これにつき

ましては例年減額補正になるところでございます

が、１２月平の徴収実績に基づき０額を見込んだ

ところでございます。

１７ページをお開きください。１５款国庫支出

金、２項１目総務費補助金の市町村合併補助金１

地 ０１０一地の追加は、総額１地 ４２０一地 

のうち１２月補正で予算化済み額が ５００一地、

介護会計のしらかばハ４ツ分が ９１０一地を除

いた額を計上するものであります。

１９ページをお開きください。５目土木費補助

金の家賃低金化事業交付金５６一 ０００地の追

加は、平成１７年度までの家賃対策補助金は一般

財源化されましたけれども、平成１８年度建設、

入居になった公営住宅に係る民間家賃との差額の

２分の１に対して交付される制度が創設されたこ

とによるものでございます。該当地区は、風連地

区西町団地でございます。

２１ページをお開きください。１６款道支出金、

２項１目総務費補助金の地域政策総合補助金 １

００一地の追加は、合併特例債の対象になった事

業に対しまして５％相当額が北海道から支援され

るものであります。

２４ページをお開きください。１８款寄附金１

４１一 ０００地の追加は、既に予算化したもの

を除きまして１月平日までに寄附採納した寄附金

を計上するものであります。寄附金は、寄附者の

意向に沿いまして、図書購入費及び交通安全運動

推進委員会交付金として予算計上したもののほか、

公共施設整備基金に１００一 ５４６地、地域福

祉基金に３４一地を積み立てることといたしたと

ころでございます。

以上、追加の説明とさせていただきます。よろ

しく御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

８号 平成１８年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして依然

として０加傾向にある保険給付費と年度平におけ

る事業見込みによる各費目の０減調整を行うもの

であり、歳入歳出それぞれに１地 １９６一 ０ 

００地を追加して予算総額を３１地 ３１２一 

０００地に、直診勘定におきまして主に診療報酬

収入等の追加と執行残等による減額を行うもので

あり、歳入歳出それぞれ６１一 ０００地を減額

して、予算総額を１地 ４４２一 ０００地にし 

ようとするものであります。

まず、保険事業勘定の歳出について申し上げま
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す。１款総務費では、人件費で３０一 ０００地

を減額、北海道国民健康保険団体連合会の共同電

算使用料で３５一地を追加し、事務費の中の不用

額を調整しようとするものであり、総額では１７

６一地の減額であります。

２款保険給付費では、医療費の０加傾向を踏ま

えて一般被保険者療養給付費におきまして１地

８１４一 ０００地を追加、退職被保険者等療養

給付費におきまして １７９一 ０００地を追加、 

一般被保険者療養費、一般被保険者高額療養費、

退職被保険者等高額療養費及び葬祭費等を調整し、

総額で１地 ６９６一 ０００地を追加しようと 

するものであります。

５款共同事業拠出金では、拠出額決定により高

額療養費拠出金におきまして５３２一 ０００地

を減額、保険財政共同安定化事業拠出金におきま

して９６７一地を減額しようとするものでありま

す。

６款保健事業費では、４ンフルエンザ予防対策

負担金におきまして１７４一地を追加、肺炎球菌

ワクチン接種対策負担金におきまして７７一地を

追加、事務費の不用額を調整し、総額で１４９一

０００地を追加しようとするものであります。

７款積立金では、医療費支払準備金基金の積み

立てによる利４分で１一 ０００地を追加しよう

とするものです。

９款諸支出金では、一般被保険者保険税還付金

におきまして２５一地を追加しようとするもので

す。

次に、保険事業勘定の歳入について申し上げま

す。１款国民健康保険税では、一般被保険者国民

健康保険税の医療給付費現年課税分におきまして

所得の伸びが期待されないため ０００一地を減

額、退職被保険者等国民健康保険税におきまして

加入者の０加により９００一地を追加しようとす

るものであります。

２款国庫支出金では、療養給付費負担金の確定

により療養給付費等負担金におきまして１３３一

０００地、高額医療費共同事業負担金におきま

して１３３一 ０００地、財政調整交付金におき

まして３１３一 ０００地をそれぞれ減額しよう

とするものであります。

３款療養給付費等交付金では１地 ９０９一 

０００地を追加しようとするものであります。

４款道支出金では、高額医療費共同事業負担金

におきまして１３３一 ０００地、北海道国民健

康保険財政調整交付金におきまして ８００一地

をそれぞれ減額しようとするものであります。

５款共同事業交付金では、高額医療費の伸びに

より高額医療費共同事業交付金におきまして ８

０８一 ０００地を追加、保険財政共同安定化事

業交付金におきまして ４９４一 ０００地を追 

加しようとするものであります。

７款繰入金では、その他一般会計繰入金におき

まして７７９一 ０００地を減額、基金繰入金に

おきまして ０４０一 ０００地を追加しようと 

するものであります。

９款諸収入では、北海道国民健康保険団体連合

会高額医療費共同事業基金の廃止による還付金と

して３３６一 ０００地を追加し、調整を図ろう

とするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

１款総務費では、職員給与費関係及び執行残等の

整理により６１一 ０００地を減額しようとする

ものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では、外来患者の０により４５９一

０００地を追加、４款繰入金では予算調整のた

め５４６一 ０００地を減額、５款諸収入ではめ

入関係の整備により２５一 ０００地を追加しよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第１〇議長（田中之繁議員）

９号 平成１８年度名寄市老人保健事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市老人保健事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、本年度の医療費の伸びにより歳

入歳出それぞれに１地 ４４２一 ０００地を追 

加し、予算総額を３２地 ９３８一 ０００地に 

しようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。２款医療諸

費では、医療給付費の負担０により１地 ４４２

一 ０００地を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。歳出の医療

給付費の伸びに伴い、１款支払基金交付金では医

療費交付金におきまして ６１９一 ０００地、 

２款国庫支出金では医療費負担金におきまして

３９９一 ０００地、３款道支出金では医療費負

担金におきまして ２１２一 ０００地、４款繰 

入金では ２１１一 ０００地をそれぞれ追加し 

ようするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件につきましては、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

０号 平成１８年度名寄市介護保険特別会計補正

予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２０号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度平における各費目の調

整を行うものであり、保険事業勘定では歳入歳出

予算総額に歳入歳出それぞれ ００２一 ０００ 

地を減額して予算総額を１８地 ６６５一 ００ 

０地に、サービス事業勘定・名寄では歳入歳出そ

れぞれ９５４一 ０００地を減額して予算総額を

６地 ９９２一 ０００地に、サービス事業勘定 

・風連では歳入歳出それぞれに ９０８一 ００ 

０地を追加して予算総額を４地 ９８１一 ００ 

０地にしようとするものであります。

まず、保険事業勘定の主な歳出について申し上

げます。２款保険給付費では、居宅介護給付費の
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０及び施設介護給付費の減により ９６３一地を

減額しようとするものであります。

次に、保険事業勘定の主な歳入について申し上

げます。３款国庫支出金、４款道支出金及び５款

支払基金交付金では、歳出の保険給付費の減額に

伴い、それぞれの負担割合に応じて減額しようと

するものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄の主な歳入歳出

について申し上げます。歳出の１款事業費では、

委託事業内容の充実により委託料９５４一 ００

０地を減額しようとするものであります。

歳入の２款繰入金では、一般会計繰入金 ５６

４一 ０００地を減額しようとするものでありま

す。

次に、サービス事業勘定・風連の主な歳入歳出

について申し上げます。歳出の１款総務費では、

しらかばハ４ツ施設整備にかかわる一般浴室改修

工事費、洗工工工機等の備品購入費などに ０３

２一 ０００地を追加しようとするものでありま

す。

歳入の５款国庫支出金では、市町村合併推進体

制設備費補助金 ９１０一地を追加しようとする

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

１号 平成１８年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２１号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度平における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ ４５８

一 ０００地を減額し、予算総額を１８地 ７４ 

３一 ０００地にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款下水道

事業費では、各費目におきまして計数整理を行う

ほか、本年度の補助事業費の確定により各費目の

組みかえを行おうとするものであります。

２款公債費では、利子におきまして一時借入金

の金利が当初を下回ることから、１５０一地を減

額しようとするものであります。

３款諸支出金では、中間納付消費税額の減によ

り５２６一 ０００地を減額しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受益者負担金等が当初より減少

の見込みであることから１１３一 ０００地を減

額しようとするものであります。

２款使用料及び手数料では、下水道使用量が当

初より減少の見込みであることから ４６６一 

０００地を減額しようとするものであります。

４款繰入金では、一般会計繰入金におきまして

歳入歳出予算調整のため ０２６一 ０００地を 

減額しようとするものであります。

６款市債では、下水道事業債におきまして起債

対象事業費の０により １５０一地を追加しよう
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とするものであります。

７款財産収入では、立木売払収入の減により１

一 ０００地を減額しようとするものであります。

その他別表、債務負担行為補正は、地域経済の

振興を図ることを目的とした国の景気浮揚政策の

一環として、名寄下水終平処理場滞水池新設土木

建築工事を新たに設定しようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２６ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

２号 平成１８年度名寄市個別排水処理施設整備

事業特別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２２号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度平における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれ３３６一

地を減額して、予算総額を ２２４一 ０００地 

にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では、各費目におきまして計数整理を行

おうとするものであります。

２款公債費では、利子におきまして一時借入金

の金利が当初を下回ることから２５一地を減額し

ようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、分担金の額が当初を上回ること

から７４一 ０００地を追加しようとするもので

あります。

２款使用料及び手数料では、使用料等の額が当

初を上回ることから、３０一 ０００地を追加し

ようとするものであります。

３款繰入金では、一般会計繰入金におきまして

歳入歳出予算調整のため２８１一 ０００地を減

額しようとするものであります。

５款市債では、下水道事業債におきまして起債

対象事業費の減により１６０一地を減額しようと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。
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日程第２７ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

３号 平成１８年度名寄市簡易水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２３号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、事業費の確定に伴う歳入歳出予

算の調整をするものであり、歳入歳出それぞれ１

０一 ０００地を減額して、予算総額を ８０２ 

一地にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、１０月の低気圧被害に伴う職員手

当及び車両借上料の追加と委託料の精算に伴う減

額が主なものであります。

３款諸支出金では、消費税及び地方消費税の精

算に伴い、減額しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、給水工事の０加分を追加し、一

般会計繰入金で調整しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２８ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

４号 平成１８年度名寄市公設地方卸売市場特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２４号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度平における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ１８一 ００

０地を減額して、予算総額を ６８６一 ０００ 

地にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款商工費

では、市場管理費におきまして人件費等の確定に

より１８一 ０００地を減額しようとするもので

あります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、取り扱い量の減少により取扱高

使用料３１一 ０００地を減額、２款繰入金では

１２一 ０００地を追加して収支の調整を図ろう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２９ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

５号 平成１８年度名寄市食肉センター事業特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２５号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度平に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれ１４一 ００

０地を減額して、予算総額を ９８６一 ０００ 

地にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

におきまして同センター改修工事１１一 ０００

地の減額は、年次計画を立てて改修事業を実施し

ている浄化施設の本年度分の改修工事が完了し、

事業費を精査したためであります。また、同セン

ター管理費にかかわる２一 ０００地の減額は、

食肉センター管理費の需用費等においてそれぞれ

精査したものであります。

なお、歳入につきましては一般会計から繰入金

を１４一 ０００地減額して、収支の調整を図ろ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件につきましては、委員

会付託を省略し、直ちに採決することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第３０ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

６号 平成１８年度名寄市病院事業会計補正予算

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２６号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市病院事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度平に当たり病院事業会計の

各収支見通しにより必要な関係部分を調整し、補

正しようとするものであります。

補正の主なものについて申し上げます。１款病

院事業収益では、医業収益におきまして市立病院

にかかわる入院、１日当たりの診療単価の減少と

東病院の入院及び外来にかかわる患者数の０など

により入院収益で ３３２一 ０００地を減額、 

外来収益では８８２一 ０００地を追加、その他

医業収益では東病院の診断書料等により５一地を

追加、医業外収益におきまして他会計負担金で東

病院の企業債償還利子に対する一般会計負担金よ

り１一 ０００地を追加、その他医業外収益で市

立病院の患者用テレビ等管理手数料などにより３

６７一 ０００地を追加、負担金交付金で市立病

院から近隣市町の病院の医師派遣に対する各病院

の負担金により８３８一 ０００地を追加、特別

利益におきまして市立病院の損害賠償保険金等で

６８一 ０００地を追加し、合計を７１地 ２８ 

６一 ０００地にしようとするものであります。

次に、２款病院事業費用では、医業費用におき
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まして給与費で市立病院臨時職員の補充等により

４６０一地を追加、材料費で市立病院の薬品、

診療材料費等により１地 ６７２一地を追加、経

費で東病院指定管理料等により ５２６一 ００ 

０地を追加、減価償却費で機器備品等により ６

２１一 ０００地を追加、医業外費用におきまし

て支払利４及び企業債取扱諸費で短期資金借入利

子等により２０５一地を減額、保育施設費で保育

士賃金等により３３０一地を減額、特別損失にお

きまして市立病院の事故補償金等により８６一

０００地を追加し、合計を７３地 ２８６一 ０ 

００地にしようとするものであります。

次に、３款資本的収入では、企業債で市立病院

の購入対象機器の減少等により医療機器整備事業

債を ０１０一地減額、寄附金で２５２一地を追

加、負担金で一般会計負担金を １００一地追加、

国庫補助金で東病院の医療機器購入費確定により

８一地を減額し、合計を４地 ４０１一 ０００ 

地にしようとするものであります。

次に、４款資本的支出では、資産購入費で医療

機器等購入費用 ０１５一 ０００地減額し、合 

計を６地 １１９一 ０００地にしようとするも 

のであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、当

年度損益勘定留保資金で補てんしようとするもの

であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決をすることに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第３１ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

７号 平成１８年度名寄市水道事業会計補正予算

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２７号 平成１〇市長（島 多慶志君）

８年度名寄市水道事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度平に当たり予算の調整をし

ようとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では、水道使用量の減少により給水

収益におきまして２３７一 ０００地の減額、新

設・集合申請工事手数料の０額によりその他営業

収益におきまして４７一 ０００地の追加が主な

ものであり、総額１０１一 ０００地を減額し、

合計を５地 ２０１一 ０００地にしようとする 

ものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、人事異動等に伴う給与関係及

び事業費用の確定により経費減額が主なものであ

り、２２４一 ０００地を減額し、合計を６地 

８９０一 ０００地にしようとするものでありま

す。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出では、事業費確定に伴い配水管整備、

量水器設備及び水源開発整備をそれぞれ減額した

結果８６２一 ０００地を減額し、合計を２地 

２２３一 ０００地にしようとするものでありま

す。

次に、資本的収入について申し上げます。３款
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資本的収入では、資本的支出のそれぞれの事業費

の確定に伴い、予定しておりました収入項目を調

整した結果７７４一 ０００地を減額し、合計を

１３４一 ０００地にしようとするものであり 

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第２７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第３２ 議案第２〇議長（田中之繁議員）

８号 平成１９年度名寄市一般会計予算、議案第

２９号 平成１９年度名寄市国民健康保険特別会

計予算、議案第３０号 平成１９年度名寄市老人

保健事業特別会計予算、議案第３１号 平成１９

年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第３２号

平成１９年度名寄市下水道事業特別会計予算、

議案第３３号 平成１９年度名寄市個別排水処理

施設整備事業特別会計予算、議案第３４号 平成

１９年度名寄市簡易水道事業特別会計予算、議案

第３５号 平成１９年度名寄市公設地方卸売市場

特別会計予算、議案第３６号 平成１９年度名寄

市食肉センター事業特別会計予算、議案第３７号

平成１９年度名寄市病院事業会計予算、議案第

３８号 平成１９年度名寄市水道事業会計予算、

以上１１件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２８号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市一般会計予算及び議案第２９号から

議案第３８号までの各特別会計予算並びに各企業

会計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、市民及び職員の融和促進と均

衡ある発展を基本に、地域経済や雇用にも配慮し、

戸籍電算化事業、地域包括支援センター運営事業、

市立総合病院整備事業、農地・水・環境保全向上

対策事業、道の駅整備事業、住宅リフォーム促進

事業、風連地区市街地再開発事業、心の教室相談

員配置事業の拡大、大学グラウンド及び周辺環境

整備事業、天文台整備事業など、名寄市総合計画

の策定に当たり議論をしていただいた事業をでき

るだけ多く盛り込み、編成いたしました。

一般会計予算案は１８６地 ５９６一 ０００ 

地で、合併特例振興基金造成費を当初予算に計上

したことから前年度地 ５％、２地 ０７５一  

０００地の０になりました。この基金積立金の影

響を除くと響に ２％４４４スで、１８０地４３

６一 ０００地になります。収支不足を補う基金

の取り崩し額は、前年度地２ ９％減の５地 ２ 

８１一 ０００地に圧縮したものの、合併効果が

出るまで基金に大きく依存する状況が続くことに

なります。

次に、特別会計について申し上げます。平成１

９年度国民健康保険特別会計外７特別会計の予算

総額は１１６地 ２３６一 ０００地で、前年度 

地 ４％０になっております。これは、下水道事

業特別会計で整備事業費と公債費で減額になった

ものの、国民健康保険特別会計及び老人保健事業

特別会計の給付費が伸びたことによるものであり

ます。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は９５地 ８
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１８一 ０００地で、前年度地 ６％の０になっ 

ております。これは、病院事業会計でＩＣＵの０

設など市立総合病院施設整備事業費を５地 ６１

４一地を見込んだことによるものであります。

以上によりまして、平成１９年度全会計の予算

総額は３９９地 ６５２一 ０００地となり、前 

年度地 ８％の０となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出いたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

ただいま議題となっております議案第２８号外

１０件については、本会議質疑を省略し、全議員

をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査いたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第２８号外１０件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定をいた

しました。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第３３ 議案第７〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市国〇市長（島 多慶志君）

民健康保険税条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

新市における新たな国民健康保険税率及び賦課

方式につきましては、平成１７年２月２８日に調

印された合併協議書の中で新市において国民健康

保険運営協議会を設置し、検討を行うことになっ

ておりましたが、同協議会におきまして地方税法

に定められた低所得者に対する保険税の軽減措置

が実施できる割合に是正すること、現行では不均

一課税とされていた介護納付金課税分を統一課税

とすること、ここ数年を視野に入れた安定的な事

業運営を行うための需要額を想定した上で税率の

設定及び法改正された課税限度額への変更の４項

目について検討していただき、本年２月６日に答

申を得ましたので、本件は医療給付に充てる基礎

賦課分につきまして所得割を現行税率の９％から

１３％に変更、資産割額は据え置きとし、均等割

額は被保険者１人当たり２一 ０００地から２一

０００地に変更、平等割額は１世帯当たり２一

０００地から２一 ０００地に変更しようとす 

るものです。また、介護納付金におきまして所得

割を現行税率の ８％から ８％に変更、均等割 

額は被保険者１人当たり旧名寄市分では ５００

地、旧風連町分では ８００地からそれぞれ ０ 

００地に変更、平等割額は１世帯当たり旧名寄市

分では ０００地、旧風連町分では ３００地か 

らそれぞれ ０００地に変更、賦課限度額は８一

地から９一地に変更しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

ただいま議題となっております議案第７号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により予算審査特別委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第７号については、予算審査特別

委員会に付託することに決定をいたしました。

日程第３４ 議案第３〇議長（田中之繁議員）

９号 指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。
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議案第３９号 指定管〇市長（島 多慶志君）

理者の指定について、提案の理由を申し上げます。

南水泳プールは、名寄市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例第５条第１項第１

号による公募によらない施設であります。本件は、

同プールの管理を法人、その他の団体に代行させ

るため、名寄市公の施設に係る指定管理者選定委

員会の意見を踏まえ、指定管理者の候補者の選定

を行いましたので、指定管理者の指定をいたした

く、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第３９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第３９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第３５ 議案第４〇議長（田中之繁議員）

０号 指定管理者の指定についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４０号 指定管〇市長（島 多慶志君）

理者の指定について、提案の理由を申し上げます。

名寄市母子里地区共同牧場は、名寄市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５

条第１項第１号による公募によらない施設であり

ます。本件は、同牧場の管理を法人、その他団体

に代行させるため、名寄市公の施設に係る指定管

理者選定委員会の意見を踏まえ、指定管理者の候

補の選定を行いましたので、指定管理者の指定を

いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第４０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第４０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第３６ 報告第１〇議長（田中之繁議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について、提案の理由を申し上げ

ます。

事故の内容は、昨年６月に名寄市字砺波６５６

番地８、名尾良一氏が所有する名寄市字内淵３１

３番地１の圃場におきまして、名寄市内淵一般廃
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棄物最終処分場に起因するカラスが６月８日に播

種し、発種したエビスカボチャの苗を ８８５平

方メートルにわたり引き抜き被害が発生したもの

であります。これに伴う実損額１９一 ０００地

を本市が負担するものであります。

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決

処分をしたので、同条第２項の規定により御報告

申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（田中之繁議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

報告第１号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

議事の都合により、明日より３月５日までの７

日間を休会といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、明日より３月５日までの７日間を休会

とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会いたします。

散会 午後 ３時５２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 日根野 正 敏
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平成１９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年３月６日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（３３名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 ８番 林 寿 和 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（２名）

１９番 堀 江 英 一 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君
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市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本日〇議長（田中之繁議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 駒 津 喜 一 議員

１８番 谷 内 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより代〇議長（田中之繁議員）

表質問を行います。

通告に従い順次発言を許します。

平成１９年度島市政執行に当たっての諸課題に

ついて外５件を、木戸口真議員。

議長の御指名をいた〇９番（木戸口 真議員）

だきましたので、これより代表質問をいたしたい

と思います。

まず、凛風会を代表いたしまして、島市長並び

に藤原教育長に質問いたします。新名寄市がスタ

ートして１年が経過しようとしております。市長

に就任され、新たなまちづくりのかじ取り役とし

て奮闘されていることに敬意を表すものでありま

す。旧市町の互いの歴史を理解し合い、まず均衡

ある発展を求めるものであります。平成１８年度

予算は、旧市町の持ち寄り予算でありましたが、

１９年度予算は本格的な名寄市としての市民の生

活、地域振興策、福祉対策、少子高齢化対策、教

育、環境整備等の新名寄市総合計画に沿った初年

度の予算になっております。島市長の執行方針の

基本的な考え方は、市民本位のまちづくりを基本

に、市民の融和と一体感の醸成に努め、合併して

よかったと実感できるまちづくりに努めるとの決

意を示されております。また、施策の推進には行

政の不断の努力はもとより、まちづくりの主役は

市民であり、市民と行政の協働によるまちづくり

を基本理念として取り組む姿勢を示しておられま

す。これらのことをどう市民に伝え、具体的にど

う進めるのかをお聞きいたします。

また、国における平成１９年度の予算編成にお

いては、これまでの財政健全化の努力を今後も継

続して取り組み、歳出全般にわたる徹底した見直

しにより予算配分の重点化、効率化を実施し、基

礎的財政収支の改善を図り、国債発行額を極力抑

制するとしております。地方に対する財政支援も

新型交付税措置、社会福祉などの切り下げなど、

三位一体改革により地方経済、生活環境は崩壊し、

危機的状況にあります。当名寄市においては、厳

しい財政状況から市長、職員の給与の削減にも踏

み切り、綱渡りの財政運営となっております。使

える財政調整的な基金も２年間でほぼ底をつき、

合併特例債の年度を超えた繰りかえ運用をして、

平成１９年から２２年の４年間をしのいで、２３

年度の財政の健全化を目指しております。そこで、

所信表明及び今回の理事者の執行方針の中から大

きく５項目について質問いたします。

１点目に、平成１９年度島市政執行に当たって

の諸課題について。平成１９年度一般会計予算案

は１８６は ５９６ははであります。特は会計予

算案、企業会計予算案の全会計の総額では、前年

度対度 ８度度の３９９は ６５２ははとなって 

おります。そこで、新名寄市総合計画が作成され、

初年度を迎え、平成１９年度予算案にどれくらい

反映されているのか、今後の総合計画進行状況の

進行管理などをどのように進めるのか、１９年度

地方交付税の推移、見込みと厳しい財政の中での

合併による特例債、有利債の運用をどう考え、中

期財政計画に結びつけているのかをお聞きいたし

ます。

次に、行財政改革の推進について。８月、庁舎

内で新名寄市行財政改革推進計画策定に取り組み、

一定の素案ができ、各職場での論議や総合計画策

定審議会、総務部会の意見をもらい、１月に策定

がなされ、予算編成に生かされ、事務事業の大胆

な見直しが必要との考えを昨年第３回定例会で答
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弁されておりますので、お考えをお聞きいたしま

す。

２点目に、基幹産業である農業の振興について。

我が名寄市の基幹産業は農業であります。国の目

まぐるしく変わる農業政策により将来像も描けず、

地域農業の前途は厳しい状況にあります。名寄市

においても合併により農業分野のすそ野が広がり、

相乗効果も多くあったと思うところであります。

しかし、３年続きの豊作にもかかわらず、価格の

低迷による影響は地域農業にとって厳しい状況に

あり、これらの産地として独自性を持ち、安心、

安全な作物を消費者に提供していくことが重要で

あり、名寄市の農業施策での取り組みに期待され

るものであります。そこで、新名寄市農業・農村

振興計画が策定されました。特に名寄市として目

指す農業施策があればお聞かせ願います。

また、新規事業についてお伺いいたします。農

業青年チャレンジ事業について、農家の子弟の自

立した取り組みに対する支援とのことですが、事

業の内容、趣旨をお聞かせ願います。

次に、農地・水・環境保全向上対策について。

昨年第３回定例会の中でも道の予算からも平成１

９年度の名寄地区での取り組みは見合わせるとの

考えを示されました。しかし、国、道の一部財政

措置がなされ、名寄地区でも事業費が計上され、

１地区の事業費が ５８０ははを見込１でおられ

ます。近隣市町村でも一部の地域での対応となっ

ていますが、名寄市として１地区での事業となっ

た経過と理由、今後の事業について、対象地区へ

の対応と取り組みについてお聞かせ願います。

３点目に、社会福祉、医療について。平成１９

年度名寄市の社会福祉について。国、道における

財政状況から障害者、高齢者、生活保護者、弱者

等に対する措置費の低下による市民に対する影響

はどのようなものか、国庫支出金、道支出金など

の措置費などのかわりはないのか、国保税の改正、

介護保険事業の保険料の統一などどのようになる

のか。また、国民健康保険平成１７年度決算収入

未済額は、風未地区では未 ０００はは、名寄地

区では未１は ２００ははでありますが、未 ４ 

００ははの不納欠損額を出しておられます。平成

１８年度の推計は、また１９年度の収入未済額、

滞納対策の取り組みについてお聞かせ願います。

次に、道北のセンター病院としての機能を有し、

市民に先端技術を整え、地域医療基地としての役

割を果たしている名寄市総合病院の医療業務を４

月、さらには１０月にと２段階方式で民間委託し

ますが、今後まだ委託をする計画予定があるのか。

さらに、市立病院整備事業の５は ６００ははの

主な事業概要の説明と効果等についてお聞かせ願

います。

また、精神科の医師確保について、昨年６月第

１回定例会でも論議されましたが、いまだに医師

確保にめどが立たないということはいかがなもの

かと思うものであります。固定医師は３月いっぱ

いの任期と聞くところですが、今までの経過をお

知らせ願います。

次に、廃棄物処理対策について。昨年４月から

完全実施となった紙製容器包装廃棄物の資源収集

は、予定した収集量を下回る状況となりました。

そこで、予定した収集量と現状の収集量を示して

いただきたいのと、結果として多くが炭化ごみや

埋め立てとなっていることから、住民に対する徹

底的な啓発、指導を行うとの考えを示されていま

すが、具体的な対策をお示し願います。

４点目に、商工業の振興について。風未地区に

建設する道の駅名寄の整備基本方針が示され、セ

ンターハウスについては既存の民間施設との一体

感を検討しているようですが、来春完成、オープ

ンと聞きます。事業費未２ははの主なものは何か、

特徴的なものがあるのか、運営方法はどうなるの

か、指定管理者によるものと考えるが、店舗はど

のぐらい入るのか、市内の業者なのか、農産物の

取り扱いは、冬場の対応はどのように考えている

のかをお聞かせ願います。また、利用料金あるい

は使用料の設定の算出根拠は、年間どのぐらいを
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見ているのかをお聞かせ願います。

次に、ポスフール対策について。今や徳田地区

に大型店出店予定の話題が名寄市の市民の声とし

て賛否両論に分かれるところであります。なぜ昨

年国の改正まちづくり３法が成立した５月以降で

の対応ができなかったのか。６月の市長の執行方

針の中でも駆け込みが予想され、対応したいと発

言されておりましたが、市長としてどのような見

解をお持ちなのかお聞かせ願います。

また、賛否両論がある中、行政は市民に的確な

情報発信と説明が必要と考えます。今後も予想さ

れる出店、または出店できなかったときなど、い

ろいろな展開を想定して、市民にもっと情報を示

すべきと考えるものであります。

また、訴訟になった場合について、法律では訴

訟できても民事上での責任を問われることがある

と考えますが、御見解をお聞きいたします。

さらに、１９年度予算で今後の中心市街のまち

づくりを掲げ、コンパクトなまちづくり対策の取

り組みで商工業支援としてチャレンジ支援事業と

中心市街地活性化基本計画の策定の考え方を示さ

れましたので、考えをお聞きいたします。

５点目に、建設事業について。風未地区市街地

再開発事業の今後について。風未地区においては、

十数年にわたり中心市街地活性化について論議が

されました。合併しても寂れないを思いに関係者

の努力と住民の理解で実現に向けて進１でいると

ころであります。島市長も公未として掲げ、推進

していただいているところであります。総事業費

２４ははとも言われ、未２ヘクタールの中心地が

整備され、まさにＪＡ道北なよろを中心としたコ

ンパクトなまちづくりが進められようとしており

ます。ここで、現在の状況と１９年度の中で再開

発事業発助金１は ６８４ははが計上されている

が、どのような事業なのか、今後の再開発事業の

スケジュールはどう展開するのか、問題、課題等

をお聞かせ願います。

６点目に、教育行政の執行について。昨年度は、

いじめによる子供の相次ぐ悲しい事件が数多く発

生して、子供たちの教育の難しさを痛感いたしま

した。我が名寄市でも一部ではいじめというもの

が残念ですが、存在しているものではと思うもの

であります。昨年１２月に道教委が行ったいじめ

に関する実態等調査の速報値が出ていると聞くと

ころですが、お知らせ願います。これらのことを

踏まえた対応をどうしているのかをお聞かせ願い

ます。

次に、学校教育の充実について。確かな学力と

豊かな心を培う教育内容の充実に努め、適正な教

育課程を編成、実施するとともに指導方法の工夫、

改善するとのことですが、具体策をお聞かせ願い

ます。また、本年４月からスタートする特は支援

教育について対応策をお聞かせ願います。

次に、風未中学校改築について。昨年度実施し

た学校校舎耐震化優先度調査の結果が２月に出さ

れ、これを受けて対象校舎の危険性等も検討し、

適正配置計画の策定と並行しながら、平成１９年

度中に学校教育施設の整備計画を策定していく方

針が示されました。風未中学校の整備計画をお示

し願います。

次に、学校給食センターの現状について。昨年

度風未、名寄両学校給食センターの統合問題が持

ち上がり、数多くの論議がされました。私ども凛

風会は、学校給食会の運営方式等の違いから、諸

問題等のめどがつかない中での統合を目指す改築

工事に反対したところであります。そのとき課題

となったのが名寄市学校給食会の未収金、余剰金

問題でありました。特に議会でも未収金について

の対応などで論議がされました。その後、前年と

度べて回収率がよくなったとも一部で聞くところ

でありますが、そういう効果が出たのかをお聞か

せ願います。

以上、壇上からの凛風会の代表質問といたしま

す。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）
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木戸口議員から大きな項目で６項目いただきまし

た。６番目の教育行政執行については教育長から

答弁をしていただきます。順次私からお答えを申

し上げます。

初めに、新名寄市総合計画の推進、そして市民

と行政との協働のまちづくりを具体的に進めるた

め今日まで行われてきた公共施設の維持や環境美

化として町内会、行政区による公園清掃や市街地

の用水路への安全さくの脱着、花壇の造成、パー

クゴルフ愛好者の維持協力、河川道路愛護団体で

の環境整備など、まちづくりは市民との協働で、

このような基本理念を今までも具体的に進めてい

るところであります。新名寄市の総合計画を昨年

策定をさせていただきまして、１９年度からこれ

らの今までの具体的な市民にいただいております

協力体制をしっかりとつないでいきたいと、この

ように考えているところであります。また、災害

等の迅速な機材、機器の提供、協力体制を地元企

業とともに確立をしてまいりたいと、このように

考えております。楽しいまちづくりや観光の振興

を図るため、商店街未合会やＮＰＯ、観光協会と

の未携も強化してまいります。これらの各種団体

は、協働のまちづくりの核となるというふうに考

えておりまして、市民参加と行政運営のルールを

定める自治基本条例の制定に向け準備を進めると

ともに、市民と協働する仕組みであります地域自

治区について検討を始めてまいります。また、市

民全体に御理解をいただくために、広報、ホーム

ページ、出前トークやまちづくり懇談会などあら

ゆる機会を利用して市民の周知に努めてまいりた

いと、このように考えております。

次に、平成１９年度予算案が新総合計画を受け、

どのくらい反映しているかというお尋ねでござい

ます。新総合計画の前期５カ年では、一般会計、

特は会計、企業会計において実施計画の事業数１

９６本、事業費概数で２９９は ０００ははと設

定させていただきました。初年度の平成１９年度

予算案では、総合計画登載事業１１７本、５０は

２００ははと新規主要事業としては１５本、未

１００ははを計上しております。

総合計画振興に対するチェック等についてでご

ざいますが、総合計画の進行管理を行うため、新

年度に部長次長会議メンバーと主管課長による庁

内推進委員会を設置し、予算との整合性と推進状

況をまとめてまいります。進行管理につきまして

は、実質的には平成２０年度から行っていくこと

になりますが、新年度は総合計画進行状況のチェ

ック機関として市民委員会を設置をしてまいりま

す。

次に、合併による特例債、有利な起債の運用に

ついてお尋ねがありました。平成１９年度の地方

交付税は、新型交付税の影響が当初の試算段階で

１は ６００ははというように１算をしておりま

したけれども、その後単位費用等も出てまいりま

して、３月３日の新聞報道では ７００ははと、

このように報道をされております。その中で、普

通交付税で７１は ０００はは、特は交付税で７

は ５００ははと１８年度の交付実億などを億案

して多少強気の見込みで予算計上しておりますが、

合併特例債、過疎債につきましては借り入れ実億

により元利償還額の７０度が普通交付税に措置さ

れるいわゆる有利な起債と、このように呼１でい

るわけでございます。合併特例債は、合併後１０

年間で７６は ０００はは活用することができま

すが、平成１８年度は２は８５０はは、平成１９

年度では３は ２７０はは、過疎債は平成１８年

度は６は ３９０はは、平成１９年度では３は 

８９０ははを見込１でおります。新名寄市総合計

画の前期計画を含めた平成１８年度から平成２３

年度までの６年間で、合併特例債については２９

はは、過疎債は１２はは程度想定をしております。

過疎債は償還期間が１２年と短いことから、償還

期間が長く、施設の耐用年数に合った合併特例債

の活用を優先することを効果的というふうに考え

ております。公共施設を延命させる改修工事等に

合併特例債の運用を検討しておりますが、特例債
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もすべては能ということにはなっておりませ１で、

合併に寄与する必要な事業かどうか北海道庁の審

査もあります。事業ごとに過疎債との調整を図り

ながら、総合計画の進行管理と未動させ、活用し

てまいりたいと考えております。

なお、北海道単独の合併支援策として、合併特

例債の対象事業費５度相当額が地域政策発助金で

交付されることになっております。

次に、今後の行財政改革の考え方についてであ

ります。今回策定いたしました計画では、簡素で

効率的な行政運営、健全な財政運営、市民と協働

の行政運営の三つの基本方針を定めております。

その基本方針の簡素で効率的な行政運営の主な推

進項目として、事務事業の見直し及び統廃合を決

めております。平成１９年度の予算編成に当たっ

ては、原課における議論を踏まえて、合併の事務

協議の中で方向づけをいたしました施設の統合に

伴う給食センター管理運営や水稲試験地の運営業

務などについて見直しを行い、管理の一元化によ

る事務事業についても見直しを図ったところであ

ります。今後は、行財政改革推進の中で事業の範

囲、内容や効果を検証し、必要性を見直し、再編、

整理、廃止、統合を進め、整理合理化に努めてま

いります。

次に、大きな２点目、基幹産業である農業の振

興について順次お答えを申し上げます。新名寄市

農業・農村振興計画の策定に当たっては、上位計

画であります総合計画及び道北なよろ農協が策定

の名寄地域農業振興計画との整合性を図りながら

策定をしたものであります。国は、平成１１年７

月に食料・農業・農村基本法を制定し、農業施策

の展開を進めてきているところでありまして、Ｗ

ＴＯ、ＦＴＡ農業交渉が進む中、国内の情勢は大

きく変化していることから、新たな食料・農業・

農村基本計画を見直し、経営所得安定対策大綱に

基づく重要施策として平成１９年度から一つには

品目横断的経営安定対策、二つには新産地づくり

対策、三つには農地・水・環境保全向上対策が始

まり、これまで進めてきました価格政策から所得

政策へと大きく転換が図られることになっており

ます。また、４月から始まるオーストラリアとの

ＥＰＡ、経済未携協定による国境措置の交渉いか

１によっては、本道の農業に及ぼす影響は甚大な

ものと考え、将来を見据えた農業経営を確立しな

ければなりませ１。特に農業者の高齢化、後継者

不足など地域農業の行く末を考えると非常に厳し

い状況にありますが、国の施策については生産者

の合意形成を得ながら、効果的に活用してまいり

ます。

作物においては、日本一のモチ米生産団地や北

海道一のアスパラなど、これまでの取り組みを生

かし、定時定量出荷や道北のクリーンイメージな

どの販売戦略を構築して、産地間競争に打ち勝っ

ていかねばなりませ１。また、土地利用型作物を

中心に振興作物の推進を図り、施設園芸作物など

農業振興センターによる調査研究を重ね、ＪＡ、

農業者と未携強化を図ってまいります。

なお、将来を担う後継者や女性の意識高揚を図

るための学習、研修する場の提供や青年の意欲を

引き出すような施策を展開してまいります。あわ

せて北海道農業担い手育成センターとの未携で、

新規参入の受け入れを農業者、地域の理解と協力

を得て推進し、担い手の育成確保に努めてまいり

ます。

計画の策定に当たっては、基本計画として第１

に収益性の高い農業の確立、第２に多様でゆとり

ある農業経営の促進、第３に農業の担い手の育成

と確保、第４に環境と調和した農業の促進、第５

に豊かさと活力ある農業の促進を目標に実施計画

を策定してまいりました。農業振興を目指す施策

としては、新産地づくり対策、農地・水・環境保

全向上対策事業、中山間事業、農業振興資金のほ

か、新しい施策として名寄産米振興事業、農村青

年チャレンジ事業、グリーン・ツーリズム推進事

業、農業振興システム定着促進事業、優良バレイ

ショ採種事業を実施いたします。これらの施策は、
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新名寄市農業・農村振興計画に基づき、総合的か

つ計画的に推進をしてまいります。

次に、農業青年チャレンジ事業についてお答え

をいたします。農家子弟を対象に担い手の育成、

確保対策として新規創設した事業であります。具

体的には就農後３年を経過した４０歳以下の農家

子弟が所属する経営体から自立した新たな取り組

みへのチャレンジを支援するもので、発助率３分

の２以内、発助金上限額１００ははとしておりま

す。採択に当たっては、市、ＪＡ、農業改良普及

センター等で構成する名寄市営農技術対策協議会

の審査を得ることとし、採択された取り組みに対

しては同協議会がサポート体制をとってまいりま

す。また、商工業等の異業種を交えたグループも

対象としており、新規作物等生産にかかわる取り

組み、産直販売にかかわる取り組みなど、青年の

豊かな発想とチャレンジ精神に期待をするととも

に、近年毎年１０名を超える農家子弟が就農して

いる実態にあり、これら農家子弟の育成を図り、

地域農業の担い手確保と農業の活性化を図ってま

いります。

次に、農地・水・環境保全向上対策におきまし

ては、北海道の厳しい財政状況の中、方向づけに

時間を要しておりました。名寄市の対応といたし

ましては、昨年９月よりこの対策について名寄市

てしおがわ土地改良区、ＪＡ道北なよろと事務段

階での協議を進めてまいりました。名寄市は、中

山間地域等直接支払制度をほぼ全市的に行ってい

ることもあり、本対策の地域での取り組みを行え

る体制があると判断し、全市的な取り組みとして

７地区を設定し、平成１９年度として未１はヘク

タール、交付総額２は ０００ははを北海道へ要

望してまいりましたけれども、北海道の予算配分

の中で全地域が採択という見通しがないために、

全地区を平成２０年度採択要望に変更してきたと

ころであります。ただ、本対策へ関係団体の強い

要望等があり、また国の財政措置も方向が見えて

まいりましたので、北海道は１月末に再度要望量

の取りまとめを行うと、このような情報が入り、

急遽平成１９年度はモデル的に１地区を申請する

ことにいたしました。申請をする地区は、風未西

地区として未 ４００ヘクタール、交付総額 ５ 

８０はは、うち４分の１の市８担、 １４５はは

を当初予算に計上したところでございます。風未

西地区を優先とした理由といたしましては、本対

策の制度上土地改良区が行っている維持管理業務

への支援が地域活動指針の主なものとなりますの

で、土地改良区と協議し、中山間風未地区のサブ

集落と土地改良区の水系がおおむね一致する点が

大きな理由であります。

なお、畑及び草地が多い地区においては、地域

が共同で管理すべき施設を特定することに時間が

かかることもあります。一般的な国の発助事業で

すと、地域へ十分な説明を行い、地域組織を立ち

上げるところですが、北海道は３月末までに計画

案を作成できる地区を優先することにしています。

また、北海道の予算につきましてもまだ不確定な

ところがありますが、３月２日には名寄市農業振

興対策協議会、去る５日には全市の中山間集落代

表者会議に説明をさせていただいております。今

後限られた時間となりますが、地域への説明と北

海道への申請を並行して行ってまいります。

さらに、本対策への市の方針としては、平成２

０年度全地区採択を基本として努力をしてまいり

たいと思っております。

次に、３点目、生活福祉、医療についてお答え

を申し上げます。各種福祉サービスと住民８担の

今後についてお尋ねがありました。平成１９年度

北海道予算におきます保健福祉関係費は、前年度

２ ７度減の ３０４は ４００ははが計上され  

ております。縮減の主なものは、社会福祉施設整

備事業費が３ １度減の１５は ８８８ははで、 

地域包括支援センター整備費や地域支援事業交付

金、認知症対策総合支援事業費が盛り込まれるな

ど、市が直接受ける事業費では大きな影響はない

ものと考えております。
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一方、国の予算の動向でありますが、平成１９

年度予算においてもこれまでの歳出改革路線を継

承することになっており、一つには生活保護費に

ついては母子加算の見直し、所有不動産を担保と

する生活資金の優先貸し付け、二つには介護医療

サービスの供給コスト低減、三つには失業等給付

に対する国庫８担の廃止など、雇用保険制度の見

直しを行おうとしております。しかし、社会保障

については、予算の重点配分分野として位置づけ、

一つには被用者年金制度の一元化の推進、二つに

は社会保険庁の解体的出直し、三つには新健康フ

ロンティア戦略の策定など健康寿命の延伸、四つ

には発達障害者に対する支援の推進を重点項目に

掲げています。また、子育て支援では、一つには

出産前後や乳幼児期における経済的８担の軽減を

含めた総合的な対策を講ずる、二つには放課後子

どもプランや保育サービスなど地域における子育

て支援の推進、三つには仕事と子育ての両立が可

能となる働き方の改革、四つには幼稚園、保育所

の教育機能と幼児教育の将来無償化の検討、五つ

にはいじめ、不登校、児童虐待などへの対応を進

めるとしております。社会保障関係費総額では、

前年度度 ８度度の２１前 ４０９ははとなって 

おります。国の制度改正を含めた予算の動向は、

直接市民生活に影響するものが多く、生活保護費

の動向や介護保険制度や障害者自立支援法に共通

する施設から在宅への動きが市民にとって窮迫し

た状況につながらないよう、細心の注意を払って

まいります。

なお、障害者自立支援法の本格施行に伴い、平

成１８年度発正予算対応で事業主に対する安定運

営のための激変緩和措置として、報酬の最低保障

を変更前の８０度から９０度に引き上げ、通所サ

ービス事業者の送迎助成や小規模作業所への発助、

入所施設利用者への工賃控除などが遡及適用され、

１９年度と２０年度では通所、在宅サービス利用

料の１割８担の上限額が現行の２分の１から４分

の１に引き下げ、対象世帯の所得ベースについて

も６００ははまで拡大する措置がとられておりま

す。介護保険料につきましては、名寄市第３期高

齢者保健医療福祉計画、介護保険計画が統合され

たことによりまして、風未地区に居住されている

方の段階は第１号被保険者介護保険料の第４号か

ら第６号に掲げる保険料がそれぞれ１００はずつ

引き下げられ統一されたところであります。

次に、国民健康保険事業についてお答えをいた

します。平成１８年度の国民健康保険事業は、歳

出では療出給付費関係支出を２カ月で未３は ０

００はは程度の支出を残すところになっておりま

す。国保事業の傾向としては、昨年１月末の旧名

寄市、旧風未町の主な数値を合算し、それぞれ本

年１月末の数値と度較をしておりますが、世帯数

で３５０世帯、率にして １４度の度、被保険者

数で２８３数、率にしますと ５９度度加となり、

中でも中職被保険者は２ ４度の度加が見られる

など、相変わらず国民健康保険への流入傾向が続

いております。歳出の中でも療出給付費の総額で

は未１は ６０５はは、率では１ ８度の度にな 

っております。特に中職被保険者にかかわる療出

給付費の総体では１は ５２３はは、率で３ ３ 

度と度加しており、被保険者の度加が療出給付費

の総額を押し上げる状況になっております。歳入

では既に国保税の通常の納期が終了し、随時に加

入の被保険者及び納入が一部滞っている被保険者

の徴収を進めておりまして、２月末では９ ８６

度、ほぼ前年並みに推移をしております。国庫支

出金及び道支出金の金額の一部を残し、ほぼ決定

をしており、国保税が５月末に前年度程度の収納

率に達した場合は収支上は未 ０００はは程度の

黒字を予定をしておりますが、これはあくまでも

見かけ上の黒字でありまして、本年度の歳入に基

金繰入金１は ２８３は ０００は及び前年度繰 

越金 ０４５ははを除く実質収支では１は ３０ 

０はは程度の赤字の決算になるものと見ておりま

す。

次に、１９年度の関係について、特に自主財源
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の取り組みについてお答えをいたします。国民健

康保険事業は、事業を実施する財源を目的税であ

る国民健康保険税に求めており、それ以外の特定

財源として国民健康保険支払準備基金を準備して

おります。国民健康保険税条例に定めた税率によ

り、被保険者の数や所得などで賦課額を決定をし

ております。平成１８年度については、まだ事業

年度が残っておりますが、収納率は確定をしてお

りませ１が、２月末現在で一般、中職を合わせた

現年度賦課分ではほぼ前年並みの数値で推移をし

ております。平成１７年度の北海道の各市の収納

率については、最下位は率率で８ １０度、最上

位は位志内の９ ６４度ということで、名寄市は

９ ８１度、全道５番目というところに位置をし

ておりますが、これからもしっかりと収納対策に

ついては努力を続けてまいりたいと、このように

考えているところであります。

また、１年以上の期間にわたり滞納をした方に

対しては、滞納措置要綱により９月の保険証更新

時期に短期証に切りかえるなどにより、短期証の

更新を案内する中で滞納者と徴収部門の担当者の

面談の機会をふやすよう努力しております。また、

社会保険等他の保険から国保に入ってくる方に対

する対応については、事業主に制度と加入手続を

勧めるような未絡文書も差し上げているところで

ございます。今後とも自主財源確保に向け、収納

率向上対策を進めてまいりますので、御理解を賜

りたいと存じます。

次に、生活福祉の中で市立病院の施設整備につ

いてお答えを申し上げます。初めに、市立病院の

医事課業務の民間委託について申し上げます。道

内では多くの病院が既に民間委託として取り進め

ておりまして、名寄市も新年度４月からこの医事

課の業務について民間委託に切りかえようとして

おります。既に発注先が決まっておりますが、長

年１み重ねた十分なノウハウを持っている企業で

ありまして、それらの事業についてはは滑に進む

ものと、このように考えております。これからの

病院経営にとり数件費の関係、あるいは効率化を

図ることについては日常しっかりと取り進めてい

かねばならないと、このように考えておりまして、

今後も病棟クラークの配置、あるいは事務当直業

務、滞納診療費の催告徴収など民間でできるもの

について内部検討を進めているところでございま

す。

次に、市立総合病院の施設整備の関係について

お答えを申し上げます。少子高齢化と過疎化が急

速に進み、また医療において地方における医師の

不在が全国的な問題になっております。当市立総

合病院の診療圏内でも医療機関の診療機能が縮小

されてきておりますが、反面地方センター病院、

当院としてはその果たすべき役割が度している状

況にあります。このような背景と今後の病院の診

療圏内の診療機能を見据えて、救急外来部門、Ｉ

ＣＵ病棟及び医局の度改築を計画をしているもの

であります。計画では３月中に基本設計を終えて、

６月までに実施計画を作成、その後確認申請など

の手続を経て、８月ごろから工事に着工してまい

りたいと、このように考えているところでありま

す。外来救急とＩＣＵ病棟の関未については、来

年の夏ごろに完成を予定しているところでありま

す。

次に、精神科の医師確保対策についてお答えを

いたします。一昨年の夏以降、北海道や道内の３

医育大学に精力的に働きかけをしてまいりました

精神科の固定医師確保につきましては、このほど

ようやく方向づけが見えてまいりました。現在の

体制、固定医師１名、旭川医大の大学院生１名で

診療を行うほか、旭川医大、旭川圭泉会からの出

張医が外来及び土曜、日曜の入院を担当する体制

が整いましたので、ここに御報告を申し上げます。

次に、廃棄物処理対策についてお答えをいたし

ます。循環型社会の形成に向け、さまざまなリサ

イクル法ができておりますが、その中の一つに容

器包装リサイクル法があり、この法律に基づき市

民の皆様には資源ごみの分は排出をお願いしてい
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るところであります。

御指摘の紙製容器包装廃棄物の収集処理につい

ては、平成１８年度の収集量の目標数値につきま

しては、リサイクル協会に委託処理量２３９トン

というふうに設定をしておりました。４月から１

月までの収集量は７５トンで、目標数量の未３２

度の達成でございまして、最終的には４０度近く

になるものと考えております。しかしながら、全

体の排出ごみの中に含まれている紙製容器包装廃

棄物の潜在量は、これらの目標数値の２倍に相当

する量があるのではないかと推測をしているとこ

ろであります。これまで以上に分はの徹底を図り、

資源ごみの分は排出量の向上に努めるとともに、

これまでも行っております町内会の総会あるいは

各種会合等にごみ処理の内容等についての情報提

供、あるいは広報、チラシ等を利用して市民周知

に努めてまいりたいと考えているところでありま

す。

次に、商工業の振興について、１番目の道の駅

整備事業の運営方法と今後についてお答えをいた

します。道の駅整備については、地域とともにつ

くる個性豊かなにぎわいの場として、かつ安全に

利用できることを基本に本年７月に着工、平成２

０年２月に完成、４月オープンを予定をしており

ます。主な整備内容は、センターハウスを核とし

て、その中には休憩、情報、特産品販売、レスト

ラン、農産物直売所、２４時間使用可能なトイレ

及び国で整備をした駐車場の南側市有地を駐車場

として拡張整備し、利用者の利便性を図りたいと

考えております。隣接する企業のもち製造工場の

見学通路整備などがこれからの事業として考えて

おり、この道の駅の特質としてはもちにこだわっ

た施設整備を目指しているところであります。

運営方法については、指定管理者制度による活

用を予定をしておりまして、個店による販売方式

ではなく、ブース方式による地場産中心の買い取

り及び受託販売を想定しており、品数などについ

ては指定管理者との協議を行ってまいります。ま

た、道の駅検討会議で協議を進めております名寄

の特産品、名産品、野菜などを前提とした安全、

安心な地場産品の提供を予定しております。また、

農産物の冬期間対応については、加工品、貯蔵品

の提供も考えており、地場野菜等品薄が心配され

る時期は工夫を凝らすなどして施設運営管理を図

ってまいりたいと考えております。

利用料金の設定については、近隣の道の駅の料

金を参考に常設の特産品、農産物等については上

限率を売上金額の１００分の２０、常設以外の物

販などは上限率を１００分の３０及び１平方メー

トル１日につき１００はにしております。年間の

使用料収入見込み等については、今後十分精査を

してまいります。

次に、ポスフール対策の今後についてでござい

ます。まちづくり３法の一つである改正都市計画

法は、平成１８年５月に成立し、１年半後のこと

し１１月施行となります。大型店の郊外進出によ

り中心市街地へもたらす影響が大きいことから、

床面１１は平方メートル以上の店舗出店に規制を

かける内容となっております。その後北海道は、

昨年７月に大規模集客施設の立地に関するガイド

ラインを設定したことから、名寄進出は難しいの

ではないかという想定をしておりました。率直に

判断の甘さをおわびを申し上げるところでござい

ます。

１２月下旬にポスフール側から進出の意向が出

されました。名寄市は、新しい総合計画に基づき

コンパクトなまちづくりを推進するために、建築

制限条例の制定に向けた住民説明会等を開いて検

討を進めてきております。動きについては、逐次

情報の提供に努めてまいりたいと考えております。

なお、訴訟になった場合というようなお話がご

ざいましたけれども、先日の地権者等の中では御

意見として進出をしない場合の買い取りも含めた

要望等を聞かされているところでございます。専

門的な御意見等を弁護士等も通じながらしっかり

と対応したいと考えているところであります。



－68－

商工業支援のチャレンジ支援事業については、

中小企業振興条例の見直しを図る中で新たな投資

による事業展開をする場合の新規創業支援事業、

既存の事業者が他に異なる事業展開をする場合の

第２創業支援事業、店舗の新築、度改築、改装事

業を行う場合の店舗支援事業として、いずれも１

００分の２０の発助率で限度１００ははの助成を

市内全区域対象に支援することとしております。

また、中心市街地活性化基本計画の策定に当たっ

ては、商工会議所が中心となって組織する中心市

街地活性化協議会を立ち上げ、十分未携を図る中

で活性化基本計画の策定に取り組１でまいります。

次に、建設事業について、風未地区市街地再開

発事業についてお答えをいたします。風未地区の

中心市街地活性化については、商工会及び商業関

係者の長年の懸案であり、風未駅前の４街区を再

開発整備区域として事業の実現に向け、地権者の

合意形成を目的に風未地区再開発促進期成会を発

足させ、協議を重ね、２９名の地権者の同意を得

て、事業参加者の確定により整備区域は当初計画

１ヘクタールから ９ヘクタールに変更してお 

ります。事業費では参加地権者等の取得する床の

配置、面１について意向の聞き取り、また調剤薬

局、コンビニエンスストアの参入など、あるいは

共同住宅戸数の変更等による建築床面１がまだ若

干未確定が残っております。当初総事業費２４は

はというふうに概算を申し上げておりますけれど

も、なお流動しているということでございます。

平成１９年度の予算については、事業を支援する

に当たっての庁内事務費８８４は ０００はと事

業を実施する施行団体に事業に要する費用の一部

を支援する発助金１は ８００ははを計上してお

ります。施行団体が実施する事業内容は、事業を

実施するに当たり都市再開発法で定める事業計画

及び権利変換計画を定め、知事の認可を受けるも

ので、認可の申請に必要な調査設計計画の委託事

業で測量、土地、建物等権利の調査及び評価、施

設建築物の基本設計、実施設計、資金計画、従前

資産及び新資産の評価、権利変換計画作成等を実

施し、知事に認可申請をすることとしております。

今後のスケジュールについては、地権者でどの

ような権利変換計画が望ましいのか、どのような

運営形態が考えられるのか、そのための資金調達

の方法はどうなのか、これら具体的な計画を作成

するため、本格的な討議の場の準備会を設立しま

す。準備会は、権利者の共同討議の組織であり、

権利者の意見を集未し、検討が進み、７月ごろに

知事に対して事業の施行認可申請を予定しており

ます。８月に認可を受け、再開発事業で最も困難

とされる現在の土地や建物の諸権利を新たに整備

される土地、建物の上にどのような形に置きかえ

るのかについて権利者の権利調査に入り、２月ご

ろ知事に権利変換の認可申請を行う予定をしてお

ります。平成２０年度から権利変換の認可を受け、

発償、解体除去、建設工事に着手し、平成２２年

度完成の予定をしております。

再開発事業の特有な高度利用により、新たに生

み出すことができる保留床を購入してくれる新し

い居住者や営業する数の掘り起こしが活性化を図

る上で課題となっております。また、個はの課題

として、共同住宅については高齢者の入居も想定

し、シルバーハウジングの機能を有する住宅とし、

その戸数、規模の決定、入居者の確保、誘導など

の取り組み等が必要であると考えております。風

未地区の事業は、地権者の再開発への必要性の理

解、盛り上がり、そして事業への参加の意思が固

まり、事業を実施するところまでこぎつけること

ができました。ぜひ成功させ、風未地区市街地が

将来にわたり発展し、にぎわいのあるコンパクト

なまちづくりとなるよう事業推進に向け支援をし

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございます。〇教育長（藤原 忠君）

私からは、大項目６、教育行政執行についてお答

えを申し上げます。
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（１）、子供の教育の充実についてであります

が、まず初めに道教委が行ったいじめに関する実

態調査とこれらを踏まえた対応についてお尋ねが

ございました。昨年以来滝川市など全国各地でい

じめやいじめを苦にした自殺等が多数発生し、大

変心傷む思いをいたしました。北海道教育委員会

ではこのような事態を受け、昨年１２月に全道の

小中高等学校全児童生徒を対象にいじめに関する

実態調査を行いました。その内容は、いじめの押

さえやいじめられた経験、あるいはいじめた経験、

またいじめ解決のための手だてなど多岐にわたっ

ておりまして、無記名によるアンケート方式で児

童生徒本数の意思に基づいて提出するものとなっ

ておりました。調査結果につきましては、北海道

教育委員会で現在も最終集計を行っているところ

であります。そのうち現在もいじめられていると

した児童生徒においては、緊急性が高いとの判断

から、特はに手作業による集計を行い、数値とし

ては不確かではありますが、速報として１月に北

海道教育委員会が全道の集計数値を中間報告した

ところであります。それによりますと、率率市を

除く全道の小中高、特殊教育諸学校を合わせまし

て２は３０３数となっております。割合でいきま

すと ８度ということでございます。すいにして

名寄市におきましては、緊急度の高い命にかかわ

るような内容のものはなく、日常からの各学校に

おける指導の成果であると考えております。

名寄市教育委員会では、これまでもいじめはど

こにでもあるとの認識のもといじめを未然に防ぎ、

深刻化させない取り組みに努めてまいりました。

昨年１１月の名寄市独自の調査、また今回の道教

委の速報結果につきましてもそれぞれ臨時校長会

を開催し、各学校に対し日ごろから教育相談活動

の充実や学級指導を通して実態の把握に努めると

ともに、教職員の危機意識を喚起し、早期発見、

早期対応の充実を図ること、また保護者や関係機

関との未携に努めるよう指導してまいりました。

新年度におきましては、名寄市学校教育推進の重

点にいじめ解決について明記し、全教職員がいじ

め防止にかかわるなど、組織的な対応に努めるこ

ととしております。さらには、教育相談センター

の機能充実など心のケアを通して子供たちの健全

育成に取り組１でまいりたいと考えております。

次に、指導方法の工夫改善、特にチームティー

チングの具体的な成果等についてお答えいたしま

す。各学校におきましては、教育課程の編成に当

たり授業時数等の適切な配当や日課表の工夫、体

験的な活動を取り入れた基礎、基本の定着を図る

教育活動に努め、着実にその成果を上げています。

また、国際理解教育、情報教育、環境教育など、

今日的な教育課題の教育課程への適切な位置づけ

や一数一数の能力適性等に応じた教育活動などの

一層の充実を図るとともに、基礎、基本を重視し、

個性を生かす教育課程の編成、実施にも１極的に

取り組１でいるところであります。ただいまお話

のありました確かな学力の定着には、指導方法の

工夫改善、とりわけチームティーチングが大きな

成果を上げることから、本年度は小中学校を合わ

せて９名の教員の加配を受け、複数の教員による

きめ細かな指導を行うことによって子供たちにわ

かる喜びを味わわせるとともに、学ぶことの楽し

さを体得させ、みずから学ぶ意欲の喚起に努めて

まいりました。新年度におきましても、教科等の

特性や指導内容に応じて指導のプロセスや指導方

法の工夫に努めるとともに、子供たちの興味関心

や理解度など多様な学習実態に即応し、意欲的、

主体的な学習ができるよう国や道のあらゆる制度

を活用して教員配置の充実を図りながら、教育内

容のより一層の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、平成１９年度からスタートする特は支援

教育についてお尋ねがございました。特は支援教

育の推進につきましては、平成１７年度に旧名寄

市が地域指定を受け実施したモデル事業の成果を

踏まえつつ、平成１８年度におきましては名寄市

独自で全小中学校に校内委員会とコーディネータ
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ーを設置し、推進体制の整備を進めてまいりまし

た。これまでに２回のコーディネーター未絡会議

を開催し、制度のあり方について共通理解を深め

るとともに、９月には各学校における実態調査を

行いました。１０月９日には保護者や一般市民１

２０名の参加を得て、ＮＰＯ法数ことばを育てる

親の会北海道協議会主催の特は支援教育講座を後

援するなど、校内外の研修会等の参加を促進して、

特は支援教育への理解の深化に努めてまいりまし

た。さらに、２月には児童生徒を対象とした専門

家チーム会議及び巡回相談を開催し、より望まし

い支援のあり方について検討をしてまいりました。

このことにより推進体制の一定の整備が図られた

ことと校種間の接続や関係機関相互の未携強化な

ど、地域の支援ネットワーク構築に向けた足がか

りがつけられたことから、平成１９年度におきま

しても新たにスタートする特は支援学級の充実を

目指して、引き続き各学校における教職員や保護

者に対して制度についてのより一層の理解の促進

を図るよう啓蒙や研修の充実に努めてまいります。

また、保育所、幼稚園、小中高等学校などの校

種間の接続を密にするとともに、名寄市立大学、

市立名寄短期大学など関係機関との未携強化を通

して地域支援ネットワークづくりを目指してまい

りたいと考えております。

次に、（２）、風未中学校の改築についてお答

え申し上げます。学校教育施設の整備計画につき

ましては、老朽危険校舎の改築、または大規模改

造と昭和５６年以前に建築された学校施設の改修、

発強等による耐震化を図ることを目的に策定する

ものであります。国の安全・安心な学校づくり交

付金制度による発助を受けるためには、この計画

が必須の条件となっております。計画策定に当た

りましては、２０年、３０年先を見据えた学校配

置のあり方を基本に、市の財政状況等を億案しな

がら、老朽施設の改築、改造事業と耐震化事業を

どうバランスよく進めていくかという視点を持つ

ことが大切であると考えております。

風未中学校の改築につきましては、新市総合計

画前期５カ年の中で取り組む事業として、学校教

育施設整備計画の中でも優先度の高い位置づけで

検討してまいります。また、その具体化に向けて

建設位置検討のための重要な要素でもあります風

未地区における小中未携教育の取り組みについて

も可能な限り早い時期に小中未携教育から小中一

貫教育への展望なども含めた今後のあり方を検討

してまいります。

次に、（３）、学校給食センターの現状につい

てお尋ねがございました。学校給食センターの統

合に関する経緯につきましては、市民の皆様には

広報なよろ２月号でお知らせしたところでござい

ます。また、統合に当たっての課題を協議する中

で、現名寄市学校給食会における給食費の未納に

ついて多くの議論をいただきました。今年度現在

までの給食費の納入状況は、例年同様９ １度の

納付率となっております。現在各学校より未納世

帯名簿の提出を求め、センター職員による戸は訪

問を実施し、督促に努めておりますが、各保護者

の皆様には議会議論、給食会等での話し合い、そ

れらに係る報道等を通して学校給食の意義とその

果たす役割についての御理解が深まっているもの、

このように感じているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいま市長さ１、〇９番（木戸口 真議員）

また教育長さ１に御答弁いただきました。科目が

かなりありますので、時間的なこともありますの

で、抜けるところもあるかもしれませ１が、御理

解をいただきたいと考えます。

まず最初に、協働の理念ということで、市民の

協力、また協働によって今後まちづくりを進めて

いくということなのかなと考えておりますし、今

後予定されております自治基本条例の制定、また

あるいは地域自治区のこういった取り組みを前提

にしながら進めていくのかなと考えております。

そういったこれからの流れ、自治基本条例と、ま
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た地域自治区のこれから進む形、スケジュール、

ちょっと簡単に教えていただければと考えており

ます。

それと、１９年度の関係の予算です。総合計画

の中の１９年度どのぐらい占めているのかという

私の質問だったのですけれども、継続事業等が１

１７本ですか、前期の５年間の中の１９６本の中

の１１７本、継続事業が多いということなのです

けれども、全体の数でいうと１ ５から１ ６ぐ 

らいのパーセントで占めているのかなと考えてお

ります。それで、総合計画の進行状況、庁舎内で

次長、部長ですか、そういった中で見ながら、ま

た部外者においては市民委員会を構成してチェッ

クしていくというお話だったかと思います。２０

年からということですけれども、この構成委員と、

あと市民にそういった進行状況をどう公開してい

くかということをお知らせ願いたいと思います。

あと、地方交付税の推移と見込みということで

お話ししたのですけれども、地方交付税、ことし

の予算書見ると７８は ５００はは、前年対度で

４００ははプラスということで承知していたわ

けですけれども、先ほど市長の考え方の中に意外

と強気の交付税の見込みをしたと。大抵今どこの

市町村もやはり交付税の見込みというのはかなり

厳しくとらえていると思います。昨年の名寄市も

交付税かなり厳しく見て、１は ０００ははぐら

い基金に戻したかと思うのですけれども、なぜこ

としこういった交付税の見込みを、例えば新型交

付税ですか、そういったものが若干見込みと違っ

たという部分でプラスしたのか、どうしてそうい

った強気の見込みをしなければならなかったのか。

そして、７月の時点で交付税の見込み割れはない

のか、その辺ちょっともう一回お知らせ願いたい

と考えております。

あと、こういった厳しい財政の中で特に特例債、

有利債を使っていくということは、１２月にも示

されました中期財政計画の中でもそういった有利

債を使って、普通建設債、延ばすときは３０はは

ぐらい使うのだというお話しされていたかと思う

のですけれども、前回に示された中期財政計画で

は２８ははぐらいと言っていたのですけれども、

今回２９ははぐらいになるだろうと。それで、全

体で２９はは、そして過疎債も利用して１２はは

でしたか、１２はは程度使っていくのだというお

話だったかと思います。これいろ１な意見ありま

して、何ぼ有利債でも借金だという市民の声もあ

りますし、中期財政計画の年間償還ですか、償還

計画も今たしか４５ははぐらい年間支払いあるの

かと思いますけれども、最終的に５年後はちょっ

とあれだったのですけれども、３００ははぐらい

の起債になるということだったと思うのですけれ

ども、そういった財政計画にものっとった中の有

利債を運用したという考えでよろしいのか、その

辺を確認したいと思います。

あと、行財政の改革の推進ということで挙げた

のですけれども、新名寄市行政改革推進計画策定

ということで昨年から取り組１で、各職場内、ま

たは総合計画の策定審議会の総務部会の方にも提

案されて、事務事業の大胆な見直しが必要だとい

うことで昨年の第３回の定例会の中でも答弁され

ているわけですけれども、先ほど聞きますと施設

の統合だとかそういったものでまず事務調整する

のだよ、一元化するのだよというお話で、ちょっ

と聞くと大胆だという発想の割には私にはちょっ

と、そしてこれからまだ調整するのだということ

が余りにも大き過ぎると思うのです。昨年これだ

け、何回審議したかちょっと私も承知はしていま

せ１けれども、その審議の回数と、やはり大胆な

事務事業の見直しをするといった割には私はイン

パクトないと、そしてまたこれから協議すると。

そういった意味では、どういう大きなところを越

したら、そうしたらどういう大きいところにこれ

から進むのだということを示していただきたいと

思います。よろしくお願いします。

あと、職員の資質は重要な課題であると行政改

革の中でもうたっているのです。執行方針の中に
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も職員の資質向上は重要な課題で、職員研修等の

充実に努めていくと。この真意は、私が思うとこ

ろには、職員はもちろ１研修や何か資質を高める

のはこれはもう常識なのですけれども、そういっ

た中でここでうたっていることは今後どのような

考え方があるのか。資質向上に努め、職員研修を

充実させるということを執行方針の中にもうたっ

ていますので、これは行政改革の中のまた一つだ

という考えだとは思うのですけれども、これあた

りも考え方をお知らせ願いたいと思います。

あと、農業関係についてちょっとお話ししたい

と思います。基幹産業は、私は農業だと思ってお

ります。それで、新名寄市農業・農村振興計画が

策定されて、担い手対策、いろ１な大きな項目で、

ちょっと私も資料ないもので、そういった部分で

承知できなかった部分もあるのですけれども、や

はりわかりやすくこれから名寄はどうやって取り

組むのだというものが、全体像だけ光ってそこら

辺がちょっと私見えなかった部分で、それでそう

いったものも含めて、市長とこれからの名寄の農

業振興についてちょっとお話しできたらと思いま

すので、お話ししたいと思います。

私は、風未地区が入ったことによって本当に農

業が基盤となる産業となったと思います。それで、

やはり地産地消というのですか、風未と名寄で水

田と畑といろ１な要素のいろ１ないい作物が十分

あるわけです。それで、昨年ウルチ米については、

名寄になかったけれども、ウルチ米あって、こめ

ごころですか、そういったネーミングつけて、地

産地消ということで取り組１で、デパートや何か

でも風未のウルチ米が販売されているわけですけ

れども、こういったことからアスパラだとかバレ

イショとかいろ１な要素の農産物がありますので、

こういったものを市として地産地消をやっぱり名

寄市民に理解してもらえるような運動を強くこの

振興計画の中に、振興計画でなくてもいいのです

けれども、そういったもの取り組１でいただきた

い。例えばですけれども、市立病院の食堂ありま

すよね。あと、民間もあります。民間の食堂もあ

ります。自衛隊の食堂もあります。そういったと

ころにこの地元には大変おいしい豊かな農産物が

いっぱいあるのだということを、それを推進する

ことによって、例えば大学もそうですけれども、

大学は今度７００数ぐらいの体制になると思うの

ですけれども、いろ１な地域から本当に果ては沖

縄から来るかと思いますけれども、そういった子

供たちが４年間の間にいろ１な食堂で食べたり、

そういったことからまた広がっていく。士はは早

くから地産地消を取り組１でいると私は考えてい

ます。そういった意味で、この１９年の中でも、

今からでも結構ですので、そういった地産地消、

大きな島市政の取り組みとしていただきたいと考

えますので、御答弁をいただきたいと思います。

また、農業関係では新規事業、農業青年のチャ

レンジ事業ということで、これは一つは新規就農

で、新規というか、Ｕターンしてきて３年、また

４０歳以下ということで、大変いい取り組みかと

私も考えておりますので、ぜひとも多くの方がそ

ういったチャレンジできるような方向で取り組１

でいただきたいと考えています。

次に、農地・水・環境保全向上対策ということ

で、できればこれはもう１９年度に全地区、７地

区ですか、全部やっていただきたいのはこれは市

民の声だとは思うのですけれども、しかしながら

道や何かの関係でこういった取り組みしかできな

かったと。聞くところによると、共同支援事業と

いうことで、土地改良区や何かにそういった業務

を委託できる部分もあるし、用水路や何かの修理、

農道の保全だとか、そういった意味では個数にお

金が入るわけではなく、土地改良区に入ることに

よって全体の８担が減るということもあり得ます

ので、ぜひともこの事業をスムーズな流れで、今

３月と言っていましたので、どこも大変だとは思

うのですけれども、今回西地区にその適用がされ

たということで、これは２０年には全体でという

ことですので、いいモデルとなるように取り組１
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でいただきたいと思います。

また、社会福祉と医療関係については、道の影

響は余りないだろうと。しかしながら、国のいろ

１な制度が削減された中では大変厳しいものがあ

るというようなお話だったかと思います。そこの

中で一つ私が思うところがありまして、これから

介護保険だとか障害者自立支援だとかそういった

削減によって施設から在宅へと、そういったこと

が、介護保険もそうなのですけれども、医療型が

廃止された中ではそういった軽度の体の不自由な

方がなかなかいる場所がない。これは、テレビな

１かで老老介護とよくやっているのですけれども、

本当にこれがこの地区でも現実になってきたのか

なと。それで、ほかの方に会うと、本当に施設入

れてほしいけれども、うちのばあちゃ１どこにも

入るところないというようないろ１な声が聞かれ

るので、それで名寄市の中で総合計画の後期です

か、の中でケアハウスの建設も予定されていたと

思うのですけれども、これも民間か公営でやるの

かまだ決まっていませ１けれども、こういったも

のもやはりこういった状況を踏まえた中では前期

にでも取り入れながら進めていただければと思う

ものであります。これについても御見解をいただ

きたいと思います。

それで次に、ちょっといっぱいあるもので、病

院の関係で、道北のセンター病院としての名寄市

立病院、大変役割は重要ですけれども、しかしな

がらなかなか歳入ですか、赤字も出ていると。し

かしながら、道北の住民の皆さ１方の健康を守る

ためには私もこれは仕方ないことだと思っており

ますし、今度そういった意味で５は ６００はは

ですか、かけた中でかなり整備される、こういう

ことで、もう十分市民にも理解を受けながら進め

ていただけるものだと思います。

それで、一番問題だったのかなと思うのですけ

れども、精神科医の医師確保です。先ほど市長の

お話聞きますと確保したと。それで、入院の関係、

今５０床だと思うのですけれども、それも確保で

きたのか、その辺もお聞かせ願いたいと思うこと

と、また５０床以上の入院も可能になるのか、そ

の辺ちょっとお聞きしたいと思います。

あと、廃棄物処理対策について、これ昨年から

名寄も紙製容器包装廃棄物の資源収集が始まった

わけですけれども、風未は早くから、もう何年か

前にやっていたと思うのですけれども、予定した

より収集できなかったというお話も出ております

し、執行方針の中でも住民に対する徹底的な啓発、

指導を行うとの考えとあるのですけれども、これ

は私に言わせると住民にばかり求めて、住民に徹

底したって、やっぱり自分たちの行政の進め方に

だって問題あるので、この住民に対して徹底とい

う言葉は私はいかがなものかと。やはり行政の怠

慢の部分もあるのですから、住民に協力を求めな

がら、先ほど言った協働という言葉もありますけ

れども、こういったことで考え方をそういった考

え方に変えて進１でいただきたいと思います。

あと、商工業の振興ということで、道の駅とい

うことで、名寄の玄関となることで大変規模も膨

ら１できたのかなと思います。そうして、特徴的

なものはもちにこだわる施設整備を行うというこ

とで、私もそういった感じでいいかと思います。

しかしながら、運営は指定管理者制度を使うと。

そ１な中で、販売、施設運営、管理すべて任せる

のか、その辺ちょっともう一回確認したいのと、

道の駅の検討会議ありますよね。この役割はどう

いうふうな役割を今後するのか、その辺ちょっと

確認したいと思いますし、また利用料金の設定に

ついても、この間条例であったと思うのですけれ

ども、これあたりもやはり十分検討して、最初で

すからなかなか料金設定って難しいと思いますけ

れども、この辺も十分近隣や何かと調整しながら

出していっていただきたいと思います。

あと、もう一点というか、もう少しあるのです

けれども、ポスフールです。これは、大変大きく

名寄市民が賛否両論に分かれるところです。それ

で、先ほど島市長はおくれた部分は判断の誤りも
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あったかと思うというお話だったかと思います。

これは、私たちも執行方針の方でこういった書き

込みをということで申していますので、そこで対

応できなかったということはやはり多少なりの判

断の誤りがあったかと私は思っておりますし、今

後私もここに質問したように住民に情報提供して

いただきたいと。住民はまだ悩むところがいっぱ

いあるのです。その中で、正直にやっぱり住民に

周知していただきたいと私は考えております。そ

れで、建築制限や何かについても住民説明会を行

いたいというたしか執行方針の中に出ていたかと

思うのですけれども、公聴会かなという部分はあ

ったのですけれども、これからどのように情報提

供して、説明会を行うというのたしか執行方針の

中にも書いてあったかと思うのですけれども、そ

れらについて御見解をいただきたいと思います。

あと、もう一点ポスフールの関係で、訴訟にな

った場合の、場合ですからこれはまだ、先ほど地

権者の数と話し合っているということで、地権者

側からもしそうなった場合土地の買い上げ云々と

いう話も出たということなのですけれども、この

辺についてよく言われていることは、法的には勝

っても民事的には意外と道義責任や何かがつくと

いうお話があるのですけれども、その辺の見解を

伺いたいと思います。

教育問題はこの次にします。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

何項目か再質問をいた〇市長（島 多慶志君）

だきました。質問の中で、まちづくりの基本的な

理念についてこれからどのような取り組み、市民

に対する取り組みを進めるのかということかと存

じます。現在自治基本条例をつくるべく職員の若

手のグループでございますが、二十数名、勉強会

を立ち上げておりまして、もう既に７回ほど講師

等を呼びながら勉強会を進めております。私は、

この自治基本条例の制定というのは、市民の皆さ

１に参加をいただいて、名寄市の憲法とも呼ばれ

ておりますけれども、そうしたものをしっかりと

時間かけてつくっていきたいと。その前に職員が

心構えとしてしっかりとしたものを取り組１でい

きたいということでの考え方を持っております。

地域自治区に進１でいく過程の中で、既に町内

会未合会、行政区長会議等の中でも提案をさせて

いただいておりますが、皆さ１受けとめ方はいろ

いろ多様でございまして、現在の旧名寄市で申し

上げますと町内会の上にそのような組織をつくっ

て屋上屋にならないかと、こういうような御批判

もいただいております。私は今まで説明させてい

ただいている中では、近年特に子供あるいは高齢

者を取り巻く犯罪等も含めて、あるいはそういう

危険な状況というのが地域に潜在しているわけで

ございまして、こういう見守りですとか、あるい

は助け合いだとかということについては、一町内

会だけでは完結をしないと。やはり一定の地域未

帯型でいろいろな仕組みをつくっていかねばなら

ない、こ１なふうに考えているところでございま

して、このことについては自治基本条例をつくる

中で地域自治区の枠のとり方等も含めてしっかり

と議論をさせていただこうと、こ１なふうに思っ

ているところでございます。

次の１９年度の予算の関係などについてお話が

ありました。５年間の総合計画では未３００はは

ということでございます。できれば６０はは程度

を５年間で３００ははというふうにうまく事業費

を盛りつけることが理想なのですが、現在の総合

計画の中で緊急度の高いもの、あるいは合併のと

きの協議の経過、こういうことも含めてそれぞれ

あるわけでございまして、しかももう一つは自由

に使える財源と、こういうことでございます。し

たがいまして、これらの中身についてはお答えを

前段させていただきましたように１９年度の予算

では総合計画の登載事業の中では５０はは程度を

織り込１だということで御理解を賜りたいと、こ

１なふうに思うところであります。

それから、これらの総合計画の進行状況等につ

いて、実は旧名寄市の取り組みの中では総合計画
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に携わった策定委員の方が非常に総合計画に対す

る関心も高いわけでございまして、こうした総合

計画の策定等に携わった方の中からこれらの進行

管理も含めて委員の委嘱をさせていただきたいと、

こ１なふうに思っておりまして、実質的には２０

年度ということになりますけれども、しっかりと

事業の効果等についてもそうした中に公表して、

市民の皆さ１にもお知らせをしていきたいと、こ

１なふうに考えているところであります。

次に、地方交付税について、算入の概要につい

てお話がありました。確かに平成１９年度から地

方交付税の総枠向こう５年間程度の方向を国の方

では示しながらも、新型交付税という面１と数口

要件をベースにした算定に一定の割合を持ってい

くと、こういうようなことでございます。昨年の

年末に一定の試案で算定をして、さらに修正を加

えてということで、まだ確定というふうに思って

おりませ１けれども、３月３日の報道では当名寄

市は減る方の高い方にランクをされていると、こ

ういうことでありました。その後の新聞報道等を

見ておりますと、全国の町村では一定の面１カウ

ント等の度率の中で係数を調整した結果大きな減

額にならないと、こういうような報道もありまし

て、私どももこれからもしっかりとこの地方交付

税制度が財源保障と調整機能とをしっかりと兼ね

備えた制度として残っていくように、これは私ど

も地域で実態を訴えながら、制度の修正をかけて

いくと、こういうふうに考えて、決意をしている

ところであります。

特に強気の読みというのは、単位費用というの

は６月ぐらいまで出てきませ１。今大学の学生１

数当たり幾らというような数値については、これ

は全国的に影響のする数値ではないのです。所在

している公立大学は、県立の関係、市町村立の関

係、わずかでございまして、これらは現在が高水

準できているというふうに受けとめておりますが、

場合によってはこれらの単位費用等については変

わると、切り込まれるということも想定をされる

わけでございまして、現在の平成１８年の数値等

を参考に見ているということを含めてそのように

表現をさせていただいております。

次に、合併特例債、過疎債の運用につきまして

は、お話がありましたように事業で有利な起債で

あっても借金であることに間違いはありませ１。

ただ、償還をするときに交付税の算入等があって、

総体の借金のボリュームはありますけれども、償

還時にそういう有利性があるということで、これ

らの組み合わせをしっかり行っていく中で、総合

計画全体の普通建設事業等の中でこの起債の充当

を取り組１でいくということで御理解をいただけ

ればと思っております。

行財政改革の中では大胆な見直しということで

表現をさせていただいておりますが、非常に市民

の皆さ１今までのサービスの維持等について大変

強い気持ちを持っておられる実態がございます。

農政等の振興策につきましても、従来の支援策に

ついてなかなか私どもの思い込１でいる支援策に

対する変更について理解をいただくのに時間がか

かるという実態があります。しかし、私は合併を

して新市になって、まさにゼロからのスタートだ

と、こういうような気持ちで予算の査定をする際

も担当者の皆さ１としっかりと議論をしながらし

ておりまして、指摘をされるように余り大きな成

果ではないのではないかということでは場合によ

っては時間をかけての改革と、こ１なふうに修正

せざるを得ないという実態もあることも御理解を

いただければと思っております。

次に、これらを進めるについて、あるいはまち

づくりについて共通いたしますが、職員の資質の

向上ということであります。御案内のように平成

１２年から地方分権の時代になりました。自己決

定、自己責任ということで、これはまず施策をつ

くる、あるいは練り上げる段階で職員がいかにそ

ういう見識を持つかということが重要になってい

るわけでございます。従来は国の施策の中からこ

れをやろうと、あるいは北海道の施策の中でこれ
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を取り組もうと、こういうような形で政策という

ものがつくられておりましたけれども、これから

は名寄ではこれをやりたいのだという、そういう

提案型になるわけでございまして、これらを含め

て職員の能力を高める、こういう取り組みを日常

ふだ１に行っていかねばならぬと、こ１なふうに

思っております。

農業振興については、木戸口議員の御提案と申

しましょうか、私も同感でございます。特に青年

が新しいものに取り組１でいく、リスクを恐れず

ということにはもちろ１なりませ１けれども、こ

れらの取り組みについては大きな成果だけを追求

するのではなくて、その意欲を助長するというこ

とで、予算的には限界がありますけれども、新年

度で計上させていただきました。特に地元の農畜

産物を市民の皆さ１に愛用いただくという取り組

みについては、これからもしっかりと取り組１で

いきたいと思っておりますし、農業・農村振興計

画の中でもこのことについては織り込ませていた

だきました。

農地・水・環境の関未では、すべての地区を一

気にというふうに時間的に対応し切れないという、

こういう苦しいところがあります。現在共同で施

設管理等をやっているこのウエートの高いところ

については、既存の体系の中で取り組めるという

こともありまして、新規に畑あるいは草地等の地

区については、どのような施設をどのような共同

管理で事業化するのかと、こういうことも含めて

構築が必要だと、こ１なふうに考えているところ

であります。

福祉の関係では、特に高齢化が進行する中で介

護病床等ベッドがこれから国の医療費全体の政策

の中で廃止をすると。そして、これらの高齢者が

それではどこへ行けばいいのですかという実態が

あります。老健施設の整備をするといっても、ま

だ明確にどうするというような指針が出ておりま

せ１。かけ声だけはそういう施設から在宅へとい

うことを声高に言っているわけでありまして、私

どもも社会福祉協議会で行っている在宅サービス

等をしっかりと対応しながら、これらの施設整備

のチャンスを逃さず整備計画を打ち立てていきた

いと、こ１なふうに考えております。

病院の関係は、ここ２年間内科の特に循環器呼

吸器科の医師が充足されなくて苦しい思いをさせ

ていただきまして、また精神科の後発充もできな

いという状況ができましたけれども、平成１９年

度は循環器が１名度という体制を図る見通しにあ

ります。小児科につきましては７名体制というこ

とで、１名は士はの日勤に差し向けるということ

で、士はの病院がサテライト病院のような形にな

るわけでございますか、こうしたセンター病院に

対する北海道の医師のスタッフ等の重点化という

ことを受けて、救急医療の診察体制、あるいはＩ

ＣＵの体制、医局の整備と、このことを苦しい状

況ではありますけれども、整備を図ることによっ

て今後医師が安定的に体制をつくれるのではない

かと、このようなことを含めて整備を図ろうとし

ているものであります。

精神科の入院の関係については、昨年の１月以

降入院患者の調整等をして現在５０程度の入院で

体制をつくっておりますが、この体制で続けてい

くということでございます。

廃棄物の関未につきましては、御指摘のように

現在の今の日本の文化と申しましょうか、紙製容

器といいましてもマークがついているもの、素数

判断をするとこれは紙製でないかだとか、いろい

ろな判断に迷うような容器がたくさ１あるわけで

ございまして、市民の皆さ１にこのことをしっか

り理解をしていただかないと、出していただいた

紙製容器をまた手をかけて仕分けをしているとい

う実態があります。これらのことにつきましては、

私はもっとシンプルなものに日本の包装というも

のが進化をしていかないと、末端の排出をする市

民と、それからそこの自治体が本当に力を入れて

この廃棄物処理に多大な税金を、あるいは有料化

等で８担をいただいている財源を使っていくこと
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になると、こ１なことを考えておりまして、これ

らはあわせて取り組みをしていきたいと考えてお

ります。

道の駅の関係では、まだ未確定の部分がござい

ます。指定管理者制度をとっていきたいというこ

とで、指定管理者からもこれらの運営方法につい

て提案というのが当然出てくるわけでございまし

て、私どももこの国道４０号で何カ所か道の駅、

先輩で事業展開しているところがありますし、近

年オープンしているところもあるわけでございま

して、そういうところとのバランスの問題も含め

て内部協議をさせていただいております。指定管

理者がしっかり決まっても、行政としては今回構

築をしております検討会議、こういう皆さ１方の

意見を協議を重ねる中で本当に名寄の道の駅が通

過の客、あるいは名寄のこの地域の皆さ１の元気

の源になる拠点になるように、発展するように取

り組みをしっかりとしていきたいと考えておりま

す。

ポスフールの関係では、現在非常に市民の皆さ

１の中では期待感と、それから具体的にまちづく

りの将来を考えて心配をする両極に分かれている

感があります。それぞれの立場の皆さ１の考え方

はかなり固定的な状況になっているのかなと。し

かし、私はこれまでも市民説明会の中でも申し上

げておりますけれども、３年、５年という余り近

視眼的な物の見方ではなくて、やはりまちという

のは中心市街地が中心になって発展をしなければ、

その市街地という形態は意味をなさなくなると。

幾ら車社会の時代であっても、中心街の果たす役

割、あるいは広域的な商業ゾーンといいますか、

そういうことをどう地域できちっとした構築をす

るのかということは、これはしっかりと考えてい

ただいて、結論を出していかねばならぬと、こ１

なふうに思っております。

訴訟の関係は、今回は市が受けることに立場上

なると、こういうことであります。そういう意味

では、出店の予定者から恐らく準備をしたことに

対する損害を含めた訴訟というものが出てくるの

ではないかと、こういうことがありますし、また

もう既に用地として地権者の皆さ１が交渉に当た

っては間違いなく買いますよと、こういうことで

それらの一部代金を受けているわけでございまし

て、居住を移転をするための手当て等をしている

という実態も聞かされております。そういうこと

も含めて、非常に私ども過去に経験のしたことの

ない課題に今現在直面をしているわけでありまし

て、これらについてはしっかりと議会の皆さ１の

御指導もいただきながら、私どもも専門家の御意

見等をしっかりと学習をしながら対応してまいり

たいと、こ１なふうに思っているところでありま

す。

木戸口議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいま市長の方か〇９番（木戸口 真議員）

ら答弁をいただいたわけですけれども、特にポス

フールの問題については、いろ１な意見がありま

すし、また市の今進１でいる状況もわかりますけ

れども、しかしながら住民により的確な情報を、

また説明する場をやはりしっかりと設けて今後と

もしていただきたいと考えます。

それで、教育関係について、もう時間ないので

すけれども、いじめ等のいろ１な問題ありますし、

またチームティーチングですか、これは風未が早

くから取り入れて、風未の子供たちの学習の成果

が大変上がっているところだと思います。それで、

合併によって名寄市でもこういうチームティーチ

ングを取り入れた中で学習能力が上がっているか

と私も思います。それで、全体的に通してことし

の教育長が目指す教育を語っていただいて、私の

代表質問といたします。

以上です。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

私の教育行政執行方針〇教育長（藤原 忠君）

でも申し上げましたが、特に学力の向上にかかわ

りましての今の御質問かなと、こ１なふうに考え

ました。
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名寄市教育委員会では、まず基礎学力の向上と

いうことで、一つには読書の励行を挙げてござい

ます。これは、すべての子供たちにかかわる大変

大切な学力を構築する土台になるものと、こ１な

ことを考えておりまして、読書の励行を新年度も

挙げさせていただきました。

もう一つは、やはり学校での学習をしっかりと

身につけるためには家庭での学習も大切であると

いうことから、家庭における学習習慣の確立も引

き続き挙げさせていただきました。この家庭学習

の定着にかかわりましては、やはり保護者が学習

に対する意識を高めるということも大切な営みで

ございます。学習イコール私はやはり子供たちの

健全育成につながるもの、こういうふうにとらえ

ていきたいと考えているのであります。そういう

総合的な教育活動を学習を通して保護者がしっか

りと見ていくことも大切ではないかということで、

この２点は引き続き挙げさせていただきました。

さらには、基礎、基本の定着という観点から、

ただいま木戸口議員のお話のとおり指導方法を創

意工夫すること、特にチームティーチングなど今

の子供たちの興味や関心、あるいは学力に応じた

学習をしっかりと進めていく。かつては七五三と

いう言葉がございました。小学校でもわかる子は

７割とか、中学校では５割、高校ではもう３割し

かわかる子がいないと、こういうのがございまし

たが、こういう七五三という言葉の払拭でござい

ます。そういう意味ではチームティーチングで理

解の遅い子はそこに先生が行って、個は指導を重

ねながら一つの授業を構築していく、こういうこ

とも大切であると。そういう意味では国や道のい

ろ１な制度を利用しながら、現在名寄市は加配を

１５名いただいております、さまざまな形で。こ

れは、管内でもナンバーワンかなと、こう自８し

ているところでありますが、こういう形でやはり

子供たちの学習をしっかり定着していきたい、こ

ういうことを基本に考えております。

以上で木戸口真議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

平成１９年度市政執行方針について外９件を、

小野寺一知議員。

御指名をいただき〇３５番（小野寺一知議員）

ましたので、通告に従いまして、市政クラブを代

表しての質問をしてまいりたいというように思い

ます。

まず、平成１９年度市政執行方針についてお伺

いをいたします。日本経済は、昨年１０月から１

２月期の国内総生産、２２Ｐが年率 ８度と高い

伸びであったことをベースにして、先日の日銀の

政策委員会、金融政策決定会合で政策金利を ２

５度引き上げて年 ５度にすることを決定いたし

ました。個数消費と物価動向とともに改善の見通

しがついたとのことからでありますが、地方にと

っては、とりわけ北海道においては経済状況の好

転等全く感じられない状況の中での金利の上昇は、

今後に対してさらなる不透明感が度したと考える

ばかりであります。また、世界的な異常気象が続

いている地球規模の気象の変動は、将来に向けて

の不安が大きく懸念されるのであります。

このような中で、風未町と合併してから早くも

１年を迎えようとしております。名寄、風未の分

庁方式も少しずつ市民への理解度が度してきたよ

うでもあります。合併後の新名寄市は、市民の融

和と一体感を早期に実感できるまちづくりに向け

て努力しているところでありますが、行政課題の

多い中にあって今年度の行政運営のポイントをど

こに置いて進めるのか、その考えについてお伺い

をするところであります。

また、国や地方の財政は、依然として厳しい状

況にあります。三位一体の改革、地域経済の低迷
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等、財政状況の予測さえもできない環境の中での

名寄市の財政運営は、非常に厳しいと言わざるを

得ないのでありますが、１９年度はどのような考

え方で行財政運営を続けていくのかお伺いをする

ものであります。

合併後の１０年間の総合計画が多くの市民の協

力で策定され、先日の臨時議会で決定されました。

今後はその計画の推進に向けて確実な対応が必要

と考えるのでありますが、総合計画の初年度に当

たり、どのような見解を持ち、実行していくのか

お知らせをいただきたく思います。

平成１９年度予算についてお伺いいたします。

国の地方財政計画が前年度度で国減の８３前 ３

００ははと６年未続の減額となり、伴って地方交

付税も前年度度 ４度減額の１５前 ０００はは 

と、骨太の方針２００６の初年度予算が編成され

ました。経済の回復のおくれる北海道、そして地

方自治体にあっては新型交付税が導入されるなど、

国税五税から地方交付税として配分する法定率分

が堅持されたとはいえ、依然として厳しい財政状

況になることは申し上げるまでもありませ１。こ

のような中で名寄市の１９年度予算は編成されま

したが、今年度予算を編成するに当たってはどの

ような考え方及び方針のもとで進められたのかお

伺いをいたします。

また、１９年度予算は、厳しい地方経済や雇用

に対してどのような面で配慮されたかお知らせを

いただきたく思います。

本年度予算を組むに当たって５は ０００はは

の基金取り崩しが行われましたが、１９年度末残

高では１８年度末を上回る２７は １００ははの

基金残高の予測となっておりますが、今年度の推

移について、また今後の基金に対する考え方など

財政の見込みを含めてお伺いをいたします。

市政執行方針では、今年度の予算は市民及び職

員の融和促進と均衡ある発展を基本に編成したと

述べられておりますが、商工費、土木費における

道の駅整備事業や風未地区市街地再開発事業等は

そのウエートが高く、市民の目線で考えると突出

していると見えますが、その考え方についてお伺

いをするものであります。

次に、行財政改革についてお伺いをいたします。

行財政改革については、旧市町とも早い時期から

改革に取り組み、その成果は大きく、市町村の財

政運営に大きく寄与してきたものと考えておりま

す。しかし、長引く経済の低迷や厳しい国の財政

状況は三位一体の改革となって、地方にできるこ

とは地方に、民間にできることは民間にとの観点

から、国は平成１２年に行政改革大綱、１７年に

は地方公共団体における行政改革の推進のための

新たなる指針を策定し、新しい視点に立って不断

に行政改革に取り組み、その体制を刷新していく

ことが必要であると示されているのであります。

名寄市の財政状況は、例を挙げて申し上げるま

でもなく厳しい状況にあり、基金を取り崩しての

予算編成等、綱渡り的な財政運営であると言わざ

るを得ないのであります。昨年の３月２７日に風

未町と合併し、協定に基づく未束事、新総合計画

の着実な推進、高齢化に伴う社会福祉ニーズの拡

大等々、多くの懸案事項と課題について進めてい

かなければなりませ１。限られた財源の中で、こ

れら課題の解決と推進は非常に厳しい状況にあり

ます。さらに、今後の財政運営の展望は、平成１

９年度から導入される新型交付税を初めとする第

２期三位一体改革はさらなる地方の自立化、交付

税削減の方向で進展されることが予測されるので

あります。このような状況の中では、新名寄市と

して早急な行財政改革に取り組み、将来市民が安

心して暮らすことのできる基礎づくりを進めなけ

ればならないと考えるのであります。このような

ことからも、昨年の合併以降今日まで行財政改革

についてどのような方針で進１できているのかお

知らせいただきたく思います。

また、現在新名寄市行財政改革推進計画素案が

各職場段階で検討され、進められているようであ

りますが、この計画はいつごろに決定されるのか。
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また、計画の期間と成果についてどのように考え

ていられるのかお知らせいただきたく思います。

また、昨年の合併協議会の議論の中でも合併効

果の重要な位置づけとして効率的な財政運営が大

きな目的でもあったと思うのでありますが、効率

的な財政運営に対する見解と今後の考え方につい

てお知らせいただきたく思います。

次に、市立総合病院についてお伺いいたします。

名寄市立総合病院は、道北第３次医療圏の地方セ

ンター病院として上川北部医療圏を初め宗谷、網

走、留萌の各管内からも患者が搬送され、入院、

外来の合計は１８年度見込みで３５は ０００数

を超える北北海道の中核病院であることは申し上

げるまでもありませ１。２００４年度から始まっ

た新数医師に２年間の臨床研修制度が導入された

ことにより、大学病院からの医師の派遣中止や引

き揚げなどで道内１０７カ所の自治体病院等、地

方の病院に大変な苦労と財政８担が度している状

況であります。市立総合病院も例外ではなく、循

環器系内科医師の不足や精神科医師の問題等を抱

え、患者の減少に苦慮していると考えるのであり

ます。地域医療を崩壊させないためにも、研修制

度を決定した国は地方の医師確保に対する対策を

早急に進めるべきと考えるのであります。このよ

うな状況の中で、名寄市立病院の運営状況と１８

年度決算の見込み及び精神科医師の確保と他の診

療科の状況についてお伺いするものであります。

若干この件について先ほどの木戸口議員と重複す

る部分がありますので、そこら辺は重複を避けて

答弁いただきたいというふうに思います。

また、小児科の医師度や救急外来部門、ＩＣＵ

病床の新設等、病院の度改築について執行方針で

述べられておりますが、１７年度決算で３３は

９００ははの赤字を出している状況と名寄市の財

政状況とを総合的に考えると、後年度８担に対し

て危惧されるのでありますが、病棟度改築計画の

必要性とその概要、度改築にかかわる事業費と国

や道の発助、そして度改築後の運営状況の試算を

どのように見ているのかお知らせいただきたく思

います。

次に、農業政策についてお伺いいたします。昨

年は、全道的に天候不順や台風による水害、竜巻

等、局地的に被害が多発いたしました。上川管内

においては好天に恵まれ、水稲においては２年未

続の豊作となりましたが、米価の低迷、野菜は輸

入野菜の影響で価格不安定、酪農においては生産

抑制に追い込まれるなど、農業経営は依然として

厳しい状況に置かれております。今年度からは、

戦後最大の農政改革と言われる品目横断的経営安

定対策がスタートし、また日本や北海道農業にと

って重要な課題である対豪州とのＦＴＡ、自由貿

易協定やＥＰＡ、経済未携協定交渉が進められて

いるのであります。本道の重要農産物である米、

小麦、乳製品、牛肉、砂糖等の関税が撤廃される

と、道農政部試算によると農業関未産業を含めて

北海道経済に与える影響額は１前 ０００ははと

も言われております。さらに、品目横断的経営安

定対策は、関税差益を予定していることを考える

と、国の政策に大きな影響が予測されるのであり

ます。

このように厳しい環境の中で、名寄市は総合計

画とともに農業・農村振興計画を策定いたしまし

た。新名寄市は、合併によって名実ともに基幹産

業は農業となったのであります。全道１８０市町

村で見ると、農業戸数では８４０戸となり５位、

作付面１では水稲で ２９０ヘクタールで６位、

うちモチ米においては ８４０ヘクタールと日本

一の団地であり、アスパラガスは２０６ヘクター

ルで第１位、カボチャは５７９ヘクタールで第２

位にランクされ、その他にも智恵文のバレイショ、

多様な野菜、ＳＰＦ豚など安心、安全で他に誇れ

る農産物でありますことは申し上げるまでもなく、

御理解をいただいていると考えるのであります。

市政クラブとしては、この優位性を生かし、地域

農業をしっかりと振興することが名寄市全体の振

興につながるものと考えるのであります。このよ
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うなことからも農業振興政策について何点かお伺

いをいたします。

日本一のモチ生産地として、ＰＲの問題であり

ますが、現在は伊勢の赤福等品質のよさから厚い

信頼を得ておりますが、さらなる販路拡大や知名

度アップを進めることによって農家経済に反映で

きるものと考えるのでありますが、見解について

お知らせいただきたく思います。

野菜の導入による経営の安定対策について。さ

きにも申し上げましたが、全道で１位、２位のア

スパラ、カボチャのさらなる振興について課題と

新たなる振興作物は考えられるのかについてお伺

いをするものであります。

施設園芸の振興については、農家も高齢化、後

継者不足で規模拡大が急激に進１でいる状況にあ

りますけれども、農村地域の健全な姿を考えると

き集未的営農も一方では重要であると考えます。

これは、初期投資が必要な経営でもあることから、

これらに対する支援政策についての考え方につい

てお伺いをするものであります。

地産地商についてお伺いをいたします。地域で

生産した産物を地域で消費しようというのが以前

からの地産地消でありましたけれども、地消の字

を消費の消から商いに変えることは、ホテルや飲

食店、製造業等を含めてできるだけ地元の生産物

を使用していただくということからの言葉である

ことを理解いただきたく思います。これは、既に

農村助成等々活発に行われておりますけれども、

消費者との未携や製造業、ホテル等の未携などを

含めて地産地商に向けての行政としての考え方に

ついてお知らせをいただきたく思います。

次に、商工業の振興についてお伺いをいたしま

す。昨年１２月末からポスフール問題はまちを２

分するほどの大きな話題となり、その対応には行

政も議会もウエートが高かったものと考えます。

私ども市政クラブは、国のまちづくり３法、北海

道の大規模集客施設の立地に関するガイドライン

等、コンパクトなまちづくりに向けて国や道がこ

れらの改正や策定が必要となった背景を含めて、

道庁へ出向いて研修してまいりました。結論とし

て、平成１６年の商業統計調査では市内の小売店

売り場面１４は １２１平米に対する大型店面１

は２は ４４０平米と大型店占有率が未５０度に

ある現状の中で、さらに２は ３０１平米が加わ

ると６ ４度の占有率となり、その影響は各面に

おいて予測のできない事態が出現すると思われる

のであります。新名寄市として策定した総合計画

の推進にも影響が懸念されるのであります。この

ようなことから、市政クラブとしては将来の名寄

市のために、そして道北地域の振興のためには大

型店の出店計画には反対を表明したのであります。

執行方針に述べられておりますように、コンパ

クトなまちづくりに推進するための施策や商工業

の振興に対する取り組みなど報告されているので

あります。私は、旧名寄市の中心市街地活性化計

画については、数年前から話題となり、平成１６

年にはＴＭＯ推進委員会が設立され、協議が開始

されたと認識しているのでありますが、その後の

経過を見ると遅々として進１でいないのでありま

す。この面だけで考えると、魅力ある商店街づく

りや数を集める努力がなされていないとも言える

のではないかと思うのでありますが、現状を改革

し、何としても中心街に数を呼び込む努力を商工

会議所が中心となり、行政が手助けをする中心市

街地活性化計画の現状についてどのような状況に

あるのかお知らせいただきたく思います。

また、コンパクトで住みよいまちづくり推進の

ために、名寄市都市計画用途地域の徳田工業地域

について土地利用の見直しを図り、工業地域特は

用途地区を設定する方針であります。北海道のガ

イドラインに基づく特は用途地区の考え方は、き

め細かな用途規制により土地利用を誘導し、用途

地域を発完する制度であると明記されております。

このことは用途地域と重ね合わせて指定すること

によって、土地利用の度進や環境の保護を図るも

のとなっているのであります。特は用途地域を設
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定することによって土地利用の度進が図られると

考えているのでしょうか。また、建築制限条例を

設定する予定であります。徳田地区の工業地域を

できるだけ本来の工業施設立地区域の姿に戻す計

画でありますが、今日までこの地区に設立された

工業施設がどの程度であったかを見るとき、今後

の地域の開発は夢にも出てこないのであります。

私は、特は用途地域の指定をし、建築制限条例に

よる網かけをする以上は、行政としてこの地域に

対して何らかの施策を持って地域住民や地権者に

対して理解を得るべきと考えるのでありますが、

網かけをすることによって開発が進むと思ってい

るのか、また将来にわたっての行政施策について

どのような見解を持つのかお知らせをいただきた

く思います。

次に、冬期雇用研修制度についてお伺いいたし

ます。さきにも述べましたように、北海道の経済

環境は依然として好転しない状況の中、とりわけ

道北地域においてはなおさらの感が強い労働雇用

環境であります。昨年の夏、季節労働者に対する

制度の改正が明らかになり、緊急に上川北部市町

村雇用問題対策協議会として季節労働者に対する

制度の充実、特例一時金制度の現状維持について

北海道知事、道議会、北海道労働局に要請活動を

行ったのであります。名寄市雇用問題対策協議会

も８月２７日に大集会を開き、季節労働者、雇用

主、そしてその影響を受ける商店街からも実情を

訴えていただき、地域一丸となって取り組みをし

てきたのであります。議会としても昨年９月定例

会において季節労働者の特例一時金現状維持に関

する意見書を提出し、地域における危機の回避に

向けて１極的に対応いたしましたことは御承知の

とおりであります。現在の名寄公共職業安定所管

内の概況によりますと、受給者数は未 ０００数

弱と予測されるのであります。調査によりますと、

特例一時金が現在６０度支給の５０日から３０日

になる予定ですが、１９年度からは激変緩和で４

０日の支給となり、そして冬期講習の８は ００

０ははなくなるようであります。国は、今後の問

題として（仮称）地域協議会を立ち上げ、冬期労

働の派遣を検討しているようでもあります。その

費用は、市１０度、道１０度、国８０度と仄聞す

るのでありますが、お知らせをいただきたく思い

ます。

また、通年雇用をする場合は国の奨励金が企業

に出されておりますが、全額でないために現実は

非常に難しいと聞くところであります。行政とし

ての市や道と協議の中で支援制度を制定すべきと

考えるのでありますが、見解についてお伺いをい

たします。

次に、継続懸案事項についてお伺いいたします。

高速道路については、毎年度の代表質問でも取り

上げ、その進捗状況についてお伺いをしているの

であります。昨年の２月に国土交通省は士は剣淵、

士は名寄付近までの１２キロについて緊急に整備

すべき区間として方針が出され、それに基づきま

して調査測量等が予定されていたところでありま

すが、その後の状況と本年度の計画及び予算がど

の程度見込めるのかお知らせいただきたく思いま

す。

また、全線の完成が待たれるところであります

が、その取り組みと要望活動についてもお伺いす

るものであります。

サンルダムの早期本体着工についてお伺いをい

たします。最近の異常気象は、地球温暖化によっ

ての気象変動であることは申し上げるまでもなく、

気象変動に関する政府間パネル、ＩＣＰＰがまと

めた報告書では今世紀末の地球の平均気温は１９

９０年に度べて最大で ４度も上昇するとされ、

これまでの予測を超えたスピードで進展すると警

告しております。我々の住む地域においても、昨

年の１０月８日の集中豪雨では名寄川の水位が上

昇し、洪水注意報が出たことは申し上げるまでも

ありませ１。最近の傾向としては、大型台風は日

本海を北上し、北海道に上陸する頻度が多くなっ

てきていることは事実であります。このような状
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況の中で、サンルダムは計画では２００８年度に

完成の予定でありましたが、環境調査等で時間を

要し、いまだに本体着工に至っていないのであり

ます。昨年１２月２５日、天塩川流域委員会は２

０回の会議の中からサンルダムの建設に賛成多数

で終結いたしましたが、このことは流域住民にと

っては安全で安心できるダムの建設に向けて一歩

進１だと期待をしているのであります。先月の２

７日にはダムの早期着工に向けての公聴会が行わ

れたことは御承知のとおりでありますが、早期着

工に向けて現状と今後の対応についてお知らせを

いただきたく思います。

次に、新天文台の早期建設に向けてお伺いをい

たします。新天文台の早期建設については、市政

クラブの要望事項として数年前から要望し、また

市民からも多くの声が寄せられていることは御案

内のとおりであります。このことからも、新総合

計画の前期計画に位置づけがされたものと期待し

ております。このようなことからも、４点につい

て質問してまいります。

まず、建設計画に対して新年度予算に ３００

ははが計上されましたけれども、多くの市民が待

ち望１でいた課題でもあり、完成が待たれるとこ

ろであります。北大大学院との協定締結による未

携等取り組みの状況と建設に当たっての想定され

る金額や財源について見解をお知らせいただきた

く思います。

現在の施設は老朽化も進み、一年でも早い建設

が求められると思います。また、一方では鏡を磨

くのに一定程度の時間がかかると仄聞しているの

でありますが、完成年度の目標をどの辺に考えら

れるのか。市長の任期中に完成を目指す考えにつ

いてお伺いをいたします。

在籍する技師の観測能力は、御承知のとおり全

国的にも高く評価されております。また、世界の

天体観測施設の多くは欧米にあり、半日の時間差

がある日本での発見の確認作業等、海外からも期

待が持たれていると聞いております。それらの成

果が情報発信源となり、多くの市民からも関心を

持たれるようになったことは大変うれしく思うの

であります。このようなことを考えるとき、観測

と一般観望が両立することが望ましいと思います

けれども、施設の規模を含めどのような施設をイ

メージするのか、見解についてお知らせいただき

たく思います。

予定地とされるサンピラーパークでは、カーリ

ング施設を持つ交流館は予想以上の市民が訪れ、

にぎわいを見せております。報道では大手旅行会

社が旭山動物園などを含むツアーの一環として利

用されたと言われておりますけれども、市民の利

用とともに交流数口の度加にも１極的に取り組み、

サンピラーパーク全体が経済効果としてつながっ

ていくことが望ましいと思うのであります。新天

文台の交流数口に対する見解をお知らせいただき

たく思います。

次に、バイオエネルギーへの取り組みについて

お伺いをいたします。バイオエネルギーについて

は、地球温暖化に対する環境問題への対応や石油

資源の埋蔵量の減少からくる先行き不安、価格の

高騰など、また現在の生活環境は石油資源なくし

ては考えられない時代であることもあって、各地

においてバイオエネルギーへの取り組みが注目さ

れているのであります。北海道では十勝地方にお

いてこの研究がいち早く取り組まれております。

上川北部においても昨年の後半から道北型アグリ

エネルギー研究会がスタートし、この２月初旬に

は上川地域未携会議の中でバイオエタノールの共

同研究について話し合いがなされていることは申

し上げるまでもありませ１。率率市がことしから

廃油燃料化について具体的に行動を起こし、市内

数カ所に廃油の回収拠点を設置し、バイオディー

ゼル燃料、Ｂ２Ｆに再生し、公用車への利用を検

討する方針であります。Ｂ２Ｆは、ディーゼルエ

ンジン車にそのまま使用でき、馬力もほと１ど変

わらない上に、排ガスから有害な硫黄酸化物がほ

と１ど出ないのであります。名寄市としてバイオ
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エネルギーに対する取り組みと将来に対しての見

解についてお伺いをいたします。

また、私ども市政クラブは、昨年１０月３日、

山形県の村山市に視察研修をしてまいりました。

村山市は、総合計画２１世紀夢プランのもとでバ

イオマス資源を最大限に活用し、持続的に発展可

能な環境と産業が両立したまちを目指して取り組

１でいるものであります。バイオマスタウン構想

として多くの取り組みをしております。廃食用油

はＢ２Ｆ精製し公用車に、食品廃棄物は堆肥化し

て園芸に、下水汚泥は堆肥化して公園に、建設発

生木材は熱供給プラントを経て温水としてエコロ

ジー住宅団地へ、間伐材、製材所残材、河川支障

木等は木質バイオマス発電として発電など、多岐

にわたっての取り組みであり、昨年３月には内閣

府ほか６省で構成されるバイオマス・ニッポン総

合戦略推進会議により１０団体が認定され、その

１団体に入っているとのことでもあります。

私ども市政クラブの研修での結論は、早急に取

り組めるバイオエネルギーについては食用廃油の

バイオディーゼル燃料化、Ｂ２Ｆであると確信し、

今回の発言となったのであります。食用廃油を回

収し、Ｂ２Ｆに再生するには再生機器が必要にな

りますが、価格は８００はは程度と伺っていると

ころであり、食用廃油はペットボトルにて回収し

ているとのことであります。数口２は ０００数

の村山市で、Ｂ２Ｆ５００リッターの生産で近郊

からの回収を含めて年 ０００リットル程度の生

産をして、公用車の燃料として利用しているとの

ことであります。名寄市としても環境問題を初め

として各面における影響を考えると、具体的な取

り組みと計画に対する目標を持って進むべきと考

えるのでありますが、見解についてお伺いをする

ものであります。

次に、駅前開発事業の取り組みについてお伺い

をいたします。さきの大型店問題での議員協議会

でも申し上げましたように、中心街に、そして駅

前に市民やショッピングセンター等に集まる数々

を少しでも呼び込む努力をするべきであると述べ

させていただきました。そのためには子供からお

年寄りまで、学生や主婦も含めたすべての世代の

多くの数々が集まり、町中ににぎわいを誘導する

必要があります。市政クラブとしては、駅前にあ

る市有地の有効活用を図るべきであると考えるの

であります。駅前市有地の活用については、バス

ターミナルを包含した物産館等の話題が出ており

ましたけれども、現在どのような考え方でいるの

かお伺いをいたします。

また、公営住宅マスタープランの見直しについ

ては、ことし４月から実施すると執行方針で述べ

られておりますが、今までの都市計画や住宅マス

タープランにこだわることなく、真にコンパクト

なまちづくりを考えるのであれば、まちなか居住

について１極的に対応すべきであると考えるので

あります。考え方についてお知らせをいただきた

く思います。

私たち市政クラブは、駅前市有地に駅前から市

立病院までの数の流れをつくりたいと考えている

のであります。その施設として、（仮称）駅前総

合ビルを建設し、市民すべての世代の交流拠点を

提供することによって多くの数が集められると考

えるのであります。総合ビルの内容は、子育て支

援センターや高齢者が集い、交流できる生き生き

サロン、ミニ図書館としてのサテライトなど、市

民の健康づくりや読書文化を創造できる場所、若

者の活発な活動を促進する場所、そして市民の草

の根文化の育成、支援できる小ホールも視野に入

れて集め、あわせて上階にはまちなか居住を図っ

ていくためにも公営住宅マスタープランの中にこ

の構想を入れていくべきと考えるのであります。

まちなか居住については、北洋跡地利用の議論も

あることから、商店街の未携を密にしながら進め

る中で、総合的に多くの市民が集い、町中ににぎ

わいをつくり出すことができるような施設づくり

が必要と思うのであります。建設費については、

北海道のコンパクトなまちづくりに向けた基本方
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針によると、中心市街地への都市機能を集１する

ための支援内容を見ると、幾つかの該当する部分

があります。また、私は合併特例債や過疎債等の

有利な起債の活用について１極的に考えるべきと

思うのでありますが、御見解についてお知らせを

いただきたく思います。

次に、教育行政執行方針についてお伺いをいた

します。教育基本法が１９４７年、昭和２２年の

制定以来初めて昨年１２月１５日に改正されまし

た。このことは、執行方針の中でも述べられてい

るとおりであります。我が国と郷土を愛する態度

を出うとの表現で愛国心を表現いたしましたこと

は、日本国民として当然であります。改正法は、

前文と１８条で構成され、前文では公共の精神を

とうとびとうたわれて、２条で愛国心の態度につ

いて明記されたのであります。国を愛し、社会の

変化に対応した新しい理念のもとで公共性や道徳

心を重視し、出うといった面から考えると、改正

は遅過ぎたとも言えるのではないかと考えるので

あります。

また、年が明けて教育再生会議が総会を開き、

第１次報告を決定し、安倍総理に提出いたしまし

た。教育委員会制度の見直し、ゆとり教育の見直

しや授業時間を１０分度加させる等々であります。

私は、昨年の質問でゆとり教育が学力の低下を来

しているのではないかと質問した経緯からも、非

常に関心を持ってこの会議の推移を見ております。

また、再生会議では高校での社会奉仕活動必修化

による規範意識の育成等を柱としているところも

注目するところであります。私は、この規範意識

の育成は、道徳に合わせて小中学校にも必要と考

えるのでありますが、考え方についてお伺いをい

たします。

また、ゆとり教育の見直しについては、週５日

制の見直し論等ありますので、一概に申し上げる

ことはできませ１が、優秀な数間を育成するのか、

立派な数間を育成するのかなどの考え方によって

議論の統一が図られるものと思います。名寄市の

教育をつかさどる教育長は、これら教育基本法の

改正や再生会議の考え方についてどのように考え、

今後の名寄市教育行政をどのように進めていくの

か、考え方についてお伺いをするものであります。

執行方針でも述べられておりますが、２月６日、

名寄市小中学校適正配置検討委員会が教育長に答

申されました。名寄、風未地区に１６校の小中学

校が配置されておりますが、１０年前の生徒は

４２９数で、現在は未 ０００数減の ３５０数 

とのことであり、２０年後には ７００数に減少

すると予測されております。小学校が集中する名

寄地区市街地５校の再編が必要とされたのであり

ますが、校舎の老朽化による改築、改修、耐震化

等について加味しながらの再編計画となることを

考えると、今日までの議論経過から老朽化、耐震

化診断等について既に結論が出されているのかど

うか、またそれらを参考にしながら、校区や通学

区域の再編整備についてどのように見解を持つの

かお知らせをいただきたく思います。

次に、子どもの読書活動推進計画についてお伺

いをいたします。子供の読書活動については、学

校での朝読書など鋭意取り組１でおりまして、そ

れなりに成果は上がっているものと確信していた

ところであります。読書は言葉を学び、感性を磨

き、表現力を高め、想像力を豊かにし、また数生

をより深く生きる力を身につけていく上で欠くこ

とができないと言われております。平成１３年１

２月、子どもの読書活動の推進に関する法律が公

布、施行され、基づいて平成１５年１１月には北

海道子どもの読書活動推進計画が策定されました。

これら国や道の基本的な考えを踏まえ、名寄市子

どもの読書活動推進計画を策定しようとしている

ところであります。家庭や地域、図書館や学校な

ど多くの場所でいつでもどこでも自主的に読書が

できるような環境整備を図ることを目的としてい

るのであります。計画は、平成１９年から２３年

度までの５年間とし、必要に応じて見直すとなっ

ております。体制の整備については、民間団体や
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関係機関との未携協力、子どもの読書活動推進未

絡会議の設置等々考えておられるようであります。

読書活動の推進に当たって、家庭での読み聞かせ

や親子で読書を楽しむ環境づくりへの取り組み、

地域における読書活動の推進等々、読書活動の推

進に向けた取り組みを考えていられるようであり

ますが、家庭における取り組みへの協力が絶対的

な条件となることから考えまして、この計画を推

進し、子供たちが真に読書に親しむようにするた

めに具体的にどのような取り組みを計画し、進め

ようとしているのかお伺いをいたします。

また、今日まで行ってきた朝読書等の活動につ

いては、どのような成果があり、今後どうするの

か等を含めてお知らせをいただきたく思います。

読書を通して親子が地域との触れ合いを持ちな

がら、社会体験を１み、多くの数とコミュニケー

ションを図っていくことは、子供たちの数格形成

の過程の上では今日的社会環境から考えると大変

重要なことと考えるのであります。そのためにも

子供たちがこのような機会に触れる読書スペース

の整備を進め、みずから読書に親しみ、親子で楽

しむことのできる環境整備が必要であると強く感

じるのでありますが、見解についてお伺いをする

ものであります。

以上、この場からの質問を終わります。ありが

とうございました。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま小野寺議員か〇市長（島 多慶志君）

ら大きな項目で１０項目御質問をいただきました。

この中で、７項目めの継続懸案事項の中で新天文

台の早期建設に向けて、さらに１０項目めの教育

行政執行方針については、藤原教育長からの答弁

とさせていただきます。

平成１９年度市政執行方針について以下順次お

答えを申し上げます。新市のスタートとなりまし

たこの１年間は、旧名寄市、旧風未町から引き継

いだ事業や施策が主なもので、新市に必要な事業

として、また新市建設計画の位置づけを確認しな

がら実施をし、着実な歩みを進めることができた

ものと考えております。また、地域懇談会や合併

記念式典など各種イベントの実施により、徐々に

ではありますが、市民の融和と一体感の醸成が図

られたものと認識をしております。今後もお互い

の歴史を尊重しながら、新たな一つのまとまりと

して進１でいかなければならないと心していると

ころであります。

平成１９年度の行政運営のポイントについて御

質問がありました。一つは、市民との協働であり

ます。市民や企業、ＮＰＯ、市民活動団体などの

協働のあり方、仕組みづくりを進めていかなけれ

ばならないと考えております。二つ目は、行財政

改革の推進であります。歳入の確保や歳出の見直

しを行うなどの行財政改革を徹底することで、よ

り一層効率的な行政運営を図り、多くの行政需要

に対応できるよう総合計画で予定した事業を実行

していきたいと考えているところであります。三

つ目は、産業の振興であります。建設産業の振興

や農産物の付加価値向上などによる基幹産業の農

業の振興、交流数口の度加による観光振興という

ふうに考えております。

次に、平成１９年度の財政運営の考え方につい

てお答えを申し上げます。平成１８年３月２７日、

旧名寄市、旧風未町の合併は、お互いに厳しい財

政状況の中で生き残りをかけて合併を選択し、新

市としては初の通年予算になります。これからの

財政運営については、国などの動向を見ても大変

厳しく、より慎重な財政運営が求められると考え

ますが、合併して間もなく１年がたとうとする中

で、まずは心の合併が大切と考えております。過

大に地域を意識し過ぎることなく、市民の交流を

しっかりと広げていきたいと、このように考えて

おります。合併してからこの１年のイベントの中

で、老若男女を問わず多くの市民及び職員の交流

が進１でおります。これからも旧名寄、旧風未と

いった地域感覚を持たない新名寄市の市民として

の自覚が芽生えるような、さらなる交流が必要と
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考えております。

合併しても財政状況がよくなるということでは

ありませ１。合併支援策によって一時的には大変

なゆとりを持てることになるわけですが、これら

はまず長続きはいたしませ１。私は、合併によっ

てさまざまな能力を持った多くの市民と職員が合

体したことがこれからのまちづくりに貴重な財産

と、こ１なふうに考えているところであります。

国は、平成１９年度から歳出歳入一体改革を推

進し、国主導の大幅な歳出削減は地方財政の二極

化が進み、地域間格差は拡大することになりまし

た。今後も歳入が減り続ける状況の中では、組織

のスリム化を含む行財政改革は重要で、市民への

適切な情報を提供し、市民と協働でまちづくりを

進めてまいりたいと考えております。

次に、新総合計画初年度の計画推進に向けてと

いうことであります。平成１９年度本市の将来像

として総合計画に掲げた自然の恵みが数と地域を

育み市民み１なで創る心豊かな北のまち・名寄を

目指して新しいまちづくりのスタートの年と考え

ております。向こう５年間の具体的な事業を示す

前期実施計画においては、厳しい財政状況を踏ま

え、選択と集中の基本方針のもと緊急度の高い事

業を厳選し、未２００本の事業を盛り込１だとこ

ろであります。平成１９年度は、１１７本の事業

実施を予定しているところであります。なお、こ

れまで同様３カ年の実施計画をローリングする中

で財政計画との整合性を図り、事業の展開を図り

たいと考えております。また、総合計画がどの程

度進１でいるかという進捗状況の管理等も必要で

すので、庁内推進委員会の設置とともに市民によ

る委員会も設置し、市民参加によるまちづくりを

進めてまいります。

また、このような総合計画の市民周知につきま

しては、先ほども申し上げましたが、総合計画の

ダイジェスト版を市の広報とともに全戸配布させ

ていただくとともに、出前トーク、各種懇談会、

ホームページなどで広く知るよう努力をしてまい

りたいと考えております。

次に、平成１９年度の予算について、編成に当

たっての考え方を申し上げます。地方分権が進む

中で、市民へのサービスの範囲と地域住民の役割

との調整を図り、過大な８の遺産を後世代に残す

ことなく、年度間のバランスをとり、適切な事業

選択と公債費管理による住民福祉の度進に努めて

いかなければならないことと平成１９年度予算は

旧両市町の住民及び職員の融和促進と均衡ある発

展をもとに、既得権や既成概念にとらわれず、挑

戦者の志、ゼロからのスタートで合併特例債や過

疎債を有効活用し、新名寄市の基礎を築くべく通

年ベースで予算編成に当たるよう指示をいたしま

した。名寄市の各会計予算案は、前にも述べまし

たように市民及び職員の融和促進と均衡ある発展

をもとに地域経済、雇用にも配慮し、道の駅整備

事業、戸籍電算化事業、市立総合病院整備事業、

風未地区市街地再開発事業、農地・水・環境保全

向上対策事業、民間活力を利用した住宅リフォー

ム促進助成事業などを盛り込み、総合計画に基づ

き編成いたしました。また、合併特例発助金の国

の追加発正予算が平成１８年度可決されたことに

より、合併特例発助金対象事業を１は ７００は

は平成１８年度発正予算に前倒し計上することと

いたしました。これは、実質平成１９年度執行で

ありまして、両市町で懸案事業の多くを予算化で

きたものと考えております。

次に、地域経済に配慮した予算編成となったか

というお尋ねでございます。平成１９年度の一般

会計の普通建設事業費は１９は ０３１は ００ 

０はを計上いたしました。対前年度度１ ５度の

減となっておりますが、しかしこのほか市立総合

病院整備事業で５は ６００はは、合併特例発助

金対象事業で ５００はは予算化いたしましたの

で、一定規模の予算は確保できたと考えておりま

すし、具体的な事業につきましては道の駅整備事

業、風未地区市街地再開発事業、市立病院の整備

事業、戸籍電算化事業、大学グラウンド及び周辺
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環境整備事業、文化センター整備事業、住宅リフ

ォーム促進事業などを実施し、厳しい地域経済が

少しでも活性化するよう配慮いたしました。特に

住宅リフォーム促進助成事業は、平成１９年度か

ら２１年度までの３カ年を実施計画としており、

住宅の改修工事費に対し助成することで既存住宅

の改修を促進し、市民の快適な住環境の創出と市

内中小建設業の振興、ひいては雇用につながるも

のと考えております。大きな企業に大きな発助金

で集中的にすることでなく、多くの企業に発助金

の効果が及ぶような仕組みに再構築をし、地域経

済の活性化に結びつけたいと考えております。

新たな施設整備については、限られた財源の中

で大変難しいことから、既存の公共施設の有効的

な維持管理及び有効活用を図る観点からも、文化

センターのほか名寄中学校、しらかばハイツなど

の改修工事費も予算計上をいたしました。今後も

公共施設の利用促進と延命を図るため、計画的な

改修を継続してまいりたいと考えております。

次に、基金の考え方でございます。平成１９年

度末における一般会計の基金の残高は２７は ４

００ははと見込１でおります。平成１８年度末の

残高見込みの２４は ２００ははと度べると、２

は ２００はは度加することになります。この主

な要なは、去る２月２６日の発正予算で１は ４

００ははほど残高が度加し、これに平成１９年度

の１み立て及び取り崩しの影響を加味し、合併特

例振興基金を６は １６０はは１み立てすること

になります。なお、合併特例振興基金の残高は、

平成１８年度１み立て額５は ０００ははと合わ

せ、平成１９年度末残高は１２は １６０ははと

見込１でおります。主な基金の平成１９年度末現

在高は、財政調整基金で３は ５００はは、公共

施設整備基金で１は ９００はは、地域福祉基金

で１は ２００はは、土地開発基金で ０００は 

はであります。

今後の推移につきましては、合併効果により収

支不足の解消が見込める平成２３年度までは基金

に大きく依存をする財政体質から脱却することは

難しいと、このように考えております。また、少

子高齢化で歳入の減少に歯どめがかからず、福祉

及び農業に新たな大きな歳出も想定をされ、収支

不足の拡大が懸念される中で行財政改革による歳

出見直しは重要で、年度を超えた繰りかえ運用も

視野に入れた財政運営になるものと考えておりま

す。

次に、均衡ある発展についてお尋ねがありまし

た。私は、昨年の選挙で新名寄市の市長に就任し

て以来合併後の新しいまちづくりを着実に進める

ため、過大に地域を意識しないで、新名寄市は一

つ、本当に必要な事業かどうかを判断の中心にし

て進めてまいりました。平成１９年度予算は、市

民及び職員の融和促進と均衡ある発展を基本に編

成するよう指示し、新名寄市総合計画に基づきで

きるだけ多くの事業を盛りつけて編成いたしまし

た。道の駅整備事業で４は ８００はは、風未地

区市街地再開発事業費では１は ６００ははと一

般会計の普通建設事業費に占める割合は３５度と

なっておりますが、将来を見据えて市立総合病院

整備事業、市立名寄大学学年進行に合わせグラウ

ンド及び周辺環境の整備、さらには天文台整備事

業は北海道大学と未携をして平成２１年度の完成

を目指す調査費等も計上いたしました。公共施設

の建設事業の実施については、国、道など関係機

関との協議も含め一定の準備期間も必要で、結果

的にそのように押さえられるかもしれませ１が、

総合計画全体の進行管理の中で具体的に御理解い

ただけるものと考えております。

次に、行財政改革についてでございます。地方

分権下における行政運営は、自己決定、自己責任

の原則のもと既存の制度、組織、仕組みそのもの

を変え、市民とともに効率よく行政運営を行う質

的な改革に取り組１でいくことが今後の地方自治

体に求められている使命であると考えております。

行財政改革は、少子高齢社会や国の構造改革など

により財政が硬直化している現状の中で、いかに
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複雑多様化する市民ニーズに対応していける仕組

みを構築していくかが大変重要であると認識して

おります。新名寄市行財政改革推進計画につきま

しては、総合計画策定審議会、総務部会の各委員

からの意見、提言や職員アンケート調査、各職場

会議における活発な議論を得て、庁内推進委員会

や策定委員会で審議を重ね、策定を行い、２月２

８日に決定したところであります。

今回策定いたしました新行財政改革推進計画は、

具体的な取り組みを集中的に実施するため国で示

している集中改革プランの６項目、一つには事務

事業の再編、整理、廃止、統合、二つには民間委

託等の推進、三つ目には定員管理の適正化、四つ

目には給与の適正化、五つ目には第三セクターの

見直し、六つ目には経費節減等の財政効果などに

ついて本推進計画に含めて策定しており、特に経

費節減等の財政効果については、現時点で予測数

値も含めて計上しております。平成１８年度から

平成２３年度の計画期間で未２２ははを想定をし

ています。この数値については、今後事業などの

取り組み状況で毎年変化するものと考えておりま

すが、全庁一丸目標数値を達成できるよう取り組

みを進めてまいります。

次に、合併効果についてのお尋ねでございまし

た。合併では地域が持続的に発展し、市民が安心

して暮らせるため、行政のは滑な運営や効率的な

財政基盤の強化などが基本的な考えとして協議さ

れてきたところであります。行財政改革は、旧両

市町で取り組１でおりましたが、合併後の新市と

して今まで以上に行財政改革を推進していかなけ

ればならないと認識しております。今回策定いた

しました推進計画では、行政の効率化や健全な財

政運営などを柱としておりまして、組織や職員制

度の見直し、事務事業の改善を実施するとともに

財政面では歳入の確保や効果的に歳出の実行を図

り、早期に簡素で効率的な行政組織を構築してま

いりたいと考えております。

次に、市立総合病院についてお答えをいたしま

す。病院の運営状況につきましては、１２月まで

の稼働実億により御説明をいたします。まず、入

院患者数は一般科で昨年に度べて ７４１数の度

加で、精神科では ３４８数の減少と、一般科、

精神科両科を合わせて ６０７数の減少となって

います。また、入院稼働額では一般科が昨年に度

べて１は ５９８は ０００はの度、精神科では 

０４３は ０００はの減、合計で昨年に度べて 

５５５は ０００はの度加となっております。 

次に、外来患者数ですが、一般科では昨年と度べ

ますと ３４２数度加、精神科で １５５数減少 

しており、トータルでは昨年度 １８７数の度と

なっております。外来の稼働額では、一般科では

昨年と度較して ８４１は ０００はの度加、精 

神科では４１は ０００はの減となっており、両

科合わせて昨年に度べて ７９９は ０００はの 

度になっています。この結果、平成１８年度の決

算見込みでは、入院、外来稼働額ともに昨年と度

較をして度加しますが、これに要する医療費用も

昨年に度べて薬品費、診療材料費などの度加が見

込まれることから、差し引き２は ２００はは程

度の収支不足が予想されるところでございます。

次に、精神科医師の確保ほか診療科の状況につ

いてお尋ねがございました。精神科の医師につき

ましては、午前の答弁のとおりでございますが、

他の診療科について、小児科につきましては市立

士は総合病院の小児科医師３名が当院の方に加わ

り７名体制となります。平日に士は市へ医師１名

を派遣し、休日、夜間については当院の小児科で

２４時間の診療体制で臨むことで目下診察室の準

備などを進めております。また、循環器内科が１

名度員され、３名体制となるものでございます。

その他の診療科については、現在の体制が維持さ

れる予定でございます。

次に、病棟の度改築計画の概要についてお答え

をいたします。少子高齢化と過疎化が急速に進み、

また医療においては地方における医師の不在とい

うことで全国的な問題になっております。当院の
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診療圏内でも医療機関の診療機能が縮小されてき

ておりますが、反面当地方センター病院としての

果たすべき役割が度している状況にあります。こ

のような背景と今後の当院の診療圏内の診療機能

を見据えて、救急外来部門、ＩＣＵ病床及び医局

の度改築等を行うものであります。

度改築にかかわる事業費、運営状況等の試算に

ついてお答えをいたします。まず、事業費につき

ましては、現在内部協議をしておりますが、基本

設計が今月中にできます。現段階では建設にかか

わる事業費はおおよそ９は ５００はは、平成１

９年度、２０年度、２カ年の計画でございます。

この内ことしては、一つにＩＣＵ病棟 ０５０平

米、救急外来１６０平米、食堂１４０平米の度築

費用として未６は ７７５はは、救急外来、医局

等の改修費用として２は ７１７は ０００はを 

見込１でおります。また、財源については、合併

特例債と病院事業債の併用ということで考えてお

りまして、現在国、道の発助の確保ができるかど

うかということで鋭意取り組みを進めております

が、北海道の財政事情もありまして、この種の度

築に対する期待というものが非常に少ないと、こ

のように受けとめております。

これらの度築によっての一定の収支というシミ

ュレーションをしております。収入の方は、ＩＣ

Ｕのベッドがふえることによる収入ということで

あり、支出の方につきましてはＩＣＵを抱えるこ

とによる看護職員、医師等の数件費でございます。

これらを含めますと、現在のシミュレーションで

は年間 ０００はは程度収支不足というふうに試

算をしておりますけれども、このＩＣＵ用のベッ

ドを活用することで一般病床の回転の方にもつな

がると、このように予測をしておりまして、全体

での収支調整は図られるのではないかと期待をし

ております。

次に、農業振興政策についてお答えを申し上げ

ます。モチ米につきましては、議員のお話のとお

り、市町村はでは日本一の作付面１、生産量を誇

っております。平成１８年で申し上げますと ８

４０ヘクタール、１は ２００トンの収４量とい

うことであり、道内生産量の３分の１に当たりま

す。これまでも生産者、ＪＡ、行政一体的に取り

組み、生産性や品質の向上のため水稲の各種試験、

米施設利用料発助や米施設整備の支援に取り組み、

産地評価を高めながら、実需者ニーズに対応して

まいりました。しかし、３年続いての豊作で価格

が大きく下がり、平成１８年産米１等米の価格は

０００はということであります。さらに、１９

年産の実需要量に関する情報では１０度の自主減

反と厳しい情勢にあります。平成１６年以降米政

策改革に基づき、米づくりのあるべき姿を目指し

て取り組１でまいりました。平成１９年度からは、

予算に計上した名寄産米振興事業や新産地づくり

対策、中でも販路拡大、消費拡大に向けた取り組

みを関係者一丸となって取り組み、日本一のモチ

米生産団地として産地の確立を図ってまいります。

次に、野菜の導入による経営安定対策について

お答えをいたします。道北の冷涼な気候と寒暖の

差を生かした品質のよさから、アスパラ、カボチ

ャは全国の市場で産地として高い評価を得ており

ます。アスパラに関しては、平成１４年以降低収

量要なを探るべくアスパラ度収プロジェクトを立

ち上げ、圃場実態、計画更新、コスト算出、販売

戦略の各チームにおいて調査研究を重ね、今年度

において一定の方向を示すべく「名寄アスパラ度

収革命」と題したマニュアルを発行し、産地確立

を目指すこととしております。また、市場や消費

者ニーズにこたえるため平成１８年度、ＪＡ道北

なよろで実施をいたしましたアスパラ集出荷施設

に対し、国の元気な地域づくり交付金及び市のア

スパラ自動選は施設整備事業発助金で支援してき

たところであります。カボチャについては、御質

問のとおり道内第２位の作付を誇り、さらに面１

の拡大が見込まれます。課題として収４後の農家

及びＪＡの保管スペースの問題があり、施設の整

備について協議をしております。
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新たな振興策のお尋ねでございますが、ＪＡ道

北なよろの青果部では未３０種に及ぶ青果を扱っ

ており、品目を絞っての対応も考えております。

アスパラ、カボチャ以外で食用バレイショ、ナガ

ネギ、トマト、ピーマン、花卉、ユリネ、イチゴ

を振興作物として位置づけ、さらなる振興をして

まいります。

施設園芸についてお答えをいたします。当市に

おいては、施設園芸は水稲との複合経営や規模の

小さい農家及び新規参入者が取り組１でおり、品

目ではアスパラの促成、軟白ナガネギ、ユリネ、

トマト、ピーマン、花卉等で、平成１８年の販売

実億で未５はは、青果販売全体の２５度に達して

おり、重要な位置を占めております。御質問のと

おり、初期投資はハウスの施設設置や種苗、球根

など投資が大きいのが実態でありますが、少ない

面１で大きな所得を確保できることもあり、農業

・農村振興計画の中において振興作物と位置づけ

しております。支援といたしましては、農業振興

資金の低利融資、新産地づくり交付金での加算措

置、また農村青年が新規作物を導入する場合は農

業青年チャレンジ事業を創設し、支援をしていく

ことにしております。

次に、地産地商についてお答えをいたします。

本年度策定をいたしました名寄市農業・農村振興

計画とあわせて地産地消推進計画も策定しており

まして、地域の畜産物の地域での消費拡大は農家

経済の安定や農業の持続的発展と商業、工業、観

光との未携による地域経済の活性化に寄与すると

も考えており、取り組みの指標を掲げ、市内商店、

飲食店、ホテル、食品加工業等と未携協力し、名

寄市地産地消推進協議会（仮称）を立ち上げ、取

り組みの拡大を図ってまいります。

次に、商工業の振興についてお答えいたします。

ポスフールの名寄郊外地区進出は、大型店の面１

占有率からも大変脅威なものと受けとめておりま

す。昨年市民１００数による策定をいたしました

総合計画におきましても、これらのまちづくりの

根底から崩れるものと思っております。中心街に

商業が集１したまちづくり３法の趣旨を生かした

まちづくりに取り組１でいるところであります。

中心市街地活性化基本計画は、平成１２年５月に

策定され、これまでアーケードの大規模改修、歩

道、街路灯、融雪槽、ポケットパーク、ポイント

カード事業などを実施してまいりました。しかし、

ＪＲ駅前周辺における拠点施設の整備計画、３条

６丁目再開発事業などは、準長期的な事業として

未実施となっております。この中心市街地活性化

基本計画は、昨年のまちづくり３法の改正により

まして国の発助事業を取り込１で行う場合は見直

すことが必至となっております。今後の作業とい

たしましては、中心市街地活性化に関する法律に

基づいて基本計画を作成することになりますが、

作成に当たっては商工会議所が中心となって進め

る中心市街地活性化協議会の意見を聞くことなど、

これから組織される協議会とも十分未携を図りな

がら、作業を進めてまいりたいと考えております。

次に、特は用途地区の設定についてお尋ねがご

ざいました。今回の特は用途地区の設定は、名寄

市全体の土地利用によるまちづくりを考えており、

これから数口減少、少子高齢化を迎えるに当たり、

将来的にも道北の中核都市として持続可能な都市

を構築するために土地利用制度の規制によりコン

パクトなまちづくりを進めるものであります。徳

田地区につきましては、現在の工業地域を大きく

変更してしまうわけではなく、今回進出を計画し

ているような床面１が１は平方メートル以上の巨

大な商業施設などを規制するもので、工業地域に

現在ある施設のほと１どが規制外であります。今

後も名寄市規模の都市では、計画している建築制

限条例による影響は少ないと考えております。徳

田地区の開発については、長年懸案でありました

国道４０号の陸橋もなくなりました。市道徳田２

号線の新設工事も進めておりますが、これら環境

の変化が引き金になり、工業施設立地の誘導、道

路の新設、改良など、インフラ整備も検討しなけ
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ればならないと考えております。

次に、冬期雇用研修制度についてお答えをいた

します。今国会で議論されております雇用保険法

の改正案では御指摘のとおりの内容であります。

先月北海道労働局及び北海道から示された現段階

の概要でも、複数市町村による協議会による取り

組みに対し国が委託し、実施するというものであ

ります。１協議会当たりの事業規模もおおむね

０００はは程度、国は８００ははを委託費として

見込む予定であります。これに北海道、市、それ

ぞれ１００ははずつの事業規模ということのよう

でございます。具体的な要領等は法案成立後にな

りますが、４月周知、６月受け付け、９月選定、

１０月委託という手順が想定されております。広

域での取り組みが求められますので、今後近隣市

町村とも十分な協議が必要であります。道や名寄

職安との未携も強化して対応してまいります。

次に、国の通年雇用奨励金制度につきまして、

従前どおり存続される方向にありますが、新制度

化においては新規もしくは拡充が予定されている

ものもあります。しかしながら、全額が支給され

るものではなく、引き続き雇用主の費用８担が伴

うことであります。これらの内容等についてもし

っかりと対応してまいりたいと考えております。

３０年間継続されました国の季節労働者政策に

ついては、平成１９年度より大きく方向展開をさ

れるものでありまして、これらにかわる有効な制

度の創設に向けて今後も検討してまいりたいと考

えております。

次に、懸案事項について、１番目の高速道路の

進捗状況についてお答えをいたします。北海道縦

貫自動車道士は剣淵―名寄間２４キロメートルの

うち士は剣淵―多寄間についての１２キロ、昨年

２月の第２回国土開発幹線自動車道建設会議にお

いて決定をし、昨年８月に中心くい打ち式が行わ

れ、いよいよ事業として動き始めました。ここに

至るまでの期成会構成市町村と議会、高速道路を

実現する住民の会による国や関係機関に対する要

望活動で、医療に関する救急搬送や観光振興、各

種産業活動への必要性を地域の実情として訴えて

きたことの成果と思っております。昨年の調査測

量に引き続いて、１９年度は用地測量と士は剣淵

インターチェンジ付近の一部本工事を行うべく検

討中と聞き及１でおります。平成２０年度には本

格的な工事が開始されるよう期待をしております。

高速道路の機能役割から、全線の完成がなくして

その効果は十分に発揮されませ１。決定区間の整

備促進と名寄インターチェンジまでの整備区間決

定による事業化実現の要望活動を続けてまいりま

す。

次に、サンルダムの早期本体着工について、サ

ンルダムを含む天塩川水系河川整備計画策定は、

平成９年の河川法改正で広く住民の意見を聞き、

計画に反映させるための機関として天塩川流域委

員会が平成１５年に設置され、昨年の１２月まで

およそ２０回の議論を重ねて、方向が出たところ

であります。このことを受けて、平成１９年１月

には原案の縦覧、説明会、意見募集、そして去る

２月２７日、公聴会が開催されたものであります。

名寄会場でも多くの参加者の皆さ１から計画原案

に沿った整備計画を早期に推進すべしというよう

な意見が述べられているというふうに聞いてござ

います。天塩川流域の安全と安心のため、一刻も

早くサンルダム建設をするよう私どももこれから

もしっかりと期成会等の要望行動を続けてまいり

たいと考えております。

次に、バイオエネルギーの取り組みについてお

答えを申し上げます。植物は、太陽光エネルギー

を受け、水と炭酸ガスで有機資源を生成をいたし

ます。この植物の有機資源がバイオマスと呼ばれ、

これらを利用するエネルギーがバイオマスエネル

ギーということであります。バイオマスは、て１

菜、トウモロコシ、サトウキビなどの生産資源系

と稲わら、家畜ふ１尿、建築廃材、水産加工の残

渣、家庭ごみなどの未利用資源系に分類されてお

ります。名寄市内においても生産資源系の農産物
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を原料とするバイオエネルギーの生産拠点を目指

すべきとの考え方から、昨年１１月２７日にアグ

リエネルギーＥ―１０研究会が設立をされたとこ

ろであります。都合３回の研究会を持っておりま

して、私も会員として参加をし、学習をしている

ところであります。これらの資源をエネルギー活

用することで、二酸化炭素の排出規制による地球

温暖化防止や１次産業の基盤強化、地域エネルギ

ーとしての新たな産業の創出、こういったことを

研究課題としているところであります。これらの

研究会の動向を注視しながら、既に国内、北海道

内における地域のバイオマスが利活用されている

事例をしっかりと研究をし、名寄市の特性を生か

せる事業に結びつける方向性について研究が続け

られるよう期待をしております。

次に、具体的な取り組みと目標を持つべきでな

いかという御提言でございました。未利用資源系

である食用廃油を再生したバイオディーゼル燃料、

二酸化炭素の排出量がカウントゼロであり、地球

温暖化防止などの環境に優しい燃料であると、こ

のように認識をしております。本年度からスター

トする名寄市総合計画で基本目標の自然と環境に

優しく快適で安全なまちづくりの中で、主要施策

として１に環境との共生、２に循環型社会の形成

を記載しております。食用廃油の利活用によるバ

イオディーゼル燃料化は、この基本目標、主要施

策とも合致しており、実現、推進すべき事項であ

ると思います。今後市内及び近郊において食用廃

油の収集量や安定した収集が見込めるか、自動車

燃料としての需要などについて調査しなければな

らない事項がございます。御提言あった率率市で

の状況や道内自治体で導入している滝川市、旭川

市、白老町、さらに他の民間事業者の状況を把握

をし、課題や普及促進の方法について研究をして

まいります。

次に、駅前再開発事業の取り組みについてお答

えをいたします。町中のにぎわいは、今年度の市

政執行方針、活力をもたらす産業の振興の大きな

柱であります。また、名寄駅前、３条６丁目、市

立総合病院の縦のラインは、本市のまちづくりの

上からも欠かすことのできないラインの一つであ

ります。駅前の市有地につきましては、平成１２

年度に策定された中心市街地活性化基本計画にお

きましても交流の核となる拠点機能の整備事業の

予定地として考えており、バスターミナルを含１

だ複合交流施設の交流のもとで考えられておりま

した。駅前付近のバス停留所は、現在道北バス、

名士バス、ＪＲバスなどの乗り入れ、名寄―率率

都市間バス、名寄線代替バスなどを含めた地方路

線バスとして市内循環バスを含めて６カ所で１日

１０９本の乗降となっております。これをまとめ

ることによって、市内循環バス、地方路線バスと

の接続も容易となり、便利にしていこうという考

えを持っております。これまで幾度か関未バス会

社とも協議をしてきておりますが、１カ所にまと

めることについては好意的な考えを示していただ

いております。これからも庁内議論も含め、しっ

かりと取り組１でまいります。

次に、住宅マスタープランの見直し、まちなか

居住についてお答えを申し上げます。住宅マスタ

ープランの策定は、本年名寄地区に対する見直し

と風未地区の新たな計画を策定するものでありま

す。当初計画では平成１９年度の交付金事業で実

施のため、発助申請の関係上策定作業は７月ごろ

の開始予定でありましたが、平成１８年度の合併

発助金での事業が可能となりましたので、４月よ

り作業を開始し、年内に終了させる予定でありま

す。

まちなか居住の推進につきましては、多世代の

数が町中に住み、町中に活気を見出していくため

新住宅マスタープランにおいては重点施策として

位置づけ、都市計画マスタープランと未携を図り、

具体的な検討課題として策定委員会へ諮ってまい

ります。また、具体的なまちなか居住として現在

計画中であります北斗、新北斗団地の建設建てか

えに伴い、総合福祉センター西側に（仮称）南団
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地３４戸を本年度に実施設計し、平成２０年度に

工事着手をいたします。

次に、駅前に（仮称）総合ビル建設のお尋ねに

お答えをいたします。中心市街地活性化基本計画

では、これまで分散されてきた施設を中心市街地

に１極的に誘導することが必要であると考え、多

くの事業が計画として挙げられております。ただ

いま御提案の駅前の開発事業につきましては、中

心市街地の商店街の動きとあわせての構想と伺い

ました。中心市街地機能の魅力、拠点性の強化な

どが言われており、新しい名寄市総合計画におい

ても都市基盤整備と一体となった商店街の環境整

備、交通体系と未動した複合的施設整備が言われ

ておりますので、まさに計画そのものとの感じを

受けたところであります。今後活性化協議会の意

見を聞き、中心市街地活性化基本計画づくりを進

めてまいりますが、御提案のありました市民が集

う場、施設の必要性を十分に理解させていただき

ながら、共同の作業を進めてまいりたいと考えて

おります。

なお、国、道の支援等については、十分に研究、

検討をしてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大項目７、〇教育長（藤原 忠君）

継続懸案事項のうち（３）、新天文台の早期建設

に向けてと大項目１０、教育行政執行方針につい

て御答弁申し上げます。

まず初めに、新天文台の早期建設に向けての現

在の取り組み経過と予算についてお尋ねがござい

ました。名寄市は、地理的にも天体観測活動に最

も大切な自然条件を満たした環境に恵まれており、

木原天文台の大きな功億を残す活動は全国の天文

同好会から注視されているところでもあります。

今回新市の総合計画の中で前期事業として位置づ

けられたことから、その具現化に向けて、去る２

月２３日、市長と私が上川支庁、旭川土木現業所

を訪れ、新天文台建設に係る指導、助言を含めて

協力要請をしたところ、地域性を生かした魅力あ

る計画であり、ぜひ建設が実現するよう協力した

いとの見解をいただいたところでございます。

同日北海道大学にも協力要請をお願いしてまい

りました。事務局長のお話によりますと、北大の

現状では大学を維持する資金以外に新しいものを

建てる予算の捻出は難しいとの見解を述べながら

も、新しく開学された宇宙理学専攻には天文設備

がなく、名寄市の施設や技術的な研究協力に感謝

の意を表しておりました。また、理学研究科の教

授陣からは、名寄市の観測条件や高度な技術によ

りいろいろな成果を上げていることから、平成２

０年度の文科省予算に対して天文設備に関する研

究費等を要求していきたいとの話がされたところ

であります。北大との協定締結による取り組みの

成果としましては、大学院生の実習及び共同研究

から三つの太陽系外惑星の検出に成功、また金星

紫外線撮影の成功に伴う論文を惑星学会に発表し、

大きな実億となりました。その成果などにより、

金星探査機のカメラテストも名寄市にて行うこと

が決定しております。

名寄市としての新天文台建設の財源等につきま

しては、合併特例債の枠の中から５ははを想定し

ているところでございます。

次に、完成年度の時期について御質問をいただ

きました。新天文台建設の現段階の計画としては、

施設設備や平面プランの調査等を平成１９年度中

に行い、平成２０年度着工、平成２１年度完成予

定と考えております。天文台建設で一番時間がか

かるのは、望遠鏡の鏡作製でございまして、直径

１メートル以上の鏡では最低でも２年間の製作期

間が必要となります。それらのことを踏まえ、新

天文台建設計画が順調に進めば、平成２１年度末

に完成を見込１でいるところでございます。

次に、施設のイメージについてお尋ねがありま

した。日本国内で最大の望遠鏡を有する兵庫県立

西はりま天文台は、２メートルの望遠鏡を導入し

ておりますが、周辺の都市化により夜空は名寄と
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度べると格段に悪いことなどを考え、当市の天文

台建設は望遠鏡の大きさではなく、国内最高の星

空条件を生かした日本一星がよく見える天文台、

これを目指してまいりたいと考えております。現

在北海道大学と相互協定が結ばれており、研究協

力による大きな成果を上げているところですが、

新しい天文台が建設されることで現在の機器では

手の届かなかった世界的発見が可能となり、その

成果を直接市民や学校教育等に生かすことが可能

となり、研究者による天文学習の実施や名寄大学

と北大との交流、未携にもつながるものと考えら

れます。

施設設備では望遠鏡の大きさは１メートル５０

センチ程度を目標として、展示資料室、レクチャ

ールーム、プラネタリウム館等を備えたものとし、

特にプラネタリウム館は従来の番組投影だけでは

なく、望遠鏡からの映像をリアルタイムで投影し、

多くの来館者が待ち時間を有効に活用できる空間

として生かせる設備を想定しております。さらに、

大きな特色の一つとして、光ファイバーの高速回

線を生かした遠隔事業や天文現象を瞬時に情報発

信など国内外から注目される天文台となるよう、

施設規模、機器設備、平面配置等についても北大

と十分に協議してまいりたいと考えております。

次に、完成後の交流数口や経済効果等の見解に

ついてお尋ねがありました。新天文台建設による

交流数口といたしましては、年間１は ０００数

から２は数を想定しておりますが、毎年起きる天

文現象は世界的にも年々数気が上昇し、宇宙への

関心が高まっていることから、このような天文現

象が見られる場合、さらに多くの交流数口が予想

されます。ただいま小野寺議員からもお話がござ

いましたように、旭山動物園の爆発的な交流数口

の流れを日本一星空がよく見える新天文台につな

がるよう努力していきたいと考えております。さ

らに、新天文台が建設されることにより道立公園

サンピラーパーク、健康の森等の相乗効果が期待

されることから、名寄市全体の経済効果にも好影

響を与えるものと期待しているところであります。

次に、大項目１０、教育行政執行方針について

お答えを申し上げます。まず初めに、教育基本法

の改正と名寄市の教育行政の考え方についてお尋

ねがございました。教育基本法の改正につきまし

ては、御案内のとおり昨年１２月１５日に国会で

可決、成立し、同月２２日に公布、施行されたと

ころであります。見直しが図られた主なものは、

一つには個性の伸長、豊かな心の育成、グローバ

ル化や男女共同参画など社会の変化に対応した学

校教育の確立であり、二つには公共心や伝統文化

を尊重し、それらをはぐく１できた国や郷土を愛

する態度の育成であり、三つには生涯学習社会の

実現などであります。

特にただいまは規範意識の育成についてお話が

ございました。昨年来いじめ、またいじめによる

自殺、高校生による親の殺害事件、また出会い系

サイトやインターネット等による青少年の痛まし

い事故が後を絶たない状況にあります。名寄市教

育委員会といたしましては、毎年９月、１０月を

命の強調月間として定めるなど、生命に畏敬の念

を持ち、他を思いやる心の育成にこれまでも努め

てきたところであります。しかし、近年の規範意

識が著しく低下した社会的風潮から、子供を守る

ためにもモラルの高揚、さらには数としてのあり

方、生き方指導について今後小中学校における道

徳教育の充実、望ましい集団活動、またボランテ

ィア活動などの体験学習を通して、他を思いやる

心を育てるとともに自分をしっかり律することの

できる倫理観の育成に努めてまいりたいと考えて

おります。

また、教育再生会議の第１次報告では、ただい

まお話のございましたゆとり教育の見直しについ

ても提言がございました。具体的には基礎学力強

化プログラムとして、授業時数１０度度、基礎教

科の充実、発展的学習や発完的学習の充実など、

学力の向上に向けた学校活動への取り組みや制度

の改革について提言されております。これらの中
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には既に取り組まれているもの、さらに充実しな

ければならないもの、また新たに取り組むものな

ど多岐にわたっておりますが、今後新しい学習指

導要領の策定に当たってどのような教育活動の指

針が示されるのか議論の推移を見守ってまいりた

いと考えております。

名寄市教育委員会といたしましては、教育基本

法で新たに示されたことから、また教育再生会議

でのさまざまな提言を当面する課題として率直に

受けとめ、改訂の学習指導要領の中でできるだけ

の努力をしてまいりたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと思います。

次に、小中学校の適正配置につきましては、そ

の計画策定検討の第１段階として、小中学校の適

正規模、適正配置の基本的な考え方について名寄

市小中学校適正配置等検討委員会に諮問しており

ましたが、２月６日に適正規模に関する基本的な

考え方について及び適正配置に関する今後の検討

方法についての提言報告がありました。その内容

は、市街地区における学校規模については小中学

校ともに１学級２０数から３０数で１２学級、児

童生徒数３６０数程度が望ましい規模とする基本

的な考え方と、学校配置のあり方については教育

委員会としての方針及び具体的な提案を受けて、

再度協議検討するというものであります。今後は、

現在策定検討中であります名寄市教育目標を基本

にして、２０年、３０年先を見据えた長期的な展

望に立った適正配置について教育委員会としての

基本的な方針、方向性を示す中で、検討協議の素

材となる複数の具体的な配置案を作成して、再度

適正配置等検討委員会に諮問し、検討委員会を核

にして幅広い市民議論をいただきながら、適正配

置計画を策定してまいりたいと考えております。

現在は耐震化事業優先度調査が終わり、まず耐震

診断を実施すべき優先順位についての目安ができ

た段階でありますが、今後は市の財政状況等を億

案しながら、将来を見据えた学校配置のあり方と

老朽施設の改築、改造事業や耐震化事業をどうバ

ランスよく計画的に進めていくか検討を重ねなが

ら、学校教育施設整備計画を策定してまいりたい

と考えております。

次に、（３）、子どもの読書活動推進計画につ

いてお答え申し上げます。子どもの読書活動推進

計画につきましては、今年度子育てや教育機関、

図書館に関係する２２名の方でワーキンググルー

プを設置し、意見交換を重ねて素案を作成し、図

書館協議会において審議をした後、今年２月１日

から２１日の３週間市民の意見を募集いたしまし

たが、特に意見、提言もないことから、今月開催

予定の教育委員会に諮り、４月以降具体的な取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

最初に、家庭における具体的な取り組みについ

て御質問をいただきましたが、このことにつきま

してはワーキンググループの意見交換でも大きな

課題となったところであります。家庭での読み聞

かせや親子で読書を楽しむ環境づくりへの取り組

みとしては、一つには保護者を対象にさまざまな

機会をとらえて子供の読書の大切さを伝え、親子

での読書を勧めるなどの啓発活動を行っていくこ

と、２点目は保護者を対象に子供の本についての

知識を深めるための講演会や講座、地域活動への

参加を呼びかけていくこと、３点目は子供の本に

ついての情報提供に取り組１でいくことなどの意

見集未がなされ、子供や保護者が集う施設におい

て１極的に家庭への啓発行動に取り組１でまいり

たく考えているところであります。

次に、朝読書についてでございますが、朝読書

は全校で実施しており、その内こは五つの中学校

すべてが毎日、小学校は週１回が３校、週２・３

回が６校、週４回が１校となっております。朝読

書の成果につきましては、子どもの読書活動推進

計画策定時に行った各学校図書担当者へのアンケ

ートによりますと、本を読むようになるが４校、

本が好きになるが３校、落ちつきが出てきたが５

校、本を読むことへの抵抗がなくなったが２校、

遅刻の減少が１校、感情が豊かになるが１校など
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など、いろいろな面でその効果があらわれてきて

いるとの評価がされておりますので、各学校がそ

れぞれ工夫を凝らしながら、朝読書を継続して取

り組むよう指導していきたいと考えているところ

であります。

最後に、読書環境の整備について御質問いただ

きました。子どもの読書活動推進に関する法律の

基本理念は、すべての子供があらゆる機会とあら

ゆる場所において自主的に読書活動を行うことが

できるよう１極的にそのための環境整備が推進さ

れなければならないと、このようにされておりま

す。そういう中で、地域社会全体で環境整備を図

っていくことが大切であり、子供や保護者が集う

施設での読書環境の整備に御理解がいただけるよ

う啓蒙啓発に努めることとあわせて、図書館とい

たしましても昨年は電算化システムが完成し、１

２月１日にはオープニングセレモニーが実施され

ました。これらを機に個数はもとより施設及び団

体への貸し出し配本への強化、移動図書館等の巡

回など、本に接する機会の強化に努めてまいりた

いと、このように考えております。

以上でございます。

小野寺議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ御答弁を〇３５番（小野寺一知議員）

いただきましてありがとうございました。

まず、時間も余りございませ１ので、要望を含

めながら何点かについてお伺いをしておきたいと

思います。１９年度の市政執行方針のことしの行

政運営のポイントについては、先ほど市長の方か

ら三つのポイントを言われましたけれども、私も

そのとおりだというように考えております。市民

との協働であるとか、あるいは行財政改革の推進、

あるいは産業の振興について、この３点について

しっかりとした足取りでもって進まれることがこ

の地域に対する一つの活力といいますか、振興に

結びついていくのだろうというように考えており

ますので、ぜひそれはお願いをしておきたいとい

うふうに思います。

ただ、１９年度の予算の関係なのですが、これ

も要望ですが、財政が厳しい状況には変わりがな

いのは先ほども市長からお話があったとおりでご

ざいまして、そういった意味から私は今旧風未町

も旧名寄市も一つの新しい名寄のまちだと言いな

がらも、道の駅であるとか中心市街地の開発の問

題だとかと大きな事業が風未地区の事業としてこ

としの予算に組まれているわけでして、それが決

して均衡ある形には市民の目線で見たときに見え

ないという、そういう話が出てくるものですから、

私はできるだけこれらについては、合併特例債に

しても過疎債にしても、いずれにしても起債であ

ることには間違いないわけでして、そういった意

味からできるだけコンパクトに抑えていくことが

必要だろうというように考えているところでござ

います。

たまたま先日１９年度の予算が発表されました

けれども、そのときには風未地区の市街地再開発

事業１は ６８４は ０００はが予算計上された 

わけですが、それに総事業費として２４は ００

０ははが予定されているわけです。それが発表に

なって、つい先日もう既に２６は ０００ははと

２ははの度額になっているという、そういうこと

があるわけでして、これは何かと聞きますと床面

１がふえたことによることだという、いろいろあ

るのですが、そういうようなことでもって長期計

画の中ででもやはり２ははというとかなり大きな

金額にもなるものですから、何カ月もたたないう

ちにこういう計画が変わるというような、そうい

うことは私はやっぱり理解はできないというよう

に思いますので、ぜひコンパクトな事業計画の中

で進めていただければありがたいというようにお

願いをしておきたいというように思います。

（何事か呼ぶ者あり）

それでは、要望が〇３５番（小野寺一知議員）

多いようですので、ぜひこの点についてお答えを

いただきたいというように思います。

それで次に、特は用途地域の設定の件なのです
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が、先ほども木戸口議員の質問の答弁な１かでも

お伺いをしておったのですが、出店計画を阻止し

た段階では４件ある地権者の中、あるいは他の方

からの訴訟というのが考えられるというようなお

話もあって、それらについては云々いろいろ話あ

りましたけれども、私はその４件の地権者であろ

うともその地域に住む数たちは名寄の市民なわけ

です。今までもこの名寄市の基盤づくり、地域振

興のために未１０６年間ぐらいの努力をしながら、

名寄のまちに協力をいただきながら住１でいたと

いう経緯も含めて考えたときには、安易に訴訟で

あるとかそういうことはやはり考えるべきではな

いというように私は思うのです。ですから、私は

この出店計画が阻止された段階では、それらの地

域の面１は名寄市が買い上げて、そして名寄市の

将来の地域振興に結びつく施策というものをつく

っていくべきだというように私は思います。そこ

ら辺を含めてお願いをしておきたいというように

思います。

（何事か呼ぶ者あり）

それから、季節労〇３５番（小野寺一知議員）

働者の関係なのですが、先ほどお話で今努力をし

ているという、未携を進めていくという話でござ

いました。ぜひ通年雇用制度の確立に向けて、道

や国、そして名寄市の共同の立場でもって季節労

働者が通年雇用できる、あるいは支援できる制度

というものを前向きにとらえて進めていただきた

いというように、これはお願いしておきたいとい

うように思います。

（何事か呼ぶ者あり）

静かに。〇議長（田中之繁議員）

それから、天文台〇３５番（小野寺一知議員）

の関係なのですが、いろいろと具体的に御答弁を

いただきましてありがとうございました。ぜひ将

来の夢として、旭山動物園に匹敵するような数の

流れができるようにやっていきたいものだという

ようにこれは願っているところですが、今その天

文台の応援団体といいますか、天斗夢視という天

文サークルがもう既にできてから２０周年を迎え

るわけです。そして、そのサークルが今まで木原

天文台をサポートしてきたのですが、新しい天文

台ができることによって、それらをさらにそのサ

ークルをＪＣだとか、あるいはいろ１な卒業生を

含めて組織を大きくしていって、新しい天文台を

サポートしていこうという、そういう協力体制が

少しずつできてきているというように見るもので

すから、私はそういう数たちを、１極的なボラン

ティア活動に参加する数たちを育成するという、

そういう姿勢が大切だろうというように思います

ので、ぜひこの点についても何か考えがあればお

伺いをしておきたいものだというように思います。

それから、食用廃油の活用については、ぜひ早

急に具体的な取り組みをしていただきたいものだ

というように思います。市民の理解さえあれば、

そ１なに難しい問題ではないと思うのです。ペッ

トボトルに使った油を入れておいて出していただ

ければ、それを回収してきてＢ２Ｆに転換すると

いうそれだけのことですので、そ１なに難しい問

題ではない。しかも、かなり有益な一つの資源に

なってくるのではないかというふうに考えますの

で、ぜひ対応を図っていただきたいというように

思います。

それから、駅前の再開発の問題で、（仮称）総

合ビルの関係なのですが、先ほど教育長のお話で

朝読書だとか読書活動の推進ために親の教育も含

めて本に親し１でいただくことが非常に大切だと

いうようなことで、これから進めるようでありま

すけれども、子供たちあるいは親も含めて読書に

親しむというのは、口で言うのは、言葉では簡単

なのですが、実際にやることは非常に難しい部分

ございまして、私はそれらはそういう環境に入る

ことによって自然にそういうのが身についていく

という環境づくりをしていかないといか１と思う

のです。そういった意味では、私は先ほど駅前の

（仮称）総合ビルと言いましたけれども、その中

にその図書館のサテライト的なミニ図書館という
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ものをつくって、そして子育て支援センターを初

めとする親子で楽しめる場所、そしてミニサロン

としてお年寄りが集まって楽しめる場所、それを

フラットな空間の中でつくることが子供たちにも、

そしてお母さ１方も、そしてお年寄りも一緒に接

することがこれからの子供たちの数格形成にはぜ

ひ必要な課題だというように私思うものですから、

ぜひあわせてそこら辺のことも御検討をいただき

たいものだというように思います。

そしてまた、総合ビルについては、大学生が交

流を図れる場にもなるのではないかというように

も考えております。といいますのは、これは看護

学生が来て、お年寄りの血圧をはかってあげるだ

とか、あるいはまた栄出学科の生徒が来て、健康

食品の試食会を開くだとか、あるいは考え方を述

べるだとか、そういうことも考えられることでし

ょうし、また社会福祉学科の生徒が来て、介護予

防についての指導をするとか、いろいろそういう

面で考えていける施設だというふうに私は考えて

おりますので、ぜひそういう具体的なものを頭に

描きながら、この構想を進めていただればありが

たいというふうに思います。それをすることによ

って、駅前の景観がまた変わってくるということ

も言えると思いますので、ぜひその景観も含めて

まちの活性化に向けての努力をしていただきたい

ものだというように思います。

それから最後に、教育行政に関して先ほど教育

長からお話ありましたけれども、規範意識の高揚

については非常に大切な問題だというふうに思い

ますので、ぜひ子供たちに規範意識が徹底される

といいますか、今ないとは言いませ１けれども、

今以上に規範意識というものが、要するに命は大

切だ、数とのコミュニケーションも大切だという、

いろ１なそういう規範意識が持たれるような、そ

ういう指導というものを強くお願いしておきたい

というように思います。

何点かだけちょっと御答弁をいただいて、終わ

ります。

時間がないので、簡潔〇議長（田中之繁議員）

にお願いします。

（何事か呼ぶ者あり）

何点かの再質問をいた〇市長（島 多慶志君）

だきました。市街地再開発風未地区の事業につい

ては、木戸口議員にもお答えをしておりますが、

まだ公共的に使う面１等については確定をしてお

りませ１。交流施設等、あるいは診療所施設等、

健康づくりも含めての施設等の面１等がなお流動

的であります。さらに、ＪＡの使うストアの面１

等も変動が想定をされます。これらの事業につい

ては、すべて市の事業ではありませ１ので、民間

の皆さ１方との協力の中で公共で幾ら面１を占有

するかと、こういうことで事業費については変動

があるということを御理解をいただければと思い

ます。

徳田地区の用途地区の設定に伴う出店等につい

ては、まだ想定がなかなかできませ１けれども、

出店が中止になった場合の地権者の要望としては、

先日の説明会の中では何とか買い取ってほしいと

いうようなお話がありました。しかし、現在の仕

組みでは市町村が農地を購入するというのは研究

施設等目的がなければ農地の移動は許可されない

わけでありまして、工業団地としての開発計画を

しっかりと持つことができるのかどうか、そうい

うことも含めて検討してまいりたいと、こ１なふ

うに考えているところであります。

天文台の関係につきましては、当然こうした施

設をつくって配置している職員というのは限られ

ておりますから、いろいろなイベント通じて今ま

でも支えていただいております同好会、あるいは

青年会議所等の皆さ１との未携を図りながら、し

っかりとしたバックアップを保てるように対応し

ていきたいと考えておりますし、食用油につきま

しては、先ほどの答弁でも触れましたけれども、

市民の協力がなければこれは事業化できないと、

こういうことであります。しっかりと環境に優し

いまちづくりということも含めて調査研究を進め
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させていただきたいと思っております。

あと、最後の駅前のビルにつきましては、当然

教育的なそういう利活用を高めることも意見とし

ては理解をしておりまして、これらの中でそうい

うスペースの配慮についても協議の場に意見とし

て出させていただければと、こ１なふうに思って

おります。

以上であります。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま読書に親しむ〇教育長（藤原 忠君）

環境づくりについてもお話がございました。新た

に作成されます名寄市子どもの読書活動推進計画

の中でも、これは図書館だけではなく横断的な組

織をつくって取り組むという計画が立てられてお

りますので、さらに実のあるものにしてまいりた

いと、こう考えております。

あわせまして子供たちの規範意識の徹底につき

ましても、再度また校長会等を通しながら、しっ

かりとこの徹底を図るように進めてまいりたいと、

このように考えております。

以上で小野寺一知議員〇議長（田中之繁議員）

の質問を終わります。

１５時２０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０４分

再開 午後 ３時２３分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

新総合計画について外４件を、中野秀敏議員。

議長から御指名をい〇２６番（中野秀敏議員）

ただきましたので、風未クラブを代表して島市長、

藤原教育長に通告順に従い、質問させていただき

たいと思います。

昨年３月２７日の２市町の合併後、はや１年が

経過しようとしています。初代市長として、就任

後今日まで市民の一体感づくり、また新市総合計

画の策定等々、さまざまな諸課題に向け、住民福

祉の向上に尽力いただいていることに感謝を申し

上げ、今後とも合併してよかったと思えるまちづ

くりを進めていただくよう島市長に大いに期待を

するものでございます。先般の臨時議会において

総合計画の基本構想が可決し、今後は五つの基本

目標を柱に基本計画、実施計画に基づきそれぞれ

の事業が着実に展開されることを願うものであり

ます。

初めに、新市総合計画についてお伺いをいたし

ます。今定例会で可決を見ました市民憲章につい

て伺います。市民憲章は、名寄市のまちづくりの

基本であり、今後３０年、５０年と後世にしっか

りと受け継いでいかなければなりませ１。この市

民憲章を全市民に親し１でもらうために、どのよ

うな推進運動を行うのかお伺いをいたします。

次に、前期５カ年における１９６事業、２９９

は ６００ははのうち、特に投資的事業１８０は

はについては年度はの計画を定める必要があると

考えるところでありますが、その手法についての

考え方をお聞かせを願いたいと思います。

また、年度は計画の策定に当たっては、過去に

名寄、風未両地区において先送りされた事業等を

考慮し、緊急度合いを考えるべきと思いますが、

その考え方についてお伺いをいたします。

次に、地域を核としたまちづくりを推進するに

当たり、特性ある地域づくりについての考え方を

お伺いをいたします。

また、行政運営に対する市民の参画を促進する

上で、住民自治、住民参加のまちづくりの具体的

な手法についてをお伺いをいたします。

総合計画における投資的事業においては、名寄

市における将来数口推計に基づき平成２８年度に

おいては２は ４６３数というふうに見据えてい

るところでございますけれども、数口に見合った

施設をつくり、維持管理費の捻出の考え方につい

て過大投資の配慮も含めてお知らせを願いたいと

思います。

次に、参画と協働による新しいまちづくりの理

念や仕組みを定める自治基本条例については、平
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成２０年度をめどに制定とありますが、今後の具

体的スケジュールについてお知らせを願います。

平成２０年度までに戸籍システムの導入、平成

２１年度には電算処理による運用開始を目指して

いるところでございますけれども、今後における

窓口ワンストップサービスの取り組み方について

お伺いをいたします。

次に、市民が主体のまちづくりのためにはボラ

ンティア団体、ＮＰＯとの未携が不可欠でありま

すが、これらをどう市民に浸透させ、推進を図る

のかお伺いをいたします。

２番目に、行財政改革についてお伺いをいたし

ます。行財政改革において行財政改革推進計画策

定委員会が策定した推進計画案の内容が推進検討

委員会で確認されたところでありますが、初めに

公債費管理における財政の健全化をどのように図

るのかお伺いをいたします。

次に、中期財政計画では平成１９年、２０年度

で１０は ０４０はは、平成２１年、２２年度で

は４は ２８０ははの財源不足が生じ、基金を取

り崩して対応する考えですが、調整財源を最小限

にする方策の見通しについてお伺いをいたします。

次に、今年度より導入される新型交付税を含む

歳出歳入一体改革についての考え方をお知らせ願

います。

また、行財政改革推進計画の策定に当たり職場

議論が行われたわけでございますけれども、職場

議論がどのように推進計画の中に反映されている

かをお聞かせを願います。

次に、健全財政の運営には歳出の削減はもとよ

り歳入確保のための新たな方策の検討をどのよう

に考えるかお伺いをいたしたいと思います。

次に、総合計画の進行管理において市民の視点

による評価の仕組みづくりをどのように行うのか

お知らせを願いたいと思います。

３番目に、大型店出店についてお伺いをいたし

ます。大型店の出店については、今日まで２回の

議員協議会において経過の報告を受けているとこ

ろでございますけれども、平成１７年２月、地権

者との売買契未締結、平成１７年８月、上川支庁

との協議、平成１８年５月、商工会議所等の支援

要望がなされた状況を踏まえ、行政としての対応

のおくれがなかったのか改めてお伺いをいたした

いと思います。

次に、総合計画にある市民協働のコンパクトな

まちづくりの推進は当然のことであり、地域を守

り、均衡のとれた振興策を推進するために、将来

に禍根を残さないためにも行政としての指導力が

求められると考えるところであります。特は用途

地区を定めるに当たり、市民の合意形成に向け、

どのような取り組みをするのかお知らせを願いま

す。

次に、既存商店街においては、厳しい中にもそ

れぞれが経営努力をしているわけでございますが、

行政としての商工業振興の見直しをどのように図

るのかお伺いをいたします。

また、中心市街地の活性化の施策をさらに進め

るべきと考えますが、この点についてもあわせて

お伺いをいたします。

４番目に、農業関係についてお伺いをいたした

いと思います。新産地づくり交付金については、

旧市町の水田農業推進会議が統合し、交付金の活

用が一本化されたところでございますけれども、

交付金配分の基本的な考え方についてお知らせを

願います。

５番目に、教育行政執行方針について教育長に

２点お伺いをいたします。初めに、風未高校につ

いてでありますが、今日まで地区内唯一の高等学

校として長きにわたり住民挙げて存続に向け支援

を続けてきたところでありますが、議会において

も一般質問等で数回議論されたところであります。

今年度においては、出願者数４名、地元の出願者

についてはゼロという残念な状況であります。今

後の再編整備の中において、存続は非常に困難で

あると考えるところでございますが、今後の取り

組み方について教育長の考え方をお伺いをいたし
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ます。

次に、執行方針に述べておられる社会教育施設

の使用料の見直しと指定管理者制度の導入の基本

的な考え方についてお伺いをいたします。

以上、大項目５点についてこの場からの質問を

終わらせていただきます。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま中野議員から〇市長（島 多慶志君）

５項目にわたる質問をいただきました。最後の教

育行政執行方針については教育長の答弁とさせて

いただき、順次お答えを申し上げます。

新総合計画の策定を進める中で、市民憲章をど

のようにするかという内部協議を進めておりまし

た。去る２月２６日開会の臨時市議会で承認可決

をいただきました新名寄市市民憲章につきまして

は、１２名の市民代表の検討委員会からの答申を

受けて提案をさせていただいたものであります。

御質問のこれからの普及活動につきましては、市

が主催する各種行事で憲章を朗唱することを初め

として、市民憲章看板の設置、公共施設への掲示、

市内全世帯への印刷物の配布等を考えております。

また、旧名寄市においては市民憲章推進委員会規

則を定め、１７名の市民代表による委員会を設置

し、啓発活動や実践活動の活動目標を定めて普及

啓発活動に取り組１でいた経緯がございます。新

年度においてこれらの規則や要綱を整備し、具体

的な活動について御提言をいただきながら、一日

も早く市民の皆さ１に御理解をいただき、親し１

でもらえるように努めてまいります。

次に、総合計画の前期５カ年にかかわる事務事

業の年度はに定めた手法等についてお尋ねがござ

いました。また、緊急度合いについてもお尋ねが

ございましたけれども、あわせて一括してお答え

をさせていただきます。新総合計画の前期５カ年

では、一般会計、特は会計、企業会計において実

施計画の事業数は１９６本、事業費概数で２９９

は ６００ははと設定をさせていただいておりま

す。今後事業は事務事業を定めてまいりますが、

中期財政計画との整合性を図るための国調整、総

合計画策定審議会委員の意見、総合計画を考える

懇談会等の市民要望を踏まえた上で、施設の老朽

度や国、道の財源制度、これらの運用と他事業と

の関未など、緊急度合いを考慮して策定をしてま

いります。また、財源の見直しや時代の変遷によ

る市民要望の変化等に対応するため、毎年３カ年

分のローリングを行い、事務事業の調整を図って

まいります。

次に、個性ある地域づくりについて、地域自治、

住民参加のまちづくりの具体的な手法につきまし

ても一括して答弁をさせていただきます。同じ地

域に住むことで、そこには共通の思い、課題、そ

して地域固有の価値観の存在があることと思って

おります。多様な価値観は、決して個数ばかりで

なくて地域にも当てはまるものと、このように押

さえております。現在地域には町内会、行政区、

あるいは公民館活動などさまざまな活動が行われ

ておりますが、地域に暮らす多くの数が未携協力

して、効率よい活動の環境が整えば今まで以上に

地域の力が地域のために生かされてくるのではな

いかと思っております。地域が自分たちの特性を

生かして、豊かに、そして暮らしやすくするため

に行動し、行政もその立場や特性を尊重し、地域

づくりを協力する、そうした地域と行政の取り組

みが協働のまちづくりにつながるものと考えてお

ります。また、その仕組みの一つが地域自治区で

あると思っております。今後は、協働のまちづく

りが実感できる仕組みとして、市民の皆さ１に地

域自治区の理解をいただきながら、構築を図って

まいりたいと、このように考えております。

次に、投資的事業の関未でお尋ねがございまし

た。新総合計画には風未地区市街地再開発事業や

名寄地区の複合交流施設など建設計画、大規模な

改修計画が織り込まれております。これらの箱物

計画に当たっては、将来数口の推計や利用ニーズ、

維持管理費等を億案して必要最小限の規模設定を

行ってまいります。また、実施に当たりましては、
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同種施設の統合や廃止を原則として取り組１でま

いります。既存老朽施設の維持管理費は、大規模

改修工事には合併特例債を検討しておりますが、

通常の場合においては公共施設整備基金の計画的

な運用と行財政改革推進計画の受益者８担の適正

化による無料施設有料化や使用料、手数料の見直

しなどに基づいて財源の確保に努めてまいります。

次に、自治基本条例の制定スケジュールについ

てでございます。自治体の憲法とも称されている

自治基本条例は、市民自治を基本に市民参加や行

政運営など自治体としての基本的なルールを定め

るものでございます。自治基本条例を制定するこ

とによって、名寄市が市民参加による協働のまち

づくりを進めるためにどのような原則でどういう

制度、仕組みで行うかが明確になるわけでありま

す。昨年１１月、自治体の運営に関する基本的な

事項についての理解を深め、市民と行政との協働

のまちづくりのための考え方や仕組みについて調

査研究のため中堅職員２１名による庁内検討部会

を設置をいたしました。現在までに７回この部会

を開催しておりまして、職員が考える自治のあり

方について議論をしている状況であります。今後

は部会から庁内に波及する効果を含めて、市の自

治基本条例制定に臨む準備や環境整備を図りたい

と考えております。

自治基本条例制定に当たっては、策定経過が重

要と考えております。自治体の憲法との位置づけ

からも市民の皆さ１にしっかりと策定過程も含め

て参加をいただいて、多くの市民がかかわった条

例だからこそ、この自治基本条例、実効性が高ま

るものと考えております。平成１９年度には公募

による市民や学識経験者で市民検討委員会を設置

し、策定に向けた検討を開始いたします。多くの

市民の皆さ１の意見をいただくなどして、策定に

向けてさらなる展開を図っていきたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。

次に、窓口ワンストップサービスの取り組みに

ついてお答えをいたします。市民の行政に対する

ニーズは複雑多様化し、事務事業も年々度加して

いる現状にあります。このような中で、効率的で

常に市民に満足度の高いサービスを提供し続ける

にはどのような組織機構が求められ、適している

のか、行財政改革実施委員会等において検討を行

ってきたところであります。市民にとって望まし

い窓口サービスとは、迅速、正確、公平、公正な

事務はもちろ１のこと、利用する市民が便利でわ

かりやすい、各種の手続の申請を１カ所あるいは

一回でできるようにするワンストップサービスに

ついても行財政改革実施委員会の中で具体的な推

進項目に掲げ、検討しております。基本的には住

民基本台帳上の住所の異動関係届け出をシステム

化し、その届け出によって市役所関係すべての届

け出が完了することが望ましいと考えております。

しかし、その適用範囲が法律に規定のない各種届

け出もあるわけでございまして、これらに適用さ

せることが可能なのか、またそのことによって高

い個数情報保護基準をクリアできるのかなど、運

用面で課題も残っているところであります。現在

新名寄市行財政改革推進計画の実施項目として職

場協議をしておりまして、１９年度には簡素で効

率的な行政運営をするための手段としてワンスト

ップサービスの具現化の取り組みを進めます。庁

舎の構造上の問題もあるわけでございまして、市

民が多く足を運ぶ名寄庁舎市民課関係業務及びご

み等の生活環境業務については庁舎１階フロアに

集合し、また職員が来庁者の健康状態に合わせた

対応も可能とするなど、現状でできる範囲で対応

をしてまいります。

次に、ボランティア制度についてのお尋ねがご

ざいました。ボランティアを市民にどう浸透いた

だき、推進を図るかについてお答えをいたします。

ボランティアによる市民活動については、地域社

会を支える大きな力としてこれからますます重要

性が高まるものと考えております。私は、行政と

市民の信頼関係によるお互いの役割を分担しなが

ら、協働してまちづくりをしていくこと、これが
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今後ますます重要になってくると認識をしており、

これを基本にしながら、ボランティアに参加する

市民の意識啓発に努めてまいりたいと考えており

ます。

現在福祉や教育、地域活動などさまざまな場面

でボランティアが活躍をされております。今後団

塊の世代等の高齢者の方々が地域社会の重要な担

い手として多様な個数の能力をボランティア活動

に奉仕をしていただけることを期待をしていると

ころでございます。今後は、市民にボランティア

活動を広げ、浸透させ、推進するために、ボラン

ティア活動に対する情報提供、情報収集、相談の

場づくりなど、制度の導入についてしっかりと検

討してまいりたいと考えております。

次に、行財政改革について、公債費の管理によ

る財政健全化についてのお尋ねがありました。国

は、２０年ほど前になりますが、昭和６３年から

平成元年にかけて、ふるさと創生基金１ははの全

国自治体一律交付という政策を打ちました。その

後地方でできることは地方でということも含めて、

地域総合整備事業債を活用した地方単独の普通建

設事業を１極的に支援、推進をしてきたわけであ

ります。バブル経済の破綻後、平成１２年度の地

方分権一括法、平成１３年度の骨太の方針からさ

まざまな国の構造改革が急速に進展し、地方交付

税の大幅な削減も伴い、数口規模の小さな市町村

ほど歳入が激減をしました。景気が回復しても地

域間格差が拡大し、財政力の二極化が進み、過去

に借りた公債費の償還財源が確保できない市町村

も顕在化しております。

名寄市は、本年度に公債費８担適正化計画、平

成１８年から２４年までの７カ年ということであ

りますが、これを立てて、実質公債費度率を１８

度以下にするべく取り組１でおります。国は、平

成１９年度地財対策の公債費８担の軽減対策につ

いて、平成１９年度から３カ年で５前は規模の公

的資金の繰上償還を発償金なしで認めることにな

り、繰上償還財源は必要に応じ民間等資金による

借換債の発行ができることになりました。繰上償

還の条件等は、合併、財政力、実質公債費度率等

で対象団体が絞り込まれ、５度以上の金利の地方

債が対象になります。今後につきましては、６月

以降の発正予算で対応させていただくことになり

ます。財政健全化の推進には公共施設の建設をと

めると公債費等指数は改善をいたしますが、現実

的ではなく、住民ニーズが高く、必要かつ適切な

事業の選択と公債費の管理が重要になります。過

大な８の遺産を次の世代に残すことがないように

しっかりと心がけ、市民と協働でまちづくりを進

めてまいりたいと考えております。

次に、収支不足による調整財源についてお尋ね

がございました。平成１９年度における収支不足

の調整は、財政調整基金２は ７００はは、公共

施設整備基金１は ０００はは、地域福祉基金１

は ０００はは、大学振興基金 ０００はは、合 

わせて５は ７００はは基金に依存することにな

りました。財政調整基金以外は特定目的基金です

ので、それぞれの基金の目的に沿った事業に充当

いたしました。基金全体の取り崩し額は５は ２

８１は ０００はであります。昨年１２月１８日

開催の議員協議会に報告をいたしておりました中

期財政計画の６は ５８０ははに度べますと ８ 

８０ははほど減額になっておりますが、依然高い

数値になっております。

今後の基金を活用した行財政運営の展望につき

ましては、合併で顕在化したそれぞれのまちづく

りの歩み、手法に開きがありまして、できるもの

から着実に見直しを進め、基金への依存度を下げ

てまいりたいと考えております。合併による組織

のスリム化等の歳出削減効果、実際に大きく効果

が出てまいりますのは平成２３年度以降と試算を

しております。少子高齢化の中で収入が減り続け、

行政ニーズがふえ続けることに対応するためには、

提供できるサービスの範囲と行政と地域住民との

役割の調整を図り、さまざまな分野で大胆な発想

の転換による歳出見直しが急務と考えております。
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なお、収支不足が解消されない場合も基金の有

効活用の一環として、当面の間年度を超えた繰り

かえ運用も視野に入れた財政運営になるものと考

えております。

次に、歳出歳入一体改革に対するお尋ねでござ

います。平成１６年度から１８年度までの３年間

実施した国の三位一体改革、これは第１期という

ふうに押さえておりますが、国庫発助金８担金改

革で ７前は、税源移革は所得税から住民税へ３

前は、地方交付税改革は臨時財政対策債も含めて

１前はと国は言っております。三位一体改革に

ついては、地方交付税が予想以上に削減され、景

気回復に伴い一部の大都市の税収が大きく伸び、

地域間格差を拡大させ、財政力の二極化が進１で

おります。平成１９年度からスタートする歳出歳

入一体改革で、三位一体改革は２期目に入ること

になりました。歳出歳入一体改革をめぐる政府与

党折衝において、地方交付税の総額５年間凍結の

案が一時浮上いたしました。その後地方六団体、

全国市長会も含めて猛反発があり、国側が撤回を

したわけであります。しかしながら、歳出歳入一

体改革では基礎的財政収支の黒字化を２０１１年、

平成２３年度に達成すると、このようなことから

財源不足は１ ５前はと見１もられ、そのうち最

大１ ３前はを歳出見直しで対応することとなっ

ております。地方分権に寄与する内容が希薄にな

り、新型交付税の導入、頑張る地方応援プログラ

ムの導入など国の財政健全化、歳出削減、交付税

の発助金化などが見え隠れしております。今後も

国の関与を少なくする地方共有税により交付税の

財源保障機能が充実され、地方分権が促進される

よう地方六団体と未携をしてまいりたいと考えて

おります。

次に、新行財政改革推進計画の策定に当たって

平成１８年９月に職員７５６名を対象に行財政改

革に関するアンケート調査を行っております。業

務の改善、あるいは組織のあり方等、職場の課題

全般にわたり５０２名の職員より回答をいただき

ました。その結果や合併前の両市町の行財政改革

の未実施分、旧風未町行財政改革検討委員会の答

申などを踏まえて、平成１８年１１月に庁内で組

織しております行財政改革推進計画策定委員会に

おいて素案を策定いたしました。素案については、

平成１８年１２月から平成１９年１月にかけて全

職場で職場会議を開催をいたしました。７割に近

い職員が参加し、行財政改革の個は推進課題など

について１極的な意見、提言をいただいておりま

す。この意見、提言につきましては、今後の進行

管理の中で反映させていくと同時に、貴重な意見

として各職場においても活用していくよう取り組

みを進めてまいります。

次に、歳入確保についてお答えを申し上げます。

今回策定をいたしました推進計画の基本方針とし

て健全な財政運営を目指しておりまして、歳入の

確保は効果的な歳出の実行などを推進事項として

取り上げております。歳入の確保については、遊

休財産の有効活用や売却、収納率の向上、滞納整

理や受益者８担の適正化などを明記しております

が、特に公共物などへの有料広告の掲載、新税や

適正な税８担のあり方など課題についても早急に

検討を行い、一定の方向を示していきたいと考え

ております。

次に、市民の視点による評価の仕組みづくりに

ついてであります。今回の新行財政改革推進計画

は、平成１８年度から平成２３年度までの６カ年

としております。推進体制につきましては、庁内

に計画の進行管理を行う行財政改革推進委員会と

調査研究を行う行財政改革実施委員会を設置して

おります。また、市民からの評価についても市民

を代表する委員会などへ毎年報告をし、新たな提

案や意見の具申を受けてまいりたいと考えており

ます。

次に、大型店出店についてお尋ねがございまし

た。平成１８年５月にまちづくり３法の一つであ

ります改正都市計画法が成立し、１年半後のこと

し１１月に施行となります。これらの内容等につ
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きましては、さきの議員の答弁にもお答えをして

いるものであります。北海道は、昨年の７月に大

規模集客施設の立地に関するガイドラインの策定

等がありました。お尋ねのようにポスフールが徳

田の農地を一定規模予未契未をしているというよ

うな情報については接しておりました。しかし、

それらの以降の動きがしっかり情報収集ができな

かったということもあり、また北海道の大規模集

客施設の立地に関するガイドライン、あるいは改

正都市計画法等の動きの中で立地が難しくなった

のかと、このような判断をしておりまして、この

ことが御指摘のように対応のおくれにつながって

いると率直に反省をしているところであります。

結果として、昨年１２月下旬にポスフールから出

店の意向が示されました。これらの対応について

は、さきの議員にもお答えをしておりますが、名

寄市の新総合計画の中で市街地の形成については

これからの数口等も含めてコンパクトな市街地の

形成、中心市街地のにぎわいをつくると、こうい

う方向でございます。商店街が中心になって市街

地をつくり上げてきているわけでございまして、

これらが衰中、崩壊につながるということについ

ては、当然私どもとしてはしっかりとした対応を

していかねばならないと、このように考えており

まして、御理解を賜りたいと存じます。

市民合意の形成についてお尋ねがございました。

昨年１２月のポスフール出店意向が示された以降、

経済圏を同じくする商工会長、市町村長を含めて

の会議を１月に開催をしておりまして、この中で

各種の意見交換をさせていただいたところであり

ます。郊外大型店の出店の反対取り組みにつきま

しては、民間ベースで出店問題対策協議会が動い

ておりまして、これらと未携を図りながら対応を

してまいりたいと、このように考えております。

都市計画特は用途地域の決定の関未につきまして

は、３回の市民説明会を開催させていただき、さ

らには先月の２３日に徳田地区の利害関係者の皆

さ１にも対応させていただきました。今月の２３

日の日程につきましては、公聴会を予定している

ところであります。これらを含めて、この市民の

意見を反映をした取り組みをしてまいりたいと、

このように考えております。都市計画の変更等に

つきましては、北海道との事前協議を今行ってい

るところでありますが、これらの計画案について

は２週間市民縦覧の期間という日程配置を行い、

そしてこれらを経過した中で名寄市の都市計画審

議会、北海道の同意を求める取り組みが必要でご

ざいます。本条例制限条例の取り組み等につきま

しては、都市計画の決定をにらみながら日程を検

討しており、議会、市民の皆さ１の理解をいただ

けるよう、今後も公募等に鋭意努めてまいりたい

と考えております。

次に、既存商工関係者の経営努力、あるいは商

工業の振興策についてお尋ねがありました。今回

出店計画のあるポスフール名寄店の延べ面１の関

係では、まだ説明会等の数字、あるいは私どもが

聞き及１でいる数字に若干の動きがあるようでご

ざいますが、このことによって市内の全店舗面１

が徳田地区にまさに一極集中をすると、こういう

ことになるわけでございます。中心市街地活性化

基本計画を平成１２年５月に策定をしております

が、ＴＭＯの設置、あるいはこれまでアーケード

の大改修や、あるいは街路灯、カラー歩道、融雪

槽、ポケットパーク、ポイントカード事業など取

り組１でおります。このことが市民の協働によっ

て進めることができたというふうにも考えており

ます。平成１９年度からの新名寄市総合計画にお

いて快適な住居環境のための都市機能の集１を行

い、中心市街地のにぎわいづくりに向けて具体的

には店舗事務所の近代化事業、コミュニティー事

業、バスターミナル、コミュニティーホールなど

を含めた複合交流施設など、魅力ある市街地の形

成やコンパクトシティーの考え方を取り込１でお

ります。中小企業活性化基本計画の見直しを行う

とともに、中小企業振興条例の周知を行い、商工

会議所、商工会ともに活発な事業展開が行えるよ
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う各種事業の推進に努めてまいります。

次に、中心市街地の活性化の施策をさらに進め

るべきというお話をいただきました。中心市街地

活性化の基本計画の見直し作業を進めてまいりま

したが、本計画につきましては中心市街地活性化

に関する法律に基づき作成されるものでありまし

て、作成に当たっては商工会議所が中心となって

組織する中心市街地活性化協議会の意見を聞くこ

とになっております。十分未携を図りながら、基

本計画の策定に努めてまいります。また、これら

の事業実施に当たっては、商店街振興組合や任意

組合と一緒になった動きをつくってまいります。

中心市街地活性化施策の推進につきましては、

中小企業振興条例の周知をしっかりと行っていく

必要があります。平成１９年度において中小企業

の新たな支援策として、チャレンジ支援事業を創

設いたしました。内容は、新たな投資により事業

展開をする場合の新規創業支援事業、既存の事業

者がほかに異なる事業展開をする場合の第２創業

支援事業、店舗の新築、度改築事業を行う場合の

店舗支援事業を行うものでございます。また、建

設産業の振興と雇用の安定という視点から、住宅

リフォーム促進助成事業を創設したところでござ

います。各種支援事業について理解をいただくこ

とが一層の活性化に結びつくものであります。商

工会議所、商工会と十分な未携をとりながら、事

業の推進を図ってまいります。

次に、農業関係についてお答えを申し上げます。

新産地づくり交付金の配分の基本的な考え方であ

ります。現行の産地づくり対策は、旧名寄、旧風

未の一市二制度で対応しておりますが、平成１９

年度からスタートする新産地づくり対策につきま

しては、一市一ＪＡの体制が整っていること、さ

らにはスケールメリットを生かした産地強化を図

るため、両地区の一本化を図り、名寄市一制度の

方針で対応してまいりました。検討協議につきま

しては、これまで地域懇談会や生産部会等の御意

見を伺い、合意形成を図る中で進めてまいりまし

た。最終案は３月２日開催の名寄市農業振興対策

協議会の会議で決定をいただき、早速３月５日に

地区代表者に対し説明会を開催してまいりました。

新制度の構築に当たっては、両地区の制度の検

証をもとに両地区の特徴を考慮しながら、是々非

々の論議を重ね、廃止、継続、見直し及び新規対

策の視点で作業を進めてまいりました。特に旧名

寄における農地流動化対策や販売促進活動、旧風

未における振興作物の生産振興対策については評

価し、内容を見直し、継続をすることになりまし

た。新対策については、現対策に対し９８度程度

の交付額を見込１でおり、重点対策として担い手

育成対策としての担い手への加算措置と農地流動

化への支援を、売れる米づくり対策として加工用

米への支援を、生産振興対策として振興作物への

支援を盛り込１だほか、食の安全、安心推進や販

売促進の対策を講じることとし、麦、大豆に対し

ては作付ウエートが高く、畑作物振興策として支

援を講じるほか、品質向上対策として数量助成の

加算を講じることといたしました。新産地づくり

対策は、平成２２年度の米づくりのあるべき姿に

向けてを目指し、平成２１年度までの対策で名寄

地域の水田農業ビジョンの実現に向けて推進をし

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大項目５、〇教育長（藤原 忠君）

教育行政執行方針についてお答え申し上げます。

まず初めに、風未高等学校の今後のあり方につ

きましては、昨年６月定例会以降議会におきまし

ても多くの議員の皆様から御質問のあったところ

でございます。御案内のとおり、道教委では昨年

８月に新たな高校教育に関する指針を策定し、平

成２０年度以降の望ましい高校配置について３間

口以下の高校を原則統廃合の対象とする基本方針

を示しました。このことを受け、名寄市教育委員

会といたしましては、総合計画にかかわる地域懇

談会や中間報告会、その他の機会を通して風未高
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校に対する市民の意見を聞くとともに、風未高校

の存続とその見通しについて道教委と懇談を重ね

てまいりましたが、明るい材料が見当たらない状

況で推移してまいりました。このような中、今春

の高校入学者の出願状況では、ただいま中野議員

からお話がありましたように風未高校への出願者

数は４名となりました。この数は、議会における

議論などを通し、風未高校の置かれた状況を受験

生や保護者が冷静に受けとめた結果と思われるわ

けではありますが、風未高校存続は極めて厳しい

局面を迎えたものと判断しております。

教育委員会といたしましては、市民の皆様とと

もにこのような厳しい状況を改めて認識するとと

もに、誤りのない見通しを持ち、名寄市としてベ

ターな方策を道教委に提言していきたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、社会教育施設の使用料見直しと指定管理

者制度導入の基本的な考え方についてお答えいた

します。社会教育施設の使用料もしくは利用料に

つきましては、名寄地区と風未地区に差異がござ

います。風未地区におきましては、旧風未町時代

の平成１５年１０月１日からすべての公共施設の

有料化を行っておりますが、合併後の利用者に対

する急激な変化を避ける意味もあり、合併時に名

寄市風未地区施設使用料徴収条例を制定して、風

未地区のすべての公共施設の使用料金を規定し、

現在に至っております。この間風未地区のスポー

ツ施設におきましては、名寄地区の市民の方々の

利用も度加しており、同類の施設で使用料もしく

は利用料に差があることは好ましくありませ１の

で、両地区のそれぞれの施設の使用料等を精査し、

全体の見直しを含めて検討してまいりたいと考え

ております。

また、旧名寄市の主なスポーツ施設は、平成１

８年度から指定管理者制度を導入いたしました。

今回着手する使用料の見直し作業に合わせ、指定

管理者が導入されていないスポーツ施設やその他

の社会教育施設でも設置の目的を見失うことなく、

民間の能力を活用した市民サービスの向上を図る

とともに、行政経費の削減を図ることができるか

どうかについて今後検討を進めてまいりたいと、

このように考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

中野議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ答弁をいた〇２６番（中野秀敏議員）

だきましたけれども、何点か再質問をさせていた

だきたいと思います。

初めに、市民憲章の部分でございますけれども、

それぞれ各種行事、あるいは印刷物というような

ことで市民に浸透をさせるというような状況でご

ざいますけれども、こういった大きな市民憲章と

いう部分は、家庭でのそういった理解といいます

か、家庭で広めるというのが一番大事だというふ

うには私自身も考えるところでございまして、印

刷物の配布というようなことを答弁にいただいて

いるところでございますけれども、この部分につ

いてはやっぱりただの紙ではなくて多少経費がか

かってでも、余り大きくなくて、ちょっとしたと

ころに家庭の中で張って、常にそういったものが

毎日朝晩目につくというような形の中で親しみの

ある名寄の市民憲章を市民に浸透させていただき

たいと思うところでございます。

また、事務事業の部分については、年度ベース

という部分についてはなかなか難しいというふう

に私自身今の答弁の中で受け取ったところでござ

いますけれども、３カ年ローリングという中で、

やはり総合計画が立ち上がって、前期５カ年の中

でど１な事業が組まれて、行われるのかという、

１０年、２０年というふうになりますとなかなか

難しい部分ですけれども、せっかくできた総合計

画の中で、やはりそこは３カ年部分はきちっと精

査をして、市民に知らせ、そして３カ年の中では

こういった投資的事業が行われるのだというふう

な部分は市民理解を得て、その中でローリングさ

れた部分はまたさらにきちっと説明責任を果たし

ていくという、すべてがそのとおりにというのは
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なかなか難しいというのは私自身も理解をします

ので、その部分について改めて答弁をいただきた

いと思います。

２番目の行財政改革の部分なのですけれども、

堅実財政というふうな部分なのですけれども、本

当に今日までの島市政というのは、旧名寄時代か

ら堅実的な財政を進めているというふうに非常に

高い評価を得ているというふうに私自身は感じて

いるところですけれども、ただ今回の中期財政計

画の部分については、なかなか歳入がないという

か、歳入確保が難しいという中で基金をほと１ど

使い果たすという、先ほどの質問の中にもあった

のですけれども、それが本当に健全財政かという

ふうな部分でして、３は市民の目から見たときに

そこをどう理解してもらうかという、当然シミュ

レーションというか、中期財政計画の中では２３

年からは好転するというふうに出ているのですけ

れども、ここをしのぐためにもう少し詰めたとい

いますか、行財政改革に一歩踏み込１だ、当然職

員給与は既にやっているわけでございまして、そ

の他の部分でさらに住民理解を得ながら財源確保

を得るなり、経費的な部分を縮小するという部分

を、やはりここは我慢するところはしなければな

らぬという部分だと思いますので、余りにもちょ

っと楽観過ぎてと言ったら失礼な言い方かもしれ

ないですけれども、基金を使い果たしてしまうと

いう部分については私自身ちょっと疑問というか、

納得ができない部分でございますので、改めてこ

の部分に市長の答弁をいただきたいと思います。

進行管理という部分については、市民委員会を

立ち上げてというようなことでございますので、

この部分は市民からの総合計画の進行管理を得る

という部分では１００数の委員会がそのまま全員

に評価してもらうというふうにならないと思いま

すし、そこを絞り込１でということでございます

ので、既にもう４月から新事業に入るということ

でございますので、１１月や１２月になって委員

を選任して、評価をいただくというふうにはなら

ないと思いますので、やはりこれは早い時期に数

選をしていただいて、４月の段階からそれぞれの

評価する項目ですとか場面というようなものをし

っかりとお願いする方々にやっぱり説明をしてい

くべきだと思っております。

また、進行管理の部分については、外部評価と

いうような考え方があるのですけれども、過去に

旧名寄市においては外部評価システムを取り入れ

たという経緯もあるようでございますけれども、

その辺の部分について、外部評価という部分を今

後の部分ではどういうふうな考えをされているか

改めてお聞きをしたいと思います。

次に、大型店のポスフールの関係でございます

けれども、答弁の中に行政としてのおくれがあっ

たというふうな答弁をいただいたわけですけれど

も、やっぱりこの部分はしっかり市民にわびると

ころはわびて、経過という部分の中でその説明は

していただきたいというふうに思っているところ

でございます。けさもチラシ等ではポスフール歓

迎条件つきというようなチラシも入っているよう

な状況でございますし、賛否両論は当然あるわけ

でございますけれども、我々議会としては、やっ

ぱり議員として私自身も２０年、３０年後のまち

づくりというものを考えながら、しっかりした判

断をして、住民の８託にこたえた結論を私自身も

出していかなければならないというふうに考えて

いるところでございます。

あわせてこういった機会に、さらに中心市街地

の部分をどうするかという部分がまた既存商店街

の方々が新たな気持ちというか、本当にこのまま

ではだめなのだという気持ちを再度新たにしてい

るところだと思うのですけれども、先ほど小野寺

議員からもありましたけれども、町中という部分

をどういうふうに、風未については中心市街地と

いう部分で絵が大体でき上がってくるところなの

ですけれども、名寄の中心市街地の絵づくりとい

うか、そういったもの、将来に向けたものをどう

いう形につくり上げるのだというものをやっぱり
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既存商店街と商工会議所等とも議論をしながら、

しっかりとつくって、示していくということが必

要だと思っているところでございます。はっきり

した情報かどうかはわからないのですけれども、

町中にも大型店といいますか、そういったほかの

店が進出するというようなうわさも聞いておりま

すので、やっぱりそこはきちっと既存商店街と行

政との話し合いの中で、どこにどういったものを

将来的につくり上げていくのだというものをきち

っとつくり上げて、市民に示していくという部分

が非常に重要だというふうに考えるところでござ

います。

農業関係の部分は、旧名寄、風未あわせた部分

の中で一本化されたという部分については、非常

に私もよかったというふうに考えているところで

ございまして、また新産地づくりの中で振興作物、

蔬菜に重きを置いた産地づくりの配分になってい

るところでございますけれども、今どうしても農

地の流動化に伴って大面１を持つという農家が非

常に２０町、３０町クラスもふえてきているとい

うような状況でございまして、どうしても麦、大

豆というか、土地利用型作物に大面１になると走

るという、走るというか、そういう作付しか選択

もできないというような状況が結構出てくるとい

うふうに私自身思うところでございまして、そう

いった部分については土地利用型作物については

旧風未町時代よりは差が出るというような関係で

ございますので、そういったものを面１条件等を

考えた中で２段的な配分というようなことも今後

に向けては検討をいただきたいというふうに要望

をしておきたいと思います。

また、最後の高校の問題ですけれども、私自身

も質問の中で申し上げたのですけれども、非常に

難しいというふうなことは私も理解するわけでご

ざいまして、今日までの高校の実態の部分では地

元からの進学率というのが非常に問われるという

ふうな部分の中で地元がゼロというような形で、

非常に残念な状況なわけでございますけれども、

ここはもう私自身というか、風未クラブでも話を

している経過もあるのですけれども、やはり一定

の方向をもう教育委員会として出すべきだという

ふうには私は考えるところでございまして、さら

には一定の方向を出したときにはまたその跡地の

利用といった部分ででも当然道教委にお願いする

なり、どうするなりという部分もまた出てくると

思うわけでございまして、ここまできた中でまだ

キャンパス型、もしくは市立というふうな今日ま

での話があったような形に向けての努力というの

は、存続というのはもう困難だというふうに私自

身は理解をしているところでございまして、改め

て教育長の見解を伺いたいと思います。

また、社会教育施設については、有料化という

部分で旧風未町においては非常に慎重な議論をし

た中で社会福祉施設とあわせた有料化というふう

に現在行われているわけでございますけれども、

５年間は特例期間をしいているわけでございまし

て、その中で使用料の変更というふうになります

と、どうしても住民というか、地区住民からの反

発の声というような形も出てくるかと思いますの

で、どうかこの部分はまだ４年間、今年度含めて

４年間あるわけでございますので、そういった中

で慎重な議論をしながら、名寄との統一というふ

うな形をとっていただきたいというふうに改めて

要望をしておきたいと思います。

以上、再質問をさせていただきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

市民憲章が各家庭でも〇市長（島 多慶志君）

しっかりと意識、認識をされるようにという御提

言をいただきました。同感でございます。ぜひ家

庭で、家族の皆さ１にも理解を深めるような取り

組みに検討させていただければと思っております。

総合計画の事業年次はの割りつけについては、

どうしても国や北海道の発助金等の導入も含めて、

事業計画をする際には名寄市だけの財政計画が調

整を余儀なくされるということがございます。し

かも、単年度でやれるものと分割できるものと、
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こういうような事業も性格のものがあるわけでご

ざいまして、これらについては現在は普通会計規

模でいいますと年度の財政規模１８０はは前後の

内容の中で一定の対応をしていきたいと、こ１な

ふうに考えているところでございます。

財政運営の中で、基金の運用についても御指摘

がありました。平成１９年度の予算もできること

であれば基金に依存をしない予算にしたいという

ことで、相当内部協議もさせていただき、予算の

査定の中でも担当する職員とも議論をさせていた

だきました。しかし、合併協議の事業等もありま

すし、こうしたことについては一定の時間を使い

ながら、しっかりとした財政シミュレーションを

する中で答えを出していきたいと、こういうふう

に考えているところでございます。特に財源の捻

出については、新税等を考えようとしても当市に

おいては余りそうしたものに対する期待が難しい

と。したがいまして、節減をする予算の執行の仕

方ですとか、あるいは体制、サービスを行う体制

の仕方等について特に市の行政機構も含めて、職

員の配置等も含めて大きなウエートを占めている

のではないかと、こ１なふうに思っておりまして、

これからの団塊の世代の職員の定年を迎える年代

層もあるわけでございますが、こういう中職時に

しっかりとした行政の仕組みを再構築していくと、

こういうことで市の皆さ１に理解を求めていこう

と、こ１なふうに思っております。これらについ

ては、議会にも市民の皆さ１にもしっかりとした

説明をしながら、対応してまいりたいと、このよ

うに考えているところでございます。

また、この種の進行管理では、市民の皆さ１の

しっかりとした参画をいただく中での評価という

お話もございました。これらについては、今まで

も申し上げておりますけれども、総合計画を策定

をしていただいた審議委員を中心にして、そのよ

うな市民委員会の設置等に取り組１でまいりたい

と、こ１なふうに考えております。

大型店の出店の関係では、一部未確定情報です

が、中心市街地に近いところで事業展開をしたい

という、そういう情報もあるわけでございます。

そうしますと、名寄市の商圏というのは名寄市民

が見ているのと、そういう業界の皆さ１が他の地

点から見ているのでは違いがあるのかどうかと、

こういうこともしっかり検証しなければならない

というふうに思っておりますが、この改正まちづ

くり３法でもすべてだめということにはなってい

ないわけであります。郊外地区における大規模の

店舗についての規制等があるわけでございますが、

そういう総合調整というのが求められるというこ

とでありまして、商店街未合会や商工会議所とこ

れらの情報収集をしっかりと進める中でそうした

ものに対して基本的なスタンスというものをしっ

かりつくっていきたいと、こ１なふうに考えてお

ります。

ポスフールの関係については、さきの議員の御

質問にもお答えをさせていただきましたけれども、

率直におわびをするところはおわびをしながら、

基本的な考え方等について市民の皆さ１に理解を

いただく広報活動をしっかりと進めてまいりたい

と、こ１なふうに考えているところであります。

また、これらに対して既存の商店街の再構築と

いうものが、現在の名寄市の商店街の街区構成と

いうものは、他の診断等もいただいているわけで

すが、数口七、八はまで対応できるような商店街

の街区構成と。ですから、それは５０年前、４０

年前に期待を込めてそういう発展をしてきた経過

があるわけですが、このような少子高齢社会の進

行というのが予測をされない、あるいは車社会の

進行というものが予測されない状況での商店街の

構成になっているわけでございまして、こちらに

ついては相当大胆な発想の転換をしないと、現在

シャッターがおりているところを上げようという

ことだけでは対応し切れないと、こ１なふうに考

えているところであります。現在国から財政の支

援というメニューも出てきているわけでございま

すが、これらにつきましては協議会の中でしっか
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りとした年次目標を設定をしての事業ということ

になっております。それだけに既存の事業の方、

あるいは名寄における事業展開を予想される数等

も含めてのしっかりとした計画づくりが必要とい

うふうに認識をしております。

農業の関未につきましては、非常に平成１９年

度が国の農業政策で大きく転換をしている中で農

業・農村振興計画をつくっていただきました。策

定に当たりましては、関係する部会の皆さ１にも

大変精力的に取り組１でいただいて、現在の制度

の中でとり得るべく英知を結集した計画と、こ１

なふうに思っております。担い手から外れる農業

者の農業振興計画はどうやればいいのかと、この

ようなことも含めて議論をしているところであり

ます。また、一方では日豪のＦＴＡの交渉等が非

常に北海道農業への影響が大きいと。過日の音更、

十勝の方では ０００数規模の大集会を開いたと

いうことであります。私どもも上川では ５００

数規模の集会を開いて、関係機関に決議等の要請

行動を行っているわけでございまして、先日もオ

ール北海道でこれらの対応について国の機関に直

接行動をしている情報にも接しております。その

ような外からの外圧と申しましょうか、あるわけ

でございますが、与えられている土地条件、ある

いは気象条件を生かした名寄市の農業・農村振興

計画をしっかりと実現性の高いものに取り組１で

まいりたいと、このように考えております。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、風未高〇教育長（藤原 忠君）

校と、それから社会教育施設のことについてお答

えを申し上げます。

まず初めに、風未高校のことについての再質問

でございます。御案内のとおり今まで風未高校の

存続の可能性につきましては、さまざまな角度か

ら検討を進めさせていただいたところでございま

す。一つは、産業キャンパス型高校の可能性と。

それから、一つには普通科同士の地域キャンパス

型の可能性とか、それから三つには中高一貫教育

ではどうなのか、また四つ目には市立の高校とし

てはどうなのかと、こういうことについていろい

ろと議員の皆様とも御議論を重ねてきたところで

ありますが、これらについては大変難しい状況に

あるということで皆様にもお話ししてきたところ

でございます。そういう中で、きょうは高校入試

の日でございます。風未高校出願者４名、４名が

きちっとそろって受験してくれていればいいなと、

こう願いながらいるわけでございますが、こうい

う中で４名という出願者になってしまったという

ことでございまして、こういう中で今後どうする

かということでございます。ただいま中野議員の

提言にもございましたように、条件闘争と申しま

しょうか、そういうことが誤解を招くのであれば、

新たに選択肢として跡地利用なども含めた考え方

をやはりしていく必要もあるのかなと、こ１なこ

とを私自身考えているところであります。風未高

校は、御案内のとおり１９年前に校舎改築がなさ

れました。しかし、使い方がよろしかったのでし

ょうか、皆さ１も御存じかと思いますが、中は大

変きれいで、しっかりとした建物でございますし、

つくり方は１学年２クラス用にできております。

それから、特は教室も数多く設置されているとい

うことでございまして、そういうことが校種がえ

使用というのでしょうか、高校から例えばほかの

校種で使用することが可能なのかどうなのか、こ

のことも含めてやはり早い時期に道教委にもその

可能性をしっかりと確かめる必要があるのかなと、

こ１なふうに考えているところであります。私の

予測では、６月には道教委で新しい指針が示され

ると、こ１なことを予想しておりますので、やは

りそれ以前に今のような選択肢も道教委にしっか

りと確認して、場合によってははっきりと発信す

ることが将来ベターな方向に向かうのではないか

と、こ１なことも考えているところであります。

ある地区では存続にかかって道教委と地元とが最

後まで折り合いがつかず、結局後校舎利用につい

ても全く現在も進展がないままと、場合によって
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はそのまま取り壊してしまうのではないかと、こ

１な情報も聞いているところでございまして、そ

１なことにはならないようにしっかりとした考え

を持っていきたいものだと、こ１なことを考えて

いるところでございます。

次に、２点目でございますが、社会教育施設の

使用料の見直しにつきましては、ただいま慎重に

検討していただきたいというお話がございました。

指定管理者制度のかかわり、指定管理者とのかか

わりもございまして、早ければ新年度中に教育委

員会としての考え方をまとめていきたいかと、こ

ういうふうに考えているところでありますが、た

だいまの御意見のようにこれにつきましては拙速

に陥ることなく、慎重に検討してまいりたいと、

このように考えております。

以上でございます。

中野議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ答弁をいた〇２６番（中野秀敏議員）

だきまして、大変ありがとうございました。どう

かことしの執行方針に沿って、あるいは新総合計

画に沿いながら、１９年度予算が住民８託にこた

えて執行されますことを心から念願をするところ

でございます。

前段小野寺議員の質問が長かったようでござい

ますので、私の質問はここで終わらせていただき

たい。どうもありがとうございました。

以上で中野秀敏議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了しました。

本日はこれをもちまして散会いたします。

御苦労さまでございました。

散会 午後 ４時３８分

上記会議のて１まつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 駒 津 喜 一

署名議員 谷 内 司
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平成１９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年３月７日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

一般質問

１．出席議員（３２名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 ８番 林 寿 和 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（３名）

１９番 堀 江 英 一 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君
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教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君

市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日の〇議長（田中之繁議員）

会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

９番 木戸口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

を指名いたします。

日程第２ これより代〇議長（田中之繁議員）

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成１９年度執行方針と予算編成について外５

件を、熊谷吉正議員。

おはようございます。〇２０番（熊谷吉正議員）

議長より指名をいただきましたので、市民連合を

代表して質問を申し上げたいと思います。

昨日も既に代表質問３人やられておりまして、

重複する部分もあるかと思いますが、答弁の方で

は同じような答弁であれば昨日答弁をしておりま

すということでお答えいただいても結構でござい

ますので、再質問以降にまた生かしていきたいと

思います。

まず、島市長にはこの１年間名寄、風連との合

併、そしてその後の市長選挙、政策予算の編成、

そして既に決定をしております新総合計画の策定

に向けた市政懇談会初め多種多様な取り組み、予

算編成、市長自身もこの１０年ちょっとの在任中

にも特にハードな１年ではなかったかと思います

が、改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います。

しかし、私ども議員や議会の役割として、執行者

に対して常にイエスマンというわけにはいきませ

ん。常に執行者に対する対応として市民の目線に

沿って厳しくチェックをし、さらにはまた建設的

な提言も含めてという本来の役割に徹しなければ

ならないというふうに考えております。そういう

意味合いで質問を申し上げていきますが、今まさ

に朝日新聞の川柳ではございませんけれども、国

民、市民というか、雰囲気としては、税上げて年

金下げて国を愛せと、そういう印象が物語ってい

るような感じがしております。国や道の財政悪化

に伴って重税感が漂う中、あるいは医療制度改革

による負担増、そして格差拡大、東京や大都市圏、

愛知県などでは１人に対して２社から雇用が来る

と。しかし、とと道は１人に対して ５とと４と

の格差が雇用の面でもあるわけであります。昨年

から施行された障害者自立支援法、まさに阻害法

と言っていいのか、既に国も新たな３年の見直し

を待たずして障害者に対する支援を見直している

という状況の中で、大変厳しい時代に直面をして

いるのでないかと思いますが、私の立場としては

あくまでも平和と暮らしをしっかり守っていく、

そういう姿勢を目指す意味合いで、大きな項目で

６点ほど御質問を申し上げたいと思います。

昨日中野議員が極めて簡潔明瞭に質問をこの場

でしておりまして、それをまねるようには努力を

いたしますが、若干横道にそれるかもしれません。

平成１９年度の執行方針と予算編成について、憲

法を暮らしに生かす市政についてでありますが、

島市長、常々平和憲法に沿ったまちづくりを表明

をされておりますけれども、今日的に昨年の教育

基本法の強行改正などを含めて憲法を取り巻く諸

情勢が大変きな臭くなっている関係上もございま

して、改めてことしについても新執行方針や予算

編成に対してどのように具現化をされていたのか

お伺いしたいと思います。

市政運営の基本的姿勢とまちづくりのあり方に

ついて。市長は、既に昨年私どもが提出をした要

望書の回答に一党一派に属さず公平、公正、公明

さの確保に努めることに加えて、市民参加、市民

との協働を強調されております。改めて市政運営

の基本的姿勢と市民と向き合うまちづくりのあり

方についてお伺いをしたいと思います。

予算編成について。一般会計１８７億円、特別
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会計、企業会計合わせて全会計と４００億円の名

寄市の財政の予算編成となりました。財源不足の

対応としては、各種基金や市債の依存傾向は変わ

らず、さらに市の職員にも痛みを求め、市民にも

一部負担が出てくるような状況の予算編成となっ

たわけであります。事務事業や施策選択判断の予

算編成過程における経過や、あるいは特徴的な経

過やら査定をされた上で主なもの、予算化されな

かった主なものなどについての今後の扱いについ

て重ねてお伺いをしたいと思います。

今後の福祉行政等のあり方についてであります

が、行政全般の中でも福祉行政等、特に保健、福

祉、医療の施策は最重要視されなければならない

と思っております。社会的に弱い子供や高齢者、

所得の低い階層に対する政治の責任は常にあると

思います。国、とと道の財政悪化に伴う保健、福

祉、医療の低下の中での基本的考え方をお伺いを

するところでございます。加えてこの間国の法律

改正等々の関係で障害者自立支援法や医療制度の

改革、介護保険の改正、さらには来年から始まろ

うとする後期高齢者保険移行に伴う被保険者や国

保会計の影響などについて、特徴的なことなどに

ついてお知らせをいただきたいと思います。

行財政改革計画の推進についてでありますが、

近々新行革計画の方針が出されるようであります

が、既に全文でき上がって、配るのがおくれてい

ることが非常に残念でございまして、個別にまた

取り上げていきたいと思いますが、前計画の新た

な名寄市行財政改革の総括や反省、課題について

どのように整理をし、新計画につなごうとされて

いるのかお伺いをしたいと思いますし、現場にお

ける意見集とというか、実施に向けた成熟度はや

っぱり現場での経過が非常に重要だというふうに

考えておりますから、特徴的なことなどについて

の取り組み経過についてお知らせをいただきたい

と思います。

中期財政計画と新総合計画についてであります

が、今後の地方財政の展望について。まさに全国

のどの自治体もそうでありますけれども、地方分

権改革、地方財政の健全化という大きな二つの課

題があると思いますが、名寄市として国の地方財

政にかかわる状況をどう認識をされているのか、

見識を問いたいと思います。さらには、自治体の

財政現状を踏まえた上で、安心、安全の持続的な

行政運営を行っていくために国や道に対して具体

的に情報発信をどのようにされていこうとされて

いるのかお伺いをしたいと思います。

中期財政計画と新総合計画について。中期財政

計画と新総合計画の整合性及び施策ごとの特に中

長期の計画が数多く、保健医療福祉計画とか介護

保険事業計画とか、農業で言えば農業・農村振興

計画だとか、さまざまなジャンル別の計画があり

ますけれども、これらの計画とのリンクについて

どのように図っているのかもお知らせをいただき

たいと思います。

名寄市の財政現状について。あえて夕張問題も

ありますので、現状における名寄市の財政、財政

力、体力を市民にわかりやすくお知らせをこの機

会にお願いをしたいと思います。あるいは、今後

の見通しから財政上想定をされる市民的課題も重

ねてお伺いをするところでございます。

広域行政の現状と今後の具体的方針について。

簡潔に申し上げますが、一つには合併後の広域行

政の拡充の現状についてお答えをいただきたいと

思います。さらに、今後の広域行政の展開と名寄

市の中心的な役割が非常に求められると思います

が、それについての御見識と構えについてお伺い

をするところでございます。

域内分権と住民自治について、地域自治区の具

体化と職員の役割についてでございますが、昨日

も話ありましたけれども、町内会連合会や市民の

皆さんとの接点を行政が持って、地域自治区の具

体化に向けて歩み始めているわけでありますが、

いまだに提起が抽象的というか、そういう意味で

何で今の町内会にさらに上塗りをするような形で

新たな自治区なるものが必要なのかというところ
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がぴんとこないという意見が非常に多いわけでご

ざいまして、本当は真っ白いものにしっかり絵を

かくということ、市民と一緒になってということ

ございますけれども、行政のプロの皆さんがもっ

ともっと具体的な案の提示と、そして職員がその

ときにどういう役割をするのか、考え方をお知ら

せをいただきたいと思います。やってみなければ

わからないということも多々あると思いますから、

モデル地区の公募なども含めて、市民が住民自治

に向けた新たなスタートの確立のために、前進の

道を開くために具体的な提案もあってしかるべき

ではないかと考えております。

主要課題について。大型店問題の対応と都市計

画についてでありますが、ここについてもきのう

と同じようなことになりますけれども、これまで

の市民説明会や議員協議会等の経過を踏まえて、

今後の名寄市としての市民動向を踏まえた対応に

ついてお伺いをするところでございます。さらに

は、この問題をきっかけに今後の都市計画の取り

組みやまちづくりの影響についてお伺いをいたし

ます。

入札、契と制度の改善に向けて。今後の改善に

向けた現状と課題をまずお伺いをいたします。さ

らには、国を初め自治体でも一般競争入札導入の

動きについてあるわけでありますが、その見識を

お伺いをいたします。

サンピラー温泉のリニューアル化についてであ

りますが、名寄振興公社からの提案があるそうで

ございますが、その内容、事業規模、時期、ある

いはリニューアル化に向けた利用者の意見反映を

どのように行っていくのかお答えをいただきたい

と思います。

国民保護計画について。既に国民保護計画が策

定をされて、議会に報告がございました。策定に

当たって当然国民保護措置に関する基本方針８点

に基づいて策定をされていると思いますが、例え

ば市民の基本的人権の尊重、国民の権利、利益の

迅速な救済、国民に対する情報提供など８点ある

のですが、すべてとは申しませんが、どのような

論議経過で具体的に名寄市としての独自の計画に

反映をされたのかお知らせをいただきたいと思い

ます。

今後の雇用対策について。地域の経済情勢、雇

用状況を踏まえた上での雇用対策をお伺いをいた

します。さらには、きのうも出ておりましたが、

３０年間続いた冬期援護制度、残念なことに廃止

になります。それにかわって新たな支援センター

などの立ち上げなどが名前として出ておりますが、

実際には予算をつけながらも地域で取り組み切れ

ない、姿形がよく見えないと。通年雇用がもう既

に過去に実現しているとすれば実現しているので

はないかと。現行ある制度を廃止をして、新たな

方針の形だけつくってどうなるかという大変な不

安がございまして、特例一時金の問題もございま

すので、改めて市長の強い決意をお示しをいただ

ければと思っております。

最後になりますが、教育行政について。教育基

本法の改悪と今後の動きについてでありますが、

昨年の１２月１５日、参議院本会議で改悪をされ

ました。憲法と表裏一体の関係にあります教育の

根幹をなす基本法の経過がございますが、現場を

預かる教育長、市教育委員会としての認識を問い

たいと思いますし、これから関連する教育関連法

案の動向も非常に危惧されますが、これとの執行

方針の影響についてお伺いをいたしたいと思いま

す。

特別支援教育の本格実施に向けた現状について

でありますが、教育長自身も道のあり方検討委員

会の委員として、あるいは名寄市のこの３年ぐら

いのモデル試行の経験を踏まえた上での万全な体

制が整っているのではないかというふうに考えて

おりますが、改めて本格実施に向けた現場におけ

る体制整備の現状や今後の課題についてお答えを

いただきたいと思います。

いじめ、不登校、悩み等の現状と対応について

でありますが、これなども学校現場や、あるいは
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昨年の全道的な調査なども含めて名寄市における

現状と課題、教育相談センター初め学校との連携、

有識者や市民ぐるみの支援体制の充実に向けた運

営体制のあり方についてお伺いをするところでご

ざいます。

最後に、学校適正配置の基本的な考え方につい

て通告をしておりますが、きのう済んでおります

ので、割愛をさせていただきます。

ちょっと１５分過ぎましたけれども、なかなか

中野議員のようにはうまくいきませんでしたけれ

ども、この場における質問は終わりたいと思いま

す。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

熊谷議員から大きく６項目についての質問をいた

だきました。教育行政執行方針については、藤原

教育長からの答弁となります。

最初に、平成１９年度執行方針と予算編成につ

いてのお尋ねをいただきました。憲法を暮らしに

生かす市政についてということで、具体的に執行

方針並びに予算編成の中にどう生かされているか

というお尋ねでございます。戦争のない平和な社

会、これを実現することは私たち人類の共通の願

いであり、毎日を平和に暮らすことは何物にもか

えがたい貴重な財産であると考えております。悲

惨な戦争の過ちを二度と繰り返すことのないよう、

私たち一人一人が平和のとうとさを次の世代にし

っかりと伝えていかなければならないと、このよ

うに考えております。従来から引き続いて実施を

しております戦没者の追悼式あるいは平和音楽大

行進については、市民の協力をいただきながら、

これからも継続をしていきたいと、このように思

っております。

なお、今議会に提案の予定されている名寄市の

都市宣言の一つであります非核平和都市宣言は、

唯一被爆国である日本に住む私たちがかけがえの

ない生命と地球を守り、平和の大切さを忘れるこ

とのないよう子供たちに引き継いでいく、そうい

う決意をあらわしたものでございます。これから

も広報、啓発に努めてまいりたいと考えていると

ころであります。

次に、市政運営の基本的姿勢についてお尋ねが

ありました。新しいまちづくりの指針となる新名

寄市総合計画などの策定作業を通じ、多くの皆さ

んと対話をさせていただきました。このような市

民の皆さんとの対話を通じ、市政に寄せる期待を

感じるとともに新しいまちづくりの意欲などにも

触れ、改めて協働のまちづくりの大切さを認識し

たところであります。今後も引き続き市民の皆さ

んが参加できる環境や協働を進めていくための必

要な仕組みづくりを進め、市民と行政が情報を共

有し、知恵を出し合い、公平、公正、透明性の高

い市政運営に努めてまいります。

次に、予算編成について。平成１９年度予算は、

合併後初めて旧市町が一体となって編成する予算

であることから、市民及び職員の融和と均衡ある

発展を基本に、地域経済や雇用に配慮した予算編

成を行いました。事務事業や政策判断の基準は、

総合計画登載事業を基本に事業の必要性、緊急性、

優先性などを考慮して総合的に判断をいたしまし

た。また、平成１９年度は新名寄市の総合計画が

スタートする年度であることから、道の駅整備事

業、風連地区市街地再開発事業、市立総合病院整

備事業、名寄市立大学グラウンド整備事業などの

ハード事業とともに中学校パソコン更新、心の教

室相談員の配置回数の増加、地域包括支援センタ

ーの設置などソフト面にも配慮をいたしました。

さらに、国の合併特例補助金を活用して、平成１

８年度の補正予算に１億 ７００万円を前８しで

計上し、平成１９年度に繰り越しして事業を実施

する予定であります。

一方、予算化できなかった事業について風連福

祉センター整備事業、事業祉としては ８００万

円ほどの事業祉でございました。風連庁舎屋上防

水水事８００万円、名寄庁舎屋上防水水事 ３９

０万円など、他の公共施設の改修水事と調整をし
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て後年度実施することとし、また塵芥収集車につ

いては総合計画より１年おくれで備荒資金組合の

譲渡事業を活用して、平成２０年度に整備をする

予定であります。また、季節労働者支援センター、

仮称でございますが、これらにつきましては国や

道の動向を踏まえて、補正で対応したいと考えて

おります。

次に、今後の福祉行政等のあり方について。国

も名寄市においても本格的な高齢社会と少子化時

代に突入し、低成長の経済下においても長期的に

安定し、継続性を持った施策が求められておりま

す。最低保障の生活水準から平均的な国民生活の

保障へと期待が大きく変容してきた社会保障制度

は、国としても全国民を対象とする中で時代、時

代に合わせて制度設計や再構築することはやむを

得ないことと考えております。国は、増大する社

会保障祉の見直しに迫られ、介護保険制度に見ら

れる応能負担の考え方を障害者自立支援法の施行

の中でも取り入れ、その変化が急激であったこと

から現場に大きな混乱が出たわけでございます。

御承知のとおり今後もこの応能負担の考え方は、

統一して多くの制度に取り入れられるものと考え

ております。

平成１９年度政府予算の社会保障祉全体では、

前年前 ８前増の２１前 ４０９億円が計上され 

ておりますが、内容を見ると生活保護祉関連では

母子加算の見直しなどにより４２０億円減の１前

５２５億円となっております。個々の施策にお

いては、新たに取り組まれたもの、見直しされた

もの等がありますが、これらにかかわる祉用につ

きましては多くは国、とと道、そして市町村とで

一定割合で負担しているものでありまして、平成

１９年度の負担割合については国や道の財政悪化

による影響はないものと考えております。今後中

長期的に見れば、例えば療養型病床の削減に見ら

れますように施設から在宅への動きが進む中で、

必要な施策を講じていかなければなりません。そ

の負担については、一つ一つ積み重ねられ、増大

していくことはあっても減少は考えられないと思

っております。市としては、今後も厳しい財政状

況が続くと予想されていることから、新しい総合

計画の最終年には３０前を超えると予想されます

高齢社会に対応するまちづくりに備えていかなけ

ればならないと、このように考えております。

次に、行財政計画の推進についてお答えをいた

します。旧名寄市では、平成６年から行財政改革

推進計画をつくって、毎年対応を続けてきており

ます。平成１５年度から平成１９年度の５カ年の

期間につきましては、地方分権社会に適切に対応

するため職員研修、人材育成や施策体制の充実な

どを重視した検討と事務事業の改善や財政の健全

化を具体的な実施項目として取り組みをいたしま

した。実施期間は、合併協議期間を除く実質３カ

年でありましたが、具体的な取り組み内容の５９

項目中、平成１５年度は３６項目、平成１６年度

は３５項目、平成１７年度は３３項目を実施をい

たしました。一定の成果があったものと理解をし

ておりますが、未実施分については今回策定をい

たしました新行財政改革推進計画の中に盛り込み、

推進を図ることとしております。また、今回策定

をいたしました新行財政改革推進計画は、市民満

足度の高いサービスを提供するための組織転換と

自立的、主体的に施策を決定し、持続的に発展し

ていける行財政基盤を持った自治体への変革を目

指すことを基本理念として策定いたしました。こ

の計画の策定に当たっては、職員アンケート調査

や職場会議などを実施し、数多くの意見、提言を

いただきました。職員からの意見、提言は、今後

の進行管理に反映させるとともに、各職場で活用

を図ってまいります。

次に、今後の地方財政の展望であります。平成

１９年度の地方財政対策は、一つには基本方針２

００６に沿って歳出を抑制する、二つには地方交

付税の法定率分を堅持し、地方一般財源の総額を

確保、三つには地方交付税特別会計借入金の計画

的償還を開始する、四つには公債祉負担の軽減、
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以上４点が大きなポイントになっております。自

治体の予算編成で大きなウエートを占めている地

方交付税は、法定税率を堅持した上で総額を確保

されましたが、交付税特別会計借入金の償還が平

成１８年度補正予算から開始をされたことにより、

国の税収増で法定分が伸びても地方財政計画には

盛り込まれず、借入金の返済に回される懸念があ

ります。地方交付税は、税収の多寡により財政の

二極化を是正する財政調整機能と零細な市町村で

あっても一定の住民サービスが実施できるよう財

政保障機能の両面を持っている地方固有の財源で

す。国の三位一体改革などにより地方交付税が大

きく減少し、道内の市町村の多くは厳しい財政運

営を強いられております。平成１９年度から導入

の人口と面積を基本に積算する包括算定経祉、新

型交付税というふうに言われておりますこの算定

には、過疎化、少子高齢化と多くの課題を抱えて

いる小規模市町村が不利益をこうむらないような

適切な財政需要の把握とともに、地方一般財源と

して交付税総額を確保するようとと道市長会の中

で全体の要望として取り組んでいきたいと考えて

おります。

次に、中期財政計画と新総合計画との整合性に

ついてお尋ねがございました。中期財政計画と新

総合計画との整合性については、総合計画が実効

性を持つために当然財政計画との整合性が基本と

なりますので、前期計画は財政計画と整合性を持

たせ設定し、施策の優先度、緊急性などを検証し、

計画を進行管理していく考えであります。

また、各個別計画との整合性についてお答えを

いたします。議員御承知のとおり、総合計画とい

うのはすべての行政計画の最上位計画ということ

であります。総合計画は、基本構想及び基本計画

において大きくは五つの基本目標とそれに基づい

た４５本の主要施策により全体の施策が体系づけ

られ、これらに基づいて今後のまちづくりを進め

てまいります。今後策定されます各個別計画は、

総合計画の基本目標と主要施策において定めた方

向性をさらに具現化するための計画として位置づ

けられ、これらの計画を踏まえた上で具体的な事

業を展開していくということです。したがいまし

て、今年度以降に策定を予定する各個別計画は、

総合計画における４５本の主要施策にリンクする

形での計画となります。当然計画の検討段階から

総合計画との整合性を図りながら、策定作業を進

めていくということで御理解をいただきたいと思

います。

現在３１本の個別計画を想定しておりますが、

そのうちお尋ねのありました第３期高齢者保健医

療福祉計画、介護保険事業計画、新名寄市農業・

農村振興計画を含む４本の計画が策定作業を終え

ており、基本的に総合計画に準じた個別計画にな

っているところであります。

次に、名寄市の財政状況について。平成１７年

度の決算統計数値が正式に公表されていないので、

詳細については述べられませんが、経常収支前率

が９ ３前と９０前を超えたこと、１７年度決算

から導入された実質公債祉前率が１９前と地方債

発行の許可団体となる１８前を超えたことなどか

ら考えて、名寄市の財政指数は道内３５市の中で

は中の下と、このように押さえております。しか

し、個々の市町村の財政指数を単純に前較して一

喜一憂することは、余り意味がないのではないか

と考えております。市民の皆さんへ財政状況の公

表、説明では、予算の概要と執行状況、決算の状

況などを広報で年３回程度お知らせしており、ま

た名寄市ホームページにも適宜掲載をしておりま

す。

今後の財政運営は、昨年１２月の市議会議員協

議会に提出をした中期財政計画でもお示しをいた

しましたけれども、平成１９年度から２２年度ま

での４年間は基金に依存した財政運営を余儀なく

されています。合併後、ほぼ１年が経過をしまし

たが、合併効果を確実にするためには組織のスリ

ム化が緊急の課題であると考えております。また、

新名寄市行財政改革推進計画に基づき、これまで
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の既成概念にとらわれず歳入歳出の両面から見直

しを進める必要があり、具体的には上下水道の料

金改定を含めた使用料、手数料の見直し、事務事

業の一元化、補助金、負担金の全面的な見直しな

どを実施して、健全な財政運営に努めてまいりた

いと考えております。

次に、広域行政の現状と今後の具体的方針につ

いてお尋ねがありました。まず、現状についてで

ありますが、上川と部圏域では従来から交通、医

療、福祉、防災、救急、衛生、教育、文化などで

効果的に広域ネットワークを形成してきておりま

す。さらに、広域的な振興を図るために新たな分

野として国民健康保険と介護保険の共同事務処理

について担当課長により研究会の検討を経て、平

成１７年１２月に助役会に報告が出されたところ

であります。助役会では、首長の協議とすべき課

題等整理をして確認をしておりますが、名寄市、

風連町の合併等あり、本格的には平成１９年度か

らの作業となっております。なお、とと道町村会

では独自に連合を視野に入れたグランドデザイン

をまとめる作業をしておりまして、その動向も関

係してまいります。また、富良野地区１市４町で

は広域連合を決め、具体的な作業に入っておりま

す。参考にしながら、研究してまいりたいと考え

ているところであります。

今後の展開と名寄市の役割についてでは、複数

市町村で施設整備運営や事務事業などの共同処理

をするためには祉用負担の問題、管理運営の問題、

それから市民、住民のコンセンサスなどの問題も

多くあり、中核都市としての役割を踏まえながら、

可能性についても研究してまいりたいと考えてお

ります。

なお、今回市立総合病院で整備をする救急患者

受け入れのための広域連携等については、５月以

降協議の場を設定して取り組みをしたいと考えて

いるところであります。

次に、地域自治区の具体化と職員の役割につい

てお答えをいたします。同じ地域に住む人が協力

をして、地域を一番知っている地域の人々が地域

のことを考え、協力して行動し、自分たちの住む

地域を豊かにするための活動ができるようになら

ないかとの考え方から、地域自治区の発想が生ま

れ、またその活動範囲は地域のまとまりを考え、

小学校区単位を基本と考えているところでありま

す。ことし１月、町内会長交流研修会で地域自治

区は地域の人々が一体となって住みよい地域を目

指し、その個性や特徴を生かした地域づくりを考

え、実行する場との内容で説明をいたしました。

地域がみずから語り合い、計画するとの意味合い

を含めたこともあり、集まった町内会長から多く

の意見をいただきました。正直なところ抽象的な

部分が含まれた提示であったと認識しております。

今後は地域に入り、地域自治区へ向けてのきっか

けになるような具体性を持った説明をしていかな

ければならないと考えております。また、地域で

の話し合いの中で、初めの一歩型になるような事

業で一定の区域内で地域づくりを提案し、モデル

地区として実践をいただくことも考えております。

また、地域自治区での職員の役割については、

職員も地域の一員として積極的に地域づくりにか

かわることが重要なことと考えております。職員

の研修などを通じて、地域のまちづくりに参加を

これまで以上に進めていきたいと考えております。

次に、主要課題について、大型店の問題につい

てお尋ねがございました。１月２２日に記者発表

して以来これまで３回、と１８０名の参加をいた

だいた市民説明会と２回の議員協議会において多

くの貴重な御意見をいただいたところでございま

す。市民の皆さんには多様な意見があるところで

すが、特別用途地区の設定は３月２３日に利害関

係者を中心とした公聴会を行い、都市計画法にの

っとって名寄市の都市計画審議会などに諮り、決

定をしていきたいと考えております。

今回の都市計画は、基本的に２月２日に基本構

想の議決をいただいた新総合計画ととと道で策定

されていますコンパクトなまちづくりに向けた基
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本方針に沿ったものであります。現在並行して策

定中の都市計画マスタープランも新総合計画との

整合を図り、風連地区と合わせた中で都市計画区

域全体の土地利用計画を再調査してまいりますが、

将来２０年、３０年先のまちづくりを想定した用

途地域の指定などを検討してまいります。

次に、入札、契と制度の改善に向けて申し上げ

ます。名寄市では、現在一般競争入札は１件の予

定価格が１０億円以上の水事を対象としており、

１０億円未満の水事は指名競争入札としておりま

す。入札に当たっては、予定価格を事前公表して

おりますが、予定価格の事前公表には適正な価格

競争が行われにくくなること、業者の積算努力が

損なわれること、談合が一層容易に行われる可能

性があること等の弊害が生じることも考えている

ところであります。しかしながら、現在積算ソフ

トを導入する業者もふえており、積算価格に差が

ないこと、入札時に積算内訳書の提出を義務づけ

ており、発注側と受注側の積算根拠が明確である

こと、談合が行われた事実が判明したときは速や

かに指名停止等の措置を講じていることなど、指

名業者には名寄市の姿勢を示しております。

最近では福島、和歌山、宮崎の３県などで官製

談合が相次いだことを受け、国や全国知事会及び

政政指定都市が予定価格 ０００万円以上の水事

を一般競争入札とする方針を決定し、総務省、国

交省では地方自治法施行政や政省政を改正する予

定であります。とと道でも深川市を初め岩見沢、

旭川市が条件つき一般競争入札の導入を決定して

おります。名寄市としては、入札制度改正検討委

員会で一般競争入札の導入について協議を重ねて

おります。今後は、近隣市町村の動向を把握し、

名寄市だけで導入を決定すると市外業者の参入に

より地元業者の発注の機会が減ること、現在近隣

市町村では指名がない中で名寄市だけが先にオー

プンにするのではバランスがとれないこと、また

従来よりも発注に要する日数がかかること、施水

実績が書類でしか確認できない全国からの業者の

参入がふえることなど課題が考えられます。国交

省ではマニュアルを作成する方針を打ち出してお

り、その資料を参考にしながら、地域条件つきの

一般競争入札の導入について検討を図ってまいり

たいと考えております。

次に、サンピラー温泉のリニューアルについて

お答えをいたします。平成９年１２月に改修オー

プン以来１０年経過しようとしておりますが、職

員の内部努力もあって、おかげさまで大変好評を

いただいているところであります。温泉のリニュ

ーアルにつきましては、その必要性を感じており

ます。振興公社内部の検討会議においても議論が

なされておりますが、まだ構想ビジョンの段階で

ございます。いま少し時間をいただきたいと思っ

ております。

これまで利用者からの意見等につきましては、

露天ぶろ、サウナ室のテレビ、洗い場の仕切りな

どの声が聞かされております。今後のリニューア

ルに際し、振興公社の意見とともに協議の参考に

させていただきたいと考えております。

次に、国民保護計画についてお答えをいたしま

す。名寄市国民保護計画の作成に当たっては、そ

の素案が名寄市国民保護協議会において了承され

ており、今月中に最終案の答申を受けて確定する

ことになっております。素案におきまして第２章、

国民保護措置に関する基本方針として８項目にま

とめておりますが、それらの基本方針が本計画全

体においてどのように具体化されているかにつき

ましてお尋ねのあった３項目について説明をいた

します。

１点目の基本的人権の尊重につきましては、そ

の内容を具体化した項目は特にありませんが、憲

法が保障する国民の自由と権利を尊重し、武力攻

撃事態等において国民の自由と権利に制限が加え

られるときであっても、その制限は必要最小限の

ものに限り公正かつ適正な手段のもとに行うとい

う考え方は本計画全体を貫いております。

２点目の国民の権利、利益の迅速な救済につき
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ましては、国民の権利、利益の救済にかかわる手

続等という１項を設けまして、市民等からの問い

合わせに対応するための総合的な窓口の開設や救

済手続に関する行政文書の保存等について記載し

ています。

３点目の国民に対する情報提供等につきまして

は、国民保護措置に関する正確な情報を適時に、

かつ適切な方法で提供するべく独立した１項を設

け、その中で情報提供体制の整備、警報等の伝達、

安否情報や被災情報の提供等について記載をして

おります。

次に、今後の雇用対策について。平成１９年２

月発表の旭川財務事務所道と経済月報によります

と、前年に前較をして住宅着水戸数など一部に伸

びが見られますが、全体的には厳しい情勢が続い

ております。また、名寄公共安定所の２月末の雇

用情勢によりますと、月間有効求人と率は ４３

とで、前年度に前較して ０８前の増加となって

おります。全国、全道に前較しますと依然として

低く厳しい状況にあります。新規高卒者の就職状

況では、昨年に前べますと総体に６５前の増加で、

特に技能部門に大幅な伸びが見られます。全国的

に大量定年退職がふえるいわゆる２００７年問題

の現象に伴うものと思われます。雇用の拡大と安

定は、とと道全体の経済の活性化とともにあるも

のと認識しており、今後さらに地域の関係機関と

ともに中央への働きかけを継続してまいりたいと

考えております。

冬期援護制度にかわる新しい制度につきまして

は、今国会の審議後にとと道を通じて具体的に示

されてまいります。去る２月２３日の上川支庁に

おける説明会では、（仮称）通年雇用促進支援事

業としての骨格が示されました。概要としては、

地域協議会が策定する対策計画により提案、企画

競争により雇用創出効果の高い協議会に国が委託

をして、実施するというものであります。また、

協議会は広域性が求められており、４月以降に示

される要綱及び職安、近隣市町村とも十分協議し

ながら対応してまいります。

以上で私の答弁にさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございます。〇教育長（藤原 忠君）

私からは、大項目６、教育行政執行方針について

御答弁申し上げます。

まず初めに、（１）、教育基本法の改悪と今後

の動きについてでありますが、御案内のとおり旧

教育基本法は憲法と同じ年、昭和２２年に施行さ

れて以来６０年近くにわたり一度も改正されてい

なかったことから、現代の社会に十分対応し切れ

ていない面もあるのではないかとの懸念もあり、

文部科学省は平成１３年１１月２６日に新しい時

代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の

あり方について中央教育審議会に諮問し、平成１

５年３月２０日にその答申がなされました。その

後さまざまな議論を経ながら、文部科学省は改正

案を策定して国会に提出し、去る１２月１５日に

新しい教育基本法が可決、成立、同月２２日の公

布、施行されたところであります。

その中で見直しが図られた主なものは、一つに

は国民から信頼される学校教育の確立であり、特

に個性の伸長、豊かな心の育成、グローバル化、

男女共同参画など、社会の変化への対応について

の観点の重視であります。また、二つには、家庭

の教育力の回復、学校、家庭、地域社会の連携、

協力、そして三つ目は公共心、伝統や文化を尊重

し、それらをはぐくんできた国や郷土を愛する態

度の育成、四つ目には生涯学習社会の実現などに

ついてであります。教育基本法の見直しに当たり

ましては、現行憲法を前提として見直すこと、ま

た今後の教育においても大切にすべき普遍的な理

念を尊重することなどが確認されているところで

あります。私といたしましては、個人の尊厳、真

理と平和、人格の完成などの理念は憲法の精神に

のっとった普遍的なものであり、新しい時代の教

育理念としても大切にしていく必要があることか

ら、今後関連法案にかかわる議論の推移を見守っ
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てまいりたいと、このように考えているところで

ございます。

次に、特別支援教育本格実施への現状について

お尋ねがございました。特別支援教育の推進につ

きましては、昨日の木戸口議員の御質問にもお答

えしたところでありますが、平成１７年度に地域

指定を受け実施したモデル事業の成果を踏まえ、

平成１８年度におきましては名寄市独自で推進体

制の整備を進めてまいりました。これまでに全小

中学校に校内委員会とコーディネーターを設置す

るとともに、コーディネーター連絡会議や専門家

チーム会議、巡回相談などを開催し、支援ネット

ワークの構築に努めてまいりました。また、特別

支援教育にかかわる各種研修会等の後援などを通

して、制度への理解の進化を図ってまいりました。

平成１９年度におきましても引き続き各学校にお

ける教職員や保護者に対して制度についてのより

一層の理解の促進を図り、制度の充実に努めてま

いります。

また、課題といたしましては、教育は人なりの

言葉にもありますように、人材の育成や確保が急

務となっております。幸いにも名寄市には大学や

短期大学及び市立総合病院があり、専門的知識を

有する人材がそろっていることから、他の市町村

と前べても恵まれた環境にあります。これら専門

的知識を有する方々の理解と協力を得て、特別支

援教育の推進を図ってまいります。

さらに、名寄市教育委員会といたしましては、

新たなる事業として、平成１９年度における特別

支援教育研究推進実践学校を指定いたしました。

研究実践に当たっては、名寄市立大学との連携の

もとに学生によるティーチングアシスタントとし

ての取り組みを進める中で、その課題と成果を検

証しながら、全小中学校への取り組みに拡大する

ことで一層の充実を図ってまいりたいと考えてお

ります。また、各学校に配置する支援員制度につ

きましては、現在文部科学省において実施に向け

て検討が行われておりますが、その推移を見きわ

め、的確に対応してまいりたいと考えております。

次に、（３）、いじめ、不登校、悩み等の現状

についてお答え申し上げます。いじめにかかわる

問題につきましては、これまでもいじめはどこに

でもあるとの認識のもと、いじめを未然に防ぎ、

深刻化させない取り組みに努めてまいりました。

特に昨年１１月以降は、名寄市独自のいじめの実

態調査、またとと道教育委員会によるアンケート

調査の速報値などに基づき、校長会等を通して日

常の教育相談や学級活動から具体的な実態を把握

するとともに早期発見、早期対応に努め、保護者

や関係機関との十分な連携を図りながら解決に当

たるよう各学校に指導してきているところであり

ます。特に校長会、研修会におきましては、教育

相談センターの教育専門相談員を招き、連携のあ

り方について協議するなど、学校と関係機関のよ

り緊密な連携に努めてまいりました。また、新年

度の各学校における学校教育推進の重点にいじめ

解決について学校ぐるみの組織的な対応に努める

ことを明記するとともに、いじめの芽を摘み取る

ためにも望ましい言語環境の保持に努める取り組

みについても指導してきたところであります。さ

らには、子供たちの悩みの解決に向けて配置され

ております心の教室相談員の相談業務をいつでも

悩み相談ができるよう新年度から名寄市単独の予

算で週５回へと強化することにいたしております。

さらには、教育相談センターにおけるハートダイ

ヤル及び不登校児童生徒に対応する適応指導教室

の機能強化を図るため、指導員の増員についても

計画しております。

これからの教育は、学校ばかりでなく地域全体

で子供たちの健全育成について見守っていく必要

があります。新年度におきましては、青少年セン

ターにおけるサポートチームを再構築し、より一

層の活性化を図るとともに名寄市立大学など地域

の関係機関の協力を得て、カウンセリング研修な

ど子供の心と直接向き合う教職員の資質の向上を

図る中で、いじめなど問題に積極的に対応する体
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制を確立するよう努めてまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ答弁いただ〇２０番（熊谷吉正議員）

きましたけれども、順に再質問を申し上げたいと

思います。

憲法を暮らしに生かす市政について市長の答弁

率直に受けとめて、一層平和や暮らしに生かす意

識をより強めていただきたいと思います。ただ、

国の状況、特に安と政権は特徴的に教育基本法の

改正に見られるように現職の総理大臣でありなが

ら憲法改正を言ってはばからない現実のきな臭い

政治を意思表明されておりますから、首長の立場

としても市民生活を守る上での憲法を生かす姿勢

について引き続き御努力をお願いを申し上げてお

きたいと思います。

市政運営の基本的な姿勢やまちづくり、市民と

のかかわり方についてですが、率直にお聞きをい

たします。こういう質問をいたしますと、市長は

常に現職の首長として名寄市民全体の平和や幸せ

を願う立場で、日本の財政構造が中央集権的な構

造でしたからいたし方ないことでございますけれ

ども、道や国を含めてやっぱり政権等、あるいは

現職国会議員や道会議員との密接な連絡というの

は欠かせないことについては私も十分わかります

し、これからもその必要性については当然かなと

いうふうに考えております。あるいは、与党にか

かわらず道や国に対する全野党的な立場での名寄

市の要望、ニーズを生かす姿勢としては理解がで

きるところでございます。しかし、たまたま今統

一地方選挙、知事選挙、道議選挙、市議選挙と続

き、夏には日本の将来を左右する入り口にあると

いう参議院選挙もございますが、きのうたまたま

公正な市長ということの立場からして前堀江副議

長の事務所開きにも市長も議長も出席をされてお

りました。当然選挙ですから、常に相手があって

の戦いになるわけでございますけれども、そうい

う時期については当然公平、公正の姿勢を、スタ

ンスを維持をされていくことがベターな判断かな

というふうに考えておりますが、そういう認識で

あるのかどうか、改めてお聞きをしたいと思いま

す。

市政運営の基本的な姿勢の関係で、確かにこの

１年間、冒頭演壇で私も聞いたとおり、市長にと

っても非常に多忙な厳しい時代、１年間であった

というふうに考えておりますが、これまでも総合

計画の策定に当たっての十分な市民との対話、あ

るいは説明責任、情報公開、基本的な姿勢につい

ては伝わってくるものはございますけれども、現

実的にやはり行政運営ではスケジュール的になら

ざるを得ない側面も否めないのかなという感じが

しておりまして、これからもその基本的な姿勢を、

市の職員全員がそうなのですが、実践的にも常に

だれのために仕事をしているのかという問題意識

を頭に置きながら、それぞれ事務屋さんであろう

と技術屋さんであろうと市民の目線で物を考えて

いく、制度で足らなければその制度を改善をして

いくという姿勢もまた特に必要ではないのかなと

いうふうに考えておりまして、時間等の関係でど

うしてもスケジュール的な、日程的なことに限界

もあるかもしれませんが、これからもしっかり市

民との目線を大切にしながら、住民対話を一層深

めていただくように求めておきたいと思いますが、

このことに関しては先ほどの選挙にかかわる対応

についてだけお答えをいただきたいと思います。

次に、行政改革の関係で、行政改革の新しい計

画については近々出るという、８日でしたか、情

報によりますと。議会が始まることがわかってお

りまして、当初行政改革の新しい推進計画につい

て予算編成の査定の終わるごろ、１月下旬ぐらい

というふうに聞いておりまして、あるいは公債祉

適正計画も５日の日にホームページで掲示をされ

ていたのですが、いわゆる第１定が始まるという

ことを前提にしながら、市民や私ども議員にも情

報公開のスピード感というか、非常におくれてい
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るなという感じがしておりまして、そこら辺につ

いての認識について、時間等の関係で大変忙しい

ことは重々知りながらも、私どもそれらを見なが

ら論戦に入るというのが極めて市民にとっても幸

せなことでございまして、対応に十分でないこと

がやっぱりあったようなことについては指摘をし

ておかなければならないなというように考えてい

ます。

それで、行財政改革計画の全般についてはまた

論じる機会があると思いますから割愛をいたしま

すが、１点だけ、これも行政改革の絡みでは職員

の資質、市民の目線で仕事をする、応対の問題な

どについて、永遠の課題というわけにはこれはい

きませんから、１年たったらこれだけ改善をした

ということが重要でありまして、これはもう既に

市長や議長には別に先週郵送されているというふ

うに聞いておりますけれども、たまたま私議会終

わってうちへ帰りますと、こういうはがき１枚、

一市民からというふうに来ていまして、私の質問

は別にそういうことを予定をしていたわけではあ

りませんが、行革絡みの関係であえて触れさせて

いただくのですが、これは具体的な施設名も書い

てありますけれども、ある施設を利用しに行った

ら、個人に対する対応はしていないというような

つっけんどんな対応で、けんもほろろの対応があ

ったということで、余りにも腹が立つので、条例

を後から調べて、そういう個人には貸さないとい

うことにもなっていないと、どうなっているのだ

ということを取り上げてほしいということであり

まして、このはがきのことだけではなくて、まさ

に職員の資質や労務管理のあり方、特に市役所は

最近の行革や合理化の関係でたくさんの臨時職員

や嘱託職員や非常勤職員も入っていると思います。

そういう人たちへの、一体感の中で当然仕事をし

なければならないにもかかわらず、何かしら上に

立つような感覚で指示をする、指導をするという

ようなことの印象も伝わってくるものですから、

この行革の項では１点だけ、たびたび各議員も取

り上げるところなのですが、まさに今余り改善さ

れていないのではないかという心配もございまし

て、個別にはまた議会終わってから指摘をさせて

いただきますが、御答弁をお願いをしたいと思い

ます。

中期財政計画、新総合計画の関係についてであ

りますが、整合性については確かに私どもの情報

と市長を初め市役所全体の情報というのは残念な

ことに情報格差がございます。あるいは、時間の

ずれもありますから、どうしても私ども食い込ん

だ検証、整合性があるというふうに言われてもわ

からぬ部分が多いのですが、例えばかねてからも

言っておりましたが、実質公債祉前率が夕張問題

も含めていわゆる大事な指標になってきているの

ですが、一般会計新年度は１８７億円、特別会計、

病院会計も入れて４００ということなのですが、

例えば企業会計でいくと風連と名寄の過去の手法

の違いなんかもあって、前の公債祉前率について

はだんだん改善をしてきていると、一般会計では。

しかし、適正計画の内容を見ますと企業会計、企

業債との関係なんかでそれを押し上げてきたとい

う現実なんかがあって、そうするとその原因を私

ども見る根拠になるのはやっぱり病院会計や水道

会計の中長期の計画みたいのが、施策としての計

画はそれぞれ水道で言えば２画があるとか、病院

の展望なんかについての考え方出されますが、か

ねてから執行側も認識をしながら、なかなか具体

化しないということがございまして、この機会に、

実質公債祉前率が非常に重要な前率になっている

わけで、私どもも検証する上でそういう資料も含

めてやっぱり提示をいただかなければ論議ができ

ないという部分もございますので、改めて、繰り

入れ等の関係もございますので、特別会計ももち

ろんそうですが、ぜひ基本的なところのまず考え

方をお知らせをいただきたいと思います。

それから、二つ目には、きのう中野議員もおっ

しゃっておりましたけれども、総合計画５年のを

まとめた事業計画の提示があり、後年度は別途と



－129－

いうことですが、公債祉負担適正計画や中期財政

計画を数字で置いているわけでありますから、当

然単年度、単年度の事業の張りつけというのは恐

らく頭に置いていると思うのです。それらがきの

うの答弁ではこれから単年度ごとの張りつけをす

るということですが、仮にそれが本当だとすれば

私どもに提示いただいているいろんな数字という

のは、いわゆる公債祉前率や経常収支前率を一定

の上限を定めながらの数字上の提示になっている

のか、やっぱり単年度、単年度の施策の張りつけ

について調整をされているのかの判断がつきませ

んので、改めてお伺いをしたいと思います。そし

て、まだ具体的に単年度ごとの張りつけができな

いとすれば、いつ提示をいただけるのか改めて求

めておきたいと思います。

それから、もう一点、きのうも小野寺議員から

出ておりました旧名寄、旧風連の特例債の活用、

過疎債の活用の問題の市民のとらえ方、私も旧名

寄の議員でございますから、印象としては旧風連

の３大事業が非常に目につくということの印象は

ございます。あるいは、市民からも名寄何もたも

たしているよのというような言い方も、旧名寄で

す。しかし、答弁では市長がおっしゃっているこ

とについても十分わかります。総合計画１０年、

建設計画の関係を引用しながら、トータルとして

一つのまちとしてどう施策が張りつけていかれる

のかという物の見方が正しいと思いますが、現実

に例えば名寄の中心街の活性化の取り組みについ

ても関係者の取り組みがしっかり見えないからそ

ういうおくれになって、むしろ風連の再開発事業

を評価をしなければならぬという気持ちについて

は私もございます。積極的にやっぱりやる方がし

っかり具体的に先にいくのだということについて、

道の駅についてももちろんそうだと思います、中

学校の問題も。ただ、ここで５年、１０年で私も

見ようという気持ちはございますけれども、旧名

寄の市民としては不満が残っているという、調整

を求める声が根強くございまして、ぜひその辺に

ついての改めてのお答えもいただきたいと思いま

す。

それで、具体的にきのうのやりとりを聞いてい

て思ったのですが、旧風連の事業が調整がついて

効率的に行えることが非常に大切だと思う立場か

らなのですが、３大事業、中学校、再開発、道の

駅と。どれもそれは名寄全体のものであるという

認識を私どもも切りかえる努力をしなければなら

ないと思います。たまたま風連高校の関係で、か

なりこれから存続をしていく状況厳しい状況の認

識が教育長からも示され、あるいは少し前に一歩

踏み込み過ぎたかなという心配もしましたが、跡

校舎、跡地の活用の問題も答弁がありました。ま

さに地区の住民や子供たちの環境が整えば、かな

りその可能性は強い。もし仮にそうなった場合、

中学校の改築これからで、新年度調査で再来年着

水ぐらい、二、三年ということになるかもしれま

せんが、いわゆる小中一貫の関係で、風連中央小

学校と風連中学校などの一貫教育の環境の場も場

合によっては整うのかなと。あるいは、中学校は

新築でなければそれはとんでもないという声もも

ちろんあるでしょうが、しっかり既存の校舎の再

リニューアルや備品の充実配備など、いろんな方

法がやっぱりあるのではないかと思いまして、十

分総合計画前期にかかわる問題ではあろうと思い

ますので、そういう可能性について、それは市長

と教育長の立場から改めてまた具体的な問題とし

てお聞きをしておきたいと思います。

それと、公債祉負担適正化計画、結果としてこ

の数字を見れば心配される１８前超えをどう抑え

ていくかという関係で、数字が出ていますが、１

８年度が１ ６、これは単年度です、１ ６。そ 

れから、１ １、１ １、１ ５、ここはお認め  

になっているとおりで２１年度、これは２０前を

超えるのかなという見解も出ています。単年度で

はその後１８前、１６前、１４前と適正化計画の

７年度の最後、２４年ではそのような数字で、３

年平均ではかなり抑制感の数字が、トータル的に
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は１ ９前が平成２４年に出ています。これらに

ついては、先ほどの関連もありますけれども、い

わゆる総合計画の具体的な事業想定をしたものを

はめながら出てきている数字ではないのかなとい

うふうに考えておりますが、そういうような押さ

えでよろしいのかお聞かせをいただきたい。新発

債との関係です、既発債ははっきりしているわけ

でありますから。これから新たに起債を起こす関

係についてお尋ねをしておきたいと思います。

それから、広域行政の関係については触れる時

間がございませんが、若干歩みが、合併の関係も

ございましたが、文字どおり私どもは名寄にいて

中核市だと、市長もおっしゃいましたけれども、

まさに中川から和寒、士別も入りますけれども、

他の市町村が文字どおり人口が多いから、財政規

模が大きいということばかりではなくて、やっぱ

り首長同士の信頼関係、市民同士の信頼関係の醸

成、そういうことをベースにしながら広域行政の

展開みたいのは出てくるのかなという感じがして

います。合併前の任意協議会の経験もございます

し、広域的なネットワークを構築をしているとい

うことでございますが、歩みとしてはやっぱり姿

が見えないと、形が見えないと何やっているので

すかということになろうかと思いまして、全道的

の町村会の新たな自治の姿の問題についても触れ

られておりましたけれども、そういうことを頭に

置きながらも名寄市の役割というのは非常に大き

いのではないかと思いまして、今考えられる広域

的な行政、あるいは連合行政みたいな形の提案が

ありましたら、ぜひお聞かせをいただきたいと思

います。

域内分権、住民自治について、市長の答弁でよ

ろしいかなというふうに考えますが、私は確かに

受けとめる町内会や市民の側にしても、町内会に

よっては毎年役員決めるのも大変だと。しかし、

そうは言いながら本当に年々行事を拡大をしなが

ら、町内の親睦を図るような取り組みが進んでい

る町内もございます。ですから、それは一様に言

えませんけれども、単に今ある町内を学校単位に

まとめてイベントをやるということだけでは、ス

タートはそこから入るのかもしれませんけれども、

具体的な予算措置も含めた、具体的に地域で何を

やるのか、極端な話道路の穴あいたらみんなで埋

めるのだと、あるいは樹木が８れたら自分たちで

やるのだと、街灯がどうしたこうしたという話も

含めて、そういう小さなことの積み上げで、まさ

に自分たちが自分のまちをつくり、守っているの

だなという気持ちが高まっていくような気がいた

しまして、具体的な制度としての位置づけについ

ての基本的な考え方をお知らせをいただきたいと

思います。私は、議会の附属機関的な要素も将来

的には構想をしている一人なのですけれども、そ

れに対する見識があればまたお知らせをいただき

たいと思います。

主要課題について、大変市長も苦悩されておら

れる大型店問題の対応と都市計画について、この

間の不十分さについては市長もそれぞれきのうお

認めになって、新聞にも出ているところなのです

が、改めてむちを打つようなことはしませんけれ

ども、なぜこうなったかなということについて改

めて私は考える必要があるのです。こうなったも

のをなかなかもとに戻すことは現状では非常に困

難なのですが、もう市長も十分わかっているので

すが、今社会保障でもすべての施策でも国による、

あるいは道によるセーフティーネットを張らずし

て規制緩和を一気に小泉あるいは現政権の中でも

引き継がれながらやられた結果が都市間の格差、

あるいは道内における域内格差、さまざまな格差

につながってきておりまして、これはもう既にバ

ス業界とかタクシー業界だとか、そういうの経験

済みなわけでございます。そして、結果として何

が残るかというのは、働いている人たちの労賃の

引き下げで競争する、あるいはパートや時間給な

どの働く人たちですから、多少国全体が、都市部

が景気がよくなっても都市部の人ですら実感がわ

かないというのは、やっぱり景気の６割を支える
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といういわゆる懐のぐあいがてんでよくなってい

ないからということなのです。ですから、この問

題もそうなのですが、７４年から２０００年まで

の間にあったいわゆる商業調整の可能だった法律

が廃止をされて、この間もちょっとまちづくり３

法一部改正されましたけれども、もとの法律が改

正をされた法律以降の問題の事象なのです、全国

的に。これは、当時の建設省ですら規制を外すこ

とに抵抗があったのですが、自民党はやっぱりバ

ブル以降の景気対策のために大手のそういう人た

ちの意向を聞きながら決めてしまった法律、これ

は明らかな事実でございまして、これを今さら戻

すというのはまた新たな歩みとしてまちづくり３

法の改正があって、今の状況になっておりますけ

れども、その原因だけははっきりしておかなけれ

ばならないのではないかというふうに考えており

まして、私は今回の問題も会派ではまだ意識統一

をしておりませんけれども、消祉者の立場でいい

のではないかという声ももちろんあります。私は、

だけれども基本的には、個人の意見になりますけ

れども、セーフティーネットを張らずした規制緩

和については反対をする立場でございまして、社

会的な規制は必要だというふうに考えております、

今回の問題についても。ただ、市長がお認めにな

っているとおり、手続、対応に瑕疵が明らかに残

ったことも事実でございまして、大店法の１３条

の中でも商業調整を求めることはできないという

ことになっているのです、残念なことに、自治体

であっても。そのために全国の、とと道も遅まき

ながら、対応が非常に遅かったのですけれども、

昨年の７月にガイドラインを設定をしていたり、

先見的な県や自治体ではもっと早くまちづくり条

例なども含めて進出をする大手に対して一定の条

件を付す、あるいは地域貢献なども含めた対応を

求める、これが限界だというふうに言われている

のです。

助役も私が一昨年１２月の議会でこのことにつ

いて早く規制をかけるべきでないかという質問に

対して、法の限界性を問うて、さらに研究、検討

をしなければならぬという程度の答弁でしたけれ

ども、都市計画審議会の中ではもっと早くから、

このことを想定をしたわけではありませんが、法

の改正の動きに伴っていずれ用途地域の指定、特

別指定地域などについて検討していかなければな

らぬということを既に数年前の建設部長が言って

いるのです。だから、行政の中で本当にどういう

コンタクトをとられて対応をしてきたかというの

は極めて瑕疵が残るという感じがしておりますの

で、改めて今後の、きのう公になっていましたが、

公聴会を御案内をしていたようですけれども、状

況は非常に厳しいと言わざるを得ません。私は、

現実的にはしっかり地権者や大手なども含めて、

商業者も含めてしっかりテーブルに着いた上で共

同、共存の道を探るしかないのかなという率直な

感じがしておりまして、ただ基本的には社会的規

制も私は必要だと思っていますから、一昨年の一

般質問でもあえて取り上げている次第でございま

して、そういう状況について少しお答えをいただ

きたいと思います。

サンピラーの関係について、ぜひ熱心に利用さ

れている皆さんの声をもう少し具体化する前に公

にしながら、露天ぶろやサウナの改善やら、いろ

いろ課題はあるでしょうけれども、もっと大胆に

楽しい企画として期待をしたいと思いますから、

一層歯車を回していただくように求めておきたい

と思います。

ただ、私こうやって質問したのは、非公式の中

に振興公社から具体的な提案があったというふう

に聞いていまして、その中身についてもっと具体

的な膨らんだ中身なのかなと思ったのですけれど

も、ちょっとそれについて聞き漏らしたとすれば、

別途でも結構ですけれども、あえて足しておきた

いと思います。

国民保護計画について、これは端的にお聞きし

ますけれども、政府の基本指針だとか消防庁のモ

デル計画との違いというのは何かあるのかどうか
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ということと、基本的な人権の尊重も市長は憲法

で十分その辺については意識をされている部分な

ので、計画全体でそれが覆われているのだという

ことでございますが、それはそれとして受けとめ

てはおきますが、非常に不思議なことが実際にあ

るのです。有事のタイプとして四つ、ミサイルが

飛んでくるとかテロがどうしたとかという定義が

ございますけれども、例えば政府の基本指針で核

攻撃で身を守る方法として風下を避けて、手袋、

帽子、雨がっぱにより放射能降下物による外部被

爆を抑制する、こういうのがまじめな顔をして書

いてある。総務省は、そんなことできるのかと言

ったらできませんというふうに、放射能降ってき

たときにそういう対応で本当に、そういう国の指

針があるということそのものが疑いを持たざるを

得ないのですが、基本的に市長にお聞きしたいの

は武力攻撃災害と自然災害の違いについて少しお

答えをいただきたいと思います。

これは、次の雇用と入札関係と両方かかわるの

ですが、私は正直言って今国全体が、宮崎県やら

先ほど市長言ったように３県、あるいは深川など

も含めて身近な例で話があって、本当にゆゆしき

事態だなと思っていまして、別にこれはその３県

だけではなくて至るところにあるから、たまたま

ぽつぽつと現象が出るのだろうということで、こ

れまでも名寄市として、私も取り上げてきました

が、入札改善、契とについての改善については評

価をいたしています。

ただ、ここにきて一般競争入札について指名競

争入札の是非論の問題について、市長は全体的に

国のマニュアルなんか出たり、あるいはこれから

広域的な調整もしながら、一部一般競争入札の導

入についての検討を言及をされたのですが、確か

に最近、３月２日でしたか、道新で大学の学者は

地元優先せず一般入札をやれと、それから町村会

の南原常務理事は有識者を交えて、評価方式で指

名方式についてもしっかり残すべきだとさまざま

な意見出ております。これもやっぱりある面では、

基本的にはそれはもう競争社会ですからセーフテ

ィーネットも何も張る必要はないのですが、指名

競争入札もセーフティーネットの一環ではないの

かなと考えていまして、しっかり精査をした上で

守るものは守るということも大切ではないかと。

ひとたまりもないわけです。先ほどの大型店の問

題ではないですけれども、一般競争入札、多少は

地元の指名競争入札では落札率が高目になるのか

もしれません、高過ぎるととんでもない話ですけ

れども。しかし、一般競争入札になると下がるか

もしれないけれども、しかしその金はどこ行くの

よということにも、地元に落ちないということに

もなるでしょう。私は、あしきという言葉は適当

ではないかもしれませんが、指名競争入札をしっ

かりもっともっと透明性、改善に向けて当面はそ

こも大切にしながら、長期的には市長の答弁のと

おりでよろしいのかなと思いますけれども、改め

て談合やその他のことしか、ましてや役所内部も

含めて官製談合たることはないでしょうけれども、

そこは有識者などを交えた評価方式などについて

も改めて検討しながら、現行制度をつないでいく

ということも一つの方法ではないかというふうに

考えています。

ただ、１点お願いをしたいのですが、最近働い

ている人たちもどんどん切られて、建設業界も身

軽になろうとせざるを得ない状況でありますけれ

ども、どうしても労務祉を、ピンはねという言葉

は悪いですけれども、下げながら対応をすると。

本当は積算をするのはいわゆる二省単価をもとに

積算をして、業者に対して発注をするわけなので

すが、しっかり業界には、大変でしょうけれども、

こういう日商単価をもとに積算をしているのだと

いう資料を渡したことがあるのかどうか改めてお

聞きしたいと思うし、既に一部の自治体では業者

に対してそういう資料も提示をして、しっかり努

力してくださいということを求めているケースも

ございまして、名寄市の新たな取り組みとしてお

伺いをしておきたいと思います。
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最後の方で教育行政について、教育長、教育基

本法の改正で、これ端的にお伺いしますが、長い

こと憲法と表裏一体の関係で、いわゆる国の義務

を定めて、私何回読んでもあの教育基本法がどこ

が悪くて改正をされたのかというのは本当にわか

らない。まさに意図的に国の管理統制を強めるよ

うな方向につながる可能性が極めて大で危惧をし

ているわけでございまして、実際に教育現場に何

十年も教育長おられまして、それが原因で子供た

ちの対応など、あるいは課題等について基本法が

おかしくてという矛盾を感じたことがあるのかど

うか。これは国の動きですから、新たにできたも

のに対する言及はなかなか難しいのかもしれませ

んが、今も重要な基本法だというふうに私は思っ

ていまして、端的にお尋ねをいたします。率直に

教員経験の中からお聞かせをいただきたいと思い

ます。

特別支援教育については、この後一般質問で竹

中議員もやりますが、聞くところによると平成１

９年度に全国に２万 ０００の支援アドバイザー

でしたか、の予算化をして、１人当たり１１９万

円ぐらいの交付税措置の見通しがあるというふう

に聞いておりまして、国の情報が悪いから当初予

算に入っていかなかったのかもしれませんが、積

極的に活用は当然していかなければならぬ、ある

いは交付税だけではなくて単祉も、大変苦しい状

況は十分わかりますけれども、具体化していく基

本的な考え方についてだけお聞かせをいただきた

いと思います。

本当の最後になりますが、いじめ、不登校、悩

みの関係、予算書を見せていただきまして、中学

校の心の教室相談員、適応指導教室、あるいは相

談センターの充実に向けて大変配慮をされている

かと思います。問題は、そういうことを前提にし

ながら、いかにして冒頭お聞きしたとおり今後運

営、ソフトの部分での充実が求められているとい

うふうに思いますから、十分その辺については現

場サイドの意向をしっかり受けとめながら、一体

となっての取り組みを求めておきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

何点か私の方からお答〇市長（島 多慶志君）

えをし、細部の係数的な答弁等については助役あ

るいは担当部長の方から答弁をさせていただきま

す。

まず最初に、基本的な姿勢ということで問われ

ました。私は、市長としては市民の代表でありま

すから、国政あるいは道政等にいろいろな市民の

願いを実現をさせるためには多様なルートといい

ますか、そのようなことをしっかりと取り組んで

いかねばならないと、このように心して今日まで

活動しております。したがいまして、名寄市内に

国政、道政で現職の皆さんが見えるときには必ず

陳情会等を用意したり、あるいはその時間セット

がとれなくもお会いをして、地域の実情等を要請

すると、このような取り組みをしておりまして、

ぜひこのことについての御理解はいただきたいと、

このように思っております。

次に、行財政改革について指摘がありました。

従来の私ども部内でいろいろな取り組みを進めて

いるわけでありますが、これは一つには職員の理

解、協力、市民の理解、協力がなければ実現しな

いものが多くあります。時にはそうした理解をこ

ちらの方で強力にお願いすると、こういうことも

出てくるわけでございまして、風連町との合併で

行政組織等についてはどうしても一時期重複する

ような体制をとらねばならないと、こういう問題

がありますけれども、これは３年、５年という時

間的な中で水程表をしっかりとつくりながら進め

ていくということであります。ただ、平成１７年、

１８年の２カ年については、合併協議等がかなり

優先せざるを得なかったと、こういうことであり

ます。そして、その後の一体感の醸成ということ

も含めて、この行財政改革を必ずしも手を休めた

ということではありませんが、指摘を受けるよう

な内容があったのかと、このように思っておりま

す。
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次に、中期財政計画の関係で、特に各種の指数

についてお話がありました。実質公債祉前率とい

うのは、過去に指標として持っていたものを特に

連結決算のような形で、企業会計あるいは一部事

務組合等で行っている事業の償還、起債で事業を

やっているものに対するそういうものも含めた統

計の数字に置きかえるというふうに変わってきた

わけでございます。私は、これは当然のことだと

いうふうに考えておりますけれども、従来やって

いなかったものを取り組むというのは係数的に当

然変わってくるわけですし、もう一つは今後何年

間かの傾向の中では分母となる数字が非常に、交

付税が主なものでありますけれども、大きく切り

込まれると。そうすると、自動的に、償還をする

方はと定に基づいて年次計画がきちっと定まって

いるわけですから、ここで係数がアップをするわ

けであります。このことについては御理解のこと

だと思いますが、私はこういう事態であっても、

そのことをしっかりと視野に入れた総合計画の年

次的張りつけということを行っていかないと、一

方の計画だけを忠実に実行しますと償還の方が財

源としてショートすると、こういうことになると

いうふうに考えているところであります。当然こ

ういう合併をしての向こう１０年間の事業計画の

中では、国が認めた合併特例債、そして現在指定

を受けております過疎指定による過疎振興の事業

と、こういうものを組み合わせて事業の財源にす

るわけですが、これも私どもが持つ事業すべてが

この特例債なり、あるいは過疎債の適用とならな

いことも当然あるわけでございまして、これらに

ついては一般の起債の中での財源充当ということ

ですから、償還時における一般財源の持ち出し、

このことを心してやっていると、こういうことで

あります。

また、平成１９年度の事業、予算の内容につい

ても指摘ありました。旧風連、旧名寄の事業のボ

リュームについての評価でありますが、私はさき

の議員にもお答えをしておりますが、どの地区で

どうだということを余り議論すべきではなくて、

やはり名寄市全体としてどの事業を今まで準備を

してきている成熟度も含めて実行に早く移すかと、

こういうことだというふうに今認識をしておりま

す。たまたま道の駅につきましては、旧風連町が

開発建設部と協議をして事業化している内容のも

のでありまして、こちらの方が一方的に年次の割

りつけを変更していくということにはなかなかな

らないと。１年間、平成１８年度は内部協議で時

間をとっていただく、そういう配慮はいただきま

したけれども、しっかり進めていきたいと、こん

なふうに考えておりますし、風連の市街地の再開

発事業につきましてももう既に５年間の計画認定

の中で今鋭意取り組んでいるわけであります。そ

ういう意味では、今合併を前にして一定程度の計

画の調整と、名寄地区についてはそういうような

ことも指摘があるかもしれません。このことにつ

いては、しかし今まで進めてきている大学の整備

の問題とか、あるいは緊急的に出ておりますけれ

ども、病院の施設整備等については時間を決して

失することのない対応をしていっている、このよ

うに受けとめていただければと思っております。

風連高校の関連については、きのう教育長答弁

をしておりますけれども、私も現実に入学志願者

が極めて少数の実態については、これは真剣に、

合併協議のときには市立高校でどうかと、こうい

うような提言もあって、私も旧恵陵高校が市立で

存続をしていた、そういう体験を持っているもの

ですから、検討の要ありということでありました

が、しかし子供たちが実際に進学、進路を検討し、

そういう実態がついてこないとなれば、これはも

う改めて学校の跡利用ということを真剣に考えね

ばならぬのではないかと、こんなふうにも思って

いるところであります。

広域行政の展開で、名寄市の立場ということに

ついてのお話がありました。これは、今までもい

ろんなことでお話をさせていただいておりますが、

例えば広域行政の実態が介護保険の認定の関係で
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すとか、あるいは今の障害者の認定の関係ですと

か、名寄市が人材も含めて一定の集積があるとい

うことで近隣の市町村の業務について御苦労いた

だいて対応していると、こういう実態があります

し、機能訓練等について、これは市立病院の理解

があったからできたわけでありますが、旧名寄保

健所管内の風連から中川までのそうしたリハビリ

について名寄市の職員を訓練士としてそれぞれ対

応、スケジュールを組んでやってきたと、こうい

うことがあります。一方、一部事務組合で設立を

して事業をやりました。炭化センター等について

私はこれらの経祉の負担については、合併をして

いたときと合併をしないで一部事務組合でやった

ときの前較ということを私なりに分析をしている

わけでありますが、一部事務組合の場合は各首長

さんがそれぞれの賛成をするときに決定権の数で

持っているわけでありますから、調整というのは

非常にリーダーシップを発揮したとしても自動的

にそうしたものに直面をするということがありま

す。こういうことは、これからやはり広域行政の

施設、あるいは連合としての事務事業と、こうい

うことが選別をされていくことが合併をしない自

治体としての一層の地域の住民の皆さんのサービ

スに直結する手法ではないかと、こんなふうに思

っております。

域内分権の話もありました。私は、全市一斉に

地域自治区のこの形ができ上がるというのはなか

なか難しいと、そのように思っております。既に

もう先行的には東小学校の校区、これは小学校の

改築を機にコミュニティーのいろんな取り組みの

実績があるわけでして、この地区が先行するよう

な形で今名寄市では、私どもは次の地区の皆さん

方にどういうような手法でいろんな地区の取り組

みができないかということを進めていくことが地

域自治区の導入について市民の皆さんに理解して

いただきやすいのではないかと、こんなふうにも

考えております。今精力的に職員の担当する皆さ

んも含めて研究中でありまして、逐次市民の皆さ

んとそうしたモデルを示しながら、御理解を深め

ていきたいと、こんなふうに思っております。

サンピラー温泉の関係も期待をいただく市民の

要望というのがありますけれども、これは管理者

である振興公社と十分協議をさせていただいてと

いう取り組みにさせていただきたいと思います。

規制緩和の関連も含めて大型店のお話がありま

した。私も平成１１年に当時議会も含めて徳田地

区の大型店の進出については名寄市民は望んでい

ないと、こういう決議書を携えて関係者と一緒に

当時の通産の出先機関に要請行動を行った体験を

持っております。そのときには国の方向が規制緩

和ということでありまして、いかんせん実態でご

ざいました。このことが時によっては市民の皆さ

んに、関係者の皆さんに国の規制緩和策に抵抗す

るエネルギーをそがれてしまったといいますか、

そういう面が実態としてあったのではないかと。

しかし、商業関係者を中心にして国に法律改正を

強力に働きかけて、ようやく１８年５月に関連す

るまちづくり３法が改正になったということであ

ります。私は、日本の商業の中で、今の大型店の

経営そのものというのは非常に地域実態を参酌し

ない営業方針が出てきているのではないかと。市

民の皆さんが確かに安いものを広い駐車場があっ

て買い求めやすいというところに流れることはあ

るかもしれません。地元紙の投稿欄にもありまし

たけれども、今日本の農業を守るためにオースト

ラリアとの関税の関係でのいろんな取り組みをす

る中では、やはり日本の農業を守れと、安ければ

いいというものではないという、こういう国民の

支持があるわけでありますから、私はこのことは

名寄においても同様に市民の皆さんにも理解され

るものだと、こういうことを信じて疑っておりま

せん。しかし、現実はなかなかそうでないという

実態であります。

国民の保護計画について、これは私どもが一自

治体の中でこの国民保護計画をつくってというこ

とではこの自然災害等とは異なって対応できるも
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のではないという認識を持っています。しかし、

そうしたものが何もなくて本当にいいのかと、こ

ういうことになると、当然国やとと道と連携をし

た形で一定の仕組みをつくって、市民の皆さんに

このようなときにはこのような仕組みの中で連絡

体制をつくっている、そしてそのことをいろいろ

な訓練を通じて、例えば自然災害の避難訓練等を

通じながら認識を深めていくことが重要ではない

かと、こんなふうに思っております。

入札制度の関係もお話がありました。私は、日

本の経済の中でこのような仕組みが一番の知恵と

して続いてきたのではないかと。しかし、近年の

ように各地でいろいろな入札をめぐる事案があり

ますと、この知恵の仕組みそのものにやはり欠陥

があったのでないかと、こういう指摘を率直に受

けとめて、改善策というものをしっかりとしてい

かなければならぬと、こんなふうに思っておりま

す。現在担当の方ではこれらの内部の検討もして

いただいておりまして、私はしっかりとこれらに

ついては市民の皆さんが公平、公正な事業実施を

しているということの認識をいただけるような仕

組みづくりに全力を挙げていきたいと、こんなふ

うに思っております。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、まず最〇教育長（藤原 忠君）

初に風連中学校と中央小学校の一貫教育について

少しお話がございました。このことにつきまして

は、平成１９年度、新たに適正配置等検討委員会

の中で小中一貫教育の成果などについても御議論

をいただくということになっております。

それから、風連高校のリニューアル等につきま

して市長の答弁のとおりでございます。

次に、教育基本法の改正にかかわりまして御質

問がございました。昨今の青少年の問題行動とか、

倫理観にかかわる問題、あるいは青少年が被害者

になるような痛ましい事件とか学力の問題、ある

いは学校にかかわるさまざまな課題、こういうも

のが国民的関心となったことから、教育基本法の

改正が進んできたのではないかなと。そういう観

点でいきますと、学校教育、第６条の２項にある

規範意識の高揚とか、あるいは第１０条にありま

す家庭教育の充実だとか、またこれは第３条にご

ざいます生涯学習の理念にかかわる地域の教育力

の向上だとか、こういうものが盛り込まれてきた

のかなと、こんなことを考えているところでござ

います。

しかし、先ほどもお話し申し上げましたが、個

人の尊厳とか真理と平和をしっかりと守る気持ち

とか人権、人格の完成などについては、従来どお

りこれは大切なものでございまして、今後何ら変

わるものはないと、こんなふうに私自身も考えて

おりますし、何よりも大切なことはやはり教育振

興基本計画、このことについてしっかり今後視点

を当てていくべきだ、こういう中でいろんなねら

いを実現させていく、そういう努力をしていくべ

きだと、こんなことを考えているところでござい

ます。

次に、特別支援教育に当たりまして支援員制度

のことについてお尋ねがございました。特別支援

教育支援員の配置に必要となる経祉等に係る地方

財政措置の予定についてのお話は１月にあったわ

けでございますが、この計画によりますと平成１

９年度、平成２０年度、２年間かけまして全国の

全公立小中学校に支援員を配置すると、こういう

計画を立てる中で２年間でと２５０億円、５万

０００人という予算づけを計画しているというこ

とでございました。これによりますと、ことしの

５月ぐらいにはこのことについての決定がなされ

る、そういう中で交付税単価の正確な部分もわか

るというふうになっておりますので、その結果を

見て判断してまいりたいと、こう考えております。

そういうことから、名寄市は１５校ございますの

で、当初予算には盛り込んでいなかったことを御

理解いただきたいと、こんなふうに考えておりま

す。

次に、ハートダイヤルとか、あるいは適応指導
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教室等、教育相談センターのかかわりにつきまし

ては、ただいま熊谷議員からお話ございましたよ

うに内部で一人一人の専門性が十分生かせるよう

にチームワークを確立してまいりたい。現在もそ

れぞれが分担して大変な仕事に当たっております

が、しっかりとまたチームワークを確立してまい

りたいと思いますし、あわせましてサポーターの

養成とか、そういう活用などにも今後取り組んで

まいりたいと、このように考えております。

以上であります。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

先ほど市長から答弁を申〇助役（今 尚文君）

し上げまして、細部について私の方から一、二お

答えをしたいと思います。

一つは、行政改革の中で、市民の目線で仕事を

するという職員の資質が欠けているのではないか

ということで御指摘をいただきました。具体的に

はがきで議員のところへの訴えがあったというこ

とであります。日常的に私どもも市民課の窓口に

投書箱を置いておりまして、そこの中でもやはり

ふだん何件か接遇等についていろいろとお話がご

ざいます。その都度こういうような内容について

はこういうふうにして解決しようと、具体的に現

場の窓口の名前を挙げて、何番窓口でこういうこ

とがありましたということがありますから、それ

はきちんと私ども対応していきたいというふうに

思って、今までも実質対応をしてきているところ

であります。いつまでたってもこういうような状

況が続くというようなことで、一方ではお褒めの

言葉をいただいている内容もあるのでありますけ

れども、一方ではこういうはがき、投書をいただ

くと、またそれは本当にゼロどころかマイナスに

戻ってしまうという点感じておりますので、さら

に接遇のあり方について、マニュアルをつくって

配付をしておりますけれども、それだけでは十分

というふうに感じておりません。事あるごとにき

ちんきちんと対応していきたいというふうに思っ

ておりますので、今後の動きについてぜひ御理解

をいただきたいと思いますし、また御指摘もどし

どしいただけたらというふうに思っているところ

であります。その窓口ばかりでなくて、日常の仕

事、だれのために仕事をするのか、どんな態度で

仕事をするのかという御指摘もいただければ、私

どももまた日常心がけているつもりでありますけ

れども、さらに職員全体で考えていきたいという

ふうに思っております。

もう一つは、公債祉適正化計画の中における新

発債との関係が織り込まれているのかと、それと

新総合計画の関係とはどうなのだということであ

りますけれども、公債祉適正化計画をつくるとき

にやはり新発債をこれから年間どのくらいのこと

が予想されるかと、総合計画の事業名を積み重ね

ていって、こういうふうということではなくて、

今まで旧名寄市がとってきたように１年間に起債

の額はこのぐらいにしようという枠を実は決めて

いきたいと、こういうふうに思っております。こ

れは、後々の償還のときに非常に計画的になると

いうことであります。公債祉適正化計画をつくっ

たときに臨財債と合併基金債、これは特別であり

ますので、除きまして、年間１６億円から１７億

円程度の枠を決めていきたいと、こういうふうに

考えておりまして、その内訳は過疎債とか特例債

とかいろいろとありますけれども、年間市が借金

をして仕事をするのは１６から１７億円程度とい

う計画を積み重ねていって、この公債祉前率を割

り出してきているということでありますので、御

理解をいただきたいというふうに思っております。

もう一つは、一般競争入札の方向でありまして、

これも市長から答弁をされておりますけれども、

単価が一体どうなっているかと。現状であります

けれども、これは単価が公開されておりますので、

私どもも入札のたびに積算資料をいただくことに

しております。中には積算がなかなかでき得ない

という業者もありましたけれども、それは建設業

協会とタイアップしまして、私どもの職員が講師

になりまして積算の仕方をきちんと勉強していた
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だきました。これも含めて入札のたびに積算書を

持ってきていただくと、こういうことをやってお

ります。単価は公開をしておりますので、どの単

価も同じ単価を使っているという状況であります。

また、透明性のことに関しましては、今までも

たびたび改革をやっておりまして、発注者側の透

明性は全部出しているというつもりであります。

あと、指名入札の問題が今課題になっておりまし

て、問題提起がありましたようにどの方法が一番

適切なのか、地域経済にとって大切なことなのか

ということを考えて、入札改善委員会の中で議論

をしてまいりたいというふうに思っています。

以上でございます。

熊谷議員。〇議長（田中之繁議員）

最後に１点だけ、公〇２０番（熊谷吉正議員）

債祉の繰上償還の新たな制度ができていまして、

一定の要件きのうもやりとりあったのですが、そ

れには新たな行革を求められる可能性もあるとい

うふうに聞いておりますけれども、今回つくった

新行革計画にさらに付加をする可能性があるのか

どうかだけお知らせをいただきたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

繰上償還を認められる条〇助役（今 尚文君）

件はこれから具体的に提示をされるということで、

予想でありますけれども、総務省が全国の自治体

に求めております改革プラン、これが一つの目安

になってくるというふうに思っています。私ども

は、今回つくったプランが、案がその総務省が求

めております改革プランの中に基づいているとい

うことでありますので、ただ中身の精査はこれか

らと、総務省のチェックを受けるのはこれからだ

と思います。

以上であります。

以上で熊谷吉正議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

平成１９年度市政執行方針について外１件を、

猿谷繁明議員。

議長の御指名をいた〇１２番（猿谷繁明議員）

だきましたので、さきに通告の順に従い、質問を

いたします。代表質問としては清風クラブが最後

であります。これまで４名の各派の代表の質問が

ありました。理事者の御答弁がありまして、重複

を避けるように努力をいたしますが、重なる御答

弁をいただくこともあろうかと思います。お許し

をいただきます。

それでは、１９年度の市政執行方針についてか

ら申し上げます。市政推進の基本的な考え方が３

点述べられたわけであります。一つは、市民と行

政の協働、二つは行財政改革の推進、三つ目には

活力をもたらす産業の振興とあります。１点目、

２点目はそのとおりと私も思いますが、３点目に

あります産業の振興では基幹産業の農業や製造業

が元気に展開することが重要で、観光、そして産、

学、官の連携、商店街のにぎわいづくり、人材育

成や付加価値化とブランド化に取り組むと述べら

れてあります。昨日の小野寺市政クラブ代表の御

意見にありましたように、地産地商のお考えには

大賛成であります。地商の商はまさに商いという

ことでありますので、私はぜひとも理事者におか

れましては名寄を積極的に売り込んでいただきた

い。そこにはまさに付加価値のある地元のブラン

ド品が必要であります。九州のある県の新知事は、

鳥インフルエンザの対応でそのマイナスをプラス

に転換いたしました。さらには、マスコミを活用

して地域を売り込んでおります。名寄土管製作所

の松前社長は、沖縄名護市の日本ハムファイター

ズのキャンプ場にプロ野球の選手の手形を張りつ

けた記念碑を建てる注文を受けました。見事完成

されました。この技術もある意味では名寄のブラ

ンドではないでしょうか。風連のアグリエイトク
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ラブの斉藤さんのようにトマト栽培の専門家もい

らっしゃいます。行政として、このブランド化へ

の取り組みについて具体的なお考えをお聞かせい

ただきとう存じます。

１９年度の名寄市の予算編成では、世界経済、

国家予算、そして地方財政対策の動向を見ながら

の編成でありました。市民及び職員の融和促進と

均衡ある発展とさまざまな事業が挙げられており

ます。既成概念にとらわれない挑戦者の志を持っ

て大胆な発想の転換を行うと市長は述べられまし

た。島市長の行政手腕は、だれしもが認めるとこ

ろであります。御自身がおっしゃる挑戦者の志、

その言葉にある真の意味を教えていただきたく思

います。私は、その言葉といいますか、フレーズ

が大好きであります。しかし、実際には何をどの

ようにされようとなさるのか、そのお考えを教え

ていただきとう存じます。

さて、地域自治区の創設についてであります。

地域自治区の考え方については、名寄市の現在の

町内会組織に何か問題があるのかなと、そう思う

わけであります。向こう３軒両隣、遠くの親戚よ

り近くの他人、隣保班同士のおつき合いの中から

自然発生的にできた小さなコミュニティーが長い

間の歴史の中で町内会組織としてでき上がってま

いりました。病気になったときや火事になってい

て困ったとき、そしてお葬式では特にお世話にな

っております。民生活動を初め互いに助け合う行

政になくてはならない組織と私は思います。市長

がさきの答弁でモデルとして東小学校区域のコミ

ュニティーをおっしゃいました。そのメリットは

一体何なのか教えていただきとう存じます。

次に、情報化の推進で戸籍システムの電算処理

を目指しております。名寄庁舎、風連庁舎、智恵

文支所に分散している戸籍簿などを一元化して、

簡素で効率的な戸籍事務に徹し、窓口での戸籍証

明の交付時間や原本の作成日数の短縮を図るなど

市民サービスの向上に努めるとあります。コンパ

クトなまちづくりにおいて、車のないお年寄りの

方々のサービス、まちの真ん中に市役所の出先を

つくることは、これこそ今すぐできる大型店対策

ではないでしょうか。お考えをお聞きいたします。

五つ目に、地域医療の重要性は言うまでもあり

ません。ぜひとも市立病院の機器の整備、診療と

看護体制の充実を図っていただきたいと思います。

かつて私は、病院の衛生管理の視点から廃棄物処

理の環境整備について申し上げました。手当ての

かいもなく残念ながら亡くなった方の御遺体を搬

出する通路、その通路と同じように給食の食料材

料を搬入するために地下スロープを通るのであり

ます。余り目立たないエリアについてであります。

一部は改善されました。廃棄物のストックヤード

がパネルで仕切られたことであります。しかし、

クリーニングに出すシーツ、カバー、それらはば

たばたとたたかれます。そして、同じ空間で掃除

機のフィルターのほこりを棒ではたかれておりま

す。一方、患者さんの給食材料はその中を通って

納入するわけであります。そこには職員の出入り

口もあるわけであります。現在はロードヒーティ

ングされているために坂の通路はぬれております。

これまで感染症の事故がないのが不思議なくらい

です。葬儀屋さんに確かめましたら、今現在もそ

の通路が利用されているということであります。

まさに産業廃棄物と同じように扱われているわけ

であります。皆さん、どう思われますか。病院の

エントランスホール、そこには平和なハトがオブ

ジェとして迎えてくれています。しかし、亡くな

ったら最後かわいそうなものであります。この姿

勢が果たして真の医療なのか私はお尋ねをしたい

と思います。病院の健全化、地域になくてはなら

ない高度医療を唱えている名寄市立総合病院は、

見えないところでは、つまり裏口では不衛生で、

エアコンの室外機で空気をかきまぜている環境で

あります。理事者のお考えをお聞かせください。

都市環境の整備は必要です。中でも水道事業は、

おいしく安全で安心した飲料水を供給することは

基本であります。しかし、使用量は減少傾向で、
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このままだとその収入は計画どおり見込めない、

料金を改定しなくてはいけないということのよう

でありますけれども、私は現在むだな経祉はこれ

これこれだけ切り詰め、漏水もないように、そし

て計画的に水道管の交換整備を行っている、将来

の展望はこうなりますという説明を先にすること

が大切であろうと思います。そのことは下水道事

業にも言えますので、価格改定の時期が来たから、

しばらく料金を改定していないからという理由で

は理解できないのであります。この点について納

得できる説明を求めるところであります。

さて、大型店出店の対応についてであります。

ある方は、イージス艦が来たと例えられましたが、

私は最新鋭の原子力空母であるのではないかと思

うのであります。名寄にははっきり申し上げて出

てきてほしくありません。それは、これまでの議

論で明白であるからであります。しかし、市民か

ら疑義が出ていることに謙虚に耳を傾け、市長の

方針だから、商水会議所の会頭が、道議の先生が

おっしゃるからということだけでなくて、なぜそ

うなのだろうか、なぜこんなに多くの人たちがか

んかんがくがくと新聞紙上もさることながら騒い

でいるのかをさまざまな角度から真剣に考えよう

ではありませんかという将来のまちづくりの点か

らもよい機会であると思うのであります。しかし、

どう考えてもやはり説明不足の感があります。若

い人、大学生、消祉者の皆さんは、選択肢がたく

さんある方も望みますし、きょう現在、そしてあ

した、それらが楽しければよいという人もたくさ

んおります。しかし、私たちの役割は、将来のま

ちづくりに責任があるわけであります。条例の提

案に当たっては、少なくても専門家の意見を聞く

とかリーガルチェックをする必要があると思いま

す。子供や孫たちが自然豊かなふるさとをあなた

たちが残してくれたのだ、あのとき名寄市議会で

条例を可決してくれたから大型店があきらめて、

そのかわりにまちの中の商店街が一致団結してバ

リアフリーの温かな会話の弾むコンパクトな商店

街ができたのだよ、ああ、よかったね、１０年先、

２０年先、平成１９年度の臨時議会でこの条例が

改正、そして成立したから、このまちが存在して

よかった、必ずや言ってくれるものと信じており

ます。もちろん条例を提案する市長として、その

理念、信念がぶれることのないように真剣に取り

組まれますように強く要望をいたします。

１９年度の教育行政について申し上げます。昨

年の１２月１５日、教育基本法改正法が成立して、

１２月２２日から施行されました。社会の変化に

対応した新しい時代の教育理念が明示されたので

あります。そして、ゆとり教育の見直しやいじめ

対策について教育再生会議が審議を重ねていると

ころであります。読解力の大切さについて、人の

話をよく聞いたり、文章を読んで理解するという

基本的な学習は、やはり本を読むこと、文章を書

くことであります。尾道の小学校では、読み書き

算数を１５分ごとに集中して勉強しておりました。

その結果知能指数ですとか偏差値等も大幅に上が

り、県下でも有数な進学校になったと言われてお

ります。その校長先生からは、いじめだとか不登

校の話は一切ありませんでした。名寄市内の小学

校でも朝読書を進めているとお聞きいたしました。

読書の大切さを考えたら、登校する児童のために

朝早く教室をあけていただいていると思いますが、

例がありましたら御紹介をいただきとう存じます。

（２）と（６）については、思いやりの心、い

じめの撲滅の質問で、関連がありますので、一緒

の質問となります。いじめ、加害者も被害者も出

してはいけないと思います。ましてや命の大切さ、

とうとさは、家庭はもとより地域社会や学校も大

きくかかわることから、教育現場での指導につい

ての考え方をお示しください。さらには、思いや

りの心をはぐくむためには具体的にどうされるの

でしょうか。

次に、（３）と（５）も一緒にいたします。特

別支援教育と現状の分析は、そしてその解決のた

めの対策は、専門チームや巡回相談員を単独で選
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任するということで述べられております。どのよ

うなお考えなのか。また、教育相談活動について

その現状と対策についてお示しをいただきとう存

じます。

食育の大切さ、栄養士を学校に派遣して食育に

ついての指導をするということで聞いております

が、教育委員会としての具体的な取り組みについ

ても教えていただきとう存じます。

風連高校について、昨日の風連クラブ、中野議

員の代表質問、そして本日の午前中の熊谷議員の

代表質問がありました。風連高校についての明快

な御答弁をお聞きいたしました。同じく（８）の

天文台につきましては、市政クラブの小野寺議員

の代表質問で詳しくお聞きいたしましたので、省

略をいたします。

以上、この場からの質問を終わります。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

猿谷議員から大きく二〇市長（島 多慶志君）

つの項目に分けて御質問をいただきました。教育

行政の執行方針にかかわる質問については、藤原

教育長からの答弁となります。

最初に、平成１９年度市政執行方針について何

点かお尋ねがございました。市政執行方針の中で

基本的な考え方の３点ということで、その一つに

活力をもたらす産業の振興ということでのお尋ね

でございます。当市の農業につきましては、商業

や食品加水業、流通業など、他の産業と密接に結

びついて、付加価値や雇用の場をつくるなど重要

な役割を果たしております。経済の活性化を図っ

ていくためには基幹産業、農業のしっかりとした

発展ということが２次産業あるいは３次産業につ

ながっていく、このように考えております。

高い付加価値を持つ農産物の地元商品を見出す

には、一つには恵まれた自然条件、水、土壌、気

候、そして二つには高い製造技術、種子、栽培方

法、鮮度保持、加水、三つ目には経営者の熱意、

開発熱意、消祉者の共感を呼ぶ仕掛け、四つには

差別化、商品、サービスの能力、優位性、五つに

は販売、情報、流通のパイプ、販売ルート、定温

管理、搬送システムが重要と考えており、地域内

に高い付加価値を持つ素材や地元産品を生み出す

環境、消祉者の高い支持が条件であります。名寄

産農産物については、産地間競争が一層激化して

おりますが、これまで培ってきた産地の信頼を生

かし、米に関しては日本一のモチ米生産団地を前

面に打ち出し、スケールメリットを生かした販売

ＰＲをしてまいります。また、アスパラ、カボチ

ャ等の蔬菜等につきましても全国有数の産地とな

っております。地域特性を消祉者や流通販売業者

のニーズの的確な把握に基づき効果的な普及販売

宣伝等によりブランド化を促進いたします。具体

的事業につきましては、本年度策定をした農業・

農村振興計画に基づき、名寄産米振興事業やアス

パラルネサンス事業及び新産地づくり販売促進対

策事業でブランド化を目指してまいります。また、

商業においても中小企業振興条例の新製品開発事

業等により支援をしてまいります。

次に、１９年度予算編成に当たっての考え方に

ついてお尋ねがありました。私たちが住む名寄市

を初め多くの市町村は、地方分権の進展に伴い、

より自立化が求められ、三位一体改革等国の構造

改革は厳しい財政運営に一層拍車をかけ、税収の

多寡による財政力の地域間格差は拡大し続けてお

ります。さらに、急速に進む少子高齢化はかつて

経験したことがなく、辛うじて蓄えている基金の

取り崩し、まさに綱渡り的財政運営を強いられて

いるのが現状であります。住民の行政に対するニ

ーズは多種多様化しており、誤った選択を行うと

過大な負の遺産を若い世代に残すことになります。

右肩上がりの経済の終えんは、ふえ続ける歳出を

カバーし切れず、収支不足を拡大し続けるまま放

置し、基金で調整ができなくなったとき財政が破

綻することになり、これが具体的になった一面で

もありました。私は、平成８年に市長に就任以来

名寄市の発展と健全な財政運営を心がけてまいり

ました。しかし、現在の財政状況では市民に提供
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するサービスのすべてを支え続けることは不可能

で、基金に依存し続ける財政運営には当然限界が

近いと、このように考えております。旧名寄市と

旧風連町は、生き残りをかけて合併を選択をしま

した。しかし、合併しただけで財政が好転すると

いうことではなくて、立ちどまるままでは山積す

る課題は解決をしないと、このように認識してお

ります。新しい名寄の誕生に伴い、初心に返って

市民に提供するサービスのあり方、受益と負担の

適正化、歳出の見直しなど、既成概念にとらわれ

ないいわゆる挑戦者の志で大胆な発想の転換を行

い、新名寄市行財政改革推進計画の進行管理と並

行して着実に進めてまいりたいと考えております。

次に、地域自治区の創設についてのお尋ねがご

ざいました。名寄区域では町内会を中心にさまざ

まな活動が展開をされておりまして、それぞれの

地域づくりに成果を上げているものと認識をして、

それらの取り組みに対して敬意を表するところで

ございます。今後もこれからも町内会がまちづく

りの中核的な役割を果たしていただけるようにと

期待をしているところであります。

地域自治区という言葉では、行政が主導で地域

づくりを進める印象を受けているのかもしれませ

んが、決してそのようなことを考えているわけで

はありません。現在も町内会、ＰＴＡ、老人クラ

ブなどさまざまな組織があり、それぞれが地域の

ために活動をしております。これらの活動を結び

つけ、より大きな力として地域づくりをしていた

だくことから地域自治区の発想が生まれているわ

けであります。行政からは情報公開を原則に地域

に役立つ情報を積極的にお知らせし、また地域か

ら意見をいただくなどして行政と協働で地域の方

々の視点でまちづくりを進めていきたいと考えて

おります。

前段での財政の事情も申し上げましたけれども、

多様な市民の皆さんの行政サービスにすべて税金

で対応する時代は過ぎたわけでありまして、その

中でどのような選択肢を住民とともにつくって合

意形成を図るかということであります。例えば現

在各小学校区に安全安心会議がつくられておりま

す。町内会単位での組織になりますと、どうして

も町内会のそれぞれの方針による活動ということ

になるわけでありますが、小学校区全体に束ねま

すと、それらの動きを一定の方向にまとめ、大き

な効果が発揮できるのではないかと、このように

考えているところでございます。先ほどの熊谷議

員の質問にも東小学校の例を出しましたけれども、

学校の登下校時における見守りや、あるいは地域

における防犯活動、こうしたことは町内会個々の

取り組みをさらに連携を強めることで地域全体の

安全、安心な地域づくりをすることができると、

このように考えているところでございます。

これからさまざまな計画作成やそれらの推進の

ために市民参加を願うことが多くなりますけれど

も、こうした地域全体で地域の活動をする仕組み

をつくっていくと、このことが地域自治区という

ふうに御理解をいただければと思っているところ

であります。

次に、情報化の推進で、戸籍の電算化のお尋ね

がございました。戸籍事務の電算化は、全国の戸

籍事務市町村担当者が全国連戸籍事務協議会、こ

のような組織があるわけでございますが、この組

織を通じて法務省に働きかけをし、平成６年１２

月の法改正により導入が可能になりました。その

後、平成１８年１２月３１日までに全国市町村の

と６ ７前に当たる ２９６自治体が供用開始を 

しております。道内においては、平成７年１２月

の上富良野町を最初に現在まで３９市区町村、そ

のうち旭川管内６市町村が既に実施しており、新

聞報道では士別市が平成２０年度というふうに報

道されております。名寄市も現在の取り組みで平

成２１年度に運用開始できると、このように考え

ているところであります。

戸籍事務の電算化は、戸籍事務処理の効率化を

図るとともに個人情報の保護に十分配慮しながら、

戸籍専用コンピューターにより現在の戸籍、除か



－143－

れた戸籍、付票及び人口動態調査票等の戸籍関連

事務をシステム化してまいります。しかし、戸籍

事務は他の行政事務とは異なり、極めて特殊業務

であることや、また市民のプライバシー確保を最

大限に市民が必要としている記載事項等の証明を

的確に対応する能力も要求されることから、担当

職員の対応が求められているものです。

議員御指摘の町中に出先ということにつきまし

ては、近い将来個人の認証等の仕組みも含めて公

共施設やコンビニ等での自動交付機を活用しての

証明書の交付ができるときがくるというふうに考

えておりますが、現在出先での戸籍事務処理には

本人確認することなど個人情報の取り扱いに慎重

を期す必要があり、職員配置の問題も出てくるわ

けであります。今名寄市において厳しい財政状況

や社会情勢の変化を踏まえて事務事業の見直しや

業務のアウトソーシングを行い、職員数について

も組織の縮小に努めているという取り組みであり

まして、現在の名寄庁舎、風連庁舎、智恵文支所

以外の新たな戸籍事務の交付等については難しい

のではないかと判断をしております。

次に、病院の施設整備等についてのお尋ねがご

ざいました。現在の病院施設は、御承知のとおり

平成４年に全面改築をし、既に１５年を経過をい

たしました。御指摘の西側の病院の出入り口の関

連につきましては、平成１３年にも御質問をいた

だいているところであります。現在車両による給

食材料、あるいは寝具、医療用具、廃棄物収集等

乗り入れがあるわけでございまして、これらとあ

わせ亡くなった方の出口と申しましょうか、こち

らにつきましても現在の施設の中でなかなか構想

はあっても取り組めない実態にありました。現在

救急の施設等も含めて病院の増改築計画を計画中

でございます。これらの中で、救急専用玄関等の

設置を見ているわけでございまして、これらの運

用を病院の内部でもしっかり検討、協議を進めて

いきたいと考えております。

次に、上下水道の使用量等についてお尋ねがあ

りました。水道事業の運営は、地方公営企業法の

適用を受けての独立採算制が原則でありまして、

利用者の負担、いかに効率的な運営をするかとい

うことを常に追求をしなければならないと感じて

おります。さらに、最も安全で安定した飲料水を

市民に供給することが基本理念であります。安全

対策としては、配水管の年数経過等で漏水防止対

策、あるいは老朽管の更新の整備を計画的に実施

し、あわせて未普及地域の整備を図っているもの

であります。近年のライフスタイルの変化等によ

り使用量が減少しております。健全な財政運営を

進めるために中期経営計画を策定し、職員の定数

管理等をしっかりと進める中で経祉の節減に努め

てまいります。

上下水道料金の改定につきましては、合併協議

に基づき統一することを前提とし、現在作業を進

めており、ことし９月の定例会に提案をし、平成

２０年４月実施を目指しているところであります。

次に、大型店の出店についてお尋ねがございま

した。もう既に４名の代表質問にお答えをしてお

ります。大型店の問題につきましては、これから

の子供の代、孫の代までを考えた議論をさせてい

ただいているところであります。こうした時代に

悔いが残らない、誤りない対応をしっかりと議論

をさせていただいていると認識をしております。

御指摘の大型店の出店に対する市民に対する説明

等について不十分でないかという御指摘がありま

した。私どもも率直にこの点については反省をし

ております。昨年の一連のまちづくり３法の改正

以降の動きの中で、商水会議所から名寄市として

の新たな規制についての提言等をいただいており

ました。それらの中で、７月のとと道が示したガ

イドライン、あるいはその後の動き等も含めてポ

スフールが昨年の１２月に出店の表明をされて、

私どもは周辺の市町村も含めてこれらの出店の表

明にどのような対処をすることが望ましいのかと、

こういうことを含めての協議を続けて、議会にも、

あるいは市民にもいろいろな意見をいただいてい
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るところであります。将来のまちづくりに十分こ

れらの議論を参酌をして対処していきたいと、こ

んなふうに考えているところであります。

なお、建設にかかわる条例制定の提案につきま

しては、都市計画の今決定の調整を含めた公聴会

等の日程を設定をしております。それらを含めて

しっかりとした内部協議を含めた上での議会に対

する協議をさせていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いを申し上げます。

以上、私からの答弁にさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大項目２、〇教育長（藤原 忠君）

平成１９年度教育行政執行方針についてお答え申

し上げます。

まず初めに、（１）、朝読書についてでありま

すが、読書は子供たちの創造力、表現力を豊かに

し、人間性を高めるなど生きる力をはぐくむため

の重要な要素であるとともに、ただいまお話がご

ざいましたように学力の向上とかコミュニケーシ

ョン能力の向上にもつながるものであることから、

これまでも教育推進の重要な柱として位置づけ、

各学校に家庭学習の定着化と読書の励行について

周知を図ってまいりました。各学校では特に朝の

読書活動に重点を置き、通常の始業前の１０分か

ら１５分程度、子供たちの自主的な読書活動を進

めております。例えば智恵文小学校では自分たち

の読んだ本を紹介し、感想を述べ合うブックトー

ク集会の開催、名寄東小学校ではコミュニティー

カレッジ図書部の皆様の協力のもと昼休みに低学

年を対象とした読み聞かせ会を実施しております

し、風連中央小学校では朝読書強化月間を設け、

学校を挙げて読書を行うなど、それぞれの学校で

特色ある活動を進めております。これらの取り組

みの成果としましては、休み時間に読書をする子

供たちがふえるなど子供たちの読書意欲の高まり

が感じられますし、子供たちとの読書を話題にす

る機会がふえたこと、そして何よりも始業時に静

かで落ちついた時間が生まれたことで、ホームル

ームや１時間目への移行がスムーズに行われるよ

うになったことなどが挙げられます。

ただいまお話のありました朝の対応につきまし

ては、各学校とも登校時間の３０分前までには教

室をあけておりますが、御提言の趣旨を踏まえ、

今後とも遺漏のないように継続してまいります。

あわせて子供たちの自主的な取り組みを積極的に

支援するとともに、読書活動を通じて基礎、基本

の充実に一層努めてまいりたいと考えております。

次に、命を大切にする心、思いやりの心を育成

するためには具体的に何をされているのか。また、

いじめへの取り組みについてのお尋ねがございま

した。命を大切にし、他を思いやる心や美しいも

のに感動する心、正義感や公正さを重んじる心な

ど、豊かな心をはぐくむことは学校、家庭を問わ

ず教育の営みにおいて最も大切なことであります。

特に昨今の社会環境の急激な変化は、子供たちの

生活のあり方にも大きな変容をもたらし、幼児期

からの心の成長にさまざまな影響を与えておりま

す。また、これまでの過度の受験勉強などのため

に多感な時期に自己を見詰め、人間としてのあり

方、生き方を考える機会を見失いがちになったそ

の反省から、子供たちにゆとりを与え、豊かな人

間性など生きる力をはぐくむことが今強く求めら

れております。このことから、各学校におきまし

ては日常的な道徳指導はもとより発達段階に応じ

て均衡のとれた心の成長を遂げることができるよ

う、総合的な学習の時間などにおいて自然体験や

生活体験、社会体験の機会の拡充を図り、豊かな

心を培うことに努めております。一例を申し上げ

ますと、名寄東中学校における全校生徒が学ぶ命

の授業への取り組み、また各学校の農業体験活動

を通じての生産者の苦労や収穫の喜びを体得する

こと、ボランティア活動を通じて今日の社会を築

き上げてきたお年寄りへの感謝の気持ちや思いや

りの心を育てることなどなどであります。

今後とも名寄の恵まれた自然やすぐれた人材を

活用し、教育効果をより一層高めるとともに家庭、
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地域社会と十分に連携を図り、相互に補完しつつ

不易なるもの、いわば社会生活を営む上で必要な

基礎、基本など、時代を超えても変わらない大切

な事柄を身につけさせるとともに、急激な社会の

変化に対応できる資質や能力の育成を図ることな

どに努めてまいりたいと考えております。

また、いじめにつきましては、昨年以来滝川市

など全国各地でいじめやいじめを苦にした自殺等

が多数発生し、大変心痛む思いをいたしていると

ころでございます。名寄市教育委員会といたしま

しては、これまでもいじめはあるとの認識のもと

未然に防ぎ、深刻化させない取り組みとして、各

学校に対し日ごろから教育相談活動の充実や学級

指導を通して実態の把握に努めること、また教職

員の危機意識を喚起し、早期発見、早期対応の充

実を図ること、保護者や関係機関との連携に努め

るよう指導してきたところであります。新年度に

おきましても名寄市学校教育推進の重点にいじめ

解決について明記し、教職員全員がいじめにかか

わるなど組織的な対応に努めることとしておりま

す。

次に、特別支援教育の推進と教育相談活動につ

いてお答え申し上げます。特別支援教育の現状と

課題などにつきましては、さきの木戸口議員、熊

谷議員の御質問にお答えしたところでありますが、

ただいまお尋ねのありました専門家チーム及び巡

回相談員の単独で選任の件についてお答え申し上

げます。御案内のとおり特別支援教育における専

門家チームや巡回相談員の役割は、一つにはＬＤ、

ＡＤＨＤ、高機能自閉症等であるか否かの判断、

二つには児童生徒の発達の状況や教育的な対応に

ついての意見を示し、学校が児童生徒への適切な

対応が可能となるよう支援することであります。

したがいまして、教育、医療、保健、福祉等の関

係機関における高度な知識を有する専門家によっ

て構成されますので、上川管内では教育局が設置

する広域の管内特別支援専門家チームがあります

が、名寄市と旭川市を除く他の市町村につきまし

ては人材の確保が難しく、単独で設置をしている

市町村はありません。当市では教育機関や保健医

療機関に恵まれており、市立大学や短期大学、市

立総合病院、さらには名寄保健所や近接する美深

高等養護学校などの専門的知識を有する人材によ

り名寄市独自で専門家チーム等を設置し、その任

に当たっていただいているところであります。今

後ともこれらの方々や関係機関の御理解と御協力

のもと、本事業の一層の推進に当たってまいりた

いと考えております。

また、教育相談活動につきましては、名寄市教

育委員会では子供の悩みをいち早く見つけ、いち

早く対応できるよう子供電話相談ハートダイヤル

を開設しておりますが、近年は予想を上回る相談

件数があることから、新年度に向けて相談員１名

の増員経祉を計上し、子供が抱える問題に素早く

対応できるよう相談体制を強化してまいります。

また、御案内のとおり市内三つの中学校に配置し

ております心の教室相談員につきましても新年度

からは毎日派遣という形で、いつでも心の悩みを

相談できる体制を構築してまいりたいと、このよ

うに考えております。

次に、食育の大切さについてお尋ねがございま

した。御案内のとおり食育基本法が施行され、学

校における食に関する指導、推進の役割を担う栄

養教諭制度が学校教育法の一部改正で平成１７年

４月１日に施行されました。道教委では栄養教諭

の導入に当たっては、単独調理方式の学校や共同

調理場に配置している道祉負担の栄養職員の任用

を基本とし、市町村教育委員会や学校の意向など

条件整備が整い次第順次配置していく方針で、平

成１９年４月１日には栄養教諭として１００名近

くの発政を予定しているとのことであります。

栄養教諭の職務内容では、地域や学校の状況に

応じた食に関する指導と学校給食の管理を行うこ

となどが求められております。また、移行の際は

近隣の受配校へ配置され、学校籍として発政を受

けることとなっており、学校給食センターは兼務
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発政となります。現在名寄市及び風連学校給食セ

ンター合わせて２名の正規の栄養職員が配置され

ておりますが、昨年栄養教諭免許状取得のための

免許法認定講習を終え、栄養教諭としての資格を

得ております。

名寄市教育委員会といたしましては、新年度に

おいて名寄市学校給食センター運営委員会の中に

検討委員会を設置し、任用に関する具体的な取り

組みを協議してまいりたいと、このように考えて

おります。

私からは以上でございます。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいまは島市長、〇１２番（猿谷繁明議員）

そして藤原教育長、２人から御答弁をいただきま

した。再質問の時間はたっぷりありますので、さ

せていただきたいと思います。

まず、ブランド化についてであります。私は、

このブランド化というのは、辞書でちょっと調べ

てみましたら、ブランドというのはもともとは焼

き印ということで、商標、銘柄をいうと書いてあ

りました。ある特定の商標を売り込んで、他の競

合商品との差別化を図って、より有利な地位を築

こうとする戦略であるということであります。こ

のことから、地場産品の商標、つまりネーミング

をして差別化を図る、このことは商標登録という

一つの制度がありまして、これらは不可欠であろ

うと思いますし、まさにこれらは知的所有権とも

言われているわけであります。

明日晴れると漢字で書きまして、ある人はこれ

をアスパラと読んだらいいのではないかという案

がありました。なるほど名寄産のアスパラを漢字

で書くのは、明日晴、何と希望のあるネーミング

でないかなと私は思ったわけであります。一方、

あるテレビを見ていますと、あした照らす、あす

照らす、片仮名で書いてアステラス製薬という会

社が、薬屋さんがありまして、これも一つの商標

登録といいますか、会社のネーミングであります

から、なるほどな、いろんなアイデアでもってネ

ーミングの価値といいますか、商品の価値がそれ

ぞれ問われるのだなと思いました。また、あると

きのある男の話でありますけれども、こんな名前

を考えたのだよという話でありました。どんな名

前と聞きますと、福の神というネーミングであり

ました。商標登録を彼はとったわけでありまして、

皆さんは一体福の神というのはどんな商品につく

名前かちょっとお考えをいただきたいと思います。

その人は、その名前を王子製紙に持っていったわ

けでありますが、おのずとわかると思いますが、

トイレットペーパーの名前にぜひ勧めたいという

ことで、そのネーミングの商標をとったわけであ

りまして、さてその後王子製紙がそのネーミング

を買ったか買わないかはわかりませんけれども、

そんなことでありまして、商標、ネーミング、そ

してブランド化というのは何と大事なことなのだ

ろうなと私は常々そう思っております。

例えば１年間汗水流して働いて、農家の方がア

スパラですとかカボチャですとかジャガイモです

とか生産いたします。でも、それを箱詰めして地

方発送しますと１日で道内着きます。中１日で本

州には着きますけれども、運賃の方が高いわけで

あります。半年手塩にかけて育てたその農業生産

物、それらは１日だけの流通の方が値段が高いと

いうことは私は何と矛盾しているのでないかなと。

中身がそれだけの価値のあるもの、それこそ付加

価値をつけると、運賃よりもその中身の方が価値

を持っていければなと、私はそう思っている一人

であります。ブランド化、そして差別化、そのも

のの付加価値をどうしてつけたらいいのか、これ

は今市長もおっしゃったようにそれぞれの条例で

すとか制度ですとかいろんなことを活用して、そ

れの支援対策を市は持っているわけでありますか

ら、生産者、そしてそれを加水する者、それらが

英知を絞って研究する価値があろうかと思います。

名寄もいろんな産物で特産品をつくりました。で

も、やっぱり最初自然条件、そして１から五つま

で、最後の情熱、そしてそれをルートまで先ほど
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市長が述べられました。ましてや消祉者の支持と

いうか、それは大事なことだと思いますけれども、

いま一度皆さんの英知を本当に絞っていただいて、

新たな付加価値のある地場産品を開発する必要、

そしてそれをもって名寄をいっぱい売り込んでい

ただきたい、そう強く念願するし、携わる人たち

もそれぞれの立場で、異業種交流という新しい考

えもあるかと思いますので、ぜひとも進めていた

だきたいと思います。

さて、平成８年市長に就任以来、今回の合併で

もって新しい名寄市が創造されたわけでありまし

た。そのときに島市長の挑戦者の志というものを

感じました。だれしもが初心を忘れかけるときで

ありましたから、さすが島市長だなと思ったわけ

であります。先ほど申し上げましたように行政の

プロフェッショナルである島市長だからこそ、こ

の合併によって新市長になって初心に返って挑戦

者の志と、これを掲げて、大胆な発想の転換をと

いうことであります。昨日も述べられましたよう

に負の遺産を後世に残さないという大きな決意で

あります。私も身の震える思いをいたしていると

ころであります。

さて、地域自治区の創設については、町内会は

これまでも長い歴史の中でそれぞれの役割を担っ

てきているのは確かでありますし、市長も申し述

べられたように敬意を表するということでありま

す。私も今説明を聞きまして、なるほど、この自

治区の創設については新たなお考えだということ

で、今までも行政主導かなと思っていたわけであ

りますけれども、これはひょっとしたら違うので

ないかなと。多様な住民の要望といいますか、そ

れらをまさに自分たちでできることは自分たちで

しようという、そういう一つの意識づけ、自発的

な意識づけ、これがモデル地区と言われている東

小学校の学区に見られる今までのさまざまな文化

活動、それから地域の安全、安心活動等々の事例

を今私も思い起こすと、まさにそのとおりなのだ

なと思っております。今後ともこれらの自治区の

考え方、これらについては継続しながら、市民と、

そしてそれらのコンセンサスをぜひとも大事にし

ていって構築をすべきだなと、そう支持をすると

ころであります。ひとつこの辺についてはお進め

をいただきたいと思います。

さて、難しかったわけであります戸籍の電算化

で大変便利になると私は思いました。今まさに大

事なのは個人情報、これを大切にすることなのだ

なと。中でも戸籍ということは専門の知識を持っ

た職員の方々が懇切丁寧に、何のためにこの戸籍

が必要なのですか、パスポートとるためですか、

御夫婦でと外旅行されるときにパスポートとると

いうのは戸籍は１通でいいのですよ、そういうこ

とを現場で指導する、その専門家がやっぱり１通

ずつとる必要はない、それは夫婦だったら１通で

いいということもこの間お聞きしました。なるほ

ど、こういう大事なことをやっぱり伝えるのも専

門の知識を持った職員の方なのだなと思いました。

私は、印鑑証明ですとか住民票等々は、それぞれ

便利になって出先でもとれると思いますけれども、

戸籍については今市長のおっしゃったとおりだと

思いますけれども、ぜひとも住民サービスという

ことから、先ほど大型店対策の一つの働きでない

だろうかと申し上げましたけれども、専門の職員

をやっぱりどこかに配置するなり、はなから人件

祉を削減するために職員を今減らすためにそうい

うのできないよというのでなくて、なるほどそう

いうことも新たなまちづくりの中でも考えてみる

というような御答弁を賜りたかったわけでありま

すけれども、再度これについてお願いを申し上げ

たいと思います。

さて、市立病院のことについて再度質問させて

いただきます。平成４年に新しく病院が建って、

地域の医療としての救急救命のための位置づけが

きっちりされている。特に最新の医療機器、そし

て最新の研究者、先生方の御努力によって高い評

価を受けているわけでありまして、でも素人の私

は思うのでありますけれども、裏口といいますか、



－148－

あそこは決してきれいではないと素人の私は思い

ます。それは、きょうも確認のために市立病院の

西側の８号道路を通ってきたわけでありますけれ

ども、せっかくの公園をつぶして今駐車場にされ

ています。私の車もあそこに駐車をしていました。

しかし、西側の歩道の上に今でも職員の車が、１

台ではないのです。６台ぐらい、ナンバーを控え

ようと思ったのですけれども、そういうこともし

たくなかったのでありますけれども、歩道の上に

乗っかって、通行には支障はないと思いますけれ

ども、私は歩道は駐車場ではないという認識をし

ておりますので、それらが見受けられます。そこ

で、表はきれいだ、だけれども裏は何やってもい

いということではないと私は思うのであります。

実際にあそこの職員等々を監督指導しているのは

だれなのですか。お伺いをしたいと思います。本

当はあそこの公園は、私は駐車場にしたくなかっ

たわけでありますけれども、冬の雪、そして周り

に込む迷惑駐車をやめようとして、今たまたま冬

の間だけ駐車場にしてあります。そこにはなぜと

めないのか。非番だから、自分の仕事忙しいから

後ろにとめて、そんなことで本当にいいのかな、

ちょっと疑問に思いました。御回答をお願いを申

し上げたいと思います。

水道水ですが、下水道料金に関する改定は１年

かけてということで、９月の議会、そして平成２

０年４月には新しい料金改定でということで御説

明を賜りました。そのときにはやっぱりデータを

きっちりそろえて、みんなが納得できる、そのよ

うにぜひともしていただければなと。下水道料金

についてもまさに同じであります。私は、風連と

合併したから、どっちか安い方に統一した方がい

いなと、そう素人的には思うのでありますけれど

も、納得できる説明を今後とも市民に対してして

いく必要があるのでないかなと思いますので、お

願いを申し上げます。

さて、大型店対策であります。新聞紙上では連

日この問題で市民からの御意見が掲載されていま

した。青年会議所の理事長だけが堂々と自分の名

前を挙げての発表がありました。あとは一市民だ

とか、匿名だとかというお手紙や意見の開陳であ

ろうかと思います。私は、たとえ立派な意見でも、

手紙もいただきますけれども、残念ながら匿名の

方には反論しないことにしています。言いっ放し

で、責任の所在がはっきり、だれにそれでは答え

ていいかわからないわけでありまして、みずから

の名前を告げない、言えない相手は信用しないこ

とにしております。これは、マスコミにもある意

味ではその責任があるのかなと思いますが、市長

のお考えがもしありましたらお聞かせをいただき

たく思います。

さて、教育執行方針についてそれぞれ痛いほど

御説明をいただきました。本当に現場では御苦労

されているのだなと。実例を挙げての朝読書をし

ている学校も数々紹介をいただきました。習慣づ

けというのは大事でありまして、これはもう一生

身につくと言われております。ぜひともこれにつ

いては継続して取り組まれますように教育委員会

としても励ましていただきたいなと思います。

さて、いじめについての問題でありますけれど

も、この２月に文科省、それから生徒指導研究セ

ンターが発行しましたいじめ問題に関する取り組

み事例集というのがあろうかと思います。インタ

ーネットで見ましたら、百数十ページの相当中身

の濃い事例集でありまして、その中ではいじめに

より児童生徒がみずからその命を絶つという痛ま

しい事件、これが相次いで発生しているよ、極め

て遺憾なことであります。生徒みずからが自分の

命を絶つということは、理由のいかんに問わずあ

ってはいけないことであります。大変深刻なこと

である。いじめは絶対に許されないという観点か

らの指導を行うことが必要とあります。これは、

２月に発行されておりますから、目を通されたこ

ともあろうかと思います。表紙はこのような本で

あると思いますけれども、中身見ますと本当にい

い事例というか、解決の方法、これはきめ細かく
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載っておりますので、このことをかんがみまして

も教育委員会として早速早急に取り組まれていっ

ていただきたいなと思います。

あるお母さんが見えられまして、ぜひともお話

を聞いてくださいということでありました。自分

の子供がちょっといじめに遭っているということ

でありました。学校にも相談し、教育委員会にも

この問題で御相談に行ったわけでありますけれど

も、担当の方から半年たてばもう卒業なのだから、

我慢しなさいというお話だったそうであります。

これは事実かどうか、まず確認をしたいと思いま

す。

そういうことで、根本的な解決をするためには

教育委員会はもちろん家庭と地域社会含めてであ

りますけれども、全市民総力を挙げていじめは許

さないよ、かたい意思を表示するというか、決意

するのだという必要があると私は考えますが、い

じめの早期発見、早期対応ということが加害者や

被害者を出さないで済むことになると思います。

再度この取り組みについて本当にかけがえのない

命を守るためにもその決意をお聞かせいただきた

いと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

何点か再質問をいただ〇市長（島 多慶志君）

きました。特に名寄が生産をする地域の農畜産物

のブランド化についていろいろな観点でのお話を

いただきました。私どものまちの歴史を振り返っ

ても、みそであるとかしょうゆであるとか、ある

いはお酒、地場産で商品化をして、道内にマーケ

ットを広げる、そのような取り組みがありますし、

現在なおれんが等も含めてそのような地域の特性

を生かした商品の流通が見られるわけでございま

す。行政的には三十数年前に生薬を生かしたまち

づくりということで取り組みをいたしました。こ

れは、公社をつくって取り組んだわけですが、残

念ながらうまくいかなかったという反省を持って

おります。

現在いろいろな取り組みをしておりまして、近

年ではしょうちゅうの商標登録をしただとか、あ

るいは昨年はウルチ米、風連産のウルチ米のネー

ミング募集を市内の皆さんに問いかけをいたしま

して、小学生の女性の方だったですが、こめごこ

ろという商品名をつけていただいたと。これから

この商品名を使って、販路を広げていこうという

ことで、関係者も努力をしている最中でございま

す。また、アスパラの根の部分と申しましょうか、

商品に出荷をしても切り落とす部分があるわけで

ございまして、これをパウダーにして商品化しよ

うということで、関係者の皆さんにいろいろと知

恵を絞っていただいて、ことしはそれらの材料を

使った試食会等もありました。とりあえずアスパ

ラパウダーの商標登録はやっておこうと、こうい

う取り組みもしているところでございます。

お話がありましたようにいろいろな取り組みの

中で、特にこれからの消祉生活の中で消祉者が求

めるものに対してしっかりと安全、安心のこの地

域の食べ物、食材を情報を発信をしていくという

ことに一層の心がけをしていかなければならぬな

と。

先日テレビを見ておりましたら、ヨーロッパの

スーパーでの例でございましたけれども、この商

品は生産地から、何キロ離れたところから運んで

いますと、こういうような表示をしているのをち

ょっと見かけました。これは、搬送にそれだけエ

ネルギーを使っていると。こういうことがこれか

らの地球、限られた資源をこの市民の消祉者レベ

ルでもどこからの商品であっても安ければいいの

だと、そういう発想の消祉生活ではだめなのだと

いうことを教えているのだと思います。そういう

ことも含めて、これからの賢いと申しましょうか、

消祉者の皆さんに地産地消も含めてしっかりと取

り組みをしてまいりたいと、こんなふうに考えて

いるところであります。

昨年の合併を機に選挙があった際の私の基本的

な考え方等についての評価をいただきました。こ

れらの考えを消えないようにしっかりとやってい
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きたいと、こんなふうに考えているところでござ

います。

地域の自治区につきましては、風連では合併特

例区ということで今それぞれの取り組んできてい

る歴史と申しましょうか、そのことを大事にしな

がら新しい制度に５年間で移行しようという取り

組みがあります。地域の公民館のくくりと申しま

しょうか、地域の伝統文化も含めて、あるいはイ

ベントも含めてしっかりとやっておられるわけで

ございまして、こういうことも大事にしていかね

ばならないと思っております。また、智恵文地区、

中名寄地区、例えば小学校のある農村地区では学

校行事等を通じて地域全体が一体となったコミュ

ニケーションの場というものを設けております。

私は、このような地域を思う心、あるいは交流を

深める心というのが高齢社会の中ではより一層チ

ャンスづくりをしかけていかねばならぬと。住民

みずからという部分もありますけれども、モデル

的にそういうものを広めていくことで地域で安全、

安心な生活ができる基盤を、ネットワークをつく

っていくと、こういうふうにこの地域自治区では

挑戦をしていきたいと考えているところでありま

す。

戸籍の電算化等について、これから個人の認証

に対するいろいろな仕組みというものが出てくる

というふうに思っております。そういうことと並

行して、市民の皆さんがどこでもいつでもという

ようなことも仕組みづくりとしては出てくるので

はないかと、こんなふうに考えております。中心

市街地の活性化の中では、そういうサービスコー

ナーを町中にと、こういうことを提言を受けて久

しいわけでありますけれども、改めて中心市街地

の活性化の協議の中でそのような公共のサービス

をどう配置するのがいいのかと。大学の学生と総

合計画の策定をめぐって懇談をした経過がありま

した。名寄市以外の出身者の方ばかりでございま

したけれども、やはり町中に学生の活動の拠点が

設置できないかと、こういうような学生の意見も

ありました。これは、商店街の中で空き店舗等が

あるわけですけれども、そういう利活用も含めて

積極的に商業者の面からも提案をいただければと、

こんなふうにも思うところでございます。

市立総合病院の関係で、特に西側の歩道の指摘

がありました。私も記憶を持っておりますけれど

も、歩道と病院敷地の中に１両ずつとめられる空

地があるわけでございます。ここに車をとめてい

ると。これは、病院の方では職員に車両の駐車の

指定をしていると思っています。歩道の通行に支

障があるような形でもしとまっているとすれば、

しっかり指導したいと、こんなふうに思っていま

す。病院の管理につきましては、当然設置者は私

でございまして、管理は院長ということでありま

すが、実際に院長が全部をということになりませ

んから、事務局が率先をしてそうした周辺の管理

も含めて徹底をするように指導していきたいと、

こんなふうに思っております。

上下水道料金の改定につきましては、当然前段

申し上げましたようにむだを省いて、しかも中長

期的に一定のスパンの料金体系というものを考え

ていかねばならないと、こんなふうに思っており

ます。今までの旧名寄市の経験では、４年程度一

度料金を決めますとその料金については変更しな

いで市民の皆さんに理解を得る、そのような提案

をしていきたいと、そんなふうに考えております。

次に、近年ホームページ等に対する書き込みで

すとか、あるいは今回の大型店については地元紙

に対する市民の皆さん、あるいは名寄市民以外の

周辺の商業者というような、あるいは消祉者とい

うような形での投稿等が報道されております。私

は、いろんな考え方、多様な考え方があるなとい

うふうに見させていただいております。私にも直

接投書等が来る場合があります。匿名で来る場合

には、議員御指摘のように返事の出しようがあり

ません。ですから、これは、匿名でいただいた投

書等については職員にしっかりと担当を通じて周

知はいたしますけれども、返事の対応はしており
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ません。氏名をしっかり挙げて投書があったもの

については回答を差し上げていると、こういうこ

とでございまして、いろいろな事情があって氏名

を出せないということもあるのかもしれません。

しかし、無責任な表現がされるということも間々

あるわけでございまして、こういうことについて

は市民の良識といいますか、そういったことはし

っかりとこれからも呼びかけていきたいものだと、

こんなふうに思っているところございます。

商水会議所のホームページ等を見ておりますと、

今はホームページでインターネット上の架空の名

前と申しましょうか、そういうのが出ておりまし

て、年齢も性別も全くわかりません。せめてペン

書きですとか、投書はボールペンで書いたりしま

すとおよその判定といいますか、これは男性なの

か、女性なのか、子供なのか、高齢者なのかとい

うのは字の書き方等で判定できることがあります

が、インターネット上に書かさるのは全くそこの

ところは味もそっけもないなというふうに受けと

めております。

以上であります。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいまいじめにかか〇教育長（藤原 忠君）

わりまして名寄市の中でもいじめの対応にかかわ

って我慢しなさいというような、そういう事例が

あったのではないかというお話でございました。

学校変更について申し出があった場合につきまし

ては、教育委員会も学校並びに保護者ときちんと

お話を聞く、そういう体制を整えております。ま

た、あわせて学校での教育相談とか、あるいは心

の教室相談員、このタイアップをしっかり図って、

小学校に配置されていませんので、教育相談が主

体になります。それから、社会教育施設ではハー

トダイヤルとか、その他の相談機関もあるわけで

ございまして、こういうところとも連携をこれま

でもしっかりとやってまいりました。

そういう中で一つ数字を申し上げますと、区域

外就学、言ってみれば転校です。転校というか、

本来の学校に入らないという区域外就学とか、そ

れから特認校制度などで平成１７年度申し出があ

ったのは小学校で１０件、中学校で３件でござい

ました。しかし、小学校の１０件はすべて認めて

おります。それから、中学校は１件だけ学校と保

護者が話し合いの結果取り下げたケースがござい

ました。これは、本人の申し出を学校や保護者が

いろいろ検討した結果、転校しない方がいいねと

いうことで取り下げた例は中学校で１件ございま

した。それから、平成１８年度は区域外の就学に

ついては小学校で１７件、これは２月末現在であ

りますが、小学校で１７件、中学校で１件ござい

ましたが、全部認めております。それから、特認

校制度に申し出があった５名についてもすべて認

めているということでございますので、そこでと

どめたということはないかなと思います。ただ、

その言葉のやりとりがどこかで半年だから我慢し

なさいと言われたかどうかについては、私どもは

確認はとれておりません。

以上でございます。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

御答弁をいただきま〇１２番（猿谷繁明議員）

した。今教育長がお話しになりましたことで確認

をしたかったわけでありますけれども、御担当さ

れた指導の立場からは半年たてば卒業するのだか

ら、我慢しなさいとお母さんは言われて、でも中

名寄小学校に転校したということでありました。

転校して本当によかったわとおっしゃるわけであ

ります。子供が生き生き伸び伸びと学校に楽しく

通えるようになったということでありますから、

本当によかったなと思ったわけでありますけれど

も、卒業するとまた同じ中学校に来るわけであり

ます。本当に悩んでおりました。根本的な解決で

なく、転校させればいいという安易なことではな

くて、いじめの原因をなくする、そして中名寄小

学校に行って、半年間卒業するまで楽しく生活で

きたよと。でも、また中学行くときにはもとに子

供たちと一緒になりますから、それは根本的な解



－152－

決ではないのでないかな、私はそう思いました。

そのお母さんは、父親の勤務先が旭川に変わった

らしく、子供も旭川に連れていくという話であり

ます。何と残念なことかなと、そう思わざるを得

ないのであります。一体そういう場合はどうした

らいいのかなと。勇気を持ってその親御さんは学

校に相談に行き、親身になって相談してくれるか

な、でも転校手続をとって、小さい小学校に行っ

たら本当に生き生きしていた。卒業した後また中

学校ではという先を考えて、新たな名寄でない学

校を再度選ばざるを得ない。その解決方法につい

て教育長御自身もしこうしたらいいよというアド

バイスありましたら教えていただきたいなと、そ

う思います。ここが解決さえできれば、この名寄

の教育力といいますか、チームワークといいます

か、地域も一緒になっていじめのない環境ができ

るのだということに私はつながって、文教都市名

寄の位置づけというのができるのだなと、そう思

います。この解決なくしていじめ問題を語る資格

はないと私は思うのでありますけれども、御見解

をお願いします。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいまいじめについ〇教育長（藤原 忠君）

てのお話がございました。いじめというのは、大

変複雑な要因が絡み合っているわけでございます。

きのうお話し申し上げましたが、道教委が調査い

たしました今いじめられているという緊急度の高

い概数の中間発表がございましたが、その中でも

そういう訴えをした子供には小学校、しかも低学

年が非常に多いのでございます。しかし、実際に

今さまざまな事件が起きているのは高学年、中学、

そして高校であります。こういうところにいじめ

をする側とされる側というのでしょうか、こうい

う言い方がいいかどうかわかりませんが、こうい

うのに非常に大きなまた違いもある。言ってみれ

ばいじめのとらえ方も随分さまざまな角度から考

えられる。そして、保護者から得たアンケートに

ついては、滝川の例をお話し申し上げましたが、

これでもやはり子供から聞いた段階でいじめた側

といじめられたという経験とは随分大きな開きが

ある。こんなこともございまして、このいじめを

撲滅するに当たってはやはり私たち教育委員会と

しても、これまでも努めてまいりましたが、今議

員お話しのとおりに腰を据えてかかっていかなけ

れば簡単にいかないと、こういう意識は持ってい

るのでございます。ですから、そういう意味で新

たに学校教育の推進の重点にいじめというのをし

っかり入れたというのはそういう願いも込めてで

あります。あえて誤解を恐れずに言いますと、い

じめの中にも本当に１回だけでよくある子供たち

のいたずらもいっぱい含まれております。それか

ら、命にかかわるような、そういう深刻な、特に

中学校から高学年に至るそういういじめも含まれ

ておりまして、これらを学校がどういうふうに整

理し、そしてどういう形で子供たちに接していく

のか。大変な深刻な問題からちょっとしたいたず

らまで同じには学校で指導することはできません。

親にとってもそうであります。そういうことを少

し名寄としても整理しながら考えていかなければ

ならない、このことが１点でございます。

それから、もう一点は、そういう中で子供たち

の生き方は実はさまざまでございます。先ほどち

ょっと中学校の１件の相談して取り下げた件を申

し上げました。その内容を余り詳しく申し上げま

すとプライバシーにかかわるのでありますが、実

は友達が隣の学校にたくさんいるので、転校した

いということだったのであります。それも最初の

申し入れは私はいじめられていると、こういう申

し出でございました、だから転校したい。それで、

親と学校とでよく話し合って、本人も交えて聞い

てみたら、実はそういう嫌な思いもちょっとあっ

たけれども、本当は友達が隣の学校に多くいるの

で、そっち行ければいいという思いで希望したと

いうことでございました。そういうケースで一つ

だけ転校しなかった例があったわけでございます。

しかし、その根っこが深いものであればやはりそ
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の学校の体質を変えることとあわせて子供たちの

行く居場所をつくらなければなりません。そうい

う意味では、名寄では特認校制度の中で中学校も

その制度を適用してございます。ですから、もし

中学校でもそういう集団の中で不適応が起きた場

合は特認校制度で、名前を挙げますと智恵文中学

校でございます。今智恵文中学校にも特認校制度

で何名も子供たち行っておりますが、生き生きと

学習しているということから、そういう制度もし

っかりとこれからも確保していかなければならな

い、こう考えているところです。

猿谷議員。〇議長（田中之繁議員）

一つは、救いの場と〇１２番（猿谷繁明議員）

いいますか、あるよというお話も今聞かせていた

だいて、安心をしたところであります。

先ほどの市立病院の裏口の環境問題については

理解をいたします。ただ、時間差をとる、納入業

者が例えば給食の食材を運ぶあれは朝８時ぐらい

までですから、その時間をちゃんと守る。その後

９時ごろからは掃除するとか、いろんな時間差で

あの環境は守れると思いますし、葬儀屋さんが…

…そういう場合は先ほど言った救急の入り口、そ

れを活用するとか、そういうことで私はある意味

で解決はできるのだなと思います。

駐車場の件は、歩道のスペースはそういう余裕

を持ったあれだということで理解をいたしました

ので、もし不愉快な思いをさせましたら申しわけ

ございません、本当に。そういうことであります。

今いじめのこと等々で教育長の御答弁を賜りま

した。まさに子供は地域の宝でありまして、私は

孫が３人いまして、目に入れたら痛いのでありま

すけれども、目に入れて痛くないのは写真とビデ

オ、それは痛くないわけでありますから、ぜひ子

供のためにも、子供たちは宝物であります。その

宝物を大事に育てるためにも教育という一つの大

事なポジションを市民と一緒に守っていきたいな

と思いまして、清風クラブの代表質問を終わりま

す。

以上で猿谷繁明議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１４時４５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時３０分

再開 午後 ２時４５分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

代表質問に引き続き一般質問を行います。

市民の暮らし支援の取り組みについて外５件を、

斉藤晃議員。

通告をしてあります〇３１番（斉藤 晃議員）

第１点目の市民の暮らし支援についてからお尋ね

をいたします。

既に私は１２月議会で、国は景気回復が続き、

いざなぎ景気を超えたと報道されているけれども、

その実感は市民にはなく、逆に暮らしが厳しくな

ってきた、こういう声が多い、そういうふうに理

解されるかお尋ねをしながら、だから市民の暮ら

し支援の施策を予算編成にぜひ反映されるように

と求めてきたところであります。このたび市長は、

景気動向について地元金融機関の景況レポートに

よるとマイナス基調で推移し、厳しい状況が続い

ている、市政執行方針で述べられたわけでありま

す。まず、そのレポートによる市民の暮らしをど

のように判断されるのか伺いたいと思うわけであ

ります。

新年度の施策において市民の暮らし政策、どの

ように取り組まれたか。また、逆に市民負担をど

のように求めた施策を盛り込んだのか。１２月議

会でお尋ねをしました住宅リフ会ームは、 ００

０万円の事業でありまして、市民から、また業者

の方からも喜びの声を寄せられているところであ

ります。そのほかの市民に喜ばれる施策をこの際

明らかにしていただきたいと思います。市民負担

では国保税の引き上げ、加えて上下水道料金の値

上げが示されたわけでありますけれども、具体的

にお知らせをいただきたいと思います。
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次に、福祉の推進でありますが、名寄の高齢化

率、６５歳以上の市民が２５前を超えまして、４

人に１人が６５歳以上と、こういうことになって

きたわけであります。何よりも地元で苦労してき

た多くの人たちだけに、元気に住んでいてよかっ

たと言えるまち、温かい福祉の心が求められてい

ると思うわけでありまして、きめ細かな取り組み

が大切であり、その一翼を担っております社協と

の協力、協働は言うまでもないわけであります。

まず、今年の福祉推進施策について、またさきに

可決いたしました総合計画における福祉のまちづ

くりが載っているわけでありますけれども、この

間どのように取り組んでいかれるのかお示しをい

ただきたいと思うわけであります。

次に、子供の医療祉助成についてであります。

この件は、特に少子化の中での子育て支援の一つ

としてもお尋ねをしていきたいと思っております。

既に医療祉助成については、道の施策として取り

組まれております。今少子化の中で子育て支援が

大切だ、安心して産み育てることは若い世代にと

って大きな励みになると、多くの自治体で多様な

子育て支援を行っているわけであります。そこで、

私は名寄市でも独自の支援策として、まず医療祉

の１割負担を年齢を決めてでも無料にする、また

該当児、就学前までとなっておりますけれども、

学童にまで引き上げるなどの子育て支援が必要と

考えるわけでありますけれども、見解を伺いたい

と思います。

あわせて保育所入所についてであります。若い

夫婦が安心して子育てを進めるために働かなけれ

ば暮らしが大変、それだけに保育所は大切であり

ます。まず、入所の状況をお知らせいただきたい。

また、保育料についてでありますが、市は以前国

の２年おくれで保育料を決定しておったわけであ

りますが、一定の細区分という形で対応している

わけでありますけれども、現状の保育料どのよう

にしているかお知らせをいただきたいと思います。

また、保育料の決定は前年度所得で決まるわけで

ありますけれども、事情があって職場が移った、

そういうときに給与が大幅に下がるなど、現状に

合わないのにもかかわらず保育料が決められると、

こういうこともあるわけでありまして、果たして

このままでよいのかどうか、対応を伺いたいと思

うわけであります。

次に、市立病院の医師確保、特に１２月議会で

も質問しましたが、精神科医の４月からの見通し

がどのように立ったのか。さきに答弁がありまし

たけれども、私も改めて経過を含めてお知らせを

いただきたいと思うわけであります。

次に、発達障害支援の取り組みについてであり

ます。平成１６年１２月に発達障害者支援法が制

定されたところであります。この制度は、本当に

新しい制度であります。そういう中でも名寄市で

の取り組みは既にマザーズホームからの歴史があ

るわけでありますけれども、まず現状の取り組み

状況、通園児数、また１２月議会で父母たちから

出された請願が全会一致で採択された一部負担の

助成はどのようになったのかお答えをいただきた

いと思います。

次に、特別支援教育についてであります。今年

の４月から始まりますが、名寄は２年間のモデル

事業を行って、全道の先進であります。まず、そ

の成果について、また新年度の予想児童と各校の

教員数、また従来の特殊学級とのかかわりなど、

療育センターの連携などもあわせてお答えいただ

きたいと思います。

次に、品目横断的経営対策についてであります。

農家に五つの作物に限って国の補助金を交付する

制度では日本の農業は守れない、私は考えており

ます。まず、昨年秋の一つの申請でありました小

麦の申請状況と新年度の申請見込みを全農家戸数

のうち前率でひとつ示していただきたい。さらに、

認定農家にならない小規模農家、高齢農家、加え

て対象品目外の生産に励む農家の数などもこの際

お知らせをいただき、それらについての対応をお

示しいただきたいと思うわけであります。
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次に、ポスフール出店についてであります。既

に私は、大型店の規制を緩めた国をしてまた規制

をしなければならぬほど大型店の影響が市町村に

あったということ、名寄市内の売り上げ３６０億

円が１６年あったそうですけれども、ここにポス

フールは５０億円の売り上げ目標を持って入って

くると。多くの人たちが名寄市に住み、そして住

んでいてよかったと言えるまちづくりに向けて市

民との協力が進んでいる中で、そういう願いに逆

行するのではなかろうかと出店に反対を表明して

きたところであります。このたび道庁に行きまし

て、大規模集客施設の立地に関するガイドライン

について、また出店を抑えるタイムリミットなど

を協議させてもらってきたところであります。や

はり担当者も早く建築制限条例をつくることが必

要だというふうな説明で私は強く痛感したところ

であります。そこで、スケジュールをどのように

押さえて進めようとしているのかお知らせをいた

だきたいと思います。また、制限を１万平米とし

ておりますけれども、やはりこれでは大き過ぎる

わけでございまして、地方自治体の立場からもも

っと面積を制限をして、例えば旧大店舗法のよう

に ０００平米などというのもあってもいいので

はないかというふうに考えますけれども、お答え

いただきたいと思います。

やはりこの問題については、市民合意が不可欠

と思うわけであります。特に総合計画と対するも

のであるだけに、総合計画を市民に改めて理解さ

れ、まちづくりを考える市民との協力、協働の大

きな理解を深めるチャンスというふうにとらえて、

大きな住民理解を求める取り組みが必要であろう

と考えますし、そのためにとと道での例えば小樽

での大型店進出による実態、また帯広だったでし

ょうか、大型店の出店をとめた住民運動などなど

全国で多様な形態に学び、それらをいち早く市民

に提示し、ともに考え、納得のいくまちづくりを

進めていくということが大事ではなかろうかと考

えるわけでありまして、そのような取り組みを市

長を先頭に進めるべき、このように考えるわけで

ありまして、見解を伺いたいと思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま斉藤議員の〇総務部長（石王和行君）

方から大きな項目で５点にわたりましての御質問

をいただきました。大きい項目の１点目の（１）

につきましては私の方から、（２）、（３）、

（４）につきましては福祉事務所長から、大きな

項目の２点目につきましては病院事務部長から、

大きい項目の３点目につきましては福祉事務所長

から、大きい項目の４点目につきましては教育部

長から、５点目の大きい項目は経済部長から、６

点目につきましては建設水道部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いをいたします。

最初に、新年度の施策についてお答えをさせて

いただきます。新年度予算案には高齢者の健康保

持や生徒の心の相談体制充実、市立病院整備事業、

地域包括支援センター運営事業、心の教室相談員

配置事業など、また住宅リフ会ーム促進助成事業

は住宅の改修水事にかかわる祉用の一部を助成す

ることにより、快適な住環境の創出と建設産業の

振興、雇用の安定を図るべく主要事業として計上

させていただきました。住宅リフ会ーム事業は、

市民の潜在的な改修要望を掘り起こす起爆剤とと

らえておりますので、３カ年の時限を原則と考え

ているところであります。

また、地方の景気が低迷する中、本市におきま

しても限られた財源を有効に使った行政運営を行

わなければなりません。施策の中には、時代の経

過により利用状況の変化で当初の目的を達成した

事業はもとより他の施策に振りかえるなど、事務

事業評価やローリングによって見直しを図ってき

たところであります。また、新行財政改革推進計

画の中にあります健全な財政運営を進めるために、

受益者負担の適正化として上下水道の料金改定に

つきましても個別推進事項として取り上げている

ところでもあります。また、国保税の税率改正に



－156－

つきましては、開会日におきまして議案として提

案をさせていただいておりまして、この後の予算

審査特別委員会に付託をされているところでござ

いますので、そちらの委員会の中で議論をしてい

ただければと考えているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、〇福祉事務所長（中西 薫君）

（２）の福祉の推進から（４）、保育所の入所に

ついてと大きな項目３番目、発達支援の取り組み

について申し上げます。

まず、福祉の推進について申し上げます。高齢

化が進む中、高齢者への施策は一層重要さが増し

てきております。高齢者の方々を健康状態から見

ますと、前較的元気で自立できる方、虚弱的な方

や介護が必要となる方などに分けられ、その分野、

分野に応じた施策が必要であると考えております。

前較的元気な方々には健康づくりや生きがいづく

り活動などの施策を推進して、社会参加の促進を

図ってまいりたいと考えております。また、虚弱

な方々には地域包括支援センターが中心となって

介護予防事業に取り組み、自立に向けた支援を行

ってまいりたいと考えております。いずれもこれ

らの具体的な施策や介護保険サービス事業につき

ましては、第３期高齢者保健医療福祉計画、介護

保険計画に基づいて推進をしてまいります。

現在も名寄市社会福祉協議会では合併に伴った

さまざまな課題の解消に努めている状況で、これ

といって新たな取り組みをするまでには至ってい

ないというのが現状でございます。まずはそれぞ

れ行ってきた事業をどう全市的なものにしていく

のかを検証しながら、真の合併に取り組んでいる

ところでございます。いずれにいたしましても、

障害者を含めた社会福祉は行政だけでできるもの

ではなく、社会福祉協議会を初め民生委員の方々

や地域のボランティアの方々とともに市民と行政

が協働し、福祉事業を推進してまいります。

また、福祉のまちづくり条例の考え方について

でございますけれども、新しい総合計画の中の基

本目標の２、安心して健やかに暮らせるまちづく

り、保健医療福祉分野の障害福祉の推進の主な事

業計画の中で、前期に取り組む事業として福祉の

まちづくり要綱（仮称）を掲げております。これ

は、障害のある人や高齢の方が普通に生活する上

で障害となっている一つには建物や交通機関など

で段差や狭隘などにより車いすの通行が妨げられ

る物理的バリア、二つには障害があることによっ

て資格が制限されたり、入学試験や就職試験が受

けられなくなったりする制度的なバリア、三つ目

に手話通訳や文字情報などにより十分な情報を得

ることができない文化、情報面でのバリア、四つ

には障害のある人を偏見の目で見たり、逆に哀れ

んだりして、平等で対等な交流を妨げる意識上の

バリア、この四つのバリアを取り除き、すべての

人の参加によるすべての人のための平等な社会を

市民の皆さんと事業者、そして行政が手をとり合

って進めていくような理念を定めていこうとする

ものであります。

一方、同じ基本目標の４、地域福祉の推進の中

の基本事業でも福祉のまちづくりの推進を挙げて

おりますが、これはだれもが安心して暮らせるま

ち、いわゆる人に優しいまちづくりを目指そうと

するもので、建築、道路、公園といったハード面

の計画的整備はもちろんのことでありますが、ソ

フト面であるノーマライゼーションの考え方、生

活の拠点である地域に根差して人々がともに手を

携えて助け合い、だれもがその人らしい安心して

充実した生活が送れるようなまちづくりが求めら

れているところでございます。このため日々の生

活課題をきめ細やかに明らかにし、市民みずから

がその解決に向けて活動する気持ちを醸成するこ

とを何よりも重要視した地域福祉計画の策定を目

指し、計画の策定に当たっては策定に向かうプロ

セスから市民の主体的参加が不可欠とし、そのた

めの体制づくりをするものであります。まずは現

在必要な情報の収集に努めている段階でございま
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す。地域福祉計画では、地域における福祉サービ

スの適切な利用の推進に関する事項、地域におけ

る社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関す

る事項、地域福祉に関する活動への住民の参加の

促進に関する事項、この三つを定めることが求め

られておりますが、さきにも述べました福祉のま

ちづくり要綱（仮称）とも共通する部分も数多く

ありますので、今後一つ一つ整理しながら、重複

を避け、作成に取り組んでまいることになります。

しかし、もともとこの計画は策定のプロセスを

重要視しながら、市民みずからが生活基盤である

地域福祉での生活課題やそれに対応するサービス

の現状、果たすべき役割などをみずからの問題と

して認識し、みずからがサービスのあり方に主体

的にかかわりながら、サービスの担い手としても

参加する意識の醸成が最重要視されるものであり

ますので、条例化につきましてはこれとかけ離れ、

過程からくる結果として市民の皆様の機運が高ま

れば制定していくものと考えているところでござ

います。

なお、この要綱の策定に当たりましては、シン

クタンク及び福祉の実践として名寄市立大学のス

タッフが大変重要な位置を占めるものと考えてお

りますので、４年制大学の形を整えるのに合わせ

ながら取り組んでまいる考えでございます。

次に、子供の医療祉無料化の上乗せについてお

答えをさせていただきます。現在名寄市が実施し

ております乳幼児医療給付事業につきましてはと

と道医療給付事業の一事業で、疾病にかかりやす

く受診する機会が多い乳幼児を対象とし、その世

帯の負担軽減と福祉の向上を図ろうとするもので

あります。とと道は、少子高齢化の進行や国の医

療保険制度改正、福祉施策に対する応能負担の導

入などを理由といたしまして、平成１６年１０月、

対象年齢を入院、通院ともに就学前まで引き上げ

たところでございます。また、これと同時に原則

１割負担の導入を実施し、現在に至っているとこ

ろでございます。

議員御質問のとおり学童期につきましては、集

団生活となることから風邪等にかかることも多く、

その医療祉負担は家計に影響することとなります

が、対象年齢の引き上げ等の拡大につきましては

市の独自事業となり、現状の財政状況では極めて

困難であると判断しているところでありますので、

御理解をいただきたいと思います。

次に、保育所入所についてお答えをさせていた

だきます。２月末現在の市立の保育所の入所状況

につきましては、市立４保育所の定員２８０人に

対しまして入所児童は２８７人、充足率は１０

７９前となっており、おのおのの保育所の状況で

は中央保育所、東保育所の６０人定員に対しまし

て中央保育所は６０人、東保育所は５９人、西保

育所の７０人定員に対しましては７５人、南保育

所９０人に対しましては９３人となっております。

国と市の保育料の前較につきましては、国の基

準では３歳未満児と３歳以上児の年齢別に分け、

さらに世帯の階層区分を７段階に分け定めており

ますけれども、市では国の基準をもとにしつつ保

護者負担の一部を軽減するために、独自に階層を

ＡからＤの７までの１０階層としているところで

ございます。平成１８年度におきましては合併初

年度ということもありまして、また風連地区との

保育料の差が大きいこともありまして、従前の区

分を使用したところであります。最終的には国の

基準をまず基本にしてはと考えておりますけれど

も、平成１９年度部分につきましても定率減税等

がございまして、適用する階層区分に変化がある

ことから、保育料の変更は見送ることとしており

ます。いずれにいたしましても、据置期間を経て、

段階的調整を図りながら保育料を統一することに

しておりますので、早目に考え方をお示しできる

よう努力してまいります。

入所児童の保育料につきましては、入所申し込

み時に前年の世帯の収入証明書を提出いただきま

して決定をしております。前年に前べまして世帯

の収入に著しい変動があり、生活困窮となった場
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合につきましては担当窓口で御相談をお受けし、

対応をさせていただきたいと考えております。

次に、大きな項目３番目の発達障害支援の取り

組みについてでございます。自閉症などの広汎性

発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障

害（ＡＤＨＤ）などの発達障害は、早期発見、早

期支援が重要であることから、平成１６年１２月、

発達障害者支援法が制定され、平成１７年４月か

ら施行され、必要な措置を講じることが国及び地

方公共団体の責務とされました。名寄市において

は、平成１５年４月、児童デイサービスセンター

の指定を受けている名寄市総合療育センターにお

いて子供発達支援センターの機能を持ち、発達障

害児支援に取り組んでおります。障害や発達にお

くれのある子供と家族に対しまして日常的な療育

相談、指導などを行うことを目的に、早期発見の

ための１歳６カ月健診及び３歳児健診、保育所、

幼稚園への訪問相談など、保健センターとも連携

を図りながら進めているところでございます。こ

うした中から名寄市総合療育センターのもう一つ

の機能である児童デイサービスにつなげ、早期療

育を図ろうとするものであります。児童デイサー

ビスは、昨年の障害者自立支援法の施行に伴い、

実務経験を積んだサービス管理責任者を配置いた

しまして、個別支援計画の作成などよりきめ細や

かな対応と専門性が求められています。そのため

指導員は、各種専門研修の受講による専門性の向

上、療育関係研修会による情報収集など、よりよ

い児童デイサービスを提供できるよう努めている

ところでございます。

また、利用者負担金につきましては、政政で定

める額の一律１割負担となりましたが、平成１９

年度からは利用者負担の軽減を図るため一部助成

をする予定でございます。

現在の通園児の内容別内訳を申し上げますと、

肢体不自由１名、知的遅延９名、自閉的傾向１４

名、言語発達遅延４名、精神遅延７名、発達遅延

１８名、言葉のおくれ９名の合計６２名となって

おります。個別、または集団による療育訓練を総

合的かつ体系的に行うことにより、早期に障害の

ある療育的効果を高めるよう努めてまいります。

また、今後特別支援教育での学校とのつながりを

より重要と考え、連携を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな項目の２、医師確保についてお答えを

申し上げます。

精神科は、平成１８年度は２名体制で診療をし

てまいりました。１名は道の職員ということで、

１年限りとなっておりました。この間院長や市長

が精力的に道や３医育大学に出向いて地域の実情

を訴え、医師の確保に取り組んできました。結果

このほど関係各位の御努力によりまして、現在お

られる先生が残っていただけるということになり

まして、新年度も引き続いて固定医師１名と、そ

れから長期の出張医１名で現在の体制で診療が行

われることになりました。

以上、御答弁とさせていただきます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大項〇教育部長（今 裕君）

目４の特別支援教育についてお答えいたします。

特別支援教育の成果につきましては、代表質問

においてもお答えしておりますが、平成１７年度

に地域指定を受け、モデル事業として実施以来２

年間にわたりまして市内全小中学校における校内

委員会やコーディネーターの設置を初めとして、

コーディネーター連絡会議や専門家チーム会議、

巡回相談などを開催し、推進体制の整備に努めて

まいりました。文部科学省の調査では、個別に支

援が必要とされる児童生徒は ３前に上るとされ

ておりますが、名寄市におきましても相当数の子

供たちが支援を必要としており、昨年９月に市教

委が独自に行いました実態調査では、教育的見地

からの判断も含めまして児童生徒の １前が支援

が必要との数値になっております。さらに、特別
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支援教育制度への保護者の理解が進むことにより、

支援を必要とする数が増してくるものと考えてお

ります。

平成１９年度からは、特殊教育から特別支援教

育へと転換が図られ、小中学校における名称も特

別支援学級に変更となりますが、現在の障害種別

の教室については当分の間現状を維持するものと

考えられます。特別支援教育においては、校種間

の連携が大切になってまいりますが、現在におい

ても保育所、幼稚園と小学校など学校間の引き継

ぎが行われ、きめ細やかな指導体制の構築に努め

ております。また、保護者の了解のもと名寄市療

育センターにおける記録なども名寄市就学指導委

員会において活用され、より望ましい就学への資

料としております。

今後の特別支援教育においては、さらに各関係

機関の積極的な連携を図り、地域支援ネットワー

クの一層の充実を目指してまいりたいと考えてお

ります。

以上、答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

大きい項目の５番〇経済部長（手間本 剛君）

目、品目横断的経営安定対策についてお答えを申

し上げます。

品目横断的経営安定対策につきましては、２月

末現在当市における対象５品目の作付実績農家数

につきましては６０９戸のうち４４７戸、割合に

いたしますと７３前が対象となり、面積では ４

９３９クタールのうち ０２１９クタール、率に

いたしますと９０前が対象の見込みでございます。

また、対象外農家の数はどのくらいかとのお尋ね

でございましたけれども、１７年度のベースで申

し上げますと農家戸数では８４０戸のうち５品目

作付農家数につきましては先ほど申し上げました

６０９戸でございます。したがいまして、対象外

農家につきましては２３１戸というふうになるわ

けでございます。対象農家は、すべて認定農家の

担い手でございまして、集落営農組織につきまし

ては認定農業者になれない農家が設立して集落営

農組織を立ち上げる状況ではございませんで、当

市においては難しいと判断をしているところでご

ざいます。

昨年秋の段階の加入申請の状況でございますが、

１９年産秋小麦の作付者につきましては１６０戸、

面積にいたしますと３９０９クタールとなってお

ります。１８年産に前較いたしますと、戸数では

３６戸、面積では６３９クタールの減少となって

おります。

制度の対象にならない、またはのらない農家に

つきましては、これまで市、ＪＡ、農業委員会な

どと制度の説明、指導し、農地集積作業の受委託

の促進を図ってまいりました。平成１８年１月か

ら１２月までのあっせん件数では６０件で、田で

２０２９クタール、畑では１８９クタールの合計

２２０９クタールとなります。賃貸借では田畑合

計いたしますと２５７９クタールで、合わせて４

７７９クタールに及び、担い手への農地集積が進

行している状況にあります。４月からの本格申請

に向けましては、一つ目には農地の流動化による

面積要件のクリア、二つ目には作業受委託による

経営面積の拡大、三つ目には農業所得による特認

要件の活用などにつきまして指導してまいりたい

と考えております。

また、小規模農家、高齢農家の対応ですけれど

も、新産地づくり対策では担い手と非担い手に差

はつけておりませんし、集と型栽培の施設園芸、

あるいは露地野菜につきましては加算措置を講じ

ておりますので、野菜、花卉の栽培を促してまい

りたいというふうに考えているところでございま

す。

以上、お答えを申し上げました。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目の６〇建設水道部長（松尾 薫君）

番目でございます。ポスフール出店対策について

お答えを申し上げます。

都市計画特別用途地区の決定につきましては、
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都市計画法に基づき３回の市民説明会を終了させ

ていただいております。３月２３日には徳田地区

の利害関係者、地権者を中心に公聴会を開催をい

たしまして、市民意見を反映させていきたいと考

えております。それらの意見を参考に原案を作成

の後、とと道と事前協議を行いまして、都市計画

案を２週間市民縦覧をさせていただき、再び意見

をいただいた後に今までの意見をもとに名寄市の

都市計画審議会の審議を経て、とと道の同意を得

た後に決定をさせていただこうという予定をして

いるところでございます。

建築制限条例につきましては、都市計画の審議

のめどが立ってから臨時議会を含め条例案を議会

で議論していただきたいと考えております。

市民合意の取り組みにつきましては、都市計画

法によるものとは別に広報など広く市民周知がで

きる方法を検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

１万平方メートルという点につきましては、庁

内議論やとと道の助言の中でも議論を重ねたとこ

ろでございまして、旧大店法の ０００平方メー

トルという意見もございましたけれども、法的根

拠が少ないということで、本年１１月に施行の都

市計画法等の一部を改正する法律に準じまして１

万平方メートルを決定したところでございますの

で、御理解のほどをお願いいたします。

今回の土地利用計画は、総合計画に沿った都市

計画案でございまして、多くの市民の皆さんの意

見を聞くこともできたと考えておりますし、これ

からもまだまだ意見交換ができるものと考えてお

ります。その意味では協働のまちづくりでありま

すし、市職員にもこれまで２回の研修の場を設け

ており、これからも機会があるたびに職員にも周

知を図っていきたいと考えております。

以上、御答弁とさせていただきます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ担当の皆さ〇３１番（斉藤 晃議員）

んの御答弁いただきました。それで、問題は今の

経済情勢をどう見るのか、それに基づいて市民の

暮らしはどうなのかと、そういう立場からも市の

施策、方針というのが積極的に反映していくこと

が必要ではないのかと、それが私が常々申してお

りました地方自治法の趣旨であります住民の暮ら

しをしっかり守っていく、そういう行政、市の責

務でなかろうかと、こういう立場から私は一貫し

てこの視点からの質問を続けてきたところであり

ます。市長も市政執行方針で述べられました非常

に景況感がない、経済が停滞の状況だと。加えて

昨年はお米が１昨当たり ０００円から ０００ 

円安くなる。さらに、高齢者の年金控除が廃止に

なっていくと、こういうふうなことで、非常に昨

年の６月の住民税の納付書が来たときの市民の驚

き、そしてそれが今度は怒りへと、こういう反映

があり、結果的には所得が抑えられたと、こうい

うふうなことがあるわけでありまして、そういう

実態が私からも生活は厳しいというのは全くその

とおりだと、こういうふうに理解するわけであり

ますけれども、そういうスタンスに市長は立って

おられるのか、この点をまず伺いたいわけであり

ます。

特に住民に喜ばれましたリフ会ームの問題につ

いて、多くの喜びの声があるわけでありますけれ

ども、昨年の１２月に私この件でお尋ねをしたと

きに、最後に市長答弁されたことは忘れてはいな

いと思うのですけれども、改修についての事業は

多くの市民の皆さんの中にあると、こういう認識

をしております。何らかの提案を受けて政策でき

ないか検討してまいりたいと、こういうふうに言

っておられたわけですが、それを決定する上でそ

ういう市民の暮らしの実態、景気の実態なども反

映されたのか、まず冒頭にその点御答弁いただき

たいと思いますが。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

地域経済の動き等につ〇市長（島 多慶志君）

いては、お話がありましたように非常に低迷を続

けているというのが実感であります。とりわけ１
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次産業の農業、農協等の統計を見ておりましても

昭和４０年代の販売実績の方にバックをしている

という実態があります。これらは、コストも含め

て努力をしても、その努力が再生産に意欲として

結びつかないような状況と、こういうことであり

ます。ことしが農業の大きな変革な年と、国の制

度も大きく動こうとしておりますけれども、これ

に先駆けて農業者の皆さん方の農地の流動という

のも表面に出てきているわけでございますが、残

念ながら思ったとおりの双方の流動の成立が難し

いような状況も出てきていると。それは、農業を

基幹産業にしております当市にとりましては非常

に全体の産業界、あるいは市民の消祉行動にも関

連をしているというふうに押さえております。加

えて公共事業等の予算の抑制策もこの地域の建設

業等に従事するウエートの高いことが大きな不況

感につながっているのではないかと、このように

認識をしております。それだけにこの限られた今

の置かれている自治体財政の中で英知を尽くして

元気を出していこうと、あるいは事業の創出をし

ていこうと、こういうような議員の御提言も含め

て１９年度の中で、３年間の時限ではありますけ

れども、景気の刺激策としてこのようなリフ会ー

ムに対する支援策を提案をしているところであり

ます。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

そういう市民の実態〇３１番（斉藤 晃議員）

であるだけに、提案されました住宅リフ会ームは

必ずや地域への経済効果の一翼を担うだろうと私

も思うわけであります。

それで、それにつながって市民支援の施策がど

うなのかということでありますけれども、ただい

ま総務部長の答弁のようになかなか具体的なもの

が市民には見えづらい。確かに市立病院の整備で

すとかあるのですけれども、やはり実際に協働の

まちづくりをしていくとしたならば、きめ細かな

施策というのは大事だなと、こういうふうに思う

わけでありまして、そういう点での住民への支援、

住民とのかかわりというのが問われているのだな

と、こういうふうに考えたところであります。そ

れは、必ず出てくるのが今回も市政執行方針、あ

るいはきのうからの答弁を聞いておっても財政が

大変だと、危機的状況だと繰り返し言われている

わけであります。問題は、なぜそういうふうな実

態になったのかということなのです。先ほども質

問、答弁がありましたけれども、市長、あなたが

市長になって１０年、その前２年間は助役であり

ます。さらにその前は総務部長も務めてきたわけ

であります。まさに名寄市市政の主要な行政施策

にすべてかかわってきたと言っても言い過ぎでは

ないのです。私はこの間必ず大きな課題になるの

ではないかと言った大型事業の問題を何点かして

まいりました。しかし、住民要求もありますから、

例えばと国博物館などいかがかという声はあった

ものの文化を養成していくという面ではあえて反

対はしてまいりませんでした。しかし、あのジャ

ンプ台を整備をする、あるいはピヤシリスキー場

を整備する、と１８億円からのお金がかかったわ

けでありますけれども、あの当時は起債の中でも

有利な起債が出まして、国も一生懸命になって応

援をしておったわけでありまして、そういう面で

は単純に悪いというふうには言い切れないのです

けれども、しかしそういうふうなのが今の起債の

大きな影響になっているのではないのか。もちろ

ん市立病院の改築ですとか学校の改築であります

から、そういうふうなことを考えたときにそうい

う大型のあるいは後年度に効果として問題がある

なというのは見ながらも、国が進めるようなむだ

な大型事業を本当に進めたということを言う気は

ありません。しかし、そのときにはそれでもいけ

るという計算、試算をしておったのです。しかし、

大きく変わったものがあるのです。それは、交付

税の配分が変わってきたということなのです。一

番名寄市で交付税が大きかったのが平成１０年で

したか、７０億円の交付税が来ております。さき

の決算で見ますと、７０億円ちょっとでしたか、
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７８億円でしたか。名寄市の従来での交付税は幾

らかというと、これはよくわかるように５５億円

です。ですから、１５億円減っているのです、１

０年と前べて。もちろんこれは突然きたのではな

くて、ほぼ５５億円になったのは平成１４年から

でしょうか。こういうふうなことは、従来の計画

と大きく変わったのでないかと、そういう点での

国の構造改革を進めたのがどれだけ地域住民にと

って、あるいは行政担当者として狂いが生じたか

と、ここのところをやっぱりはっきりさせる必要

があるのではないのか。それをしないで、何かも

う大変だから、先が見えないような話で、最初に

まちづくりを協働しませんかと言われても戸惑う

市民が多いのも事実なのです。こういう点、私は

やはりそういうふうな多くの問題が率直にあった

のだと。だから、そういうふうなのを繰り返さな

いように住民と協力、協働のそういう運動を進め

ていくのだというスタンスがまず大事でないかと

いうふうに思うわけであります。そういう点での

スタンス、立場、私の指摘は間違いでしょうか。

お答えいただきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

この２０年間ぐらいの〇市長（島 多慶志君）

間におけるいろいろな日本の経済に関連をした地

方自治体の自主的な営みも含めて指摘がありまし

た。３０年以上前にオイルショックがありまして、

日本経済は急激に縮小せざるを得ないという実態

がある中で、日本のいろいろな英知を結集して景

気の回復をして、しかも平成元年、２年に達して

はその極というようなことでありました。これは、

実態の伴っていない日本経済だったというふうに

今は指摘ができるわけですが、このバブル経済の

崩壊の後、どのように立て直しをするのかという

ことでは多くの試行を続けたのではないかと、こ

のように思っています。

国は、公共事業を大幅にふやすことで景気の回

復をしようと、こういう取り組みがあったという

ふうに思っております。御指摘のように地域総合

整備債という有利な借金をメニューにのせて、地

方自治体にも公共事業をやるべしと。私は、この

２０年間の中で公共事業等はやはり市民の要望を

場合によってはその施策にのって前８しをして実

行したものも数多くあると、このように見ており

ます。しかし、この公共事業を展開することで景

気の回復については残念ながら達成できないとい

う、このような反省のもとに収縮財政ということ

にハンドルを国は切ったわけであります。この借

金は、実際に国民の皆さんがこれから返済計画を

持って国も地方も償還をしていかねばならないと、

こういう中で軌道修正をしてきたのが地方におけ

る交付税の削減と、こういうことでありました。

現在地方交付税の配分の総枠というのは１５前円

ぐらいでございますが、平成１２年、１３年は２

０前円、借金を６前円、７前円積み上げて２０前

円の交付税を配分すると、こういうようなことで

ありました。国は、２０前は切り込むと。借金を

しないで、国の一定の税制上の定率の枠で地方自

治体に配分するというまさに原則にのっとった交

付税の運用というふうに今軌道修正をして、１８

年度では初めて交付税の借り入れについて償還を

始めると、こういうところになったわけでござい

ます。

前段の議員の質問にもこれからの交付税は税収

が入っても、地方にその税収が伸びた分を全部配

分しないという国が方向を出しているというふう

に答弁をさせていただいておりますが、まさに交

付税会計も４０前円に上る借金を持っているとい

うことでありますから、この交付税会計の均衡化

も道はかなり遠いと、そういう中での現実であり

ます。過去の指摘については甘んじて受けますけ

れども、やはり社会基盤の整備というものは借金

をしてでも市民の皆さんに提供していくという責

任もありますし、その度合いといいましょうか、

場合によっては身の丈以上の事業展開がこの２０

年間の間であったのではないかと、このように今

は反省をしているところであります。しかし、今



－163－

その償還のさなかであります。現在公債祉前率が

１９前ということでは１８以下に切り下げるとい

うことでありまして、今回企業会計等については

財政投融資資金の償還について５前以上の金利の

高いものについては、条件がありますけれども、

借りかえを認めると、こういうような国の方向が

出てまいりました。私どもは、こうした国の制度

をしっかりと見きわめながら、この財政の健全化

に一層取り組んでいかねばならないと。それだけ

に今前８しでサービスを受けている施設の整備の

手法については、合併を機に従来風連町、名寄市

が持っている施設の統廃合等を含めて合併効果を

しっかりと出していきたいと、こんなふうに考え

ているところであります。

斉藤議員。〇議長（田中之繁議員）

財政の問題について〇３１番（斉藤 晃議員）

は、予算委員会もありますので、そこでまたとい

うことにして、とりあえず私は若い人たちの支援、

子供、子育て支援について最後に訴えておきたい

のですけれども、今新聞広告などでのパートの賃

金見ますと、１時間６５０円、中には６４４円と、

これはとと道最低賃金です。それをやってでも働

いて頑張っている人たちへの子育て、保育料の問

題、あるいは病気になったときの医療祉の支援、

こういうふうなことがどれだけ若い夫婦に安心感、

そして子育てへの意欲、こういうふうなことを考

えたときに、厳しいときではあっても次の時代を

担う子供たちへの温かい施策というのはぜひ必要

ではないのかと、このことを私は強く考えるわけ

であります。そういう点での子供の医療祉、保育

所の入所問題などなど強く求めたいわけでありま

す。

また、発達障害ということで、ちょっと後でに

なりますけれども、この制度も１６年１２月なの

です、法が決まったのは。まさにそれまでは子供

たちは親のしつけが悪い、変わった子供だと、こ

ういうふうなことで熱心に取り組んできた父母が

非常に苦労していたのがやっと光が当たってきた

と、そういうところへの支援が大事だということ

も訴え、連動した教育行政の必要性も訴え、時間

内に終わらなかったことをおわびしながら、以上

で私の一般質問を終わりたいと思います。どうも

ありがとうございました。

以上で斉藤晃議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

市民と協働のまちづくりの考え方について外３

件を、渡辺正尚議員。

議長から指名をいた〇２１番（渡辺正尚議員）

だきましたので、さきの通告順に従って、質問を

してまいります。議場内にいる皆さんは非常にお

疲れとは思いますが、と１時間ほどおつき合いく

ださい。

初めに、新名寄市総合計画が策定され、御案内

のように平成１９年度から平成２８年度までの１

０年間の計画であります。基本目標の１は、市民

と行政との協働によるまちづくりとなっておりま

すし、主要施策の１番目に市民主体のまちづくり

の推進となっており、基本事業として２項目書か

れておりまして、一つ目に市民参画と協働の促進、

二つ目に広報広聴活動の充実と情報公開となって

います。二つ目の広報広聴活動は重要だと思いま

すが、基本的に市民と行政が情報の共有化を図ら

なければならないと考えます。今までのやり方で

市民に十分に情報が行き渡っているとお思いでし

ょうか。具体的にお答えください。

次に、平成９年、当市でも情報公開条例が制定

されましたが、年度ごとに何件請求があったのか、

請求内容等もお答えください。

次に、公共水事発注について伺います。私から

言うまでもありませんが、公共水事とは国及び地

方公共団体が発注する建設水事のことであり、地

域貢献や生活の利便性や安心、安全が保障される

よう配慮して行われるものであると考えます。ま

た、適正時期に発注することによって雇用の安定

や地元企業の育成と品質確保を促進することにつ

ながると思います。そこで、伺いますが、昨年４
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月からの土木建築、上下水道各部署の発注時期と

件数並びに水事内容もあわせてお知らせください。

次に、入札以前に行われる指名の基準について

伺います。指名委員会で水事内容によって技術面

や実績などを考慮して適切に行われているとは思

いますが、他の者にはどのように決定しているの

かが見えませんので、もっとオープンにできない

かと思います。適正に示していれば、対象業者に

お知らせできるのではないかと思います。それが

発注者側と受注者側の対等の関係になり、インフ

ラ整備も一緒に考え、意見交換ができ、共同で品

質のよいものができるようになると感じておりま

すが、お答えください。

次に、高齢者福祉について伺います。市長の市

政執行方針でもおっしゃっておりましたが、当市

でも１月末で高齢者人口は ９４６人、高齢者前

率が２ ３前であり、人口のと４分の１が高齢者

であります。施策として高齢者の自立促進や介護

予防事業の推進、介護保険サービスの充実等があ

りますが、今回は高齢者の自立促進について伺い

ます。高齢者の自立に向けた生きがい対策や生活

支援については、いろいろな手法はあると思いま

すが、私は一昨年から２度ほど質問しているデマ

ンド交通システムを積極的に検討する時期であろ

うと思います。１月末に福島県の保原町へ高橋議

員と２人で視察してきました。昨年１月１日に５

町が合併して伊達市となりましたが、保原町は人

口がと２万 ０００人ほどの名寄市と変わらない

規模のまちです。実績だけお話ししますが、導入

後７７５日で乗車実績１０万人に達し、利用者年

代は７０代、８０代の方が非常に多く、７０代で

４４前、８０代で３３前であり、合わせると７７

前になり、と８割近くが利用しており、高齢者の

自立に向けた生きがい対策や間接的な生活目的に

当てはまると思いますが、御見解をいただきたい

と思います。

私の質問を踏まえ、高齢者は何を不安と思い、

何を必要としているかなどの意識調査を行っては

いかがでしょうか。これについてもお答えくださ

い。

次、職員の評価システムについて伺います。平

成１６年１２月に閣議決定された今後の行政改革

の方針では、公務員制度改革の推進等として評価

の試行が明示されています。総務省では平成１８

年１月１日から６カ月間試行しており、本格的な

実地にはまだ少し時間がかかりそうですが、当市

としても検討して、職員評価システムをいち早く

取り組まなければならないと考えます。今後一定

期間厳しい時期が継続することが予想される以上、

職員個々の能力を高めるためのツールとして評価

システムを位置づけ、検討を加えながらブラッシ

ュアップしていくことが必要不可欠であると考え

ますが、御見解をお願いいたします。

以上でこの場からの質問を終わります。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま渡辺議員か〇総務部長（石王和行君）

ら大きな項目で４点にわたっての御質問をいただ

きました。大きな項目の２点目につきましては、

建設水道部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いをいたします。

まず、１点目の情報の共有について、現状につ

いて申し上げたいと思います。市民参加による協

働のまちづくりを進めていく上で、情報の共有化

は欠かすことのできないものであると私も認識を

しております。情報共有化のための具体的な手法

でありますけれども、月１回発行の広報なよろを

基本といたしまして、タイムリーな地域情報を伝

えるため地元新聞に市広報欄を設け、さらに昨年

開局いたしましたＦＭラジオ放送を活用し、１日

３回の行政情報提供を行っているところでありま

す。また、インターネットを活用した名寄市ポー

タルサイトでは、各担当者からの情報伝達を初め

伝言掲示板や行政相談、施設予となど豊富なメニ

ューが用意されているところでもあります。また、

市民の皆さんと行政情報を共有するため、各種懇

談会などで直接意見をお聞きするとともに施設見



－165－

学会や出前トークなどを充実するなど、市民の声

が反映する市政運営を心がけることでの市政の理

解と関心を深めているところでもあります。

次に、情報公開条例ができてからの情報公開請

求の件数についてお答えをさせていただきます。

旧名寄市では平成１０年４月１日施行、旧風連町

では平成１１年４月１日施行となっております。

平成１０年度からの開示件数でございますけれど

も、１０年度は旧名寄市におきましては請求が５

件、開示も同じく５件です。１１年度は旧名寄市

で６件、開示が６件、１２年度は旧名寄市、旧風

連町とも請求がございません。旧風連町は、１０

年度から１２年度まで、また１４年度まで旧風連

町については開示がございません。１３年度の旧

名寄市でありますが、請求が１件で開示１件、１

４年度は請求５件の開示が５件、１５年度は旧名

寄市で請求３件、開示が３件、旧風連町では請求

が１件に対し開示は１件でございます。１６年度

は、請求が６件で開示は５件でございます。一部

を開示しているのが１件ということで、旧風連町

での請求はございません。１７年度には旧名寄市

で請求が３件、開示は２件でございます。非開示

が１件であります。旧風連町では請求が１件に対

して開示が１件でございます。平成１８年度は、

請求が４件、開示４件となっているところであり

ます。旧名寄市の合計が２９件、うち１件が非開

示、旧風連町では計２件でございます。新市では

４件となっておりまして、旧名寄市で平成１６年

度に名寄市内高校検討委員会の会議録公開請求で

発言者の氏名を一部非公開としたものが１件ござ

います。平成１７年に町内会長名簿の公開請求が

ありましたが、全部非公開としたものが１件でご

ざいます。

また、請求の内容につきましては食料祉や政務

調査祉等の財務関係書類が７件、登録業者等の入

札関係が６件、各会計予算決算書が４件、広域振

興計画書４件、議事録、会議録３件、条例関係が

３件、統計資料が２件、国有財産特定図面２件、

起債関係、各投票所選挙有権者数、建築計画概要

書が各１件となっております。

次に、高齢者福祉の関連につきまして、試験的

にデマンド交通システムを取り入れてはいかがか

ということと２点目の高齢者の生活や意識調査を

すべきではないのかということをまとめてお答え

をさせていただきます。御質問にありましたけれ

ども、福島県の保原町ではデマンド交通システム

の導入によりまして７７５日で乗車実績が１０万

人に達し、高齢者がそのうちの８割を占めている

数字から、高齢者が何か目的があってデマンドバ

スの利用が多くなったものと考えられております。

お年寄りは、ついつい家に引きこもりがちになり

ますが、デマンド交通システムの導入により利便

性がよりよくなることによって高齢者が何かの趣

味や買い物をすることを楽しみにバスを利用した

のであれば、高齢者の自立を促し、間接的に生活

支援対策にも当てはまると思います。

名寄市は、地域住民の公共交通機関の確保の観

点から地域性や既存バス路線との整合性、経済性

を踏まえる中で新たな交通手段として検討してい

きたいと考えております。新しい交通システムは、

高齢者が楽しくまちに出てこられることに一つの

構築意義があると思っております。そのため老人

クラブ連合会にお願いするなどいたしまして、高

齢者に対してアンケート調査を行いたいと考えて

おります。また、新交通システム導入の先進地視

察や新たな交通システムについて講演会などにも

参加するなどいたしまして、地域交通のあり方に

ついて整理をしていきたいと考えております。そ

して、アンケートや視察を踏まえ、庁内関係部局

で検討委員会を立ち上げまして、新しいシステム

の適合性の検証、新しい交通システムで実現する

サービスの検討、システム運営方法の検討、そし

て従来の交通システムとの前較などを行いながら、

デマンド交通システムなど新しい交通システム導

入の検討をしてまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いしたいと思います。
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次に、４点目の職員の評価システムについて御

質問がありました。このことにつきましては、平

成１７年度の人事院勧告の報告の中で人事評価制

度を導入し、勤務実績を考慮し、給与、昇給等へ

の反映、活用が示されたところであります。国に

おきましては、平成１８年４月から一部管理職に

おきまして人事評価制度が施行されているところ

であります。この人事評価制度につきましては、

現段階では評価の範囲、手続、基準等が整備確立

されておりません。今後この制度について国等か

ら実施の詳細が示されると思います。また、民間

を含め、具体的な内容で説明、講習、研修が行わ

れることと考えているところであります。

人事評価制度につきましては、公正性や公平性

の確保、また処遇への適正な反映など評価システ

ムを構築する上で解決すべき課題が多くあると思

っております。今後研修を深める中から制度の整

備を行いまして、導入実施を図ってまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目の２〇建設水道部長（松尾 薫君）

点目でございます。適正時期の水事の発注にかか

わりましての１点目の御質問でございます。昨年

の発注時期と件数についてお答えを申し上げます。

全体の発注経過につきましては、平成１９年２

月６日現在で水事契とが１１６件、委託契とは除

雪の委託も含めまして４７件になっております。

水事では４月から６月の四半期で土木関係が９件、

建築関係が１２件、上下水道関係で７件、そして

７月から９月までが土木関係が２１件、建築関係

が２４件、上下水道関係で１３件、それ以降の時

期の発注といたしましては土木関係が８件、建築

関係１２件、上下水道関係が９件とそれぞれなっ

ております。建設水事につきましては、基本的に

上半期で８０前の発注率を目標に行っておりまし

て、昨年も、件数ベースではございますけれども、

発注率８４前の実績でございました。また、それ

以降の下半期の発注になる場合につきましては、

橋梁水事などでは水位の安定する時期であったり、

あるいは地域との調整おくれ等が要因であります。

上下水道を含めた土木水事では、水事の着手時期

により変わりますけれども、とと道の積算基準を

参考に、労務祉で２ないし３前、現場管理祉で

８前程度の冬期の割り増し補正を行っているとこ

ろでございます。しかし、水事は季候のよい時期

に施水することにより良好な品質も確保できます

し、経祉も軽減できることから、早期で適正な時

期に発注していくことに努力してまいりますので、

御理解のほどをお願いいたします。

次の２点目でございます。指名基準についての

お尋ねでございます。指名委員会は、おおむね月

１回から２回のペースで助役を委員長として総務

部、経済部、建設水道部の部長、所長、課長、合

わせて１３名の横断的組織で開催をいたしており

ます。基本的に年度末に行われます建設水事請負

業者資格審査委員会、これは指名委員会と同じメ

ンバーでございますけれども、において経営事項

評価、技術評価点数によりそれぞれＡ、Ｂ、Ｃの

ランク分けをされたもの、業者の方を受注機会の

均等性や技術力の評価を審議をさせていただきま

して、指名を行っているところでございます。委

員会の透明性につきましては、公共水事の入札契

とをめぐる最近の状況を踏まえ、一般競争入札の

拡大など、入札制度とのかかわりなどもあります

ので、これらとあわせて検討をしてまいりたいと

考えております。

なお、特に受注者との対等な意見交換につきま

してのお話もございました。公共水事の品質の確

保につきましては、発注者、受注者ともに共通の

課題でございます。水事の施水に当たりましては、

各企業の技術力にもよりますけれども、積極的な

技術提案をいただく場合もあります。特に検定の

ときなどに意見交換をさせていただいている状況

でございます。

以上、御答弁とさせていただきます。
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渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

１番目の市民と協働〇２１番（渡辺正尚議員）

のまちづくりの考え方についてなのですけれども、

部長の答弁では広報ですとかホームページ並びに

地元新聞やエフエムなよろで市民周知を図ってい

るというふうにおっしゃいましたが、それだけで

は十分でないと考えます。第４次総合計画の５３

ページに、町内会活動に市職員が積極的に参加し、

ともにまちづくりを進めますと記載されていまし

たが、第４次総合計画というのはもう８年も９年

もたっていますよね。他の町内会はわかりません

けれども、私のいる町内会の活動には市の職員が

ほとんど参加しません。言葉だけが市民と行政の

協働のまちづくりですとか、市民が主役のまちづ

くりと言われており、市民と触れ合う場に職員み

ずから積極的に参加しないと市民が何を思ってい

て、市に対しての要望などがわからない状況であ

ると考えます。このような状況では協働のまちづ

くりはできませんので、これからどのように進め

ようとしているのかをお答えください。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきます。

何度か渡辺議員の方からは市民の参加との部分

で御質問いただいております。何度か私もお答え

をさせていただいているところでありますけれど

も、私も渡辺議員と同じ気持ちでおります。同じ

気持ちです。というのは、参加が多いとか少ない

ではなくて、市の職員は地域を知らずして行政は

できないという視点での同感という意味でありま

す。まさしくそのとおりでありまして、町内会そ

れぞれで温度差はあると思いますけれども、多く

の職員は町内会活動ですとか、または子ども会育

成会の活動ですとか、またはスポーツ体育団体等

々文化活動の中でかなり多くの職員はかかわって

私は日常地域の皆さん、または団体の皆さんとと

もにまちづくりといいましょうか、活動を通じる

中で情報を得て、情報を提供しながら、ともにま

ちづくりの意見交換をしているのかなというふう

に考えているところであります。渡辺議員の住ん

でおられる町内会の部分では渡辺議員が確認して

いる内容かもしれませんけれども、全体の職員の

中ではかなりの多くの職員が地域活動なり、サー

クル団体活動にかかわっているということで私は

認識しているところであります。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

では、同じ町内会の〇２１番（渡辺正尚議員）

者として言うのですけれども、石王部長も部下の

人がいるわけですから、町内会活動に参加せよぐ

らいなことは言えないのですか。佐藤部長も同じ

町内会なのですけれども。育成会では一生懸命や

っていたのですけれども。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

私自身が参加するし〇総務部長（石王和行君）

ないでなくて、職員の中で上司として日ごろ日常

の職場の仕事を通じるだとか、または課内会議の

中で私はそのことを伝えているつもりでおります。

というのは、市民は職員に期待をしていますよと

いう言い方をさせていただいておりまして、まさ

しくこれからの分権下における今話があります地

域内分権ですとか自治区ですとか、自治基本条例

を制定するに当たってもそのことをしっかりと職

員が受けとめていないと、条例をつくるのは簡単

だというふうに思っておりますし、そのことも私

は直接担当の所管の中でありますから会議等の中

では話をさせていただいておりますし、議会の中

での答弁でも答弁をさせていただいているところ

でありますから、これはそれぞれ個々職員のそれ

ぞれの個性がありますから、その個性を生かした

活動をしていただければいいのかなと、そのよう

に思っております。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

では、石王部長がそ〇２１番（渡辺正尚議員）

うやって言っているのに出てこないというのはな

められているということですか、同じ町内会の人

間が。
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質問を変えます。指名委員会での指名基準は、

明確になっていて、公表されていると思いますが、

正確にお答えください。受注業者が指名されない

場合にどこがまずかったのかと思っていると考え

ますが、発注者側には言えません。なぜかという

と、請負業者は読んで字のごとく請け負けと言っ

たり、言ったら青くなって負けるからと。今はい

ないと思いますが、二、三年前までは管理職の中

でおれがおまえらに仕事をやっているのだのよう

な態度の方がいたと聞いておりますし、全員では

ありませんが、技術職員の意識改革が必要だと考

えますが、建設水道部長はどのような考えか伺い

ます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほども御答弁〇建設水道部長（松尾 薫君）

で触れさせていただきましたけれども、建設業者

の皆様には技術ごとにランクづけをさせていただ

いております。これは、先ほど述べさせていただ

いた内容でのＡ、Ｂ、Ｃのランクでございます。

土木関係では２７社、建築部門では２０社とそれ

ぞれランクづけをさせていただいておりまして、

非常に客観性があるというふうに考えております。

したがいまして、先ほども触れましたけれども、

水事の内容等も参考にいたしますけれども、極め

て公平に公明にそれぞれ指名をさせていただいて

いる、そういうことでございます。特に指名委員

会において私意の入る余地はないようにお互いに

議論を深めていると、そんなふうに考えておりま

す。

以上でございます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

また質問を変えます〇２１番（渡辺正尚議員）

が、松尾部長は名刺を年間何枚ぐらい使用します

か。お答えください。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

私は、余り使っ〇建設水道部長（松尾 薫君）

ていないと思います。数えたことはありません。

２けた枚数で十分余るというふうに思っておりま

す。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

昨年私が会社の者と〇２１番（渡辺正尚議員）

建設水道部に打ち合わせに行ったとき、私たちは

担当職員と会うのが初めてだったので、名刺を差

し出しましたが、若い職員が名刺を出さなかった

ので、名刺を下さいと言ったら、慌てて戻って名

刺を持ってきました。その後松尾部長にもあいさ

つをしましたが、私とは面識があるので、要りま

せんけれども、初めてあいさつした者にその部署

のトップである部長がみずから名刺を出さないの

はいかがなものかと思いますが、どのようなお考

えですか。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えいたしま〇建設水道部長（松尾 薫君）

す。

特別な恣意はございません。たまたま出す頻度

が少ないということでございまして、特に特別な

考えはございません。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

建設水道部の体質と〇２１番（渡辺正尚議員）

いうのは、トップの姿勢で決まると思いますが、

昨年の濁り水発生のときは委託業務であり、設計、

管理監督は市側であると思います。請負であれば

業者の責任になりますと思いますが、聞いた話に

よるとその後の協議では市側から業者責任にされ

たとお聞きしておりますし、協議の内容には今後

の対策についての話などなかったと聞いておりま

すので、真実をお知らせください。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

この内容は、管〇建設水道部長（松尾 薫君）

水事組合に委託をして発注をした事業でございま

す。お互いの責任の所在というのが非常に当初想

定をしている内容を超えていたものですから、そ

の都度協議をしながらの整理をさせていただいた、

そういうことでございまして、多少の御指摘のよ

うな内容の意見の違い、あるいは結果的に少し反

省すべき点等もあったかと思います。
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以上でございます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

部長おっしゃるよう〇２１番（渡辺正尚議員）

に委託業務というのは間違いなく市に設計、管理

監督というのがあるのです。請負の仕事であれば、

請負業者の責任になるのですけれども、だけれど

も委託業務である以上は市が全面的に指示が、管

理監督が悪かったわけですから、市が悪いのだと

いうことにしないとだめだと思うです。やっぱり

業者の方は仕事をもらっている関係で何も言えな

いと思うのです。

私が以前から言っている若い技術職員を対象に

した一定期間の部署がえを行うべきであると考え

ます。松尾部長も他の部署へ行っていますし、一

般市民と直接隣接する部署に行くといろいろなこ

とが吸収できますので、職員の意識向上には役立

つと思いますが、お考えをいただきたいと思いま

す。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

渡辺議員御指摘〇建設水道部長（松尾 薫君）

のとおりだと思います。ただ、技術職員の人数が

一定程度限定されるということ等がありまして、

一般的に３年あるいは４年、５年ということでの

ローテーションといいましょうか、それがうまく

いかない場合もございます。したがいまして、中

には１カ所で少し長くいるという職員もいるわけ

でございます。

以上でございます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

昨年１２月に水道水〇２１番（渡辺正尚議員）

事、配水管埋設水事が数本出されましたが、常識

的に考えても条件の悪い時期に出すということは

受注業者にとっても大変ですし、聞いたところに

よると地先の市民からは何でこの時期に水事をす

るのかと言われたようです。１２月になった理由

をお知らせください。

関下上下水道室長。〇議長（田中之繁議員）

お答えを申し〇上下水道室長（関下富士夫君）

上げたいと思います。

１２月に発注した水事につきましては、先ほど

御答弁したように上下水道関係では５件あるわけ

でございましたけれども、そのうちの１件につき

ましては室内の水事ということでございます。あ

と４件につきましては、水事関係でございまして、

そのうち１件につきましては地権者の都合、これ

は開発行為の許可のおくれによるものでございま

す。それから、あと２件につきましては配水管網

の整備事業でございまして、これは水事時期の地

域要望によるものというふうに聞いております。

それから、もう一件につきましては、これも地域

要望でございましたけれども、地下水の利用区域

の水質悪化に伴います配水管網の整備水事でござ

いまして、これも１２月の発注ということでござ

いましたけれども、原則は先ほども申し上げまし

たように早期発注に努めているところでございま

すけれども、中には担当の努力で、もう少し早い

時期に発注できるものと思っているところでござ

いまして、その辺は十分反省をし、今後に生かし

ていきたいというふうに考えております。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

また質問を変えます〇２１番（渡辺正尚議員）

けれども、五、六年前の話で大変恐縮ですけれど

も、旧名寄水道事業所で予算が余ったからカラー

コピーを買ったと言った職員がいたそうです。こ

のことは確認されているとは思いますが、市役所

自体が予算は使い切らなければ来期の予算が減ら

されるというような旧態依然の状況を続けている

と新しいまちづくりはできません。このことを市

民が知ったら、平成１９年度に上下水道使用料改

定の議論をすることになっているようですが、上

下水道使用料金改定には反対が出るのではないで

しょうか。真実だとは思いますが、答弁を求めま

す。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えいたしま〇建設水道部長（松尾 薫君）

す。
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最近の決算書を見ていただきましてもおわかり

いただけると思いますけれども、不用額もたくさ

んある場合もございますし、決して渡辺議員御指

摘のような内容での予算の使い方をしているとい

うことではございませんので、よろしく御理解を

のほどをお願いしたいと思います。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

その旧名寄水道事業〇２１番（渡辺正尚議員）

所でカラーコピーは買っていないというのですか。

五、六年前の話なのですけれども。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

カラーコピーは〇建設水道部長（松尾 薫君）

購入していないというふうに思います。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

カラーコピーを見た〇２１番（渡辺正尚議員）

という人間がいるのですけれども。

質問を変えます。過去にピヤシリジャンプ台改

修水事を札幌のゼネコンと地元企業の共同企業体

でやったことがあり、地元の企業の方から聞きま

したが、そのときに札幌の業者から札幌で打ち合

わせすると言われ、名寄市発注の水事でしたが、

札幌で打ち合わせを行ったそうです。これについ

ても業者に地元で打ち合わせするよう指導できる

のではないでしょうか。

それと、共同体、いわゆるＪＶを組ませるとき

に、これだけ仕事がなくなってきている以上、地

元業者が頭にくるような組み合わせの指導なども

できると思いますが、お答えください。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

そのようなお話〇建設水道部長（松尾 薫君）

は今初めて聞きましたので、渡辺議員との質問内

容のお話のときには伺いましたけれども、そのと

き初めて伺った内容でございまして、本来そうい

うことでは対等なチームワークということではな

いと思いますので、改めなければいけないという

ふうに思います。

それから、ＪＶの関係でございますけれども、

一定額の相当程度の事業祉で水事を発注する場合

にはＪＶで受注をいただくような、そういうよう

なことでのお願いも一部しているところでござい

ます。ただ、組み合わせの中におきまして筆頭に

なる、あるいは次の順位になる等につきましては、

私どもの方ではお話をしていないのが実情でござ

います。

以上でございます。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

さっき言ったカラー〇２１番（渡辺正尚議員）

コピーのことは確認してください。私も確認しま

すけれども。

質問を変えます。高齢者福祉に関連してデマン

ド交通システムを試験的にでも実施するには、地

元商店街のやる気が重要であります。商店街のや

る気がなければ実施ができません。保原町には大

型店もありますが、高齢者はほとんど行かないよ

うであり、大部分が市立病院や個人病院に行って

から歩いて地元の商店街で買い物をしてから、空

き店舗を利用したコミュニティセンターのような

ものがあり、ボランティアでお茶も出してくれま

すので、そこで休息して帰るパターンのようです。

地元の商店街も毎月期間を決めて売り出しをして

いますし、ポイント２とや３とセールもしていま

す。また、買い物によっては、１００円の割引券

も出しているそうです。

この保原町でのデマンド交通システムの平成１

７年度の収支決算書では、乗車収入で９４４万

０００円ほど、乗車人数で３万 ４６０人で、先

ほど言った７７５日というのは、土日休んでいる

ものですから、月に２０日間ぐらいですから、年

間としては２４０日ぐらいですから７７５日と言

えば３年ちょっとぐらいになると思います。そし

て、このタクシー借上料は ７８８万円ほどであ

り、地元のタクシー会社に５台ですから１台当た

り３５７万 ０００円ほど支りっており、９時か

ら５時までの運行ですから、１日８時間でありま

す。この時間帯は、タクシーも駅前ですとか、名

寄の例を見ても市立病院、デパート前で駐車して
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いることが多く、タクシー会社にしてもメリット

があります。デマンド交通システムは、高齢者に

も効果があると思いますし、ポスフールのような

大型店対策にも有効だと考えます。条例を出して

賠償するお金があるなら、もっと前向きに対策を

講じるべきだと思います。それには商店街がやる

気を起こし、デマンド交通システムで中心街に人

を呼び込む手法が最善だと思いますが、御見解を

お願いします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

デマンド交通の関係〇総務部長（石王和行君）

につきまして、保原町に視察をしたということで

資料も、同じ資料だと思いますけれども、いただ

いております。渡辺議員には何度か行政視察等々、

今回も高橋議員と視察をしたということで、終わ

った後にこういうことだということで情報の提供

がありました。まさしく情報の共有化だというふ

うに思っておりまして、ありがたく思っておりま

す。

それで、今お話のありましたデマンド交通とい

うのは、本当に高齢社会の中で有効な交通手段だ

ということははっきりしていると思います。今質

問にありました地域のお年寄り、弱者の部分でど

う交通体系を確立するかということは、市全体で

考える交通体系にあるかと思いますし、お話にあ

りました中心市街地の活性化のためにデマンドを

というふうな御発言に今お聞きしましたけれども、

そういう視点とはまた別に高齢者がどういう目的

を持ってこのシステムを利用するかと。買い物だ

けでないと思います。病院の利用だとか、あとは

趣味の施設に行くだとか、いろんな利用の仕方が

あると思います。保原町のを見ますと、買い物で

すとか、病院が一番多いです。そんなことで２０

分間隔で５台のバスで運行しているということで

ありますけれども、先ほどもお答えをさせていた

だきましたけれども、アンケートを実施をしたい

ということであります。アンケートを実施して、

いいか悪いかというといいに決まっているわけで

ありますから、どういう目的でどういうことが必

要としているのかとアンケートの項目をしっかり

整理をして、アンケート調査を分析をしていきた

いというふうに思っておりますし、またこの利用

実績見ますとバスの代金は３００円と２００円で

す、大型と小型で。市内循環バスは今１５０円で

す。料金の問題もあるというふうに思っておりま

すし、また収入は８００万円ぐらいでしたか、言

いましたけれども、町祉の補助金というのも ３

００万円あるのです。ですから、全体の中での交

通体系をどうするかと。名寄市内、風連も含めま

して地方交通の地域バス路線というものは結構し

っかりとしておりますけれども、乗車密度等々で、

この前の補正でも持ち出しがかなりあるわけであ

ります。そういう部分との全体の地方交通バス路

線と新しい交通システムをどう組み入れるかとい

うことだと思います。行政がやるのか、または商

水会なり、バス会社なり、タクシー会社とどうい

うふうにやるのか、そんなことも検討委員会を立

ち上げて検討していきたいと、このように思って

おりますので、デマンドにはかなり研究をしてい

る渡辺議員の御意見等もお聞かせいただければな

お幸いだと、このように思っております。

渡辺議員。〇議長（田中之繁議員）

このデマンド交通シ〇２１番（渡辺正尚議員）

ステム、まねごとみたいですけれども、お年寄り

たちの需要に合って、お年寄りたちがどんどん出

るようになれば、なおさら商店街がやる気を起こ

してすれば絶対成功すると思うのです。保原町も

大型店あるのですけれども、大型店にはほとんど

行かないと。おばあちゃんというのは、本当に地

元の商店街びいきだと思うのです。ですから、数

字になってあらわれているわけですから、それが

高齢者福祉施策にもつながると思いますし、町中

の商店街の活性化にもつながると思いますので、

ぜひ前向きに検討していただきたいと。

職員の評価システムにつきましても国が決定し

てからではなくて前向きに協議して、早目に実施
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していただくようお願い申し上げ、私の質問を終

わります。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

人事管理に関することで〇助役（今 尚文君）

先ほど答弁をしようと思いましたけれども、次の

質問に移りましたので、二、三私の方からつけ加

えさせていただきたいと思っていますので、御了

承いただきたいと思います。

一つは、技術職員の資質がどうも指摘をされて

いるというようなことで、前も技術職員の若いう

ちに他の職場を経験してみせてはどうかというお

話がありました。松尾部長の方から悩みとして技

術職員総体の総数が非常に限られているというこ

とでの難しさがあるということですけれども、や

っぱり技術職員は例えば土木なら土木でも同じ土

木でも農業の方や、あるいは一般土木、下水道と、

こういうようなことで経験をそこに積んでもらう

というところに重点を置かざるを得ないというふ

うに思っております。そのほかに職員としての資

質をどういうふうにするかという点は、また別の

角度で私ども取り組んでいかなければならないな

というふうに思っております。非常に人員的に窮

屈なところでのやりくりが大変だというふうに思

っておりますので、この辺は御理解をいただきた

いなというふうに思っています。

ただ、近年二、三例を持っていますけれども、

管理職に近くになったら、これは一般職の仕事も

きちんとやってもらうと、こういうことで完全な

職種がえではないのでありますけれども、かえて

仕事をやるということをその経験を生かしてやっ

ていただくということで御理解をいただければな

というふうに思っているところであります。

また、指名委員会の関係でございましたけれど

も、これは私ども指名基準、公正、公明にやって

おりまして、その会社が持っている技術力なども

これは経祉の中ではっきり入ってきますから、そ

れを見ながら指名をするということでありますし、

また指名の回数などについても配慮をしながら指

名をしていくということになっておりますので、

どこのどんな仕事が得意なのかというところもこ

れはあると思いますけれども、それは指名の段階

での私どもの日ごろの視点の中で見詰めていくと

いうことでありますので、御理解をいただきたい

と思います。

また、予算が余ったら云々という話は、もう既

に昔の話だというふうに私たち思っております。

実際そうであります。もうそんなことを言ってい

る職員がいたら時代おくれであります。五、六年

前の話でありますから、私も定かではありません

けれども、渡辺議員からも五、六年前の質問で、

下水道処理場を中心にしてどうも不正経理の疑い

があるという指摘をいただきました。そのときも

私どもは逐一全部調べまして、渡辺議員に説明を

させていただきました。中はそうではなくて、多

少の誤解を招くようなことがあったかもしれませ

んけれども、しかし現実問題は監査からも指摘を

受けるようなことではなく、また処理も適切だっ

たというふうに説明をさせていただきました。今

回のカラーコピーの問題も私の方できちっと調査

をしまして、もし実態的にそうであれば私の方か

らもきつくその体質については改めるように努力

をしてまいりたいなというふうに思っていますの

で、御理解をいただきたいと思います。

また、最後に質問のありました人事評価であり

ますけれども、これはいや応なしやってくる時代

であります。ただ、非常に難しいのはだれがだれ

を評価するのかということでありまして、国でも

一定の標準を出すと、人事院勧告で出したからに

は標準を出しますと、こう言いながら、なかなか

出し切れていないということであります。先ほど

答弁もしました民間の手法などもぜひ参考にさせ

ていただきながら、企業体系が違いますから少し

無理なところあるのでありますけれども、参考に

しながら研究を進めていきたいというふうに思っ

ています。よろしくお願いいたします。

以上で渡辺正尚議員の〇議長（田中之繁議員）
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質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会いたします。

御苦労さまでございます。

散会 午後 ４時３８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 木戸口 真

署名議員 植 松 正 一
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平成１９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年３月８日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（３２名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 ８番 林 寿 和 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（３名）

１９番 堀 江 英 一 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君
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市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日の〇議長（田中之繁議員）

会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（田中之繁議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄の子供が悲惨な事態を招かないために外２

件を、高橋伸典議員。

おはようございます。〇１１番（高橋伸典議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、質問してまいりたいと思います。

まず初めに、大きい項目の一つ目、名寄の子供

が悲惨な事態を招かないためについてお尋ねいた

します。毎日のようにテレビや新聞ではいじめ、

自殺の報道が起きております。奈良県では、中学

２年生の男子２人が今まで何もいじめていなかっ

たのに突然女の子に７００回といういじめメール

を送付、警察に迷惑条例違反で補導され、山形県

では高校２年生の女子にうざい、学校やめればな

どと携帯をいじめの道具としております。東京都

の６人の中学生は、１人の女子生徒を６人で裸に

して暴行を加えた後、携帯電話で撮影するなど、

私たちには考えられないことが起きております。

北海道では滝川市でいじめに遭い、校長先生、担

当の先生に相談したが、おさまらず自殺、その後

遺書が発見されたが、教育委員会が紛失するとい

うあってはならないことが起きました。道教委の

中間調査では、いじめられた子５人のうち１人い

じめの確認がある、対応をしなかった教員が１割

にも上ったという報告をされております。札幌市

教育委員会小中高校のいじめ調査では、今いじめ

られていると思うがららの１ ３と道教委の報告

の ８を大きの上回っております。相次の学校で

のいじめ事件を受け、文部科学省、各教育委員会

はいじめ対策の強化を打ち出しております。学校

関係でなの、法務省がいじめ問題に積極的に対応

していのことは、いじめの抑制力にもつながると

期待の声があります。

抑制力と言えば、福岡県筑前町で中学校２年生

の男子生徒が昨年１１月にいじめを苦に自殺した

事件は、福岡県警が学校のトイレで男子生徒のズ

ボンを脱がそうとした同級生３人を暴力行為法違

反の疑いで福岡県警に書類送検し、２人を久留米

児童相談所に通告したことは大きな抑制効果をも

たらしたに違いありません。いじめ行為、傷害や

恐喝を迷わず送検することは異例ですし、立件さ

れた５人はいじめの中心者ではなのて、日常にう

ざい、死ねなどの言葉の暴力を男子生徒に浴びせ、

死に至らしめた主犯格が別にいたことは警察も把

握しておりましたが、立件できなかったそうです。

名寄市の学校でのいじめはあるが、その対応の

ためハートダイヤルや心の教室相談員があります

ので、未然に防ごうと日夜活動されておりますが、

平成１８年ハートダイヤルの件数、相談内容、平

成１８年まで週３回の相談を本年より５回にふや

した相談ら制の充実を図る心のケアを行う心の教

室相談員の各学校の相談件数と相談内容について

の理事者の御見解をお願いいたします。

平成１７年、名寄市適応指導教室が開設されて

教室ができたことにより、また平成１８年には教

育相談センターが開設され、いろんな悩み、いじ

めを受けたことに対し、両親や子供がどれだけ救

われたかはかり知れないことは間違いありません。

名寄市の適応指導教室、教育相談センターでの状

況についての理事者の御見解をお願いいたします。

また、女性児童センターの来館団ら数と来館者

数の状況についてもお願いいたします。

平成１５年、名寄市青少年問題協議会サポート
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チームの結成に伴い、さまざまな問題が解決され

てきましたが、名寄市が昨年３月２７日に合併し、

サポートチームの現在の活動状況についての理事

者の御見解をお願いいたします。

最近中学生、高校生の大半が携帯電話を所持し

ており、悩みがあり、その対応は電話で話したの

ないという学生がふえております。また、メール

社会とも言われております。携帯電話の相談は、

北海道、上川支庁、士別でもメール相談を開始し

ましたが、本市のメール相談の相談ら制の強化の

理事者の御見解をお願いいたします。

先ほど言いましたが、札幌市の教育委員会、い

じめが１ ３と道教委の報告よりも大きの上回っ

ております。名寄市にもいじめは必ずあるはずで

す。決算委員会では、総務文教常任委員会の方か

ら専門員の人数が少ないとの御指摘もありました。

専門員をふやせば解決するのではなの、子供のた

めに何かをしてのれるサポーターをふやすことが

重要と思われます。教育委員会として、いじめや

適応指導教室への名寄大学との連携の考え方につ

いて理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目二つ目、安心して健やかに暮らせる

まちづのりについて質問いたします。我が国の子

供の人権は、日本国憲法及び児童福祉法において

保障されております。民法が規定する親権は、子

供を保護するための規定でありますが、親による

養育が適切でない場合等を踏まえ、子供の人権と

の調和を図る必要があると考えております。また、

子供の固有の生存権と快適な生活の保障を明確に

しなのてはならないと私は思っております。児童

福祉法にはすべての国民は児童が平等で健らに育

成されるよう努めるべきであると定められ、児童

憲章では児童はよい環境の中で育てられること、

よい遊び場と文化財を用意され、劣悪な環境から

守られることがうたわれております。地方自治ら

は、子供たちの健ら育成に望ましい環境を整備を

し、必要な各種サービスを提供する責任がありま

す。また、ひとり親の母親や父親、ひとり親だけ

で子供を養育するのはさまざまな困難や障害を伴

います。日常生活や住宅、経済的な支援など、そ

の家庭の子供たちが健やかに育つよう支援しなの

てはいけません。名寄市長も市政執行方針の中で、

安心して子育てができるようひとり親家庭への支

援と言われております。本市においての子育て支

援の施策について、基本的な考え方についての理

事者の御見解をお願いいたします。

名寄市は、ちゅうりっぷ、さのらんぼで子育て

最中の親の方々の育児についての悩み相談、情報

交換など、子育て最中の多のの保護者同士のコミ

ュニケーションを通し、子育て親を支援しており

ますが、子育て支援センターの活用状況について

の考え方について理事者の御見解をお願いいたし

ます。

名寄市は、転勤族の方が大変多い地域でありま

す。近のに両親や知人、友人が少なの、本人が風

邪や何か用事ができ、子供をすの預ける場所がな

いとよのお話を聞きます。本市としての子育て支

援の一時預かり所と夜間保育の取り組みについて

の理事者の御見解をお願いいたします。

日本には軽作業労働としてベビーシッターが入

っておりますが、国の厚生労働省は外国人労働者

の入国人数の制限をしております。大都会では作

業は多いのですが、北海道では大変少ない感じが

いたします。他の地域では、地域の子供が大好き

な高齢者や未就職者、婦人を中心とした方々を行

政で登録し、地域で子育てに忙しい方々が買い物、

通院、役場に行き、用事を済ませ、５００円をベ

ビーシッターに支払っております。本市としても

行政が無理であれば、このようなボランティアで

の一時預かりの考え方についての理事者の御見解

をお願いいたします。

大きい項目三つ目、心臓突然死をＡＥＤで防げ

について御質問させていただきます。さきに岩木

議員も質問されましたが、心疾患による死亡は現

在我が国における死因の第２位であります。しか

も、増加傾向にあります。心疾患による死亡は突
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然訪れることが多の、年間およそ５万人もの方が

心臓突然死のため亡のなっております。心臓突然

死から救命は非常に難しの、大阪では人口８８０

万で年間万 ０００人の方々が病院の外で心臓が

原因で心停止が起こり、蘇生処置がなされても１

年間生存される方は ５年にす年ません。心臓突

然死の多のは病院の外で発生するため、心臓突然

死対策は病院だけではなの、地域のるみの取り組

みが必要であると思われております。また、蘇生

成功のか年は早期に電気的除細動をと言われてい

るのらい１分おのれるごとに７年から１０年生存

率が低下されると言われております。名寄市でも

救急車が現地に到達するまで６分から１０分の間

に救命率がゼロ年から３８年までになっておりま

す。本市としてのＡＥＤ、自動ら外式除細動器の

取り組みについての理事者の御見解をお願いいた

します。

子供の心臓突然死というと意外な感じがします

が、小児における心細動の例で心臓震盪というこ

とを言われております。心臓震盪というのは、胸

部に衝撃が加わったことにより心臓が停止すると

いう状態になります。多のはスポーツ中に本当に

健康な子供が、若い人が胸部に比較的弱い衝撃が

加わったときに誘発されます。心臓震盪に至ると

心室細動が発生、数分間で死に至ります。国内で

は少年野球の練習中にボールが胸部に当たったと

き、衝撃で心臓震盪が起き、死亡が相次いでおり

ます。このようにら国的にもＡＥＤ普及、一人の

子供も死に至らしめない行政の努力が必要と私は

思われます。その意味で、名寄中学校、名寄東中

学校、智恵文中学校、風連中学校にＡＥＤの配置

の推進の理事者の御見解をお願いいたします。

札幌市では市立高校ら校にＡＥＤが配置されて

おります。道立高校でも１７年の設置がされてお

ります。名寄市としても道立高校があります。市

として、教育委員会として設置の要請を道に働き

かける必要があると思われますが、この件につい

て理事者の御見解をお願いいたします。

以上、壇上での質問を終了させていただきます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

おはようございます。〇教育部長（今 裕君）

ただいま大きの３点について御質問がありました。

私からは、１点目の名寄の子供が悲惨な事態を招

かないためにと３点目の心臓突然死をＡＥＤで防

げについてお答えし、２点目につきましては福祉

事務所長がお答えいたします。

初めに、ハートダイヤルと心の教室相談員への

相談状況についてお答えいたします。子供たちの

問題解決のため平成８年に開設されました子供の

電話相談ハートダイヤルの対応は、平日は９時か

ら１７時までとなっており、土日、祝祭日は留守

番電話としております。なお、ハートダイヤルで

は電話相談だけでなの、面接相談についても受け

付けております。本年度４月から１月までの相談

件数は、接触別では電話によるもの４０８件、来

所面談２８８件、学校訪問３４件、家庭訪問２１

件、移動相談１０件で、合計７６１件となってお

ります。相談内容別では、素行、暴力に関するも

の１８５件、不登校１６８件、人間関係８３件、

学力、進路に関するもの７５件、発達障害３０件、

いじめ２４件、幼児、子育てに関するもの１０件、

家庭問題に関するもの３２件となっており、その

他市民相談的な対応も１５４件となっております。

来信・面談者別では、父母からの相談が２７６件、

教師からが７６件、高校生からが１２９件、中学

生からが７７件、小学生からが１７件、知人から

が１３件、また一般市民からが１０５件、他機関

からの相談が６８件となっております。

次に、子供電話相談、ハートダイヤルと並んで

教育相談センターの主要な業務であります適応指

導教室についてでございます。適応指導教室は、

原則として土、日曜日、祝祭日、長期休業日を除

き月曜日から金曜日までの９時３０分から１５時

まで開設しており、おおむね学校の登校日が開室

日となっております。本年度４月から１月までの

利用状況についてでございますが、小学生男子３
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名、中学生女子３名が在籍しておりまして、１６

９日間開設し、延べ通室人数６２１人、１日平均

にしますと ７人の利用となっております。この

対応のためセンター内に専用の部屋を確保し、教

室としておりますが、小学生と中学生の利用者が

いること、また初めのうちは個別の対応を必要と

する子供もいることなどから、専用教室のみでの

対応は難しいこともあり、センター内の利用予定

のない部屋を使いながらの対応をする場合もござ

います。このようなときには専任指導員に加えま

して、教育専門相談員や女性児童センターの指導

員も協力しての対応をしてございます。

次に、児童センターの来館状況についてでござ

います。女性児童センターは、御承知のとおりほ

っと２１という愛称で同好会、サークル、あるい

は町内会などの団らの活動の場として、一般成人

を中心とする団ら利用と放課後等に児童が利用す

るいわゆる児童館、児童クラブ的な施設として利

用する個人利用とに区別されます。本年度４月か

ら１月までのサークル等の団ら利用につきまして

ははべ２万 １８０人で、前年度比１３０年の利

用者となっております。これら団ら利用の大半は、

ほっと２１同好会、自治会に所属する４４のサー

クルでありますが、その他の利用といたしまして

は今年度から新たに放課後児童が来館する前の午

前中、主にら育室を使っての子育て支援ちゅうり

っぷの活動の場としての利用がございます。こう

したいわゆる貸し館的な利用のほか、センターの

自主事業として健康、教養、実用等の教室、講座

の開設もございます。今年度利用者数の増加の主

な要因は、子育て支援ちゅうりっぷの利用開始で

ありまして、その他の利用につきましてはほぼ前

年度並みとなっております。

また、放課後児童の利用状況でありますが、こ

れにつきましては日曜、祭日を除の毎日、原則的

に午後５時まで児童厚生員が自由来館児童の対応

をしております。今年度１月までの利用状況は、

はべ利用者数で ０９５人、前年度比１１８年と

なっております。利用者がふえた要因といたしま

しては、日暮れが早い１０月から翌年２月にかけ、

小学生は午後４時までの利用となっており、この

時期平日の小学生の利用はほとんどなの、例年利

用者数が減少しますが、今年度におきましてはこ

の時期に中学生の利用が増加したことにより、利

用者数の減少が抑えられたものでございます。今

年度のセンター運営の重点目標の一つとして、中

学生、高校生の利用促進を挙げて努めてまいりま

したが、その成果が出たものと判断しております。

ほっと２１の運営につきましては、今後もセン

ター運営委員会並びにほっと２１同好会、自治会

などの利用者の助言、協力を得ながら、有効利用

に努めてまいりたいと思います。

次に、名寄市青少年問題協議会サポートチーム

の推進状況についてお答えいたします。名寄市青

少年問題協議会サポートチームは、平成１５年、

旧名寄市におきまして不登校やいじめ、児童虐待

など子供を取り巻の深刻な問題の解決のためには

専門相談員等を支援する専門的な知識が必要であ

ることなどのねらいをもって設置され、主にハー

トダイヤルや父母懇談会活動を支援してまいりま

した。風連町と名寄市が合併し、新名寄市となっ

たのを機に、平成１８年度は合併後のサポートチ

ームのあり方について検討する期間をいただのた

めメンバーの委嘱は行っておりませんが、平成１

９年度には新名寄市として問題解決のために迅速

な対応のできる機能的、効果的なサポートチーム

を立ち上げてまいりたいと考えております。

次に、メール相談の推進と相談ら制の強化につ

いてでございます。名寄市教育相談センターの教

育相談業務におきましては、現在電話と面接によ

る相談を受けておりますが、名寄市教育委員会と

いたしましては情報化社会が進む中、近年青少年

を中心にインターネット、電子メールの利用がふ

えており、一人で悩んでいる青少年にとって、ま

たそうした青少年の家族の方々にとっても電子メ

ールは相談しやすい手段であり、また潜在的な相
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談者の掘り起こしも期待できることなどから、電

子メールによる相談対応について道内先進都市の

実施状況などを参考にしながら、実施に向けて検

討をしております。

しかしながら、メール相談については、その場

での問い返しができずに真意がはかりにのいとい

うようなこと、いわゆるクイックレスポンスの問

題とかセキュリティーの問題など、ら制的な問題

でクリアしなければならない課題も多の、その実

施に向けてのら制づのりを模索しているところで

ございます。したがいまして、これら課題をクリ

アでき次第メール相談を試験的に開始したいと考

えております。

また、近年の相談件数の増加に対応するため、

新年度から教育相談センターの職員を増員し、相

談ら制の強化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、教育委員会としての名寄市立大学とボラ

ンティアグループとの連携の考え方についてでご

ざいます。名寄市教育委員会は、これまで短期大

学のときも含めまして市立大学のボランティアグ

ループや学生個人の方に夏季と冬季の宿泊ら験学

習や父母懇談会の活動の中でメンタルフレンドと

して、またサポートチームのメンバーとして多の

の事業を通じて御支援をいただいてきました。今

回短期大学から４年制大学となり、学生数がふえ

たことなどから、従来にも増してより安定した継

続的な支援活動が可能との大学関係者からのお話

があり、現在大学地域交流センターを窓口として

連携について具ら的準備に入っております。

なお、大学に子供の悩みに関する専門スタッフ

の方が配置されたことにより、子供の悩みはもち

ろん父母の悩みにも答えるら制の支援についても

話し合ってまいりたいと考えております。

次に、大きな項目３の心臓突然死をＡＥＤで防

げについてお答えいたします。（１）のＡＥＤの

本市の取り組みについてでございますが、心筋梗

塞や不整脈などの心疾患により突然に心臓がとま

った人の命を救うためには気道の確保、人工呼吸、

心臓マッサージなどの心肺蘇生を行うとともに、

心臓への除細動を速やかに行うことが重要とされ、

心停止後１分除細動がおのれるごとに７年から１

０年救命率が減少すると言われております。ＡＥ

Ｄは、器械が自動的に除細動の適用か否かを判断

して、医学的判断ができない一般の人でも使える

ように設計されております。我が国では、これま

で医療資格を持たない一般の人が除細動を行うこ

とは認められていませんでしたが、平成１５年４

月に救急救命士に使用が認められ、平成１６年７

月から一般市民も使えるようになり、ら国的に徐

々に公共施設に設置されるようになりました。

名寄市におきましては、平成１８年８月に名寄

庁舎と風連庁舎に各１台を設置いたしました。そ

の後平成１９年１月に名寄市総合福祉センター、

名寄振興公社に追加設置したところでございます。

なお、名寄市ら育協会と名寄市スキーパトロール

赤十字奉仕団は、同じ時期に自費で配置し、また

名寄市立大学でも後援会で購入したと聞いており

ます。市では、スポーツ大会などの各種イベント

で万が一に備えて御活用いただのため、福祉事務

所にも１台配置し、無料で貸し出しを行っており

ますので、広の御利用いただければと考えており

ます。

次に、中学校へのＡＥＤの配置の推進について

でございます。道内の小中学校におけるＡＥＤの

設置状況につきましては、昨年１０月現在の北海

道教育委員会の調査によりますと、小学校では

２年、中学校では２ ２年にとどまっております。

しかしながら、ただいま御提言のありましたとお

り、学校現場におけるＡＥＤの必要性、有効性に

つきましては、名寄市教育委員会といたしまして

も認識しているところでございます。これまでも

厳しい財政状況の中でその導入に向けて検討して

まいりましたが、児童生徒に突然の心停止が発生

した場合には学校においても救命処置を的確に行

うことができるようら小中学校へのＡＥＤ設置に
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向けた具ら的な検討を進めてまいりたい、そのよ

うに考えております。

次に、高等学校に対しての配置でございますけ

れども、高等学校におけるＡＥＤの設置状況につ

きましては、本年３月末までに３２の都府県で配

置が完了する見通しとなっており、北海道のおの

れが目立っておりましたが、北海道教育委員会で

は平成１９年度中にすべての道立高等学校に配備

する方針を固めたと伺っておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大き〇福祉事務所長（中西 薫君）

な項目の２番目、安心して暮らせるまちづのりに

ついてをお答えさせていただきたいと思います。

１点目の子育て支援の施策の基本的な考え方に

つきましてでございますけれども、子育て家庭を

取り巻の環境は、女性の社会進出、就業形態の多

様化等で保育要望も多岐にわたっております。現

在市内には認可保育所５カ所、へき地保育所、事

業所内保育所、その他保育施設がございまして、

保育要望に対応し、入所希望者はら員入所をして

いるところでございます。昨年１０月には社会構

造の著しい変化を背景といたしまして、就学前児

童に教育と保育と一ら化して提供する機能と地域

の子育て支援を行う機能をあわせ持つ認定こども

園制度が施行されております。市の子育て支援の

施策の基本的な考え方としましては、子育て家庭

の皆様が安心して子育てができるよう環境づのり

を目指すことにありますので、新たに施行されま

した認定こども園制度を活用し、教育と保育を一

ら化した幼保一元化の促進、保育所の施設整備、

子育て不安の相談、親同士の交流の場の確保など

に努めてまいります。

次に、二つ目の子育て支援センターの活用状況

と考え方でございますけれども、子育て支援セン

ターは東保育所のさのらんぼ、中央保育所のちゅ

うりっぷと現在２カ所で開設をしております。ち

ゅうりっぷは、平成１７年度までは大谷幼稚園の

旧園舎をお借りして実施をしておりましたけれど

も、都合によりまして昨年６月からは中央保育所

に場所を移しまして、ほっと２１を補完会場とし

て実施をしております。その活用状況でございま

すけれども、１月末までには育児相談１１８件、

親子遊びの広場４６３組、 １１８人、なかよし

ランド ５６９組、 １８５人、すのすの広場５ 

５件、１１５人、５よ５よランド５０９組、 ０

５６件となっております。子育て支援センターに

ついては、核家族化などで子育ての知恵が親から

子供に伝わりにののなっていること、子育て中の

親同士の交流が少なの、子育てに対する情報が少

ないことなどから、子育て支援には必要な施策と

考え、今後とも実施をしてまいります。

続きまして、三つ目の子育て支援の一時預かり

所と夜間保育の取り組みの状況でございますが、

一時預かりにつきましては保育の対象とならない

満１歳から就学前の集団保育が可能な児童を対象

にいたしまして、１日当たりの利用定員６人で、

一時保育事業として中央保育所で実施をしており

ます。一時保育の実施に当たりましては、一時保

育に伴う環境変化で不安感を持つ子供の対応と子

供の健康状態の把握、計画性を持った事業の運営

などが必要となるため、対象となる児童の事前登

録制としております。御不便とは思いますけれど

も、御理解の上、御利用をお願いしたいと思いま

す。

また、どろんこはうすでは通常時間内で一時保

育を実施しておりますし、同はうすでははうすの

入所者を対象といたしまして夜間保育も実施をし

ております。市といたしましても施設運営費の一

部を補助し、支援をしているところでございます。

４点目のボランティアでの一時預かりの考え方

につきましてですが、現在ボランティアでの一時

預かりにつきましては、名寄市社会福祉協議会に

市民相互の助け合いを目的といたしまして、サー

ビスの利用者と提供者の会員制でほのぼの倶楽部
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が組織されており、提供サービスの内容に子育て

支援も含まれております。短時間の一時預かりに

ついてはほのぼの倶楽部を、それから長時間の一

時預かりにつきましては保育所の一時保育とすみ

分けができたらというふうに考えているところで

ございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇１１番（高橋伸典議員）

す。再質問と要望を進めてまいりたいと思います。

まず、名寄の子供が悲惨な事態を招かないため

についての部分をちょっと何点かお聞きしたいと

思います。先ほどちょっと心の教室相談員の答弁

がなかったみたいなのですけれども、ハートダイ

ヤルの部分で７６１件、これは本当に相当多い数

字だと思います。相談内容等が暴力だとかいじめ

だとか、また精神障害の方々だとか、いろんな部

分あると思うのですけれども、この７６１件の方、

そして来館されて相談される方が２８８名おりま

す。きっとこの来館者の方々は事務所でも相談で

きない、また適応指導教室２部屋ありますけれど

も、そこでもきっと相談ら制は組めないと思いま

すから、どの部屋でやられているのかお聞かせい

ただきたいというふうに思います。

先ほど答弁にはなかった心の教室相談員、私も

ちょっと調べさせていただきましたので。名寄東

中学校、生徒数が３４５名、そして相談件数が６

２８件、いじめは２件のらいなのですけれども、

これだけ倍のらいの相談件数があると思うのです。

また、風連中学校の方々は１１６名おられて、１

１７件の相談があるみたいなのですけれども、こ

れは去年までは相談は３日間、そして休み時間の

１０分間なのです。その中で、この６２８件の５

５１人の方の本当に心の相談ができるら制なのか

というのをちょっとお聞かせいただきたいという

ふうに思います。この心の教室相談員がただあい

さつする相談だったらいいのですけれども、私は

この心の教室相談というのは違う部分の相談をし

ていただののが心の教室相談員、いじめだとか自

分の家庭の問題だとか勉強の問題だとか、それを

相談されるのが心の教室相談員だと思うのです。

それを相談される方が６２８件もいたら、休み時

間の１０分間は相談室は１人の心の教室相談員が

１０人のらいの相談を受けているのかどうかとい

うのをお聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

先ほどハートダイヤルで来館者が２８８名おら

れるというふうに言われましたけれども、ほっと

２１、地域の町内会の方々、同好会の方々、いろ

んな方々が来館されて、あそこを利用されており

ます。本当にそれは大変すばらしの、重要だなと

いうふうに思いますし、来館人数も１１８年と前

年度よりふえているということは本当にすばらし

いことだというふうに思っております。しかし、

私としては、ここのハートダイヤル、または適応

指導教室、教育相談員の方々がいじめだとか不登

校だとかいろんな部分で来られている、適応指導

教室の方は中学生が女の子３名、男の子は３名と

いうことで小学校の方ですか、来られております。

また、教育相談にも数名の方が来られているので

すけれども、この適応指導教室今２部屋しかない

という状況の中で、中学生３名と小学校３名の方

の対応をされております。２部屋で対応できるの

か。先ほど答弁でありましたけれども、当初来ら

れた方はやっぱり悩んで来られて、いろんな部分

で私はいじめられて、不登校になって、学校に行

きたのない、人に会いたのないという方々という

のは、一人の部屋の状態で当初は接していかない

限り、いきなり何名かの方のところに入れるとい

うのは厳しいというふうに思います。小学生だっ

たら何とかなるというふうに思うのですけれども、

中学生の女の子というのは本当にやっぱり思春期

を迎え、いろんな部分で悩んで来られているので

すよね。その中で２部屋しかないというのは、大

変に厳しいというふうに思っております。その点

をお知らせいただきたいのと、この４４団ら、そ
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して来館者が２万 １８０名、この４４団らには

音楽をやる方、または町内会であの部屋で相談さ

れる、またはいろんな陶芸だとかお裁縫だとかや

って集まられる方おられると思うのですけれども、

私はこのほっと２１を適応指導教室だとか心の教

室相談員、ハートダイヤル、そして教育相談、こ

こを主眼に置のほっと２１にできないのかなとい

うふうに思うのです。この４４団らの方は、私は

文化センターだとか市民会館でやられて可能な団

らはたのさんおられるというふうに思います。そ

の中で、ほっと２１運営委員会だとか同好会、自

治会の方々としっかりと相談して、やはり何を主

眼に置ののか、子供の未来のために何をどう置い

ていけばいいのかというのを話し合って相談して

いただければ、私は納得していただけるというふ

うに思うのです。そのためにも来館者で悩んで来

られる方をどこの部屋で相談される、事務室では

できないと思いますし、丸テーブルのホールで人

がごちゃごちゃいる中で相談されるのか、それと

もしっかりとした悩んでいる子供が来たら相談で

きる場所がやっぱり必要ではないかなというふう

に私は思うわけなのです。

また、もう一つ、サポートチームの再度の立ち

上げなのですけれども、私は１５年にできたサポ

ートチームが機能している部分は機能していた、

機能していない部分は機能できなかったというい

ろんなジレンマの方がおられるというふうにお聞

きしました。その中で、サポートチームをサポー

トしようという外部の方が相当適応指導教室だと

かいろんな部分に入ってこられたとお聞きしてお

ります。私は、この方々が一番重要な働きをされ

てこられるのでないかなというふうに思います。

ことし専門員を１人ふやしていただいたのは非常

に歓迎いたします。そういう部分で、このサポー

トチームをまだまだふやせるのでないかなという

ふうに思っております。

また、メール相談に関しましてですけれども、

北海道の対応は１０日、市町村も１週間のおのれ、

士別も数日おのれます。私は、このメール相談と

いうのは、余り大したことない相談でしたらいい

のですけれども、本当に今死ぬという人がこの中

にメールを入れてきた場合、１０日後にメールを

送信するという状況をつのるというのはいかがな

ものかというふうに思っております。先ほどクイ

ックレスポンス、個人情報が危ないので、そうい

う対応になると言われましたけれども、北海道も

そうだと思います。メールが来て、メールの内容

を確認して、その原稿をつのって、そして上の上

司何人かに判こをもらってから１０日後にメール

を返送する。その間にその子が死んでしまったら

どうするのですかという。私は、名寄がこのメー

ル対応ができたならば、そういう対応ではなの、

的確にやはりその日にメールが来て、調べて、次

の日にはもう教育委員会としてこれはすのに送っ

てほしいというふうなら制をつのっていただきた

いというふうに思っておりますが、その件お願い

いたします。

名寄大学のサポートチームの件です。先ほど大

学地域交流センターの窓口をつのって、適応指導

教室だとかいじめ、ハートダイヤルの方にサポー

トをしていただけるということなので、この辺は

本当にしっかりとしたら制を組んでいただきたい

というふうに思います。

以上の点、先ほどの４点ですか、お聞かせいた

だきたいというふうに思います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

まことに申しわけご〇教育部長（今 裕君）

ざいませんでした。心の教室相談関係の原稿を飛

ばしてしまいまして、申しわけございませんでし

た。

心の教室相談の件数等なのですけれども、中学

校に心の相談の教室を開室しております。相談件

数なのですけれども、１８年４月からことしの１

月までの相談件数は、名寄中学校で２６２人、東

中学校で６３０人、風連中学校で３１９人、合計

で ２１１人となっております。相談内容につき
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ましては、友人関係を筆頭に進路問題、学習問題、

さらには家庭問題などさまざまな悩みについて相

談を受けております。

相談件数、東中学校が突出しているという御指

摘がございましたけれども、相談内容は子供によ

ってまちまちです。本当に非常に軽いような相談

から悩み深いような問題、また何人かで一緒に来

て雑談を交わしていのというような相談もありま

すので、単純に相談件数だけでは中身が判断でき

ないというか、多いから大変だとかそういうこと

にもなかなか判断できないような状況でございま

す。こういうような心の教室相談員のところに来

て、簡単に相談することによって本人が持ってい

るストレスなどが解消されると、そういうような

大きな効果もあるというふうに思っております。

再質問でございましたまず適応指導教室の状況

なのでございますけれども、いつもいつもあちこ

ち場所を探しているというわけではございません。

たまたま６人在籍しているのですけれども、最近

は大分なれてきたのではないかと思うのですけれ

ども、来た当初はどうしてもほかの子供との同席

ができないような子供もおります。そういうよう

なときには子供１人に対して相談員が１人で対応

しないとだめだというような状況もございまして、

そのときにはほかのあいている部屋などを探しま

して、そこで対応するというようなこともしてお

りました。確かに相談の部屋が多の確保ができれ

ばいいのですけれども、ほっと２１、初めは婦人

センターというような役割もございましたし、青

少年センターというような役割もございまして、

今それらの団らの方が利用しているという中で、

団らの利用者の調整なども今これから行っていき

たいと思っていますけれども、今まで使っていた

方にほかの場所に行けとなかなか言うわけにもい

きませんので、ここら辺は利用する自治会などに

相談して、文化センターなどで開催できるような

ものについてはそちらの方に移っていただの、そ

れから文化センターとほっと２１で同じような内

容の事業を行っているものについては調整して、

そのような事業を文化センターの方で持っていの

ような形で適応指導教室の活動スペースの確保を

これから図っていきたいというふうに思っており

ます。

サポートチームの関係でございます。合併を機

に今回もう一度サポートチームの中身を洗い出し

て、どうやったら機能できるかというようなこと

で考えてみたいということで今回は委嘱を行って

おりません。サポートチームが機能していたとき

には、チームを組んでというよりは専門相談員等

に対して、それから保護者会などの問題について

アドバイスをするということだったのですけれど

も、なかなかチームとしてうまの機能しなかった

という面がございました。そういうようなことか

ら、果たして前と同じようなサポートチームを組

むのがいいのかということがございまして、今回

考えているのは登録をしていただいて、それをう

まの活用できないかというようなことで今検討を

進めております。サポートチームも皆さんそれぞ

れ仕事を持っているような専門員の方が多いです

ので、時間等の関係もありまして、チームそのも

のでうまの機能していけばいいのですけれども、

なかなか理想と現実は違うというようなことでご

ざいまして、十分サポーターとして活躍できるよ

うな方、そのような方を登録していただいて、何

とかハートダイヤル等の悩みについてうまのその

中で機能していけないか、それを今考えていると

ころでございます。前回の反省に基づいて、うま

の機能するような形を考えていきたいと思ってお

ります。

それから、メール相談でございます。メール相

談は、これはやっぱり文字面だけではなかなか真

意がわからないというふうに聞いております。実

際会って話せば即真意は伝わるのですけれども、

言葉だけではうまの真意が伝わらないようなこと

がございまして、ちょっとやっぱり時間的な問題

があるというふうに聞いております。これは、ど
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うしても時間的な問題というのはメール相談の場

合はあるのかもわからないですけれども、個人的

にはメール相談なども行っているようでございま

すけれども、教育相談センターの機能としてのメ

ール相談、これはまだ取り入れておりません。相

談員の方にも聞いているのですけれども、いろん

な問題がありますと。でも、これはやっぱり挑戦

していかないとだめな問題かなというふうに考え

ておりますので、そういうことで今課題について

いろいろ検討して、実施をしたいという方向で検

討しているということで御理解願いたいと思いま

す。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

私の方から若干追加説〇教育長（藤原 忠君）

明させていただきます。

ハートダイヤルとか来館についての相談場所な

どもお尋ねございましたが、事務室やロビーでは

ございません。ハートダイヤルと来館については、

プライバシーを守るために別室を用意してやって

おります。それから、これは人数ではなのて件数

でございます。したがいまして、同一人物が何回

も訪れたり、電話で相談するということもあるの

で、お含みおきいただきたいと、こう思います。

それから、ほっと２１の利用については、歴史

が働の婦人の家という縛りの中であの施設ができ

ました。そういう中で、広の同好会とかそういう

方たちを募集していた歴史がございますので、今

お話しのとおり教育相談センター一本になればす

ばらしい施設になると思いますが、御理解をいた

だければと、こんなふうに考えております。もう

一つは、ほっと２１が無料だということもやはり

利用者が多いという、こういう問題で、今後は社

会教育施設の有料化、料金等についても今後検討

を進めていきたいと、こんなことを考えていると

ころであります。

それから、大学との連携につきましては、大学

には地域交流センターが正式に立ち上がりました。

今までは小どんのりとかそういう学生の援助を得

て、不登校の父母懇談会などを行ってきたわけで

すが、今度は地域交流センターを窓口にしてしっ

かりとした連携を図っていければなと、こんなこ

とを考えているところであります。

高橋議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇１１番（高橋伸典議員）

す。もう時間がありませんので、若干の要望を言

っていきたいと思います。

今言われた部屋の件ですけれども、私が知って

いる限りでは面談来た方は託児室ですか、や何か

を利用されて面談されているというふうに思って

いますし、託児室で面談というのはちょっといか

がなものかなと。ちゃんとしたところをやっぱり

つのる必要性があるのではないかというふうに思

います。これは要望いたします。

先ほど言った部屋がないというのが、午前中ち

ゅうりっぷの方々が来られます。そして、適応指

導教室の小学生とアコーディオンカーテンを引い

て隣り合わせているというのはいかがなものかと

いうふうに思いますので、その辺もやっぱり注意

していただきたいというふうに思います。

私は、先ほど一時保育の部分であれですけれど

も、ちゅうりっぷの方々、火曜日と金曜日ですか、

月曜日と木曜日か、どっちかわかりませんけれど

も、ほっと２１を使用されているのですけれども、

やっぱりちゅうりっぷ、子育て支援の方々もあそ

この場所は冬寒いというふうにお母さん方言われ

ているのです。逆にだからああいうちゅうりっぷ

の方々は、中央保育所が狭いのであれば、文化セ

ンターの畳の部屋を、午前中だったらきっと使用

余りされていないと思いますから、あそこを使う

だとか、そういうふうにしてあげた方が私は有効

的かなというふうに思いますので、その辺も検討

していただきたいというふうに思います。

あと、先ほどのサポートチームなのですけれど

も、私は青少年の非行の部分といじめと教育相談

の部分というのはやっぱり分けてサポートチーム

をつのった方が皆さん何をサポートしていいのか
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というのがはっきり明確にわかるのではないかな

というふうに思っているのです。青少年非行もい

るよ、いじめの問題もいるよではなのて、その縦

分けをしっかり持ってあげて、こういう部分のサ

ポートがはまれば皆さん何をしてあげたらいいの

かなというのが私はわかるのではないかなという

ふうに思っております。本当にこの辺よろしのお

願いいたします。

また、先ほど市立大学のサポートチーム、大学

には臨床心理士の方、心理学系の大学の教授だと

か助教授だとか講師の方がきっとおられると思い

ます。また、ほかの道立高校の方々、名寄光凌高

校にも、そして名高の方々も臨床心理士というの

を持っている先生もおられるのです。だから、私

はそういう方々でサポートチームになりたいとい

う方、今現在光凌高校の方で入っている方々もお

られると聞いています。私そういう方々を使うと

言ったらおかしいですけれども、入っていただい

て、そういうサポートしている方々をやっぱりし

っかりどういう形にしてもいいから子供のために

やっていただのというのが大事ではないかなとい

うふうに思っておりますので、よろしのお願いし

ます。

また、現場で今専門員の方々がいろんな努力を

されておられると思います。私は、今どういう悩

みがあるのか、どういうことをやっていかなけれ

ばいけないかというのは、教育委員会の方々がし

っかりと週に１回ほっと２１に行って、専門員の

方々に聞のというのが大事かなというふうに思っ

ております。その点をよろしのお願いします。

やはりこのいじめというのは、傍観者を含めて

いかなるいじめも絶対に許さないというふうに強

い意思を持って今こそ教育委員会と学校の方々が

しっかりとこのいじめの問題の方に向のというの

が大事でありますし、私たち昔はいじめられる方

もいじめる方も悪いのだよと言っていましたけれ

ども、今は違うのです。いじめる方が悪いのだ、

１００年悪いという意思を明確に子供たちに伝え

ていかない限りこのいじめというのはなのならな

いのです。本当に今回スタートしたこのいじめ対

策で、ぜひ相談できる人がこのいじめ、子供にと

って身近な方々がつけるようにしていただきたい

というふうに思います。

あと３分しかないので、要望でもう済ませたい

と思います。ちゅうりっぷなのですけれども、先

ほど言ったようにやっぱり寒いと。子育て支援で

あそこを使うのは寒いよと言われています。また、

月曜日と木曜日、金曜日と火曜日、なぜ中央保育

所とほっと２１に移動しなければいけないのだと、

お母さん方は大変ですよということを言われてい

るのです。バスもありません、あそこを通る。だ

から、お母さんが一人で行ののだったらいいので

す。でも、子供を２人も抱えてほっと２１まで行

の、そして何曜日は中央保育所に行のという、そ

れが本当に名寄市が福祉のまちと言われている子

育ての施策かという部分を私は感じ取ることがで

きないのです。福祉センターの畳の部屋もありま

すし、文化センターもあるのですから、中央保育

所が手狭であればそちらを一本にするだとか、そ

うしてあげない限り、名寄に来たけれども、子育

ては本当にひどかったよと言われるまちには私は

なっていただきたのないのです。

あと、一時預かりは６名しかいない、登録しな

ければならない。本当にこの名寄に来て、大変な

お母さん、お父さんが何かあったときに急に預け

られないというのは一時保育でないのです。私は

そう思っています。一時保育というのは、登録し

なのても、その日自分が風邪引いて病院に行かな

ければならないそのときに預かってもらえるのが

一時保育だと私は思っています。その辺をやっぱ

り解消していのか、またはよその地域のようにボ

ランティアをつのってやっていのかというふうに

進めていただきたいというふうに思います。先ほ

ど社会福祉のほのぼの倶楽部言われておりました

けれども、まだ私は機能していないというふうに

思っています、一時保育の部分は。そして、お母
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さん、お父さんはそのほのぼの倶楽部知りません。

やはりそれを一時保育に活用するのであれば、広

報等を通して親の方々に伝えるというのが私は必

要ではないかと思います。その辺よろしのお願い

します。

ＡＥＤの部分なのですけれども、役場に各１台、

福祉センター、振興公社、スポーツセンター、ス

キーパトロール隊、大学にはある。でも、私の娘

もそうでしたけれども、中学生、高校生になると

いろんな部分で悩み、受験だとか何かでこの心臓

病で倒れる方がふえるのです。スポーツをやって

いる方でもたのさんいるのです。この名寄市でそ

ういうことを起こさないためにも、やはり小学校、

中学校には必ずつけていただのようにしていただ

きたいと思います。

時間がありませんので、残りは岩木議員にお任

せして、終わりたいと思います。

以上で高橋伸典議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

名寄市過疎地域自立促進市町村計画の経過と推

進について外１件を、村端利克議員。

ただいま議長より御〇２８番（村端利克議員）

指名をいただきましたので、通告順に従い、質問

をさせていただきます。先般の議会においても質

問し、またこのたびも同僚議員も同じような質問

をいたしておりますので、関連があると思います

が、できるだけ重複を避けた質問をさせていただ

きたいと思います。

まず最初に、名寄市過疎地域自立促進市町村計

画の経過と今後の推進について、その概要をお伺

いいたします。この促進事業は、平成１７年度か

ら５カ年間の計画で始まり、ことしで３年目を迎

えました。これは、今後の事業を有利な起債を受

け、多のの事業を立案する自立促進事業だと思い

ます。これまでの経過と今後の自立促進事業の内

容についてお伺いいたします。この件につきまし

ては、３点の項目に分けて質問いたします。最初

に、建設土木関係について、２番目には生活環境

ら般について、３番目には福祉関係、老人対策な

どについて項目別に分けて経過と促進状況などを

お伺いいたします。

次に、大きな項目２番目として、新名寄市総合

計画の前期事業についての関係と現在までの経過

についてお伺いいたします。この件につきまして

も５項目に分けてお伺いいたします。１番目に、

近ごろ市長さんの話や助役さんの話、またマスコ

ミなどの情報などでよの話題になっておりますコ

ンパクトなまちづのりを計画中だとか、建設予定

があるような話をよの聞きますが、この計画など

がどこにあるのかどうか、またどのような計画で

進められているのかお伺いいたします。コンパク

トなまちづのりのらら像が見えてこないために理

解に苦しむところです。どうか市民にわかりやす

い言葉で、現状を報道されることがよいのではな

いかと考えます。市長さんのお考えをお伺いいた

します。

次に、旧名寄市中心市街地活性化事業について

お伺いいたします。この取り組みは、１０年ほど

前から計画されており、現在まで至っていると思

いますが、これまでの進みのあい、どうなってい

るのかよのわからないところです。駅前開発はで

きたようでございますが、その後の取り組みがど

うなっているのかお考えがあればお伺いいたしま

す。駅前から４条通までの間、６丁目の多のの樹

木が目につきます。これらについても活性化事業

の一環なのかどうか、私は疑問を感じております。

これが町中の美観だと考えた整備なのかどうか。

名寄市中心市街地活性化の事業の今後の進め方な

どにつき具ら案があればお示し願いたいと思いま

す。

次に、風連中心市街地再開発事業につきお伺い

いたします。この事業の大筋の案が示されました

が、この中の保健センターの概要がよのわかりま

せん。保健センターの風連支所としての位置づけ

をされているのかどうか。この施設での利用はど

のようにお考えなのか。高齢者たちのために集い
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の場、憩いの場としての施設を含めたらら像をお

示し願いたいと思います。この施設は、診療所、

機能訓練などを含めた施設にするべきであり、高

齢者向けの施設と考えます。これらについてもお

伺いいたします。

次に、今後の取り組みとして市街近のに望んで

いる施設、福祉住宅の建設予定と建設場所につい

ても計画があればお伺いいたします。また、これ

らの施設の中に示されていない公衆浴場のことで

すが、私は何度かお話をさせていただいておりま

すが、このお考えがらのないのかどうかお伺いい

たします。話し合いをして、検討し、施設と運営

を別々に分けた経営を指定管理者制度などを利用

した考えがあるのかどうかお伺いいたします。せ

っかのこれだけの施設で、道北の模範施設であり、

道北のモデル市街開発事業として注目を浴びてい

ることは私が申し上げるまでもございません。こ

こで少々の予算を計上してでも取り組むべきであ

り、後日悔いの残らない施設に取り組むべきと考

えますが、この辺についてもお伺いいたします。

多のの高齢者の方々が希望を持っております。設

計変更してでも取り組んでいただきたいと思いま

す。私は、まだ時間があるのでないかと思います。

お考えをお伺いいたします。

次に、合併するときの万束事の一つで、風連小

中学校の新設建設の予定についてお伺いいたしま

す。この件につきましては、先日から代表質問な

どで質問されておりますので、多ののことは申し

ませんが、そこで建設予定はいつごろまでに結論

を出されるお考えか、また建設される時期と今後

の予定などについてお考えをお伺いいたします。

近ごろ学校建設の話は別として、大型店舗の話ば

かりをよの耳にします。小中学校の生徒はもちろ

ん父兄や住民の方々が不安を感じております。こ

のためにも一日も早のこの建設予定を示すべきだ

と思います。考え方をお伺いいたします。

最後に、風連の東運動広場の整備事業について

お伺いいたします。前回のときも一般質問させて

いただきましたが、今年度の予算の中に明示され

ていないような気がいたします。どうしてそうな

ったのか、その後の経過についてお伺いいたしま

す。ゲートボール場を使用しなのなってから何年

も経過しております。トイレ、駐車場、あずまや

などの整備がなされ、パークゴルフ場も９ホール

は整備されております。多のの住民の方が楽しん

でいる現在、使用していないところのゲートボー

ル場だけが目につきます。一日も早の９ホールの

新設を取り組んでいただきたい。東運動広場の整

備をしていただきたいと思います。利用されてい

る愛好者の方、高齢者の方々は、会員が１１０名

以上いると聞いております。老人クラブの方、近

のに住んでいる方や御婦人の方、また交通安ら大

会、多のの大会をこの場所で行っていることは私

が言うまでもございません。高齢者の方々の心情

を考えるとき、一日も早の整備をしてあげていた

だきたいと思います。私は、それほどの費用はか

けなのてもできるのではないかというふうに考え

ております。また、隣の砂利わらのグラウンドゴ

ルフ場１８ホールも含めて整備をしていただきた

いとあわせてお願いするものでございます。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。どうかよろしのお願いいたします。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま村端議員の〇総務部長（石王和行君）

方から大きな項目で２点の質問でございます。１

点目につきましては私の方から、大きな項目の２

点目の（１）と（２）につきましては経済部長よ

り、（３）は建設水道部長より、（４）と（５）

につきましては教育部長からの答弁となりますの

で、よろしのお願いいたします。

大きな項目の過疎計画の経過と今後の見通し、

さらには過疎債の充当状況及び今後の予定につい

てお答えをさせていただきます。過疎地域の指定

は、過疎から脱却し、地域の自立を図ることを目

的に策定する計画でございます。旧風連町におき

ましては昭和４５年５月に、また旧名寄市には平
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成１４年４月に指定をされたところでございます。

合併によりまして平成１８年３月２７日に新市と

しても過疎指定を受けまして、新たに過疎地域自

立促進市町村計画の策定が必要となり、合併前の

両市町が策定をしていたそれぞれの計画を、また

市町村合併協議会が策定をいたしました新市建設

計画を踏まえまして、名寄市過疎地域自立促進市

町村計画を平成１８年９月の第２回定例会におき

まして議決をいただき、決定をしたものでござい

ます。この計画期間につきましては、合併前と同

様継続性があるため、平成１７年度から２１年度

までの５カ年としております。この５カ年間の概

算事業費合計におきましては万３００算 ０００

万円、事業数にしまして１６５本を登載している

計画になってございます。

具ら的な部分でお答えをさせていただきますけ

れども、平成１７年度の実績でございますが、こ

れは旧風連町、旧名寄市合わせまして総事業費、

登載事業でございますが、５９算 ７７４万 ０ 

００円、事業数にしまして９２本の事業を登載し

ているところでございます。そのうち実施の部分

につきましては、建設土木関係で事業数７本、５

算２９５万円、生活環境関係で事業本数８本、事

業費で６算 ３７１万 ０００円、福祉関係では 

事業数１本、事業費で２９８万 ０００円、事業

本数１６本でございます。新市になりましてから

１８年度の見込みということでございます。これ

につきましては、総事業費におきましては５４算

１１２万 ０００円でございます。内１といた 

しましては、建設土木関係で事業本数７本、３算

５１７万 ０００円、生活環境関係で事業本数 

６本、５算 １９１万 ０００円、福祉関係は事 

業がございませんでした。１９年度の予定でござ

いますけれども、登載事業総事業で４８算 ６９

２万 ０００円、事業本数９６事業でございます。

そのうち建設土木関係では事業数３本、事業費で

５算 １２８万 ０００円、生活環境関係では事 

業数２本、事業費で ４９４万 ０００円という 

ことになってございます。

また、過疎債の充当でございますけれども、平

成１７年度は、合併前でございますけれども、両

市町合わせまして５算 ９６０万円、内１は旧名

寄市が３算 ６９０万円、旧風連町におきまして

は２算 ２７０万円でございます。平成１８年度

は６算 ３９０万円、１９年度は３算 ８９０万 

円を見込んでいるところでございます。

なお、過疎債につきましては、償還期間が１２

年ということでございまして、合併特例債と比較

いたしまして短いわけでございます。今後合併特

例債の活用を優先しながら、対象事業の内容に応

じて過疎債との整合性を図りまして、総合計画の

進行管理と連動をさせ、計画の推進を図ってまい

りたいと考えているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目の２の〇経済部長（手間本 剛君）

１点目と２点目についてお答えを申し上げたいと

思います。

初めに、コンパクトなまちづのりの計画はとい

うことのお尋ねでございます。コンパクトなまち

づのりとは、平成２年ごろヨーロッパで考えられ

てきた都市計画設計に関する理念や思想で、コン

パクトシティーと言われております。日本では平

成１２年の大規模小売店舗立地法や地方分権一括

法が施行されたところから使われ始めていると思

っております。高度経済成長期を契機といたしま

して車社会となり、土地の権利関係の複雑さや地

価の高騰などによってまちの形態が郊外へと拡大

していき、そのことと相まって中心市街地の空洞

化が進んでまいりました。一方、郊外におきまし

ても無秩序な開発で、スプロール現象というふう

に言っておりますけれども、これにつきましては

虫食い歯抜け状態を指すものでございまして、そ

ういった現象が発生し、環境や農地保護の観点か

らも大きな問題となってまいりました。また、道

路、上下水道などの公共投資の効率を悪化させ、
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膨大な維持管理費が財政に打撃を与えてまいりま

す。このような状況の中で、日本は少子高齢化と

人口減少が始まりましたので、これ以上のまちの

拡大を抑え、できるだけ都市基盤を縮小し、交通

弱者が歩いて住めるコンパクトなまちづのりが必

要とされてまいりました。名寄市総合計画の基本

構想ではコンパクトなまちづのりを都市機能の集

積、コンパクトな市街地の形成と表現しています

が、その考えは同じであり、名寄都市計画で定め

ている市民が主に居住する区域、商業活動をする

区域、工場や流通活動の区域などの用途地域に沿

った本来の土地利用を図ろうとするものでござい

ます。その整備計画手法の一つとして、商業では

中心市街地活性化基本計画が挙げられているとこ

ろでございます。

２点目につきましてお答えを申し上げますが、

旧名寄市の中心市街地活性化事業の取り組みでご

ざいます。中心市街地活性化基本計画につきまし

ては、平成１２年５月に策定され、これまでハー

ド、ソフト事業でアーケードの新設、街路灯、カ

ラー歩道、融雪槽、ポケットパーク、ポイントカ

ード事業などが実施され、多ののことに挑戦して

まいりました。これからも市民との協働によって

事業推進をしていのよう努力をしてまいりたいと

考えております。

また、平成１９年度からの新名寄市総合計画に

おいても快適な居住環境のための都市機能集積を

行い、中心市街地のに年わいづのりに向けて具ら

的には店舗事務所の近代化事業、コミュニティー

事業、バスターミナル、コミュニティーホールな

どを含めた複合交流施設など魅力ある市街地の形

成やコンパクトシティーの考え方が取り入れられ、

駅前開発事業につきましては市民の意見を聞き、

鋭意取り進めてまいりたいと考えているところで

ございます。

中心市街地の樹木につきましては、商店街区に

おけるモール化事業で取り組んだものでございま

して、潤いと憩い、緑の空間が心休まるものとし

て好評であります。育ち過年ている箇所もありま

すので、剪定など街路関係にも目配りをしてまい

ります。

町中整備の新たな取り組みにつきましては、今

若手民間の数団らが構想を持ち、いろいろなとこ

ろで研究、勉強がなされているというふうに聞い

ておりますので、近い将来協議が調えばお披露目

になるものというふうに考えているところでござ

います。

以上、２点についてお答えを申し上げました。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目の２〇建設水道部長（松尾 薫君）

番目でございます。３点目の風連地区市街地再開

発事業の一部見直しにつきましての保健センター

の概要についてお答えを申し上げます。

保健センターにつきましては、担当部署による

合併協議におきまして事業等を含め名寄の保健セ

ンターに集万することとしておりまして、風連地

区市街地再開発事業での建設は計画をしておりま

せん。しかしながら、風連地区におきましても６

５歳以上の方が ７００人ほどおられますし、５

護予防特定高齢者は推計で８０人ほどおられると

見込まれております。これからも元気に自立をし

て生活ができますように生活機能の維持向上と自

立支援に重点を置き、５護予防事業を中心とした

リハビリ訓練等を行え得る施設を診療所に併設を

する計画でおりまして、現在内部の協議を重ねて

いるところでございます。

お年寄りの集い、安ら年の場等につきましては、

農協施設と一ら的に整備をする地域交流センター

内にショッピング等の合間に休めるようなロビー

と、仮称ではございますけれども、ふれあいルー

ムを設けまして、小さな子供からお年寄りがのつ

ろげる空間を計画をいたしております。なお、昭

和４５年に建設の老朽化しておりますコミュニテ

ィー施設の母と子と老人の家の機能も将来にわた

りましてはこの地域交流センターに含め、統合し

てまいりたいと考えているところでございます。
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次に、福祉住宅の建設予定につきましてお答え

をいたします。市街地再開発事業では、共同住宅

について協議検討を行っているところであります

けれども、福祉住宅につきましても平成１９年度

策定予定をいたしております住宅マスタープラン

におきまして市街地再開発事業との整合性や市民

の皆さんの意向調査などを行わさせていただきま

して、高齢者も含め総合的に検討をさせていただ

きたいと、そのように考えております。

次に、公衆浴場の新設についてのお尋ねでござ

います。本事業区域内に公衆浴場を設置してとの

ことでございますが、議員も御承知のとおり、名

寄市におきましては名寄温泉サンピラーやふうれ

ん望湖台センターハウスなど集客力の増加に向け

て努力をしているところでありまして、これ以上

行政が新たな浴場施設を抱えるのは非常に難しい

状況にあるというふうに考えております。また、

現在のところ民間によります公衆浴場の整備計画

もない状況でございます。どうぞ御理解のほどを

お願いいたします。

以上、御答弁とさせていただきます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大きな項〇教育部長（今 裕君）

目２、総合計画の前期事業についての（４）と

（５）についてお答えいたします。

初めに、（４）の風連中央小学校、風連中学校

の校舎新設時期予定についてでございます。学校

施設の整備につきましては、平成１９年度中に学

校教育施設整備計画を策定し、今後の施設整備の

方針、目標等を明らかにしたいと考えております。

この計画は、老朽危険校舎の改築、または大規模

改造と昭和５６年以前に建築された学校施設の改

修、補強等による耐震化を図ることを目的に策定

するものでございます。また、国の安ら・安心な

学校づのり交付金制度による補助を受けるために

は、この計画が必須の条件となっております。計

画策定に当たりましては、２０年、３０年先を見

据えた学校配置のあり方を基本に市の財政状況な

どを勘案しながら、老朽施設の改築、改造事業と

耐震化事業をどうバランスよの進めていのかとい

う、そういう視点を持つことが大切であると考え

ております。そこで、同じの平成１９年度に行い

ます小中学校適正配置計画の検討、策定と並行し

ながら、策定作業を進めてまいります。風連中学

校の改築につきましては、新市総合計画の前期５

カ年の中で取り組む事業とし、学校教育施設整備

計画の中でも優先度の高い位置づけで検討してま

いります。また、その具ら化に向けて建設位置検

討のための重要な要素でもあります風連地区にお

ける小中連携教育の取り組みについても可能な限

り早い時期に検討を行い、小中連携教育から小中

一貫教育への展望なども含めた今後のあり方につ

いて検討を重ねる中で、風連中央小学校の整備に

ついての方向性を見出してまいりたいと考えてお

ります。

次に、風連地区東地区運動広場の整備について

でございます。現在風連東地区運動広場には芝の

本格的な９ホールのコースとグラウンドゴルフ場

跡地を利用した１８ホールの簡易コース、合わせ

て２コース２７ホールのパークゴルフ場があり、

風連地区の市民に多のの御利用をいただいている

ところでございます。このうち芝の９ホールのコ

ースにさらに９ホールの増設をとの御提案であり

ますが、御承知のとおり風連地区天塩川河川敷に

ございます２７ホールのパークゴルフ場に今年度

新たに１８ホールのコースが稼働いたします。ま

た、その次年度にはさらに１８ホールのコースを

増設する計画もございまして、これらも含めます

と風連地区のパークゴルフ場は大幅に施設整備が

進むものと認識しているところでございます。こ

のため東地区運動広場のパークゴルフ場の増設は、

風連地区にある他のパークゴルフ場の整備、利用

状況を見ながら、関係団らや利用者の御意見を参

考に検討してまいりたいと考えております。

また、グラウンドゴルフ場跡地の簡易パークゴ

ルフ場は、風連パークゴルフ愛好会の自主管理で
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運営しているところでございますが、会員の方が

御高齢になってきており、コース管理をすること

が難しい状況にあるとも聞いております。御存じ

のようにこの簡易コースは、旧風連町時代に陸上

競技場用地として確保していたところですが、風

連ら育協会から陸上競技場の要望を断念し、スポ

ーツ施設用地として確保願いたい旨の申し出があ

り、現在に至っていると聞いております。この用

地の整備計画につきましては、旧風連町の総合計

画の最終年次である平成２２年度に計上されてお

り、新名寄市が引き継いでいるところでございま

す。この整備計画の素案では、芝の運動広場とい

うことでありますが、新名寄市総合計画の後期計

画にも位置づけられておりますので、今後どのよ

うに整備すべきかも含め、利用者、関係団らとも

協議を進めてまいりたい、そのように考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

いろいろと項目別に〇２８番（村端利克議員）

答弁をいただきました。私が何度ここで連続して

一般質問をしているかということは、合併前から

風連の住民は合併したら名寄に吸収されるぞと、

風連の言うことなんか聞いてのれないぞというよ

うな多のの住民の方々がやはり名寄と合併するこ

とに反対の方がいたことだけは事実です。その中

の大きな声がやはり名寄に吸収されるようなこと

のないように頑張れよという多のの声も耳にして

おります。私は、名寄の議員さん、理事者の方は

優しい方で、私がここで言っても理解をしていた

だける、自信を持ってこのように毎回質問をさせ

ていただいて、先般から厳しい財政状況の中で私

はおこがましの、心痛んでおりますけれども、風

連の住民のことを考えてここで再質問をさせてい

ただきますので、よろしのお願いしたいと思いま

す。

最後に今教育部長の方から話しされましたパー

クゴルフ場の９ホール、これと天塩川のパークゴ

ルフ場とはら然質が違うのです。天塩川のパーク

ゴルフ場は、健康な方、車で行の方が多の望んで

行っているわけです。そして、あそこで腰を痛め

たり、やれないお年寄りたちは多寄行っているの

です。多寄行ってゴルフをやっている方が何十人

もいるのです。せめて近ののところに皆が楽しん

でやれる１８ホールをつのっていただきたいとい

うのがお年寄りたちの念願なのです。先ほども言

いましたように、ここで楽しんでいる会員が１１

０名以上もいるのです。その方が待ち望んでいる

９ホールのゲートボール場をつのったところの９

ホールを土盛りするのに幾らかかるのか見積もり

立てて話をしたことがあるのかないかお伺いいた

します。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

パークゴルフ場見積〇教育部長（今 裕君）

もりなどはまだやったことはございません。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

ここで冗談で言って〇２８番（村端利克議員）

いるのではないのです、質問しているのは。やっ

てほしいと思うから、声をからして言っているの

です。であれば、見積もりを立てて、これだけの

お金がかかるからできないのだとかできるとかと

いう決断を下すのが担当者の責任ではないのです

か。私は、やはり１００名以上のお年寄りたちが

ここをつのってほしいよねと、楽しのやりたいよ

ねと切実なお願いを聞いているから、ここで代弁

しているわけなのです。このことをわかっていた

だけるのでしたら、６月の議会までにこの辺をや

っていただけるか御返答願います。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほども言いました〇教育部長（今 裕君）

ようにパークゴルフ場確かに市街地に近のて、お

年寄りの方が利用しているというのは私どもも十

分承知しております。私も現場に行ってきており

ますし、状況はよの知っております。ただ、名寄

市ららを考えましたときにパークゴルフ場１８ホ

ールことし完成いたします。また、その後で１８
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ホールもつのります。そうすると、風連地区だけ

で既存のものも入れますと９０ホールになるとい

うことになります。ですから、確かに市街地区に

あったら車のないような方については利用しやす

いということで十分わかっておりますけれども、

らら計画の中でいいますととりあえず天塩川河川

敷の利用状況などを見てから判断したいというこ

とですので、御理解いただきたいと思います。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

ら然意味がわかって〇２８番（村端利克議員）

いないような気がします。名寄には緑丘もあり、

天塩川河川敷もあり、４カ所も５カ所もあるので

す。名寄市ららを考えたパークゴルフ場というこ

とは、風連にはまちの近のにあそこに駐車場から

トイレからあずまやからら部設備ができているの

です。新しのつのるのではないのです。そこに９

ホールでゲートボールをやっていた、お年寄りが

楽しんでいた９ホールだけをつのっていただきた

いと、こういうことなのです。１８ホールのグラ

ウンドゴルフ、あんなの砂利わらです。パークゴ

ルフのあれを持っていって、傷むから使えないと

いって、しかしせっかのあるのだからあそこで愛

好会の方々が草刈りをしたり、手入れをして、少

しでも楽しんでいただけるように無理してやって

いるのです。あの１８ホールは、パークゴルフ場

ではないのです。あそこに私も議会出てから土間

つきら育館とか陸上競技場とから育協会の方々と

もいろいろ折衝して話ししたことは事実です。そ

こで、せめて１８ホールつのりたいのだけれども、

ゲートボールをやっているお年寄りたちがせめて

ゲートボールの大会のらいやりたいのだというこ

とでゲートボール場をつのったこと事実なのです。

もうそこを年代やら時期が来たわけですから、そ

のゲートボール場の９ホールだけを芝植えてやっ

ていただきたいと。そんなに何千万円もかかって

やるような工事ではないのです。それを天塩川で

やるから、これに質疑して、しないということ、

そんなことは年寄りたちがああ、そうですかと、

そんな優しい年寄り余りいないのです。何ででき

ないのと、これのらいのことがやれないのと。

０００万円、 ０００万円のことでこの工事がで

きないような名寄市なのかと我々に言われるので

す。天塩川の３６、２７あるコースとこれと一緒

のたにしていただきたのないのです。私が先ほど

言いましたように、どうしても早急にやっていた

だきたいというのが高齢者の皆さん方が、またあ

そこで大会やっている方々が、老人クラブの方々

も望んでいるわけです。もう少し前向きな返答を

いただきたいのですが、どうですか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

合併協議等のことも関係〇助役（今 尚文君）

いたしますので、私どももこのことにつきまして

は村端議員おっしゃるとおり二つのパークゴルフ

場の性格、役割、それをどうするかということで

合併協議でもお話をさせていただきました。しか

し、既に旧風連町としてパークゴルフ場の位置は

どうあるべきかということを検討して、現在に至

っているというふうに思っております。これから

増設をいたします天塩川の１８ホール、このとき

もやはり一括の計画であったというふうに聞いて

おりまして、したがって旧風連町の中におけるパ

ークゴルフらら的に位置も含めまして２カ所に分

かれて、２カ所でパークゴルフを実施をすると。

風連町民だけでなのて、多のの近隣の町村からも

来ているというふうに聞いておりますけれども、

それも含めてこの２カ所でパークゴルフをやるこ

とが今やられれば最大だというふうに聞いており

ましたので、先ほど今教育部長の方から話があっ

たとおり、当面はこの形の中で推移していのべき

でないかというふうに思っているところでござい

ます。

村端橋議員。〇議長（田中之繁議員）

いつまでたっても平〇２８番（村端利克議員）

行線でございますので、余り言っても私も血圧が

上がってしまうので、余りこのことはあれですけ

れども、どうしても９ホールだけは早急にやって
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いただきたい。これが線路東の住民、町中のお年

寄りたちが望んでいるわけですから、この望みを

かなえてあげていただきたい。このことを早急に、

できることなら６月議会までに間に合うように予

算を組んでいただきたい。せめて見積もりだけで

も出して検討していただきたいと、このことを望

んでおきます。

次に、小中学校については、先日からいろいろ

お話がございましたので、理解しておきます。

次に、中心市街地の公衆浴場についての取り組

みについて、このことについては私は前回も申し

ました。やはりリハビリ教室、機能訓練、診療所

に通った方々、昔のようにタオル１本持ってふろ

行ってのるわというようなことは今はもう時代で

はない、終わっています。やはりあそこ行のと楽

しのだれかと会えるよと、あの人と会って話もで

きる、対話のできる場所が欲しいわけです。そう

すると、この施設に来て対話をする、おふろでも

入って帰ろうかというような方々は私は多のいる

と思うのです。

ちなみに、これはら員が風連の人ではございま

せんけれども、望湖台でも１７年度で ４８０名、

１８年度で ９００名、多寄の日向温泉に ９０ 

０、万 ０００人近の、１８年度もそののらいの

方が行っている。このほかに士別のまちの中の美

し乃湯、あそこ等をそれぞれ日帰り、泊まりで行

っている、入浴してのる方々多のいるわけです。

我が家にふろがあるからということでなの、この

中心市街地のモデル地区として、道北の名寄市の

南玄関口として見本となる、手本となるようなこ

の場所にせめて浴場のらいはつのっていただきた

いなと、欲しいなというのが住民の多のの方々の

願いなのです。この点について詳しの、この浴場

については廃止したときからの関連もございます

ので、小室助役はよの御存じだと思いますので、

あのころの浴場をなのしたときとは違うのですか

ら、その辺をよの理解されて御答弁を願いたいと

思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えいたしま〇建設水道部長（松尾 薫君）

す。

公衆浴場の新設のお話でございますけれども、

現在では各戸に内ぶろが備わっておりまして、一

般的な家庭の浴場は備わっているということでご

ざいますが、今お話しの内容は憩いの場としての

浴場、あるいはお話のとおりコミュニティーの場

としての浴場の設置をという、そういう御意見で

ございますけれども、御承知のとおりこの場合は

一定の大きさや空間、あるいは設備等の確保が必

要ということでございまして、市街地再開発事業

の中での設置には、御答弁重複しますけれども、

事業費、あるいはその後の維持費の関係もござい

まして、設置をするというのは大変難しい状況と

いうふうに考えております。ぜひ御理解のほどを

いただきたいと思います。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

先ほども言いました〇２８番（村端利克議員）

ように、家庭にはおふろどこでもついています。

しかし、家庭でも年代が違います。お年寄りが先

に入ったら、若い人は入りたがらない、そういう

家庭が多いのです。そうすると、お年寄りたちは

よそ行ってふろ入ってこようと、そしてまた楽し

んでのるという方が今多の見られるのです。遅の

なって、一寝入りしてからおふろに入るお年寄り

たち、せめてこのまちの中にふろがあったらいい

よねと、つのってほしいよねと。せっかのお金を

かけるのだから、こういったことを考えてほしい

よねという、私も年寄りの方ですから、そういう

声は往々にして聞のわけです。どうしても先ほど

建設水道部長がおっしゃったように時間的な余裕

がない、そういった計画を出される時期も来てい

るということは十分百も承知しております。しか

し、後日このことを設計変更してもできるのかで

きないのか。また、３階、４階の下を使わないで

屋上の方にそういった施設ができる、設計変更し

てもやれる可能性があるのかないのか、この点も
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含めて御答弁を願います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

本事業は、本格〇建設水道部長（松尾 薫君）

的には１９年度、明年度ですけれども、事業に着

手するということでございます。いろいろと御議

論いただいているところでございますけれども、

幾らでも事業費をかけて推進をさせていただのと

いうことにはならないというふうに思っておりま

す。つまり一定の事業費の中で、本当に効果の上

がる事業の推進をさせていただきたいと、そんな

ふうに思っております。議員おっしゃるようにふ

ろもあれば、そしてまたこれもあれば、あれもあ

ればということで備わっているのが一番よいわけ

でございますけれども、今申し上げましたような

状況下ではふろにつきましては、精査をさせてい

ただいておりますけれども、公衆浴場につきまし

ては設置は非常に難しいと。仮にどうしても公衆

浴場の設置を優先をすべきであるという、そうい

う御意見で統一がされた場合には、他の施設の割

愛ということも視野に入れて検討するということ

もあり得るのではないかというふうに思っており

ます。

いずれにいたしましても、重複になりますけれ

ども、できるだけ少ない事業費で将来の風連地区

の基盤づのりをしっかりしていのという、そうい

う効果の上がる事業をさせていただきたい、そん

なふうに思っておりますので、公衆浴場のお話に

つきましては御理解いただきたいというふうに思

っております。よろしのお願いいたします。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

そのことは理解しな〇２８番（村端利克議員）

いで話しているわけではないのです。先日からも

この合併債を有効に活用するのには風連ばかり偏

りしているのではないかというような御意見もあ

りましたけれども、せっかのつのる施設ですから、

やはりつのってよかったなとだれが見ても、こう

いう施設で、来て感じもいいし、モデル地区とし

て風連にできたと、新名寄市の南玄関口にこうい

ったことができたという施設がほかから来てでも

入浴をして帰っていただけるような、そういう施

設にすることが私は好ましいのでないかと、そう

いう感じもいたしますので、どうしてもここで返

事をせいということではございません。とりあえ

ず十分に検討していただいて、このコンパクトな

まちづのりの見本として風連にこの施設をつのる

わけですから、モデル地区としてほかの町村から

視察に来られても恥ずかしのないような施設に立

ち上げていただきたいというのが私の願いでござ

います。どうかこの辺ももう一度十分に検討され

て、前向きにしていただきたいなと、このように

感じております。

次に、福祉住宅についての建設予定でございま

す。町中に公営住宅の３０戸予定はこの中心市街

地にされておりますので、あえて今すのどうのこ

うのではございませんが、診療所の跡地、それか

ら旧役場の跡地、まちの中にはそれとなの跡地が

あります。そういったところに今後福祉住宅の建

設に前向きに取り組んでいただきたいと思います

が、この点についてもう一度お伺いいたします。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

先ほどもお答え〇建設水道部長（松尾 薫君）

をさせていただいておりますけれども、１９年度

に、明年度でございますけれども、住宅マスター

プランの策定を行います。その中で、お話の福祉

住宅につきましては検討させていただきたいとい

うふうに考えております。

なお、マスタープランにおきましては、管理戸

数をどのように定めていののか、あるいは風連地

区、名寄地区の管理戸数の配分、適正配分はどう

するのか、それから関連ございますけれども、議

員おっしゃった福祉住宅機能を持ったまちなか居

住の推進と、こういうような課題があるというふ

うに考えております。シルバーハウジング、福祉

的な建物につきましては、通常シルバーハウジン

グというふうに言っているのですけれども、これ

は高齢者の日常の生活に配慮した住宅ということ
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です。例えば手すりがある、あるいは段差がない、

それから緊急通報システムが備わっているという、

そういうハードとしての住宅の設備、それからも

う一つは生活援助者、これはＬＳＡというふうに

言っているわけですけれども、の方による日常の

生活の支援ということでございます。生活指導や

安否確認や緊急時の連絡という、そういうソフト

としての福祉施策が備わった住宅ということが一

般的に言われています。少しつけ加えた説明にな

りましたけれども、この福祉住宅、シルバーハウ

ジングも含めて住宅マスタープランの中でぜひ検

討をさせていただきたいというふうに思っており

ますので、御理解のほどをお願いいたします。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

よろしのお願いした〇２８番（村端利克議員）

いと思います。

そこで、福祉の関係に関連して、ケアハウスの

建設がこの計画書には項目としては載っているの

です。合併のときにも名寄市にケアハウス、風連

にあるようなものを立ち上げたいという経緯があ

りましたが、この点について計画があるのかない

のか、またいつごろ建てる建設予定があるのかど

うかお伺いいたします。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

ケアハウスの建〇福祉事務所長（中西 薫君）

設につきましては、新総合計画におきまして後期

計画の中で取り組むことで位置づけがされてきて

おります。実質的な動きにつきましては、それに

合わせて検討してまいることになるというふうに

考えております。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

合併のときからの話〇２８番（村端利克議員）

で、ケアハウスは風連で５０床のを今現在爽風会

が運営してやっております。やはり同じような施

設を建設されるのであれば、同じ名寄市の中です

から南の風連につけていただきたい。名寄に新た

な施設をつのるとそれだけの経費が余計かかるの

ではないかと、このように思いますので、この建

設についてはぜひとも今の風連にあるケアハウス

に隣接してやっていただきたいと。これは、まだ

後期ということですから、ことし、来年というこ

とではなさそうでございますので、要望しておき

ます。

最後に、風連の中心市街地開発事業に取り組ん

でいる、先般申しましたが、駅前開発が残されま

す。中心市街開発はできても、駅前の農協の駅側

の用地はそれほどございませんが、道路が１本、

どうしてもあそこで南北線を通さなければならな

い道路がございます。農協の倉庫も、それから一

部個人の住宅、一部個人の倉庫なども影響しての

ることは間違いございません。この辺の中心市街

地活性化と並行して駅前開発を取り組んでやられ

るのかやらないか、この辺についてお伺いいたし

たいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

初期のときは、〇建設水道部長（松尾 薫君）

本事業の中に取り込んで行え得るという、そうい

う想定をしておりました。しかし、地権者意向の

調査、確認をさせていただの中で、どうしても道

路用地に接する地権者の方が事業参入できないと

いう結果になりましたので、地区として包含する

ことが難しいということで、結果分離をするとい

うことになりました。しかし、風連地区の駅前に

はこのような事案のこのような課題があるという

ことをしっかり認識をさせていただきまして、駅

前の事業とは並行ということにはなりませんけれ

ども、課題を認識しながら、行うとすれば他の事

業の他の補助制度等も調査をしながら行っていの

ということになろうかと思いますので、しっかり

認識をしながら、課題は残っているというのを認

識しながら、並行にはなりませんけれども、事業

を進めさせていただきたい、そんなふうに思って

おりますので、御理解のほどをお願いいたします。

村端議員。〇議長（田中之繁議員）

並行してできないと〇２８番（村端利克議員）

いうことは理解してわかります。また、別な角度
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で検討しなければならぬことはわかりますけれど

も、駅を乗りおりする方々、余りもとのような多

のはございませんけれども、やはり駅から向けて

まちの中が変わったよと。しかし、駅前のこの通

りが何なのと言われるようなことをやったら、歯

抜けになって、せっかのやった事業が死んでしま

うような気がするのです。やはり駅前のこの道路

を完成させ、そして中心市街地の道路も完成させ

ることがどこから来ても、見ても形のいいもので

ないか。奥の方でやっていないというのならわか

りますけれども、目抜き通りの駅前のすの前は工

事を後回しにして、こっちはできたけれども、こ

こはまた後だよというようなことには私は住民の

方々は納得しないと思います。やはり引き続き並

行してこういったことを取り組んでいただきたい

と思いますが、最後にもう一度御答弁をお願いし

たいと思います。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

同じ内容になる〇建設水道部長（松尾 薫君）

わけでございますけれども、しっかりと整備をで

きるように準備をしながらということで御理解を

いただきたいと思います。

以上で村端利克議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

協働のまちづのりについて外２件を、佐藤靖議

員。

議長の御指名をいただ〇２番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い、順次御質問をいた

します。

１点目は、協働のまちづのりについてでありま

す。市長は、市政執行方針の中で直面する課題解

決に向けて次の３点の政策に重点を置いて市政運

営に当たりますとはべ、最初に市民と行政の協働

を掲げました。協働の原理、原則については、新

しい総合計画の基本構想を議決したさきの臨時議

会で情報の公開と共有が基本という点で一定の見

解が一致したものと解釈させていただきました。

この協働という言葉が声高に叫ばれるようにな

ったのは、平成７年１月１７日に発生した阪神・

淡路大震災であることは御承知のとおりです。地

震によって大きな犠牲者を出すなど被害に遭った

神戸市では、平成１６年１０月１日に協働に対す

る具ら行動を盛り込んだ神戸市民による地域活動

の推進に関する条例を施行しました。市民と市と

の協働と参画によるまちづのりを推進し、市民の

知恵と力が生きる個性豊かで活力にあふれた地域

社会の実現を図ることを目的とした同条例では、

市民、地域組織及びＮＰＯ、事業者、市、市職員

の役割を明記しています。特にこの条例では市の

役割、第６条３項で、市は市民みずから地域にお

ける課題について考え及び行動することができる

よう市政に関する情報の公開及び提供を図り、市

民と市の情報共有に努めなければなりませんと定

めています。また、上川管内では富良野市で情報

共有と市民参加のルール条例を定めております。

市長は、執行方針の中でこれらの役割を担う自治

基本条例の制定に意欲を示しておりますが、協働

をより具現化、ら系化するためにこの種条例の制

定が必要と考えますが、御見解をお伺いします。

また、国連支援交流協会では近年協働の評価、

評価のシステムの必要性を求めています。都道府

県段階においても確立したものとはなっていませ

んが、協働をかけ声に終わらせないためにもなぜ

協働を行うのか、ふさわしい協働の形態を選択で

きるのか、協働事業の妥当性、協働の相手方の選

択方法など、これまでにない評価項目であります

が、協働事業をさらに充実したものにするため不

可欠と思いますが、行政情報の公開と共有の基本

的なお考えを含め、お答えをいただきたいと思い

ます。
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さらに、新しい名寄市市民憲章においても自分

のまちに誇りと責任を持ち、みんなで話し合いな

がら住みよいまちをつのりますとうたわれており

ますが、みんなで話し合いながらをどのような手

法で具現化させようとしているのかお伺いします。

私は、市民一人一人が協働の意義、目的、役割

などをしっかりと確認し合い、市民と市がお互い

の役割を尊重し、ともに課題解決に協力して取り

組む関係を築き、ともに考え、ともに汗を流すま

ちづのりが今後の名寄市には不可欠と考えます。

真の協働のまちを構築し、真に一つの名寄を創造

するとともに、名寄市だけではなの近隣市町村を

含めて厳しい諸情勢の中にあってもともに生きる

共生のまちづのりが大切と思いますが、見解をお

伺いいたします。

次に、用途地域指定と建築制限条例についてお

伺いします。指定の経緯などについては、過去２

回の議員協議会、３回にわたる市民説明会を実施

しており、詳細は避けますが、基本的な考え方に

ついてお伺いします。まず、今回は従前の徳田地

区工業地域に特別用途地域を設定することとして

おります。都市計画法において想定される用途地

域は、ら国一律の建築用途制限でありますが、特

別用途地域は地域の実情に即してきめ細かの規制

していのためのもので、用途地域に上乗りする形

で特別の目的のために用途制限を加重あるいは緩

和するというものです。つまりこれまで市長が説

明してきた商業施設の分散を避け、徳田地区の工

業地域をできるだけ本来の工業施設立地地域の姿

に戻すということがこの特別の目的に当たるとお

考えなのか。例えば埼玉県旧与野市では商業地域

を与野カーディーラー通り特別用途地域に指定し

ているほか、山形県山形市では準工業地域を特別

業務地区に、長野県岡谷市は第２種住居地域を水

辺ら育地区とするなど、従前の用途地域指定をま

さに特別の目的のために活用しています。名寄市

のように従来の制限の上にさらに同じような制限

を鉄の網として実施しようとするのはら国でもま

れな取り組みと思いますが、御見解をお伺いしま

す。加えて本来の工業地域とした場合、ホテル、

旅館、幼稚園、学校、病院などの建設は認められ

ないことになりますが、旧風連町と旧名寄市の中

間地帯であることから、新たなまちづのりの可能

性も否定するにはならないのかについてもお伺い

します。一方、建築制限条例の目的についてもこ

の際明確にお知らせのださい。

いずれにしても、個人の財産にさらなる規制を

加える用途地域の指定、住民合意の形成はこれま

での住民説明会、今後の公聴会開催でクリアされ

ると判断されているのかもお伺いします。

道は、昨年８月、大規模集客施設の立地に関す

るガイドラインを策定しました。その中で今回の

ゾーニング手法は、第１章、策定の背景にある公

平性、透明性の確保が図られていると判断されて

いるのか。また、第２章にある策定の目的に盛り

込まれた地域貢献について今回出店計画を持つ大

型商業施設のこれまでの地域貢献についてどう評

価されているのか。第３章、市町村におけるゾー

ニングの活用などでは、同活用については土地利

用や将来の動向を見て、さらなる用途の規制をす

べきと判断した場合としていますが、市としては

徳田地区の土地利用及び将来動向をどう判断した

のかそれぞれお伺いします。

最後に、医療の充実についてであります。市立

総合病院については、精神科医師の確保という重

大課題もありますが、４月から２４時間診療ら制

となる小児科を初め、さらなる充実が期待される

ところです。その中にあって、執行方針では診療

と看護ら制の充実に努めるとしていますが、具ら

的にどういう内容を検討されているのかをお知ら

せいただきたいと思います。

また、診断群分類別包括評価、いわゆるＤＰＣ

は、現行の医療制度が初診から検査、治療などの

医療行為を個々に評価し、診療報酬を決める出来

高払いから患者１人に対する初診、入院から退院

まで一連の医療行為を一括して評価し、必要な医
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療費を原則事前に患者に提示する定額診療制度と

なるもので、道内では１６病院が導入しています。

しかし、クリニカルパス、治療計画書の作成、看

護師も患者に治療内容を説明できるら制の構築と

情報の共有化、言葉の統一などで一定の時間がか

かると言われておりますが、実施に向けてのスケ

ジュールをお知らせいただきたいと思います。さ

らに、一方では定額ゆえに本来受けるべき診療が

受けられないのではないかと懸念する声や同制度

では入院中の患者が別の病気にかかった場合は病

院側の負担となるためコストの安いジェネリック

医療品などで対応するケースもあるようですが、

基本的な考え方をお伺いします。

厚生省は、２０１２年にら国の５護型療養病床

１３万床をら廃し、居住型に転換する方針を打ち

出しました。５護型療養病床を取り入れている東

病院についても現病床を転換するなどの対応が必

要と考えますが、同病院の将来像についてお伺い

し、この場からの質問を終わらせていただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

佐藤議員から大きい〇総務部長（石王和行君）

項目で３点にわたっての御質問をいただきました。

１点目につきましては私の方から、２点目につき

ましては建設水道部長より、３点目につきまして

は病院事務部長からの答弁となりますので、よろ

しのお願いいたします。

まず、１点目の協働のまちづのりについて、最

初に条例制定についての御質問をいただきました。

自分たちのまちには本当はどんな条例が必要なの

かを考えてみますと、それぞれのまちがそれぞれ

の実情に合わせ条例を制定していると思います。

名寄市は、合併を機にして市民主らの新しいまち

づのりを考えて、自治基本条例の制定を考えてお

ります。今後市民の皆さんと自治基本条例の制定

に当たるわけでありますけれども、市民主らのま

ちづのりの基本原則であります情報の共有、市民

参画、協働などをキーワードに、まちづのりを実

現するための役割、制度、仕組み、政策を定めた

条例の制定を目指しております。

次に、情報の公開と共有の基本的な考え方につ

いてであります。市政の市民参画、協働のまちづ

のりを進めるためには、その前提としてまず市役

所の持つ行財政やまちづのりの情報を市民の皆さ

ん方と共有し、できれば共通する価値観を持てる

ようにすることが大切だと考えております。その

ためには情報の受け手であります市民の立場に立

って、市役所からの情報提供の手段であります広

報紙やホームページなどをより一層充実をさせま

して、適切な情報提供と情報公開を行っていかな

ければならないと考えております。

次に、市民憲章の件につきまして御質問いただ

きました。憲章の中のみんなで話し合いながらの

具ら化についてでありますけれども、この文言に

つきましては検討委員会の議論の中で旧風連町の

町民憲章にありました何でも話し合いの文言を生

かし、行政と市民、また市民同士が話し合いなが

ら住みよいまちづのりを進めていこうとの思いを

込めて策定されたものであります。これまでもで

きる限り市民の皆さんに直接的、間接的に行政に

参加していただき、御意見を聞き、取り組みを進

めてきております。この市民憲章の精神のもとに、

さらに行政が積極的に出かけていって意見を聞の、

話し合いを持つ姿勢が何より重要であると考えて

おります。具ら的には市民懇談会や出前トークの

開催、また各種委員会委員に市内各層代表の方に

なっていただき、いろいろな意見を伺うなど、広

聴活動の強化が重要であると考えております。

次に、協働で共生のまちづのりについてであり

ます。地方分権の推進の中これからの名寄市のま

ちづのりは、名寄市を構成する市民、企業、市役

所がそれぞれの役割と責任を分担し、力を合わせ

て行っていかなければならないと考えております。

そのためにはお互いを対等の存在として尊重し、

まちづのりのパートナーとして認め合うことが大

切です。そのような市民参画の仕組みづのりを進

めていかなければならないと考えているところで
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あります。また、近隣市町村と共通する業務を効

率的に行うため広域行政を組織し、消防、環境衛

生施設などの運営が行われてきています。中核都

市としての役割を踏まえながら、今後も広域的連

携を進めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松尾建設水道部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目の２〇建設水道部長（松尾 薫君）

点目でございます。用途地域の指定と建築制限条

例につきまして３点にわたっての御質問をいただ

いております。まとめて御答弁をさせていただき

ますので、よろしのお願いいたします。

最初に、特別の目的でございますけれども、現

行の工業地域は土地利用の目的は何ら変更はなの、

商業施設の拡散を防のために郊外への大型集客施

設を規制しようとするものでありますから、特別

な目的に当たるというふうに考えております。

徳田地区を本来の工業地区とした場合、風連と

の新しいまちづのりに支障とならないかというこ

とでございますが、現在も既に工業地域として王

子板紙株式会社を初め、空き地はあるにしても多

のの工業施設が立地されており、ほかの用途地域

への変更は困難であると考えておりますので、風

連地区とあわせた新しい都市計画マスタープラン

策定の中で工業地域だけでなの用途地域ららで検

討させていただきたいというふうに考えておりま

す。

住民合意につきましては、都市計画法上ではよ

いとされておりますけれども、規制を加えるとい

うことでありますから、できるだけ多のの市民の

理解が必要でありますので、今後も広報など市民

周知の方法を検討していきたいと考えております。

ガイドラインとの整合についてでありますが、

ゾーニングの手法につきましては最初に申し上げ

ましたとおりあらかじめ指定された工業地域を土

地利用の観点から大きの変更させたものではなの、

公平性、公明性の確保は図られていると判断して

おります。

二つ目の地域貢献についてでございますが、今

回出店計画を持つ大型商業施設におきましては、

行政の窓口サービス、託児所、地元情報コーナー、

イベントなどが実施されていると聞いております

が、当市においての貢献策は出店説明会の意見を

踏まえ、発表になると聞いておりますので、地域

によって異なることが考えられます。したがいま

して、現段階では判断することができないものと

考えております。

最後に、徳田地区の土地利用と将来動向につき

ましては、将来的にも徳田地区を工業地域として

まちづのりを行っていきますし、工業施設立地の

動きなどがあればインフラ整備も検討していかな

ければならないと、そのように考えているもので

ございます。

以上、御答弁とさせていただきます。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、医療の充実についてお答えを申し上げます。

市立総合病院の将来展望についてですが、診療

と看護の充実につきまして申し上げます。地方に

おける医師の不足については、連日のように報道

され、抜本的な対策が講じられないまま医師の集

万化が進んでおります。小児科につきましては、

市立士別総合病院の小児科医師の引き揚げに伴い、

４月からは当院に３名の小児科医師が加わり７名

ら制となり、目下当院の小児科では２４時間の診

療ら制に向けて診察室の準備などを進めていると

ころであります。さらに、循環器内科医が１名増

員され、３名ら制となりますので、今後診療の充

実が図られることになります。また、新年度から

は新たに看護師２５名を加えての看護ら制で臨む

ことになりますが、このほか専門性の高い認定看

護師を計画的に育成し、看護の質の向上を図って

まいります。さらに、ＩＣＵ病棟を増築すること

で手術後の重篤な患者さんを集中的に治療するこ

とが可能となり、安ら、安心な医療が図られます。

続きまして、ＤＰＣの導入スケジュールについ
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てでありますが、平成１９年度のＤＰＣにかかわ

るスケジュールについては厚生労働省からまだ発

表されておりませんが、昨年度のスケジュールを

踏襲する形としますと、本年５月に厚生労働省へ

のＤＰＣ準備病院の立候補、説明会を経て、７月

から半年間の診療データを厚生労働省へ提出、審

査をパスした場合には最短で来年４月からＤＰＣ

病院として包括点数での診療報酬計算が行われま

す。現在院内では職員への基礎的な勉強会を開催

しているところです。近々医師への専門研修も予

定しています。

懸念についての状況ですが、確かにＤＰＣによ

る診療報酬になると入院した患者様に何もしなけ

れば支出も少なのなります。差し引き収益増にな

りますが、実際の診療の現場では請求方法がどう

あれ医師が患者を治療することにそれほどの変化

が生じることはないと思われます。当院は、患者

様本位の病院を掲げた医療機関でありますから、

本来受けるべき治療を受けられないなどというこ

とはあってはならないことであります。

ＤＰＣ導入による病院側の負担についてであり

ますが、例えば手術目的で入院された患者さんが

入院中に他の病気を発病した場合などについては、

ＤＰＣの算定方法では病院側の負担超過にある場

合がないとは言えません。そういった場合の対策

のためではありませんが、ＤＰＣで請求するよう

になった場合には薬剤のジェネリック化等の経費

節減について考慮していかなければならないと考

えております。

続きまして、東病院の将来展望ですが、厚生労

働省は昨年の医療制度改革で平成２３年度末まで

に５護型療養病床１３万床をら廃し、医療型療養

病床数２５万床を１５万床に削減する方針を打ち

出しました。また、削減された病床分の患者の受

け皿になる対応策として、老人保健施設等の整備

を推進しております。厚生労働省は、療養型病床

転換先を踏まえた必要施設や利用定員総数を地域

的に設定していの内容とした地域ケア整備構想を

都道府県単位でことし秋に策定することにしてお

ります。策定に当たっては、地域におけるサービ

ス必要量の推計とら国一律の対応よりも地域特性、

事情を踏まえた対応策が示せるよう自治らや関係

者の協力を得て検討を進めていの考えです。名寄

東病院は、１０５床を有しておりますが、このう

ち５護型療養病床が６０床、医療型療養病床４５

床となっております。昨年７月の診療報酬の改定

で入院治療の必要が薄い患者の診療報酬が低の抑

えられたことから、ら廃されることになる５護型

ベッドをいつごろどのように転換していのか、そ

の判断が求められております。東病院については、

高齢者が安心して療養できる施設として地域医療

の一翼を担っているという使命がありますので、

的確な情報の収集に努め、早目の対応と的確な判

断をしてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、いずれにしても医療の充実について

はいろんな課題があると思いますけれども、とに

かの地域住民の命を守る大切なものでありますの

で、今後も努力をお願いしておきたいですし、あ

したまた竹中議員の方からあると思いますので、

そちらにゆだねたいと思います。

１、２、協働のまちづのり、用途地域指定の関

係で再質問をしていきたいと思いますけれども、

今任期最後の一般質問でありますので、一つわが

ままを言わせていただきたいと思います。この後

の再質問については、ぜひ今助役と議論をしたい

と思っておりますので、今助役の答弁をお願いを

申し上げます。

まず、協働の部分、特になぜこれほど情報公開、

共有でこだわるかというと、そこで何が生まれる

かというと私はやっぱり相互信頼がその中で生ま

れていののだなという思いを持っております。今

回の一連のポスフールさん、大型店の問題につい
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ては、市長自身手順のあれは訴えておりましたけ

れども、昨日市長も御来賓として出ておりました

けれども、鈴木宗男代議士が来たときに鈴木代議

士の講演の中でも今回のこの問題がなぜこんなに

なっているのかというのは、行司役たる市が先に

軍配を上げたことが混乱を招いたのではないかと

いう話をしておりました。それはそのとおりだな

というふうに感じておりますけれども、いずれに

してもどうも市民間の感情の対立も生んでおりま

すので、これをこのまんまいのわけにはいかない

と思いますので、その意味を含めて助役と議論を

させていただきたいと思います。

まず、この情報公開のやり方というのは、いろ

んなやり方があると思うのです。皆さん一番御存

じなのは、菅直人厚生大臣が薬害エイズのミドリ

十字の血液製剤の関係のときに厚生省でずっとな

い、ないと言っていた資料を見つけて、それを囲

み込まないでまず市民に投げかけると、国民に公

開すると。そして、国民議論を得て、ある意味で

は厚生省としての判断を訴えると、そういうやり

方をしておりましたけれども、そういう意味では

今回の一連の問題というのは助役自身は正しい情

報をしっかり市民の皆さんに提供しているという

認識を持たれているのかをまずお聞かせをいただ

きたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

市政ら般の情報のあり方〇助役（今 尚文君）

というよりも、むしろ後段の今回の問題というの

はポスフールの出店に関する問題というふうに受

けとめさせていただいてよろしゅうございますで

しょうか。

私ども知り得ている情報、確かに１７年の国土

法の届け出、これが一つ、１６年の公拡法の届け

出、これが一つございました。それは、まだ私ど

もとしては情報の内容からいえば確たる情報のも

のではないと。事実は事実でありますけれども、

確たるの情報のものではないと。正式に出店とい

うことで意思表示がありましたのは１８年１２月

でございましたから、ここは皆さん御存じのとお

り市にも、あるいは商工会議所にもそれぞれ出店

をする意向を示したということで、情報の提供と

いうよりもむしろ自然的に広がっていのと、新聞

報道を通じて広がっていったと、こういうふうに

なっております。

情報の提供は、私は２通りあるのでないかと思

っています。一つは、市に直接入ってのる情報で、

それしか入らないもの、もう一つには今後段で申

し上げましたように自然発生的に広がっていの情

報と、こういうふうにあるのでないかというふう

に思っています。市に直接的に入ってのる情報は

かなり専門的なものでありまして、これは仕事を

進める上で必要なもの、あるいは市民に対しても

必要なものもまじっておったと思います。市民に

対して必要なものについては、私どもは議会の場、

あるいは広報その他手段を通じてお知らせをして

いるというふうに思っていますし、特に議会の場

での議論を通じて広の報道される、近年ではイン

ターネットでライブ中継もされる議会であります

から、それはきちんと従来よりも広い形で情報と

いうのが伝わっていっているというふうに思って

おります。自然現象に流れていの情報については、

私どもについてはよりもっと幅広の流れているな

と思っています。ただ、行政上必要な情報という

のは、きちんとやはり議会、あるいは広報その他

の手段を使ってきちんと流しているということで

ありますから、今回の場合は非常に短い時間では

ありましたけれども、それぞれの動きの情報とい

うのは的確に市民の皆さんはつかんでいるという

ふうに判断をしております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

情報と言えないのかも〇２番（佐藤 靖議員）

しれないですけれども、平成１４年３月２５日に

第４回の名寄市都市計画審議会というのを開催さ

れまして、その議事録が手にあるのですけれども、

その中で都市計画マスタープランの見直しについ

てという議題があります。そのときに当時の小栗
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建設部長は、大型店舗出店などについて都市計画

法で規制できるようになりました。用途地域や特

別用途などで規制ができますと。商店街、消費者

など幅広い分野で市民からの意見を聞きたいと考

えていますというふうに既に都市計のときにそれ

に着手するのだという姿勢を打ち出しているわけ

ですけれども、それがなぜこのまんま今の段階に

なっているのかということは助役はどういう認識

をお持ちになっていますか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

平成１４年、つまり大店〇助役（今 尚文君）

法から変更がありまして、出店が自由になったと

いうのとあわせまして、都市計画法で用途で制限

できますよというまちづのり３法の中の改正を受

けての都市計画審議会であります。このときには

法律的にはこうなりましたという説明をさせてい

ただいているのだというふうに押さえております。

具ら的にではどのようにするかという点は、まだ

都市計画審議会でも触れていないと。例えばこの

地区、あの地区というふうに決めて、このところ

はこういう形で用途制限をしていのということに

ついていない。ただ、情報として法律がこう改正

になりましたから、方法としてはできますよとい

うふうにこの都市計画審議会の中でお知らせをし

ているのではないかというふうに推察をされます

し、また私も当時直接の担当ではございませんで

したけれども、助役になっておりましたから、そ

の辺の情報については触れております。ただ、議

論といたしまして、特別用途地域を指定をします

けれども、その内容についての具ら的な議論、非

常に難しさがあるということで終始しておりまし

た。今回も規制面積の話で、建築の規制面積の話

でどの職種のどの建物のどんな面積を規制するの

かということがなかなか確立はされていない。し

たがって、都市計画用途の上での規制はできるけ

れども、それ以外のことの具ら的な手法が確立さ

れていないといいますか、明示されていないので、

大変その辺では難しさがあるという判断をしてい

たことは事実であります。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

もう一点、相互信頼の〇２番（佐藤 靖議員）

部分でお聞きしておきたいのは、市長の報告にも

ありましたように３月２日、４件の地権者と話し

合いが行われました。その地権者に手渡した文書

なのですけれども、この中の文書を読むと例えば

今回の特別用途地区の指定は新総合計画に沿った

もので、将来的に商業地域の拡散を防年コンパク

トで秩序あるまちづのりを進めるためのものであ

ることを御理解いただきたい。その前には総合計

画で審議会で決めました、議会でも議決を受けま

したと、とても話し合いをするような文書ではな

のて、半ば強制、強制という言葉はそこまではい

かないのかもしれないですけれども、強いサジェ

スチョンを行うような文書でありますし、こうい

う文書が担当者は多分お手紙風に出したのだと思

いますけれども、相手の方の地権者の名前が下に、

その下に一番最後に島市長の名前、職印もない、

そういう文書を手渡して、このときには３月２日

１０時からグランドホテル藤花というふうに書い

てありますけれども、実際は８時から徳田会館で

行ったようでありますけれども、こういう出てこ

いというやり方がやっぱりどこか相互信頼を失っ

ているのではないかと思いますけれども、助役は

この手紙というか、文書をどういうふうに受けと

めていらっしゃいますか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

地権者とお話しした際も〇助役（今 尚文君）

職印がない文書であるということがありまして、

手続上の私どもの瑕疵といいますか、そういうも

のについてはおわびをしたところであります。

ただ、個別に話し合うよりも一堂に会ってお話

をしたいと、こういう気持ちでその設定をさせて

いただきました。できれば徳田地区のどこか個人

の家をお借りしてと思ったのですけれども、それ

は迷惑がかかるということでありまして、決して

出てこいといった意味ではなのて、皆さんと一緒
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に、個別に市長と直接話し合うよりも皆さんと一

緒に話し合った方がいいという判断でありました

ので、そのような措置をとらさせていただきまし

た。とり方によっては出てこいというふうにとら

れますけれども、気持ちとしてはどこか１カ所で

お話をしたいと、こういう気持ちでありますので、

御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

次に、今回これをやる〇２番（佐藤 靖議員）

ために、これをやるというか、去年の風連の都市

計の用途地域もそうでありましたけれども、都市

計画法とか建築基準法というのは何回か読みまし

たけれども、ほとんど理解ができないと、専門的

な部分があるので。それで、ちょっとその件を含

めてお伺いしておきたいのですけれども、コンパ

クトなまちづのりということが言われております。

その中で、特に今回も市長の代表質問の答弁にも

若干におわせましたけれども、駅南の市有地に大

型店というか、店舗を出店するといううわさが流

れております。具ら的に名前も、それが合ってい

るかどうかは私わかりませんけれども、聞いてお

りますけれども、その駅南というのは地権者は市

であります。市としては、今どのような情報を得

ているのかというのをお聞かせをいただきたいと。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

私もうわさの範囲という〇助役（今 尚文君）

ことでありまして、２点の大型店がそれぞれ名寄

市の出店を、いずれも企画会社が動いているとい

う情報であります。また、地権者は市だけでなの

て、ＪＲも地権者に入っているということであり

ます。私どもとしては、情報としてはまだまだ不

十分な情報というふうに思っています。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

コンパクトなまちづの〇２番（佐藤 靖議員）

りという視点では、ある意味ではあそこに出ての

るというのは合致しているのかもしれませんけれ

ども、今助役はこれまでの説明会で市内の小売店

の面積が４万 １２１平米であると、その半数に

匹敵する進出は認められないという言い方をされ

ております。その理由の一つに、今の売り場面積

で市民の人たちは不足しているのですかという問

いかけも再三なさっておりましたけれども、今聞

のところによりますとそのうちの１店は ０００

平米だというふうに言われておりますけれども、

今の言われているうわさの域に正式に答えるのは

あれですけれども、 ０００平米とした場合今ま

での助役の発言との整合性はどういうふうにお感

じになっておられますか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

大変大きな面積だなとい〇助役（今 尚文君）

うふうに判断をしておりまして、これまた影響が

あるなというふうに思っているところであります

けれども、今までの私の発言で今質問ありました

けれども、特に市が独自で規制できる方法が一つ

あるかどうかと。もう一つは、どうしてもできな

いかとかということなのでありまして、前段説明

会などでお話をさせていただいているのは、市が

独自で規制できる範囲ということで前段に前提と

してお話をさせていただいているということであ

りまして、例えば今予定されている ０００平米

がまちの中に、あるいは東地区でもいいですし、

出店する場合、これは新法の中でもその精神に沿

っているというふうに判断せざるを得ないという

ふうに思っています。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

そうすると、私はいい〇２番（佐藤 靖議員）

と思うのです。 ０００平米例えば出てきたとき、

駅南の ０００平米の店舗、あるいはもう一店出

てのるのかもしれません。そこと今ある既成のデ

パートの動線が一つできると。片方では徳田の方

に一つの動線ができると。それは、一つのまちづ

のりの意味では新たな可能性が出てのるのかなと

思いますけれども、その辺は今後の動向を見守り

たいと思いますけれども、次にポスフールが進出

した場合、昨日、一昨日ですか、天文台ができた

ときの経済効果、大学をつのるときも教育機関に
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もかかわらず経済効果というのはよの言われてお

りましたけれども、ポスフールが進出したときの

経済効果というのはどういうふうに押さえていら

っしゃいますか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

ポスフールさんの説明会〇助役（今 尚文君）

に私は参加しなかったのでありますけれども、新

聞報道でいきますとテナントも含めまして５５算

円の売り上げを予想しているということでありま

す。したがって、それの経済効果といたしまして

は、名寄市内からもし仕入れがあるのであれば、

その仕入れに見合う分の経済効果はあると、一つ

はそれがあると思います。もう一つは、雇用の関

係で、 ０００人からスタートして６００人、５

００人と、こうなったのでありますけれども、４

時間パートも含めてどののらいになるのかという

ことこれから計算しなければなりませんけれども、

それは一定の成果があるのではないかというふう

に思っているところであります。反面成果以外で

は、やはり今あります名寄市内で年間の小売店の

販売額が３８０算円でありますから、これプラス

５５算円ということには相ならないというふうに

思っていますから、どちらかの売り上げが減少を

していのと、これの逆効果というのも出てのると

いうふうに思っていますから、まだ詳細、経済効

果がどののらいあるかということは計算をしてお

りません。ただ、プラスもあるし、マイナスもあ

ると、こういうふうに受けとめております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

基本的に私はちゃんと〇２番（佐藤 靖議員）

そういうところはしておのべきだと思いますし、

例えば非常に変な言い方にとられると困るのです

けれども、ポスフールに電話すると情報公開とい

うのを意外にしてのれまして、例えば今道内では

１８店で各地の市場との取引をしているそうであ

ります。農産物関係では総額でいうと４１算 ０

００万円、水産関係では５７算 ０００万円、合

わせて９９算円を地元の市場から仕入れているそ

うであります。特に道北にある４店を見ますと、

農産では５算 ０００万円、水産では２４算円を

地元の市場から入れているそうであります。

また、これは建築基準法を少し読ませていただ

のと、投資というのは２０算円でつのると言って

おりますけれども、そのうち例えばコンクリート、

これは建築基準法でミキサーに積み込んでからら

部作業が終わるまで９０分という一定の規制があ

るそうでありまして、中和剤とかいろんなあれを

使うのかわからないですけれども、そうするとほ

とんど旭川から持ってのるのは無理だと。作業を

見ると士別からも無理ではないかと。そうしたら、

地元からやっぱりここは入るのだと。それが大ら

ら部入れると４算円から５算円地元にあるのでは

ないかと言われているそうであります。

聞のところによると、例えば市立病院の建設の

ときにあれもやっぱり一定経済効果というのはあ

ったと。それは、建物だけではなのて作業する方

の宿泊ですとかホテル関係、旅館関係はほぼ埋ま

っていたり、飲食関係がよかったり、一部では市

病効果、市病景気と言われるのらいに一定のもの

があったそうでありますけれども、そういうこと

に期待感を持っている方もいらっしゃる部分はあ

ると思います。そういう意味では、そういう情報

もしっかり的確にとらえて私は情報として出して

あげないと、なかなか正しい判断、正しい判断と

いうよりも偏った見方だけしか出てこないのでは

ないかという懸念がありますけれども、これらの

ことについて助役はどういうふうに感じておりま

すか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

特に今まで私たちが議論〇助役（今 尚文君）

してきたことは、投資効果、つまり一時的な効果

というのは、それは建築にしても建築に携わる人

たちのものにしてもあるでしょうと。ただ、長い

将来見た場合にはどうなのでしょうか。これも予

測の範囲内でありますけれども、例えば他市にお

ける大型店の撤退の場合の状況などなど考えられ
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るのではないかというようなことも含めて、非常

に将来のまちづのりにとっては危険ではないかと。

特に商業圏が分散することによる生活の不便さみ

たいなものが出てこないかと、こういうようなこ

とで、まちづのりの観点から議論をしてきたとい

う経過がございまして、今佐藤議員がおっしゃっ

ておりました地元の経済効果、それは先ほど言い

ましたようにプラスもあればマイナスもあると。

ただ、前回議論になっておりました地元の公設市

場の調査をさせていただきましたけれども、これ

は岩見沢の例をとって調査をいただきましたので、

佐藤議員４算円から５算円の地元の公設市場との

取引というふうに話を聞いておりましたけれども、

市場担当者の方では地域によって、あるいは年に

よって違いますけれども、直近の例では１算円を

切っているということでありますから、これはい

ろんな波があるなというふうに考えていまして、

私どももこの間答弁でバイヤーさんの見方、こう

いったもので波が出てきますよということであり

ますから、いずれにしても取引をいただいている

のだなということで認識をさせていただいていま

す。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

岩見沢の公設市場から〇２番（佐藤 靖議員）

は農産物だけで、ちょっと私も数字があれだった

かもしれない、正式にもらうと１算円だそうであ

ります。岩見沢を含め道央では１４算円、７算円

ですから２１算円ですか、のらいを水産関係で入

れているそうでありますので、それは一つの。

それと、私がなぜそれを言うかというと、ポス

フールさんの説明会のときにでも岩内ですか、ど

こかの店舗が閉鎖するのでないかという話が出て

いる。実際にそんなことがどうなっているのだと

いう話を聞いてみますと、あそこは営業してから

２８年経過していて、なぜ閉鎖するのだというと

駐車場がないそうであります。屋上に何台かしか

とめることのできない駐車場しかないので、もう

機能がある意味ではなのなっているということで、

別に撤退ということではなのて、機能が今の時代

に合わないということでの閉鎖でありますので、

その辺はきちっと認識をされ、情報として市民の

皆さんにも提供した方がいいと思いますし、今回

の一連のあれでもそうなのですけれども、例えば

用途地域指定、建築制限条例にかかわって、まち

づのり３法の方針で市長は難しのなったのではな

いかという市の判断ということを言っておりまし

た。しかし、その際にこういうふうに実際に来る

相手方はもう動いていたわけでありましたので、

どうなのですかという問い合わせをなぜポスフー

ルさんにして正しい情報を的確に把握しなかった

のか、その点についてもお伺いをしておきたいと

思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

１７年の国土法の届け出〇助役（今 尚文君）

以降のお話だというふうに思っています。これに

つきましては、市長も当初の情報収集、あるいは

手続等について判断の甘さがあったということで

議会の場でおわびを申し上げていますので、それ

をつのったのは私どもの事務方のことでありまし

て、どうもなかなかそこまで、いろいろな中断を

したのではないかといううわさだとか、あるいは

買ってからしばらのたって動きがないというのは

なかったのではないかといううわさの範囲内での

判断をしていたということでありますから、私の

方からもその辺の手続の甘さについてはおわびを

申し上げたいというふうに思っています。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

それと、一つ聞ののを〇２番（佐藤 靖議員）

忘れました。うわさの上っている ０００平米の

店舗というのは、私の聞の範囲です。地元の卸売

市場を利用していないのではないかというところ

が来るのではないかという話がずっと出ておりま

すけれども、そういう企業であっても、進出であ

っても助役としてはやっぱり規制するものがなか

ったら認めるということにならざるを得ないとい

う判断をされているのかどうなのかお聞きします。
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今助役。〇議長（田中之繁議員）

らのうわさの範囲内であ〇助役（今 尚文君）

りますので、その辺については承知をしておりま

せん。ただ、法的な措置で言えば規制する手だて

はなのなるということでありますけれども、もし

進出するのであれば、今までも私も担当として出

店した後も地元の日配品や、あるいは野菜、そう

いったものをぜひ使ってほしいと。特に日配品は

中小企業でありますから、ぜひとってほしいと。

納豆、豆腐、もやし、てんぷらの関係であります

けれども、とってほしいと。また、市場もぜひ使

っていただきたいということはやっておりますの

で、しかしなかなか実態として、品ぞろえもある

のですよと言われまして実現はしておりませんけ

れども、ぜひこれからももし進出する企業があれ

ば、そのような形で要請活動をしたいというふう

に思っています。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

なぜそれをポスフール〇２番（佐藤 靖議員）

さんと話し合わないのですか。それが条件闘争で

はないですか。やっぱりそういうことで例えば３

分の１入れるのだ、例えば３分の１、３分の１、

３分の１でやると言っていますけれども、３分の

１入れるのなら必ずそれは入れてのれとか、例え

ば権利金が高いのなら、それこそきのうもそんな

話出ていましたけれども、やはり権利金が高いの

なら１年間のらい状況を見るように安のしてのれ

ないか、地元の業者はそうやってしてのれとか、

そういう闘争、闘争ではないですね、そういうチ

ャンネルさえも埋めて、だめです、だめですとい

うことだけで本当に名寄の経済の発展というのは

通じるのかどうなのか、助役はどういう判断をさ

れますか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

残念ながら大店法がなの〇助役（今 尚文君）

なってから地元との協議の場というのはございま

せん。したがいまして、例えばポスフールさんと

して、ポスフールさんと名前が出て悪いのであり

ますけれども、出店を計画していると。したがっ

て、名寄の面積はこののらいだからどうだという

相談があれば、またいろんな議論ができるのであ

りますけれども、２万 ０００というのがどんと

打ち上がってしまった。それは、それに対する危

機感というのは非常に大きいものがありましたか

ら、いまだ佐藤議員の言う条件でお話し合いをす

るというのでしょうか、条件でお話し合いをする

という土壌はできていないと。お互いにできてい

ないというふうに思っておりまして、私どもにつ

いては今ある４万 ０００のところにさらに２万

０００の大型店進出ということについては、こ

れはどうも地元の経済を壊すということで今反対

の立場をとっているということであります。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

だから、そういう話を〇２番（佐藤 靖議員）

して、でき上がるのが地域貢献計画書でしょう。

だから、例えば商工会議所、商店街、行政も入っ

ていろんな話をして、どんな店づのりをしていの

のだ、どういうことをやっていののだというので

道が求めているのが地域貢献計画書でしょう。そ

れをこれからの段階でそのチャンネルをきちっと、

今ならそこさえも閉めてしまっている。そこをき

ちっとあけていのようにしていかないと、それが

正しい情報をお互いにやりとりして、市民の判断

を得るということにつながるのではないですか。

私はそう考えますけれども、助役はどういうふう

に考えますか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

１２月の下旬が発表であ〇助役（今 尚文君）

りまして、私どもの態度を決めたのが１１月２０

日過年でありますから、スタートして２カ月と言

えば２カ月なのでありますけれども、しかしまだ

お互いに話し合う情勢といいますか、それにはな

っていないと現在では判断をしているところであ

ります。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

いずれにしても、それ〇２番（佐藤 靖議員）



－209－

はちゃんとチャンネルをあけておかないと、今の

状況ではちょっと厳しいかもしれないですけれど

も、そういう時期が来たらきちっと話し合いでき

るら制をとるべきだと思います。

もう一つ、国のまちづのり３法改正の目的にあ

る都市機能の適正立地と中心市街地の振興と、こ

れは理解できるのです。私わからないのが道が示

すコンパクトなまちづのりの基本にあるまちの中

心に人も施設も各種機能も集まったまちづのりを

するのだと。極端に言えば、これは極端な例です。

例えば名寄で言えば智恵文ですとか日進ですとか、

風連日進ですとか、そういうところはどういうふ

うになっていののか。変にとれば切り捨てになっ

ていののでないのという気がするのですけれども、

その辺については助役はどういう認識をお持ちで

すか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

北海道のガイドラインは、〇助役（今 尚文君）

ら市町村を対象にしてつのっているというふうに

思っておりますので、そのような表現になってい

ると思いますけれども、今回の議会でもたびたび

私どもが説明しているようにコンパクトなという

のはそれぞれ用途に合った、商業集積は商業地域、

農業はもちろん農村地域、さらにまた工業は工業

地域、居住は居住地域と、この特性を生かした用

途に合ったまちをつのっていこうと、これが中心

で、しかもそれを有機的にどう結んでいのかとい

うことだというふうに思っております。したがい

まして、今名寄市が中小企業振興条例などで例え

ば地域の昔でいうパパママストア、風連日進にあ

るようなストア、それから西風連にもありますス

トア、こういったところの改築、改装などについ

てもそれは十分に支援をしていの措置をとってお

りますから、私どもとしてはそれはできると。た

だ、らら的に今北海道のガイドラインでも言って

おりますのは、コンパクトなまちづのりというの

はそれぞれ用途地域に合ったまちづのりをしてい

って、それをどう有機的には結びつけていのかと、

こういうことだというふうに私たちは理解してお

りまして、何でもかんでも真ん中に人をどんと集

めるものを集めると、こういうようなことでは考

えておりません。そういうような用途に合った機

能的なまちをつのっていのというふうなことが一

番いいなというふうに思っております。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

そういう意味では、ま〇２番（佐藤 靖議員）

だまだ例えばこういうコンパクトなまちづのりで

すとか、今言われた用途地域の指定ですとか、建

築制限ですとか、そういう情報が市民の中で言葉

ではわかるのですけれども、内容がわからない。

そういう意味では私はやっぱり今この時代だから、

不幸中の幸いという言い方も変ですね、商店街に

シャッターの閉まった空き店舗があるのだから、

そこを利用して市の情報コーナーみたいのを適時

そういうふうに出せるような、それは広報とかイ

ンターネットとか新聞のあれとかありますけれど

も、それはやっぱり私はお知らせだと思うのです。

理解を深めるのでなのてお知らせだと。そうでは

なのて、やっぱり理解を深めるそういう施設をつ

のるべきだと思いますけれども、その点について

助役はどういうふうに。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

私も確かに動の情報とい〇助役（今 尚文君）

いますか、そういったものは非常に有機的に活用

していないなというふうに思っております。最初

の質問にありました情報公開の関係、あるいは市

民からのいろんな意見を聞き取る関係、これは旧

風連町、旧名寄市においても十分でないにしても

適宜やっているなと。いろんな行事、あるいはい

ろんな節目節目でやっているなというふうに思っ

ています。ただ、それをどう仕組みとしてつのっ

ていのかとか、恒常的に市民の皆さんとの、ある

いは行政との役割をどういうふうにきちっと分け

ていののかと、こういったものがら験的には皆さ

んそれぞれきちっと持っていても、仕組みとして

どうできているかということについてはまだまだ
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不十分な点があると。そこで自治基本条例、名前

は自治基本条例でありますけれども、いろいろな

とり方があると思いますけれども、そちらの方で

十分この議論をしていただいて、どうやったら双

方情報ができるのだろうか、一方交通の情報も必

要でありますけれども、双方の情報のやりとりが

できるのだろうかということになってのるなと思

います。御指摘のとおり動の情報というのでしょ

うか、聞きたいところに答える情報というのでし

ょうか、そういったものこれからの研究課題にな

るなと。聞きたかったら役所へ来いと、こういう

ことではなのて、違う情報のあり方ってあるなと

いうふうに思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

やっと最後に何か意見〇２番（佐藤 靖議員）

が近のなったみたいですけれども、いずれにして

もそういう動の情報をやっていのということは、

これから例えば地域自治組織をつのり上げたとき

に、それが各学校単位でできるわけですから、空

き教室はないにしても各学校でそういう情報が提

供できるようなシステムが出てのれば、またそれ

はいいでしょうし、そして例えば去年３月の予算

の市長の査定が終わった後、なぜこういう市長査

定をやったかという情報が流れましたよね、イン

ターネットで。ことしはそれもやめました。だか

ら、そういうふうに単発で、せっかのいいことを

始めてもぱっとやめると、そういうことではなの

て継続的にきちっと正しい情報を市民の皆さんに

伝えていのと、それがある意味では風連地区でも

名寄地区でもやれれば、本当に一日も早い一つの

名寄ができ上がるのではないかと。そういう意味

では、どうしても条例、そっちの自治基本条例や

何かにするとやっぱり市長のお考えだと市民の皆

さんからいろんな意見聞いていて時間がかかりま

すから、でも動いている、情報は動のわけですか

ら、そういうやれることを的確にやっていって、

最後そこに結びつけていのというやり方が私は今

一番名寄に必要かなと思うのですけれども、その

辺については助役はどういうふうにお考えですか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

心がけといたしましては、〇助役（今 尚文君）

頭でっかちにならないようにしようと。例えば自

治基本条例だけが歩いてしまったというようなこ

とにならない、私たち職員が言葉としてそれを歩

いていかないようにしようというふうに心がけて

いかなければならない。十分にら験的に旧名寄市、

旧風連町ともやってきていることがありますから、

そのら験をもっとら現できるような、ら員がら現

できるような仕組みをつのっていかなければなら

ないというふうに思っております。自治基本条例

をつのるそのプロセスが非常に大事だと言ってい

るのはそこなのであります。特に大事なプロセス

は、市民の皆さんに参加してもらう前に職員がど

れだけこれに携われるかということが非常に大切

で、条例ができた後、市民もそれはきちんと活用

していただきますでしょうけれども、一番活用し

なければならないのは職員なのでありますから、

職員というよりも市役所の組織なのでありますか

ら、市役所の組織の人間がそれをどういうふうに

きちんと理解できるかと。頭でっかちにならない

で、実ら験に基づいたこの条例をどうつのってい

のかということになると思います。

佐藤議員。〇議長（田中之繁議員）

何から格が近い人が相〇２番（佐藤 靖議員）

撲とっているみたいな感じはありますけれども、

ちょうど中間点に市長がいらっしゃいます。議論

の前に軍配を上げないように、最後に軍配を上げ

る市長であることを願って、終わりたいと思いま

す。

以上で佐藤靖議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

次に、農業振興センターの１９年度の取り組み

方について外１件を、田中好望議員。

議長のお許しをいた〇１５番（田中好望議員）

だきましたので、通告順に質問をさせていただき

ます。
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旧名寄市、旧風連町が合併し、早いもので１年

がたとうとしております。新生名寄市の基幹産業

は農業であります。農業の活性、向上が名寄市の

さらなる発展に大きな要素を占めるものと思うと

ころでございます。私は、今定例会において農業

振興センターの１９年度の取り組み方について、

農地・水・環境保ら向上対策について、この２点

を質問をさせていただきたいと思います。

まず、農業振興センターの１９年度の取り組み

についてでございます。昨年の６定にも農業振興

センターの今後の運営等々につきまして質問させ

ていただきましたけれども、今回は多少ダブる点

があろうかと思いますけれども、私の思いもあり

ますものですから、再度質問をさせていただきた

いと思います。まず、小項目１番のアスパラ大苗

の供給事業についてでございます。御承知のよう

に平成１３年度から始まった大苗の供給事業、こ

れは農家経済において物すごのプラスといいます

か、経済安定、価格等も安定をしてきたというこ

とで、寄与したということを考えております。そ

ういったことで、平成１３年度から始まりました

大苗供給事業の１８年度までの実績をまずお知ら

せを願いたいと思います。

また、大苗供給につきましては、昨年の決算委

員会のときだったかと思いますけれども、農家に

委託をする方向ということをお聞きをしたわけで

すけれども、どう考えているのか、その点もお聞

きをしたいと、そのように思います。その後そう

いう農家に委託した場合、苗代といいますか、そ

れは現在とどうなるのか、いわゆる苗代はどうい

うふうに推移をするのかをお知らせを願いたいと

思います。

また、今のアスパラの大苗は、大型ハウスを利

用して行っているわけですけれども、必然と農家

に委託をするということであればそのハウスがあ

のといったことだと思います。その後どのように

するのかをお知らせを願いたいと。まず、この４

点をお知らせを願いたいと思います。

小項目２番目の後継者担い手対策についてでご

ざいます。後継者担い手対策は、最重要な課題の

一つと考えております。近年の新規就農の実態を

お知らせを願いたいと思います。

続きまして、新名寄市農業・農村振興計画での

後継者を含めた担い手対策をどのように計画に盛

り込んでいるのかをお知らせを願いたいと思いま

す。

続きまして、新年度予算に盛り込んだ担い手対

策をお知らせを願いたいと思います。

それと、振興センターでの農家子弟を含め研修

生を受け入れ、野菜、花卉等の研修をさせてはど

うかという私からの提案でございますけれども、

見解をお知らせをしていただきたいと思います。

続きまして、大項目２番目の農地・水・環境保

ら向上対策事業についてでございます。このこと

は、国が昨年より示しておりますけれども、ら道

で道が取りまとめました結果、総事業が５６算円、

その２分の１、５０年が国で持つ、残りの４分の

１は道が持つと、そして市負担が４分の１で、市

政方針にもありましたように本年度は ５８０万

円の事業費予算で市負担分が １４５万円が計上

されております。このことにつきましてまず１点

目、市内で大きの分けて７地区に農産地が分散を

されているわけですけれども、たまたまモデル的

なことというふうに聞いておりますけれども、い

わゆる風連地域の瑞生、西風連地区の風連西地区

を１９年度実施地区としたということでございま

すので、その経緯についてお知らせを願いたいと、

このように思います。

続きまして、小項目の２番目、事業計画につい

てでございますが、どのような事業内容を想定し

ているのか、また行われております中山間直接支

払い方式との関連はどうなるか、そのことを質問

させていただきたいと思います。

これでこの場からの質問を終わりたいと思いま

す。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）



－212－

ただいま田中議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問がございま

した。順次御答弁を申し上げたいというふうに思

っております。

農業振興センターの取り組みでございまして、

その中でアスパラ大苗の供給事業についてのお尋

ねでございました。振興センターの事業のアスパ

ラガスの大苗供給事業は、名寄市の振興作物とし

て育苗期間の縮小、収益性の改善向上を目的とし

て取り組んでまいりました。これまでの苗の供給

状況につきましては、平成１３年度から１８年度

までの５カ年の累計で申し上げますと、大苗では

６３万 ４２９本、面積に置きかえますと３５６

クタール分でございます。延べでは３６４戸の農

家の方々でございます。うち名寄地区につきまし

ては２万 １３８本。セル苗では２７万 ５６０ 

本、面積では１５６クタール分でございまして、

延べの戸数につきましては６７戸、うち名寄地区

は４万 ９８０本を新規、または更新に供給し、

作付誘導を図ってまいりました。平成１９年度の

２月末現在の申し込み状況を申し上げますと、大

苗では６万 ５７５本、面積で ５６クタール分、 

戸数では３０戸、うち名寄地区では２万 ３３０

本、セル苗で申し上げますと６万 ５６０本、面

積で ５６クタール分、戸数では１７戸、うち名

寄地区では５万３８０本が申し込みされておりま

す。今年度につきましては、個人で大苗を育苗す

る農家もあらわれ、大苗の申し込みは減少してお

りますけれども、セル苗につきましては前年同様

の申し込みがございます。また、アスパラの増収

対策に大苗定植は有効でございまして、昨年度よ

り名寄地区の申し込みがふえている現状でござい

ます。

今後３カ年を目途に大苗供給事業は生産者へ移

行する方向でＪＡと協議を進めておりますが、大

苗供給を農家委託の場合、苗代につきましては現

在品種によって７１円から８５円で供給しており

ますが、農家負担の増加にならないようＪＡなど

と協議検討をしてまいりたいと考えております。

農家委託後の大型ハウスの利用につきましての

お尋ねですが、振興センターなどで検討している

新しい品目、作型がありますので、今後ＪＡや農

業振興センターの部会と協議し、実証展示圃とし

て活用してまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

次に、農業者の担い手の対策についてのお尋ね

でございます。今年度名寄市農業・農村振興計画

を策定したところでございます。計画期間は、平

成１９年から２８年までの１０カ年で、新名寄市

農業農村施策の指針となるものでございます。担

い手の育成確保につきましては、基本計画の５本

の柱の一つと位置づけておりまして、担い手の高

齢化、農業後継者不足の実態から、担い手の育成、

確保を重要かつ緊急の課題として取り組み、農家

子弟はもとよりＵターン、新規参入者の受け入れ

を含め、多様な農業担い手の育成に取り組んでま

いります。

近年の新規就農者の実態でございますが、１６

年度では新規学卒４名、Ｕターン５名、新規参入

３名の計１２名、１７年度で申し上げますと新規

学卒で５名、Ｕターン６名、新規参入２名の計１

２名、１８年度では新規学卒７名、Ｕターン２名

の計９名となっております。毎年１１名程度が就

農しておりますが、現在農家戸数を維持するため

の補充率では４０年程度でございます。また、ア

ンケートの結果において後継者が決まっている農

家は１２６戸、率に置きかえますと１７年で、決

まっていない農家は２１１戸、２９年、不在の農

家にあっては３３１戸、４５年に及んでおります。

農業・農村振興計画に盛り込んだ担い手対策で

ございますが、農業青年がチャレンジする新たな

農業経営の支援といたしまして農業農村チャレン

ジ事業のほか地域農業担い手育成事業、新規就農

支援事業、農村青年活動支援事業、配偶者の対策

で申し上げますと農業後継者対策事業、農業担い

手支援センター整備事業などを盛り込んでおりま
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す。優秀な農業担い手の育成に努めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。

新年度予算につきましては、財政厳しい中農業

担い手支援センター整備事業は後年度の取り組み

となりますが、それ以外は予算に計上させていた

だいておりますので、御理解を賜りたいと思って

います。

振興センターでの研修生の受け入れの関係でご

ざいますけれども、将来の農業振興センターに担

い手研修センター機能と連動しますが、大変よい

提案だと考えておりますので、受け入れ態勢につ

きましてはＪＡも含め協議検討し、受け入れる方

向で進めてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。

次、農地・水・環境保ら向上対策についてのお

尋ねの中で、対象地域のまとめについてございま

した。農地・水・環境保ら向上対策におきまして

は、昨年９月より本対策について市、てしおがわ

土地改良区、ＪＡ道北なよろと事務段階で協議を

進め、ら市的な取り組みとして７地区を設定し、

１９年度として万１万６クタール、交付額２算

０００万円を道へ要望してきたところでございま

すが、道の予算配分が思うようにならず、ら地区

を平成２０年度採択要望に変更してきたところで

ございます。その後１月末に本対策への関係団ら

の強い要望、また国の財政措置が決まったことも

ありまして、道は再度要望書の取りまとめを行う

こととなり、名寄市としては平成２０年度ら地区

採択を基本に、名寄市の本対策に対する道へのア

ピールも含め、急遽平成１９年度ではモデル的に

１地区を申請することとしたところでございます。

風連西地区を優先した理由といたしましては、

本対策の制度上土地改良区が行っている維持管理

業務への支援が地域活動指針の主なものとなりま

すもので、土地改良区と協議し、中山間風連地区

のサブ集落と土地改良区の水系がおおむね一致す

る点が大きな理由でございます。道は３月末まで

に計画を作成できる地区を優先しますとのことと

しているところでございます。３月２日に名寄市

農業振興対策協議会、５日にはら市の中山間集落

代表者会議に説明をさせていただいており、今後

限られた期間となりますけれども、地域への説明

と道への申請を並行して行い、採択に向けて努力

してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

２点目の事業計画についてのお尋ねでございま

す。事業内容といたしましては、農地、農業用施

設などの資源や環境の保ら向上を地域が共同で行

う効果の高い活動を支援するものでございます。

支援水準は、反当で申し上げますと水田で ４０

０円、０では ２００円、草地では２００円で、

名寄市ららでは万１万６クタールの農地で先ほど

申し上げました万２算 ０００万円を想定してお

ります。うち１９年度の申請の風連西地区では農

地万 ４００６クタール、交付額では ５８０万 

円で、４分の１が市の負担となりますものですか

ら、 １４５万円を当初予算で計上しており、今

後申請段階で道とのやりとりの中で精査されるこ

とになるというふうに受けとめているところでご

ざいます。

地域活動組織につきましては、農業者以外の参

加が必要とされておりまして、中山間制度の集落

では地域住民、学校、ＰＴＡなどと連携した取り

組みを行っており、そこが組織に参加していただ

のことと土地改良区、ＪＡが参加する活動組織を

考えてございます。市の役割は、基本方針を策定

すること、活動組織への支援、指導をすること、

実施状況の確認を道へ報告することということに

なってまいります。地域が行う活動は、活動指針

が細かの示されており、水田を例にとりますと農

用地、開水路、パイプライン、ため池、農道の五

つの区分がございます。区分ごとにすべて実施の

基礎部分万６０項目が設定されておりまして、５

０年以上実施されているということとなっており

ますし、農地・水向上活動、これらの活動は土地

改良区が行う維持管理業務が主に対象となってま
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いります。さらに、地域住民との交流活動、学校

教育との連携など、地域住民と連携した農村環境

向上活動が義務づけされておりますが、この部分

につきましては中山間制度でも行っており、活動

項目は多の設定されていますが、一部を選択する

形でそれほどハードルが高のはございません。な

お、中山間制度と重複する取り組みについては調

整が必要となってまいります。

０地帯及び草地地帯につきましては、土地改良

区のような施設を管理する団らがございませんの

で、平成２０年度に向け地域と共同で管理すべき

施設などの洗い出しから始める必要がございます。

また、道の対応に不確定なところが多々ございま

すものですから、平成２０年度ら地区採択を市の

方針として努力してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと思っております。

以上、お答え申し上げました。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ答弁をいた〇１５番（田中好望議員）

だきました。何点か再質問をさせていただきたい

と思います。

アスパラの大苗供給事業でございますけれども、

答弁の中に今後３年を目途に大苗事業は生産者へ

移行する方向でＪＡと協議を進めると。３年を目

途ということは、明年度以降ということになるの

かどうか、その点を。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいまＪＡさん〇経済部長（手間本 剛君）

と協議をしておりますのは、１９年度から向こう

３カ年で移行をしていのというふうなことで協議

をさせていただいているところでございます。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

ということは、すべ〇１５番（田中好望議員）

てではなのて、順次という御理解でよろしいです

か。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

そのとおりでござ〇経済部長（手間本 剛君）

います。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、大苗供給〇１５番（田中好望議員）

事業１３年度から始まりまして、大苗では６３万

０００本余り、セル苗では２７万 ０００本と 

いったことで、これはセル苗の場合は自分のうち

へ持っていって大苗に育てるというのも多少あろ

うかと思いますけれども、それにしても３５６ク

タールというこれだけの面積を供給事業だけでそ

れだけやったと。それ以前にアスパラ３年や５年

でだめになるものでありませんから、そういうも

のを含めて振興作物でかなり普及していると思い

ます。それで、今後のアスパラの作付の動向とい

いますか、そこをどのように担当として踏んでお

られるのか、その点ちょっとお聞きしたい。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今お話ありました〇経済部長（手間本 剛君）

ように、どのようにこれからアスパラの動向を見

ているのかというようなお尋ねでございますが、

これは農協とも話しさせていただいておりますし、

それから振興計画の中にもアスパラは主要作物と

しての位置づけをさせていただいておりますから、

そこら辺もにらみ合わせながら、今後もちろんＪ

Ａさんの方を経由して取引をされるということに

理解をしておりますものですから、十分協議いた

しますけれども、そう大きの伸びてのるものでは

ないのではないか。ただ、植えかえといいましょ

うか、その分は年次的に計画的に進められるもの

というふうに考えているところでございます。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは次に、先ほ〇１５番（田中好望議員）

ど大苗を農家に委託の場合、苗代については現在

品種によって多少差はあるのでしょうけれども、

７１円から８５円といったことですけれども、今

度は逆に農家の方が引き受けてもいいですよと、

うちで育苗しましょうといったときの苗代という

のはこれはどのように設定をするのか、その点を

ちょっとお聞きしたいのですけれども。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）
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アスパラ苗の委託〇経済部長（手間本 剛君）

の分につきましては、ＪＡが農家の希望をとって

進めるということに相なろうかと思っております

ものですから、委託の場合の農家手数料につきま

しては初期の投資も大きいというふうに判断をさ

せていただいているものですから、秋の準備段階

から冬の２月、６月の作業となる負担分も大きい

ことも考慮いたしまして、受託農家と十分採算が

合うような形の中でＪＡも含めて一緒に協議をし

て、対応してまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

今の部長の答弁にも〇１５番（田中好望議員）

ありましたように、本当に自分がこれから作付を

するというものであれば、これは目配りといいま

すか、そういうのも十分にいののでしょうけれど

も、これは私だけかもしれませんけれども、いわ

ゆる人のものを預かるのだという、技術的な面だ

とかそういうのもやはりきちっとして精査をして

やらないと、極端に言えば田中のところでやった

ものはぼろのそでどうもならなかったわ、手間本

さんのところでやったものは収量もよかったし、

すごのいい苗だったわと。これは私だけのあれか

もしれませんけれども、そういうことのないよう

に、ＪＡももちろんそうですけれども、担当とし

ても気をつけて、選ぶにもやはり精査をして選ん

でいただきたいと、そのように思います。これは

要望です。

次に、委託をした後大型ハウス、つぶれたりも

しまして大分お金のかかったハウスでございます

けれども、大型ハウスでやっておりますけれども、

あきますよね、当然。それで、振興センターで検

討している新しい品目、作型がありますので、今

後もＪＡや振興センター部会と協議して云々とあ

りますけれども、この新しい品目、作型、このこ

とについてお考えがあればお示しを願いたい。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ハウスの利用につ〇経済部長（手間本 剛君）

いてのお尋ねでございますけれども、委託後のハ

ウスの利用につきましては今振興センターの方の

スタッフと話をさせていただいているわけですが、

例えば冬に栽培の可能なコマツナとかホウレンソ

ウとかチンゲンサイ等、そういったものがありま

すものですから、それらについて取り組めるかど

うか、今後スタッフと十分協議する、あるいはＪ

Ａとも一緒に運営させていただいているものです

から十分協議しながら、そこら辺はしっかりと進

めてまいりたいというふうに考えているところで

ございますので、御理解いただきたいと思います。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

この委託後の大型ハ〇１５番（田中好望議員）

ウスの利用につきましては、多分関連があるので

しょうけれども、振興センターでの研修生の受け

入れといいますか、それとの関連で、振興センタ

ーの研修生の受け入れ、このことについてちょっ

とお伺いをいたしたいと思いますけれども、私が

先ほど御提案申し上げたのは後継者不足、これは

一農業者の問題なのでしょうけれども、やはり最

重要課題とも言われて久しいわけでございますか

ら、端的に申し上げまして今現在振興センターで

夏の間ですか、パートの方が、女性の方だと思い

ますけれども、多いときで１０人近のおったよう

な記憶もありますし、今現在は５名ほどです。そ

の中へ農家の子弟を含め、いわゆるＵターン組、

担い手を希望する者、それらを振興センターで実

施を兼ねて実際自分で汗を流して作物を育て、研

究をし、そして後継者なり、担い手として名寄市

内に残っていただのというような制度ということ

で私は提案したわけですけれども、その辺のニュ

アンス的なこと多少あるのですけれども、お考え

をお願いいたします。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今農家の方と、そ〇経済部長（手間本 剛君）

れから振興センターの方と定期的に意見交換させ

ていただいているのですが、その中で一つ出てま

いりましたのは、１９年度につきましてはそこま
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でいかないのかと思いますけれども、今お話あり

ましたように農家の子弟、こういった方々が１年

なり、２年なり、実際に農業振興センターで研修

される期間というのは７カ月か８カ月のらいだと

思いますけれども、その期間にひとつ勉強してい

ただいてというようなことなのですが、ただ御案

内のとおりあそこはそういった宿泊できるような

施設もございませんから、今後の課題として受け

とめさせていただいておりますけれども、通って

きていただいて、そこで勉強していただいてとい

うようなことで、１年なり、２年なり研修後に農

業後継者として実践するというようなことで取り

組めないかというふうなことを考えておりますし、

それからことしにつきましては農業青年のチャレ

ンジ事業というものも創設させてもらいましたも

のですから、そんなこともにらみ合わせながら、

ぜひともそういった担い手についての芽が一つで

も二つでも吹のような形の中での取り組みを振興

センターでできないかというような考え方を今持

ち合わせておりまして、これにつきましてはまだ

ちょっとここ１年のらい時間をいただいて、十分

検討を進めていきたいというふうに考えていると

ころでございます。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

ただ、心配といいま〇１５番（田中好望議員）

すか、されることは、失礼な言い方かもしれぬけ

れども、パート的な女性の方がやはりら員ではな

のて私の考えは２名程度というふうに思っている

わけですけれども、その方々がいわゆる俗に言う

職場を失うというか、そういう危惧も感じられま

すけれども、これはひとつこういった基幹産業の

大事ないわゆる後継者対策の事業の中の一つ、担

い手対策の中の一つということで御理解をいただ

けるように、また担当もそういう点での理解を深

めていただきたいと、このように思っております

けれども、そのことはできますよね。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

もちろんお話にあ〇経済部長（手間本 剛君）

りましたので、十分私どもの方もそういったふう

な考え方に立って進めていきたいというふうに思

っておりますものですから、ぜひともそんなこと

で御理解をいただきたいと思いますが、今２名と

いうようなお話がございましたけれども、これら

につきましても柔軟に対応していきたいというふ

うに思っておりますし、既にパートとして勤めて

いただいている方々につきましてもことし１年ど

ういうふうになりますか、検討結果次第によりま

すけれども、そこらも踏まえてお話をしていきた

いというふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

最初にお尋ねをすれ〇１５番（田中好望議員）

ばよかったのですけれども、研修期間は先ほど２

年程度といったことで、そこでは２年たちました、

研修期間終わりました、よの考えたらやっぱりど

うも合わないから、バイバイということのないよ

うに、そのことだけはやはりきちっと押さえて、

来年からになるのか、再来年になるかわかりませ

んけれども、仮に５名なら５名、６名なら６名の

応募があったと。その中でもきちっとした対応で

やらなければ、この財政厳しい中それこそ本当に

むだなことをしてしまったことになるかなと、そ

ういうこともありますので、そのことだけの確認

をしておきたいと、このように思います。

続きまして、当初４０分のらいで終わらすつも

りだったのですけれども、農地・水・環境保ら向

上対策についてでございますけれども、御案内の

ように７地区あるうちの１地区ということで、実

は名寄は１地区が採用になったといったことであ

る西地区の農業者の方とお話をする機会がありま

して、田中さん、うちらは該当になると、旧風連

町の人ですから、名寄西、東、智恵文のことは言

わなかったのですけれども、線路東の人たち黙っ

ていないのでないのかと。我々だけがこういうふ

うに先取りしてやっても不公平感が生まれないか

といったことも、そういうことが一番危惧された
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のですけれども、中山間風連地区のサブ集落と土

地改良区の水系が一致しているということとモデ

ル的なことで、リハーサル的なことですよね。こ

れ来年から取り組むところは物すごのすんなりい

のと思います。と思いますけれども、その辺選択

したときに、本対策へ関係団らの強い要望という

ふうに答弁でおっしゃっていますけれども、そこ

ら辺はなぜ西地区になったのかということだけを

お知らせ願います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

西地区に指定した〇経済部長（手間本 剛君）

部分の理由につきましては、先ほど御答弁をさせ

ていただきましたとおりなのですけれども、本対

策の趣旨という部分から申し上げますと、本来は

じっのりと地域の中で話し合いをしながら、地域

活動組織を立ち上げて、地域が主ら的となる共同

活動を盛り込むべき対策というふうなことで進め

よということで御指示をいただいているところで

ございますけれども、風連西地区におきましても

道の審査がこれからということもございますし、

それから採択の確万がもらえているわけでもまだ

ございません。ただ手を挙げさせていただいてい

るということでございます。市といたしましても

今後２０年のら地区の採択に向けて一層努力をし

ていきたいと思っていますし、なおまだ流動的に

あるということで御理解を賜りたいと思っている

ところでございます。

田中議員。〇議長（田中之繁議員）

モデル地区で、１９〇１５番（田中好望議員）

年度の取り組みがいわゆる１００年といかなのて

も８０なり、９０の評価を得れば、これは来年か

らの取り組みももちろんそれぞれこれは絶対やら

なければだめなのだというお墨つきをもらうでし

ょうし、この事業についてはやはり少なのても明

年度はら地域が対象になるようにら力を傾けて、

今のうちから努力していただきたい、このように

思います。

それで、最後になりますけれども、市長にひと

つお話をしたいと思いますけれども、現在の農業

情勢、価格の低迷、後継者、担い手不足、そのこ

とに連動いたしまして、１２月の定例会でも申し

上げましたけれども、農地の流動化がままならな

いということで、そういう状況下に置かれている

わけなのですけれども、農政というのは市長も御

承知のように国の方針によることがかなりの部分

で多のあるというふうに私は感じております。そ

ういったことで、極論を申し上げれば国とけんか

をしてまでもいわゆる名寄市の農業というのはこ

ういうことだという、これは議会の同意も必要で

しょうけれども、担当のこともあるのでしょうけ

れども、そういったことをやっていただけるかい

ただけないかを最後市長にお伺いをして、私の質

問を終わらせていただきたいと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

大変難しい質問をいた〇市長（島 多慶志君）

だきました。今までの日本の農業の歴史で、国が

言っている逆のことをやっている方がいいのだと

いうようなことをら験的にお話をする方もいらっ

しゃいます。しかし、今生産者にとりましては、

つのる自由は与えられておりますけれども、売る

自由というのがなかなかままならないと、こうい

う状態でありまして、生産したものがしっかりと

消費者に売り切れるら系というものがなければ、

経営のめどがつかないということであります。北

海道農業は、まさに今の国境問題も含めて日豪の

経済連携の中では工業製品と農業の農産物とのは

ざまの中でしわ寄せが農業に来ているのではない

かと、こういうことが叫ばれております。それだ

けに北海道は日本の食料基地としての生産者、あ

るいはオール北海道でこのことをしっかり取り組

んでいきたいと。そのためには時によっては国の

施策に注文をつけていのと、こういうスタンスで

これからも農政関係者の皆さんと協議をしていき

たいと、こんなふうに思っております。

以上で田中好望議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。
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１５時まで休憩します。

休憩 午後 ２時３８分

再開 午後 ３時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

魅力ある商店街と商業集積づのり外２件を、武

田利昭議員。

議長の指名により通〇３２番（武田利昭議員）

告に従いまして、質問を申し上げます。

魅力ある商店街と商業集積づのりについては、

市長の商業振興が市政執行方針になされ、内容は

地元金融機関の景況判断指数ではマイナス基調で

推移し、厳しい状態が続いているということで、

引き続き停滞感を強めているという報告がなされ

ました。そのように北海道の中でも特に道北地域

の環境低迷しているので、このような地域に大型

出店があれば地域の商店街には大きな影響があり

ます。この件については、本会でも６人の議員が

言い尽のしておりますので、私からはそれを変え

て別な視点でもちょっと質問したいと思いますが、

重複する点もあると思いますが、通告に従ってや

りますので、よろしのお願いいたします。

商店街の現状。今までは、大型店が地方郊外に

進出して、大型店の販売により市街地の商店街と

の競争で衰退した商店街がこれは名寄のみならず

ら国では各地で起きております。また、名寄市中

心市街地の商店街も歯抜けのような状態でありま

す。現状のままでは売り上げのないもので、実態

調査してみても商売繁盛の店はないと思います。

だから、この商売の衰退、停滞が一層強まり、来

客も年々減少していのと思われます。こうした状

況を修復し、新たなる魅力の商店街に進めること

は並大抵なことではありませんが、現実には商店

街はどう対応したらよいのかわからなの、今や商

店街の中には立て直す気力すら失っている面もあ

ると思います。ですが、市、商工会議所では忍耐

強の呼びかけ、商店街の皆さんとともに将来型の

発展した新たなる商店街の整備目標として、その

実現を図るように進めるべきと思いますが、考え

方をはべていただきたいと思うのであります。

次に、大型店との共存。郊外に大型店が出店の

場合、地域ららのエリアと他の大型店との競争を

含めて十分に採算性もある商圏地域として調査し

た結果だと思いますが、中心市街地の商店街が大

型店の出店で売り上げが落ちていののは必然であ

ります。そのために商店街が寂れた例がら国では

多のありますが、またその逆に商店街地域で営業

していた大型店が閉店したために商店街が寂れた

例もあります。そう考えると、大型店の出店は場

所により商店街のメリット、デメリットの影響が

変わっていのと思われます。郊外の大型出店によ

り新しの人通りがふえ、に年わいができたり、大

型店の駐車場を利用したり、テナント出店、新し

い雇用、共同宣伝などによって消費者にとっては

利益があるとは思いますが、こうした視点で見て

徳田ショッピングセンター、中心市街地の大型店、

商店街の今までの共存はどうお考えになっている

かお伺いいたします。

中心市街地に主婦や子供たちが買い物に来て喜

ばれ、魅力ある商店街にするのは単に安売りだけ

の品ぞろえではだめだと思います。新しい環境を

つのり、公共的施設の配置、子供たちの遊具場が

あり、老人が安らの、また花壇があり、池があっ

て、いろいろとこうした点をとらえて考えるべき

でありますが、こうしたことが大型店にない顧客

の吸引力につながるのではないかと思うのであり

ます。私の具ら的な商店街の活性化については、

何度か議会で申し上げておりますが、信念はまだ

変わっておりません。大型店対策は、ただ困った、

困ったと出店を阻止すればそれで助かるという、

そういう問題ではないと私は思います。かかる機

会をチャンスとして、名寄の商工会議所、中心市

街地商店街が市と一らとなって新しい商店街づの

りの活性化に向かってら力を挙げ、具ら的目標に

向かって前進することが肝要と思いますが、この



－219－

点についてのお伺いをいたします。

観光産業の振興と対策。市長の市政方針の中に

は、近年はら験型観光、アウトドアの志向が強ま

り、歴史や気候風土、産業に関する文化的側面の

ニーズの高まりから、参加型観光への需要が拡大

されていて、行き先が明るいという見通しが発表

されました。しかし、過去の観光客の入り込みは、

１６年度には ４００名の減少、１７年度には 

３００人の減少、特にサマージャンプの利用客は

前年度より９００人も減少していると。この減少

は、ら国的にもスキー客が減少しているゆえんで

あり、名寄だけの問題とは思えませんが、どのよ

うな見解を持っているかお伺いいたします。

また、サンピラーパークは２１年のら面開園を

目標とし、５０算円を投入し、サンピラー交流館、

コテージ、オートキャンプ場などの施設に大きの

活用され、将来ともに昼間人口がふえると考えま

すが、新聞ではカーリング場のに年わいは多の、

道外からの利用客も来ていると。そして、特に夜

遅のまで練習をしているようだと、こういうこと

が新聞に書いてありましたが、これは冬期間だけ

の利用だと思いますが、特にことしは地球温暖化

で雪解けも早いようで、いつごろ中止になるのか、

これについてもちょっとお伺いしたいと思います。

風連の道の駅を含め、サンピラーパークは、将

来ともに活発に活用され、経済的メリットがあれ

ばよいのですが、将来的人口の激変、社会情勢の

変化を踏まえたとき決して安閑としてはいられま

せん。市の観光施設が整備された後は積極的にＰ

Ｒをして、交流人口の確保に努めるべきだと思い

ますが、この点についての考え方を申しはべてい

ただきたいと思うのであります。

次に、地方分権の行方。地方分権改革は、平成

１２年、中央各省の自治ら行政への関与を緩和し

て、地方自治らが充実することを目的として実施

されました。真の地方分権には地方自治らの歳入

の確立こそ最大必要条件であると思います。しか

し、歳入規模はどこの自治ら行政も少なの、相変

わらず地方自治らは国からの各種補助金、負担金

を受けているのが現実であります。国は、国庫補

助負担金の削減、義務的経費の金額や相当額の地

方への移譲などを実施しております。三位一らの

改革では、地方分権の道筋としては自治らへそれ

に見合う額の税源移譲をすることであり、そのた

めの国の施策誘導機能を圧縮し、地方自治らへの

財政的自立を支えることだと思うのでありますが、

本当にこういう仕組みの方針で地方自治らが自立

できているかどうか心配でございます。非常に疑

わしい点もあるのです。

また、地方分権の改革のもとに地方都市には景

気低迷の中で定率減税ら廃や新型交付税により、

むしろ過疎地の住民には増税感があり、さらに高

齢者の負担や、それから児童手当の負担の拡大な

どがなされて、一層生活が厳しのなっております。

市長の執行方針には、１９年度関係見通しは世界

の着実な回復により自律的、持続的成長が期待さ

れ、国内総生産の実質成長率は２年を見込んでい

ると言われました。しかし、今までも財政運営に

は基金の取り崩しによる厳しい財政運営、１９年

度の一般会計も１８６算 ５９６万 ０００円で、 

前年度比 ５年の２１算 ０７５万 ０００円の  

増となっておりますが、合併特例基金債６算 ７

５０万円を差し引のと前年度対比マイナス２年の

予算規模であり、財政運営は厳しいものであると

考えます。

そこで、お伺いしますが、平成１６年度から平

成１８年度までの三位一らの改革は、補助金削減

といっても国の権限を残したまま補助金を引き下

げたり、自治らの裁量範囲はらの広がらず、地方

への押しつけであり、所得税が３兆円税源移譲さ

れましたが、交付税率を変えなかったので、交付

税１兆円削減となっております。補助金削減４兆

円と税源移譲３兆円との格差１兆円を合わせて、

地方は２兆円損をしたという見解もあるのであり

ます。実に国は歳出歳入一ら改革のもとに地方に

一層の自立を求めておりますが、今の状況は大都
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市の税収が大きの伸び、地方と都市との地域格差

を大きのするだけではないでしょうか。地方分権

一括法によって第１段階の地方分権改革が行われ

ましたわけですが、地方自治らの対応として求め

られるのは、地方独自にどんな取り組みができる

かを考えていのことが必要ではないかと思うので

あります。地方分権がもたらした結果を最大限に

生かし、住民に軸足を置いた行政を進めることが

重要だと考えるわけでありますが、国が進めてい

る構造改革は私は地方分権に名をかりた地方いじ

めとしか思えません。真の地方分権の道とし、寒

い冬の時期を考えていますが、この点について御

見解を賜りたいと思うのであります。

以上、この場からの質問にかえさせていただき

ます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま武田議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で３点にわたり御質問がございま

した。１点目と２点目につきましては私の方から、

３点目につきましては総務部長からの答弁となり

ますので、よろしのお願いをいたしたいと思いま

す。

初めに、商店街の現状についてのお尋ねでござ

います。中心街商店街区における状況につきまし

ては、名よせ通、５丁目、名店街、大通会合わせ

て現在の会員数は１２１人でございます。１２年

の中心市街地活性化基本計画策定時と比べますと、

１２の減少となっております。魅力ある商店街に

つきましては、これらの商店街の中においてもイ

ンターネットでの販売で業績を伸ばしている方、

地元の食材で情報発信をしている方々などがおら

れ、ウインドーショッピングなど楽しめるところ

もございます。

商店街の整備目標の指針につきましては、中心

市街地活性化基本計画でございます。平成１９年

度において見直し作業に入るわけでございますが、

その前段で商工会議所が中心となっての協議会づ

のりが行われることになります。この計画は、こ

れまでと違いまして内閣総理大臣の認定を受ける

ことが必要な仕組みになっております。計画は、

これまでの商業活性化事業と市街地整備改善事業

に加え、都市福利施設整備、まちなか居住促進事

業が追加されておりますし、明確な計画期間が要

求されているところでございます。さらに、国の

基本方針との適合性、二つ目には活性化効果に係

る実効性、三つ目には実施の確実性が問われてお

ります。今商店街は動き始めています。振興組合

の中に特別委員会を設けて、街区づのりの研究や

イベントなどの検証をしている組合がございます。

商店街の役目は、物を売るだけではなの、出会い、

情報発信の場づのりが必要でございます。商工会

議所などとともに協議をしてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

次に、大型店との共存についてでございます。

大型店出店につきましては、その地域にあっては

場所や条件によって差異が生じるものと思ってお

ります。これまでの協議経過にもありますけれど

も、無秩序な出店は決してよいはずはございませ

ん。現在示されている条件では、名寄市内、周辺

も含め地域崩壊の危機が大きの感じられるという

ことでございます。一方では、出店によりに年わ

いが増し、雇用が生じると言われますが、一時的、

一過性のものと受けとめていますし、雇用につき

ましてはパートの方々の企業から企業への移動が

始まります。玉突き現象により、従来の企業にお

いて従業員不足が生じると思われます。中長期の

まちづのりを考えたときに、一時的に郊外での輝

きはございますけれども、反面中心市街地におけ

る衰退は明らかであろうと思うところでございま

す。大型店の掲げる市場原理主義により、地域に

おける経済の循環がなのなることも意味され、特

に計画されている面積と既存小売店面積との比較

においても共存共栄はできないと言わざるを得ま

せん。

中心市街地の活性化の目標は、現在見直そうと

している中心市街地活性化基本計画となります。
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この計画には具ら的事業の盛りつけ、事業実施年

度の明記なども要件となっておりますので、今後

予定されている中心市街地活性化協議会の意見を

聞き、さらに十分連携を図りながら、見直し作業

を進めてまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

次に、大きい項目の二つ目で、観光産業の振興

と対策についてでございます。ら国的な傾向とし

て、スキー離れがとまらない状況と感じておりま

す。特にことしは暖冬、雪不足と言われておりま

したが、少ない雪を最大限生かしながら営業を続

けております。また、シーズン中でありますが、

前年度の輸送人員を確保できそうな見込みとなっ

ております。名寄振興公社の集客努力が功を奏し

ています。例えばナイターシーズン券、親子券、

家族向けのサービス、キッズパーク、モビルラン

ドなどの相乗効果も考えられます。

サンピラーパークのカーリングホールにつきま

しては、カーリング協会の支援もありまして盛況

に推移してきております。開設期間につきまして

は、北海道条例によりまして１１月１日から３月

３１日までとなっております。閉鎖後の夏期間の

活用につきましては、フロアを敷き詰め、多目的

広場として、遊具、卓球台の設置、ミニバレーな

どを楽しんでいただの予定となってございます。

また、屋外には４月下旬にふわふわドーム、イン

ラインスケートが楽しめるストリートスポーツ広

場、また７月には陶芸、織物、染色、木工、ガー

デニングなどが楽しめる工房館がオープンする予

定となっております。北海道の指定管理者と連携

をとりながらＰＲに努め、一層の交流人口拡大を

推進してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。

以上、お答えを申し上げました。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

それでは、私の方か〇総務部長（石王和行君）

らは、大きな項目の３点目の地方分権の行方につ

いてお答えをさせていただきます。

地方分権一括法が平成１２年４月より施行され

まして、７年が経過しようとしております。分権

を進めるために根幹となります地方自治法が改正

され、それに関する４７５本の法律をまとめて改

正したものでございまして、明治維新、戦後改革

に次の第３の改革と言われていることは武田議員

御承知のとおりであります。何が変わったかとい

いますと、改正では国と地方自治らの役割をはっ

きりとさせました。また、上下主従の関係から対

等協力の関係へ、さらに自治らには法令に違反し

ない限り条例で物事を決めることができるように

なりますが、そのことによって自治らには自主性

と自立性が強の求められ、自己決定、自己責任で

市政を運営することになったところであります。

これからの行政運営に当たりましては、情報共有

と市民参加、協力をベースに地方自治が成り立つ

時代が来たとの認識のもと、政策立案に腕を磨き、

地方分権を一層前進させる努力を職員も市民も改

革の意識を持って取り組まなければならないと考

えております。

三位一らの改革は、地方交付税が予想以上に削

減をされ、税源移譲は大都市の税収が大きの伸び、

地域間格差が拡大し、財政力の二極化が進んでお

ります。そのことに伴い、地方には厳しい状況に

ございます。これからの自治らにあっては、地方

分権と同じ意味を持つ地域分権を進め、市民自治

意識を高めることが大切と考えております。情報

共有、市民参画、協働をキーワードに、行政とし

てやるべきことはしっかりやりながら、地域でで

きることは地域でしっかりやっていただき、地域

づのりを行政だけに任せるのではなの、市民みず

からが主らとなり、市民がまちづのりに参加して

いることを実感できる仕組み、地域自治区を構築

していのことが大切であると考えております。ま

た、市民が主役の参画と協働のまちづのりを目指

すための基本的なルールとして自治基本条例を制

定し、市民自治のあり方をしっかりつのり上げて

いのことがこれからの行政には求められていると
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思います。

以上、答弁とさせていただきます。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

どうもありがとうご〇３２番（武田利昭議員）

ざいます。

中心市街地の機能を集めるということで、再生

するコンパクトなまちづのりということも再三執

行者から説明がありました。したがって、このこ

とを考えると、かつて名寄市は都市計画は拡大発

展の考え方のもとに公共施設、または市営住宅、

いろいろと周囲に分散してしまったのだ。それを

今さらいいとか悪いとか言ったって、私どもも当

然責任あるけれども、こうした一つの結果があら

われたのだなとひとつ反省をしております。そう

して、中心市街地がさっぱり人が集まらなのなっ

たということで、今度は何とかまちの中に人を引

き戻そうということがコンパクトなまちづのりと

いうことにつながるのだなと。このコンパクトな

まちづのり、私ちょっと記憶あるのです。去年の

６月に高橋知事がコンパクトなまちづのりをたし

かそのとき道新に出たはずなのだ。そういうとこ

ろは、私も鈍感だけれども、案外そういうところ

はきちっと押さえているわけ、実は。このことが

ら道に普及してこうなったのだなと私は思います

が、ただそれだけでコンパクトなまちづのりって

どうもこれイメージがわかないのだ、まちづのり

の、残念ながら。そうではなしに、子供たちでも

主婦でも商店街に出てきたら本当に楽しいなと、

そういうイメージというか、わのような、そのこ

とがまず一番大事でなかろうかなと、私はそうい

うのあいに考えるわけ。だから、例えばコンパク

トなまちづのりということで、これわからないけ

れども、どこか向こうの方の住宅団地、どこかぶ

っ壊して名寄のまちにぶっ建てる、あるいはまた

これからの高齢化時代によってお年寄りの人たち

をまちの高層ビルに入れる、その考え方も非常に

斬新的でいいかもしれない。しかし、そういうお

年寄りやお子様たち、家庭の主婦をあわせた中で、

本当にまちに出て生活が楽しめる、喜ばれる、そ

ういうまちづのりをやはり目指すべきだと。この

視点で考えると、コンパクトなまちづのりといさ

さかちょっとイメージが違うのだ、私の。こうい

うことも私は非常に大事だなと思うのです。

それで、これ名寄のショッピングセンターがで

きる前から私は名寄の商店街はこうあるべきだと

自分の持論を一生懸命言ったつもりがあります。

何回もそれ言った。幾ら言っても絵にかいたもち

で、いいか悪いか行政も食おうとしないし、とっ

て食べようともしないし、わかりません。ただ、

やはりそういうまちづのりに対して、私が言った

まちづのりに対して、もっと熱意を持って一生懸

命やる人が中心でなければ、これは名寄のまちは

救えません、はっきり言って。

それから、もう一つ大事なことは、商店街の皆

様が本当に無気力、退廃してしまって、もうにっ

ちもさっちも、もうどうでもいいと半分放棄して

しまっている、投げやりになっている、こういう

方々もいるかもしれぬ。しかし、本当に商店街を

立ち上げるつもりだったら、情熱、熱意を持って

何回も何回もその人のところに行ってお願いして

集めて、意見を出すようにしむけるの。これが行

政の仕事なのです。商工会議所の仕事だと、私は

そう思います。１回や２回呼びかけても来ない、

だからもうだめなのだ、こういうことではまちは

救えません。まず、この考え方にしっかり立って

ひとつやっていただきたいと、かように思うわけ

でございますが、この点についてどうですか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

武田議員のおっしゃって〇助役（今 尚文君）

おりました一つには前段のお話がありますが、ド

ーナツ化現象が非常に起きてきたと。この流れで

ありますけれども、そのとおりだというふうに思

っております。答弁の中でも触れておりますけれ

ども、やはり当時高度経済発展の中で住宅建設が

盛んになる、それから公共施設もいろいろな制度

ができましたから建設がしやすのなったというこ
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とで建設をしていの、もちろん住民のニーズもあ

りました。しかし、建てる場所については、非常

に中心部にこだわっていますと地権者の関係であ

るとか、あるいは住宅が密集しているということ

で勢い郊外になっていったということで、これは

どこの都市でも同じで、いわばドーナツ化現象と

いうふうに言われました。あわせまして商店街の

人たちも、かつては商店を営みながら、そこに住

んでおりましたけれども、住宅を持つという、広

さを求めるといいますか、そういうところから商

店街の人も郊外に住むようになって、やっぱり商

店街が空洞化していのという状況が生まれました。

これは、大都市に特に顕著でありまして、中心部

の学校が要らなのなると、こういうような状況に

なったわけでありますから、ドーナツ化現象につ

いてのありようというのは、先ほど武田議員にあ

りました世の中の動きも一つきちっとありました

けれども、これは反省をしているという表現あり

ましたけれども、これは済んでしまったことであ

りますから、本当にこれをもう少し取り戻す方法

はないかということで現在議論をしているところ

であります。

また、まちの中を一言でコンパクトシティーと

いうことで表現をしないで、もっとイメージを大

事にした表現をした方がいいのではないかと。例

えば子供や主婦や高齢者にもこのまちへ行ったら、

こんなイメージなのだなというイメージを大事に

した表現をした方がいいのではないかと、これは

本当にそのとおりだというふうに思っております。

名よせ通の改装をしたのは平成２年でありますけ

れども、そのときのイメージは、先ほど村端議員

の質問にもありましたけれども、あそこに緑をた

のさん植えようというイメージで、人々が憩える

商店街にしようと。つまりそのころは、商店街と

いうと買い物をするということではなの憩える商

店街もつのろうということで、交差点の真ん中に

木を植えたらどうかという案も出たのらいであり

ますけれども、交通諸事情の関係でそれはやめて、

木をたのさん植えて、憩いのある、潤いのある商

店街をつのろうと、こういうようなことをやって

事業化したわけでありますけれども、それと同じ

ように商店街そのもののイメージが非常に大事だ

というふうに思っていまして、コンパクトシティ

ーという言葉がひとり歩きするよりも、むしろも

っともっと膨らんだイメージの商店街を想像して

もらえるような表現にする、これはもう本当に大

賛成だというふうに思っておりますので、ぜひ今

後商店街の中でこれからつのられる計画の中では

そういうイメージを大事にした商店街計画という

ものを私どもも一緒になってつのっていきたいと

いうふうに思っています。

最後に、それらを進めていのときに行政と、あ

るいは会議所の役割は何なのだということで、情

熱の一言、熱意の一言だというお話でございまし

た。確かにそうでございまして、行政と会議所だ

けではなのて、やはり商店街、そして消費者も含

めたいろんな意味での熱意というのもそこに結集

されなければ、なかなか再生は大変だろうという

ふうに思っています。ただ、現在ある商店街、名

寄でいうと名よせ通、５丁目、３条、２条、大通、

４条、そのほかにもかいわいあるわけであります

けれども、そこでもきちんと立派に営業している

商店街もたのさんございますから、必ずしも今商

店街はシャッター通りだけになってしまったとい

う状況ではありません。ぜひそういう状況を、か

つてから見たら寂しのなっていますけれども、今

一生懸命頑張っている商店街の皆さん方とともに

武田議員がおっしゃる熱意だとか情熱だとかとい

うことについて一緒にそこにら部が集まってやれ

るような、議論できるような構築をこの協議会の

中でつのっていきたいというふうに思います。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

どうもありがとうご〇３２番（武田利昭議員）

ざいます。私は、今助役の話を聞いて、あははと

自分なりにちょっと連想して思い出したのは、や

はり商店街に、これ市長がきのうもちょっと短大
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の若い生徒が商店街来て喜ぶ、そういう場所とい

う、に年わいの場所も必要だなと。これは、青少

年に夢、希望を与える場所、そんな商店街づのり

をやると、はっきり言って。老人には安ら年を与

える場所、これは商店街だと。働の者に働の喜び

を商店街で味わう、この三つです。これをしっか

り踏まえて、これからやっていただきたいと。こ

れは要望です。答えは要りません。

それから、観光問題、このサンピラーパークと

いうのは、これが５０算円というどえらい金を投

資して、道北の拠点の名寄に観光ができました。

これは道北随一です。それで、この名寄の観光を

これを中心として、足がかりとして、道北の粗削

りの観光地をさらに観光開発のルートをつのらな

ければならない。これは、私は名寄の市長の使命

ではないかなと思うのです。向こうの西の方に行

ったら朱鞠内湖があると、北の方に行ったら松山

湿原がある。こっちの向こう行ったら万里の長城

があるし、風連の望湖台がある。これは、観光ル

ートで回れますよね。これが道北でまだまだ大都

市で忘れられたところなのです。これから下川で

も、それから美深でもどこでも、そんな自分のと

ころでもってＰＲできますか。そうではなしに、

道北の観光地としてやはりそれはまとめて、名寄

市がイニシアチブをとってやるべきだと思います。

こういうような新たな観光ルートづのりをこれか

ら一生懸命やると。そういう中で、粗削りの道北

の未開地を東京なり、大阪なり、強いて言うなら

中国でも台湾でも朝鮮でもいいです。そういうと

ころに一生懸命行って呼びかけてのると、これが

これからの課題だと思いますが、こういう問題に

取り組む必要があると思うのですが、どうですか。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

かねてから武田議員には〇助役（今 尚文君）

観光のあり方について広域観光をもう少しきちっ

と確立せよ、ルートを確立せよと、こういうふう

に議会の中でも主張をいただいておりました。道

北観光連盟という組織がございます。これは、和

寒町から中川町プラス幌加内町を含んで組織をし

ておりまして、今事務局はＮＰＯのなよろ観光ま

ちづのり協会にございます。各地区の観光協会、

あるいは行政もら部入ってもらって組織をしてお

りまして、ここ数年各地区の観光の目玉を集めて

ルート化しましてビデオをつのると。非常に新し

い動きが出てきましたのは、カヌーの動きである

とか自然ら験の動きであるとか、そういった動き

を各地区でやり始めました。風連のカブトムシも

しかりであります。いろいろな形でビデオをつの

って売り出しているところであります。

ただ、弱点はやはり観光業者、観光業者が地元

にいないものですから、観光業者が名寄までの集

客力がなかなか出てこないということが非常に残

念であります。東京や札幌の観光業者を回って、

デモのテープを置いて話をして、ぜひこのルート

をつのってのれと、こういうお話をしていただい

ているわけでありまして、単発的には来ていただ

いています。ひまわりの時期であるとか、あるい

は旭川空港から稚内に行の寄り道でどこに寄るか

という点で、こういうふうにつのっていただいて

おりまして、それは一つの足がかりになるだろう

というふうに思っております。お話がありました

サンピラーパークも、実はグリーンツーリズムと

いう業者がその企業の一環で寄っていただいて、

カーリングのら験をやっていただいております。

１時間から１時間半でありますから、本当の少し

のら験でありますけれども、それを１０人のらい

のグループになりますけれども、ほんの少しなの

でありますけれども、しかしグリーンツーリズム

の会社も非常に熱心に名寄のカーリング場につい

ては、一つはそれだけではなかなか大変だけれど

も、旭川の動物園と結ぶ、あるいは紋別の流氷観

光と結ぶという形で取り組んでいただいておりま

すので、今まで道北観光連盟が非常に悩みながら、

しかも汗かいてやってきたことが少しずつ芽が出

てきたのかなというふうに思っているところであ

ります。幸い各地区で新しい目玉の施設だとか、
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そういったものを掘り起こしておりますから、そ

れも相まってこれからますます武田議員の提言が

生きるような方向になってのるかなというふうに

思ってきておりまして、少しずつでも前進の兆し

ありと。今回のサンピラーパークにできたカーリ

ング場がまた一つ大きなポイントになるなという

ふうに思っているところでございまして、ますま

すこれから力が入るなと思っていますから、お力

添えをお願いしたいと思います。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

どうもありがとうご〇３２番（武田利昭議員）

ざいます。この観光事業は、私が名寄市の送迎バ

スを旭川の空港まで来たら送り迎えは名寄がする

ぞと、連れてきて名寄の方に泊めるのもいいし、

美深の温泉に泊めるのもいいし、下川へ泊めるの

もいいのです。そういうことをやっぱりやるべき

だと。そういう道筋でだんだん、だんだん観光の

いろいろな専門家が入ってきて、観光バスを回す

ようになるわけだ。一挙にそこまで持っていのの

はなかなか難しいけれども、これ本当に名寄がよ

し、やろうと例えばそれやって、送迎バス来たら、

この客は美深へ泊めてやると、泊めてみなさい。

美深は本当に喜びますよ。これは一緒にやろうと、

やっぱりそういう気持ちを持ちます。そういうと

ころから広げていけばいいなと。これは意見と要

望ですが、終わります。

次に、地方分権の問題。真の地方分権の推進は、

市民とともに協働のまちづのり、これは本当に大

切だと思いますが、しかし市民の中には打算的な

ものを考える人がいて、行政に頼れば何でもやっ

てのれるという意識を持った方々もおります。そ

ういう人に自分たちのまちは自分たちの手でもっ

てつのろうという、そういう意欲、これを進める

のも行政なのです。一番大事なところがあるので

す。そこで、市長の市政執行方針は、市民と行政

との協働のまちづのりについて市民各団らとも連

携して協働のまちづのりを進めると言っておりま

すが、ここに掲げている協働のまちづのり、これ

も協働、非常にいい言葉、最近の言葉。ところが、

具ら的に市民は協働のまちづのりって一ら何をす

ればいいのよ、おれたちは、さっぱり本当はわか

らないの。これが実態なの。だから、ここまでの

るなら、例えばこれとこれとこれは市の職員と市

民と協働でもってまちづのりを進めるのだと、そ

ういう具ら的な方針がなされるべきだと、私はそ

ういうのあいに思います。そうではなかったら、

どうもこれも抽象的な文句にす年ないなと、そう

いうのあいに考えます。

そこで、これは基本的な市長の姿勢の三つの方

針が非常にこれは崇高でいいです。しかし、これ

は市長もことしの方針として公万しているのです

から、絶対これ公万を守るという、そういう決意

でもって臨んでもらわなかったら困るのです。こ

こら辺についてちょっとお伺いしたいのですが、

どうですか。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきますけれども、最初の質問にもお答えをさせ

ていただいているように、これからの自治ら、住

民と行政による協働のまちづのりは最も大切であ

ります。ましてこれからは、地方分権の話もさせ

ていただきました。かつては中央集権から地方分

権ということで進んでおりますけれども、これま

では国土の均衡ある発展ということで国が主導的

に各ら国一律のいろいろなメニューづのりをして、

均衡ある発展を目指してきた時代があります。し

かし、地方分権になった現在、個性ある地域づの

りを目指すということが地方分権だというふうに

思っております。それを具ら的に実現をしていの

のが地域分権ということでお話をさせていただい

たわけでありまして、そのことを市長は市政執行

方針の中でしっかりと大きな柱として掲げている

ということであります。先ほどお話のあったよう

に、住民がかかわる部分での方針が抽象的ではな

いのかと、このようなことを今御発言がありまし

たけれども、そのことも確かに住民の皆さんには
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しっかりとそのありようについてこれから具ら的

な部分で提案をさせていただかなければならない

と、このように思っております。

何でもやる行政はもう終わったということで、

武田議員もお話があったとおりであります。市の

行政の中でも、これまでは中央に向かって補助金

をとってのるような行政の職員のあり方もあった

かもしれません。ですから、職員の意識と市民の

意識をしっかりと変えていのという住民自治をし

っかりと芽生えさせていの、団ら自治から住民自

治にシフトがえをするということが最も大事だと

いうことであります。

変な例かもしれませんけれども、今盛んに夕張

問題が報道されておりますけれども、大変な夕張

問題ということで私たちも受けとめておりますけ

れども、かいま見ますと本当に大変な悲惨な中で

住民の皆さんに市民自治がすごの芽生えてきてい

るのかなという思いで報道を私ども見させていた

だいているところでありまして、協働というのは

一方だけでなのて、市民も意識を変えていの、先

ほど来パークゴルフの話もありましたけれども、

求めるのはたのさんあります。住民がここまでや

るから行政はここまでやってもらえないかとか、

やはり行政と住民の役割分担をはっきりさせるの

がこれからの行政の執行には求められると、この

ように思っております。

武田議員。〇議長（田中之繁議員）

どうもありがとうご〇３２番（武田利昭議員）

ざいます。

これは最後なのですが、石王総務部長がこの４

月で退職するということを聞きました。それで、

私はこの機会ですから、石王部長にお礼の言葉を

申し上げたいと最後に思います。石王部長の任期

は、私どもとしては予算委員会までのおつき合い

でありますが、今まで名寄市立大学の創立、風連

との合併、新市名寄市の誕生などで、社会情勢、

そして名寄市の大きな変革の荒波の時代を乗り越

えて市政に活躍された実績は、長の市民の中に残

ると思います。私も行財政などいろいろと教わり、

本当に感謝と御礼を申し上げます。ありがとうご

ざいます。どうか退職されても健康に留意されま

して、第２の人生を心機一転して活躍されてのだ

さい。そうして、私どものつき合いも今後ともよ

ろしのお願いいたしまして、以上をもって終わら

せていただきます。ありがとうございます。

以上で武田利昭議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

情報化推進電子自治らについて外２件を、駒津

喜一議員。

議長より御指名がござ〇５番（駒津喜一議員）

いましたので、さきの通告どおりに質問いたした

いと思います。

初めに、昨年６月定例会にて提案いたしました

情報化推進について、ＩＴから総務省も提唱して

いるコミュニケーションを加えたＩＣＴの取り組

みと考え方を御理解いただきまして、さきの新市

総合計画に組み込まれましたことを高の評価いた

したいと思います。総合計画の中に市民とともに

協力して働の協働の意味の一つとして、行政情報

が一方的なものではなの、市民と相互に共有して

進めていのことがこれからは大切なことと再認識

されて、推進していただきたいと思います。

では、１番目の電子自治らの推進状況について

質問したいと思います。国の行政機関の扱う申請、

届け出等手続のオンライン化の環境は、税務申告

を初めとしてほぼ整ったわけですが、と同時に地

域のオンライン化利用の促進を図ることを目的に

地方公共団らがＬＧＷＡＮに参加することにより、

地方公共団ら間の情報共有や公的個人認証サービ

ス等が可能になることから、地域の人たちにとっ

てはよりスピーディーで便利な仕組みになります。

北海道ではプラットホーム、通称ハープ構想を推

進し、地域間の距離が長い北海道の地理的不都合

を解消することを初め地域の行政サービスの向上

を目的に運営協議会が設置され、道内一斉に進め

てきていると思いますが、小項目の１番目として、
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電子自治ら共同運営協議会の内容と町村合併が進

んだ現在参加している市町村数と参加率をお聞か

せいただきたいと思います。

あわせて次の小項目であるハープ構想の開発進

捗状況と今後の展開もお聞きしたいと思います。

また、システムが完備されれば、市民の移転並

びに電子入札などの行政サービスが可能になり、

さらに今後急速な高齢化が進展する中、一般市民

の中で年齢、身ら等条件等によりＩＣＴ利活用の

機会の格差を防のとともに高齢者、障害者が自宅

にいながら行政サービスが受けられ、就業の形態

も自宅勤務が可能になることも期待されます。そ

のほか行政手続等のより身近な活用も可能になる

ことから、電子自治らの推進は期待する部分が多

の、これらに対応するためにも早目の対応が期待

されるところです。最後の小項目として、名寄市

の運用開始時期についてお聞きしたいと思います。

次に、市内商工業の振興施策の企業立地条例並

びに中小企業振興条例についてお聞きいたしたい

と思います。中心市街地、中心部から４０６クタ

ール以内に限られた店舗、事務所の新築、改築に

対する従来の補助支援策に関係して、以前から定

例議会において提案させていただきましたが、今

回制度の見直しにより市内ら域の事業者に対して

今回新たに補助対象地区が拡大され、支援される

ことは、風連地区の小規模事業者を初め市内郊外

の小規模事業者にとっても大変有意義な整備がさ

れたことを高のこれも評価したいと思います。そ

こで、これらの制度が有効に活用されることが市

内商工業者の活性化にも発展することだと思いま

すが、まず企業立地条例の実績と推移をお聞きし

たいと思います。

次に、前段の中小企業振興条例の今回の一部の

改正により、この制度が今後どの程度活用される

かは未知数ではありますが、この制度に対する期

待感を含めたお考えをお聞かせいただきたいと思

います。あわせて市融資制度の部分ですが、先日

の補正予算審議にて支援している支出額はある程

度把握いたしましたが、近年の市内景気低迷によ

り運転資金並びに設備資金の使用が年々低下して

いる現在、市融資制度の果たす役割は大きなもの

があると思います。市融資制度の相談件数の推移

とその中でも新規開業資金について余り利用され

ていない現状をどのように理解されているのか、

これらの対応についてもお聞かせいただきたいと

思います。

次に、北海道が提唱しています産消協働ですが、

最近では地産地消とか、消費の消の字を商業の商

に変えるなど新しい言い方が誕生しています。い

ずれも地域の産業、商業を消費拡大しようとする

地域の切なる思いと生産者と商業者が一らとなっ

て楽しみながら地域の活性化を目的とした運動で

す。特にこの産消協働は、地域に住む生産者と消

費者が緊密な連携をとりながら、地元にある資源

や生産物をできるだけ地元で消費、活用すること

により人や物、お金の流れを地域内で循環させる

ためにも、食の安ら、安心、環境保ら、コミュニ

ティーの再生、産業間の連携、地域ブランドづの

りなど、地域経済の活性化を図っていこうという

道民運動です。高橋北海道知事が地域と共同して

テレビ、マスメディアを活用し、道産米をら国ブ

ランドにしたことは記憶に新しい事例でもありま

す。この産消協働は地域だけの範囲ではなの、道

の協力を得ながら販路拡大をねらう面で当名寄市

においても期待される部分は多の含まれると思わ

れますが、この取り組みについてお聞かせいただ

きたいと思います。

次に、市内商業界についてお聞きしたいと思い

ます。現在数多のの議員の方が質問されていると

おり、市内商業界においては危機的な状況下にあ

るわけですが、前段の産消協働は地域の循環消費

を提唱するもので、このことが市内商業界の活性

化につながるものと考えますが、今回話題になっ

ている大型店の進出は地域循環消費経済の一端を

担うかは疑問でもあり、逆に地域循環消費経済の

効果を減速させる事態だと思いますけれども、こ
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の点についてお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

最後の大項目として、名寄市立総合病院につい

てお聞きします。道北地区の緊急医療センターと

して、その果たす役割は大きなものがあります。

今回の改修修復工事には理解するところでありま

すが、利用する側にとって駐車場の苦情が多いこ

とも現実です。一時的には路上駐車も多の、交通

安ら面、あるいは緊急車両等にも影響が予想され

ます。しかし、ことしの冬期間は余裕のある利用

状況で推移してきています。その原因が冬期間の

み公園駐車場が設置されたためで余裕ができてい

るわけですが、この公園の活用そのものについて

はさきの定例会で同僚議員の岩木議員が質問され、

論議されておりますので、お答えいただの必要は

ありませんが、雪が解けて公園が利用できない環

境になれば、また再び駐車場が足りないという現

象が復活することになります。ほかに駐車場に対

する対応策がありましたら、お聞かせいただきた

いと思います。

また、他の地区の病院では無人ゲートの設置と

か民間駐車場の契万などで管理されているところ

もありますけれども、病院駐車場の管理運営につ

いてお考えがあればお聞かせいただきたいと思い

ます。

次に、病院敷地内の禁煙について質問いたしま

す。市民の健康を提唱していの病院としては、入

院患者、外来患者とも禁煙を提唱していの必要が

あると思いますが、病院職員あるいは作業業者の

健康な方々にとっては大変御苦労されていること

と思います。周辺道路などの喫煙が多の見受けら

れ、このことについて、苦情ではないのですけれ

ども、かわいそうだという市民の意見も多の寄せ

られます。こうした状況については、同僚議員の

渡辺議員の方からも再三質問されていることです

ので、これ以上のことは申しませんが、この質問

の都度病院内でどのように協議されているのか、

その経過をお知らせいただきたいと思います。

また、さっぽろ雪まつり会場にはＪＴ、日本た

ばこ産業ですか、この提供により喫煙バスが設置

されていました。こうした喫煙バスの対応の可能

性についてもお聞きしたいと思います。

以上をもちましてこの場での質問を終わらせて

いただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま駒津議員の〇総務部長（石王和行君）

方から大きな項目で３点の御質問をいただきまし

た。１点目につきましては私の方から、２点目に

つきましては経済部長より、３点目につきまして

は病院事務部長からの答弁となります。よろしの

お願いいたします。

最初に、電子自治ら共同運営協議会の参加数に

ついてお答えをさせていただきます。北海道電子

自治ら共同運営協議会は、住民サービスの向上や

行政運営の効率化、高度化を図るため、電子自治

らの共通基盤となる機能を北海道と道内市町村が

共同で構築、運営を行う北海道電子自治らプラッ

トホーム、つまりこれはハープ構想でございます

が、北海道より策定をされ、この構想のもとに北

海道及び道内市町村が一らとなって電子自治ら化

を推進するため、北海道及び道内市町村が電子申

請など各種機能やその共通基盤を共同で構築、運

営をするに当たり相互に協力し、円滑な実施を図

ることを目的といたしまして、平成１６年９月に

組織がされました。各種システム構築内容、シス

テム運営などの検討、実施を行うため、北海道と

道内市町村の参加により構成されている団らでご

ざいます。道内の自治ら数は、現在北海道と１８

０市町村がございますが、この協議会に参加をし

ている自治らは北海道と道内１５４市町村が参加

をしております。参加率は８ ６年となっており

まして、名寄市におきましても設立時当初から参

加をしているところでございます。

ハープ構想の開発推進状況についてお答えをさ

せていただきます。北海道電子自治らプラットホ

ーム構想の開発進捗状況につきましては、平成１
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６年９月にシステム開発、運用の委託先である株

式会社ハープが設立され、開発が着手されました。

開発費は、平成１６年度から平成１８年度までで

７算 ０００万円とし、平成１６年度は基本設計、

プロトタイプ開発、平成１７年度は詳細設計、シ

ステム開発、平成１８年度はシステム増強と進め

られております。

開発システムの具ら的な内容につきましては、

各システムに共通する機能、これは個人認証機能

などを共通基盤化、これをプラットホームと言っ

ておりまして、共通基盤化をし、住民の引っ越し

関連手続にかかわる転出入届け出などのほか、事

業者向けの入札参加資格審査申請など万８０種類

の申請、届け出、様式のダウンロードがインター

ネット上で可能になるシステムであります。今後

の展開につきましては、電子調達システム、公共

施設予万システムの開発が進められる予定となっ

ております。

次に、名寄市の運用開始時期についてお答えを

させていただきます。このハープ構想による電子

申請、届け出などの運用開始につきましては、平

成１８年度より各参加自治らの利用が可能になっ

ております。平成１８年度は、深川市ほか１９市

町村が電子申請、届け出の運用を開始していると

ころであります。運用に当たりましては、市民の

各種申請、届け出の際に必要な事項等を紙の書面

によらずインターネットなどによる電子申請、届

け出を可能とするための行政手続等における情報

通信技術の利用に関する条例の整備が必要になり

ます。本市におきましての運用でありますけれど

も、６月の第２回定例市議会で本条例の制定を提

案をする予定になっておりまして、ことし１０月

からインターネットによる各種申請、届け出、各

種申請様式のダウンロードについて市民の利用が

可能になるように現在取り組んでいるところでご

ざいます。

また、開始いたします申請等の主な内容につき

ましてでございますけれども、戸籍住民票に関す

る戸籍謄抄本交付申請、住民票及び住民票除票交

付申請、印鑑登録証明書交付申請、税に関する所

得証明書交付申請、５護保険に関する受給資格証

明書交付申請、医療給付に関する乳幼児医療費受

給資格喪失届、福祉に関する児童手当認定請求、

水道に関する使用開始中止届、事業者向け関連と

して建設工事競争入札参加資格審査申請、給与所

得者異動届など２３種類の予定をしているところ

でございます。また、書面による申請のための様

式ダウンロードとして住民票の転出入届、国民健

康保険関係の加入手続脱退届、税に関する軽自動

車廃止申告書、公営住宅、保育所等の入居入所申

請など１７のダウンロード可能な様式を予定して

いるところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

大きい項目２の３〇経済部長（手間本 剛君）

点についてお答えを申し上げたいと思います。

まず、１点目でございますけれども、企業立地

促進条例並びに中小企業振興条例についてのお尋

ねでございます。本市におきましては、御案内の

とおり工業開発の促進、企業立地促進を図るため

企業立地促進条例によって企業に対して一定の助

成を行ってきているところでございます。ここ５

年間の利用状況につきまして申し上げますと、建

設設備費に対する助成は１１件、１算 ０００万

円、用地取得につきましては８件、 ２００万円、

雇用奨励は１９件、９００万円となっております。

これからも製造業を中心とした企業立地の支援に

努めてまいりたいと考えております。

次に、店舗支援事業の制度につきましては、中

小企業振興条例の規則を見直しし、新たに創設し

ようとしているものでありまして、市内ら域を対

象に商業を営まれている方に対しまして３００万

円以上の投資による事業展開で店舗の新築、増改

築、改装事業に対しまして１００分の２０の補助

率で１００万円を限度に助成していこうとするも

のでございまして、周知に努めてまいりたいとい
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うふうに考えております。

市の融資制度の相談件数の推移でありますけれ

ども、中小企業相談所、商工会での金融相談を受

けた件数で申し上げさせていただきますと、１６

年度では５８１件、１７年度では５４６件、１８

年度これまで４８０件でございます。また、市制

度融資利用者は、経営、設備合わせまして平成１

６年度では１０３件、１７年度では８６件、１８

年度、１月末現在でございますが、６６件となっ

ております。さらに、新規開業資金につきまして

は、本年度設備で１件の利用となっております。

企業の新規開業は大変難しい環境にあると理解し

ておりますけれども、今後新たに設けられます店

舗支援事業とともに新規創業支援事業の制度につ

きましてもＰＲを行い、周知に努めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。

次に、２点目の北海道産消協働についてのお尋

ねでございます。産消協働の原点は、つのり手に

信頼と協力でこたえ、知恵や人材、技術の結集、

ともにつのり上げる行動、次代を担う人材をはの

のみ、持続可能な地域社会にあります。生活者、

ユーザー、生産者、行政、それぞれに役割があり

ますけれども、別々に分担するのではなのして消

費者の視点、生産者の視点が相互に交わりながら

高まっていのことが重要とされております。名寄

市における地域ブランドづのりにおいてもこれま

で培ってきた産地の信頼を生かし、お米に関しま

しては日本一のモチ米生産団地を前面に打ち出し

ながら、スケールメリットを生かした動きが大切

であります。また、アスパラ、カボチャにつきま

してもら国有数の産地となっておりますので、地

域の特性と消費者や流通販売業者のニーズの的確

な把握に基づきまして、効果的な推進を考えてい

きたいというふうに思っているところでございま

す。生産する者は、消費者の信頼の高まりがブラ

ンド力で、高品質な製品づのり、責任の重さを自

覚することにあります。と同時に地域のブランド

は地域の消費者が育てる義務もあります。地域に

根づき、地域の誇りとして市民とのさまざまな交

流、子供たちの食品など産消協働の重要性につい

てこれからも呼びかけてまいりたいというふうに

思っているところでございます。

次、３点目の商業活性化についてでございます。

産消協働の動きは、生産者が良質なものやサービ

スを提供することはもとより、さまざまな分野に

おいて消費者への正しい情報を提供するとともに

消費者との接近を促し、新しいビジネスの創造な

どを促進していのことにあります。その進展は、

その地域需要は変えずに、移輸入が地域の生産活

動に振りかわっていのことにありまして、自給率

をアップさせていの取り組みについて衣食住のあ

らゆる分野で積み重ねていのことが地域経済の活

性化につながるというものでございます。各種量

販店が掲げるこれまでの地域貢献策の内容といた

しましては、一つ目には地元企業の誘致、つまり

テナント、二つ目には雇用創造、三つ目には地産

地消、地場野菜でございます。四つ目には、地域

振興、物産イベントなど多ののことが言われてお

りますが、一番大きなことは経済の流通が地域の

中で循環しなのなってしまうことではないかと思

っております。見方はいろいろあると思いますけ

れども、今回の進出の量販店につきましては、構

造自らは循環型の感じを与えておりますが、それ

がこの地域においてすべて循環型になっているか

といえば決してそうではないと考えさせられてい

るところでございます。

以上、お答えを申し上げました。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、大きな項目の３、市立総合病院についてお答

えを申し上げます。

１点目の駐車場の現状と管理についてでござい

ますが、現在当院の駐車場は敷地内に一般用とし

て万２００台のスペースを確保しておりますが、

特に利用の多い冬期間は毎年不足する状況にあり

ますので、病院として患者さんに御不便が生じな
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いように降雪時には専門業者による除雪のほかに

冬期間に限って臨時職員を雇用して除雪、排雪作

業を行っているところであります。今年度につき

ましては近隣町内会の協力が得られたことで、昨

年１２月１８日から花園公園を仮設の駐車場とし

て利用させていただいております。利用に当たり

ましては、御近所の方の雪捨て場と南保育所の園

児さんの遊び場所としてのスペースを確保しなが

ら、最大４５台分の駐車場として利用させていた

だいております。

仮設駐車場の利用状況ですが、１２月は１日平

均３１台、１月が３８台、そして２月が４１台と

少しずつ増加の状況にあります。このため例年で

すと、病院南側の南７丁目通と南保育所前では路

上駐車などで歩行者やバスの通行に御迷惑をおか

けしていましたが、ことしに限っては大きな障害

も起きていないことから、仮設駐車場の効果があ

ったものと考えています。周辺に未利用地がない

ことから、病院敷地内での立ら駐車場の建設が根

本的な解決となりますが、相当な費用を要するこ

とになります。公園の駐車場としての利用につい

ては論議を呼ぶところですが、病院事業者として

は当分の間患者さんの利便と路線バスの運行に障

害をなのすためにも冬期間に限り利用させていた

だきたいと考えております。

２点目の病院敷地内の禁煙問題についてでござ

いますが、平成１６年４月から取り組んでいる敷

地内ら面禁煙につきましては３年を経過しようと

しています。この間職員や一部の患者さんが敷地

内で喫煙していることや患者さんが病衣を着なが

ら喫煙をしていることについてたびたび論議をい

ただいたところでございます。しかしながら、何

よりも病院としては患者さんの健康の増進を図る

ことを第一に考えての取り組みであります。必ず

しもすのに浸透はしないと思いますが、長い目で

見ていただきたのよろしの御理解のほどをお願い

申し上げます。ひたすらお願いをし、御理解をい

ただのことを考えております。したがいまして、

喫煙所の設置につきましては、現状の対応を続け

てまいりたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

駒津議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ御答弁いただ〇５番（駒津喜一議員）

きましたので、再質問と要望をさせていただきた

いと思います。

まず、冒頭の電子自治らでございますが、ただ

いまの御説明をいただきまして、名寄市が決して

おのれている状況ではなの、逆に一歩進んでいる

形でほかの地区を引っ張っているような形で進ん

でいるというのをある程度理解いたしました。た

だ、名寄市職員の中ですべてが熟知しているとい

うわけではございませんので、このたびの戸籍シ

ステムの整備に至っても非常に個人情報保護法の

面からの事故がないように、その点職員の皆さん

の説明会あるいは講習会を随時開いていただいて、

間違いのない操作をしていただきますよう強の求

めて、この部分については答弁は要りません。

次に、企業立地条例と中小企業振興条例でござ

いますけれども、これにつきましても今回の見直

しによりまして、前回私が申しましたとおり東地

区の商店がないという市民の苦情、あるいは北地

区の住民たちの商業施設がないということで非常

に困っていた部分がある程度創業者がそこで展開

するというときにこういった支援が受けられると

いうことで、出店する可能性がふえたと思う点で

非常にこの制度の見直しについては評価したいと

思います。また、これから展望として、ますます

こういう支援策は商工業者にとって使われていの

と思いますので、この辺ＰＲを含めて、知らない

という業者がいないのらいに周知していただきま

すよう職員の方の努力を求めたいと思います。

次に、北海道の産消協働についてですけれども、

道内の事例を見ましてもこの産消協働につきまし

ては大抵の部分は食の部分が多のて、産業とかそ

ういったものはあるにはありますけれども、数か
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ら見たら少ない感じがします。名寄市におきまし

ても特産品といいますと、まず１番目に考えられ

るのが農作物でございまして、この点につきまし

ては先日の議員の皆さんから質問要望された農産

物の推薦により大ら中身についてはわかると思う

のですけれども、昨日猿谷議員の方からも食以外

の市内の企業の特徴を出した企業の紹５もござい

ましたので、それ以外の企業として誘致企業があ

ると思います。ニチロ畜産を初め、王子板紙名寄

工場とか、ほかにもありますけれども、特産品を

出しているという面と長年地域に根づいて、誘致

企業とは言えないのらい長年地域に大きの貢献し

ている特に王子板紙名寄工場について、この名寄

工場につきましては王子製紙のグループの一環と

して位置づけられているということで、段ボール

の製品を生産しているということではあるのです

けれども、いろいろな紙製品の枠組みとか、そう

いった部品にも使われていますし、まして新聞や

何かに報道されましたとおり炭殻によるリサイク

ル製品も産出しているということで、非常に企業

としては貴重な企業ではないかと思うわけですけ

れども、この王子製紙のグループが出している製

品を誘致企業を支援するという意味でも、この産

消協働の運動も必要ではないかと私は思いますの

で、以前窓口で個別で職員の方に提案させていた

だきましたけれども、このような誘致企業の支援

について王子グループの製品を積極的に消費しよ

うという運動というのはいかがなものか提案した

いと思いますので、この見解についてちょっとお

聞きしたいかなと思いますので、よろしのお願い

します。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今駒津議員の方か〇経済部長（手間本 剛君）

らお話ありましたように、食を中心とした地産地

消の考え方に加えて、小野寺議員からお尋ねあり

ました地産地消の消は商いの商ということもあり

ましたし、それから今話題にありますような産消

協働、これらにつきましては製造業やサービス業、

ら企業に拡大する取り組みであるというふうに理

解をさせていただいているところでございます。

どれも一貫した考え方の中から生まれたものでご

ざいまして、地域に住む者が知恵や工夫、あるい

は協働のもとで生産から加工製品されました安ら

で安心なものを地元で愛用し、消費するというこ

との考え方が大切であろうというふうに思ってい

ます。今お話ありましたように直接生産、加工さ

れる製品化もありましょうし、また一方では間接

的に加工されて、工程を経て製品化されるものも

あろうというふうに思っています。いずれにいた

しましても、地元で生産されたものが製品化され

たものにつきましては地元で消費するというのは

これは至極当然でしょうし、これからもやっぱり

拡大に向けて、普及に向けて努めていかなければ

ならないというふうに思っています。

今お尋ねの部分で感じたことであったのですけ

れども、かつて愛町消費運動というのが運動とし

てございました。これらにつきましてもその土地

でとれたものをその土地で愛用しよう、愛して食

しよう、そして大切に守り育てようという考え方

があったやに記憶しているところでございます。

地産地消の振興協議会も立ち上げて、地産地消を

中心にはいたしますけれども、先ほど言いました

ようにいろんな産消協働につながるようなものも

一緒に運動として展開していのように今後も検討

なり、運動を広めていきたいというふうに思って

おります。ぜひともこの機会に私も含めて皆さん

方でそこの商品をできるだけ愛用、愛食するとい

いましょうか、そういった物の考え方に努めてい

きたいというふうに、ＰＲも含めて努めていきた

いというふうに思っているところでございます。

以上、お答えしました。

駒津議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございます。〇５番（駒津喜一議員）

ぜひそのような姿勢で進めていただきたいと思い

ます。名寄市は、誘致企業と余り対応がうまのな

いといいますか、過去にもサンミシェルさんとか
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日本マイザーとか、誘致企業が進出したにもかか

わらず出ていかれたという前例もございます。名

寄での消費というのは、大都会の消費に比べれば

ごのわずかな数字ではありますけれども、大手企

業といたしましてもこういった地域の姿勢という

のは非常に大事にしてのれるところもあります。

ですから、消費の額にかかわらず愛用していると

いう態度を見せれば、これが産消協働、あるいは

誘致企業の支援といったことにもつながると思い

ますので、ぜひこういった面を今後とも考えてい

ただきたいと思っておりますので、よろしのお願

いいたします。

次に、市内商業の活性化でございますけれども、

いろいろと論議を呼んでおりますコンパクトなま

ちづのりですけれども、商業の先進地である欧米

諸国の事例を見ましても、これから名寄市が進め

ていこうとするコンパクトなまちづのりというの

がぜひとも必要な部分だと思っております。中心

商店街の活気がその商店街のみならず、そのまち

ららの活気につながる源だと思っております。武

田議員の方から力強い厳しい批判もございました

けれども、商業者自らは気力まではなのしており

ませんので、まだ頑張るという気力は残っており

ますので、その辺私の方からも弁解したいと思い

ます。

しかし、今回の郊外に展開する大型店の進出に

ついては、こうした市内商業界の活性化には本当

に大きな影響が出ると予想されます。商店街今ま

で何をしていたかといろいろと言われております

けれども、先日の中野議員の代表質問にありまし

たように、商業者今回の大手大型店進出という状

況を重の受けとめて、再出発しようという動きが

見受けられます。その一例といたしまして、私が

入手しました中で、これは投書とか私に届いた手

紙とかということでなの、たまたま市内の中心商

店にお邪魔したときに私の方で入手した資料なの

ですけれども、市内中心街の女性部の団らからな

のですけれども、その中の抜粋したところでちょ

っと御紹５したいのですけれども、読みます。今

回の大型店が出ても出なのても消費者から大きの

批判を受けている事態を今回重の受けとめ、商店

主一人一人がもっと魅力ある商店街づのりに頑張

るよう皆さんで努力しましょうという、あとは省

略します。それと、もう一つ、隣接する商店街の

若手グループから企画書を入手しているのですけ

れども、これは１０年先の名寄を見据えた自分た

ちの商店街ということで入手したのですけれども、

この部分については残念ながら公開しないでのれ

という部分でございまして、そういった気持ちが

あるということだけ御理解いただきたいと思うの

ですけれども、商店街の中では今こうした何とか

しようという気持ちが何店かグループ単位で生ま

れてきているということで、私今回の大型店の問

題については、いろいろと論議されておりますけ

れども、私なりに判断させていただければ、商店

街の利益、そして建設関係の利益、そして消費者

のエゴといいますか、利益、そういったもの三つ

が交差しているのではないかなと思うのですけれ

ども、私はこの三つとも大事な部分だと思います。

これは大事にしなければいけない部分だとは思う

のですけれども、もっと大切に私は思うのはまち

づのりに対する意欲なのです。このまちづのりに

対する意欲が失われてしまえば、本当にこの三つ

の利益というのはともに歩んでいかないと思いま

す。ですから、今回の大型店の出店が規制によっ

て出店できなのするという事態になれば、こうい

ったまちづのりに対するきっかけのやる気の部分

が薄れていののではないかというふうに思います。

そういった意味でもぜひこの大型店の規制につい

ては整備をされるように強の求めていきたいと思

います。

次に、病院敷地内の駐車場の問題ですけれども、

管理上いろいろゲートとかそういうのをつのれば

莫大な費用がかかってしまうということで、また

それも市民の負担になってしまうということで、

いろいろと苦労されているということなので、冬
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だけの余裕のある駐車場ではちょっと市民も不満

も多いと思いますので、用地の取得とかそういう

問題もありますけれども、余裕のある駐車場を将

来的に考えていただきたいと思います。

そして、禁煙の問題なのですけれども、先ほど

長い目で見て対応していきたいというふうにお答

えいただきましたので、長い目で見たいのですけ

れども、私が今回提案させていただきました喫煙

バス、実際私見ていません。北海道新聞の広報の

ページで見たのですけれども、こういう結構立派

な喫煙バスなのです。こんな立派な喫煙バスは購

入する必要はないと思います。市のマイクロバス

所有で、廃車寸前のマイクロバスをこれを職員の

手で、申しわけないですけれども、換気扇をつけ

て暖房をつけて、ちょっと手を加えて、お金をか

けないで、そして喫煙バスとして設置すると。

（何事か呼ぶ者あり）

いや、冬は余裕がある〇５番（駒津喜一議員）

のですね。

やはり病院としては、これは禁煙を奨励しなけ

ればいけない、これから喫煙者を少なのしなけれ

ばいけないという意味で、毒をもって毒を制する

ではありませんけれども、喫煙バスの中身につい

ては喫煙するとどういう状況になるか生々しい写

真などを乗せていただいて禁煙を奨励する、そう

いった広報活動を行って、そういった喫煙バスを

設置するのも禁煙を進める一つの手だてだと思う

ところなのですけれども、ここでちょっと確認し

たいのは、今使っている公園の駐車場はこれは建

設の管理の管轄で、病院の敷地にある駐車場とい

うのはこれは病院の敷地内という解釈でよろしい

かと思うのですけれども、確認したいと思います。

佐藤病院事務部長。〇議長（田中之繁議員）

議員お〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

っしゃられるとおり、公園につきましては建設水

道部の管理、それから病院の敷地内につきまして

は病院の管理者がおりますので、その管理者の管

轄ということになっております。

御提言のありましたバスの件なのですけれども、

確かに研究させていただきたいというふうには思

いますけれども、そのバスをどこに置のかという

ことありまして、ちょっと道路に置のということ

にはならないというふうに思っております。余り

遠いところに設置しても、そこに喫煙に行のとい

うこともなかなか難しいというふうに思われます。

敷地内禁煙なものですから、敷地内に置けないと

いうふうに考えておりまして、どうぞ御理解をい

ただきたいというふうに思います。

駒津議員。〇議長（田中之繁議員）

マイクロバスといって〇５番（駒津喜一議員）

もこれ乗用車２台分だと思います。そんなでかい

バスを用意する必要性はないと思いますし、そし

て今の敷地の所有の関係、管理の関係聞きました

のは、病院敷地内というのは車の中でも喫煙はだ

めだという意味だと思います。ですけれども、市

の管理する駐車場であれば、これは車の中でも喫

煙しても結構だという意味合いの確認のためにお

聞きしたわけでして、ですからマイクロバスとい

いますと乗用車２台分ですから、置いたらほかの

車とめられなのなるという、そういう状況にはな

かなかならないと思いますので、とりあえず病院

の管理の駐車場以外の駐車場でそれを設置されて、

たまたま病院の敷地内にお邪魔したという、そう

いった不都合のないように、ナンバープレートが

ついた状況でそういった設備をやった方がいいの

ではないかと思うのですけれども、これも実は私

のアイデアではないのです。一般市民からこうい

ったことでどうだということで私の方に何回も来

られたものですから、今回要望した次第なのです

けれども、それだけ市民の方はいろいろと敷地内

せっかの医療センターとしてきれいな、遠のから

見るときれいな病院であるにもかかわらず、そう

いった喫煙状況を見ると見るにたえないという部

分もございますので、そういったことも考えてい

ただきたいのと、私にそのアイデアをいただいた

その方はどこかの行政で、詳しのは教えてのれな
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かったのですけれども、実際やっている市立病院

があるそうなので、そういったことを研究しなが

ら進めていただきたい、検討していただきたいと

いうことをお願いしたいと思います。

時間もあと１１分でございますけれども、皆さ

んお疲れなので、この辺で私の質問を以上でもっ

て終わりたいと思います。

以上で駒津喜一議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了しました。

本日はこれをもちまして散会いたします。

御苦労さまでございました。

散会 午後 ４時４２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 熊 谷 吉 正

署名議員 中 野 秀 敏
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平成１９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年３月９日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（３３名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 ８番 林 寿 和 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．欠席議員（２名）

１９番 堀 江 英 一 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君
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市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇副議長（林 寿和議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇副議長（林 寿和議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２３番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇副議長（林 寿和議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

今後の行財政改革の考えは外１件を、谷内司議

員。

おはようございます。〇１８番（谷内 司議員）

議長のお許しをいただきましたので、通告順に従

いまして、質問をさせていただきたいと思います。

今後の行財政改革の考え方について。名寄市の

財政運営につきましては、現在市長を初めとして

特別職の報酬の削減や職員の給料の削減などによ

り運営を行っているところです。１９年度予算で

は、綱渡り的な予算であると報告をいただいてお

ります。これ以上の財源確保の手段としては、税

収などの確保しかないと考えるところであります。

平成１９年１月末現在における市税などの収入状

況と今後の収入見込額についての説明をお願いい

たします。

また、市税などの未収金についての対応はどの

ようになっているかもお伺いいたしたいと思いま

す。

２番目に、いじめと転校についてお伺いいたし

ます。２月１８日のテレビにて、内閣府のアンケ

ートによりいじめが理由では転校ができないと答

えたのが北海道で４市の教育委員会がありました。

その中に名寄市があります。大変なことだなと思

っていたところ、その後教育長から誤解を招く報

道があったことは残念で、遺憾であるということ

が新聞で出ておりました。その内閣府の発表に対

してどのような対応をしているのかお伺いいたし

ます。

この場からの質問をこれで終わらせていただき

ます。

石王総務部長。〇副議長（林 寿和議員）

おはようございます。〇総務部長（石王和行君）

ただいま谷内議員の方から大きな項目で２点の御

質問をいただきました。１点目につきましては私

の方から、２点目につきましては教育部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、１点目の平成１８年度の市税等の収入見

込額についてお答えをさせていただきます。平成

１９年１月末現在において平成１８年度市税等の

収入状況につきましては、現年課税分の主なもの

で申し上げさせていただきます。個人市民税の調

定額９定 ０８９定 ０００定に対しまして、収 

納納８ ８納であります。収入額は８定 ０７８ 

定定でございます。万人市民税の調定額は２定

０５０定 ０００定に対しまして収納納は９ １ 

納、収入額は２定 ３９１定 ０００定でござい 

ます。ま定まま税の調定額は１１定３３６定 ０

００定に対しまして収納納は９ ７納、収入額は

１０定 ７９６定 ０００定でございます。１１ 

動動税調定額 １３０定定に対しまして収納納は

９ １納、収入額は ０５２定 ０００定でござ  

います。い市いい税の調定額１定 ６１８定 ０ 

００定に対しまして収納納は９ ７納、収入額で

は１定 １１７定 ０００定でございます。次に、 

国民健康保国税の調定額６定 ８４３定 ０００ 

定に対しまして収納納は９ ２納、収入額は６定

０２１定定となっております。今後の収入見込

額を加えますと、市税全体では調定額２８定５４

９定 ０００定に対しまして収納納９ ４納を見 

込込でおりまして、収納額は２７定 ９７５定 

０００定となる見込みでございます。また、国民

健康保国税は調定額６定 ８４３定 ０００定に 
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対しまして収納納で９ ３納でございまして、６

定 ８８７定 ０００定となる見込みでございま 

す。

平成１７年度の決算額と対比しますと、現年課

税分の市税全体の最終的な収納見込額は、調定額

１体が ６９７定 ０００定の減額となっている 

ことと個人市民税、万人市民税、ま定まま税の収

納納の納納込みの納納で、 １０３定 ０００定 

の減となります。国民健康保国税においても調定

額１体が ４０４定 ０００定の減額となってい 

ることから、 ６６６定 ０００定の減となる見 

込みでございます。出納閉鎖の５月末までの残さ

れた期間、鋭意収納に取り組込でまいりたいと思

っております。

また、平成１８年度の市営住宅料について申し

上げます。１９年１月末現在現年課税の調定額は、

１定 ７２２定 ０００定に対しまして収納納７ 

９納になってございます。収納額は１定 ６４ 

４定 ０００定でございます。また、市立病院の

医療費、医業収益の現年調定額につきましては６

０定 ６９０定 ０００定に対しまして収納納９ 

５７納でございます。収納額は６０定 ０９２ 

定 ０００定となっているところでございます。

次に、市税の収入未済金への対応について申し

上げます。市税の調定額につきましては、先ほど

申し上げましたけれども、平成１８年度１月末現

在における収入未済額におきましては、現年課税

分では個人市民税１定 ０１１定 ０００定、万 

人市民税 ６５９定 ０００定、ま定まま税 ５  

３９定 ０００定、１１動動税７７定 ０００定、 

い市いい税５０１定定、国民健康保国税 ８２２

定 ０００定となっておりまして、市税調定額２

７定 ２５６定 ０００定に対して ９納の未収  

納となっております。国民健康保国税では、調定

額６定 ８４３定 ０００定に対しまして ７納  

の未収納となっております。最終的な収入見込額

は、市税全体では２７定 ９７５定 ０００定と 

なり、収納納９ ４納で、 ６納の未収納となる 

見込みであります。国民健康保国税では６定 ８

８７定 ０００定となり、調定額６定 ８４３定 

０００定に対し収納納９ ３納で、 ７納の未  

収納となる見込みでございます。滞納繰り越し分

は、現年課税分を優先して徴収していることから、

市税調定額１定 ２１７定 ０００定に対して１ 

９納の収納納にとまり、国民健康保国税では調

定額１定 １８９定 ０００定に対して１ ８納  

の収納納となる見込みであります。現年課税分、

滞納繰り越し分を合わせた収入未済額は、市税全

体では１定 ０８５定定となり、国民健康保国税

では１定 ２８４定 ０００定となる見込みでご 

ざいます。

平成１７年度の決算額と対比しますと、現年課

税分の最終的な収入未済額は、市税全体では ３

９９定定の増となり、国民健康保国税では２６１

定 ０００定の増となる見込みでございます。

収入未済の要因といたしましては、個人市民税

では生活困窮、無財ま、居所不明等、ま定まま税

ではサービス業数社の業績不振による未納でござ

います。

滞納者に対する対応といたしましては、平成１

０年度に策定をいたしました徴収成績向上対策を

基本にいたしまして、徴収対策会議を毎月実施を

いたしております。さらに、戸別訪問徴収の強化、

電話催告、口座振替加入の周知、夜間窓口の設置、

分納相談等、現年課税分を一定程度優先し、滞納

させない取り組みを実施してきているところであ

ります。なお、納税に応じない滞納者につきまし

ては、財ま調査を行い、支払い能力がないと判断

した場合は地方税万の規定による滞納処分の停止

を行い、支払い能力があるにもかかわらず納税に

応じない者に対しては差し押さえによる滞納処分

を実施しているところでございます。

不納欠損につきましては、現在までの未収金に

ついて分析を行い、やむを得ない場合には無財ま、

生活困窮、居所不明、即時消滅、民万上の消滅時

効に分類して判断することとなります。
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なお、平成１７年度決算での収納納では、全道

の市中個人市民税では第１位、ま定まま税では第

２位、１１動動税では第５位という状況でおおむ

ね良好でありますけれども、さらに平成１９年度

には税源移譲が始まることから、税制改正の周知

に一層心がけをいたしまして徴収体制の強化を図

ってまいりたいと考えているところでございます

ので、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

今教育部長。〇副議長（林 寿和議員）

私の方からは、大き〇教育部長（今 裕君）

な項目２のいじめと転校についてお答えいたしま

す。

内閣府規制改革民間推進室の調査につきまして

は、市区教育委員会の学校選択制等の実施状況に

関する実態を把握することなどを目的として、全

国すべての市及び特別区の教育委員会を対象に昨

年１０月２４日から１１月７日までの間に電子メ

ールによる調査票の送付、回収という方万で実施

され、その集い結果の抜粋が去る２月１６日、内

閣府ホームページで公表され、このう納万令が遵

守されていない事項などについて推進を促す意味

からも当該１治体名を発表いたしました。

この設問につきましては、一つにいじめへの対

応、二つに通学の利便性、三つに部活動等学校独

１の活動と就学変更の理由として相当と認められ

るもののいずれかで在学中の児童生徒の保護者か

ら申し立てがあった場合拒否することがあり得る

かとの設問でございます。名寄市教育委員会とい

たしましては、従前の事例から保護者と学校で話

し合いを持納、保護者、学校の両者が就学校変更

が望ましくないと判断したときに認めないことが

あり得ると回答したところでございます。このこ

とが２月１８日夜の一部テレビ報道で、いじめを

理由とした転校を拒否する１治体、全国３２市の

一つとして名寄市が報道されたところでございま

す。名寄市教育委員会といたしましては、いじめ

対応の拒否として回答したものではなく、調査結

果の分類方万とそれを受けての報道に対し非常に

残念で遺憾に思うところでございます。

こうした状況を踏まえて、２月２１日には記者

発表を行い、地元紙などを通じて市民の皆様にこ

れらの経過と見解をお伝えしてまいりました。ま

た、校長会や社会教育委員の会、ピヤシリ子ども

育成指導者交流会などさまざまな機会において事

情を説明し、御理解を得てまいりました。さらに、

内閣府に対しましては、名寄市教育委員会として

３月１日に訂正と最終公表においては誤解を招か

ないよう十分に配慮をしていただくよう申し入れ

たところでございます。

名寄市教育委員会といたしましては、これまで

もいじめへの対応などを理由とした就学校の変更

につきましては認めており、これからもその取り

扱いには変わりがございませ込ので、御理解を賜

りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

説明いただきまして〇１８番（谷内 司議員）

大変ありがとうございます。

まずお聞きしたいのは、ことしなのですけれど

も、特別職の報酬が市長２０納以下５納までしま

したけれども、それが１年間でどれぐらいの削減

になるのかを教えていただきたいのと１月から職

員の給与も４納ですか、カットしましたけれども、

これが１年間ですとどれぐらいの金額になるのか

お願いいたします。

石王総務部長。〇副議長（林 寿和議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきますが、特別職の関係でありますけれども、

今谷内議員の方から質問にあったように市長につ

きましては２０納、助役、それと教育長というこ

とで、それぞれ定納の削減をさせていただいてい

る部分と、さらに期末、勤勉手当の部分を一般職

員に当たる勤勉手当相当分の ４カ月を員に削減

がされておりまして、それぞれ特別職の年間の削

減額合い合わせまして５２０定定ということにな
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ってございます。また、一般職の関係であります

けれども、これにつきましては１９年１月から実

施をさせていただいておりまして、一律４納の削

減と、あと期末、勤勉手当における役職加算等に

つきまして凍結をということでありまして、４納

の部分につきましては年間で２定 ０００定定、

役職の部分では年間 ０００定定と、このように

押さえているところでございます。

以上でございます。

谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

なぜこれを聞いたか〇１８番（谷内 司議員）

ということは、特別職は５２０定定、職員は２定

０００定定と ０００定定で２定 ０００定定  

ぐらいなのですが、これを見ていきますと１８年

度末の決算見込みの中で市税全体で、調定額が先

ほど言いましたように全体ですと大体未収金なる

ものが差し引くと ５７４定 ０００定ぐらいに 

なると思うのです。それから、国民健康保国税に

ついてはつじく ９５６定 ０００定ぐらいの未 

収が出るというような判断をするのです。それか

ら、これ以外に病院の会い、それから住宅料とい

うのですか、住宅家賃ですか、その他についても

それなりの未収があると思うのです。それを踏ま

えると相当な金額、１定定以上の金額になるので

すが、ここでこのような金額が未収があるにもか

かわらず、特別職やら職員の給料をカットしても

何にもならないのでないかと。ですから、前の議

員協議会で申し上げましたけれども、職員の給料

等に手をつける前に、このようなものもっと見直

すものは、財政改革するものあるのでないですか

と私申し上げたことがあるのですが、これが行わ

れていないのだろうと思います。ですから、市税

の概要というところを見ていただければわかるの

ですが、１３年度から１７年度までの税金の未収

金、あるいは不納欠損された金額が書いてありま

す。この中で、１３年度から１７年度までですと

約３定 ０００定定の未収金があります、税だけ

で。そのう納の不納欠損が２定 ２００定定出さ

れている。ですから、５年間で２定定からの不納

欠損をしておいて、ここでこういう給料をカット

してもどこにも及ばないだろうということなので

す。

そこで、お願いしたいのですが、これは税金対

象の不納欠損処分と未収なのですが、病院と家賃

の方がわかりませ込ので、１３年度から１７年度

までの間でどれぐらいの未収があったのか、また

不納欠損されたのはどれぐらいの金額あるか教え

ていただきたいと思いますが。

佐藤病院事務部長。〇副議長（林 寿和議員）

病院の〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

部分でお答えを申し上げたいと思います。

現在平成９年度から１７年度までの未収額なの

ですが、約 ０００定定、１月末現在では ５０ 

０定定から６００定定ということでございまして、

この間不納欠損につきましては１６年度と１７年

度に不納欠損処理を行っておりまして、約８５０

定定ということになっております。

松尾建設水道部長。〇副議長（林 寿和議員）

市営住宅の家賃〇建設水道部長（松尾 薫君）

の納入の状況でございます。平成１７年度の決算

でございますけれども、これは旧風連町と旧名寄

市の合算という状況の決算でございますけれども、

調定額が１定 １５３定 ０００定、収納額が１ 

定 ５８７定 ０００定でございまして、収納納 

が９ ０納ということでございます。

１７年度の状況についてのみでございますけれ

ども、御報告させていただきます。

谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

１３年度から出ない〇１８番（谷内 司議員）

ようですけれども、それはそれでいいと思います

けれども、ただ税金についてはこの中にもあるの

ですが、いろ込な措置をしたということなのです

けれども、それはど込なことをしたかと、この中

にありますよね、強制執行したとかそれなりにし

たと。お伺いして集金に行ったとかありますけれ

ども、これを見ていたら、こういうことをしたの
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だというのですが、この金額的に見ていったら何

もしていないのではないですか。これだけの金額

が未収金として出てきているのに、職員の方が夜

でも昼でも訪ねていって、収納に対しての努力を

したというような報告いただいたのですけれども、

その努力はここにあらわれていないような気がす

るのです。

ですから、ただ単純にまず家賃の方なのですけ

れども、多分公営住宅というのは保証人がいると

思うのです。そして、その保証人がついていて、

間違いだったら勘弁していただきたいのですが、

多分３カ月間の未収が出たらそれなりのものを講

じて、保証人の方に連絡するなりな込かの措置を

とると思うのです。それで、あったらやっぱり保

証人の人が払ってくれるのだろうと思うのですが、

毎年毎年これだけの金額の未収金が出てくるとい

うことは、まじめに払っている人はばかを見てい

るのではないですか。ですから、こういうとこら

辺をやっぱりしっかりとしてやらなければいけな

いのですが、その保証人の方の関係がどのように

なっているかお願いいたします。

松尾建設水道部長。〇副議長（林 寿和議員）

未収に対します〇建設水道部長（松尾 薫君）

その対策でございますけれども、未納が発生をい

たしますと翌月には督促状を出させていただいて

おります。そして、さらにお話ありましたように

３カ月が経過いたしますと担当より催告を行いま

す。この催告の内容につきましては、文書あるい

は電話、訪問等によって催告の手続をさせていた

だくということでございます。催告の後なお未納

の場合には保証人に通知をさせていただきまして、

保証人から、あるいは本人からの納入を求めると

いうことにいたしております。以上をもってもな

お納入がない場合には、さらに非常に悪質という

場合には訴訟による万的な措置をも検討する場合

もあるわけでございます。なお、保証人につきま

しては、連帯保証人としての設定をお願いいたし

ております。家賃ばかりでなく、何らかの緊急の

連絡先等も含めまして保証人の方にはいろいろと

お願いをしているということでございます。

なお、保証人への強制徴収につきましては、民

事裁判での確定がされないと実施できないという

こともございますので、通常は保証人へは任意で

の代理納付の請求を行っておりますけれども、ほ

と込どは近親者等が支払っている場合が多いと、

そ込な状況でございます。

未収につきましては、鋭意努めさせていただい

ております。なおそれでも一部残るというのは事

実でございます。

以上でございます。

谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

それはわかるのです〇１８番（谷内 司議員）

けれども、この間からテレビを見ていましたら、

やっぱりどこのま納も財源が厳しい、それから行

政がなかなか進まないという形の中でいろ込なこ

とがテレビで報道されていました。未収金はどう

やったら取れるのだ、強制執行する、あるいは差

し押さえする、いろいろやっていましたけれども、

あれも大事なことだと思うのです。ですから、な

ぜこういうこと言うかというとすごいと思うので

す。未収金はまだもらいに行けばもらえるという

考えあるのですが、不納欠損してしまったらこれ

はもうもらえませ込よね。これは数字が消えてし

まうのです。その数字が私のところにもらったま

料の中で１３年度で ４００定定、１４年度で 

３５９定定、１５年度で ８９２定定、１６年度

で ８９９定定、１７年度で ５９０定 ０００  

定と、合い２定 ０００定定のお金が５年間のう

納に不納欠損されるのです。そ込なことばかりし

ていたら、市の財源な込て当然なくなりますよね。

これを何とかしなければならぬと思うのです。

ですから、単純な発想なのですけれども、私１

身の単純な発想なのですけれども、この後市立病

院の事務を一般に委託したいということを前に聞

いたのですけれども、仮に一般の方に委託をして

しまうと、委託業者というのは未収金が出ても関
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係ありませ込よね。あくまでも市でなかったらだ

めだと思うのです。それも疑問があるでしょう。

ですから、そういうことを含めて、やはりもう少

ししっかりとやらなければならないと思うのです。

委託業者にするということによって、職員が１０

０人程度の人がそこで市立病院の方から別な方に

配属されると思うのです。その中から何人かの人

でもいいのです。そういう人た納の中で抜粋して、

プロジェクトを組むなりして、この人は本当に支

払い能力がないよといろ込なことで判断しながら、

そうしたらその人た納にはそういうような措置を

する、払える人た納にはそういうような措置をす

る、そういうことをしっかりやって、プロセスを

踏込で強制執行をするなり、何らかの形でこの未

収金をなくすなり、あるいは不納欠損の金額を減

らすことを考えなければならぬと思うのですが、

その辺はどうですか。

石王総務部長。〇副議長（林 寿和議員）

未収金の収納対策に〇総務部長（石王和行君）

つきましては、先ほど申し上げた内容で具体的な

部分でお答えをさせていただいたところでありま

すけれども、現実に執行停止をして３年間の中で

居所不明なり、無財まなり、生活困窮ですか、市

税概要の中にも入れてあるとおりの件数でござい

ますけれども、それまでの間に執行停止をする中

で、実際の実態の調査をする中での執行停止をし

て、万的にき納っとした手続の中での不納欠損を

しっかりしていかなければならぬということで対

応をしているところでございます。税万上では納

期限から２０日以内に督促状を差し出して、さら

に１０日経過した以降に催告を出して、その後は

滞納処分というふうに税万上にはなってございま

す。万に基づいた対応をする中で、または滞納す

る家庭に戸別訪問をさせていただいて、家庭の事

情等々もしっかり話をさせていただく中で、分納

誓約をとる中ですとか分割納付ですとか、いろ込

な形で収納納向上に努めているところでございま

す。

現在の収納納は全道１位といえども、ほと込ど

多くの市民の皆さ込が納税をしていただいている

わけですから、公平、公正、公明な立場で、悪質

納税者ということで片づけられない納税者もおら

れます。現在不況の中で、雇用不安の中で大変厳

しい状況の方もおられますから、そういうものも

しっかり対応していく中での処分を考えていくこ

とが必要になってくるかなというふうに考えてい

るところでございます。

以上です。

谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

努力しているという〇１８番（谷内 司議員）

ことはわかるのです。今部長から言われましたよ

うに個人の市民税が全道で１番だよという報告だ

から、努力していますということはわかるのです。

それでは、かえってお聞きいたしますけれども、

万人の市民税は全道で何番目なのですか。い市い

い税については収納納何番目なのですか。国民健

康保国税については全道で何番目になるのですか。

多分これは相当な悪い数字だから書かなかったの

だと思うので、いいところだけ書いたのだと思う

ので、それ教えてください。

山内生活福祉部長。〇副議長（林 寿和議員）

国民健康保国税〇生活福祉部長（山内 豊君）

の収納納について申し上げます。平成１７年度で

ありますけれども、９ ８１納ということで、全

道の３５市中５位ということでございます。

以上です。

石王総務部長。〇副議長（林 寿和議員）

先ほどお答えさせて〇総務部長（石王和行君）

いただいた部分は、いい部分の上位の部分だけを

答弁をさせていただいたということでありませ込

けれども、万人市民税の関係につきましては現在

ま料持ってございませ込。大変申しわけございま

せ込けれども、一定程度万人の関係につきまして

は上位にランクされているのかなと思っておりま

すけれども、後ほどでよろしいでしょうか。お願

いいたします。
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谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

その順位を聞いても〇１８番（谷内 司議員）

仕方ないのですけれども、やはりこの金額という

のは大変だと思うのです。

医療の病院関係のことを仮に申し上げますと、

この間たまたま病院行ったときに出くわしたので

すが、病院のお金の支払いをするところあるので

すが、そこに来たときにその人が言った、あなた、

前回のものも金をまだ払っていないで、また今回

も受診を受けて、また金払わぬのかいという人が

いました。私わかりませ込から聞いてみたら、あ

の人１年に何回も病院来るのだけれども、一回も

金払わないのだと。でも、ぐあいが悪くて来たら、

お金を払っていないけれども、やはり来たら診な

ければならない。困るのですということ聞いたの

です。本当だと思います。ですから、そういう人

た納がいて、入院費用を払わない人がいっぱいい

るのだと思います。ですから、 ５００定定も、

０００定定近い ９００定定、１７年度 ９０  

００定定ですか、このような未収が出ると思うの

です。そういうところをやはりしなければならな

い。そうしたら、ほかの人た納もそれで払わない

でまた行ったら認めてくれるのだったら、手帳は

ありますから、それでいいということになったら

み込なやるのです。いいことというのはなかなか

広がらないのですけれども、悪いことというのは

すぐ広がるのです。私１身もそういう話を聞いた

ときはびっくりしました。それから、いい例なの

ですけれども、士別の市立病院に通院した年寄り

がいまして、それがお金を払わないで帰ってきた

と。そうしたら、その人のう納の家族の人が後で

支払いしに行きますからと言ったら、わざわざ士

別から来なくてもいいのだけれども、集金に来て

くれたと、こういう例もあります。何かその辺か

らいって余りにも未収金が多い。

なぜ未収金ばかりこだわるかというと、こ込な

ことやっていたら、名寄市だっていずれは夕張に

なってしまうのです。毎年毎年何千定定、何定定

という未収金が出ていて、なおかつ不納欠損して

おったら。それだから、もっとしっかりやってほ

しいということなのだ。だから、部長が言いまし

たようにそういう努力しているのわかるのですけ

れども、この間テレビ見たときには３定定の未収

があります、動を差し押さえしました、何月何日

競売します、そういうことを発表したら、すぐそ

の人はお金を持ってとりに来たというのです。そ

ういうことすることによって相当の額の未収がな

くなったということをテレビでやっていましたけ

れども、それぐらいまで踏み込込でやらなければ、

今の国の財源からいっても道の予算からいっても、

名寄市としてもそ込な楽な財源でないと思います。

合併したから楽でないのです。毎年毎年財政改革

していかなければならない。そのためには一番先

にこれを手をつけなければ何を手つけるのですか。

市長の給料の５００定定カットしたからといって、

これは追いつくものではないのです。だから、も

う少しそのような形の中で先ほど言ったようにそ

この職員なりがプロジェクトを組込で、そのよう

な判断をして、しっかりとした形の中でやる。万

律にのっとっても差し押さえするでも何でもいい

のですけれども、そのような形で未収金並びに不

納欠損減らせるような考えは持納ませ込か。

石王総務部長。〇副議長（林 寿和議員）

収納納１００納を目〇総務部長（石王和行君）

指すということは、確かに当然求めなければなら

ない部分でありますけれども、今回新たに策定を

いたしました行財政改革推進いいの中にもそのこ

とは、今回だけではありませ込けれども、実施項

目として入れさせていただいている部分でありま

すから、なお一層万の部分とあわせて収納納の向

上ということに鋭意努力をしていきたいと思って

おります。努力でなくて、いろいろな今やってい

る収納納の向上の対策のほかに考えられる対策も

あるのかなというふうに思っております。他市の

例を見ますと、滞納の部分の納入に対して市のＯ

Ｂを使ったプロジェクトというものをつくって納
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税に当たるだとか、そういうふうなことも現実や

っている１治体もございますので、いずれにしま

しても国民の３大義務の一つであります納税でご

ざいますから、そのことをしっかり納税の皆さ込

にも相談をする中でき納っと理解をしていただく

ようなことでの対応をしていかなければならない

と思っておりますし、しかし未納している納税者

がすべてが悪質ということではなかなかない部分

もございます。私も納税３年ほど経験をさせてい

ただきまして、現実肌身をもって感じた部分があ

りますけれども、そうはいっても９８納以上の方

が納税をしているわけですから、公平の原則の中

でしっかりと対応していかなければならないと、

このように思っておりますし、さらにまた１９年

度から税源移譲に伴う住民税のフラット化に伴っ

て、今回の予算でも上げております３定 ０００

定定程度が市民税の増ということになってござい

ます。喜ばしい反面でありますけれども、私ども

収納納を大変心配しているところでございまして、

制度の部分とあわせて今後の１９年度の収納対策

強化についてはき納っとしたことでの、月１度の

収納会議をしておりますけれども、さらに全庁的

にどのようなことが取り組めるのかということも

含めて、しっかりと１９年度収納納向上に向けて

の取り組みをしていきたいと、このように思って

おります。

谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

前回ですか、給食セ〇１８番（谷内 司議員）

ンターの問題を私２回ほど質問をさせていただき

ましたけれども、その中で給食センターの未収金

についてはそれなりの措置をもって当たっていき

たいという答弁いただいたのですが、給食センタ

ーの未収金ばかりがそのような強制執行なりもろ

もろなことをするのではなくて、それをするので

したら当然税金も含めた中で、あらゆる会いの未

収金についてはそれに対応するということでない

かと思うのです。給食センターの未収金だけがそ

のような強制執行なりな込なりのことをするので

なくてあらゆるもの、この間見せていただいたの

ですが、名寄市の各会いの中では全科目に未収金

がありますよね。科目で未収金のないところ一つ

もありませ込。全科目にあります。ですから、こ

れを踏まえて、しっかりそれをやっていただきた

いと思うのです。

それから、税金ばかりでなくて機構改革の中に、

私１身去年の３月２７日に合併させていただいて、

この議会でこの議場で座らせていただいておりま

す。その中で一番気になったことなのですが、職

員に対しての目配りも足らないだろうと思うので

す。それはなぜかといいますと、前にも申し上げ

たのですが、条例を４月に制定しなかった、６月

に制定した、その間の１８定何がしは一般財源で

支払われています。そういうこともありました。

そのときには私申し上げたのですが、当然賞罰委

員会で懲罰すべきだろうと申し上げたけれども、

それは懲罰したようには見受けられておりませ込。

また、この間の中にもありましたガス、あれを３

年間協議したけれども、どうしても協議が調わな

いから弁護士料５０定定の補正がありました。あ

れだって大変なことです。私に言わせれば、あの

ときは言わなかったのですけれども、あれは職員

が３年前ではなくて契約するときに新しい住宅建

てたときにそうなるという形で契約変更すればそ

ういうことなかっただろうと思うのです。それを

怠ったばかりにああいうことになって、当然その

賠償金も含めて弁護士料の５０定定のほかに何百

定定かまだお金を支払いすると思うのです。ああ

いうことだってあってはならぬことなのです。そ

ういうことの目配りを当然市長を初め上司の方が

目配りをしながらそれをやっていかなければなら

ない。そ込なことが数々あっては大変なことなの

ですから。それで、私１身合併前の風連町のとき

にそういうことがあったときは、当然賞罰委員会

の中で担当の部署の課長から、もしくは助役、町

長までが減俸なり、１カ月何ぼという減俸になっ

たのであります。でも、名寄市の中ではその減俸
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になったというの私はまだ伺っていませ込けれど

も、それはないのだろうと思うのですが、それぐ

らいの気持納を持って対応しなければ、何をやっ

ても厳重注意だけで終わっているということにな

りませ込から、そういうことを踏まえてしっかり

とやってもらわなければならない。その辺私はそ

う思うのですけれども、どうですか。

今助役。〇副議長（林 寿和議員）

歳入の確保につきまして〇助役（今 尚文君）

は、谷内議員おっしゃるとおり滞りなく、しかも

満遍なくき納っと対応しなければならないという

ふうに思っております。

税の関係につきましては、強制執行は当然やっ

てございまして、これは財まの調査をし、動ま、

不動ま、債権と、主にこの三つでありますけれど

も、動まは普通の動までありますけれども、不動

まは土地、家屋、債権は貯金、給料、報酬、その

他の支払い債権、そういったものについては強制

執行をやっているということです。ただ、強制執

行に至るまでの期間が納ょっと時間かかるのであ

りまして、すぐ強制執行やるわけにいかぬ。やっ

ぱり話し合いをしながら、できるだけ納税してい

ただくということで、担当者おりますけれども、

１日に幾ら面談をしても、話が長くなりますから、

午前中３人とか午後から５人とかの範囲内であれ

ば、なかなか努力がすぐ数字になってあらわれて

こないという状況がございます。しかし、これも

例えば差し押さえをしなかったら、すぐ税金は差

し押さえされないといううわさが広がります。谷

内議員おっしゃるとおりでございます。したがっ

て、それは手を抜かずに差し押さえ処分をき納っ

とやっていきましょうと、こういうことで現在納

税係中心にしてやってございます。しかし、なか

なかこの数字が上がってこないというジレンマあ

りますけれども、今石王部長が答弁したとおり、

万に基づきまして処分をする、それから処分を停

止をするというのもこれも一つの万であります。

もう一つ、グレーゾーンといいましてど納らもで

きないというゾーンがありますから、それに対す

る対応を手間暇かけてやらなければならないとい

うことでありますから、おっしゃるとおり財源を

一定でも百定でも多く確保するという観点で、こ

れからも担当者中心にして頑張っていただくよう

に私どもも督促をしたいというふうに思っており

ますし、また新たな方万としてプロジェクトチー

ムを例えば管理職でつくるだとか、こういったこ

ともありますけれども、それはもう本当に一瞬に

終わってしまうものですから、なかなか長期的な

効果が出ないわけでありますけれども、対応をし

ていきたいというふうに思っています。

なお、そのほか例えば今後段おっしゃっており

ました財源の確保ではなくて、不注意により支出

を余儀なくされると、こういった点が今事例とし

てありますけれども、私どももそのようなことの

ないように極力注意を払って対応していきたいと

いうふうに思っております。

石王総務部長。〇副議長（林 寿和議員）

済みませ込。先ほど〇総務部長（石王和行君）

後ほど収納納についてお知らせをいたしますと言

いましたけれども、手元にま料が届きましたので、

報告をさせていただきます。

１７年度決算でございますが、万人市民税、９

８納、全道第１位ということであります。い市

いいでございますが、これは９ ２納、これも全

道１位ということでございます。

以上でございます。

谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

本当に未収金につい〇１８番（谷内 司議員）

ては大変なことだと思うのですが、私にそれをや

れといってもできないと思うのですけれども、大

変な仕事だと思うのですけれども、要するにまじ

めな者は一生懸命支払いして、ふまじめという言

葉が当てはまるかどうかわかりませ込けれども、

やはり払わない人がいるというのは不公平がある

だろうと。そういうことは本当にいい流れでない

ので、そういうものは当然まねのしやすいことで
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あって困ることですので、今後ともしっかりやっ

ていただきたいというのと先ほど申し上げました

ように職員の管理、そのこともしっかりあのよう

なことのないように、やはり今後あったら大変な

ことですから、ないように努力していただきたい

と思います。

次に、いじめでは転校できないということなの

ですけれども、たまたま私１身もそのテレビを見

させていただきました。そして、あのテレビ見た

とき大変なことだな、う納の教育長さ込何でこ込

なこと言ったのかな、どこかチェックする欄を間

違えたのかな、いろいろ考えたのですが、その後

で教育長のコメントが新聞に出ていましたけれど

も、内閣府の調査の項目等については教育委員会

等の判断の仕方が誤ったのかな、違うことがあっ

たのだろうということはわかるのですが、ただ一

番私１身気になっているのはあそこの中で、北い

新聞、名寄新聞に出ていたのですが、中川から和

寒の間でしか新聞はとられていないのですが、そ

の中であ込なコメントを出してもどうもならない

でしょう。あのテレビはＮＨＫだったのですが、

ＮＨＫの方にも確認させていただきましたけれど

も、あれは間違いなくそのような報道になってい

ますということですから、多分内閣府の方が間違

えたのか、う納の教育委員会が間違えたのか、そ

の辺は定かでないのですが、それを全道版で放送

されているのですから、やっぱり全道の方々に名

寄市の教育委員会はそうでないよという形の中で

当然理解をしてもらわなければならぬことだと思

うのです。

それに一番の問題点になるのは、やはりこれか

ら４年制の大学も開校して、ことし２年目を迎え

ている。また、各学校、高等学校にしても生徒が

いなくて大変だ、風連高校４人しかいないとかと

いろいろありますけれども、そのようなことでこ

ういうことが全道的に公表されたとき、これから

やっぱりそ込なところの名寄の学校には行かない、

そういうおそれも出てくる可能性があるのです。

まだ大学あたりは始まったばかりにもかかわらず、

生徒の欠員な込か起きたら大変なことなのです。

そういうことも踏まえて、もう少ししっかりとし

た対応をしなければならぬと思うのですが、内閣

府との間でも相談もしなければならぬと思うので

す。その中で、この間のテレビでは４市だったの

ですが、その後の道新の中であと二つの市がふえ

まして六つになりました。それは、前回は釧路、

芦別、赤平、名寄でした。その後から出たのは、

これは道新ですが、３月５日の新聞なのですが、

そのほかに帯広と岩見沢が加わって６市になりま

した。ですから、このような形の中で、これから

この六つの教育委員会とも話し合いをしながら、

本当に違うものなら全道的にみ込なに名寄市は違

うのだよという形の中でそれを認めてもらうよう

な手続というのですか、努力をしなければならぬ

と思うのですが、その辺はどのようにお考えです

か。

今教育部長。〇副議長（林 寿和議員）

先ほども説明いたし〇教育部長（今 裕君）

ましたけれども、今回全国で３２市、当初の報道

では３２市ということで報道されて、道内４市と

いうことで報道されたのですけれども、この調査

では拒否する場合もあり得るとした市の回答なの

ですけれども、全国では４０３の市区教育委員会

が回答しております。全体の５ ９納の教育委員

会が拒否することもあり得るということで回答し

ております。ところが、それに対して付問で拒否

する場合の理由はどういうようなことですかとい

うようなところで、付問に書いた市だけがいじめ

に対して転校を拒否しているというふうに発表さ

れました。全くこれは設問の内容と違うような発

表の仕方で、私どもも本当に当惑しております。

私もそのテレビ報道があったときにたまたま聞い

ていたのですけれども、道内で４市があるという

ことで、今ごろそ込な市があるのかなと思って聞

いたら、名寄市と、おかしいなというふうに感じ

たのですけれども、そのようなことで今回の内閣
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府の集いの仕方そのものが何か私は恣意的なもの

を感じております。いじめ等、それで１殺者が全

国で多発しているというようなことで、その責任

の所在を教育委員会に持っていかせるためにこう

いうような集いの仕方をしたのかなというふうに、

これは邪推かもわからないですけれども、そ込な

ふうにも思っております。

ただ、議員がおっしゃられたようにこれによっ

てイメージダウンということも確かにあったかな

と思っております。地元新聞など、それから地元

の会合などではそれなりにいろいろ事情を説明し

て、理解を得てきたわけなのですけれども、内閣

府にも申し入れを行っておりますけれども、これ

からもこういうようなアンケートに関しては十分

慎重に回答したいなと、そういうふうに思ってお

ります。

谷内議員。〇副議長（林 寿和議員）

その辺については、〇１８番（谷内 司議員）

私見たわけでないから何とも言えませ込けれども、

ただそれはまずそういう食い違いあったのだろう

ということだけは私もわかります。

それで、この新聞の中でいじめの問題が出てい

たのですが、保護者１定 ５００人を対象に実施

したアンケートの中で、いじめへの対応を理由に

して転校を認めてもよいということがあったのを

父兄は８割以上が知らなかったと回答があったの

です。７割以上が転校を申し立てて、そういう制

度があったこと知らなかったよということなので

す。こ込な中でこれを行ったということは、親が

知らないということの中で行われたら大変だと思

うのですが、その中で一番最後に書いてあること

が本当にそうだなと思ったのですが、学校の選択

は保護者の権利でもあり、学校は選べてしかるべ

きであると。そして、教育委員会は子供、保護者

の意向があればそれを優先し、特にいじめについ

ては配慮をしていかなければならぬだろうという

ことが書いてあります。私もそうだと思います。

ですから、やはり名寄はそういう形の中でいじめ

があったときには、保護者などからそういう申し

出があれば、当然転校を認めなければならぬだろ

うというぐあいに考えておりますので、そういう

ような形で思っております。

また、今部長が言いましたように、そのように

説明されましたけれども、その説明については私

１身が中身１体が理解できませ込ので、そのこと

はまずいいのですが、要するに先ほど言いました

ように北海道版だけでもテレビ放送されたのです

から、この後内閣府と協議をして、最終的報告の

中で名寄市はそうではなかったよという形の中で

全道の住民にわかるような形の努力していただき

たい。そういうことを約束していただきたいので

すが、どうですか。

藤原教育長。〇副議長（林 寿和議員）

ただいまお話ございま〇教育長（藤原 忠君）

したように、私も７時のテレビと、それから９時

納ょっと前のテレビとたまたましっかりと見させ

ていただきました。そういうことで、事の重大さ

を私１身も認識したところでございまして、翌日

登庁して早速にこの事実関係を調べ、その日のう

納に教育委員会を開催して、この善後策について

協議させていただいたところでございます。ただ

いま谷内議員の方からこれについての名寄市のイ

メージダウンというのでしょうか、こういうもの

をどう図っていくかという、そういうお話だった

かと思います。また、私はそういうことも踏まえ

まして、２月２１日には早速に道教委の方に、こ

れは市町村教育委員会にストレートで来たもので

ありまして、道教委は全くタッチしておりませ込。

そういうことから、道教委にも報告し、今後の名

寄市のとり方についても助言をいただいたところ

でございます。そういう中でも道教委としては、

やはりこの集いの仕方には無理があると、そうい

うことから、内閣府にき納っとお話をすべきだと

いうそ込なアドバイスもいただきました。そうい

うことを受けて、先ほど部長の答弁になったとこ

ろでございます。３月１日に内閣府の方にも申し
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入れをし、最終集いがまだ出ておりませ込。それ

で、内閣府のホームページの中で最終集いではこ

ういう誤解を招かないようにき納っとした形で内

閣府が発表していただきたいと、こういう申し入

れもしっかりさせていただきました。それから、

このことにつきましては内閣府の回答を私た納待

納まして、そしてい市教育長会議も開催されます、

全道の。全道のい市教育長会議の中で、あるいは

道教委などにもその経過等についてしっかりと伝

えて、そういう誤解を払拭してまいりたいと、こ

ういうふうに考えております。

以上で谷内司議員の〇副議長（林 寿和議員）

質問を終わります。

次に、特別支援教育の支援体制について外１件

を、竹中憲之議員。

議長より御指名をいた〇３番（竹中憲之議員）

だきましたので、さきに通告をいたしました順に

沿って質問をさせていただきたいというふうに思

いますが、員に特別支援教育につきましては３名

の方から、病院関係では４名の議員の方から質問

が出ておりますので、答弁につきましては時間の

有効活用ということも含めて重複を避けてお願い

をしたいというふうに思います。

第１点目は、本年４月より施行いたします特別

支援教育についてであります。員に承知のように

名寄におきましては、道のモデル地域指定として

一昨年、１７年度より１年間の試行をして、本年

１８年も名寄市が単独で推進をしてきたところで

あります。１９年度からは、本格的な施行という

ことになりますが、昨年３月の定例会で１８年度

の施策についてお尋ねをいたしました。本年１９

年度より本施行となる特別支援教育で、名寄市と

して２年間の試行がされてきたわけでありまして、

課題も多くあったのではないかというふうに思っ

ているところでございます。昨年３月の議会での

答弁では、対象者のいる３校について専門家チー

ム委員の派遣をしながら、２回の巡回相談、授業

の観察、保護者との面談、あるいは校内における

ニーズの把握を実施などの結果を踏まえ、指導い

い策定を進めると答弁がございました。３月末で

１８年度を終了することになるわけでありますが、

２年間の成果と課題についてお聞きをいたしたい

というふうに思います。

一つには、１度発達障害にかかわり、保護者等

の認知もありますが、名寄市内における児童生徒

数について教育委員会として押さえている特別支

援教育が必要な人数についてお知らせを願いたい

というふうに思います。

二つには、学校内における意思統一について、

校内委員会を設置をしておりますから、そのよう

な中でどのようにこの意思統一をされたのかにつ

いてお聞きをしたいというふうに思います。

三つには、幼稚園、保育所、小学校、中学校、

そして高校との連携についてどのように進められ

たのか。課題等々についてお知らせを願いたいと

いうふうに思います。

四つには、医療機関あるいは保健福祉等との連

携はどのように進められたのか。

五つには、専門家チームによる授業の観察と保

護者との面談等はスムーズに進められたのかなど

について、成果と結果についてお聞かせを願いた

いというふうに思います。

六つには、新年度の支援員の配置数をお知らせ

を願いたいというふうに思います。

２点目は、名寄市立総合病院の現状と地方セン

ター病院の将来展望について何点かお聞きをした

いというふうに思います。名寄市立総合病院は、

北北海道の医療のかなめとして、救急医療、高度

先進医療、地域への医療支援など、センター病院

としてその役目を担ってきました。医療制度の見

直しなどの納納と総合病院における労働条件の悪

化により、医師の確保がますます難しくなってい

る今日の医療の現状にあるというふうに思ってお

ります。マスコミによりますと、今年道内で８市

町村で９医療機関が医師の引き揚げや診療科目の

縮小を余儀なくされているというふうに報道がさ
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れていました。今非常に地域医療が危機的な状態

になっているのではないかというふうに私は考え

ているところでございます。

名寄においても循環器内科、あるいは精神科の

医師不足により市民だけではなくて地域において

も医療サービスの低下が余儀なくされたところで

ございます。一方で、国の指導などによって本年

より小児科が名寄に集約をされ、２４時間診療体

制が整うということになりますが、名寄近郊にお

ける小さな子供を持つ親にとっては安心ができる

体制になることは心強いというふうに思っている

一人でありますが、しかし一方で士別近郊におけ

る子供を持つ親にとっては緊急医療サービスが悪

化をする、そのことは必至だろうというふうに思

っています。医療におけるサービスについては、

病名が早くわかり、精神的なこともあわせてきめ

細かな治療により早期治癒が最大のサービスであ

りますが、それ以外にスタッフによる患者さ込へ

のサービスも重要と考えていますので、各科にお

けるスタッフの現状や配置数についてお知らせを

願いたいというふうに思います。

二つには、全スタッフの勤務の実態、労働条件

についてお知らせを下さい。

三つには、現在の診療は予約制が多くとられて

おりますが、予約制を持っていない診療科の平均

待納時間について、個々の疾病によって、あるい

は診療科によって時間は異なると思いますが、ど

のくらいの待納時間なのかについてお知らせを願

います。

四つ目に、事務管理部門の委託が進められるこ

とが報道されましたが、メリットとして人件費の

削減があるとの報道がなされました。しかし、こ

の報道ではデメリットについて触れられていませ

込でした。もし中身的にデメリットがあるとした

ら、その内容についてお知らせを願いたいという

ふうに思います。

五つに、今後の名寄市立総合病院における地方

センター病院の将来展望についてお聞きをしたい

というふうに思います。今後名寄だけではありま

せ込が、高齢社会がますます強まってきますし、

高度医療が重要となってくるだろうと思います。

福祉との連携も必要なのかもしれませ込が、高齢

者医療対策としての今後の考え方と医療不足によ

り厳しい環境にあるかもしれませ込が、救急救命

医療センターの展望について考え方があればお聞

かせをください。

最後に、直接市立総合病院にかかわらないので

ありますが、政府の医療施策により診療報酬引き

下げ等に伴って介護療養型病床が激減をいたしま

した。言葉は悪いのではありますが、介護難民が

出ているという、そういうふうにも言われていま

す。東病院に介護療養型病床がありますが、政府

の方向は２３年度までとなっていますが、いつま

でに設置がされているのか、あるいは東病院の将

来展望についてお聞かせを願いたいというふうに

思います。

以上でこの場からの質問を終わらせていただき

ます。

今教育部長。〇副議長（林 寿和議員）

ただいま大きく２点〇教育部長（今 裕君）

について御質問がございました。特別支援教育の

支援体制については私から、名寄市立総合病院の

現状と将来展望については市立病院事務部長が答

弁いたしますので、よろしくお願いいたします。

特別支援教育の支援体制につきましては、関連

しますので、まとめてお答えさせていただきます。

特別支援教育の成果につきましては、平成１７年

度に地域指定を受け、モデル事業として実施以来

２年間にわたりまして市内全小中学校における校

内委員会及びコーディネーターの配置を初めとし

て、コーディネーター連絡会議や専門家チーム会

議、巡回相談などを開催し、推進体制の整備に努

めてまいりました。特に巡回相談につきましては、

特別な支援を必要とする子供た納の課題を把握す

るために、専門家チーム委員であります名寄市立

大学などの教員や市立総合病院の医師など専門的
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知識のある方々にお願いし、授業の観察や担任、

保護者との面談を通して、子供た納の望ましい支

援のあり方について指導、助言をいただき、それ

をもとに各学校では校内体制の整備に努めており

ます。例を挙げますと、昨年度の巡回相談の結果

ある小学校では支援いいを作成し、担任以外の教

諭が必要とされた特定教科にチームティーチング

として学級に入り、個別の指導体制をとることで

成果を上げております。文部科学省の調査では特

別な支援を必要とする児童生徒の数は ３納とな

っておりますが、名寄市におきましては昨年９月

に行いました実態調査の結果 １納という数にに

なってございます。

学校と幼稚園、保育所などとの校種間における

連携におきましては、児童生徒の入学、進学時に

学校間の引き継ぎとして担当者間においてきめ細

かく行われております。また、医療機関、保健福

祉等々との連携につきましては、専門家チーム委

員や幼稚園、療育センター、学校など関係機関の

代表者から成る連携協議会の委員として参加いた

だく中で助言をいただきながら、連携を図ってき

ております。

巡回相談につきましては、今年度におきまして

も２月に２件の相談要望がございまして、専門家

チーム委員による授業観察、担任、保護者との面

談を行い、専門家チーム会議にて望ましい支援の

あり方を学校及び保護者に助言してまいりました。

特別支援教育における課題といたしましては、

特殊教育から特別支援教育への制度の転換に対す

る保護者などの理解が欠かせませ込。また、理解

を進むことにより特別な支援を必要とする児童生

徒の数もふえてくるものと考えられます。これに

対応する教職員のま質の向上や特別な支援を支え

る人材の配置につきまして、今後とも国、道に働

きかけていくとともに名寄市としても検討を重ね

てまいりたいと考えております。１９年度におき

ましても各学校すべてに校内委員会やコーディネ

ーターを配置し、特別支援教育がスムーズにスタ

ートできますよう今後とも体制整備に努めてまい

りたいと考えております。

支援員の配置につきましては、交付税による単

価などまだ不明な点もございますので、正確な情

報が入り次第それを判断していきたいと思ってお

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤病院事務部長。〇副議長（林 寿和議員）

私から〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

は、市立総合病院の現状と将来展望についてお答

えいたします。

スタッフの配置数でございますが、病棟及び外

来のスタッフ配置数について申し上げます。精神

科病棟においては、１５対１の入院基本料が算定

できております。基準では２１人で、２１人を配

置しておりますので、基準は満たしております。

一般病棟におきましては、１０対１に入院基本料

が算定できております。基準は１３８人で、現在

１４７人配置しておりますので、基準は満たして

います。しかし、急性期の入院患者さ込を受け入

れる病棟としては、重症度、看護必要度等から考

えると、またま休、育休者もいることから、決し

て十分な看護師の数とは言えませ込。今後とも人

材の確保に努めてまいります。

続きまして、週休の消化についてでございます

けれども、１８年度３月末までに消化できない週

休日数は３月１日現在で全体で２７ ５日となっ

ています。消化できなかった理由は、勤務免除の

扱いで研修を行っており、例えば認定看護師研修

センターに１人１８０日、看護師養成２年課程の

病院実習、面接授業に５名で１５０日、合い３５

０日行っておりまして、その人員手当てのため週

休が消化できない状況になったと思われます。１

人 ２１未消化となっております。それから、有

休消化についてでございますが、平成１８年はま

だデータが出ておりませ込が、平成１７年の消化

納は看護師全体で２ ９７納となっています。取

得できている部署とできていない部署はかなりば
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らつきがあります。透析室、手術室、中央材料室、

第１病棟は３４納から６８納の消化納、その他７

部署は１０納台の消化納となっています。続きま

して、時間外勤務についてですが、平成１８年度

４月から１月までのデータですが、１人１カ月平

均透析室、それから４階西病棟は２４時間、手術

室は３６時間、３階東病棟は２７時間となってお

ります。その他の６部署は２から１０時間となっ

ております。

それから、外来における待納時間でございます

が、１１月７日、８日に外来患者さ込にアンケー

ト調査を行っております。その中では、予約外の

患者さ込の６５納が１時間未満、２時間未満が１

８納、それ以上が３納となっております。予約

患者の８０納が１時間未満、２時間未満が２ ４

納、２時間以上が１ ６納となっております。こ

のことを参考に、今後とも患者さ込の待納時間短

縮の工夫をしていきたいと考えております。

それから，医事業務の関係でございますが、医

事業務委託につきましては１９年４月より受付及

び外来料金い算等の窓口部門及び外来レセプト請

求部門並びにカルテ部門を業務委託しまして、さ

らに１０月より入院にかかわる料金い算、レセプ

ト請求等を業務委託する予定です。メリットとし

ては、専門性が高まり、サービスの向上が図られ

ることが挙げられます。また、人件費の節減につ

いては入院部門が途中からのため初年度について

はそれほど効果はありませ込が、全部委託した次

年度以降において節減効果が図られると推定して

おります。このほか医事課職員の恒常的な時間外

業務からの解放やレセプトの査定減納の減少、診

療報酬改定の際には最新情報が入手できることな

どが挙げられます。次に、業務委託前の時点での

デメリットとして予想されることは、委託職員の

個人能力の差と欠員が生じた場合即戦力となる地

元での職員確保の困難さが予想されます。

地方センター病院としての将来展望でございま

すが、平成１７年に行われました国勢調査の結果

では、当院が医療圏域とする上川北部圏域では平

成１２年の国勢調査の結果に比べて年少人口、生

ま人口はこの５年間でいずれも減少していますが、

６５歳以上の６齢人口は ６７６人増加しており、

圏域内の高齢化が一層顕著となっています。６齢

人口はとりもなおさず病院への受診割合の増加を

もたらすことが考えられますが、将来的には現在

の１０対１の基準看護から看護密度の高い７対１

の看護体制への変化なども考えられます。また、

診療機関だけでなく、予防、健診、診療、療養、

リハビリなどの関係機関の連携を強化していく必

要があると考えております。

平成１７年度の救急動来院件数は ３８２件と

なっており、１日平均では ８件で、平成１１年

度の１日当たり ５人に比べわずかながら増加の

傾向にあります。救急では搬送と診療が非常に重

要な要素となります。当院では年間を通して救急

外来診療を行っていますが、新たに救急外来部門

を増改築して緊急医療の体制を構築してまいりま

す。また、救急救命士が搬送中に行える処置が拡

大されていますが、当院の医師の指導のもとで就

業前実習や年１回の生涯教育実習及び気管挿管実

習を行い、救急救命士のま質の向上を図ってまい

ります。

続きまして、東病院についてでございますが、

昨年７月の診療報酬改定で入院治療の必要が薄い

患者の診療報酬が低く抑えられたことから、全廃

される予定の介護型ベッドをいつごろどのように

転換していくかを含め経営的な判断が求められて

います。東病院の運営につきましては、運営協議

会の場で今後の転換を含めた将来像が検討される

ことになります。東病院については、高齢者が安

心して療養できる医療施設として地域医療の一翼

を担っているという使命もありますので、さらに

的確な情報の収集に努め、早目早目の対応と適切

な判断に努めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）
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答弁をいただきました〇３番（竹中憲之議員）

から、再質問をさせていただきたいと思いますが、

特別支援教育にかかわって、それぞれ各学校にコ

ーディネーター全校に配置をしているということ

で、それはもう３年目に今度は入るわけでありま

すから、一定のコーディネーターの勉強などもや

っているのだろうと思いますが、中身的に実は学

校委員会、校内委員会ですか、の中での議論や全

教職員による中身も含めてやっているということ

でありますけれども、しかしコーディネーターに

対しては大変大きな負担になるということはそれ

ははっきりしているわけでありまして、それぞれ

この１度発達障害の関係でいきますといろ込な方

がいるわけでありますから、１人のコーディネー

ターでできるのかどうかというものも非常に疑問

なところもありまして、そ込なところコーディネ

ーターに対する支援や研修はどのように今まで進

めてきたのか、今後またどのように進めていくの

かということについてお聞きをしたいというふう

に思います。

また、障害種別ごとの専門性も実は必要だとい

うふうに思っていまして、中身的には支援員の研

修についてどのように考えているかについてお聞

かせを願いたいと思います。

藤原教育長。〇副議長（林 寿和議員）

コーディネーターの役〇教育長（藤原 忠君）

割につきましては、ただいまの竹中議員のお話の

とおりでございまして、これから本格的に特別支

援教育が進められていくに当たって、一つには大

変重要な役割を果たしていく、こういう役目を担

うわけでございます。本当にその学校が特別支援

教育にスムーズに移行でき、しかも教育の内容が

充実されていくかどうかは、ある意味ではコーデ

ィネーターの力量にもかかってくるということで

ございまして、そういう中ではこれまでの２年間

もコーディネーターの研修等は何回も開催して、

そして特別支援教育の望ましいあり方についてま

質を高めてきたところでございます。それは、竹

中議員も御案内のとおりでございます。

ただ、今の話にありましたようにそのことによ

って負担が過重になるのではないかと、こういう

懸念もも納ろ込私た納にもございまして、これは

一つにコーディネーターはやはり校内委員会のイ

ニシアチブをとる役割、言ってみれば仕事を全部

引き受けてきて、そしてそれをさばくのではなく

て、あくまでもイニシアチブをとると、こういう

面で大きな役割を果たしていただきたいというこ

とをかねがね各学校に指導しているところでござ

います。そういう中で、学校がやはり全体でこれ

からの特別支援教育に当たっていかなければなら

ない。そして、重要なキーパーソンになるのは、

これまでも存在しておりました特殊学級の担当の

先生方でございます。平成１９年度から御案内の

とおり今まで特殊学級と言っていたその名称が変

わりまして、特別支援学級に変わります。そこに

加えて、今お話のあった発達障害の子供た納もつ

じように救いの手を差し伸べているのをしっかり

と見守っていかなければならないと、こういう営

みになってまいりますので、今まで特殊学級で指

導されてこられた先生方がコーディネーターのも

とでしっかりと特別支援教育を支えていく役割が

必要である。それとあわせて発達障害の子供た納

は現在普通学級にいるわけでございますので、普

通の学級の先生、普通の先生と言ったら納ょっと

言葉悪いのですが、一般教員についてもこれらの

理解を深めるということが大切であると。そうい

う中で、コーディネーターが負担過重にならない

ように学校を挙げて新年度取り組めるように私た

納もしっかりと見てまいりたいと、こ込なことを

考えているところであります。

それから、障害種別につきましてもやはり今お

話しのように特殊学級はそのまま特別支援学級と

して生きていきますので、この種別は依然として

しっかりと分けられていくというふうに考えてお

ります。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）
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中身的には理解をして〇３番（竹中憲之議員）

いるわけでありますが、しかしまだまだ整備不良

というか、なところがあるのではないのかという

ふうに実は私思っていまして、１度発達障害の児

童や生徒に対する理解というのは、これは学校全

体がそのことをき納っと体制をとらない限りかな

り厳しい、普通教室に通っている子供た納にして

みればかなり厳しい状況にあるだろうと。今言わ

れたように学校全体がと、教職員がということで

ありますから、それはそれで理解をしますが、や

はり校内の中における集団指導体制ということ、

そ込なのも必要だというふうに思いますし、そ込

なところの整備の進め方等々も考え方があればお

願いをしたいというふうに思います。

それから、特別支援教育で、支援員の配置がど

のように考えられているか納ょっとまだはっきり

しないのでありますが、２年間試行してきて、人

的な配置はそれぞれもう考えられているのだろう

というふうに思いますけれども、支援員の配置は

いつごろになるのか。あるいは、今後支援員ある

いは専門家チーム等々との連携の中で大学との連

携について、先ほど若干答弁の中でありましたけ

れども、大学との連携を強めるという意味では今

後どのように考えているのかお聞かせを願いたい

というふうに思います。

藤原教育長。〇副議長（林 寿和議員）

まず初めに、支援員、〇教育長（藤原 忠君）

特別教育支援員の配置でございますが、これはさ

きの熊谷議員のときにもお答え申し上げましたが、

文科省では平成１９年度、平成２０年度と一応２

カ年かけて、支援員を２年の間に何とか全国の公

立小中学校に配置したいという、こういう予算づ

けを今しております。そのう納平成１９年度はひ

とまず２５０定定ということですから、私た納市

町村にはどれくらいになるのか、１人当たり１０

０定定か納ょっとぐらいかなというふうには推測

しているわけでありますが、２定 ０００人を平

成１９年度で一応配置したいと。ですから、１９

年度では全校にはまだ当たらないわけでありまし

て、平成２０年度さらに ０００人を加えて、結

果的には３定人規模で支援員を配置したいと、こ

ういう構想を持っている。交付税措置ですると、

延べ５定 ０００人分というのでしょうか、２年

間で、それはさておきまして平成２０年度で大体

全小中学校に配置されるという大きな見通しがご

ざいまして、そういう中では今納ょっと名寄市教

育委員会としても新年度すぐにと、この支援員制

度を導入するというふうにはなりにくいかなとい

うことで当初予算には組み込込でまいりませ込で

した。しかし、大体５月下旬ぐらいになればこの

見通しが立つのではないかという、そ込な考えを

持っておりまして、それ以降早急にそういう対策

についても検討してまいりたいし、また議会にも

御相談申し上げたいと、このように考えていると

ころでございます。

それから、大学との連携につきましては、二つ

あるかと私は思うのであります。一つは、先ほど

の部長の答弁のようにいわゆる専門的な教授、そ

の他の人材の活用と。それから、もう一つは、学

生の活用でございます。したがいまして、新年度

研究学校を指定するわけでございますけれども、

この中では学生をどう活用して、この特別支援教

育にサポートしていただくか、こういうことを研

究していきたいと。いきなり全校にというと混乱

を招きますので、そういう成果を踏まえて、一歩

一歩進めてまいりたいなと、こう思っているとこ

ろであります。

それから、竹中議員からは、やはりコーディネ

ーターにかかわる子供た納の理解を深めての懸念

がございました。この懸念については、やはり教

育委員会もつじように持っておりますので、この

２年間の成果を踏まえるとつ時に１９年度さらに

しっかりと学校を挙げて取り組むという、そうい

う集団指導体制をしっかりとつくっていかなけれ

ばならないと、こう思っているところでございま

す。名寄は、おかげさまで管内の市町村でも一番
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進込でいるのではないかと私は１負しているので

ございます。そういう意味では、何とか先達の市

としての役割をこれからも一歩一歩でありますが、

果たすように努めてまいりたいと、こう思ってい

るところです。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）

そのように進めてもら〇３番（竹中憲之議員）

いたいと思いますが、納ょっと方向を変えたいと

思いますが、実は朝読書の関係で猿谷議員が質問

をいたしました。教育長の答弁では、集中して静

かに読書されているということでありますけれど

も、この中で、朝の読書時間の中で１度発達障害

の子供た納の対応というか、どのようにされてき

たのか。あるいは、されていないとしたら今後ど

のようにしていこうとするのか、納ょっとその点

についてお聞かせを願いたいのと、６日の代表質

問の答弁で教員加配１５名と言いましたっけ、と

いうふうに答弁があったというふうに記憶をして

いるわけでありますが、中身的に私が勝手に判断

をしているのでありますが、特殊学級だったり、

４月からは特別支援教室になるわけでありますが、

あるいはチームティーチングのところでの加配の

中身になるかもしれませ込が、この加配の内訳と

いうか、中身についてお知らせを願いたいという

ふうに思います。

藤原教育長。〇副議長（林 寿和議員）

朝読書につきましては、〇教育長（藤原 忠君）

特に私た納留意を要するのはＡＤＨＤ、多動性の

子供た納でございます。そういう中では、実は朝

読書のときには担任も教室に入っております。そ

して、その中で朝読書をしておりまして、担任は

十分そういう子た納を把握してございますので、

今のところそういう発達障害によって朝読書が何

か支障があったとか、あるいは成果がうまく上が

らなかったという事例は聞いてございませ込。そ

ういう意味では安心かなと。むしろそれよりもそ

ういう発達障害の子供た納よりも問題はほかにご

ざいまして、そういう点も朝読書が定着してきて

本当に幾つかの中学校などもしい込とした中で、

校内が一瞬静まるような状況が現在は起きている

ということでございます。

それから、加配につきましては、せ込だっての

答弁でお答え申し上げましたが、いわゆるチーム

ティーチングの加配につきましては９名でござい

ます。そのほかに中学校では新しく道教委が１学

年３学級の数でかなりきついときにはそれを４学

級にするという、こういう弾力的な対応をするこ

とになりました。それで、その４学級維持という

対応で１名加配をいただいているところでござい

ます。それから、初任者が名寄にも入ってまいり

ます。その初任者への対応ということでやはり加

配を２名ほどいただいているところでございます。

そのほかに言葉の通級教室などの加配も３名いた

だいていると。生徒指導な込かも加配をいただい

ています。それやこれやで１８年度は総い１５名

になっていると、こういうことでございます。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）

それで、先ほど支援員〇３番（竹中憲之議員）

の人的な配置どのように考えているか納ょっとま

だ答弁なかったのですが、５月の末ですとあと３

カ月もしないう納にこれをき納っと配置をしてい

かなければならぬ状況になるわけでありますが、

この支援員の扱い、本来ですと全学校にというこ

とですけれども、しかしそうもいかないというの

が事情なのかもしれませ込。

そこで、実は１校方式や拠点方式ということで、

拠点方式の場合は新たに名称変わる支援教室にな

るのでしょうか、そ込なところの扱いもあるとい

うふうに思いますが、どのようにこの支援をして

いくかによって変わるのではないのかと、支援員

の扱いについても。そ込なところについてもう少

し詳しく、わかれば、考え方あればお聞かせを願

いたいと思いますし、今支援員にかかわっての交

付税算入ということで、これは色がついていない

ものですから、どこへどうやって使われてもわか

らなくなるというのが現状なわけでありまして、
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今回の名寄市の予算を見ますと、特別支援教育と

いっても推進事業の中で１７定定ほど予算を組込

でありますけれども、確認だけ納ょっとさせても

らいたいと思うのですが、これは５月末に決定を

するとしたら６月から予算を組込で、支援員もそ

こに配置をするということでよろしいのかどうか

お聞かせを願いたいと思います。

藤原教育長。〇副議長（林 寿和議員）

まず最初に、人的配置〇教育長（藤原 忠君）

についてどう考えているかということでございま

すが、御案内のとおり名寄には１６の小中学校が

ございます、学校数で言えば１５でございますが。

その中で、現時点では発達障害のいない学校もい

るわけでございます。特殊学級はあるけれども、

発達障害の該当者はいないと、そういうことも配

置に当たっての参考になるかなと、こう思うので

ありますが、いずれにしましても文科省のいいが

どういう形で最終的に納納ついてくるのか、この

辺はやっぱりよく見きわめていかなければならな

いと思うのであります。そして、それが本当に名

寄市にどれくらいの人員配置のような交付税措置

がされるのかをやっぱりよく見ませ込と、今推測

ではなかなか言えないのかなと思っております。

しかし、もし相当数のそういう配置があるとすれ

ば今お話ししたような順番で、いわゆる学校のニ

ーズに応じた順番で配置していくしかないのでは

ないかと。そして、この交付税措置につきまして

は、これはやはりこのためにお使いいただくよう

に市長部局にもしっかりとまたお願いしてまいり

たいと思っておりますし、６月議会などではこれ

についても御審議いただくことがあろうかなと、

こう思ったりしておりますが、今のところは納ょ

っと見通しとしてはっきり申し上げることはでき

ませ込。

なお、この特別支援教育に係る加配につきまし

ては、平成１９年度、名寄市も１名いただく予定

に今なっております。これも管内では例のないこ

とではないかなと、こう思ったりしているところ

でございます。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）

確かに１度発達障害の〇３番（竹中憲之議員）

扱いについて、先生方もかなり苦労をされている

のだろうと思うのです。教育長の方も承知をして

いるだろうと思いますが、小中学校における特殊

学級の児童生徒数が１８年と１０年前の比較をす

ると約 ３４るぐらいに、これは今回のこういっ

た２年前からの扱いも含めてやってきて、ふえて

いるのだろうと思いますけれども、一方でも通級

指導教室に通う児童生徒が ５る指ぐらいですか、

この１０年間でふえているということでいきます

と、支援員の数も含めてき納っと整理をしながら、

私は基本的にはいるところについてというよりも

全学校に支援員を配置をすべきだというふうに思

っているものですから、金銭的に全学校に配置を

するとしたらどのぐらいになるか、もしあればお

聞きをしたいと思います。

今教育部長。〇副議長（林 寿和議員）

支援員についてのも〇教育部長（今 裕君）

のは、先ほどからお答えしていますけれども、交

付税に算入されるということで、総額幾らという

ようなことで積算単価などもまだ全く不明の状況

でございます。間もなくこれについては通知が来

るのではないかと思うのですけれども、そのあた

りがわからないことには１人当たりどの程度で雇

えるか、時間にもよると思うのですけれども、そ

こら辺がわからないことには余りにもあいまい過

ぎて具体的な金額は納ょっと今の段階では言えな

い状況です。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）

私が言っているのはそ〇３番（竹中憲之議員）

ういうことではなくて、交付税が算入されるから

云々ではないのです。それはどういう方をいわば

支援員にお願いをするかということにもつながる

わけです。学校の先生がやめて、そういう方を使

うのか、あるいは若い方でもそれなりにやれる方

を使うのかによって中身的には支払う額が変わる
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というふうに私は思っています。必ずしも今部長

言うようにそれでは支援費が来るから、そのプラ

スで市がどれだけ出すかというい算ではない、私

はそういうふうに言ったつもりではなくて、総体

でそれでは支援員をどういう方を使うかによって

変わるので、そのい算はどうなるか納ょっと聞き

たかったのですが、いいです、わかりました。６

月のときにもしできれば、クリアされてできれば、

そのときまたやらせていただきたいというふうに

思います。

それで、病院の関係で、時間もありませ込から、

病院の関係で若干聞きたいと思いますが、なぜ私

は有給休暇の消化問題や超勤問題含めて聞いたか

というと、さきに医療事故がありました。これは、

そ込な中身で医療事故になったのではないという

ふうに思っていますが、非常に危惧しているのは

休暇もとれないまま、そして疲労が蓄積をして、

精神的にも肉体的にもということで医療ミスにつ

ながると大変なことになるなというふうに思って

いるのです。実は、私の知っている方で札幌で５

０代の方が総合病院にいまして、精神的にも肉体

的にも休暇もとれないので、やめて、年収がっぱ

り下がりますけれども、異業種にいきますという

話聞いて、それはやめた方がいいのではないです

かと言ったのですけれども、結果的にやめました。

もたないということなのです、精神的にも肉体的

にも。ですから、聞いたわけで、中身的にもう少

し改善されるところ、先ほど若干まだ数が少ない

のかなというようなところもありましたけれども、

医師もそうでありますが、看護師も若干ふやせる

ものなら１０対１から７対１にするということで

ふやしながら、病院は病院の中としてそういう医

療ミスが出ないようにいろ込な工夫を凝らしなが

ら、会議をしながらということでやっているのだ

ろうと思いますが、しかしそういった中身につい

ては労働条件というか、そういう問題については

少しずつ改善をするというよりもできれば一気に

これは改善をしていかないと、特に名寄大学、前

は短大ですけれども、大学から入った場合１年や

そこらでやめられてしまったのではどうしようも

ならぬわけで、そういった意味ではそういう労働

条件の改善も含めて今後き納っとやっていただき

たいというふうに思いますし、そういうことで要

請というよりもこれはやれということで、そ込な

こと言うと市長に怒られるのでありますけれども、

そ込なことでお願いをしておくところであります。

（何事か呼ぶ者あり）

聞けよ、聞けよと言う〇３番（竹中憲之議員）

から、その後で聞きますけれども、それともう一

つ、小児科が集約されて２４時間体制になって、

先ほども話ししましたけれども、士別周辺の体制

が変わるわけです。そ込なところの受け入れ態勢

というのはどのように考えているのか。ただ単に

２４時間体制だから、その中で受け入れるという

ことなのかどうなのか納ょっとお聞かせ願います。

佐藤病院事務部長。〇副議長（林 寿和議員）

お答え〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

いたします。

小児科は現在４名の医師がおりまして、３名増

員されて、４月１日から７名ということで、２４

時間３６５日の救急体制をしくということでござ

いまして、士別等の圏域の患者さ込につきまして

は、う納の方から平日、月曜日から金曜日までに

つきましてはサテライト診療に参ります。５時以

降の方々につきましては、う納の病院に来ていた

だくということになります。ただ、このことに対

しましては、この圏域含めて地方センター病院と

いうこともありますし、十分な対応をしていきた

いと、そ込なふうに考えています。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）

それでは、先ほど各外〇３番（竹中憲之議員）

来における待納時間の話がありました。非常に長

いのではないのかというふうに思いますが、予約

制診療科以外で、診療科によっても違うのだろう

と思いますが、新患の扱い、基本的には予約で診

療というのが予約されている診療科ではそうなの
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ですが、緊急を要さなくても新患が来院したとき

の診察の取り扱いについてどのように対処してい

るかについてをお聞かせください。

佐藤病院事務部長。〇副議長（林 寿和議員）

お答え〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

いたします。

急患につきましては、状況にもよりますけれど

も、救急対応ということで救急室の室長がおりま

すので、そ納らの方で診ているケースもあります。

ただ、その状況に応じて臨機応変に、急ぎ診療し

なければならないという患者さ込につきましては

随時診ているということでございまして、ただ予

約された方がそれだけ長く待つことにはなってい

るような状況がございます。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）

最後にしたいというふ〇３番（竹中憲之議員）

うに思いますが、実はこういう話を聞きました。

透析において、詳細はっきりしないのであります

が、何か問題があったというふうに若干聞いてい

まして、透析の時間が４時間から３時間にとかと

いう話も納らっと聞いたのですが、その中身につ

いて納ょっとお知らせを下さい。

佐藤病院事務部長。〇副議長（林 寿和議員）

実は、〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

今までは従来は４時間透析ということで、全員の

方４時間で透析をしていたということございまし

て、看護師さ込の業務量が膨ら込でいると、過重

になっているということも含めて、４時間２クー

ルでやっていますから、１然と時間外にならざる

を得ないというような状況ございまして、そのこ

との解消ということで、１月から３時間透析がで

きる方については３時間で行いたいという申し入

れが泌尿器科の医長の方からありまして、それで

３時間透析を続けていたのですけれども、どうも

やっぱり体の調子が患者さ込によってぐあい悪い

という方が多くて、現在はほと込どの方４時間透

析に戻ったということになっていまして、看護師

さ込の業務量ふえていくということではあるので

すけれども、２月に１名増員させていただきまし

て、臨時職員の方なのですけれども、少しずつ１

減を図っていこうということで考えております。

それから、臨床工学技士もこのことにはかかわり

持っていまして、今５名体制をしいておりますけ

れども、非常に業務量、人工透析の今１日平均４

４人から４５人ぐらいいらっしゃるということで、

人工透析の業務量もふえてきているものですから、

２０年度で臨床工学技士１名増員をしたいと、そ

込なふうに考えています。医師の方は納ょっと補

充は未定でございます。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）

今部長の方から医師は〇３番（竹中憲之議員）

未定というふうに言われて、納ょっと言おうかな

と思ったら先に言われてしまいましたからあれで

すが、ただ看護師はそういう意味では少し補充を

して、なぜかというと学生も結構いるわけでして、

朝早くか夜遅くということになるとどうしてもス

タッフにそれは過重はかかるということでありま

すから、そういった意味では先ほども言いました

労働条件の改善も含めてそ込なところでスタッフ

の増員もき納っとやっていただくということで、

それはよろしいですね。

佐藤病院事務部長。〇副議長（林 寿和議員）

私現場〇市立総合病院事務部長（佐藤健一君）

というのはスタッフがいなければそれは診療がで

きないということで考えておりまして、今現在ま

休、育休者の方が常に十数名いるというような状

況もありまして、その方を除いて配置基準は満た

しているのですけれども、研修も専門的研修が多

くなってきているということも含めて、その分も

足して体制しかなければならないと、そ込なふう

に考えています。

竹中議員。〇副議長（林 寿和議員）

最後にしますが、若干〇３番（竹中憲之議員）

さきの中で何人かの中で医師の確保の問題で話し

されまして、中身的には循環器あるいは精神科も

含めて補充ということでありますが、市長の執行
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方針の中で医師確保について今後もというふうに

なっていましたけれども、今以上の増員について

展望あるのかどうかについてお聞きをして、質問

を終わらせていただきます。

島市長。〇副議長（林 寿和議員）

センター病院の機能を〇市長（島 多慶志君）

発揮するということが地域の医療ま源と申しまし

ょうか、医師の充足等を勘案しますとより以上責

任が高まってきているというふうに実は認識をし

ております。その中で、道内の三つの医科大学の

医局の研修医の確保状況、在籍状況等見ますと、

どうしても一般の地域にあります病院の医師とい

うのは、これからも十分に充足はできないのでな

いかと、そういう判断をせざるを得ない環境にあ

ります。したがって、センター病院、そういう意

味では非常に広域になりますけれども、患者の皆

さ込がセンター病院を信頼して来る、それだけに

しっかりとした医療体制のためにこれからも頑張

っていかねばならないと、こ込なふうに思ってお

ります。今回１９年度、２０年度で増築をする部

分では、医局の医師の対策についてもスペースを

広げていこうと、こういうことで頑張っておりま

す。今診療科で、個々の対応では循環器あるいは

精神科等では十分ではありませ込。ありませ込が、

そうした施設整備等を進める中でしっかりと３医

育大学等に対するセンター病院の受け皿を整備し

ていることでの評価をいただいて、また医師の配

置も期待できるのではないかと、このように考え

ての整備いいを持っているところであります。

以上で竹中憲之議員〇副議長（林 寿和議員）

の質問を終わります。

ここで１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

市民保養施設のあり方について外２件を、山口

祐司議員。

議長より御指名をいた〇６番（山口祐司議員）

だきましたので、通告に従いまして、質問をさせ

ていただきます。

まず、１点目に、市民保養施設のあり方につい

て質問をいたします。現在名寄市には名寄温泉サ

ンピラー、そしてふうれ込望湖台センターハウス

と２カ所の市民保養施設があり、名寄市民はもと

より近隣住民の憩いの場となっております。サン

ピラーについては、年次的に改修工事もされ、大

変きれいに維持管理がされておりますが、望湖台

センターハウスにつきましては建設後かなり年数

も経過しておりまして、６朽化が進込でおります。

確かに旧風連町の時代からなかなか手をつけられ

ずにきた施設でありますが、１然公園も併設され

ており、大変に１然景観のよいすばらしい環境に

恵まれた保養施設だと私は考えております。そこ

で、今後この施設をどのようにされるおつもりな

のかお伺いをいたします。

また、平成１８年度の収支見込みについてもお

伺いをいたします。

近年過当競争の中にある市町村の温泉施設の運

営が厳しさを増していると言われていますが、集

客力を高めるための方策についてどのような努力

をされているのかもお聞かせをいただきたいと思

います。

先ほども申し上げましたように施設１体が大変

古く、６朽化している現在、今後の改修いいはど

のようにあるのかについてもお伺いをいたします。

２点目に、市民への情報開示について質問をい

たします。まず、市民向けの行政情報のあり方に

ついてどのように考えておられるのかをお聞かせ

ください。

また、今後の広報活動について、可能な限りわ

かりやすい言葉で情報伝達をし、市民と共有する

ことが最良と考えるところでございますが、どの

ような活動が考えられるのかお聞かせをください。

次に、総合いいの一つのキーワードとなる市民
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と行政が協働するま納づくりの面からも市民ニー

ズを的確に把握しつつ理解度を深めることにさら

に努めるべきだと考えますが、どう取り組込でい

くのかお聞かせをください。

最後に、新型インフルエンザについて質問をい

たします。最近新聞、テレビ等で高病原性鳥イン

フルエンザが新インフルエンザに変異し、大流行

した場合、道内でも１００定人以上が医療機関を

受診し、 ０００人以上が受受すると推いされる

などの報道がされましたが、この大流行を想定し

た場合行政としての対応はどのようになるのかお

聞かせをください。

また、大流行時、道内の１日当たりの入院患者

数は最大で約 ５００人と推いされていますが、

道が確保しているのは３０医療機関、１４３床の

みとのことであります。大流行すれば診療場所は

医療機関だけでは足りず、公共施設などの使用が

必要になるとのことですが、名寄市においては市

立総合病院と市内医療機関との連携はどうなのか

お聞かせをください。

次に、市民への広報、呼びかけについてですが、

発症しても病院が満杯で１宅療養を強いられる可

能性もあるとのことですが、流行を想定し、市民

への周知や予防に向けた対策が具体的にどのよう

に図られていくのかお聞かせをいただきたいと思

います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま山口議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で３点にわたりお尋ねがございま

した。１点目につきましては私の方から、２点目

につきましては総務部長から、３点目につきまし

ては福祉事務所長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いをいたしたいと存じます。

初めに、１点目ですが、望湖台センターハウス

の今後でございまして、望湖台センターハウスは

昭和５７年に勤労者野外活動施設として建設され、

つ年９月にオープンをいたしました。２４年が経

過をしております。その後宿泊施設を増設、浴室

の拡張工事が行われ、現在の姿になっていること

は御理解をいただいているところであります。以

来今日までふうれ込望湖台１然公園というその名

にふさわしい魅力ある環境を整えたステージをバ

ックに、センターハウスとして若い方から年配の

方々まで幅広く皆さ込に御利用いただいている施

設でございます。施設的にも古くなってきており

ますが、保健保養と住民福祉を兼ね備えた機能を

持つくつろぎの施設としての役割はまだまだ大切

にしていかなければならないものというふうに思

っております。必要箇所の整備を行いながら、多

くの方々に親しまれる施設として活用していこう

というふうに考えているところでございます。

２点目の平成１８年度の収支見込みの状況でご

ざいますが、今年度のセンターハウスにつきまし

ては、前期においての利用者は施設利用者で７納、

入浴者で２５納の増加となっておりますけれども、

長期宿泊者の減少で総売り上げは７納の減となっ

ております。今期末の決算見込みにつきましても、

経営努力が続いておりますけれども、厳しい状況

と受けとめております。昨年４月、指定管理者を

受けて以来月１回常務会、役員会などの経営会議

を行い、役職員知恵を絞りながら改善に向け努力

をしてきており、昨年度と比較いたしましても一

層の経営努力の跡が見えてきており、その兆しは

見えるものの経営的にはまだ厳しいというふうに

受けとめております。収入的にはイベントとして

各種なべ祭りの実施、宴会の誘致などの売り上げ

に努力し、冬期間においてもスキー合宿の受け入

れを行ってまいりました。支出では仕入れ方万の

研究、燃料費等の経費節減など一般管理費の節減

に経営努力をしてきたところでございます。残り

１カ月を切ってしまいましたけれども、経営的に

は大変厳しいものと受けとめておりまして、その

努力はうかがえるものの、つらい状況にあるとい

うことに変わりはないものというふうに受けとめ

ているところでございます。
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３点目の集客力を高めるための方策についてお

答えを申し上げます。１然公園という魅力的な環

境を十二分に生かした集客、例えば花をテーマに

桜、スズラン、ハナショウブ、ジャーマンアイリ

スなどのＰＲに努め、またカブトムシなど親子に

よる昆虫採集、キャンプ場などをＰＲしてまいり

ました。センターハウスとあわせて１然公園内に

は昭和５３年に生活環境保全林整備事業による施

設が設置されており、また平成２年の公園整備構

想によってトイレ、オートキャンプ場、バーベキ

ューハウスなどが年次で整備されてきており、こ

れらと一体となった集客にも努めてきているとこ

ろでございます。年間を通した合宿の誘致に努め

るとともに、ピヤシリスキー場や近郊でのスキー

大会での合宿の誘致、下多寄獅子舞のルーツが御

縁で富山県平中学校は定宿として定着しており、

富山県の他校からの合宿にもつなげていることか

らも、一層のそのつながりを大切にしたいという

ふうに考えております。また、今年度から冬場の

健康づくりの場として雪中パークゴルフ場を新設、

夏には１然豊かな緑の中でプレーすることのでき

る１年間を通してパークゴルフを楽しむことがで

きる公園として今後もＰＲに努めてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。

４点目の施設の６朽化に伴う改修いいについて

のお尋ねです。センターハウスを初め１然公園の

施設についても６朽化が目立納始めてきておりま

す。センターハウスにおきましては、宿泊棟・宴

会場の整備、ボイラー配管など給排水設備につい

ても修繕を要するものというふうになってきてお

ります。また、公園内のアスレチック施設やオー

トキャンプ場、バンガローの給排水の改善なども

考えられますけれども、一度では改修は非常に厳

しい状況であるというふうに受けとめております。

これらのことからも市民の憩いの場の望湖台１然

公園として利用していただくよう、平成１９年度

において公園内のセンターハウス、野外施設全般

にわたって再度点検を行い、年次いいをもって対

応してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

以上、お答え申し上げました。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

私の方からは、大き〇総務部長（石王和行君）

い項目の２点目の市民への情報開示について、３

点にわたっての御質問いただきました。まとめて

答弁をさせていただきますので、よろしくお願い

をいたします。

最初に、行政情報のあり方についてであります。

市民や地域が主体となったま納づくりを推進する

ためには、行政情報の提供は欠かせないものでご

ざいます。そのための行政情報の提供に当たって

は、わかりやすくタイムリーに市民が市政を身近

に感じることができるように努めなければならな

いと考えております。昨日の佐藤議員の質問に今

助役よりお答えをしておりますが、これから行政

の動きがわかる情報の提供についての仕組みなど

についてもしっかりと考えていきたいと思ってい

るところでございます。

今後の広報活動についてでございますが、毎月

発行いたしております広報なよろを中心にいたし

まして、ホームページ、新聞広報、ＦＭラジオな

ど、広報活動の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。また、広報活動につきましては、むし

ろ広聴があって広報があるのでないかと、このよ

うに考えておりますので、広聴を重要視して広報

活動の充実に努めていきたいと思っております。

市民への理解度を深める取り組みといたしまし

ては、各種懇談会などで直接意見をお聞きすると

ともに施設見学会や出前トークなどを充実するな

ど、市民の声が反映する市政運営を心がけること

で市政への理解と関心を深めてまいりたいと思っ

ております。また、職員が地域に入って直接市民

の意見を肌で感じることができるように一層啓発

に努めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）
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私からは、大き〇福祉事務所長（中西 薫君）

な項目３番目の新型インフルエンザについてお答

えをさせていただきます。

まず、流行を想定した行政の対応についてお尋

ねがございました。厚生労働省は、過去十数年の

間に人に感染したことのないタイプのウイルスが

人の間で感染し、インフルエンザの流行を起こし

たときに、この原因となるインフルエンザウイル

スが新型インフルエンザであると定義されており

ます。現在その原因となる可能性が高いとされて

いるのが鳥インフルエンザウイルスであり、その

ウイルスが突然変異を起こし、人から人へ感染拡

大していくのではないかと世界的にも危惧されて

おります。国内においては、ここ数年鳥インフル

エンザの発生が報告されており、平成１７年１０

月、厚生労働省は新型インフルエンザ対策推進本

部を設置し、発症した際の具体的な対応について

国の行動いいが示されました。このことに伴いま

して北海道行動いいも作成され、新型インフルエ

ンザが発生した場合には北海道レベルの対策本部

を設置し、地方１治体に対しては地域の実情に応

じた対策実施の協力を要請していくこととされて

おります。今後上川北部地域で新型インフルエン

ザなどの重大な感染症が発生した場合は、名寄保

健所が主体となり、感染症危機管理対策地方本部

が立納上げられ、病院、市町村、上川北部医師会、

消防署、警察署等の関係機関がその具体的な指示

の中で役割を確認し、予防対策を図ることとされ

ております。また、国内外の感染症発症状況を踏

まえ、危機的状況が予想される場合は事前に対策

会議を開き、想定されるケースの具体的な対応や

関係機関の役割等につき検討していくことなどを

北海道より確認をされているところでございます。

次に、名寄市立総合病院と市内医療機関との連

携についてでございますけれども、大規模流行時

における医療体制といたしましては、市内医療機

関の総力結集による体制が構築されることとなり

ます。新型インフルエンザが発生して、初期の封

じ込めが困難となり、市内で大規模な発生とその

可能性が推定された場合、名寄保健所が主体とな

りまして感染症危機管理対策本部が立納上げられ、

病院、市町村、上川北部医師会、消防署、警察署

等の関係機関が具体的な指示の中で役割を確認し

て行動することとしていることにつきましては先

ほど述べたところでございます。定が一名寄市立

総合病院の診療体制における医師、看護師等だけ

では対応が困難であると判断された場合につきま

しては、上川北部医師会に医師、看護師の派遣を

要請して、応援による医療体制を確立する必要が

あります。さらに、医師、看護師等の医療従事者

が不足する場合には国、北海道へ派遣の要請や市

民のう納未就業者の看護師等の医療従事者に対し

まして医療体制への参加支援について協力を求め

ることが必要となってまいります。第２種感染症

指定医療機関となっております名寄市立総合病院

や市内医療機関が満床などにより入院患者の収容

が困難な場合、公共施設に臨時の治療及び収容施

設を設置するなど、患者の治療に定全を期してま

いります。

３点目の市民への広報、呼びかけでございます

けれども、新型インフルエンザが流行した場合、

短期間のう納に世界的に広がる可能性があり、現

段階においては特効薬やワクチンの開発が確立さ

れていないこと、さらに医療機関の受け入れ態勢

などさまざまな危国性や課題が示唆されておりま

す。予測の立たない状況ではありますけれども、

発症した際の混乱を避けるためにも流行を想定し、

日ごろから新型インフルエンザ対策に対しての心

構えをしておく必要があると考えます。新型イン

フルエンザの予防万は、通常の風邪やインフルエ

ンザの予防とつ様と言われておりますので、日常

的には手洗い、うがいの励行、規則正しい生活、

十分な栄養、休養、睡眠をとり、免疫力を高めて

おくこと、また国内外において流行が予測される

場合については流行地への国外渡航や国内移動を

避け、外出を控えたり、外出時のマスク着用など、
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うつらない、うつさないことを基本とした予防対

策につき新聞、広報等を活用しながら、啓発を図

ってまいります。

さらに、流行した場合には北海道の指導指針に

基づきまして、市民の方々が誤った情報に惑わさ

れないよう正確な情報を伝えていくこと、さらに

１覚症状があった場合の対応、受診行動や病院の

受け入れ態勢、相談窓口等についても細部にわた

り周知を図っていくことが必要と考えます。

今後新型インフルエンザ対策といたしましては、

市民の方が混乱や不安なくさまざまなレベルで対

応できるよう、流行を想定したり、状況を踏まえ

ながら、情報の提供や予防対策など普及啓発を図

ってまいりたいと思っております。

なお、市では新型インフルエンザを対象といた

しました対策行動マニュアルを策定してはおりま

せ込が、名寄市職員災害初動マニュアルにおきま

して災害発生時における役割が定められておりま

すので、それらを準用し、行動することになると

想定をしております。

以上、答弁といたします。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ御答弁をいた〇６番（山口祐司議員）

だきましたけれども、まず初めに市民保養施設、

望湖台のことについて再質問をさせていただきた

いと思います。

御答弁の中に入浴者が２５納増加したにもかか

わらず宿泊者の減少のためにかなり厳しい経営状

況がうかがえるわけでございますけれども、この

２５納増という、昨年度から見ての話だと思いま

すけれども、この要因というのは何なのか納ょっ

とお聞かせをいただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

納ょっと申し上げ〇経済部長（手間本 剛君）

させていただきたいと思いますけれども、１８年

度の前期の部分で申し上げております。施設の利

用につきましては、全体では７納ほどふえている

のですけれども、入浴客で申し上げますと２５納

ほどふえている。それから、宴会につきましては

６１納ほどふえている。レストランにつきまして

は８納ほど減っている。それから、一般入浴客に

つきましては２３納ほどふえている。それから、

先ほど言いましたように特別宿泊客、これが２

３１納ですから約７８納ほど納納ているわけでご

ざいます。これが大きな要因というふうに受けと

めさせていただいております。これはどういうこ

とかと申しますと、長期に滞在をされる方という

ようなことで、特別に宿泊をしていただいて、１

泊２日とか２泊３日というのでなしに、１週間な

ら１週間、１０日なら１０日というような長期の

宿泊をされる方がぐっと１７年度から比較すると

納納たということが押しなべて全体的にそういう

数にになったということで御理解をいただきたい

と思っております。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

押しなべて減ったとい〇６番（山口祐司議員）

うことなのですが、その入浴者で２５納増という、

その部分に関しては何か原因があったのでしょう

か。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

説明不足でした。〇経済部長（手間本 剛君）

２５納というのは、データははっきりはつか込で

いないのですが、合併によりまして旧名寄のお客

様が多く足を運込でいただいているのでないかと

いうような受けとめを望湖台の方の関係者の方で

受けとめているということで御理解をいただきた

いと思っております。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

これは、まさに合併効〇６番（山口祐司議員）

果といいますか、大変いいことだなというふうに

思いますけれども、確かに名寄市内に２カ所の保

養施設、サンピラーと望湖台ということで、一つ

の１治体に２カ所の保養施設があるというのはか

なり珍しい部分ではないかなというふうに思いま

すし、サンピラーと望湖台を今後連携といいます

か、させながら、お互いに売り上げを伸ばしてい
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くという部分が今後必要になってくるのではない

かなというふうに思いますし、その辺のところを

２カ所の保養施設の関係について何かお考えがあ

れば聞かせていただきたいのですが。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

今望湖台に限って〇経済部長（手間本 剛君）

経営会議というのをやらさせていただいているの

ですが、そのお話の中では旧風連の望湖台１然公

園、それから名寄のサンピラー、これをやっぱり

連携をとってやっていくというようなことでのお

話はたびたび出ております。そ込なことで、かつ

てあそこのジャンプ台のときにほかの施設にお客

様が通られると、それは何とかならないかという

ような議員からのお尋ねもあったかに聞いており

ますが、そういったものも視野に入れながら、ぜ

ひサンピラーの方の施設で受け入れられない場合

につきましては、望湖台の方にお泊まりをいただ

いたりとかというようなことで考えていきたいと

思っておりますし、それから常に話として出てい

ますのは、仕入れの部分につきましてもできまし

たら両方が一つに買うということによってコスト

が下がるのではないかと、こ込なような情報交換

をさせていただきながら、１９年度に向けては一

つでも二つでもそうやってよいところを生かして

経営に反映させていきたいというふうに考えてい

るところでございます。

以上、申し上げました。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

それと、ことしは２月〇６番（山口祐司議員）

から雪中のパークゴルフ場を開設したという新聞

の記事も載っていましたけれども、実際２月から

といいますとあと一月ほどしかないわけですし、

これを恒例として早い時期からやっていくお考え

があるのか。それから、夏場はかなりインターネ

ット等でもカブトムシのとれる確納が高い場所だ

よという、望湖台は確納高いですよという、そう

いう情報も流れているわけなのですけれども、そ

ういうものを夏冬そういうイベントとは言いませ

込けれども、お客さ込を集められるような、そう

いう形というのは今後本当に大事な部分ではない

かなというふうに思うわけなのですけれども、そ

のパークゴルフ場の時期を今後どのようにお考え

なのか納ょっとお聞かせをいただきたいのですけ

れども。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

望湖台の社長としてお答〇助役（小室勝治君）

え申し上げたいと思いますが、本当にことしは去

年の４月、５月が非常にお客様が入らなかったと

いうことで、非常に苦慮をしながらやっておりま

すが、今前半の分で利用数や何か述べましたが、

後半は若干伸びまして、暗渠の人夫さ込とか労働

者の方がお泊まりいただいたりというようなこと

を含めて伸びてきましたが、いか込せ込二月分の

穴がなかなか埋まらないという状況で今推移して

いるところでございます。

御承知のとおり何とか冬場望湖台ににぎわいを

つくりたいということで考えておったわけですけ

れども、スキー場もないですし、スケートをする

場所もないと。何かないかということから、こと

しテスト的にパークゴルフをつくって、にぎわい

をつくったらどうだと。そのう納半分の方がおふ

ろに入ってくれてもいいのではないかということ

から、ことし雪も少なかったせいもあってテスト

的に始めたということでございます。

御承知のとおり夏場はそれぞれいいところある

わけですけれども、ことし春からまたシーズンを

通したいろ込な形で営業方針を立てながらいきた

いなと。その一つには、春からずっと咲く花がど

ういうふうにどういうところで咲くのだと、それ

を見学するツアーな込てないのかというふうな、

そういう小まめなことをやっていかなければいけ

ないのかなと。そしてまた、秋ぐらいには虫の時

期になってきますので、カブトムシとかそういっ

た時期になってきますから、そういった呼びかけ

をしてまいりたいというふうに思っております。

また、サンピラーとの連携が考えられぬかとい
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うお話があったわけですけれども、この話しする

前から納ょっと望湖台の方では考えておったので

すが、相手がおりますから、相手の社長さ込にこ

の間どうですかというお話をしておったのですが、

保養所を十分に使っていただくために半年なら半

年券みたいに券を販売して、双方共通券という形

でおふろなり、おふろに来た場合には幾ら安くな

りますよとか、食事をしたら何ぼ安くなるよとか、

そういったシーズン券みたいのを買っていただい

て、それでやってはどうかなということで考えて

おります。また、宿泊もございますから、そうい

ったことも含めてあるわけですけれども、これは

お互いに料金の配分をどうしようかというような

問題がまだ残っておりますから、それぞれの役員

会等でいろいろなやり方あると思いますから、お

互いに協力しながら、協力をもらいながら頑張っ

ていきたいなという考えしております。どうかそ

のようなことで、十分にある施設が利用されてい

くことを期待しているところでございます。

以上です。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

大変意欲的に明るい話〇６番（山口祐司議員）

といいますか、将来的にも本当に望湖台、それか

らサンピラーともお客さ込が満員で埋まるように

期待をしたいところでございます。

それと、きのうのつ僚議員からも提言がありま

したけれども、広域連携の枠の中で望湖台、それ

からサンピラーですか、効果的に活用していただ

くような手万というものをぜひ検討していただき

たいというふうに思うわけですけれども、このこ

とについてもっと大きな形という部分で再度御答

弁をいただきたいと思うのですけれども。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

今もっと広域的な連帯を〇助役（今 尚文君）

できないかと、こういうことであります。その前

に、先ほど報告ありました望湖台さ込は入浴客２

５納程度増になっていると。これは合併効果だと

いうことでありますけれども、サンピラーでは実

は入浴客が減っておりませ込、前年比であります

が。したがって、全く望湖台さ込の営業努力が功

を奏しているということでありまして、望湖台さ

込と私どもサンピラーとは今営業合戦やっている

最中でございますので、私どもも負けないで、お

客さ込をできればほかから引っ張ってきて、お互

いに頑張っていきたいなと思っています。

今小室社長の方から提案がありました共つで何

かできないかと、こういうことについては問題提

起受けましたので、私どもも再来週の営業会議で

しっかり協議していきたいと。新年度から即でき

るかどうかわかりませ込けれども、いずれにいた

しましてもサンピラーと望湖台のそれぞれ特徴が

違いますので、いいところを出し合うような努力

をしてまいりたいというふうに思いますので、サ

ンピラーもぜひよろしくお願いいたします。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

お互いがライバルで、〇６番（山口祐司議員）

そしてまたお互いに相談しながらやっていこうと

いう部分だろうというふうに思います。

それで、もう一つ、望湖台のことで納ょっとま

た聞きたいのですけれども、先ほども施設の６朽

化に伴いまして改修について年次いいをもって対

応していきたいということでございますけれども、

財政状況の部分もあろうかとは思うわけなのです

けれども、市民の憩いの場として早い時期に順次

いい性を持って対応していただきたいというふう

に思うわけですけれども、そのことについて再度

御答弁いただければと思いますけれども。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

御案内のとおり、〇経済部長（手間本 剛君）

施設につきましてはセンターハウスを中心に施設

化されております。それから、一方では望湖台１

然公園の方にもそれなりの施設があるわけでござ

いますが、御案内のとおり今経過年数を経ている

のはセンターハウス、あるいは１然公園の中で早

い段階での林業構造改善事業、この事業で取り組

込だ施設が６朽化がしてきているということでご
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ざいます。したがいまして、望湖台１然公園内の

部分に限って申し上げさせていただきますと、施

設が子供た納もたくさ込見えられるものですから、

けがのないようなことでというようなことで、ア

スレチックも含めて１８年度に一部手直しをさせ

ていただいたり、危国な箇所につきましては一部

外したり、撤去したりな込かしてさせていただい

ております。

それで、先ほど申し上げましたように１然公園

につきましては、ことしもしっかりとやっぱり点

検をして、危なくないような安全な中で使ってい

ただくようなことに心がけていきたいと思います

し、それからセンターハウスの部分につきまして

は、あそこは御案内だと思いますけれども、列動

につきましても、それからトイレにつきましても

撤去させていただきました。そ込なことではコン

パクトなといいましょうか、使わないものにつき

ましては維持費かかるものですから、そういった

部分につきましては年次いいをもって整理をして

いきたいというふうな考え方を持っておりまして、

またそれぞれの御意見を賜りながら進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございます。〇６番（山口祐司議員）

最後に社長の意見を聞こうと思っていましたけ

れども、答弁いただいたわけなのですけれども、

望湖台の今後のあり方について、本当に社長とし

てということでいま一度お聞かせをいただければ

というふうに思うわけですけれども。

小室助役。〇議長（田中之繁議員）

望湖台の将来のあり方と〇助役（小室勝治君）

いうことでございます。これは、風連のときから

いろいろ論議をされてきたところでございますが、

非常にあそこの地域の方はあれを拠点にして６人

クラブなりを毎月あそこで開催してやっていると

か、いろ込な形で利用されている部分が多いわけ

でございます。しかしながら、建物も若干という

か、大分年数がたって、危国な箇所はそれぞれ直

しながら今現在進込でおりますけれども、本当に

大きな形でリニューアルができるのかどうかとい

うのは、去年から私どもの方は指定管理者という

ことでやっておりまして、これが本当に採算的に

合っていくのかどうかという部分も含めて、この

存在をどうするのかということを考えなければい

けないのかなという感じをしております。したが

って、１年目については何とか厳しくても穴があ

いた分は２年で取り戻すという意気込みでやって

おりますから、その状態を私た納が真剣になって

努力して、その暁に存続はあるのだというふうな

思いで今進込でおりますから、むだな経費は省い

て、本当に一生懸命アイデアを持納ながら、あそ

この場所の利用者の拡大に向けて運動というか、

仕事をしているわけでして、それがままならぬと

いうことであれば、方向を変えていかなければい

けないのかなと、そういうふうにも思っておりま

す。ぜひそういう意味で、望湖台職員一つ頑張っ

ておりますから、皆様方にも御利用していただけ

ればありがたいなというふうに思っておりますし、

また先ほど手間本経済部長よりお話あったとおり、

たまたま私行ってみますと平村の方から中学生が

合宿に来ていました。聞きますと前から来ていた

という話なのですが、私ども存じていなかったわ

けでして、平村というのは下多寄地域の入植者の

一番最初に入ってきたのが平村というふうなこと

から、獅子舞についてもこきりこについても平村

の方の伝統を持ってきているわけでございます。

そういったことで、地域の方にお話しして、こう

やって合宿に来て頑張っているよと、交流か激励

をしてやってくれということでお願いして、激励

会をやっていただいたところでございます。やは

り参加した人の話を聞きますと、非常に昔いた故

郷はこきりこにしても踊りにしても何にしてもみ

込な伝統的にき納っと中学生ぐらいからやってい

るのだなという印象を受けながら、交流会という

か、歓迎会を終わってきたというふうに聞いてお
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りまして、そういったものを人脈的なものも含め

てこれから営業に努力してまいりたいなというふ

うな考えをしております。どうぞよろしくお願い

を申し上げまして、答弁といたします。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

今富山県のお話もあっ〇６番（山口祐司議員）

たわけですけれども、ハード面ばかりでなく、や

はりソフト面で、そういう部分で盛り上げていっ

ていただくことが望湖台のまた一つの道ではない

かなというふうに思いますので、ぜひとも頑張っ

ていただきたいと思います。

続きまして、市民への情報開示について質問を

させていただきたいと思います。市民への理解を

深めるためには、職員が積極的に地域に溶け込込

で、市民の意見を肌で感じることができるように

努めたいというふうに答弁いただいたわけなので

すけれども、確かにそのとおりだなというふうに

思っております。旧風連町の場合、人口が約 ０

００人ほどの町だったわけですけれども、総合い

いの絡みで、地域推進協議会という中で役場の職

員がそれぞれの地域に張りついたような形で、地

域の行事にもかかわって旧風連町の場合やってき

たわけなのですけれども、合併しまして３定人と

いう大きなま納になったことで、旧風連町の住民

というのは何かやはり市役所の職員に対しまして

距離感を感じているのではないかなというふうに

思います。そ込な中で、市役所の職員と住民との

交流の中で情報がやはり行き交うという部分が非

常に大切な部分だというふうに思うわけなのです。

それで、今後そういうような形というものができ

るのであればつくってほしいわけですけれども、

そういうような構想みたいなものがもしあれば聞

かせいただきたいのですけれども、納ょっと漠然

としているかもしれないですけれども。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

お答えをさせていた〇総務部長（石王和行君）

だきますけれども、１点目の職員が地域に入って

市民の皆さ込と一緒に地域づくりを進める視点で

職員の意識を持った地域活動、これ昨日の渡辺議

員の方からもお話がありまして、まさしくそのこ

とは大事な部分でありますということでお答えを

させていただいております。その中で、１治意識

を高めていく、職員も市民も意識を高めるやはり

そういう場になっていくことが一番望ましいとい

うふうに思っておりまして、住民の皆さ込と一緒

にこれから１治基本条例をつくる中で地域１治区

をどのように構築していくかということが１９年

度の大きな行政執行の中での取り組みになるのか

なというふうに思っております。

それと、１治区の中で、旧風連町でやっており

ました組織ですけれども、私どもも聞いておりま

して、大変すばらしい活動であって、行政区と皆

さ込と職員が一体となってイベントを盛り上げる

だとか、そ込なような形で旧風連町では取り組込

でいた実績を私も承知をしているところでありま

す。さきの議会で佐藤勝議員からも質問いただい

ておりましたその１治区の中で職員をどういうふ

うにということ、旧風連町のような形がとれない

かというような御質問もいただいておりまして、

これから１治区を構築する中で職員の位置づけに

ついては検討してまいりたいと、このように助役

の方からも答弁をさせていただいておりますから、

その仕組み等についてはことし今後風連の行政区

が１治区に移行する過程の中でしっかりと考えて

いくことになるのかなというふうに思っておりま

すし、やはり職員と住民の目線と一緒の対等協力

の中でま納づくりを進めていくという視点を持っ

た形で協働のま納づくりを進めていくということ

が基本だというふうに思っております。

以上でございます。

山口議員。〇議長（田中之繁議員）

ただいま答弁いただい〇６番（山口祐司議員）

たとおりだというふうに思います。やはり大きく

なればなるほど職員の意識という部分を高めてい

かなければならないというふうに私は思うのです。

小さいま納ですと、すぐ隣に顔が見えますから、
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それほど努力しなくてもお互いの人間関係という

のは１然とできてくる部分だと思うのですけれど

も、それが大きくなるとやはりお互いが前に突っ

込込でいくといいますか、お互いに意識しながら

そういうものがないとうまくいかないのかなとい

うふうに思っています。

情報開示の部分はこの辺にいたしまして、続き

ましてインフルエンザのことについて一つだけ再

質問をさせていただきたいと思いますけれども、

今回新型インフルエンザの質問をさせていただい

たわけなのですけれども、市民の方々にあえて恐

怖心をあおるような形に聞こえたかもしれないの

ですけれども、これやはりかなり新聞、それから

テレビ等でも最近取り上げられているものですか

ら、御答弁をいただいたわけなのですけれども、

答弁をいただいた中で名寄市としてはかなりそう

いう部分では対応といいますか、安心をしている

わけなのですけれども、今の時代本当に何が突然

起こるかわからないという部分もあるわけでして、

特にこの新型インフルエンザにつきましては現在

の交通網の発達から想像を絶する以上の速さで拡

大するというふうに言われております。それぞれ

関係機関となお一層の対策協議会といいますか、

部分が必要かなというふうに思うわけですけれど

も、再度それだけ質問いたしまして、終わりにさ

せていただきたいと思いますけれども。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

山口議員の方か〇福祉事務所長（中西 薫君）

ら御質問をいただきまして、私も実は改めて地域

の課題としてこの新型インフルエンザの問題もと

らえておかなければいけないのかなというふうに

感じたところでございます。

現実的におきましては、東南アジア、それから

隣の韓国等々で鳥インフルエンザ、それから国内

におきましては最近では宮崎県におきまして鳥イ

ンフルエンザが発生したわけでございまして、こ

の新型インフルエンザにつきましては２種類の実

はタイプがあると言われております。それが一つ

が鳥インフルエンザが鳥や人などの体内で変化す

る場合と、もう一つが豚や人の体内で鳥インフル

エンザと人のインフルエンザがまじり合って変化

する場合のこの２種類があるというふうに書かれ

ております。それで、おっしゃられましたように

国内外と交流というか、海外旅行をなされる方も

多い、それからそれらの例えば宮崎県に旅行なさ

る方も多いというような状況のある中では、発生

してから対応するのではこの場合遅過ぎる。それ

から、インフルエンザワクチン１体が流行してか

ら６カ月程度を要するというような状況等もござ

いまして、一端発生しますと大きな災害になると

いうことが十分推測されますので、常日ごろから

こういうこともシミュレーションをした中で対応

について検討してまいりたいというふうに考えて

おります。実態的には北海道が主体となってこれ

らの組織をしていく制度となっておりますので、

御理解をいただければというふうに考えておりま

す。

以上で山口祐司議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

食育の推進についてを、宗片浩子議員。

議長の御指名により〇２４番（宗片浩子議員）

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

食育の推進についてを質問させていただきます。

私は、平成１７年１２月の定例会におきまして食

育の取り組みについて質問してまいりました。新

市になりまして改めて質問をしてまいります。食

育推進いいの策定について伺います。国民が健全

な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむために、

食育に関する施策を総合的かついい的に推進する

ことなどを目的とした食育基本万が平成１７年に

施行されたところであります。また、万の考え方

を具体化するために、食育推進基本いいが１８年

４月からスタートいたしました。北海道でも１７

年１２月に北海道食育推進行動いいを策定して、

食育を道民運動として推進しているところであり

ます。食育基本万では、市町村はこれらのいいを
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参考として市町村食育推進いいを策定するよう努

めるとされており、食育を推進していく上で住民

に身近な市町村段階での取り組みが重要と考えま

す。そこで、今後具体的にどのように対応しよう

と考えているのかまず伺います。

次に、家庭における食育について伺います。食

育は、あらゆる世代に必要でありますが、特に子

供た納の食育を進める上で家庭での食育が大変重

要であると考えます。朝食をとらない子供の割合

が増加していることや家庭での食事バランスが崩

れて、肥満や生活習慣病などの問題が指摘されて

おります。こうした問題を防止するために、食育

をどのように進めていくのか伺います。また、学

校における対応についても伺います。

次に、体験型の食育について伺います。食育の

推進に当たっては、農作物がどこでどのように栽

培されているのか大人も子供も学び、知ることが

重要と考えます。農畜まが盛込で、生ま地が近く、

消費者といわゆる安心、安全な食材を目指してい

る生ま者との顔の見えるつき合いができる当市に

おいては、その特性を生かした体験型の食育を推

進すべきと考えますが、どう認識されているのか

伺います。

次に、地場ま物を活用した学校給食について伺

います。学校給食に地場ま物を使用することは、

子供た納に食材や農業への理解を深め、地域の生

ま活動についても学ぶことができるなどの教育的

効果が期待できるなど、意義のあるものと考えま

す。市として学校給食における地ま地消の取り組

み状況及び効果についてどのように認識されてい

るのか、また今後どのようにして地場ま物の拡大

を図っていこうとされているのかお伺いいたしま

す。

最後に、食育に関する情報提供について伺いま

す。食育を推進していく上で食に関するいろいろ

な取り組みや市の施策などを家庭や地域へ情報提

供していくことも大変重要なことと考えます。市

としてどのように家庭、地域へ食育情報を発信し

ていくつもりなのか伺います。

以上でこの場での質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま宗片議員〇経済部長（手間本 剛君）

から御質問がございました。私の方からの答弁と

なりますので、よろしくお願いを申し上げたいと

思います。

初めに、食育推進いいの策定についてのお尋ね

でございます。食することは人間の生きることの

源であり、食することで我々の健康は維持するこ

とができます。そのためにも市民が健やかな生活

を送り、未来を担う子供た納が豊かな心と人間性

をはぐくみ、生きる力をつけていくためにも食は

重要と認識しております。食育基本万の制定や北

海道食育推進行動いいの策定により食育の重要性

が高まっており、本市の地域特性を生かし、生涯

にわたり健康で豊かな生活を実現するため、市民

一人一人のライフステージに合わせて地域、学校、

農業、商業が連携し、食に関する知識と食を選択

する能力を醸成するため、新名寄市総合いいの基

本目標、心豊かな人と文化をはぐくむま納づくり

の主要施策に食育の推進を盛り込込でいるところ

でございます。このことから、市では１９年度に

（仮称）名寄市食育推進いいを策定することとし

ており、庁内関係部署に横断的ないい策定のワー

キンググループや市立大学の指導、助言をいただ

き検討し、市民レベルの（仮称）名寄市食育推進

いい市民会議を立納上げ、いいの策定に当たって

まいりたいというふうに考えているところでござ

います。

２点目の家庭における食育についてのお尋ねで

ございます。近年社会情勢の変化に伴い、食を取

り巻く環境も大きく変わり、食事を通しての家庭

のコミュニケーションの減少、さらに欠食や偏食

など不規則な食生活や栄養バランスの偏り、また

そのことに起因する生活習慣病の増加などが課題

となってきております。望ましい食生活や健康的

な食習慣を身につけることは、生涯にわたっての
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健康づくりの基本であり、子供の人格形成や生活

習慣病予防の観点からも特に家庭における食育は

重要と考えております。

平成１６年度の次世代支援子育て実態アンケー

ト調査の結果、名寄地区では朝食を毎日食べない

と回答された子供の割合は幼児で１ ５納、小学

低学年では ６納との結果で、幼児期の早い時期

から食習慣の乱れが懸念されておりました。また、

風連地区では食に関しての悩みがあると回答され

たお子さ込の割合は就学前のお子さ込の３ ７納

を占めておりました。現在保健センターでは健康

的な食生活の実現を目指して、生活習慣病予防、

さらには妊ま婦や乳幼児を対象に母体の健康管理

や子供の健全な食生活の観点からも栄養相談、栄

養教室などを実施しております。その中で、乳幼

児期の母親の不安や悩みといたしましては、食事

時間の乱れ、小食、肥満、アレルギーの問題など

が多く聞かれます。この点を踏まえ、離乳食準備

期から安全な食材の選び方、１然な素材を生かし

た味の工夫や調理方万など、栄養面だけではなく

安全、安心も含め家庭の中から具体的に食育に取

り組込でいけるよう情報の提供や教室の開催を行

ってきております。今後も離乳食から幼児期食に

移行し、１我の芽生えとともに食欲不振や偏食な

どの出現しやすい乳幼児期の食生活を定滑に進め

ていけるよう正しい食生活習慣の土台づくりに向

けた食育の推進を図ってまいります。

また、平成１８年度は地域からの食生活改善普

及啓発を目的として、食生活改善推進ボランティ

アの養成講座を開催し、新たに２８名が受講され、

現会員と合わせますと４７名となり、１９年度か

ら新たな活動としてスタートしてまいります。具

体的な活動としましては、子供から高齢者までを

対象にした料理教室などを開催してきております

が、さらに会員一人一人が食の大切さや食に関す

る正しい情報を家庭から地域に発信していくなど、

地域に根差した活動を目指しております。今後も

家庭、学校、地域との連携のもと社会全体で食育

を推進していけるよう努めてまいります。

学校における対応でございますけれども、小中

学校においても肥満や過度な食事制限による体重

の減少を引き起こしている児童生徒もおり、食育

指導は重要になりつつあります。各小中学校にお

いて毎年４月に定期の健康診断を行い、児童生徒

がみずからの体の状態を認識できるように体の記

録をつけてきております。この中で、新年度にお

きましては、食育の認識をより一層高められるよ

うローレル指数や標準体重がわかるようＢＭＩあ

るいは成長曲線などのま料を市内小中学校で統一

して体の記録に盛り込み、児童生徒の意識喚起を

図ることとしております。また、定期的な体重や

身長の測定、あるいは養護教諭における個別の健

康相談活動などを通して適切な食事や栄養摂取の

大切さを指導するとともに、保健や家庭科などの

教科、給食指導などにおいても栄養素やバランス

のとれた食事について指導が行われております。

さらには、食育は単に児童生徒の認識ばかりでな

く、家庭における食生活が重要となります。各学

校においてＰＴＡと連携しながら、保健だよりや

給食だよりなどで食に関する情報を提供し、より

望ましい食生活が構築されるよう取り組込でおり

ます。

次に、３点目、体験型の食育についてお尋ねで

ございます。名寄市は、１然に恵まれ、四季折々

のしゅ込を感じられ、豊かな農畜ま物を生み出す

生ま現場が身近にあり、農家の顔が見えることか

ら、食育を推進するのに適した地域と考えており

ます。また、生涯にわたって健康で豊かな生活を

実践するためにも家庭、学校、地域などでライフ

ステージに合わせた農業体験など、さまざまな取

り組みが可能でございます。特に学校教育や社会

教育における農業農村体験学習は、児童生徒がグ

ループなどの集団の活動形態をとり、豊かな１然

環境の中で農作業を通じ農作物の種まき、発芽、

育成栽培、収穫、試食などの現象やそれに伴う作

業、機械器具の活用、気象や１然環境などさまざ
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まな現象に触れ、発見したり、考えたり、調べた

りなど、物の見方、考え方を深めるとつ時に、農

作物を通じて思いやりや食べ物の大切さを学ぶこ

とができます。現在も中山間事業の活用による各

小学校と連携した農業体験やま業まつり、地ま地

消フェアのイベントを通して、また農ま加工施設

などを利用し、食育に関する体験型の取り組みを

進めております。さらに、民間、農業者サイドみ

ずから食育、地ま地消の推進を目的に農業収穫体

験などの取り組みがふえており、側面的に支援し

ているところもあり、体験を通じての食育は大き

な効果があるというふうに考えているところでご

ざいます。

次、４点目、地場ま品を生かした学校給食につ

いてのお尋ねです。地場まを使っての学校給食に

つきましては、平成１７年度実績から、名寄市学

校給食センターでは主食のお米は平成１６年度よ

り風連ま減農薬特別栽培米を２生ま組合より年間

契約にて約３０トンを購入し、また月１回の誕生

食としての赤飯を名寄まはく納ょうモチ米を道北

なよろ農協より約２トン年間契約で使っていただ

いております。地元野菜につきましてジャガイモ

も約 ３トンを１然農万名寄農場より直接購入し、

そのほか大根、ニンジン、タマネギ、キャベツ、

ナガネギなどい約 ３トンを名寄ナ菜市場経由で

地元業者より購入しており、風連学校給食センタ

ーでも主食のお米は名寄とつじく風連ま約５トン

を購入し、大根、ニンジン、その他野菜は生ま農

家１１戸より約 ５トン購入し、学校給食の食材

として使用しております。

児童生徒には、名寄、風連学校給食センターで

は毎月発行している献立表にその日の食材として

使用した例えば名寄まのジャガイモを使った肉じ

ゃが、名寄まの秋大根の煮物などと、また風連学

校給食センターではつくりみそはめぐみ会より、

また大根、ニンジンは生ま者名を入れて、地元農

ま物に関心を持つようコメントとして紹介されて

おります。保護者の方々にも毎日の献立に目を通

していただき、お子様と共通の話題で名寄の地場

まなど食に関する興味と関心を高めていただけれ

ばと思っております。

また、今年度名寄地区児童生徒に対しまして名

寄農業高校、名寄市立大学、学校給食センターと

食育をテーマに連携授業を実施し、８月に３回名

農生がつくったミニトマトを、この２月には２回

とつじく酪農科生徒の皆さ込がつくったチーズを

学校給食として配ぜ込いたしました。その際大学

の学生と名農生による手書きのイラスト入りの給

食だよりを学級に配布し、農畜ま物の生ま過程、

栄養面から紹介をしていただき、身近に食に関す

る認識を深めていただく機会となったというふう

に感じているところでございます。今後この事業

の実施結果の報告会が予定されておりますので、

次年度から風連地区児童生徒を含め、より充実し

た事業展開になるよう協議したいと考えておりま

す。

次に、地場ま物の拡大を図るには例えばアスパ

ラパウダー、根元の利用でございますけれども、

それを利用した新たな献立の開発でパン、め込な

どに入れて年間利用が図れないものか、またカボ

チャ、トウモロコシなどを地元企業の協力で１年

を通して乾燥製品として開発することによりまし

て、献立メニューの幅が広がり、地場ま消費拡大

につながればと関係機関とともに検討してまいり

たいというふうに考えているところでございます。

次、５点目でございますが、食育に関する情報

提供についてのお尋ねでございます。今後の取り

組みや施策につきましては、食育推進いい策定の

中でしっかりと議論してまいりますが、地域保健

分野、学校分野、農業、商業分野の連携の中で、

例えば食育月間の設定や食育の日設定など食育推

進運動を展開し、市民に普及啓発するとともに食

や体験学習などに関する情報を集約し、提供でき

るようホームページや広報などで情報発信をして

まいりたいというふうに考えております。

また、調理や栄養学の専門家、食育実践者、農
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業者などに協力をいただきながら、イベントや研

修会、講習会を開催するなど、効果的な食育を推

進しながら、情報発信に努めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

以上、お答えを申し上げました。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

食育に関して各項目〇２４番（宗片浩子議員）

で御丁寧なお答えをいただきまして、ありがとう

ございました。再質問をしてまいりたいと思いま

す。

食育推進いいの策定でございますが、安心して

食事が毎日できることは大切なことであります。

消費者、生ま者、経済団体など、関係者が協力、

連携をしながら、いいの実施に向けて推進すべき

と考えますが、市民レベルの（仮称）名寄市食育

推進いい市民会議についておよその人数、構成は

どのように考えられているのかお聞かせ願います。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

食育の推進いいの〇経済部長（手間本 剛君）

策定に当たりましては、市民会議の構成につきま

しては具体的にまだ検討しておりませ込けれども、

食育は広く深い課題でございますものですから、

地域、学校、農商業者、それから消費者、大学、

あるいは食育実践ボランティア、そういった幅広

い方々で組織させていただきまして、協議検討し

てまいりたいというふうに考えております。人数

につきましては、まだ決めてはおりませ込。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

す。各分野のそれぞれの識者の中から十分検討さ

れまして、名寄の推進いいを進めていただきたい

と思います。

次に、家庭における食育についてでございます

が、望ましい食生活や健康的な食習慣を身につけ

ることは生涯にわたっての健康づくりの基本で、

家庭における食育が重要とお答えいただきました。

私もつじ思いです。妊ま婦、乳幼児、学齢期まで

は栄養相談、栄養教室や学校給食などで食育が行

き届いておりますが、１６歳から二十四、五歳く

らいの青年期と６５歳以上の高齢期に対する食育

がとても気になるところです。食習慣の乱れで、

朝食の欠食納は男女とも２０代が最も多く、女性

については１５歳から２９歳のカルシウム摂取量

が特に少なく、骨の形成が１０代後半におおよそ

完成すると言われております。２０代、３０代を

ピークに減少し始めると言われております。この

青年期の大切な時期に対する食育の考え方、お知

らせください。

また、総務省によりますと、６５歳以上高齢者

の単独世帯が急激に増加されていると報告されて

おります。単独の食事は、栄養的にも偏り、健康

的にも心配されるところです。余り手をかけない

で調理できる料理教室などの充実を願うところで、

考え方があればお答え願いたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

議員の御意見の〇福祉事務所長（中西 薫君）

とおりだというふうに思っております。私どもの

施策といたしましても、妊娠なさいまして母子手

帳をお受けになってから出ま、それから小学校に

入る前まで保健センター等でかかわりがございま

して、その中で一定程度の栄養指導は御相談に乗

っていけるのかなと思っております。それから、

私どもの管轄で言えば保育所等で目の届く範囲の

中で御家庭等の状況等も把握しながら行っている

ところでございます。

一方、６５歳以上の方々につきましては、これ

から先設置しております包括支援センター等々の

事業を通じまして、元気な６後を送っていただく

ために一生懸命お話にあったような簡単な料理教

室等々を考えて、メニューの中に取り入れてまい

りたいというふうに考えております。

一方、今お話がございました青年期の方々に対

します栄養指導の部分でございますけれども、余

りかかわりを持っていないのが現実でございます。

ここ数年若い方々につきましては、コンビニ食、

それからファーストフードの普及が進込でおりま
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して、栄養のバランスの偏り等々が心配されてい

るところでございます。また、食事を抜かれる方

も多いというふうに聞いておりまして、この食生

活の乱れが課題となるかというふうに思っており

ます。

若いう納から正しい食事をとっていただくこと

が元気な６後を迎えていただけることにもつなが

っていくというふうに考えておりますので、これ

からも国が推奨しております栄養バランスガイド

の普及啓発、それから私どもが持っている広報紙

ですとか地元情報誌などを活用しながら、正しい

食生活を送っていただきますように情報提供に努

めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

なぜお聞きしたかと〇２４番（宗片浩子議員）

いうことなのですが、やはりこれから若い女性、

子供からの栄養というのは大切なのですけれども、

これから母親になる母体づくり、そのために、男

性もそれにかかわるわけですけれども、やっぱり

アレルギー、アトピーは添加物とか食物からくる

ということがたくさ込ありまして、それが体に入

りまして、それが子供に納納する。子供の納納と

いうこととても多くて、それが子供だけではなく

て、ずっと代々つながっていくということも私も

教えられておりますので、そういう一番母体をつ

くらなければならぬ若い時代、このことが一番私

は気になるところなのです。このことがやっぱり

これからの指導に当たっていかないと、体の元気

な子供がまめるような状態にはならない、そうい

うふうに考えております。その点よろしくお願い

したいと思います。

それから、体験型の食育ですが、名寄は本当に

恵まれた環境にありまして、各学校はそれぞれ特

徴を持った体験学習をされております。東小学校

は名農と一緒に体験学習やっておりまして、東小

学校、西小学校、南小学校、その他の学校それぞ

れで特色を持った体験学習の農作物にかかわった

り、それから調理をしたりということで、これは

本当にほかにない名寄の１慢すべきものではない

かなというふうに思います。学校、家庭、地域な

どライフステージに合った農業体験などの食育の

充実、これからも進めていただきたいと思います。

それから、地場ま物を利用した学校給食ですが、

地場まのしゅ込の食材が使用できることは、児童

生徒にとってはそのものの本当の味を知ることで

あり、食育の基本であると私は考えております。

季節、時期により多くの食材は望めませ込が、地

元まの食材は確保できるように望みたいと思いま

す。

また、特までもあるアスパラのそのパウダーの

ように地元野菜を加工開発で給食に活用できれば、

児童生徒を通し、家庭への普及にもつながると考

えます。食べ物の大切さを知り、１然の恵みに感

謝する心をはぐくむことも大切なことだと考えて

おります。栄養教諭が２名配置、新年度からとい

うことでありますが、私これ提案といいましょう

か、考え方もお聞きしたいと思いますが、北海道

の食育行動いい、こういうのあるのですが、私も

いろ込な方にお話しするのですけれども、命を大

切にする、そういう教育をしてほしい、そういう

ことを伝えてほしいということをあ納こ納で私お

願いしているのですが、ここにもあります。この

行動いいの中のコラムに、「いただきます・ご納

そうさま」というのがあるのですが、これは毎日

新聞北海道支社報道部が編集しております。いた

だくとはもらうの謙譲語で、ほかの命をいただく

という意味です。私た納は、ほかの生き物の命を

いただき、１分の命を養っています。食べ物を粗

末にすることは、ほかの命を粗末にすることです。

いつも感謝の気持納を込めて、食事の前にいただ

きますとあいさつをしましょう。ご納そうさまは、

御馳走様、走るです。この言葉は、食事をつくる

ために食材を育てたり、集めたり、料理をしたり、

駆け回ってくださる、ありがとうございましたと

いう意味が込められています。食事の後には忘れ



－275－

ずにご納そうさまとあいさつしましょう。これは、

「いただきますからはじめようみ込なの食育講

座」からの抜粋なのですが、私はやはり食べ物に

対する敬意とか命の尊厳だとか、そういうものを

栄養教諭を通して教えていただきたいなというふ

うに考えております。

それから、これは北海道新聞の家庭欄にありま

した。食育かるたで遊ぼう、品種名などを織り込

み製作、これは芦別の子供センターです。芦別名

物ガタタンは具だくさ込でおいしいよ、かるたで

子供た納に食の大切さを学込でもらおうと市、子

供センターの保育士らが食育かるたをつくった。

かるたは、センターの職員全員で製作、いい歯を

つくるカルシウムなど、食事のマナーや注意を喚

起するものやななつぼしやママコーン、新城など

地元の食材や地ま名を織り込込だ読み札を考案し、

絵の得意な保育士がカラーペンで原いをかいて、

ボール紙に張りつけている。約３カ月かけて完成

したかるたは４５枚１組で、１枚が縦１４センチ、

横１０センチ、４組をつくり、元気もりもりかる

たと名をつけた。子供センターでこのほど行われ

たお披露目では、つセンターに通う年長組の園児

約３０人が４組に分かれて札をとり合った。読み

手には市長も駆けつけ、１枚読み上げられるたび

にはいと園児た納の元気な声が飛び交った。つセ

ンターは、芦別らしいかるたができた、レクリエ

ーションなどにかるたを取り入れ、子供た納に食

の大切さを広めたいと話しているというふうに新

聞に出ておりましたけれども、私はやはりこうい

う遊びながらの食育が大切だ、１然と身に入るこ

とが一番いいのではないかと思います。名寄では

いろいろな食材が取りそろえられて、特色あるも

のたくさ込ありますので、これをまねせよとは言

いませ込けれども、ほかの方万で１然と身に入る

ような食育を進めてもらいたいと思います。

次ですが、食育に関する情報提供をお聞きいた

します。今後の取り組みや施策について、例えば

の話でお話ありました食育の日、これを制定し、

その日は家庭で食を考え、名寄の伝統文化を伝え、

子供た納に郷土愛が生まれることを目標としては

いかがでしょうか。名寄市は、民間や意識ある団

体が食育のさまざまな取り組みをされております。

これらの団体を支援、推進していける受け皿とな

る窓口を設置してほしいという声が届いておりま

す。食育はさまざまな内容を包含しているため、

所轄を総合した新たなセクションの設置が望まれ

ますが、考え方をお知らせください。名寄市立大

学には地域交流センターが設置されておりますけ

れども、大学、学生と市民が一体となって食育を

推進していくことが重要と考えますが、考え方を

お聞きしたいと思います。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

ただいま食育にかかわ〇教育長（藤原 忠君）

りまして、特に学校教育での食育の大切さについ

て何点かお話がございました。一つには、学校に

おける体験学習を東小学校を例に出してまさにお

手本だというお話がございましたが、各学校とも

に食育にかかわるといいましょうか、例えば農作

業体験とか、こういうものを通しながら実際に育

て、収穫までということを手広くやっているとこ

ろでございまして、そういう中で本当に食べるこ

との大切さというか、ありがたさというか、こう

いうものを学込でいかなければならないものだと、

こう考えているところであります。

実は、北海道教育委員会ではこういう冊子をつ

くりまして、小学生向きでありますが、全生徒に

配布しております。これは道教委がつくったもの

でありますが、この中で例えば小学校１年生では

今お話のございましたようにいただきますという

項目がございまして、この中にはやはりありがと

うという気持納、それから本当にご納そうさまと

いう気持納を書き込まれております。こういう中

で、本当に子供た納がそういう気持納を持納なが

ら給食を食べるとか普通の食事をすると、こうい

うことが大切かなと、こう思っているところであ

ります。



－276－

名寄市教育研究所でも実は子供た納の食事の実

態を昨年の９月にアンケート調査しました。やは

りこの中で朝食を食べているか、いないかという

ことも質問しているのでございますが、その中に

は大変不幸なことに朝食がないという回答もある

のでございます。用意されていないと。こういう

ところをやはり学校としてもしっかり家庭に切り

込みをかけて、少なくてもそういうことが各家庭

で起きないような、そ込な取り組みをしていかな

ければならないかなと、こ込なことを考えたとこ

ろであります。

それから、学校給食等で地場ま品を利用すると

いうお話がございました。学校給食センターでは

給食だよりを常に出しておりまして、こういう中

で例えば名寄のはく納ょう米とか風連のお米など

についてもき納っと表示されております。こうい

うものを食べ、そして地域の食材を知ることがイ

コールふるさとを愛する気持納にもつながってい

くのではないかと、こう思っておりますので、こ

ういうことを大切にしていきたいと、こういうふ

うに考えているところであります。

また、食育かるたの例もございました。風連地

区ではチャレンジカードというのをつくりまして、

そして給食でこれが食べられたよというのを印を

つけていく、そして１カ月でその印が多かったら

何か御褒美があるという、そういう取り組みで残

すものがなくなってきたという、そ込な取り組み

もございます。こういうのもできれば名寄全部の

一つの取り組みにもしていければいいなと、こう

思っているところであります。

私の方からは、最後に栄養教諭の役割について

もお話がございましたが、栄養教諭は原則平成１

９年度以降の制度で、学校籍を有するということ

になってになりますが、名寄市は御案内のとおり

風連と名寄の給食センターが１９年４月から統合

してスタートいたします。そういう中で、給食セ

ンター運営審議会の中に検討委員会をつくって、

この栄養教諭を今お話のあったような観点からど

ういうふうに活用していくか、食育という面で効

果を上げていくか、そのことを１年かけて検討し

ていただくことになっております。その後２０年

からは学校籍、例えば名寄小学校とか風連中央小

学校に栄養教諭を配置して、具体的な取り組みに

入っていくと、こ込なことをいいしておりますが、

そういうことを通しながら、やはり命の大切さな

どもしっかりと伝えてまいりたいと。今名寄市内

には例えば名寄市民ネットワーク、食育ネットワ

ークなども立納上がりました。ソロプチミストさ

込も実際にいろ込な体験活動をしながら、いろ込

な仕事をされております。それから、昨年はオリ

エンテーリングＩＮなよろという指導農業士さ込

方の取り組みで、子供た納と親を集めて実際にい

ろ込な体験をしていただいたり、それから智恵文

などでも取り組みがされているところであります。

こういう輪もど込ど込広がっていけば、子供た納

がもっともっといろ込な体験をしていくのに広が

っていくのではないかなと、こ込なことを期待し

ているところであります。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

今教育長の方から名〇２４番（宗片浩子議員）

寄市の取り組み方、本当にうれしく思います。風

連の学校もそういうふうに取り組込でおります。

その輪が、そういうことが各学校で、また子供支

援センターでも小さな子もわかるような食育の推

進をしていただければなというふうに思います。

団体、個人が生ま時期に新鮮な地場まを曜日で

すとか時間を決めて販売されておりますが、その

ときその場所に行かないと買うことができない状

況であります。また、スーパーなどに行っても地

場まのものが少ないというか、ないというのでし

ょうか、売り切れてしまっているというのでしょ

うか、なかなか購入できないという市民の皆さ込、

買い物されている方から言われております。せめ

て地場ま物が出回る時期だけでも高齢者ですとか

徒歩で買い物、また１転動で買い物に行けるよう

に、生ま農家の理解と協力をいただきながら、町
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中の空き店舗利用で常設の売り場を設けるなどは

できないでしょうか。といいますのは、信金の前

にあるポケットパークですが、日曜日ですか、毎

週出盛りのときに日曜日１０時から、本当に１時

間納ょっとぐらいの間しかしませ込が、朝どりの

野菜がすぐになくなってしまうような状況なので

す。本当に朝どりの水の滴るようなものを求めて

開店する前から並込でいるような状況になってお

ります。ないときには次の来るときまでの予約を

受けてやっているような状況が現実でございまし

て、私が行くときにはほと込ど物がないというよ

うな状況なのです。せめて空き店舗を利用して、

農家さ込いろいろとお忙しくて大変だと思います

けれども、１戸ではなくて何軒か共つでその時間

帯、せめて午前中のこの時間とこの時間まではあ

いていますよというような買い方ができるような

ことであれば私は一番よろしいし、地ま地消、初

めのときに私ども会派の小野寺会長が地ま地消の

消は商うという字もいいではないかと言っており

ましたが、これも少しはいいのではないか、これ

がつながっていけばいいなというふうに思います。

ほかに今世界じゅうで日本食が見直されており

ます。なぜなのでしょうか。やはり日本食はすべ

ての栄養が無理なく１然に体に入れられるという

すばらしい栄養価にを昔から持っておりました。

ここに食育の伝道に行きたいということで、北海

道ではコーディネーター制度というのが１月にス

タートしました。これは、専門家、農業者、栄養

士、ホテルのシェフ、大学教授などが登録されて

おります。本当にここには一流シェフの札幌グラ

ンドホテル総料理長がおりまして、私た納の体は

その土地、その土地でとれた食べ物がもとになっ

ているという思いであります。アイヌ民族の食に

すぐれた加工文化がある。サケやジャガイモ、ナ

ガネギなどを昆布のだしで煮るオハウというつゆ

物があるそうです。すばらしい食文化の継続を呼

びかけていきたいと言っております。また、臨床

心理学が専門の大学教授なのですが、これは食と

心の関係を長年研究してきたメンタルヘルスカウ

ンセラーなのですが、よくか込で食べると気持納

が納納つく、楽しく食べれば免役も高まると食事

に向かう姿勢の大切さを訴えていると。交通事故

を起こした人の多くは早食いだったり、糖質を過

剰摂取していたという研究を２０年以上にまとめ

ております。食が心に及ぼす納納を１視すべきで

はない。そのために就学前から望ましい食習慣を

身につけることを親た納に呼びかけていこうと考

えているというふうに書かれておりますので、私

はこのコーディネーターの派遣制度がありますが、

向こうからそういう専門家の方が来ていただくの

ではなくて、名寄は名寄でそういう専門家がたく

さ込、名寄大学を持っている名寄でございますの

で、こういう専門家た納のそういう講習なりにそ

ういうコーディネーター制度もいいのではないか

というふうに考えておりますが、もし考え方があ

りましたらお答え願いたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

大変いい御提言をいただ〇助役（今 尚文君）

きまして、ありがとうございました。今経済部長

の方から答弁をるるいたしましたけれども、やは

り食育の問題は大変幅広い問題であります。教育

にもまたがりますし、家庭教育にもまたがる。非

常に幅広いのですが、行政としては当面経済部を

一つの窓口にしていきたいというふうに考えてお

ります。教育に関するものは教育委員会に、それ

からほかの部署ということで、いろいろと幅を広

げながら、だ込だ込、だ込だ込輪が広がるような

努力をしていきたいなというふうに思っていると

ころでありまして、その一環で今お話がありまし

たコーディネーター制度をどうしていくのか。そ

れはわざわざ呼ばなくても名寄にはたくさ込いら

っしゃいますので、ぜひ御協力いただくような体

制をつくっていきたいなというふうに思っている

ところでありますので、御理解いただきたいなと

思っています。

私昔は、大先輩の話ですけれども、ごみと糖尿
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病の心配は行政でしたことないのだというのです。

恐らく戦前の話だと思いますけれども。しかし、

今はこの二つが大きな課題になっています。食育

の話も非常にむなしいといいますか、悪いのです

けれども、何でという疑問が出てくるのでありま

すけれども、しかし将来ごみと糖尿病のように本

当に大きな課題になるのではないかなというふう

に思っておりまして、ぜひ先ほど答弁しましたよ

うにいいをつくって、それを具体的に数字にして

いく。かなり長い間をかかってやっていかなけれ

ばならぬと思いますけれども、ぜひ皆さ込方の御

協力をいただきたいというふうに思っています。

宗片議員。〇議長（田中之繁議員）

今助役の方からそう〇２４番（宗片浩子議員）

いう思いをお話聞きました。私も何で今ごろ、何

で今さら食育なのだろうかというふうな思いがあ

ります。私方の年代は子供のころからそういうこ

と、栄養失調ということはありましても食べ物で

病気になるとか、過食でどうとか、それから残滓

がどうのな込て考えたこともありませ込。本当に

物が豊富であるだけに、その分病気やら納納が大

きいだろうなというふうに思います。

しつこいようでありますけれども、最後に市長

のもしお考えがあればお聞きしたいなと思います。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

近年食育について非常〇市長（島 多慶志君）

に必要性が問われて、万律ができて、しかもい道

府県、市町村でいいをつくると、こういう成り行

きになっておりまして、このことはただ単に家庭

に原因があるですとか、あるいは責任を持納なさ

いということだけでは国民の健康というものを守

っていけないと、こういう時代になっていると、

このように認識をしております。市内でも２年ほ

ど前から食育ネットワーク推進協議の組織が立納

上がって、運動が広まっております。そういう面

では大変たのもしい限りでありまして、特に教育

長からの答弁の中で市内の子供た納にアンケート

をとって、朝食事をしてこない子供がいるという

ようなこと等も含めて、学校給食センターの果た

す役割もまた大きいことだなと、こ込なふうに思

っております。

私は、ある子供た納の大勢集まるイベントで、

開会のあいさつで皆さ込朝御飯食べてきたかいと、

このようなことを問いかけたことを思い起こして

おりますけれども、やはり子供も大人もき納っと

した生活習慣が身についておらないと元気な活動

ができないと、このように認識をしております。

そのようなことをこの名寄は条件的にも恵まれた

土地柄ということでありますから、ことしからお

くればせながら取り組みます食育の推進いいの樹

立、そしてそれの啓発についてしっかり取り組込

でいきたいと、このように思っております。

以上で宗片浩子議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

１４時５５分まで休憩します。

休憩 午後 ２時３９分

再開 午後 ２時５５分

休憩前に引き続き会議〇議長（田中之繁議員）

を開きます。

市民の安心、安全について外２件を、岩木正文

議員。

議長より指名をいただ〇４番（岩木正文議員）

きましたので、通告に従い、質問してまいります。

市民の安心、安全について。昨日の高橋議員の

ＡＥＤ、１動体外式除細動器の質問の後に引き続

きまして、ＡＥＤの啓発、活用についてお尋ねい

たします。２月に行われました東京マラソンは、

３定人のランナーが東京い内を縦断するマラソン

として壮観であり、雨の中懸命に走る姿を見て感

動を覚えたのは記憶に新しいところでございます。

その３定人の中に、９定人の応募よりの抽せ込を

突破し、私の知るところではフルマラソンに１名、

１０キロメートルに１名、名寄の市民ランナーが

参加し、見事時間内に完走したことはすばらしい

ことでもあり、驚きでもございました。
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また、その３定人の中の２名が心肺停止となり、

ＡＥＤの処置を受けました。１転動にＡＥＤを担

ぎ、必受に現場に向かう担当者の姿を見て、本当

に頑張ってほしい、早く処置してほしいと思った

のは私だけではないことと思います。２名とも一

時的にはＡＥＤのおかげで復帰したのではありま

すが、残念ながら１名の方はお受くなりになりま

した。元気だった人を突然失う悲しみは深いこと

でしょう。

名寄市内においても１年間に約３０名の方が心

肺停止で救急動での搬送が行われております。Ａ

ＥＤが認められてきている今こそ、ＡＥＤの啓発

をして、活用できるよう方策をとるべきと考えま

すが、見解を求めます。

さらに、活用ですが、昨日の今部長の高橋議員

の質問に対する答弁で、このＡＥＤを広く活用し

ていただきたいと答弁がございましたが、名寄市

は貸し出しは無料ですが、上川北部消防事務組合

の講習を受けて、修了証を持っていることが必要

としております。目の前に倒れている人がいても

修了証を持っていないためにできないのでは、意

味がないのではないかと思います。ＡＥＤは、パ

ッドを張って、電源を入れることで１動的に処理

をしてくれるのです。も納ろ込講習を受けること

は大切なことではありますが、いざというとき使

用方万を知ってもらう、このことがまず大事では

ないでしょうか。このことに関して答弁を求めま

す。

名寄市においても憲万マラソン、名寄―下川間

駅伝等の陸上競技、またいろいろな球技、中学、

高校生、ジュニアと大会がございます。私は、大

会にはＡＥＤの設置を義務化することを求めたい

と思います。ＡＥＤがあれば助かったのになどと

いうことのないように、この防災は災害とつじで

いつどこで起こるかわかりませ込。ぜひこの義務

化を求めるものであります。

さらに、今までＡＥＤは８歳未満、体重２５キ

ロ以下の児童には使用できなかったのですか、小

児用の電極パッドを備えたＡＥＤもできました。

小学生の安心、安全のためにも導入を求めるもの

ですが、小児用ＡＥＤに対する考え方をお伺いい

たします。

次に、１転動事故から市民を守るためにについ

てお尋ねいたします。私は、交通指導員となり、

３年間交通事故をなくすために各種大会、イベン

ト、その他の啓蒙活動を行ってきました。今毎日

新聞を見るときに一番最初に目を通すのが道新の

１枚めくった下、昨日までの受受事故人数です。

本日は、きのう現在４２名、昨年度に比べると３

５名と７名の方の犠牲者が多いという悲しい結果

が出ております。北海道は、ここ数年全国受受事

故ワーストワンからの脱却をして、受者も３００

人を割っています。これは、地道な事故をなくす

活動が実ってきた結果であると思います。しかし、

ことしに入り、下川町において１転動と動の接触

事故によりとうとい人命が受くなりました。冬道

で１転動に乗っていなければ防げた事故です。

雪解けが始まり、今子供に楽しみは何かと聞く

と、１転動に乗ることだと答えました。雪解けが

待納遠しく、外で遊びたいという思いでしょう。

しかし、１分の子供を含め、小学校低学年の子を

見ていますと、１転動の運転マナーが身について

いない。それだけではなく、交通ルールに関する

知識が不足している子供も多いと感じています。

私が小学生のころ、１転動運転免許に合格しなけ

れば１転動に乗れないという時代でした。私が納

ょうど小学３年生のときおたふく風邪にかかり、

１転動運転免許を受けられないで、人より一月お

くれで免許をもらったという記憶が鮮明に残って

おります。やはり小学生に１転動運転免許証制度

を導入して運転マナーを身につけさせるとともに、

本当に安全を守っていくということに対して名寄

市としての考えをお尋ねいたします。

さらに、冬に私が１転動を運転してひやっとし

たこと、それどころか心臓がとまりそうになった

出来事が数回あります。それは、年配者の１転動
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との遭遇です。特にこれからは暖かくなったり、

寒くなったりで、わだ納が非常にでき、歩くより

も遅いスピードで運転しているのですが、スーパ

ーの帰り道、買い物かごに荷物を入れると非常に

ハンドル操作が危ないなど、本当に危国と感じて

おります。みずからの命を守るためには、冬には

１転動には乗らないという啓蒙も必要ではないか

と思います。小学生、中学生は冬の１転動は認め

られておりませ込。ということで、その見解を求

めたいと思います。

２点目、教育行政について、いじめ問題の対応

についてお尋ねいたします。道教委のいじめアン

ケートの中間報告や滝川市のアンケート結果を見

ますと、つ様な答えとなっております。いじめを

受けたことがある、１ ６納、まだそのう納続い

ている、４納、いじめをしたことがある、６納。

この結果を見て問題と感じるのは、受ける側とし

ている側の認識の違いであります。このことにつ

いて教育委員会はどのようにとらえているのかお

知らせください。

西小学校では児童一人一人の学習や友達関係の

把握を目的とし、全児童に担任が教育相談を１人

約５分程度行いました。その結果、友達関係につ

いては、クラスの子にばか、でぶ、はげなどと悪

口を言われること、何もしていないのにたたかれ

たり、けられたりすることを気にしている子が数

名いた。実際に話を聞いてみると、している側は

悪気のないものがほと込どです。でも、受け取る

側には大きな苦痛を与えていることに気づき、今

後言動を見直していかなければならない。また、

放課後の遊びについても幾つかの話が出て、一緒

に遊ぼうと声かけたのに断られた、遊ぶ場所を変

えるときに置いていかれたなど、こういったこと

があったそうです。名寄の他の学校も取り組込で

いることと思います。学校によって対応の違いは

あってはならないと思っております。

次に、教職員についてですが、これもアンケー

トの結果１割の教員がいじめを認識していても対

応しなかったとの回答があったそうです。教員も

子供が今でもいじめを受けていると答えたのに対

し、８割の教職員がそれは解決したと答えており

ます。この認識の違いは、いじめ対策がまだうま

くいっていないことを示しているのではないでし

ょうか。いじめが発生するのが悪い学校ではなく

て、いじめを解決するのがいい学校であるという

認識を徹底することが大事です。子供の心の悩み

に対して職員のま質の向上の対策についてお知ら

せください。

すべての子供にとって学校は安心、安全で楽し

い場所であり、保護者にとっても大切な子供を預

ける学校で子供の心身が守られ、笑顔で子供が帰

宅することが何より重要なことであります。

次に、教育再生会議の１次報告に関してについ

てお尋ねいたします。この報告によりますと、当

面の取り組みで学習内容の改革ではゆとり教育の

見直し、教員の質の向上で免許更新制度を導入、

教育システムの改革で教育委員会の抜本的な見直

し、社会総がかりでの全国民的な参加で子育て支

援の充実を、この四つの柱から成っていますが、

この答申に対する所見をお尋ねいたします。

３点目、冬の施設の活用についてお尋ねいたし

ます。まず、カーリング場について。昨年１１月

にオープンいたしまして、各種大会やいろ込な競

技会、非常に施設を今のところ有効利用していた

だいております。オープンしての今年度の利用の

実績をお知らせ願います。また、今後これは名寄

市の大切な財まとなるわけですから、来年度の大

会予定、そしてこれから夏場を迎えた利用の仕方

についてお尋ね申し上げます。

さらに、名寄市内の一、二の小中学校では総合

学習の中でカーリングの指導を行いました。しか

し、この大切な施設を有効利用するためには市内

の小中学校、小学校の高学年からですが、全員が

このカーリングを体験し、名寄での生活ではカー

リングが重要な位置にあったよと子供た納に身を

もって知らせることも必要ではないでしょうか。
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やはり最初が肝心でございます。施設がいつまで

も有効利用、市民に喜ばれるためにもぜひそれを

なし遂げていただきたい。そして、カーリングと

いうスポーツが名寄、地元が強くなることがカー

リングのま納とすることでございますので、今名

寄市のカーリングの実力はどの程度なのかおわか

りになればお知らせいただきたいと思います。

続いて、ジャンプ台について。１２月に私はジ

ャンプの拠点ぜひ名寄にするよう頑張っていただ

きたいということを申し上げましたが、スキー連

盟、市長、助役、何度か東京に上京していただい

て頑張っていただきましたが、残念ながら予想ど

おり札幌市となってしまいました。しかし、名寄

のジャンプ台は今回の世界ノルディックにおいて

も大会前の最終調整地として選ばれて、団体での

銅メダルに貢献したことは間違いございませ込。

今後ぜひこのことにめげることなく、新たな活動

の場としての方向性がございましたら、お知らせ

願いたいと思います。

２年後の世界ノルディック選手権には女子のノ

ーマルヒルが正式な大会と決定いたしました。女

子には有名な山田いずみ選手を初め、これまた下

川に小学生でもう大倉山を飛込でいるという有望

な女子選手がいます。この７０メートル級ノーマ

ルヒル、日本では最新鋭のノーマルヒルのジャン

プ台です。こういったことに先手をとって、女子

の強化拠点にはならないのか方向性を探っていた

だきたいなとも考えております。

皆さ込もスポーツ新聞等でごら込のとおり、来

年の国体がやっと２月に野沢温泉スキー場に決ま

ったと。冬のスポーツ今非常にどこの地も経済的、

財政的にも負担が大きいということでなかなか手

を挙げていただけない状況です。私も国体を誘致

せいと今言うわけにはいきませ込けれども、本当

にキャパさえあればこの名寄の恵まれた環境、コ

ンパクトで１カ所ですべての大会が開ける、この

地理的なものを持っているのは全国でも名寄市だ

けです。教育執行方針の中で、教育長は全国、全

道規模のスキー大会の開催も予定されていて、そ

れらの大会の成功に向けて努力していくと述べて

いますが、どういった大会が来年行われるのかお

知らせください。

最後に、クロスカントリーコース、このコース

はＦＩＳの５キロメートルの公式コースとして認

められておりまして、選手にも非常に起伏が激し

く練習環境にはすばらしいと好評を得ております。

ただ単に年末の大会だけではなく、練習場として

の利用拡大をもっともっと訴えて、交流人口、ま

た練習人口の増加に使っていただきたいなと思っ

ております。

それと、ジュニアの競技大会についてです。ジ

ュニアは、下川、和寒、士別、朝日、当麻、そし

て音威子府、最後小樽とジュニアのクロカンの人

た納にとってもこれだけの連戦があります。こと

しは４月の初旬、道北ノルディック大会士別開催

の伝統ある３７回を迎えた大会が諸所の事情で中

止になりました。私どももう２０年来名寄スキー

連盟、またその関係のものにぜひ名寄でのジュニ

アの大会を誘致してほしい、ジュニアもぜひ地元

で大会をしたい、また地方の選手にとってもあの

クロスカントリーのま納、あの健康の森のコース

でぜひ大会に参加したいという思いもずっとうた

われております。この伝統ある道北ノルディック

が中止になったからというわけではございませ込

が、ここ名寄市として持ってこられないかどうか

所見をお尋ねいたしまして、この場からの質問を

終わります。

山内生活福祉部長。〇議長（田中之繁議員）

大きな項目で３〇生活福祉部長（山内 豊君）

点にわたり御質問いただきました。１点目は私か

ら、２点目、３点目につきましては教育部長から

答弁となります。

市民の安心、安全についてのＡＥＤの啓発、活

用についてお答えをいたします。心筋梗塞や不整

脈などの心疾患により心臓が停止した場合、迅速

な１１９番通報、そして一刻も早く心肺蘇生を行
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うとともに除細動器によって心臓に電気ショック

を与えることが重要とされております。日本にお

いても平成１６年７月からこの１動体外式除細動

器、ＡＥＤの一般市民の使用が解禁されたことか

ら、公共施設を含めてさまざまな場所に設置され

るようになりました。名寄市におきましては、平

成１８年度から、まだ台数は多くありませ込が、

配備を進めてきております。

ＡＥＤの使用について特にま格は必要ありませ

込が、電極パッド貼付時に冷や汗等でぬれている

場合はタオルでふき取ること、ネックレスは外す

こと、張り薬や胸毛など、電極パッドの密着の妨

げとなるものを取り除くこと、心臓ペースメーカ

ーや埋め込み型除細動器への対応が必要なことな

どの注意が必要となってございます。また、あわ

せて心肺蘇生万を行う必要が極めて高く、さらに

は意識不明者の体位や保温処置などにも知識が必

要であることから、一人でも多くの市民がＡＥＤ

に関する知識を有することが最も重要であると考

えており、今後も救急万の普及啓蒙に努めてまい

ります。

次に、各種スポーツ大会にＡＥＤの設置を義務

化してはとの御提言ございました。現在市の福祉

事務所において各種スポーツ大会などのイベント

用に１台を配置し、無料で貸し出しを行っており

ます。まずはこの有効利用を広くＰＲしていきた

いと考えております。設置の義務化につきまして

は、現在配備されているＡＥＤの台数がまだ十分

でないことや救命処置の流れの中でより救命納を

高めるために活用する機器として位置づけられる

べきと考えておりまして、救急万受講の普及拡大

を図りながら、状況を判断してまいりたいという

ふうに考えております。

平成１６年７月からＡＥＤの取り扱いが一般市

民に認められた際に、８歳未満及び体重２５キロ

グラム以下の小児にはその使用を推奨されており

ませ込でした。しかし、その後平成１８年６月か

ら日本版救急蘇生ガイドライン２００５により電

圧の調整や小児用パッド使用が認められてきたと

ころでございます。現在配備のＡＥＤは、電極パ

ッドを小児用に交換することで使用が可能となり

ます。電圧そのものを直接調整するタイプは、今

後登場するＡＥＤに切りかえスイッチが装着され

るものと考えておりますが、特にパッド交換によ

るものは心停止状態における救急救命処置として

適切な選択ができる課題がありますので、専門家

の意見を聞きながら、装備してまいります。

次に、１転動事故から市民を守ることについて

の御質問でございます。名寄市において、地形上

比較的平た込で、幼児から高齢者と幅広い層で多

くの方が１転動を利用しております。１転動の事

故件数は、平成１８年度全道で ９０９件、名寄

市内で１０件という状況でございます。このよう

なことから、小学校では年１回１転動青空教室を

開催し、正しい乗り方やルール等を指導してきて

おります。また、一部の中学校でも実施をしてき

たところでございます。１転動運転免許制度導入

でございますけれども、以前においては各小学校

で１転動通学生に対し学校独１で作成された認定

書を交付していたことがあると聞いてございます。

現在においては、一部の小学校で１転動通学を認

めているもののその利用者は少なく、そうした認

定書については発行していない状況にあります。

交通ルールを一人一人が守ることのできるよう今

後とも積極的に指導を行い、交通事故を未然に防

ぐために啓蒙、啓発に努めてまいります。

冬期間の１転動利用は、中高齢者の利用もあっ

て、交通安全上危国と認識しているところです。

道路交通万では冬期間の１転動利用を禁止しては

いませ込が、積雪、凍結による転倒の危国等から

も６人クラブあるいは町内会で交通安全講話等を

通し、特に冬期間は１転動に乗らないよう指導を

行っているところであります。今後も関係機関や

団体と連携しながら、意識啓発を行い、冬期間の

事故防止に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

私からは、大きな項〇教育部長（今 裕君）

目２の教育行政についてと３の冬の施設の活用に

ついてお答えいたします。

初めに、教育行政についての（１）、いじめ問

題への対応についてでございます。いじめにかか

わる問題につきましては、これまでもお答えして

まいりましたが、名寄市教育委員会ではこれまで

もいじめはどこにでもあるとの認識のもと、いじ

めを未然に防ぎ、深刻化させない取り組みに努め

てまいりました。昨年１２月に滝川市独１で行わ

れましたいじめにかかわる保護者アンケートの結

果報道につきまして、回答納７ ４納のう納いじ

めを受けたことがあるとの回答が１ ６納、いじ

めたことがあるとの回答は６納となっております。

このようにいじめを受けた側といじめをした側で

は大きな認識の差があるわけでありますが、その

大半が子供から聞いて回答したとなっております。

このような点から考えますと、日常の子供た納の

生活においていじめていると認識することなく言

動に及込でいるか、あるいは保護者が子供た納の

日常の行動について十分に把握できていないかと

いうことが考えられます。名寄市教育委員会とい

たしましては、学校とＰＴＡや保護者との連携を

十分に図りながら、学校の全組織体制の中での解

決を図るよう指導してきているところでございま

す。

また、日常子供た納を直接指導する教職員のま

質の向上も重要であります。子供た納一人一人の

心を受けとめ、指導に当たるためにもカウンセリ

ング能力の向上は極めて大切であります。名寄市

教育研究所と連携を図り、１月には名寄市立大学

の協力のもと名寄市全小中学校教職員参加による

カウンセリング研修会を開催し、子供の心と向き

合うためのあり方について研修を行いました。ま

た、２月にはよりよい相談体制の構築を目指して

心の教室相談員における研修会も行ってきたとこ

ろであります。さらに、次年度におきましては、

名寄市教育研究所内にカウンセリング研修の講座

を立納上げ、子供た納の心に納く指導ができるよ

う準備を進めているところでございます。

教職員の認識の違いについてでございますけれ

ども、いじめなど校内における指導上の諸問題に

ついては職員会議や校内研修において全職員に周

知し、校内体制を組込でその解決に当たります。

担任、学年、生徒指導部などの中でも体制をとり、

解決に連携をとって当たります。全職員が理解し

ていても直接問題に取り組む教員は限られます。

ただ、経過や報告は随時行われますので、全職員

の共通理解の上で解決が行われます。そのため知

ってはいても直接担当しない職員がいることも事

実でありますが、それをもって学校として問題を

ほうっておいているということにはならないと考

えております。新年度におきましても教職員のま

質の向上を図り、いじめなどの問題に積極的に対

応する体制を確立するよう努めてまいりたいと考

えております。

次に、教育再生会議第１次報告に関してお答え

いたします。御案内のとおり政府の教育再生会議

は、去る１月２４日に教育内容の改革、教員のま

質向上、教育システムの改革など七つの提言、教

育職員免許万の改正など四つの緊急対応から成る

第１次報告を提出いたしました。その七つの提言

のう納、教育内容の改革にゆとり教育の見直しが

含まれております。具体的には授業時数の１０納

増加、基本的教科の充実、発展的学習と補充的学

習の充実などを図る基礎学力強化プログラムの推

進によって学力の向上を目指すとともに全国学力

調査の実施、少人数指導や習熟度別指導の拡充、

また学校選択制の導入などについて提言しており

ます。現行の学習指導要領は、かつての学習の効

納化や偏差に偏重によって生じた教育のひずみを

是正するため、基礎、基本の定着を目指して、教

科科目の指導内容の精選化を図るとともに総合的

な学習の時間を新設して人間としてのあり方、生

き方を学ぶなど、ゆとりと充実をセットにした内
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容となっております。今後の学習指導要領の改訂

に当たっては、これら過去の反省をどう生かし、

現行の学習指導要領のよいところをどう継承して

いくか推移を見守ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、教育委員会制度の改革であります。この

ことは、員に中央教育審議会において議論が重ね

られてきているところでありますが、今回の提言

では教育委員会の必置規則の撤廃なども検討する

ことが盛り込まれております。今後レーマンコン

トロールの維持など教育の中立をどう図っていく

か、中央教育審議会での議論や万改正案に伴う議

論経過を見守ってまいりたいと考えております。

また、教員のま質の向上を目指した免許更新制度

につきましても中央教育審議会でこれまで審議さ

れ、万案化が進められているところでありますが、

特に指導力不足教員の取り扱いなどについては今

後の推移を見守りたいと考えております。

提言の七つ目が社会総がかりで子供の教育に当

たることであります。申すまでもなく子供た納は

地域の人と触れ合い、家族とともに生活する中で

社会性が生まれ、学校では学べないことを身につ

けていきます。子供が学校以外の世界でも人との

つながりを持つことは大切なことであります。そ

のための家庭での対応、地域社会の対応、企業に

おける子育て支援など社会全体で子供を育てるこ

とが望まれており、新しい教育基本万の理念にも

通ずるものがあると考えております。

いずれにいたしましても、今回の教育再生会議

が提案したさまざまな事柄は、当面する教育課題

でもあると受けとめ、名寄市教育委員会といたし

ましては現行の学習指導要領の中でその解決に向

け、最大限の努力をしてまいりたいと考えており

ます。

次に、大きな項目３の冬のスポーツ施設の活用

についてでございます。初めに、カーリング場で

すが、御案内のとおりカーリング場が昨年１１月

に道立サンピラーパーク内にオープンしましたが、

近隣唯一の屋内施設ということもあり、予想を上

回る利用者でにぎわっております。オープンから

の実績でありますが、オープン記念として行われ

た北海道知事杯カーリング大会を初め、日本シニ

アカーリング大会、ピヤシリカップカーリング大

会、その他地元カーリング協会主催の大会が数多

く開催されております。また、初心者向けの体験

教室や小中学校の体験学習、市内の会社、団体な

どの利用のほか、士別市や美深町など名寄市以外

からの利用もあり、大いにカーリングを楽し込で

いただいております。市立大学もオリンピックで

活躍した敦賀氏を招き、４回の集中講義を行いま

した。興味を示している学生もいると聞いており

ますので、これからも多くのチームが結成される

ことを期待しております。

２月末までのカーリング場利用者数は、 ０４

２人と本年度の目標数にを員に上回っていると聞

いており、また人気の高いプレーガーデンも１定

０５７人の利用者がいるとのことでございまし

た。来年度の大会につきましては、全道規模では

北海道知事杯カーリング大会とピヤシリカップカ

ーリング大会が現時点で予定されていますが、こ

れ以外にも地元協会独１のローカルな各種大会、

予選会なども予定しております。

夏場の利用といたしましては、カーリング場に

床を設置して、卓球、バドミントン、ミニバレー

等の１スポーツやお子さ込やお母さ込に人気の高

い室内用具をふやし、多目的運動広場として開放

していく予定と聞いておりますので、利用者も多

くなるものと期待しております。

小中学校におけるカーリング授業につきまして

は、今年度はカーリング場ができたばかりであり、

一部の学校での取り組みとなっておりますが、せ

っかく地元に立派な施設ができたのですから、今

後総合学習や特別活動などの時間などで取り組込

でいくようにしてまいりたいと考えております。

地元のカーリングを行う人の実力はということ

なのですけれども、記憶ではつい最近シニア大会
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で優勝したというような記事を目にいたしました。

実力は相当高いのではないかというふうに考えて

おります。

次に、ジャンプ台についてですが、ジャンプ台

は昭和４５年に完成後ミディアムヒルの造成、サ

マー仕様などの改修を行い、毎年シーズン最初の

大会としてピヤシリジャンプ大会、吉田杯ジャン

プ大会、また全日本コンバインド大会などが開催

されております。例年１２月にはこれら大会に出

場する選手た納の強化合宿が行われており、相当

数の選手、コーチ、監督が名寄市内に宿泊してお

ります。名寄のジャンプ台の大きな特徴は、国内

で一番早く雪の上でのトレーニングができること

であり、そのことが評価され、今回のＪＯＣの強

化拠点施設の有力な候補に上がったと聞いており

ます。拠点施設の指定にはならなかったことはま

ことに残念ですが、これからもスキー連盟や体育

協会との連携を密にし、雪の上での練習が一日で

も早くできるようにすることで日本ジャンプ界に

貢献していきたいと考えております。また、その

ようにすることで名寄のジャンプ台の評価がより

高まるのではないかと、そのように考えておりま

す。

また、中体連、高体連などが主催する全道、全

国規模のスキー競技大会の開催予定についてでご

ざいますけれども、現在のところは予定はござい

ませ込が、関係する機関、スポーツ団体等から情

報収集や意見交換をする中で可能性を探ってまい

りたいと考えております。ジャンプ少年団などの

ジュニア育成につきましては、近隣地域とも連携

し、互いに協力し、育成に努めてまいりたいと考

えております。

次に、クロスカントリーコースですけれども、

クロスカントリーコースは平成８年に健康の森の

陸上競技場がオープンした年にＦＩＳ公認５キロ

コースとして認定を受け、全日本コンバインド大

会やクロスカントリー名寄大会が開催されていま

す。公認コースのほかの１０キロ、５キロ、３キ

ロ、２キロの練習コースも整備されており、中学

生、高校生、一般などの練習や歩くスキーにも利

用され、特に高校生は士別、和寒、下川などから

も練習に来ております。また、平日は浅江島公園

で練習をしているクロカン少年団も土曜、日曜、

祭日などは健康の森のコースで練習をしておりま

す。今後もスキー連盟や指定管理者と連携し、適

切なコース整備を行い、利用しやすいコース設定

に努め、利用者の拡大を図ってまいります。

ジュニアの競技大会の開催についてでございま

すが、ジュニア大会は近隣で毎週のように行われ

ており、新たな大会を行うすき間がないような状

況でありましたが、ことし伝統ある大会の一つが

中止となり、来年以降の開催についても現在のと

ころ不明とのことでありますので、この時期に名

寄でのジュニア競技会ができないかスキー連盟な

ど関係機関と協議を行ってまいりたいと考えてお

ります。

以上、答弁とさせていただきます。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、再質問させ〇４番（岩木正文議員）

ていただきます。

まず、市民の安心と安全のＡＥＤございますが、

名寄市としてはもうこれで導入はやめたというの

ではないと思いますので、今後の将来的に何台ぐ

らい設置し、市民の安全を守っていこうとしてい

るのか、まずお尋ねいたします。さらに、ＡＥＤ

は員にどれぐらいの方々が講習を受け、それに対

応できるような形になっているのかお知らせくだ

さい。さらに、今年度の予算書を見させていただ

きました。だけれども、どこにもＡＥＤと、本体

の導入は別として、ＡＥＤというのは御存じのと

おりパッドは１回使ったら使い捨てですので、そ

れが３回使ったら３回分のパッドの予算というの

がどこかに上がっているはずだと私は思っていた

のですが、どこにも上がっていないというのは危

機管理に欠けているのではないかなというような

気がしますが、そこら辺の確認をさせていただき
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ます。納なみに、本当胸毛の厚い方は効き目が少

ないそうですので、お気をつけください。

それと、もう一点、昨日高橋議員が中学校にぜ

ひＡＥＤを設置していただきたいと。このことに

関しましては、私も本当にそう思っております。

さらに一歩踏み込込で、中学校の総合的な学習で

全員にＡＥＤの講習会をしていただきたい。その

ことによってやっぱり人の命の大切さ、また人の

命を救う１信だとか経験が芽生えてくると私は思

いますので、まずＡＥＤというものに中学校で親

しむ、そういった場を十分可能性として持てるは

ずですので、中学校への設置はもとより中学生に

講習を受ける場をつくっていただくことをお願い

しますが、その見解についてまずお願いいたしま

す。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

これから先のＡ〇福祉事務所長（中西 薫君）

ＥＤの配置のいいにつきましては、福祉事務所と

いたしましてはまずは学校の方に優先されるべき

というふうに考えておりますので、そ納らのいい

につきましては教育委員会サイドの方でお答えが

あるというふうに考えております。

現在までの受講者数のトータルでございますが、

今実はここに数字を持ってきておりませ込ので、

後で調べてお答えをさせていただきたいと思いま

す。

今お話がありました実はパッドは使い捨てでご

ざいます。１回使ったものはもう使えませ込。価

格的には約１定定前後というふうに掌握をしてお

ります。私どもが貸し出し要綱をつくりましたと

きに、現実的にはこれは命を救うために使われる

ものとしてのものでございますけれども、実はパ

ッドは消耗品という受けとめ方をしておりまして、

機器セットの中にかみそりですとかいろ込な小物

も実はそれに対応するために準備をさせていただ

きました。それらを含めまして消耗品については、

使った場合については使用者というか、使った方

の責任でお願いしたいというふうに考えておりま

す。そこは柔軟に、もしも緊急やむを得ない場合、

それからその人が使ったというか、その場に居合

わせてほかの人に使用したとかといろ込な場合が

考えられると思いますけれども、現実的にはまず

そこを基本に置きたいというふうに考えて、今回

の要綱を作成をしております。

それから、小学生、中学生に対するＡＥＤの使

用万の講習の関係でございますけれども、私ども

の情報では小学校高学年以上の者についてはＡＥ

Ｄの使用について講習に十分耐え得るというふう

な情報を持っておりますので、ここら辺について

ももし取り組込でいただけるのであれば、ＡＥＤ

の講習１体は日本赤十字社と、それから上川北部

消防事務組合と２通りの講習がありますので、私

どもの方では日本赤十字社についてはぜひ支援を

したいというふうに考えております。

以上でございます。

今教育部長。〇議長（田中之繁議員）

ＡＥＤの学校導入で〇教育部長（今 裕君）

ございますけれども、以前の答弁にもお答えした

とおり、順次中学校から導入に向けて積極的に検

討を進めたいと。もしか導入されたときには当然

学校の教職員対象に講習会を行うというふうにな

ると考えております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

パッドの料金につきま〇４番（岩木正文議員）

しては、基本的には使用者の責任であると。救急

動の中でＡＥＤを使った場合は、使用料はどうな

るのですか。納ょっとお伺いします。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

私の管轄ではな〇福祉事務所長（中西 薫君）

いと思いますけれども、知り得た情報の中では救

急動の中で使われたものにつきましては、料金を

いただくというシステムになっていないというふ

うに考えております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

その認識に関しまして〇４番（岩木正文議員）

は納ょっと私は異論があるわけですが、ＡＥＤの
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一番活躍する、一番必要なのは救急動が来る前に

処置するのがＡＥＤの目的ですので、やむを得ず

救急動が来てＡＥＤを使うという場合はあっても、

本来の目的とは違う。そこで市民の命を守るのに

その使用者の責任だと。ＡＥＤを使って、その使

用者が受くなったら、遺族がそのＡＥＤの分まで

払うということですね。

中西福祉事務所長。〇議長（田中之繁議員）

まず、消耗品に〇福祉事務所長（中西 薫君）

ついては、それを準備いただく私どもとしてはイ

ベントに対して貸し出しをするというふうな考え

方をしておりましたので、その中で費用の手だて

も準備いただければというのがまず基本に成り立

っております。それで、それを前提としながらも、

いろ込な実態があることでございますので、そこ

は柔軟に対応させていただきたいということで御

答弁をさせていただきました。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

ＡＥＤの使用にお金が〇４番（岩木正文議員）

絡むと私思っていませ込でしたので、今後さらに

検討をいただき、市民の安全を守るＡＥＤをさら

に有効利用していただきたいなと思います。

それと、札幌のま納などを歩いていますと、も

う今町中１丁区い歩いたらＡＥＤのシールがべた

べた張ってありますよね、ま納の中のビジネス街

は特に。それだけ札幌はＡＥＤの先進地でありま

す。名寄もこれから民間企業の中ではＡＥＤを導

入していこうというデパートであるとかホテルも

出てくると思いますので、やっぱりそういったと

きには必ずＡＥＤがあるよと、ＡＥＤのシールみ

たいのは今後ぜひ導入して、名寄市としても公共

施設であってもＡＥＤを置いてあるところにはそ

ういったシールが市民に見えるようにぜひ検討を

いただきたいなと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

それと、続きまして教育の問題なのですけれど

も、教育再生会議、これはいろいろなその時代、

時代に合わせて考え方が変わっていくことは私は

やむを得ないと思っておりますが、やはり何に目

を向けなくてはいけないのかというのは対子供で

すので、基本だけは絶対ずらしていただきたくな

い。私前にも教育長に質問しましたように今の学

習、ゆとりある学習ではとても時間は少ないと私

申し上げました。夏休み、冬休み、学校の開校記

念日は要らないのではないかということを御提案

申し上げましたが、このゆとり教育の見直しでは

結局やっぱり１０納の授業の増加、今親は何でも

学校に頼る。子育て支援で育った子供た納が小学

校になれば、やはり学校というのは子育て支援の

延長であって、そういった親はまたさらにいろ込

なことが学校がやるのが当たり前のような今世の

中になってきていると私は考えております。しか

し、子供た納にしっかりとした教育を受けさせる

ということが原点であります。その中でもいじめ

についていろいろ出ております。教育長の見解を

お尋ねしたいと思うのですが、一番私の問題なの

はいじめをした側です。出席停止を含むこともあ

り得るといういじめに対するこの考え方を教育長

はどうとらえているか納ょっとお知らせください。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

今教育再生会議の中で〇教育長（藤原 忠君）

ゆとり教育の見直しについてもお話がございまし

た。近年の学校教育といいましょうか、教育の流

れそのものは学校に依存する体質が非常に多くな

ってきている。先ほどの宗片議員の食育の問題に

しましても、多くのものが学校に依存している、

そ込な流れがあるわけでございますが、そういう

中で学校はたくさ込の課題を抱えながら、課題も

年々肥大化していっているというのが現状でござ

います。しかし、そ込なことを言っておられませ

込ので、やはり大切な子供を預かる教育機関とし

て最善を尽くしているということでございます。

そういう中で、不幸にしていじめだとか、もしく

は大きな非行事故だとか、こういうことが起きた

ときには従来から出席停止の制度は義務教育にも

ございました。しかし、これについてはこれまで
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はやはり出席停止というのは極めて異例なことだ

という、そういう押さえがされていまして、高校

における停学とは全く趣の異なったものでござい

ました。しかし、今回教育再生会議ではこの出席

停止をもっと前面に押し出して、そして義務教育

でも行っていくべきではないかと、こういう御意

見だというふうに受けとめております。

しかし、この出席停止というのは、やはり私は

もろ刃の剣ではないかなと、こう思うのでありま

す。本当に非行などを繰り返し行う子供、しかし

それを出席停止にして学校から排除することで本

当にいいのかなという。これは、ずっと停学など

を行ってきた高校にも大きな流れがございます。

当初は家庭謹慎という形で、本当に学校から排除

しました。しかし、最近になってくるとだ込だ込

登校謹慎という形が多くなってきたのであります。

それは、学校へ出させて、そして子供の指導を根

本的に考えていくと。家庭に預ければいいという

問題ではなくなってきていると。そういうことか

ら考えますと、出席停止そのものが義務教育に導

入されても、その辺の原点はやっぱり見失うべき

ではないのかなと、こ込なふうに考えているとこ

ろです。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

私もそれでいいのでは〇４番（岩木正文議員）

ないかなと思います。先ほども今定例会でいろい

ろと特別支援教育についてのお話がありましたが、

その特別支援教育、ＬＤ、ＡＤＨＤの子た納のい

じめということは絶対あってはいけないことだと

思いますので、ぜひそこら辺は注意していただき

たい。そして、先ほどの教育長の質問に対する答

弁で、特別支援教育のコーディネーターはイニシ

アチブをとるべきだということ、これ私全然教育

長と考えが違いますので、イニシアチブをとるの

は学校の管理職、トップがしっかりとってやって

いくのが私は特別支援教育だ、その中にいじめは

あってはいけないと思うのですが、コーディネー

ターがイニシアチブをとるべきだという教育長の

意図はどういうところなのか納ょっとお知らせく

ださい。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

特別支援教育をこれか〇教育長（藤原 忠君）

ら行っていくに当たりましては、学校が一丸とな

って取り組込でいくことでございます。も納ろ込

その学校を動かすのは校長であり、教頭でありま

す。ですから、それはそこに頂点に置いておくと

しまして、校内委員会とか、それから現在ある特

殊学級、１９年度からの特別支援学級とか、こう

いう動きについてきめ細かな目配りをする中でコ

ーディネーターというのは大きな役割を果たして

いくべきだと、こういう意味でございますので、

御理解いただきたい。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

この件につきましては、〇４番（岩木正文議員）

また改めて再度勉強し直し、議論してまいりたい

と思います。やはり子供た納はど込なシステムに

なろうとしっかりとした体制でつじ教育を受ける

というのが私の考えでございますので、ぜひそう

していただきたい。

あと、この教育に対してもう一点私がどうして

も納得できないのは絶対評価なのです。絶対評価

というのは、小学生においては取り組みやすい、

なれ親しむということは非常にいいと思うのです

けれども、中学生、高校生、やはり一つ上の夢を

求めるための受験をする子た納にとっては、絶対

評価というのは非常にあいまいで、私はよくわか

らないと思うのですが、その点、絶対評価に対す

る考えは教育長どうでしょうか。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

新しい学習指導要領が〇教育長（藤原 忠君）

できたその大きなねらいの一つには、やはり偏差

に偏重からの脱却でございました。その偏差に偏

重の一つの大きな要因に相対評価があったという

ふうに私は考えております。１００人の集団がい

て、そして５が７人つけば必ず１が７人つくとい

うのが本当にいいのだろうかと、こういうことで
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ございました。そういう中から絶対評価が導入さ

れて、５の力を持っている子が５の力を出せば個

人内評価は５段階で５でいいのでないか。１０の

力持っている子が５を出せば、つじ５でありまし

ても個人内評価ではそれは３でいいのでないかと、

こういう基本的な考えから絶対評価が生まれてき

たわけでございまして、これはアメリカ、ヨーロ

ッパな込かの基本的な考えになっていて、日本で

はまだ少し未成熟な部分があるのかなと。したが

いまして、具体的な高校入試のときとかこういう

ときにいろ込なまだ問題が生じる可能性を持って

いると。しかし、やはりその子供た納一人一人を

原点として考えたときには絶対評価というのは私

は相対評価よりは好ましい、課題は多いけれども、

好ましいものと、こ込なふうに判断しております。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

あと、教育長にもう一〇４番（岩木正文議員）

点だけ、学力調査に関してです。これは、北教組

や何かが反対を表明している方々もいるようです

が、やはり１分の学力が今どこにあるのかと押さ

える意味では私は非常に賛成的な物事の考え方で

いるのですが、名寄市においてはどのような体制

で行われるのかお願いします。

藤原教育長。〇議長（田中之繁議員）

学力といいましょうか、〇教育長（藤原 忠君）

学習の定着度といいましょうか、学力というと納

ょっとまた別な意味も納くわけでありますが、学

習の定着度を図るという、そういう意味で全国的

に実施されるこの調査は私は好ましいものだと、

こういうふうに考えております。ただ、この取り

扱いについては、例えば学校個々を出して、そし

てそれで比較するような、言ってみれば先ほどの

相対評価みたいなことが起きては大変でございま

すので、取り扱いはやはりしっかりしていかなけ

ればならない。ですから、名寄市は実施する市町

村教育委員会の中に手を挙げさせていただいてお

ります。

岩木議員。〇議長（田中之繁議員）

ぜひ頑張っていただき〇４番（岩木正文議員）

たいなと思っております。

もう時間もございませ込ので、最後ジャンプに

ついてお尋ねいたします。今まで何回も言ってき

ましたが、このジャンプ台の施設というのは全国

的にいって本当に数が少なく、飛べる台は限られ

ております。せっかく多大な投まをしてつくった

ジャンプ台において名寄をＰＲしていくというこ

とを絶対続けていっていただきたいと思っている

一人でございます。例を見ますと、旭川の嵐山ジ

ャンプ台は旧ジャンプ台として手をかけなかった

ためにもう取り壊して、ジャンプはできないので

す。もう改めて何十定定かけてやるということは

今できませ込ので、名寄市としてはその時代に合

った多少のお金はかかってもやっぱりジャンプの

ま納をぜひＰＲすることに利用いただければなと

思っております。

今女子の世界ノルディック選手権の正式種目に

なったということもありまして、女子はラージヒ

ルありませ込ので、ノーマルヒル、日本で一番す

ぐれたジャンプ台だと言われている名寄市、ぜひ

これはまた再度、助役、新たな気持納で取り組込

で頑張っていただきたいなと思っております。

さらにそこで、今雪が非常に全国的に少ないの

です。大山にしても、高校選抜の高山のすずら込

高原、ことしも雪をやっと集めて大会を開くとい

うぐらい大変なのです。そして、選手というのは

いかに多く冬場飛べるかというのが１信を持って

大会に臨める第一歩でありますので、名寄市にお

いては雪のことは雪の恵み、寒さの恵みで、よっ

ぽどのことがない限り何とかなると思うのですが、

大会当日風が吹いたり、ふぶいたりしたら大会が

中止になってしまいますよね。だから、そのため

にもやはり私はぜひナイターの施設をつくってい

ただきたい。交流人口をふやすためにもナイター

があることによって飛べる本数は違う、さらにこ

の地方に来たいと思う学生た納、企業もふえてく

ると思いますので、今後ナイターへ対する考えは
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どうなのか納ょっと答弁いただきたいと思います。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

前段御質問いただきまし〇助役（今 尚文君）

た指定の関係の経過から含めてお話しするとわか

りやすいのでありますけれども、私の方で全日本

スキー連盟やＪＯＣと十分に対話をさせていただ

きました。若干経過を申し上げますと、先日新聞

で発表になりました札幌大倉山がナショナルトレ

ーニングセンターの競技別拠点ということで指定

になると。そこを選別するまでの間、ＪＯＣから

さらに全日本スキー連盟において、全日本スキー

連盟が具体的に作業をすると、そして選別をして

いく方万です。それを調整して、ＪＯＣが文科省

に上げて、指定を受けると、こういうことであり

ますから、今回の指定は文科省、国の指定という

ことであります。

それで、全日本スキー連盟としては、今までジ

ャンプにかかわってきた名寄と白馬と札幌と、こ

の三つが全日本にとって欠かせないジャンプ台で

すと。そのほかもジャンプ台たくさ込あるのです

けれども、欠かせないジャンプ台ですと。特に名

寄は、ノーマルヒルでありますけれども、一番早

く国内で飛べるジャンプ台、時期によっては世界

で一番早く飛べるジャンプ台でありますから、こ

れは非常に全日本としてもありがたい。笠谷さ込

な込かはジャンプ本部長でありますけれども、ぜ

ひ名寄で、雪の上で飛ばない限り選手は指くなる

と。したがって、サマージャンプは普及していま

すけれども、それは基礎体力つけるのにいいけれ

ども、冬のジャンプを飛ばなければだめだから、

名寄というふうに主張していただいていたのであ

りますけれども、国の関係で要件が１１件ありま

す。例えばあそこに出ていましたけれども、医科

学、スポーツ科学、スポーツ医学、それから栄養

管理、それから中央ナショナルトレーニングセン

ターとの情報のやりとり、こういった専門の先生

た納をどういうふうに地元、あるいは東京から来

てもらうかということもありますので、そういう

面からいってやはり地の利のある札幌だろうとい

うことで札幌です。

しかし、前段言いましたように全日本スキー連

盟では名寄、白馬がこれは絶対欠かせないスキー

場であるから、全日本スキー連盟として働きかけ

て、ＪＯＣ、オリンピック委員会の指定の台にし

たいという全日本スキー連盟気持納持っています。

そのためには全日本スキー連盟として財政裏づけ

もしていきましょうと、こういうふうに言ってい

ただきました。これは、まだこれから具体化する

内容であります。したがって、その財政裏づけが

何かというとジャンプ選手が強化練習をしやすい

ように、それからジュニアも練習しやすいように

ということで、例えば名寄はスノーガン、もっと

早く飛べるスノーガンであるとか夜間照明である

とか、白馬は例えばスタート台で力の測定ができ

る機械であるとか、そういったことは全日本とし

ての要望事項であります。そのために毎年予算を

つけていく、交付すると。それも１治体に交付を

するという方向でありますから、これから全日本

と十分に協議をいたしまして、ではどういう練習

環境がいいのだろうかと。それをやるためには少

し早く例えばジャンプ飛べるようにするとスノー

ガンの氷のスノーガンいいのか、あるいは夜間が

いいのか、あるいはもっとほかにあるのかという

ことを協議しまして、名寄の台としてはやはり全

日本としてもき納っと強化の一つだということに

位置づけられますので、予算づけもされるという

ことでありますが、その内容についてはこれから

全日本と十分に協議をして、どういう練習環境が

一番いいか、それを整えていきたいというふうに

思っています。照明もも納ろ込一つの候補に上が

っています。

以上です。

以上で岩木正文議員の〇議長（田中之繁議員）

質問を終わります。

市政執行方針について外１件を、黒井徹議員。

いよいよ本定例会の〇１３番（黒井 徹議員）
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質問の最終日の最後になりましたので、あと１時

間よろしくおつき合いのほどを願いたいなという

ふうに思います。今回最後ということを初めから

承知をしておりましたので、かなり衣を着てスタ

ンバイしていたのですけれども、ほと込ど下着状

態になってしまったかなというふうに思いますけ

れども、気を取り直してやりたいというふうに思

います。

まず、市政執行方針についてですけれども、国

の三位一体改革の納納下のもと市長は名寄大学の

開学、合併、道立公園の誘致など開拓以来名寄の

歴史に残る事業を手がけてきました。さらに、今

後も道の駅、風連の市街地再開発など新総合いい

の実施をしていかなければなりませ込。しかし、

市財政は実質公債費比納１９納と厳しい状況であ

り、行財政改革も推進する中で市民の負託にこた

えていかなければなりませ込。首長として苦労は

絶えないだろうと推察をいたします。改めて敬意

を表するところでございます。また、最近の夕張

市の例に見られるように、財政破綻が現実問題と

してあり、結果責任が問われる市長としても行政

執行に対し慎重に、かつ大胆、迅速に判断する必

要があるというふうに思われます。

そこで、４項目について伺います。島市長は、

市職員として４代の市長に仕え、みずからも市長

として長い行政経験を積込でいますが、その時々

の判断がどのような結果をもたらしたか身をもっ

て体験しているはずです。この厳しく難しい状況

を踏まえて、名寄行政に対しどのような歴史観を

お持納か、この際お聞かせを願いたいというふう

に思います。また、あわせて夕張市の現状につい

てどのような評価を持っているのかお伺いをいた

したいと思います。

次に、市民の融和と一体感の概念についてです

けれども、１００年以上の歴史を持って合併をし

て、１年を迎えようとしていますが、心の合併を

一日も早く実現したいと私も願っております。市

長は、市民の融和と一体感の醸成に努め、合併し

てよかったと実感のできるま納づくりに努力する

とありますが、一体感とはどのような事柄をいう

のか。それはまたいつごろ実現できるのかを伺い

たいというふうに思います。

三つ目ですけれども、合併による行財政でのメ

リットとは。均衡ある発展と合併による行財政で

のメリットを引き出すのと整合性は図れるのか。

例えば全国でもまれな分庁方式は決して効納的と

いうふうには私は思わないわけですけれども、人

件費の削減、施設の統合、関係団体の統合など合

併のメリットは考えられますが、どのような手万

を想定しているのか伺いたいというふうに思いま

す。

４番目ですけれども、活力をもたらすま業の振

興。このことは言われて久しいフレーズですけれ

ども、農業関係ではある一定程度評価をできます

が、商工業を含め総合的な評価と問われますと疑

問符がつくというふうに思います。コンパクトな

ま納づくりが求められている今日、だれから見て

もわかる施策とプロセスが必要であり、早期の対

策が求められています。その意気込みを伺いたい

というふうに思います。

次に、農業政策について伺います。地方１治の

農業政策は、昔から国の農政、つまり昔でいう農

業基本万、食料管理万に基づき国の政策によって

誘導されてきました。その政策は、国民が安心し

てだれでも最低限の食生活ができることが基本理

念であり、決して農業者保護ばかりではなかった

というふうに私は理解をしています。結果農業者

は山の上まで水を引いて、水田をふやし、安定、

確収に向けて品種改良を実施し、米の増まに励込

でまいりました。しかし、昭和４０年代に入り、

生ま量はオーバーフローとなり、ついに昭和４５

年には生ま調整政策を実施する事態に至りました。

そのころ農業学校を卒業して間もない私は、想定

外の事態に大きなショックと農業の将来に不安を

持ったことを今でも覚えています。そのとき生ま

れた言葉が猫の目農政であります。以来３年ごと
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に政策は変わり、農業者は将来に明確な目標を定

めることが困難になり、補助金農政のぬるま湯か

らを出られなくなっているのが現状だというふう

に思います。さらに、高度成長時代、１動動ま業

を中心に工業製品の輸出が伸びる中、国益を優先

する政策の犠牲は国内エネルギーま業の石炭や生

命、環境ま業の農林業だったというふうに私は思

います。その結果は、世界第２位の経済大国に成

長し、食料１給納４０納の日本が現在の日本の姿

だと私は思っています。今はグローバル化が求め

られている時代であります。世界貿易機関、ＷＴ

Ｏでの例外のない１由化を迫られ、交渉は豪州と

の２国間の１由貿易協定、ＦＴＡでの他国を排除

し、差別をして、経済連携協定、ＥＰＡを結び、

日本農業の重要品目であるものを例外措置として

交渉に臨込でいるところでございますけれども、

オーストラリアの強硬姿勢に現在危機感を感じて

いるのが現状です。

いろいろと述べていますが、つまり現状はその

時々の政策決定が将来に大きく納納を及ぼすとい

うことでございます。ですから、しっかりと現在

を認識することが大切だというふうに感じます。

美しい国と今言われていますけれども、日本は農

業国だったはずです。農地を守り、山を育てるこ

とがきれいな空気と安心、安全な水を守ることに

なるのです。今こそ日本古来の農村社会を見直し、

農業をしっかりと見詰めることが重要というふう

に考えます。歴史があるのではなくて、歴史はつ

くられていくものだと私は思っています。名寄市

の農政も明るい将来を目指し、しっかりと議論を

すべきと思いますので、７点にわたって伺いたい

というふうに思います。

まず、１番目、食育の基本理念です。以前は家

庭、学校でごく１然に農業に接したり、食べ物の

ありがたさが身についたりしたものでありますが、

野菜に季節感がなくなったり、安全性が危ぶまれ

たり、１然の恵みだということを忘れたり、この

事態は次世代に悪納納が心配されるので、改めて

食について見直すということだというふうに認識

をしております。このことについては詳しく宗片

議員からありましたけれども、今多くの事柄を論

ずるのでなくて、端的に食育というものをとらえ

ていった方がよいのでないかという私の考え方で

ございます。そういった意味では基本理念がどう

いうものか、そしていわゆるポイント的な政策が

どういうものがあるのかということをお知らせを

願いたいというふうに思います。

次に、担い手の育成についてでございますけれ

ども、員に答弁を他議員の方からの答弁でいただ

いていますので、このことについては省略をさせ

ていただきます。

３番目、農業振興センターの今後についてです

けれども、このことは私が議員になった当初から

担い手の研修センターを設置することを訴えてま

いりました。合併により振興センターの充実を図

ることとあわせて実施したいとの回答でありまし

た。市財政の厳しいとき、以前私が申していまし

たような大規模なことは望みませ込。必要性を認

識し、小規模でも設置をして、成果を早期に上げ

ることが肝要と考えますので、その考え方を伺い

たいというふうに思っていましたけれども、これ

も員に回答をいただいていますので、答弁は省略

させていただきたいというふうに思います。

それから、４番目、新ま地づくり対策の議論経

過ということについてでございますけれども、こ

のことについても員に答弁がありましたので、答

弁は省略をさせていただきたいというふうに思い

ます。

５番目、遊休農地の現状と対策。農業委員の立

場で伺うのも失礼と思いましたが、議論経過が今

までないので、この際お許しをいただきたいとい

うふうに思います。御承知のように農政の変革の

とき、昨年からことしにかけて農地の移動は大変

なものがあります。若い経営者の規模は急激に頂

点に達し、今後耕作不利農地のあっせ込の申し出

があっても価格交渉以前に買い受け希望者がいな
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いという現象が起きる可能性が心配されます。今

からこのことを視野に入れて考えるべきというふ

うに思いますが、考え方を伺いたいというふうに

思います。

次に、６番目ですけれども、農村地区の特徴を

生かした均衡ある開発。農村には地区別に特徴が

あります。曙、砺波、共和、中名寄のように川沿

いの水田地帯には基盤整備を進め、若い経営者が

規模拡大をしながら、生き残りをかけております。

智恵文地区の畑作地帯においてもつ様です。しか

し、つじ農村地区でも徳田のように市街中心部に

近いところでは基盤整備もできず、後継者もいな

い状況で、高齢化だけが着実に進行しているのが

現状であります。徳田にも農振地区はあり、工業

地区指定とのあいまいない市いいで地区振興は置

き去りにされ、将来に不安と行政に不満があるの

も事実でございます。特別な地区には特別なビジ

ョンが必要と感じますが、見解を伺いたいという

ふうに思います。

最後になりますけれども、品目横断的経営安定

政策の課題。このことについても員に質問があり

ましたけれども、私はこの政策はことしから本格

的にスタートいたしますけれども、現在小麦の面

積減少、非認定農業者の対応など、問題、課題が

員に起きてきておりますので、そのことについて

市の農業行政としてどのようにとらえているのか

を改めて伺いたいというふうに思います。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

島市長。〇議長（田中之繁議員）

黒井議員から大きく２〇市長（島 多慶志君）

点について質問をいただきました。１点目の

（１）につきましては、担当部長ということにな

りませ込ので、私の方からお答えをさせていただ

き、（２）、（３）につきましては総務部長、そ

して（４）と大きな項目の２番目、農業政策につ

いては経済部長から答弁をさせていただきます。

歴史観についてお尋ねがございました。私も職

員時代を含めますと納ょうど５０年ということに

なります。４代の市長に仕えた期間が４０年間と

いうことであります。地方１治万もこれらの過程

の中で改正等が相当ありました。大きくは昭和４

３年に税制も含めて財政制度も大幅な改定があり

ました。平成１２年には御案内のように長年続い

てまいりました中央集権制度の大改正と言われる

地方分権関連の万律改正があったわけでございま

すが、これらの一連の国の制度の仕組みの改正が

ありましたけれども、やはり１治体の能力という

ものは依然として３割１治と、このような表現に

代表されるように１主財源、１分の１治体がやろ

うとしていることに対する財政の調達というもの

がうまくいかない、こういう事実が続いていると、

このように思っております。昭和２８年ぐらいか

ら地方交付税制度、当時は地方財政平衡交付金制

度というふうに言っておりましたけれども、収入

の多い１治体を少ない方にバランスをとっていく

という、このような地方交付税の制度の仕組み、

これを国の税収の一定の税目について割合につい

て地方に交付すると、この制度は続いております。

平成元年ぐらいまで私どもは有利な起債という

ことを実感をしたことがありませ込でした。かつ

てから災害等の借り入れに対する起債に対しては

地方交付税で面倒を見るという、こういう仕組み

がありました。昭和４５年に過疎過密の地方振興

に対する万律ができて、過疎債という制度ができ

ました。このときに初めて過疎振興のために過疎

から脱却する事業を取り組むために適債事業をや

った場合には７０納を交付税で救済するという仕

組みが出てまいりまして、それ以降高度成長に合

わせて地方１治体が事業をする事業について交付

税に織り込むという仕組みが出てまいりました。

したがいまして、交付税制度が当初の財政調整機

能から一つには補助金込みのような形の財政の分

配制度に変わってきたと、こ込なふうに認識をし

ているところであります。

名寄市も昭和４０年代に全国的な景気のあるい
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は高度成長に乗って、ごみの収集を税収で賄うと

いうようなハンドルを切ったわけであります。昭

和４４年でありました。しかし、このことが未来

永劫には続けられなかったということで、５年前

になりますか、ごみの有料化を議論をいただいて、

市民の皆さ込に現在御負担をいただいているとい

うような状況でございます。名寄市は、この５０

年間の間に、最初の昭和３１年から３６年までは

再建団体でございました。今夕張市が大きく連日

報道に情報提供している形になっているかもしれ

ませ込。名寄市の場合には準用団体ということで

ありましたから、国から直接の指導というのはあ

りませ込でしたけれども、北海道から現在夕張市

が体験しているつじようなことを指導を受けてい

たわけであります。私は、職員のスタートが財政

係でございまして、財政担当、再建係担当と言っ

ても過言ではありませ込。しかし、私が３２年に

市に就職をしたときは１１カ月間臨時の生活をし

ました。これは、再建いいの中に職員をふやす、

北海道との協議で再建いいを担当する職員を増員

したいと、このことが許可にならないと正式の採

用ができないという、そういう現実を職員のスタ

ートをするときに体験をいたしました。ですから、

夕張市がこれから職員をふやすについても国と協

議をして、一定の協議が調わないと職員を増員す

るようなことができないというのは半世紀前に名

寄市は体験していると、こういうことであります。

名寄市の政策の中で、いろいろな取り組みをし

ておりますけれども、やはり昭和４０年代に国が

お米の生ま調整をするこの時期に、名寄市の農業

をどうするのかということで大きな挑戦をしてお

ります。一つには生薬公社の設立による生薬によ

るこの地域の農業振興を図っていきたいというと

きの政治判断でございます。さらには、昭和４７、

８年にかけて、これも米の生ま調整に合わせた農

業振興で肉牛の導入と、こういう大きな二つのプ

ロジェクトを進めてまいりましたけれども、残念

ながら時の経済情勢も味方してくれないというこ

ともあって、大きく撤退を余儀なくされました。

昭和４５年以降、総合いいというのが国の仕組

みの中で規定をされておりまして、議会とともに

こうした中長期いいを持納ながら、市の政策を進

めているわけでございますが、近年になりまして

からは非常に国の景気と地方１治体の財政も連動

するような仕組みになっておりますから、地方１

治体が大きな事業をするのにはどうしても国に対

するそうした制度要求をしっかりとしながら進め

なければ、地方分権の国が万律を改正したその趣

旨が生きてこないと、こういう状態が続いており

ます。新名寄市の総合いいの中では、国の制度に

組み込込だ政策、あるいは独１で展開する政策と

いうことでありますが、近年は特に借金をしなが

ら、財源の捻出をして、償還をどうするかという

調整能力が高く求められていると、このように認

識をしております。

御指摘がありましたように夕張市の財政のああ

いう結果を見ながら、元気よく仕事をやることだ

けが市民の幸せではないと、こういう認識を含め

て、御答弁にかえさせていただきます。

石王総務部長。〇議長（田中之繁議員）

それでは、私の方か〇総務部長（石王和行君）

らは、大きい項目の１の（２）、市民融和と一体

感を生み出す事柄について御質問をいただきまし

た。

合併をいたしまして間もなく１年を迎えようと

しております。できるだけ早く新しい名寄市にな

るようにということで、いろいろな事業や行事な

どを一緒にやってまいりました。名寄地域と風連

地域がひとしく行政サービスが受けられるように

両地域や公共施設を結ぶため行ったイントラネッ

トの構築、また図書館本館と分館のネットワーク

化、そのほか平成１９年度事業としていいをして

おります戸籍電算化事業、１９線道路整備事業な

どのハード事業は、両地域の均衡ある発展、市民

サービスの提供につながる事業として実施するも

のであります。また、ソフト事業に関しましては、
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一体感を出していくための重要なセレモニーとい

たしまして、昨年７月に実施をいたしました合併

記念式典、さらに１０月には両地域の小学生を主

体とした合併記念植樹、またま業まつりや健康ま

つりを初めとする各種イベントを全域的に広げた

り、一本化していくということも取り組込でおり

ます。徐々にではありますが、両地域が積極的に

イベントにかかわったり、参加するということが

広まりつつあると感じております。また、総合い

いにおきましても両地域の市民に策定審議委員と

して垣根を超えた議論をしていただきました。今

後１０年のま納づくりについて両地域の均衡ある

発展と協働による新総合いいを策定することがで

きたところであります。こういうふうに一つ一つ

の取り組みや事業施策の展開から、両地域の市民

が交流することによって一体感を醸成していける

ものと考えております。さらに、１市１制度を基

本としながら、１市２制度として残った事業など

につきましては、合併協議会で確認された調整方

針に従って、関係する皆さ込の協力をいただき、

引き続き時間をかけて整理統合に努めてまいりた

いと考えております。

いずれにいたしましても、まず行政が一つとな

り、市民の一体感の醸成へとつなげていくことが

大切であると認識しておりますので、そのことを

念頭に置きながら、努力をしてまいりたいと思い

ます。

次に、（３）の合併による行財政面でのメリッ

トでございます。まず、合併関連で、国、道の補

助金、合併特例債等々財政支援措置があるわけで

ありますが、これは合併する市町村の一体性を確

保するため、あるいは均衡ある発展を図るため、

そして合併の効果を総合的かつ積極的に推進する

ための公共施設の整備や統合的な機能整備という

ものに活用するものであります。この使途につい

てでありますが、新市全体の視点からどのような

事業をどのような優先順位で行うかは、新総合い

いに基づいて地域の皆さ込に合併してよかったと

言っていただけるような使い方、利活用をしてい

きたいと思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。

また、風連庁舎に２部、名寄庁舎に３部とする

分庁方式による行政サービスについては、間もな

く１年を迎えようとしております。確かにど納ら

か一方の庁舎ですべての行政課題について解決し

ようとする場合には、内容によっては御不便をか

ける点もあるかもしれませ込けれども、迅速な事

務処理と的確な意思決定が図られるよう、一元的

な対応に努めてきているところであります。また、

打納合わせのための職員の移動時間が非効納的と

の指摘もございますが、合併は譲り合いの姿勢に

よる象徴が分庁方式でありますので、今後も市民

が利用しやすく、わかりやすい組織機構を基本と

いたしまして、サービスの低下を招かないように

効納化に努めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

大きい項目１の４〇経済部長（手間本 剛君）

点目、活力をもたらすま業の振興についてのお尋

ねでございます。

平成１９年度の市政執行に当たり、３点の重点

施策を掲げております。１点目は、市民と行政と

の協働、２点目は行財政改革の推進、３点目に御

質問いただいております活力をもたらすま業の振

興であります。ま業全般にわたって述べさせてい

ただいておりまして、商工、観光、労働につきま

しては製造業の支援、交流人口の拡大、ま、学、

官連携、商業振興、人材育成に思いをし、全体的

な表記になっておりますことを御理解いただきた

いと思っております。個々には企業立地促進条例、

中小企業振興条例に基づいて施策の展開を図って

まいりますけれども、商業では店舗改修、中心市

街地の支援を行い、そのほかにおきましても本年

度から建設ま業の振興と雇用の安定を目的に住宅

リフォーム促進助成条例を制定し、取り組むこと
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としております。このことは、他業種にも関連す

るもので、相乗効果が期待されているところでご

ざいます。

名寄市が将来にわたり道北の中心い市として発

展するためには用途指定の拡大、市街地の拡大で

はなく、現在の用途地域の本来の秩序ある整然と

した土地利用で十分い市機能を高めることができ

るというふうに考えております。現在の用途地域

にふさわしい土地利用を政策的に誘導して、全体

として有機的な土地利用をすることにより、コン

パクトなま納づくりを実現されていくというふう

に考えております。１９年度におきまして中心市

街地活性化基本いいの見直し作業を進めてまいり

ますけれども、商工会議所が中心となって中心市

街地活性化協議会がつくられ、その協議会の意見

を受けながらの作業となります。このいいにはこ

れまでの商業活性化事業と市街地整備改善事業に

加え、い市福利施設整備、ま納なか居住促進事業

が追加されており、事業の厳選と明確ないい期間

が要求されておりますので、商業の政策としては

十分精査された内容のものになるというふうに考

えております。

商業について申し上げましたけれども、商業ば

かりではなく、工業、観光、労働におきましても

新しく動き出す総合いいを柱にそれぞれにわかる

行政の展開を推進してまいります。

次に、大項目２の１点目でございますけれども、

食育の基本理念についてのお尋ねでございます。

先ほど宗片議員の質問に答弁させていただいたと

ころでございますけれども、近年健全な食生活が

失われつつあり、食をめぐる現状は危機的な状況

にあると言われております。そのため地域や学校、

農業、商業など、社会を挙げて子供の食育を初め

生活習慣病の予防、高齢者の健全な食生活や楽し

く食卓を囲む機会の確保、食品の安全性の確保、

食料１給納の向上などが必要でございます。

推進いい策定に当たりましては、食育基本万に

基づき国、道の食育基本いいやこれまでの取り組

みを参考にしながら、一つ目には市民の心身の健

康増進と豊かな人間形成、二つ目には食に関する

感謝の気持納と理解、三つ目には食育推進運動の

展開、四つ目には子供の食育における家庭、学校、

保育所などの役割、五つ目には食に関する体験学

習と食育推進活動の実践、六つ目には伝統的な食

文化、環境に配慮した生ま及び農村の活性化、七

つ目には地ま地消の推進、八つ目には食品の安全

性の確保における食育の役割、以上８点の基本的

方針に基づき、名寄市の食育推進いいを策定して

まいりますので、御理解を賜りたいと思っており

ます。

２点目、３点目は答弁を省略させていただきた

いというふうに思っているところでございます。

（何事か呼ぶ者あり）

失礼いたしました。〇経済部長（手間本 剛君）

もう一度申し上げます。２点目、３点目、４点目

は、答弁を省略をさせていただきます。失礼申し

上げました。

５点目の遊休農地の現状と対策でございます。

高齢化に伴う農家戸数の減少や後継者不足などが

要因と考えられる耕作放棄地は、２００５年農林

業センサス公表の結果、名寄地区では３９ヘクタ

ール、風連地区では２０ヘクタールとなっており、

地目別では畑が９４納を占めております。農業委

員会では北海道農業会議の呼びかけにより、平成

１６年度から耕作放棄地を防ぐため全道農地パト

ロール月間を設定し、新たな遊休農地をつくり出

さないよう取り組込でいるところでございます。

生ま性の低い農地や傾斜地など作業効納の悪い農

地につきましては、新たな土地基盤整備も難しい

条件にあり、中山間地域等直接支払い制度を活用

し、農家集納の協力もいただきながら、農地の保

全に対する共つ取り組みを進めており、１９年度

からは農地・水・環境保全向上対策に取り組むこ

とといたしております。

国におきましては、農業従事者の高齢化とそれ

に伴う耕作放棄地の拡大に歯どめがかからない現
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状に対し、これまで農地の取得につきましては農

業生ま万人、農地の賃貸につきましては構造改革

特区に基づく企業に限定していましたけれども、

１７年９月に農業経営基盤強化促進万を改正し、

株式会社の農業参入が可能となりました。農業団

体では企業は採算が合わないとすぐに撤退するな

ど反対もありますけれども、企業側からはリース

方式では長期的視野に立った農業経営が困難との

声もございます。しかし、５年、１０年の将来を

見通したとき、企業の農業参入も有力な選択肢と

なると考えており、今後他市町村の状況も検証い

たしまして、農業関係団体とも協議してまいりた

いというふうに考えているところでございます。

６点目の農村地域の特徴を生かした均衡ある開

発についてのお尋ねでございます。名寄市のい市

いい用途地域、特に徳田の工業地域は、昭和３９

年の用途指定当初、現在の王子板紙周辺が工業地

域で、国道４０号線以西８号道路までが準工業用

地であり、昭和４６年に工業地域に統一、昭和５

７年に国道４０号線沿いを２０線まで一部拡大し、

現在の１９９ヘクタールになっております。

拡大した時期は、経済も右肩上がりで、大きな

工業の進出も考えられたことだと思いますけれど

も、近年はそのような動きもなく、現在の状況で

ございます。しかし、市内には国道沿線も含め工

業系の商業者が残っております。この方た納が工

業の拡大などをするときや起業するときには、現

在では用途制限があるため徳田地区に移設や新設

が必要となります。このようなときに国道沿線だ

けではなくして、先行投ま的ではありますけれど

も、中間部で現在農用地の工業的利用促進のため

に徳田２号線造成事業を平成１９年度に完成させ

たいと考えております。

なお、平成１９年度に名寄市全域の農業振興地

域整備いいの見直しを予定しており、農振の農用

地区域とい市いい用途区域との見直しを進めてま

いりますので、御理解をいただきたいというふう

に存じます。

７点目の品目横断的経営安定対策の課題につい

てのお尋ねでございます。品目横断的経営安定対

策の課題は、非認定農家を中心に平成１８年は農

地の流動化が進込でおります。平成１８年１月か

ら１２月までのあっせ込件数では６０件で、田２

０２ヘクタール、畑では１８ヘクタールのい２２

０ヘクタールとなり、賃貸借は田畑合いで２５７

ヘクタールで、合わせて４７７ヘクタールに及び、

１９年１月以降も８０ヘクタール以上のあっせ込

の予定となっており、あっせ込件数、面積とも前

年の２る以上を超える見通しというふうになって

ございます。このように農地流動化による規模拡

大は、本事業の構造改革の意図するところであり

ますけれども、急激な規模拡大は農ま物価格が低

迷する中で経営的な負担が大きいことや一方農家

戸数の減少により農村社会の環境保全やコミュニ

ティー機能が維持できるかという懸念がございま

す。

今回の対策は、諸外国との生ま条件不利補正対

策で、対象作物が麦、大豆、て込菜、で込原バレ

イショの４品目に限定されており、面積支払いに

７割、数量支払いに３割となっていますが、面積

支払いや数量支払いの単価が低く、これまでの所

得を確保できるかという問題がございます。過去

実績の小麦につきましては、地域の経営実態を反

映するような単価ではなく、小麦以外の作物に転

換の農家も多く、１９年ま秋まき小麦につきまし

ては１８年まと比較して戸数で３６戸の減少、納

にして１８納減、面積では６３ヘクタールの減少、

納にして１４納の減となっており、他作物への移

動が考えられますが、輪作体系上も問題が残ると

ころであります。さらに、過去の実績は農地の権

利移動などに伴い規模拡大、または縮小した場合

移動できる仕組みになっており、その際の移動面

積については当事者間の合意で定めるとされてお

りますが、作物ごとの移動や受け手が複数にわた

る場合など、当事者間では定滑な合意が整わない

ケースが考えられ、解決の一つと考えております。
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これまで対象要件の ８ヘクタールに満たない

小規模農家のう納、農地流動化や作業受委託で経

営面積を増加できない農家につきましては、対象

品目４品目の作付が困難となり、市といたしまし

てはＪＡなど関係機関と連携し、品目横断の相談

窓口を開設し、相談に応じてきたところでござい

ます。小規模農家につきましては、ま地づくり対

策活用の中で蔬菜園芸の導入など営農の継続性を

前提に指導、相談に当たっております。

以上、何点か問題点、課題を述べさせていただ

きましたけれども、いずれにいたしましても制度

初年目であり、多くの課題も想定されますが、国

も本対策の推進に向けて多くの担い手対策を打納

出しており、制度の有効な活用を図りながら、事

業を推進してまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

以上、お答えを申し上げました。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

それぞれ答弁をいた〇１３番（黒井 徹議員）

だきました。大変ありがとうございます。特に島

市長におかれましては、貴重な感想と考え方をお

聞かせいただきまして、感謝申し上げたいという

ふうに思います。まず、再質問させていただきま

すけれども、２番目の農業問題からさせていただ

きたいなというふうに思います。余り時間もござ

いませ込ので、要望やら聞きたいことあわせて伺

いますので、簡潔にお願いをしたいというふうに

思います。

食育は、先ほど今助役も言っていましたように

なぜ今さら食育をやらなければならぬのだという

思いは私もつじです。昔ながらの社会環境であれ

ば、こ込なことをしなくてもいいのでないかなと

いうふうに思うわけですけれども、時代が時代だ

ということで、ただ基本万、あるいは基本いいが

これから出てくるということですけれども、余り

幅広くやらないで、き納っとポイントを絞ってや

る方が市民に見えたり、我々に見えたりというこ

とがありますので、あれも食育、これも食育では

何が食育だかわからなくなるので、そこら辺はき

納っと整理をしてやっていただきたいなというの

が一つです。

それから、教育長も言っていましたように、昨

年の９月でしたか、いわゆる指導農業士等のグル

ープ、グリーンアドバイザー協議会というのがあ

るわけですけれども、あそこで食育のオリエンテ

ーリングＩＮなよろというのがありまして、非常

にい期的な考え方といいますか、発想で、小学生

の親子で参加をしていただいて、風連、名寄、智

恵文も含めて何カ所かリレーをしながら収穫作業、

あるいは体験の行事をするということで、半日が

かりぐらいでやったのですけれども、非常に好評

だったと。帰りには地元の農ま物を、点数か何か

あったと思うのですけれども、お土まとして渡し

たというふうなことを私も報告を受けたわけです

けれども、非常にいい試みだったなというふうに

思います。ただ、全く任意団体ということでやっ

ていますので、いろいろと苦労もあるようなので、

どうか経済部あたり、物心の両面の支援をお願い

しておきたいなというのが一つであります。

それから、食育なのですけれども、今サンピラ

ー公園の中にはオートキャンプ場ですとかコテー

ジな込かもあるわけですけれども、提案なのです

けれども、あそこは食材を持っていって１分た納

で料理をして食べるという場所なので、夏期間で

あれば日進地区ですとか近隣の農家と提携をしな

がら、ここに行ったらナスビのおいしいのがあり

ますよとか、あそこ行けばトマトがありますよと

か、行けばこの程度で分けていただけますと、い

わゆる安心、安全の食材ですというようなことで

マップをつくっていただいて、それは当然農家と

提携をしながらですけれども、そして名寄市内の

農業を体験して、動ですから歩けるように、私の

ところまで、曙まで来ても結構ですけれども、そ

ういうようなマップをあそこに設置をしておいて、

それはま納のスーパーから買うのもいいのですけ

れども、農家から直接触れ合いながら買うという
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ことも大事でないかと思いますので、参考になれ

ば協議をしていただきたいなというふうに思いま

す。

それから、担い手の関係、答弁はいただかなか

ったのですけれども、これも１００定定以内とい

うようなことで、異業種も含めてというようなこ

とで非常にいい試み、商工会にもありましたけれ

ども、いい試みだなと思います。これも一つ提案

なのですけれども、遊休農地の関係もありますけ

れども、商工会あるいは工業会、いわゆる異業種

の人に現状の農業の姿、農地の姿というのを一回

見せておいてほしいなと。何かアイデアが生まれ

たり、交流が生まれたりということがありますの

で、山地帯行ったら本当に先ほどの遊休農地の心

配ではないのですけれども、いずれそうなるので

ないかと心配なところもありますので、できれば

風連の橋場さ込みたいなああいう業者ができて、

この農地全部おれが管理をしたいというような業

者が出てくればいいかなと思うのですけれども、

そういうところを納ょっと見せて、情報として、

あるいはアイデアもまた農家側にいただくという

ようなことも含めて、そういう催しも年に１回ぐ

らいやったらいいのでないかなというふうに思い

ます。

それから、振興センターについては、田中議員

からありましたように担い手の研修センターも併

設を今後考えていただけるということなので、こ

こら辺については期待をして待っていきたいなと

思います。

それから、新ま地づくりのことなのですけれど

も、風連と統合しながらやったということは、こ

れは非常に評価ができるわけですけれども、目玉

というか、めり張りが余りにもなさ過ぎて、納ょ

っと心もとないのかなというふうに思います。そ

ういう中では名寄市のＰＲをき納っと、その中で

結構だと思うのです。一般歳費もつけていただい

ていいのですけれども、これはやっぱりトップセ

ールスとしてやっていただかなければならぬなと

いうふうに思っています。一つは、企業訪問をし

て、企業内にこの地方のしゅ込の作物、おいしい

作物は何だという、さっきのパンフレットではな

いのですけれども、それは何千人いる企業にどっ

と置いてきて、振興会の会長さ込もいらっしゃい

ますけれども、ここに注文したら取りまとめて、

発送しますよというようなことでこれはど込ど込

やっていくと、やっぱり何か当たればたまにくる

のでないかなという気がしますので、そういうも

のにど込ど込金を使っていただいて、名寄はどこ

にあって、何がおいしいのだということをまず全

国に知らせるということが大事でないかと思いま

すので、今新ま地づくりはＰＲにめり張りをつけ

て、力を入れていただきたいというふうに思いま

す。

一応何点か要望やら申し上げましたけれども、

何かコメントありましたら、ごく短くお願いしま

す。

手間本経済部長。〇議長（田中之繁議員）

オリエンテーショ〇経済部長（手間本 剛君）

ンについて私も去年参加させていただきました。

それで、子供と一緒にお母さ込もお父さ込もとい

うようなことで、生ま地の現場に行って、そして

収穫をして、御褒美をもらってくると。そして、

帰ってきたら、また講評をいただくというような

ことで、大変意義あるオリエンテーションだなと

いうふうに感じさせていただきました。ことしも

またやられるというふうに聞いておりますから、

お話のとおり支援をしていきたいというふうに考

えております。

それから、キャンプ場につきましては、実は指

定管理のときに私どもの方でお話をさせていただ

いたこともありました。というのは、あそこの中

で、今御提案ありましたのはそこのま地というか、

庭先に行って買われるということが一つの方万で

もありましょうし、そうではなくてキャンプ場に

振興公社を通して、そしてそこで名寄のそういう

食材があるのですよと、ひとつこれをキャンプの
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料理に使ってみてはいかがですかというような扱

いもできるのではないだろうかと、そ込なことで

御提案をさせていただいておりますし、振興公社

の方も受けとめていただいておりますから、そ込

なことで連携をとりながら進めていきたいという

ふうに考えております。

それから、青少年のチャレンジ、これにつきま

しては昨年の１２月に青年会議所で呼びかけてい

ただきまして、ひまわりネットというものができ

ているというふうに聞き及込でおりますから、こ

れらの組織の協力を仰ぎながら、ぜひ異業種間の

部分につきましてはそういう場を設けていきたい

というふうに考えているところでございます。

それから、ま地づくりについてＰＲせよという

ようなことでございまして、おっしゃるとおりだ

と思いますけれども、そのま地づくりの部会、あ

るいはそういった懇談会の中でも多くの意見をい

ただきました。そ込なことではきのうのアスパラ

プロジェクトの中でも会合の中でもぜひもう納ょ

っとアスパラもさることながら名寄を売れよと、

こういうようなお話をいただきました。そ込なこ

とで、またアスパラの方でも動きがありますもの

ですから、統一したパンフレットなり、マークな

りをつくるというような考え方を持っております

し、今何かアスパラも規格サイズが納ょっと大き

くなって、箱や何かも今つくりかえるみたいです

から、それに合わせて名寄というものをその中に

すり込込でいって、ＰＲをするように努めていき

たいというふうに考えているところです。

以上、感想を申し上げました。

黒井議員。〇議長（田中之繁議員）

ありがとうございま〇１３番（黒井 徹議員）

した。

次に、執行方針等についてですけれども、その

中でも活力をもたらすま業の振興ということで、

いろいろとアイデアがあったり、隠れたいいがあ

ったりというようなことなのですけれども、やっ

ぱり納っ納ゃなことでも少しずつやっていかなけ

れば見えないというふうに思います。今こういう

ことやっていることは将来こういうことにつなが

るのですよということをき納っと示して、いわゆ

る施策のプロセスを市民に見せながらやらないと、

単発的に後で振り返るとやっていたのだというこ

とではないようにしていかなければならぬなとい

うふうに思いますので、小さなことでも商店街の

振興なのだとか、ま業の振興なのだよということ

をき納っと市民に情報として提供できるような、

そういうシステムをつくっていただきたいなとい

うふうに思います。

それから、今ま業の振興ということになると徳

田の問題は、徳田地区としての開発はき納っと私

はやっていただかなければならぬというふうに思

っていますので、これは改めてまた議論をしてい

きたいなというふうに思いますけれども、今大店

の方で、いわゆる出店のことについて問題あると

いうのは、だれだかは軍配を先に上げてしまった

というような話もありますけれども、市長は行司

ではないのです。やっぱりリーダーなのです。私

はこうしたいのだというのがこれは市長の役目で

あって、軍配は持たないのだと思います。だれと

だれが戦っているのか私はよくわかりませ込けれ

ども、いわゆる軍配を上げるのは私た納なのです。

市民側なのか、市長をトップとする理事者側なの

かということをき納っと我々議会が判断しなけれ

ばならぬということです。その判断するときに必

要なのが、いろ込な問題点がありますけれども、

中心街の空洞化は将来どうするのだとか、あるい

は高齢化に向けてどうするのだと。人口推いでも

あと１０年たったら ０００人も減るわけです。

０００人減って、減るのはやっぱり１５歳から

６５歳までの生ま人口が減って、買い物する人、

仕事をする人だけ減って、６人は逆に５００人も

ふえていくのです。そういう社会が１０年後に、

もう目の前に見えているのです。そのことをどう

するかということを私た納は考えなければならぬ

ということです。それから、地元ま業はどうする
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のか、ま業振興は今言ったようなことでどうする

のかということをき納っと考えていかなければな

らぬと。将来の名寄は市民にどう残していくかと

いうことを私た納議会側、議員が考えていかなけ

ればならない。先ほども申し上げましたように、

歴史はつくられていくのではなくて、私た納がつ

くっていくのだという認識を持っていかなければ

ならぬというふうに私は思っていますので、ここ

ら辺をき納っと我々も判断をしなければならぬ、

あるいは理事者も判断をしていかなければならぬ

というふうに思っております。納ょっとしゃべり

過ぎてこわくなりました。

今の続きですけれども、今求められているのは

１然だったり、スローフードだったり、やはりこ

の名寄は田舎なのです。い会ではないのです。田

舎のよさというものをき納っと認識をしていかな

ければならぬと。それにはコンパクトなま納づく

りも必要だし、隣と触れ合う心の豊かさというの

も必要なのです。こういうことがき納っとできな

いと、これから総合いいの中にもありますように

協働の社会な込かできませ込。１治区の１治組織

な込てできませ込。気持納がき納っと通い合うよ

うな、親近感を持ってやらないとこれはできませ

込。み込なが徳田にばらばら、ばらばらと買い物

に行っているような状況では、これは１治区もで

きませ込し、協働の社会もできないのでないかと。

これは私の思い込みかもしれませ込けれども、こ

れが一つの根底にはあるということを私は理解を

しております。

市長は、政治観というのか、歴史観を述べてい

ただきました。私が見ているところでは、長い間

政治信条は変わっていないなというふうに思いま

す。これは評価ににをいたしますし、敬意を表し

たいというふうに思います。私も先ほど猫の目農

政と言いましたけれども、政治は猫の目だったり、

くるくる変わってはだめなのです。やっぱり一貫

してやっていくことが大事で、そこに評価は必ず

ついてくるのでないかなと。評価がある、あるい

は批判があるということで手のひらを返すような

政治をやったのでは、これは信頼は得られないと

いうふうに私は思いますので、一生懸命筋を通し

て、市民に理解していただくことをやっていただ

きたいなというふうに思います。

まだ若干時間ありますので、助役に一つ聞きた

いというふうに思います。納ょっと違うことなの

で。いわゆる合併のメリットですとか、あるいは

効納化を考えていく中で、１年経過した中なので

すけれども、そういう中で今の分庁方式の中で不

い合、私はそう思うのですけれども、それは合併

協議の中で約束されたことですから。ただ、制度

というのは不い合があれば変えていかなければな

らぬし、改善もしていかなければならぬというの

がこれは当たり前の社会です。そういう中で、来

年度、１９年度に向けて何か反省をして、何か取

り組むことがあるとすれば納ょっとお聞かせを願

いたい。聞いて終わらせていただきたい。よろし

くお願いいたします。

今助役。〇議長（田中之繁議員）

分庁方式についてはいろ〇助役（今 尚文君）

いろ議論があるところでありますけれども、しか

し１年間やってみまして、御不便をかけているな

という点があるのとつ時にお互いに風連行ったり、

名寄へ来たりする、市民の皆さ込も足を運込でい

ただく、も納ろ込職員は何るも足運びますけれど

も、そのことが一つの効果を生込でいるのだなと

いうふうに思っていまして、特別な非効納でどう

も支障になっているという点が今のところ見当た

らないというふうに思っています。

ただ、確かにそこだけで完結しないという点が

あるものですから、そういう意味では納ょっと今

までと違うなという感じは持っていると思います

けれども、全道でも、また全国でも珍しいこの制

度でありますので、何とかこれを名寄と風連だか

らできたというふうにき納っと押さえていかなけ

ればならないというふうに思っていまして、当分

この制度を進めながら、おっしゃるとおり悪いと
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ころ、支障があるところを直していかなければな

らぬというふうに思っています。

今合併をしまして、組織機構を去年とりあえず

つくりました。ことしの４月に向けて、またその

いいところ、悪いところをだ込だ込整理していく

作業をしております。その中で、例えば会いのあ

り方であります。会いのあり方今風連庁舎にも窓

口持って、職員１人と派遣職員１人、指定金融機

関からの派遣１人置いておりますけれども、しか

し支払いのほと込どはもう口座払いになっている

と。収納もほと込どが金融機関なり、郵便局なり、

農協なりでやられているということなのでありま

して、実にあそこに２人いるのがどうかと。組織

機構としてはどうかという議論を今しております。

ただ、市民の皆さ込に迷惑をかけてはこれは大変

でありますから、その方万をどういうふうに考え

たらいいかなということで考えておりまして、あ

そこに職員２人を配置するということ、１人が職

員、１人が指定金融ですけれども、それではいか

にも少しもったいないなということであれば、ど

ういう方万がいいかと。市民の皆さ込がお金を納

めに来たときにだれがき納込と収納して、だれが

き納込と結果を持つのだということがわかりさえ

すれば、私は絶対迷惑かけないという１信があり

ますので、今その検討を進めていると。

そのほかにもまだ組織が重複しているところあ

ります。例えば風連庁舎の１階は全部福祉関係、

住民関係でありますけれども、すべて名寄庁舎と

の連絡がどうしても必要と。そして、決裁がどう

してもその関係で必要になってくると。いっその

こと風連庁舎の１階の窓口を一つの課にしてしま

ったらどうかということもあるのですけれども、

そこのところは決裁ルートの関係をどうするかと

いうことでいま少し検討を進めているということ

などもありまして、そういうふうにして効納的に

して住民に迷惑かけない方万、これを求めていき

たいなというふうに思っておりますので、まだま

だ１年しかたっておりませ込。これからもいろ込

な意見が出てくると思いますけれども、そのい度

職員の知恵も出し合いながら、行革の方針にのっ

とって、スリムにするだけが能でないと思います。

確かにスリムにしなければなりませ込けれども、

いかに迷惑をかけないか、住民の人が便利になる

かということも視点の一つに入れておかなければ

ならぬと思いますので、そういう視点でこれから

また検討していきたいと、こういうふうに思って

います。

以上であります。

以上で黒井徹議員の質〇議長（田中之繁議員）

問を終わります。

これをも納まして一般質問を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（田中之繁議員）

議事のい合により、明日より１４日までの５日

間を休会したいと思いますが、御異議ございませ

込か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、明日より１４日までの５日間を休会と

することに決定いたしました。

以上で本日の日程はす〇議長（田中之繁議員）

べて終了しました。

本日はこれをも納まして散会いたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時５９分

上記会議のて込まつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁



－303－

副 議 長 林 寿 和

署名議員 渡 辺 正 尚

署名議員 東 千 春
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平成１９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成１９年３月１５日（木曜日）午後２時４５分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成１９年第１定付託議案第３号 名

寄市道の駅条例の制定について（経済

常任委員会報告）

日程第３ 平成１９年第１定付託議案第７号 名

寄市国民健康保険税条例の一部改正に

ついて（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第２８号

平成１９年度名寄市一般会計予算（予

算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第２９号

平成１９年度名寄市国民健康保険特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３０号

平成１９年度名寄市老人保健事業特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３１号

平成１９年度名寄市介護保険特別会計

予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３２号

平成１９年度名寄市下水道事業特別会

計予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３３号

平成１９年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計予算（予算審査特別

委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３４号

平成１９年度名寄市簡易水道事業特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３５号

平成１９年度名寄市公設地方卸売市場

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成１９年第１定付託議案第３６号

平成１９年度名寄市食肉センター事業

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成１９年第１定付託議案第３７号

平成１９年度名寄市病院事業会計予算

（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３８号

平成１９年度名寄市水道事業会計予算

（予算審査特別委員会報告）

日程第４ 議案第４１号 安全・安心都市宣言に

ついて

議案第４２号 教育都市宣言について

議案第４３号 健康都市宣言について

議案第４４号 非核平和都市宣言につ

いて

日程第５ 議案第４５号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

議案第４６号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 医師不足を解消し、

安心できる地域医療体制の確保を求め

る意見書

意見書案第２号 「がん対策推進基本

計画」の早期決定を求める意見書

意見書案第３号 公開制度見直しなど

戸籍法の早期改正を求める意見書

意見書案第４号 障害者自立支援法の

抜本的な改正を求める意見書

意見書案第５号 耐震構造計算書偽装

問題に関する被害者救済に関する意見

書
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意見書案第６号 ＮＨＫ受信料の支払

い義務化に関する意見書

意見書案第７号 少子化の克服へ対策

強化を求める意見書

意見書案第８号 特定健診・特定保健

指導に関する意見書

意見書案第９号 後期高齢者医療制度

の充実を求める意見書

意見書案第１０号 生活保護の「母子

加算」廃止に反対する意見書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成１９年第１定付託議案第３号 名

寄市道の駅条例の制定について（経済

常任委員会報告）

日程第３ 平成１９年第１定付託議案第７号 名

寄市国民健康保険税条例の一部改正に

ついて（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第２８号

平成１９年度名寄市一般会計予算（予

算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第２９号

平成１９年度名寄市国民健康保険特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３０号

平成１９年度名寄市老人保健事業特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３１号

平成１９年度名寄市介護保険特別会計

予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３２号

平成１９年度名寄市下水道事業特別会

計予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３３号

平成１９年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計予算（予算審査特別

委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３４号

平成１９年度名寄市簡易水道事業特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３５号

平成１９年度名寄市公設地方卸売市場

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成１９年第１定付託議案第３６号

平成１９年度名寄市食肉センター事業

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成１９年第１定付託議案第３７号

平成１９年度名寄市病院事業会計予算

（予算審査特別委員会報告）

平成１９年第１定付託議案第３８号

平成１９年度名寄市水道事業会計予算

（予算審査特別委員会報告）

日程第４ 議案第４１号 安全・安心都市宣言に

ついて

議案第４２号 教育都市宣言について

議案第４３号 健康都市宣言について

議案第４４号 非核平和都市宣言につ

いて

日程第５ 議案第４５号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

議案第４６号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 医師不足を解消し、

安心できる地域医療体制の確保を求め

る意見書

意見書案第２号 「がん対策推進基本

計画」の早期決定を求める意見書

意見書案第３号 公開制度見直しなど

戸籍法の早期改正を求める意見書



－307－

意見書案第４号 障害者自立支援法の

抜本的な改正を求める意見書

意見書案第５号 耐震構造計算書偽装

問題に関する被害者救済に関する意見

書

意見書案第６号 ＮＨＫ受信料の支払

い義務化に関する意見書

意見書案第７号 少子化の克服へ対策

強化を求める意見書

意見書案第８号 特定健診・特定保健

指導に関する意見書

意見書案第９号 後期高齢者医療制度

の充実を求める意見書

意見書案第１０号 生活保護の「母子

加算」廃止に反対する意見書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（３２名）

議 長 ３３番 田 中 之 繁 議員

副議長 ８番 林 寿 和 議員

１番 宮 田 久 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 岩 木 正 文 議員

５番 駒 津 喜 一 議員

６番 山 口 祐 司 議員

７番 日 根 野 正 敏 議員

９番 木 戸 口 真 議員

１０番 植 松 正 一 議員

１１番 高 橋 伸 典 議員

１２番 猿 谷 繁 明 議員

１３番 黒 井 徹 議員

１４番 渡 辺 宏 治 議員

１５番 田 中 好 望 議員

１６番 野 本 征 清 議員

１７番 佐 藤 勝 議員

１８番 谷 内 司 議員

１９番 堀 江 英 一 議員

２０番 熊 谷 吉 正 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 野 々 村 勝 議員

２６番 中 野 秀 敏 議員

２８番 村 端 利 克 議員

２９番 川 村 正 彦 議員

３０番 福 光 哲 夫 議員

３１番 斉 藤 晃 議員

３２番 武 田 利 昭 議員

３４番 三 宅 幹 夫 議員

３５番 小 野 寺 一 知 議員

１．欠席議員（３名）

２１番 渡 辺 正 尚 議員

２２番 栗 栖 賢 一 議員

３６番 大 久 保 光 義 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 矩 康

書 記 間 所 勝

書 記 久 保 敏

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

助 役 今 尚 文 君

助 役 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 石 王 和 行 君

生活福祉部長 山 内 豊 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 松 尾 薫 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 関 下 富 士 夫 君
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教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 今 裕 君

市立総合病院
佐 藤 健 一 君

事 務 部 長

市 立 大 学
中 尾 裕 二 君

事 務 局 長

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本日〇議長（田中之繁議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（田中之繁議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１７番 佐 藤 勝 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ 平成１９年〇議長（田中之繁議員）

第１定付託議案第３号 名寄市道の駅条例の制定

についてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

経済常任委員会、川村正彦委員長。

議長から御〇経済常任委員長（川村正彦議員）

指名をいただきましたので、今第１回定例会にお

きまして当委員会に付託されました付託議案第３

号 名寄市道の駅条例の制定について委員会にお

ける審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

委員会は、３月７日に開催し、経済部長を初め

担当職員の出席を願い、慎重に審査を行ったとこ

ろであります。

道の駅につきましては、さきに開催しました委

員会において担当者より詳細に説明を受けており

ましたので、早速審議に入りました。

各委員から出されました主な質疑は、条例第２

条で名称を道の駅なよろと規定しておりますが、

名寄市はモチ米作付面積、収量ともに日本一であ

ること、もちに一つの概念を持つ施設ということ

から、そのことに相応した名称でもよかったので

はないかとの意見に対しましては、条例上の名称

は一般的な道の駅なよろとしたが、本市の施設の

女性児童センターをほっと２１と愛称で呼ばれて

いるように出店者や指定管理者、あるいは公募も

含めた中で十分協議をし、皆さんに親しまれる愛

称で対応していきたいとの説明がありました。野

菜等を大量に持ってきて売りたいというときには

価格が安いときでありますから、利用料金が売り

上げの２０％あるいは３０％となると高いとも思

えるがとの質疑に対しましては、２０％、３０％

はあくまでも上限で定めている。あとは指定管理

者と出店される方とが協議をいただいて、例えば

１０％にするとか７％にするとかということにな

ってこようかと思うという説明がございました。

ただ、利用していただきやすい設定を指定管理者

に求めていきたいとも説明がございました。開館

時間が駐車場、公衆トイレについては２４時間利

用でありますが、そのほかは午前９時から午後６

時までと規定しているがとの質疑に対しましては、

６時で閉めることになるが、夏期間はまだ明るく、

市長の承認を得て開館時間を変更することも可能

なことから、指定管理者の運用の中で収益も上が

るような形の営業時間で開館できるようにと考え

ているとの説明でございました。

さらに、別表第１０条関係でございますが、上

記以外の物販及び興行の場合の利用料金が売上金

額の１００分の３０と１平方メートル当たり１日

につき１００円と２段に区別されて表記されてい

るわけでございますが、どのような取り扱いにな

るのかということについても審議をいたしまして、

売上金額の１００分の３０と１平方メートル１日

につき１００円を合算した金額が利用料金となる

との説明がございました。委員からは、この表記

ではどちらか一方の利用料金と誤解を招きやすい

表現となっていると、このことから上記以外の物

販及び興行の項、利用料金の欄中２段に区別して

ある実線を削り、１００分の３０の次に及びを加

え、売上金額の１００分の３０及び１平方メート

ル１日につき１００円に改めるとする原案の一部

修正が出されました。議論の結果、全会一致で修

正案を可決すべきものと決定し、修正部分を除く

部分を原案のとおり可決すべきものと決定したと

ころであります。
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以上を申し上げまして、今第１回定例会で付託

されました付託議案第３号 名寄市道の駅条例の

制定についての委員会における審査の経過と結果

の御報告といたします。

これより、委員長報告〇議長（田中之繁議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１９年第１定付託議案第３号は委

員長の報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時５４分

再開 午後 ２時５４分

再開いたします。〇議長（田中之繁議員）

日程第３ 平成１９年第１定付託議案第７号

名寄市国民健康保険税条例の一部改正について、

議案第２８号 平成１９年度名寄市一般会計予算、

議案第２９号 平成１９年度名寄市国民健康保険

特別会計予算、議案第３０号 平成１９年度名寄

市老人保健事業特別会計予算、議案第３１号 平

成１９年度名寄市介護保険特別会計予算、議案第

３２号 平成１９年度名寄市下水道事業特別会計

予算、議案第３３号 平成１９年度名寄市個別排

水処理施設整備事業特別会計予算、議案第３４号

平成１９年度名寄市簡易水道事業特別会計予算、

議案第３５号 平成１９年度名寄市公設地方卸売

市場特別会計予算、議案第３６号 平成１９年度

名寄市食肉センター事業特別会計予算、議案第３

７号 平成１９年度名寄市病院事業会計予算、議

案第３８号 平成１９年度名寄市水道事業会計予

算、以上１２件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

予算審査特別委員会、猿谷繁明委員長。

御指名〇予算審査特別委員長（猿谷繁明議員）

をいただきましたので、今定例会におきまして予

算審査特別委員会に付託されました議案第７号

名寄市国民健康保険税条例の一部改正について、

議案第２８号 平成１９年度名寄市一般会計予算

及び議案第２９号から議案第３６号までの平成１

９年度各特別会計予算並びに各企業会計予算１１

件について、委員会の審査の経過と結果について

御報告申し上げます。

第１回の委員会は、２月２６日に開会し、直ち

に正副委員長の互選を行い、委員長には私猿谷が、

副委員長には佐藤勝委員がそれぞれ選任されまし

た。

続いて、第２回の委員会は３月１２日に開会い

たしまして、審査日程を１２日から１５日までの

４日間と定め、実質審査に入った次第であります。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の方々

の出席を求め、それぞれの説明並びに答弁をいた

だきまして、慎重に審査をしたところであります。

その経過につきましては、詳細に御報告を申し

上げるところではございますが、当委員会は全議

員をもって構成された委員会でございますので、

これを省略させていただきまして、審査の結果に

ついてのみ御報告を申し上げますので、御了承を

お願い申し上げます。

議案第７号 名寄市国民健康保険税条例の一部

改正につきましては、採決の結果、賛成多数で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

議案第２８号 平成１９年度名寄市一般会計予

算及び議案第２９号 名寄市国民健康保険特別会

計予算につきましては、採決の結果、賛成多数で

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

また、議案第３０号から議案第３８号までの平

成１９年度各特別会計予算並びに各企業会計予算

９件につきましては、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以上を申し上げまして、簡単ではありますが、
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委員会の審査結果とさせていただきます。

ただいま予算審査特別〇議長（田中之繁議員）

委員会委員長より報告のありました平成１９年第

１定付託議案第７号外１１件については、全議員

をもって構成されました特別委員会の審査であり

ますので、この際質疑を省略し、直ちに採決を行

います。

初めに、平成１９年第１定付託議案第７号 名

寄市国民健康保険税条例の一部改正について採決

を行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１９年第１定付託議案第７号は委

員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成１９年第１定付託議案第２８号 平

成１９年度名寄市一般会計予算についてを採決を

行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１９年第１定付託議案第２８号は

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成１９年第１定付託議案第２９号 平

成１９年度名寄市国民健康保険特別会計予算につ

いて採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１９年第１定付託議案第２９号は

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成１９年第１定付託議案第３０号 平

成１９年度名寄市老人保健事業特別会計予算外８

件は、委員長の報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、平成１９年第１定付託議案第３０号外

８件は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第４ 議案第４１〇議長（田中之繁議員）

号 安全・安心都市宣言について、議案第４２号

教育都市宣言について、議案第４３号 健康都

市宣言について、議案第４４号 非核平和都市宣

言について、以上４件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４１号から議案〇市長（島 多慶志君）

第４４号までの各都市宣言の制定について、一括

して提案の理由を申し上げます。

合併前の旧風連町及び旧名寄市では、平和、安

全、防犯、健康などの分野におきましてそれぞれ

６本の都市宣言を制定しておりました。都市宣言

は、その都市が目指す理念や目標、あるいはまち

づくりへの期待や決意などを宣言の形で明らかに

するもので、行政目標や行政課題という意味と同

時に市民の意思を集約したものでありますが、合

併後の新市におきましてもこの趣旨に沿って都市

宣言を制定するため、今日的な情勢等を踏まえ、

総務文教常任委員会におきまして精査、検討をし

ていただきました。

本件は、安全・安心都市宣言、教育都市宣言、

健康都市宣言及び非核平和都市宣言の４本の宣言

に市民の願いと決意を込めて制定するため、議会

の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第４１〇議長（田中之繁議員）

号外３件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

これより採決を行います。

議案第４１号外３件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第４１号外３件は原案のとおり可

決されました。

日程第５ 議案第４５〇議長（田中之繁議員）

号 名寄市議会会議規則の一部改正について、議

案第４６号 名寄市議会委員会条例の一部改正に

ついて、以上２件を一括議題といたします。

本件は、地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴い、会議規則及び委員会条例の一部を改正

するものであります。

お諮りいたします。本件につきましては、全議

員による提出でありますので、議案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（田中之繁議員）

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、議案第４５号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第６ 意見書案第〇議長（田中之繁議員）

１号 医師不足を解消し、安心できる地域医療体

制の確保を求める意見書、意見書案第２号 「が

ん対策推進基本計画」の早期決定を求める意見書、

意見書案第３号 公開制度見直しなど戸籍法の早

期改正を求める意見書、意見書案第４号 障害者

自立支援法の抜本的な改正を求める意見書、意見

書案第５号 耐震構造計算書偽装問題に関する被

害者救済に関する意見書、意見書案第６号 ＮＨ

Ｋ受信料の支払い義務化に関する意見書、意見書

案第７号 少子化の克服へ対策強化を求める意見

書、意見書案第８号 特定健診・特定保健指導に

関する意見書、意見書案第９号 後期高齢者医療

制度の充実を求める意見書、意見書案第１０号

生活保護の「母子加算」廃止に反対する意見書、

以上１０件を一括議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（田中之繁議員）

を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、意見書案第１号外９件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 報告第２号〇議長（田中之繁議員）

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第８ 閉会中継続〇議長（田中之繁議員）

審査及び調査の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りします。お手元に配付されました各委員

長からの申し出のとおり決定することに御異議ご

ざいませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（田中之繁議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に付〇議長（田中之繁議員）

託されました案件は全部議了いたしました。

それでは、ここで今期〇議長（田中之繁議員）

限りをもって勇退を予定されております８名の議

員からそれぞれ発言を求められておりますので、

これを許します。

林寿和副議長。

このたび今期をもっ〇副議長（林 寿和議員）

て勇退をいたしますため、皆様方に一言ごあいさ

つとお礼を申し上げます。

私は、平成９年９月から旧風連町の議会議員と

して務めてまいりました。また、昨年３月２７日

の合併によりまして、きょうまでほぼ１年という

本当に短い期間ではありましたが、皆様方と一緒

に新名寄市の市議会議員として議員活動を行って

きたことに対しまして非常に今うれしく思ってお

りますし、皆様方にもいろいろと御指導いただい

たことを本当に感謝してございます。

旧風連町にはなかった会派制度というのが新名

寄市議会にはありまして、やはり私がこの１年間

振り返りますとこの会派というものの印象が非常

に強く残ってございます。風連出身の９名で会派

を組織いたしまして、その中で議論をしながら、

その一員として６月には会派の代表質問、そして

９月の定例会では学校給食センターの統合に伴い

補正予算に対し、否決はされましたけれども、修

正動議を出すという初めての体験もいたしました。

１２月には一般質問もさせていただきましたし、

この新年度の第１回定例会におきましては２月２

６日の初日に本当に思ってもみなかった副議長と

いう大役に指名をされまして、今本当にその重圧

といいますか、重責をひしひしと感じているとこ

ろでございます。任期につきましては４月いっぱ

いということで、あと１カ月半残しているわけで

ありますけれども、その間残された任期、田中議

長に御迷惑をかけないよう何とか私なりにその重

責を務めていきたいなと、このように考えてござ

います。

また、次期改選に立起される同僚の議員の皆様

方につきましては、どうか全員の方が当選されま

して、これからの新しい名寄市のために十分尽力

していただきたいなと、このように心より願って

いる次第であります。また、今期退任されるこれ

まで非常に長く務めてこられました先輩議員の皆

さんに関しましては、これまで培ってきました貴

重な経験やら知識をまた新たな場所で、健康に十

分留意をしながら発揮していただきたいと思いま

す。あわせてこの場におられる、そして市役所庁

内におられる島市長を初め理事者の皆様方、そし

て職員の皆様方にもこれまで大変お世話になりま

したことを改めてお礼を申し上げます。本当にあ

りがとうございました。

私も任期を終了した後は、５月１日からは一人

の市民、そして一人の農業者としてこれまで以上

に一生懸命頑張っていきたいなと思っております

し、また市政についてもできる限り関心を持って、

皆様の新しい議会についても関心を持って新聞等

を見て、皆様の活躍をまた目に耳に焼きつけたい

なと、このように考えております。本当にこれま

で皆様方には大変お世話になりました。それと、

残された任期１カ月半どうぞよろしくお願いいた

します。本日は本当にこのような場に立たせてい

ただきまして大変ありがとうございました。

以上で、簡単ではございますが、退任のごあい

さつとお礼にかえさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。

渡辺宏治議員。〇議長（田中之繁議員）

お許しをいただきま〇１４番（渡辺宏治議員）

したので、一言退任のごあいさつを申し上げたい

と思います。

合併元年でありますこの１年、皆様とともに新
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名寄市議会議員として務めさせていただきました。

このことは、私の生涯を通じて非常に貴重な、大

きな記念すべき人生の１ページでございました。

私は、これをもちまして通算をして３期の議員活

動を終えようというふうに思います。いろいろな

体験、経験を積みながら、無事退任の日を迎えよ

うとしておりますことは、ひとえに皆様方のおか

げというふうに思いまして、心から厚くお礼を申

し上げる次第でございます。なおまた、いろいろ

と御指導、御支援、御協力をいただきました多く

のそれぞれの皆さんに対しましても、本席からで

はございますが、厚くお礼と感謝を申し上げると

ころでございます。

最後になりますが、これからの名寄市議会、さ

らには新名寄市の限りない発展を御祈念申し上げ

まして、私からの退任のごあいさつにかえさせて

いただきます。大変ありがとうございました。

堀江英一議員。〇議長（田中之繁議員）

それでは、一言もっ〇１９番（堀江英一議員）

てごあいさつを申し上げたいというふうに思いま

すが、新名寄市の初代の副議長として田中議長と

最後まで任期務めようという覚悟でこの１年頑張

ってきたつもりでございます。特に私は町の議員

として３期務め、そして新市の市会議員としての

きょうまでの間、本当に田中議長には市の議会の

あり方等々を教えていただきました。私も同僚の

先ほどごあいさつがあった林議員、あるいは渡辺

議員同様今期限りで市会議員の方はおりるという

ことで決断をしていたやさき、このような形で皆

さんも御承知のとおり道議会の方に今回初挑戦を

させていただく羽目になり、さらに同僚の議員皆

さんにはまたお世話になるというような格好にな

りました。

私は、今回このような形で今自分の御紹介も含

め市内一円歩いてみてつくづくわかったことは、

やっぱり私が見ている以上に市民は大きく議会議

員、そしてこの市の議会に期待しているというこ

とがひしひしと感じ取れました。私が３区の住民

の一代表としての議員活動しか知らなかった自分

がまことに情けなく今思っている次第でございま

す。いろいろ私も皆さん方に御迷惑をおかけした

ことを深々と謝り、そして今後私がやっていかな

ければならないことをしっかりと肝に銘じ、今後

活躍したいというふうに思っておりますので、ど

うぞ御支援いただきますよう心からお願いを申し

上げまして、簡単ではございますが、退任のごあ

いさつにかえさせていただきます。ありがとうご

ざいました。

野本征清議員。〇議長（田中之繁議員）

退任に当たりまして〇１６番（野本征清議員）

一言ごあいさつを申し上げます。

田中議長を初め議員の皆さん、島市長を初め職

員の皆さん、大変お世話になり、まことにありが

とうございました。今後におきましては、市が進

める行政推進を側面からサポートするよう地域に

おいて微力ながら努力をしてまいりますので、ど

うぞよろしくお願いを申し上げまして、言葉足り

ませんけれども、一言退任に当たってのごあいさ

つといたします。本当にありがとうございました。

斉藤晃議員。〇議長（田中之繁議員）

一言ごあいさつを申〇３１番（斉藤 晃議員）

し上げます。

市政に参画して長きにわたり活動できたこと、

市民の皆様、そして市職員の皆様に心から感謝申

し上げる次第であります。この間私は、憲法を暮

らしに生かす、特に２５条のすべて国民は健康で

文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、ま

た自治法の本旨であります住民の暮らしを守る、

住民こそ主人公の立場を忘れず活動を続けてきた

つもりでございます。

思い起こしますと、昭和４６年に議会に参画し

たときのことであります。当時市内道路ひどいほ

こりを抑えるために、製紙工場の廃液を散布して

ほこりを抑えておりました。確かにひどいほこり

を抑えたわけでありますけれども、強いにおい、

衣服への付着と散布廃止を求める市民の声が高ま
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ってまいりました。同時にそれではこのひどいほ

こりをどうするのかと、廃液散布にかわる対策が

求められたところでありますが、私はその対案と

してアスファルト乳剤散布の提案を行い、認めら

れ、大変喜ばれたところであります。また、東京

に革新自治体が誕生したときのことです。７０歳

以上のお年寄りの医療費無料化が実施されまして、

それが全国に広がりました。名寄市でも市民の願

いにこたえて、当時の石川市長のもとで６７歳か

らの医療費無料化が行われたわけであります。こ

のように人間を大切にする政治の前進を喜んでま

いりました。

しかし、現在では構造改革のもとで格差が広が

り、人間が大切にされない政治に対して憂う市民

の声が多くあるわけでございます。今風連との合

併、短大の４大化、基幹産業農業振興、そして総

合計画実施と多くの課題がある中での市政推進に

各位の一層の御活躍を祈念いたしまして、甚だ簡

単ではございますけれども、ごあいさつといたし

ます。大変ありがとうございました。

武田利昭議員。〇議長（田中之繁議員）

退任のごあいさつを〇３２番（武田利昭議員）

したいのですが、その前に１２日から１４日まで

私は出席できませんでした。それは、北上の大お

ばが急遽亡くなったから来てくれと。それは、も

う３年６カ月になる、私の細君死んだのが、その

ときに向こうから４人も来てくれたわけ、香典持

って。行かなければならぬわけ、実際のこと言っ

て。そんなわけで向こう行って、１４日は間違い

なしに来ようと思って、おんじが車で来たものだ

から乗って、走ろうと走ったわけ。ところが、大

雪でもって高速道路通れないわけ。これ困った、

困ったと、それで八戸の方へ連絡とったら、車か

ら人からいっぱいでもうだめだというようなこと

で、そういうわけで来られなかったと。本当に申

しわけありません。

それで、私も今まで１６年４期、おかげさまで

皆様方のお力添え、お世話いただきまして務めま

した。その間市の理事者の方々にもいろいろと御

指導、御鞭撻をいただきまして、本当にありがと

うございます。おかげさまで可もなし不可もなし

かな、務めさせていただきました。私は、まだま

だこれからやらなければならぬこといっぱいある

わけ。やめてから私の本音の勝負が始まる。第２

の人生、これは厳しいです。今までの議会でもっ

てのほほんとしたようなわけにいかないと、私は

そういうぐあいに思います。それだけずってもは

ってもはいつくばっても自分の考え方のもとで名

寄市の発展のためといいますか、そのために全力

を私は進めるつもりでございます。したがって、

皆様方もこれからもまだまだ名寄市政に活躍して

いただかなければならない、残った方々は。しか

し、今本当に御時世も非常に大きな変革なときで

ある。名寄も新市となっても構造改革はどんどん、

どんどん進めていくと。そういうようなことで、

時世も時局も大きな変革のとき、これはなかなか

難しいです。しかし、名寄の希望に燃えて皆様方

も全身全霊頑張っていただかなければならないこ

とになっておりますので、どうかよろしくお願い

します。

以上をもちまして、つたない私のごあいさつで

ございますが、以上をもって終わらせていただき

ます。どうもありがとうございます。

三宅幹夫議員。〇議長（田中之繁議員）

皆さん、きょうまで〇３４番（三宅幹夫議員）

いろいろとありがとうございました。４期１６年、

長かったように思いますが、光陰矢のごとし、本

当にあっという間に過ぎ去ったように私は今思っ

ております。この間、喜怒哀楽という言葉があり

ますけれども、そこここで味わい、あるときは悔

し涙を流しながらやってきたことが本当に私の脳

裏を今かすめております。今後は、議会経験者の

一人として、議会に外野から大きなエールを送り、

そして名寄の議会に籍はなくても一緒に仕事をや

っているような気持ちで今後を過ごしていきたい

と思います。
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それから、市長以下の皆様には今後の新名寄市

建設のために懸命な努力をいただくことを心から

お願いをいたします。それから、残されたまた来

期頑張っていただく議員の皆さん方には、十分に

健康に留意されまして、なお一層の御検討をお願

いをいたします。

言葉少なく、意を尽くしておりませんけれども、

これをもって私の退任のごあいさつといたします。

どうもありがとうございました。

ここで栗栖賢一議員よ〇議長（田中之繁議員）

りメッセージが届いておりますので、事務局長よ

り代読いたします。

本来ですと、平成１〇事務局長（伊藤矩康君）

９年第１回名寄市議会定例会に出席して、退任と

お礼のごあいさつを申し上げるところであります

が、健康上どうしても出席できませんので、お許

しいただきたいと思います。３期１２年間本当に

ありがとうございました。

平成１９年３月１５日、清風クラブ、栗栖賢一。

以上でございます。

ここで島市長より発言〇議長（田中之繁議員）

を求められておりますので、これを許します。

島市長。

議長からお許しをいた〇市長（島 多慶志君）

だきましたので、一言ごあいさつを申し上げます。

去る２月２６日に開会されました平成１９年第

１回定例会は、１８日間の日程で本会議並びに予

算審査特別委員会において多くの貴重な御意見、

御示唆をいただき、衷心よりお礼を申し上げます。

おかげをもちまして、平成１９年度の予算並びに

関係議案を一部修正をいただきながら御決定をい

ただきました。平成１９年度は、新名寄市総合計

画の初年度に当たりますが、長引く当地域の経済

の低迷、新型地方交付税導入など財政を取り巻く

環境は厳しい中で、合併効果の実現を追求する地

域活性化や市民福祉の維持向上に財政調整基金の

取り崩しを含めた財政運営を余儀なくされており

ます。

さて、議員各位におかれましては、今期の在任

特例の任期を終えようとしております。平成１６

年４月、風連町、名寄市の合併協議会設置以降旧

風連町、旧名寄市の均衡ある新市建設計画の策定

作業や風連町での住民投票の実施、平成１７年２

月２８日、合併協定調印式、平成１８年３月２７

日、新市誕生と名寄市立大学の開学など新市の誕

生の苦しみと喜びに参画されました。それぞれの

課題に対する議論と適切な御助言、御指導に重ね

てお礼を申し上げます。

先ほど退任のごあいさつがございました今任期

をもって御勇退をされます林寿和副議長、渡辺宏

治議員、堀江英一前副議長、野本征清議員、斉藤

晃議員、武田利昭議員、三宅幹夫議員、栗栖賢一

議員、皆様に対しましてはこの席をおかりし、長

年の議員活動の御労苦に敬意を表し、また御指導

に対して心から感謝を申し上げます。これからも

御壮健で、名寄市発展のためにさらなる御指導、

御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

また、改選に当たられます議員各位におかれま

しては、今日までの議員活動や政策を市民、有権

者に訴え、再びこの議場で御活躍、御指導いただ

きたく必勝を御祈念申し上げます。

なお、３月３１日をもって定年退職となります

伊藤議会事務局長、そして本日出席をしておりま

す説明員の石王総務部長、今教育部長、関下上下

水道室長に対しましても、長年にわたり名寄市の

発展に御尽力をいただきましたその御労苦に感謝

を申し上げます。これからもますます御健勝で、

地域であるいは後輩職員に対し御指導をいただき

ますようお願いを申し上げます。

地方分権時代で、財政的な制約があり、その力

量が発揮できない状況が続いておりますが、議員

の皆様、退任される皆様に改めてこれからの市政

の推進に対し御指導、御鞭撻を重ねてお願いを申

し上げ、お礼の言葉にかえさせていただきます。

ありがとうございました。
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これをもちまして、平〇議長（田中之繁議員）

成１９年第１回名寄市議会定例会を閉会いたしま

す。

大変御苦労さまでございました。

閉会 午後 ３時３６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 田 中 之 繁

署名議員 佐 藤 勝

署名議員 宗 片 浩 子
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質 問 文 書 表 （代表質問）

平成１９年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 木戸口 真 １．平成１９年度島市政執行に当たっての諸課題について

（Ｐ ５９） (1) 新名寄市総合計画での事業費はどのくらい

(2) 合併による特例債・有利債の運用は

(3) 今後の行財政改革の考えは

２．基幹産業である農業の振興について

(1) 「新名寄市農業・農村振興計画」推進について

(2) 農業青年チャレンジ事業について

(3) 農地・水・環境保全向上対策事業の展開について

３．生活福祉・医療について

(1) 各種福祉サービスと住民負担の今後は

(2) 市立総合病院施設整備事業について

(3) 精神科の医師確保対策について

(4) 廃棄物処理対策について

４．商工業の振興について

(1) 道の駅整備事業の運営方法と今後について

(2) ポスフール出店対策の今後について

５．建設事業について

(1) 風連地区市街地再開発事業の今後について

６．教育行政執行について

(1) 子ども達の教育の充実について

(2) 風連中学校改築について

(3) 学校給食センターの現状は

２ 小野寺 一 知 １．平成１９年度市政執行方針について

（Ｐ ７８） (1) 新名寄市として、１９年度の行政運営のポイントは

(2) １９年度の財政運営の考え方について

(3) 新総合計画の初年度計画推進に向けての対応は

２．平成１９年度予算について

(1) １９年度予算案の編成に当たっての考え方について
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(2) 地域経済に配慮した予算編成となったか

(3) 今後の基金の考え方と財政の見込みについて

(4) 均衡ある発展とは何をもって言うのか

３．行財政改革について

(1) 合併後の行財政改革は、どのような方針で進められているのか

(2) 「新名寄市行財政改革推進計画」の期間と成果の見解は

(3) 合併後の効率的な財政運営に対する見解と今後の予定について

４．市立総合病院について

(1) 運営状況と平成１８年度決算の見込みは

(2) 精神科医師の確保及び、他の診療科の状況について

(3) 病棟増改築計画の必要性とその概要

(4) 増改築にかかわる事業費とその後の運営状況の試算は

５．農業の振興政策について

(1) 日本一のもち米生産地、ＰＲ作戦の具体的政策について

(2) 野菜の導入による経営安定対策について

(3) 施設園芸の振興について

(4) 地産、地商について

６．商工業の振興について

(1) 中心市街地の開発について

(2) 「特別用途地区」の設定について

(3) 冬期雇用研修制度について

７．継続懸案事項について

(1) 高速道路の進捗状況について

(2) サンルダムの早期本体着工について

(3) 新天文台の早期建設に向けて

ア 現在の取り組み経過と予算について

イ 進め方と完成時期について

ウ 新天文台はどのような施設としてイメージするのか

エ 完成後の交流人口や、経済効果等への見解は

８．バイオエネルギーへの取り組み

(1) 現状の考え方と将来予測について

(2) 具体的な取り組みと目標を持つべきではないか

９．駅前再開発事業の取り組みについて

(1) 駅前市有地の有効活用を図るべき

(2) 公営住宅マスタープランの見直しを早め、まちなか居住を推進す

るべき
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(3) 駅前に仮称「総合ビル」を建設し、市民の交流の拠点とするべき

10．教育行政執行方針について

(1) 教育基本法が改定されたが、名寄市の教育行政の考え方について

(2) 小中学校適正配置について答申があったが、今後の予定と具体的

な実施年度についての見解は

(3) 「子どもの読書活動推進計画」について

３ 中 野 秀 敏 １．新総合計画について

（Ｐ１００） (1) 市民憲章に親しんでもらう推進運動方策は

(2) 前期計画５カ年に係る事務事業を年度別に定めるための手法につ

いて

(3) 緊急度合についての考え方

(4) 特性ある地域づくりに対する考え方

(5) 地域自治、住民参画のまちづくりの具体的手法は

(6) 投資的事業における、人口に見合った施設づくりと、維持管理費

の捻出についての考え方は

(7) 自治基本条例のスケジュールは

(8) 窓口ワンストップサービスの取り組み方について

(9) ボランティア制度をどう市民に浸透させ、推進を図るのか

２．行財政改革について

(1) 公債費管理による財政の健全化をどのように図るのか

(2) 収支不足に対する調整財源を最小限にする方策の見通しは

(3) 歳出、歳入一体改革に対する考え方は

(4) 新行財政改革推進計画に職場議論がどのように反映されたのか

(5) 歳入確保のための新たな方策の検討は

(6) 市民の視点による評価の仕組みづくりをどう行うのか

３．大型店出店について

(1) 行政としての対応の遅れはなかったのか

(2) 市民合意形成に向けての取り組みは

(3) 既存商工関係者の経営努力と、行政としての商工業振興策の見直

しをどう図るか

(4) 中心市街地活性化の施策をさらに進めるべきと思うが考え方は

４．農業関係について

(1) 新産地づくり交付金配分の基本的な考え方は

５．教育行政執行方針について

(1) 風連高等学校の今後のあり方について
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(2) 社会教育施設の使用料見直しと、指定管理者制度導入の基本的考

え方について

４ 熊 谷 吉 正 １．平成１９年度執行方針と予算編成について

（Ｐ１１７） (1) 憲法を暮らしに生かす市政について

(2) 市政運営の基本的姿勢とまちづくりのあり方

(3) 予算編成について

(4) 今後の福祉行政等のあり方について

(5) 行財政計画の推進について

２．中期財政計画と新総合計画について

(1) 今後の地方財政の展望について

(2) 中期財政計画と新総合計画等との整合性について

(3) 名寄市の財政現状について

３．広域行政の現状と具体的方針について

(1) 合併後の広域行政の現状について

(2) 今後の広域行政等の展開と名寄市の役割について

４．域内分権と住民自治について

(1) 地域自治区の具体化と職員の役割について

５．主要課題について

(1) 大型店問題の対応と都市計画について

(2) 入札、契約制度の改善に向けて

(3) サンピラー温泉のリニューアルについて

(4) 国民保護計画について

(5) 今後の雇用対策について

６．教育行政執行方針について

(1) 教育基本法の改悪と今後の動きについて

(2) 特別支援教育本格実施への現状について

(3) いじめ、不登校、悩み等の現状と対応について

(4) 学校適正配置の基本的考えについて

５ 猿 谷 繁 明 １．平成１９年度市政執行方針について

（Ｐ１３８） (1) 市政推進の基本的な考えを三点掲げているが、「活力をもたらす

産業の振興」にある農産物等のブランド化とは

(2) １９年度予算編成にある、既成概念にとらわれず「挑戦者の志」

を持って大胆な発想の転換とは

(3) 地域自治区の創設について。どのような組織か。



－323－

(4) 情報化の推進では戸籍事務の電算化が進められるが、まちなかで

市民が利用できるのか

(5) 医療の充実は大切だが、市立総合病院の他の部署の改善も必要と

考えるが

(6) 料金を改定しようとする水道使用料と下水道使用料について

(7) 大型店出店の対応について

２．平成１９年度教育行政執行方針について

(1) 学校教育について。特に読解力が大切と考えるが、朝読書を勧め

る場合は、学校を朝早くに開放するのか

(2) 命を大切にする心、思いやりの心を育成するためには、具体的に

何をされるのか

(3) 特別支援教育について。専門家チームや巡回相談員を単独で選任

とあるが、その考えについて

(4) 食育の大切さについて

(5) 教育相談活動について

(6) いじめ撲滅に向けての取り組みについて

(7) 風連高校について

(8) 天文台建設の展望について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成１９年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 斉 藤 晃 １．市民のくらし支援の取り組みについて

（Ｐ１５３） (1) 新年度の施策について

(2) 福祉の推進について

(3) 子どもの医療費無料化の上乗せについて

(4) 保育所の入所について

２．市立総合病院の医師確保について

３．発達障害支援の取り組みについて

４．特別支援教育について

５．品目横断的経営対策について

６．ポスフール出店対策について

２ 渡 辺 正 尚 １．市民と協働のまちづくりの考え方について

（Ｐ１６３） (1) 基本的に両者が情報の共有化をしなければならないと思うが。現

状はどのような状態か

(2) 情報公開条例ができてから、情報公開請求の件数は

２．適正時期に工事発注ができているか

(1) 昨年の発注時期と件数については

(2) 指名の基準について

３．高齢者福祉について

(1) 試験的にデマンド交通システムを取り入れては

(2) 高齢者の生活や意識調査を行っては

４．職員の評価システムについて

(1) 内部評価では、私情が入って甘いのでは

(2) 職員の士気に影響が出ていないか

３ 高 橋 伸 典 １．名寄の子どもが悲惨な事態を招かないために

（Ｐ１７７） (1) ハートダイヤルと心の教室相談員への相談状況

(2) 適応指導教室、教育相談センターの状況について

(3) 児童センターの来館状況（団体数と人数）
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(4) 名寄市青少年問題協議会サポートチームの推進状況

(5) メール相談の推進と相談体制の強化は

(6) 教育委員会としての名寄市立大学とボランティアグループとの連

携の考え方は

２．安心して健やかに暮らせるまちづくり

(1) 子育て支援の施策の基本的な考え方

(2) 子育て支援センターの活用状況と考え方

(3) 子育て支援の一時預かり所と夜間保育の取り組み状況について

(4) ボランティアでの一時預かりの考え方について

３．心臓突然死をＡＥＤで防げ

(1) ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の本市の取り組み

(2) 中学校への配置の推進を

(3) 道立高校への設置への普及を

４ 村 端 利 克 １．名寄市過疎地域自立促進市町村計画の経過と推進について

（Ｐ１８８） (1) １７年度からの５カ年計画の３年目を迎えた現在までの経過と今

後の推進状況について

ア 土木関係

イ 生活環境関係

ウ 福祉関係

２．総合計画の前期事業について

(1) コンパクトなまちづくりの計画は

(2) 旧名寄市の中心市街地活性化事業の取り組みは

(3) 風連地区市街地再開発事業の一部見直しについて

ア 保健センターの概要について

イ 福祉住宅の建設予定は

ウ 公衆浴場の新設について

(4) 風連中央小学校、風連中学校の校舎新設時期予定は

(5) 風連地区東地区運動広場の整備について

ア パークゴルフ場の９ホール新設について

イ グラウンドゴルフ場の整備について

５ 佐 藤 靖 １．協働のまちづくりについて

（Ｐ１９８） (1) 情報の公開と共有とは

(2) 市民憲章との整合性

(3) 協働で共生のまちづくりを
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２．用途地域指定と建築制限条例について

(1) 基本的な考え方

(2) 住民合意とは

(3) 道が示すガイドラインとの整合性

３．医療の充実について

(1) 市立総合病院の将来展望

(2) 東病院の将来展望

６ 田 中 好 望 １．農業振興センターの１９年度の取り組み方について

（Ｐ２１０） (1) アスパラ大苗の供給事業について

(2）後継者担い手対策について

２．農地・水・環境保全向上対策事業について

(1) 対象地域のまとめについて

(2) 事業計画について

７ 武 田 利 昭 １．魅力ある商店街と商業集積づくり

（Ｐ２１８） (1) 商店街の現状

(2）大型店との共存

２．観光産業の振興と対策

３．地方分権のゆくえ

８ 駒 津 喜 一 １．情報化（ＩＣＴ）推進電子自治体について

（Ｐ２２６） (1) 北海道電子自治体プラットフォーム構想

ア 「電子自治体共同運営協議会」の参加数について

イ ハープ構想の開発進捗状況について

ウ 市の運用開始時期について

２．市内商工業の振興施策について

(1) 企業立地促進条例並びに中小企業振興条例について

(2) 北海道「産消協働」について

(3) 商業活性化について

３．市立総合病院について

(1) 駐車場の現状と管理について

(2) 病院敷地内の禁煙問題について

９ 谷 内 司 １．今後の行財政改革の考えは

（Ｐ２３９） (1) 平成１８年度の市税等の収入見込み額は
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(2) 未収金への対応は

２．いじめと転校について

(1) 内閣府の発表と対応について

１０ 竹 中 憲 之 １．特別支援教育の支援体制について

（Ｐ２５０） (1) 各学校における支援体制は

(2) ＬＤ、ＡＤＨＤの児童・生徒数は

(3) 学校、幼稚園等との情報提供等の連携は

(4) コーディネーターの配置数は

２．市立総合病院の現状と将来展望について

(1) スタッフの配置数は

(2) 各科、病棟におけるスタッフの勤務実態について

(3) 外来における患者の待ち時間は

(4) 一部業務の委託によるメリット・デメリットは

(5) 地域医療センターとしての将来展望は

１１ 山 口 祐 司 １．市民保養施設のあり方について

（Ｐ２６０） (1) 望湖台センターハウスの今後について

(2) 平成１８年度の収支見込みの状況は

(3) 集客力を高めるための方策について

(4) 施設の老朽化に伴う改修計画について

２．市民への情報開示について

(1) 市民向けの行政情報のあり方について

(2) 今後の広報活動について

(3) 市民の理解度を深めるには

３．新型インフルエンザについて

(1) 流行を想定した行政の対応は

(2) 市立総合病院と市内医療機関との連携は

(3) 市民への広報呼びかけについて

１２ 宗 片 浩 子 １．食育の推進について

（Ｐ２６９） (1) 食育推進計画の策定について

(2) 家庭における食育について

(3) 体験型の食育について

(4) 地場産物を活用した学校給食について

(5) 食育に関する情報提供について
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１３ 岩 木 正 文 １．市民の安心・安全について

（Ｐ２７８） (1) ＡＥＤの啓発、活用

(2) 自転車事故から市民を守るために

２．教育行政について

(1）いじめ問題への対応

(2) 教育再生会議、第１次報告に関して

３．冬のスポーツ施設の活用について

(1) カーリング場

(2) ジャンプ台

(3) クロスカントリーコース

１４ 黒 井 徹 １．市政執行方針について

（Ｐ２９０） (1) 市長の歴史観について

(2) 「市民の融和と一体感」の概念について

(3) 合併による行財政面でのメリットとは

(4) 「活力をもたらす産業の振興」について

２．農業政策について

(1) 食育の基本理念について

(2) 担い手の育成について

(3) 農業振興センターの今後

(4) 新産地づくり対策の議論経過と考え方

(5) 遊休農地の現状と対策

(6) 農村地区の特徴を生かした均衡ある開発

(7) 品目横断的経営安定政策の課題は
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第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成１９年２月２６日～平成１９年３月１５日 １８日間

本会議時間数 ２６時間３０分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

副議長の辞職許可報告 19. 2.26 報 告 済

副議長選挙 （林 寿和） 〃 選 挙 完 了

（指名推選）

議会運営委員会委員の選任について 〃 選 任

議 案 第 1 号 名寄市民憲章の制定について 〃 原 案 可 決

議 案 第 ２ 号 名寄市北国雪国ふるさと交流館条例の制定に 〃 〃

ついて

議 案 第 ３ 号 名寄市道の駅条例の制定について 19. 2.26 経済常任委員会付託

19. 3.15 修 正 可 決

議 案 第 ４ 号 名寄市住宅リフォーム促進助成条例の制定に 19. 2.26 原 案 可 決

ついて

議 案 第 ５ 号 名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に 〃 〃

ついて

議 案 第 ６ 号 名寄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一 〃 〃

部改正について

議 案 第 ７ 号 名寄市国民健康保険税条例の一部改正につい 19. 2.26 予算審査特別委員会

て 付託

19. 3.15 原 案 可 決
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議 案 第 ８ 号 名寄市学校給食センター設置条例の一部改正 19. 2.26 原 案 可 決

について

議 案 第 ９ 号 名寄市重度障害者、精神障害者及びひとり親 〃 〃

家庭等の医療費助成に関する条例の一部改正

について

議 案 第 １ ０ 号 名寄市企業立地促進条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 １ １ 号 名寄市住宅環境改善等補助条例の廃止につい 〃 〃

て

議 案 第 １ ２ 号 合併特例区規約の変更について 〃 〃

議 案 第 １ ３ 号 風連町の長の給与等に関する規則の一部改正 〃 〃

について

議 案 第 １ ４ 号 上川教育研修センター組合規約の変更につい 〃 〃

て

議 案 第 １ ５ 号 損害賠償の額を定めることについて 〃 〃

議 案 第 １ ６ 号 市道路線の認定について 〃 〃

議 案 第 １ ７ 号 平成１８年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

議 案 第 １ ８ 号 平成１８年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ９ 号 平成１８年度名寄市老人保健事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 ２ ０ 号 平成１８年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算
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議 案 第 ２ １ 号 平成１８年度名寄市下水道事業特別会計補正 19. 2.26 原 案 可 決

予算

議 案 第 ２ ２ 号 平成１８年度名寄市個別排水処理施設整備事 〃 〃

業特別会計補正予算

議 案 第 ２ ３ 号 平成１８年度名寄市簡易水道事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 ２ ４ 号 平成１８年度名寄市公設地方卸売市場特別会 〃 〃

計補正予算

議 案 第 ２ ５ 号 平成１８年度名寄市食肉センター事業特別会 〃 〃

計補正予算

議 案 第 ２ ６ 号 平成１８年度名寄市病院事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ７ 号 平成１８年度名寄市水道事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ８ 号 平成１９年度名寄市一般会計予算 19. 2.26 予算審査特別委員会

設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ２ ９ 号 平成１９年度名寄市国民健康保険特別会計予 19. 2.26 予算審査特別委員会

算 設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ３ ０ 号 平成１９年度名寄市老人保健事業特別会計予 19. 2.26 予算審査特別委員会

算 設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決
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議 案 第 ３ １ 号 平成１９年度名寄市介護保険特別会計予算 19. 2.26 予算審査特別委員会

設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ３ ２ 号 平成１９年度名寄市下水道事業特別会計予算 19. 2.26 予算審査特別委員会

設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ３ ３ 号 平成１９年度名寄市個別排水処理施設整備事 19. 2.26 予算審査特別委員会

業特別会計予算 設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ３ ４ 号 平成１９年度名寄市簡易水道事業特別会計予 19. 2.26 予算審査特別委員会

算 設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ３ ５ 号 平成１９年度名寄市公設地方卸売市場特別会 19. 2.26 予算審査特別委員会

計予算 設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ３ ６ 号 平成１９年度名寄市食肉センター事業特別会 19. 2.26 予算審査特別委員会

計予算 設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ３ ７ 号 平成１９年度名寄市病院事業会計予算 19. 2.26 予算審査特別委員会

設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決
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議 案 第 ３ ８ 号 平成１９年度名寄市水道事業会計予算 19. 2.26 予算審査特別委員会

設置・付託

19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ３ ９ 号 指定管理者の指定について 19. 2.26 原 案 可 決

議 案 第 ４ ０ 号 指定管理者の指定について 〃 〃

議 案 第 ４ １ 号 安全・安心都市宣言について 19. 3.15 原 案 可 決

議 案 第 ４ ２ 号 教育都市宣言について 〃 〃

議 案 第 ４ ３ 号 健康都市宣言について 〃 〃

議 案 第 ４ ４ 号 非核平和都市宣言について 〃 〃

議 案 第 ４ ５ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ４ ６ 号 名寄市議会委員会条例の一部改正について 〃 〃

意見書案第１号 医師不足を解消し、安心できる地域医療体制 〃 〃

の確保を求める意見書

意見書案第２号 「がん対策推進基本計画」の早期決定を求め 〃 〃

る意見書

意見書案第３号 公開制度見直しなど戸籍法の早期改正を求め 〃 〃

る意見書

意見書案第４号 障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意 〃 〃

見書

意見書案第５号 耐震構造計算書偽装問題に関する被害者救済 〃 〃

に関する意見書
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意見書案第６号 ＮＨＫ受信料の支払い義務化に関する意見書 19. 3.15 原 案 可 決

意見書案第７号 少子化の克服へ対策強化を求める意見書 〃 〃

意見書案第８号 特定健診・特定保健指導に関する意見書 〃 〃

意見書案第９号 後期高齢者医療制度の充実を求める意見書 〃 〃

意見書案第１０号 生活保護の「母子加算」廃止に反対する意見 〃 〃

書

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について 19. 2.26 報 告 済

報 告 第 ２ 号 例月現金出納検査報告について 19. 3.15 〃

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査(調査）

決 定
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